
特定個人情報保護評価書（全項目評価書）

 公表日

　さいたま市長

 個人情報保護委員会　承認日　【行政機関等のみ】

特記事項
地方税賦課徴収に関する事務では、事務の一部を外部業者に委託しているため、業者選定の際に
業者の情報保護管理体制を確認し、併せて秘密保持に関しても契約に含めることで万全を期してい
る。

[令和７年５月　様式４]

 個人のプライバシー等の権利利益の保護の宣言

 評価書名

地方税賦課徴収に関する事務

評価書番号

2

さいたま市は、地方税賦課徴収に関する事務における特定個人情報ファイ
ルの取扱いにあたり、特定個人情報ファイルの取扱いが個人のプライバ
シー等の権利利益に影響を及ぼしかねないことを認識し、特定個人情報の
漏えいその他の事態を発生させるリスクを軽減させるために適切な措置を
講じ、もって個人のプライバシー等の権利利益の保護に取り組んでいること
を宣言する。

 評価実施機関名
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　（別添３）　変更箇所

Ⅵ　評価実施手続

Ⅴ　開示請求、問合せ

Ⅳ　その他のリスク対策

　（別添１） 事務の内容

項目一覧

Ⅰ　基本情報

　（別添２） 特定個人情報ファイル記録項目

Ⅱ　特定個人情報ファイルの概要

Ⅲ　特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策
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 ３．特定個人情報ファイル名

Ⅰ． 個人住民税特定個人情報ファイル
Ⅱ． 軽自動車税（種別割）特定個人情報ファイル
Ⅲ． 固定資産税及び都市計画税特定個人情報ファイル
Ⅳ． 滞納整理特定個人情報ファイル
Ⅴ． 収納特定個人情報ファイル

 システム16～20

 システム11～15

 システム6～10

 システム2～5

] 税務システム

[ ] その他 （ ）

 ②システムの機能

下記の業務毎にシステムを「別紙 使用するシステム」で示す。
　Ⅰ．個人住民税賦課業務
　Ⅱ．軽自動車税（種別割）賦課業務
　Ⅲ．固定資産税及び都市計画税業務
　Ⅳ．滞納整理業務
　Ⅴ．収納業務

 ③他のシステムとの接続

[ ] 情報提供ネットワークシステム [ ] 庁内連携システム

[ ] 住民基本台帳ネットワークシステム [ ] 既存住民基本台帳システム

[ ] 宛名システム等 [

 システム1

 ①システムの名称 ※ 別紙 使用するシステムを参照

 ③対象人数

＜選択肢＞

[ 30万人以上 ] 1) 1,000人未満 2) 1,000人以上1万人未満
3) 1万人以上10万人未満 4) 10万人以上30万人未満

Ⅰ　基本情報
 １．特定個人情報ファイルを取り扱う事務

 ①事務の名称 地方税賦課徴収に関する事務

 ②事務の内容　※

地方税賦課徴収に関する事務は、地方税法等の法令に従い、下記の5業務で構成される。
事務の詳細は、「別紙：事務の内容」を参照すること。

　Ⅰ．個人住民税賦課業務
　Ⅱ．軽自動車税（種別割）税賦課業務
　Ⅲ．固定資産税及び都市計画税業務
　Ⅳ．滞納整理業務
　Ⅴ．収納業務

5) 30万人以上

 ２．特定個人情報ファイルを取り扱う事務において使用するシステム
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 ４．特定個人情報ファイルを取り扱う理由

 ①事務実施上の必要性

Ⅰ．個人住民税特定個人情報ファイル
　１　番号制度に関する税制上の措置として、課税資料等の税務関係書類に個人番号の記載を求める
措置が講じられたところである。このため、個人番号付きの課税資料等の税務関係書類を受付すること
となり、受付した課税資料は個人住民税システムで管理され、賦課データを作成する。したがって個人住
民税システムにて特定個人情報ファイルを保有することとなる。
　２　事務全般で本人確認の際に個人番号を確認する事務が番号法により求められる。
　３　賦課データについては、中間サーバへアップし、情報提供ネットワークシステムを介して他市町村、
他機関にて利用される。

Ⅱ．軽自動車税（種別割）特定個人情報ファイル
　１　番号制度に関する税制上の措置として、減免申請書等に個人番号の記載を求める措置が講じられ
たところである。このため、個人番号付きの減免申請書等を受付することとなり、受付した減免申請書等
に記載された申請情報は軽自動車税システムに入力し、そのデータを元に減免等の処理が行われる。し
たがって軽自動車税システムにて特定個人情報ファイルを保有することとなる。
　２　減免事務等で本人確認の際に個人番号を確認する事務が番号法により求められる。

Ⅲ．固定資産税及び都市計画税特定個人情報ファイル
　１　番号制度に関する税制上の措置として、償却資産申告書及び固定資産税・都市計画税減免申請書
等に個人番号の記入を求める措置が講じられたところである。このため、個人番号付きの償却資産申告
書及び固定資産税・都市計画税減免申請書等を受け付けすることとなり、固定資産税システムで管理
し、賦課データを作成する。したがって固定資産税システムにて特定個人情報ファイルを保有する必要
がある。
　２　事務全般で本人確認の際に個人番号を確認する事務が番号法により求められる。

Ⅳ．滞納整理特定個人情報ファイル
　１　地方税法、その他地方税に関する法律に基づき、住民に対して公正・公平な徴収をするため
　２　個人を正確かつ迅速に特定し、滞納整理業務を効率的に行うため
　３　事務全般で本人確認の際に個人番号を確認する事務が番号法により求められる。

Ⅴ． 収納特定個人情報ファイル
　１　地方税法、その他地方税に関する法律に基づき、住民に対して公正・公平な徴収をするため
　２　個人を正確かつ迅速に特定し、収納業務を効率的に行うため
　３　事務全般で本人確認の際に個人番号を確認する事務が番号法により求められる。
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 ②実現が期待されるメリット

Ⅰ． 個人住民税特定個人情報ファイル
　１　事務・手続の簡素化、添付書類の削減による負担軽減
　（１）所得証明書や住民票の添付省略
　（２）法定調書の提出に係る事業者負担の軽減
　（３）各種申請・申告等に必要な行政機関が発行する添付書類（納税証明書等）の省略

　２　行政事務の効率化と、より公平で正確な税負担の実現（所得の過少申告等の防止）
　　効率的な名寄せ・突合により、所得の過少申告や扶養控除のチェックが効率化し、社会保障の不正
受給や税の不正還付等を防止することができる。

Ⅱ． 軽自動車税（種別割）特定個人情報ファイル
　１　行政事務の効率化により公平で正確な税負担の実現
  （１）効率的な名寄せ・突合により、減免申請や非課税申請の受付事務の迅速化と正確性の向上が図
れる。
  （２）情報提供ネットワークシステムを利用した情報連携により、減免事由の審査を効率的かつ適正に
実施することが可能となり、不正減免を防止することができる。
　２　事務・手続の簡素化、添付書類の削減による負担軽減
　（１）情報提供ネットワークシステムを利用した情報連携により、減免申請時の添付書類について一部
省略が可能となる。

Ⅲ． 固定資産税及び都市計画税特定個人情報ファイル
　事務・手続の簡素化、添付書類の削減による負担軽減
　１　各種申請・申告等に必要な行政機関が発行する添付書類の省略
　２　本人特定の効率化

Ⅳ． 滞納整理特定個人情報ファイル
　事務・手続の簡素化、添付書類の削減による負担軽減
　１　各種申請・申告等に必要な行政機関が発行する添付書類（納税証明書等）の省略
　２　本人確認情報を利用することにより、市税等の徴収及び滞納事務に伴う実態調査等を行う場合に
おいて、転出先の住所・所得等の本人情報が正確かつ迅速に把握できることにより、滞納整理業務の効
率化に資することが期待される。

Ⅴ． 収納特定個人情報ファイル
　事務・手続の簡素化、添付書類の削減による負担軽減
　１　各種申請・申告等に必要な行政機関が発行する添付書類（納税証明書等）の省略
　２　本人確認情報を利用することにより、市税等の徴収及び収納事務に伴う実態調査等を行う場合に
おいて、転出先の住所・所得等の本人情報を正確かつ迅速に把握できることにより、収納業務の効率化
に資することが期待される。
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 ５．個人番号の利用　※

 法令上の根拠

Ⅰ． 個人住民税特定個人情報ファイル
　　１　行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（以下、「番号法」と
いう。）第９条第１項、同法別表の２４の項及び同法別表の主務省令で定める事務を定める命令第１６条
　２　番号法第９条第２項、さいたま市個人番号の利用に関する条例第４条第２項及び第３項、同条例別
表第２第１項及び同条例施行規則第３条
　３　地方税法その他の地方税に関する法令並びにさいたま市市税条例及びさいたま市市税条例施行
規則
　以上の法令上の根拠により、地方税賦課徴収に関する事務である個人住民税（森林環境税を含む。以
下同じ。）賦課業務において個人番号を利用する。

Ⅱ． 軽自動車税（種別割）特定個人情報ファイル
　１　番号法第９条第１項、同法別表の２４の項及び同法別表の主務省令で定める事務を定める命令第
１６条
　２　番号法第９条第２項、さいたま市個人番号の利用に関する条例第４条第２項及び第３項、同条例別
表第２第１項及び同条例施行規則第３条
　３　地方税法その他の地方税に関する法令並びにさいたま市市税条例及びさいたま市市税条例施行
規則
　以上の法令上の根拠により、地方税賦課徴収に関する事務である軽自動車税（種別割）賦課業務にお
いて個人番号を利用する。

Ⅲ． 固定資産税及び都市計画税特定個人情報ファイル
　１　番号法第９条第１項、同法別表の２４の項及び同法別表の主務省令で定める事務を定める命令第
１６条
　２　番号法第９条第２項、さいたま市個人番号の利用に関する条例第４条第２項及び第３項、同条例別
表第２第１項及び同条例施行規則第３条
　３　地方税法その他の地方税に関する法令並びにさいたま市市税条例及びさいたま市市税条例施行
規則
　以上の法令上の根拠により、地方税賦課徴収に関する事務である固定資産税及び都市計画税業務に
おいて個人番号を利用する。

Ⅳ． 滞納整理特定個人情報ファイル
　１　番号法第９条第１項、同法別表の２４の項及び同法別表の主務省令で定める事務を定める命令第
１６条
　２　番号法第９条第２項、さいたま市個人番号の利用に関する条例第４条第２項及び第３項、同条例別
表第２第１項及び同条例施行規則第３条
　３　地方税法その他の地方税に関する法令並びにさいたま市市税条例及びさいたま市市税条例施行
規則
　以上の法令上の根拠により、地方税賦課徴収に関する事務である滞納整理業務において個人番号を
利用する。

Ⅴ． 収納特定個人情報ファイル
　１　番号法第９条第１項、同法別表の２４の項及び同法別表の主務省令で定める事務を定める命令第
１６条
　２　番号法第９条第２項、さいたま市個人番号の利用に関する条例第４条第２項及び第３項、同条例別
表第２第１項及び同条例施行規則第３条
　３　地方税法その他の地方税に関する法令並びにさいたま市市税条例及びさいたま市市税条例施行
規則
　以上の法令上の根拠により、地方税賦課徴収に関する事務である収納業務において個人番号を利用
する。
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-

 ７．評価実施機関における担当部署

 ①部署

さいたま市 財政局 税務部 税制課
さいたま市 財政局 税務部 市民税課
さいたま市 財政局 税務部 固定資産税課
さいたま市 財政局 税務部 収納対策課

 ②所属長の役職名

税制課長
市民税課長
固定資産税課長
収納対策課長

 ８．他の評価実施機関

1) 実施する
2) 実施しない
3) 未定

 ②法令上の根拠

Ⅰ． 個人住民税特定個人情報ファイル
　１　番号法第19条第8号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令（令和6年5月24日デジタル庁・
総務省令第9号。以下「情報連携主務省令」という。）の表第三欄（情報提供者）が「市町村長」であって、
第四欄に「地方税関係情報」が含まれる項　　（1,2,3,4,5,7,11,13,15,20,28,37,39,42,48,49,53,55-
2,57,58,59,63,65,66,69,73,75,76,81,83,84,86,87,88,89,90,91,92,96,98,106,108,112,115,124,125,129,130,132,1
37,138,140,141,142,144,147,151,152,155,156,158,160,161,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173の
項）

　２　情報連携主務省令の表第一欄（情報照会者）が「市町村長」であって第二欄（特定個人番号利用事
務）に「地方税法その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例」を含む項のうち本事務
に該当するもの（48の項）

Ⅱ． 軽自動車税（種別割）特定個人情報ファイル
　情報連携主務省令の表第一欄（情報照会者）が「市町村長」であって第二欄（特定個人番号利用事務）
に「地方税法その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例」を含む項のうち本事務に該
当するもの（48の項）

Ⅲ． 固定資産税及び都市計画税特定個人情報ファイル
　情報連携主務省令の表第一欄（情報照会者）が「市町村長」であって第二欄（特定個人番号利用事務）
に「地方税法その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例」を含む項のうち本事務に該
当するもの（48の項）.

Ⅳ． 滞納整理特定個人情報ファイル
　なし

Ⅴ． 収納特定個人情報ファイル
　なし

 ６．情報提供ネットワークシステムによる情報連携 ※

 ①実施の有無

＜選択肢＞

[ 実施する ]
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別紙： 事務の内容

Ⅰ．個人住民税賦課業務
【業務全体概要】
地方税法等の法令に従い個人住民税賦課業務で以下の事務を行う。

　１　課税準備事務
　（１）個人及び世帯状況の整理
　　住民基本台帳に記載されている内容から賦課期日時点の現況の反映を行う。
　（２）市民税・県民税申告書の発送
　　個人住民税の申告が必要な者に市民税・県民税申告書を発送する。

　２　課税資料受付事務
　（１）給与支払報告書総括表及び給与支払報告書個人別明細書の受付（紙媒体、電子媒体、eLTAX）
　　事業所から提出された給与支払報告書総括表及び給与支払報告書個人別明細書を受け付ける。
　（２）市民税・県民税申告書の受付（紙及び電子申請）及び確定申告書、各種資料箋の受領（紙媒体、
国税連携電子データ）
　　個人から提出された市民税・県民税申告書、確定申告書、各種控除申請書等を受け付ける。
　（３）公的年金等支払報告書の受付（紙媒体、電子媒体、eLTAX）
　　年金保険者が提出した公的年金等支払報告書を受け付ける。
　（４）他市町村への資料回送
　　本来申告されるべき市町村へ該当資料を送付する。
　（５）他市町村からの通知
　　寄附金税額控除に係る申告特例通知書を受け付ける。

　３　賦課決定事務
　　個人毎複数の課税資料に基づき賦課内容を精査し、税額を計算して、本人へ通知する。
　（１）課税資料の併合（重複資料のチェック）
　　市町村に提出された課税資料について、個人毎に取りまとめて複数資料間の所得・控除等の申告内
容のチェックを行い、賦課通知内容として取りまとめる事務を行う。
　（２）普通徴収納税通知書及び特別徴収税額決定通知書の作成
　　賦課内容から徴収区分に合わせて通知書を作成する。
　（３）証明書の発行
　　所得・課税（非課税）証明書を発行する。

　４　賦課変更事務
　　賦課決定通知後に賦課決定通知内容に変更があった場合に賦課決定内容を変更して通知する。
　（１）変更決定通知
　　変更を行った後に本人や特別徴収義務者に変更決定した賦課内容の通知を行う。

　５　調査事務
　（１）扶養調査
　　扶養申告内容に誤りがないか調査し、異なる場合は、修正した申告を提出してもらうことにより賦課
内容の変更を行う。
　（２）税務署への情報提供
　　賦課決定内容に変更が発生する場合、税務署側に所得税の修正を行うよう変更内容を所轄の税務
署へ情報提供する。
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　【特定個人情報を使用して実施する事務の具体的な内容】
　番号法に従い、個人住民税賦課業務では特定個人情報を以下の事務で取り扱う。

　１　個人番号の取得
　（１）既存住民基本台帳システム（以下、「住民記録システム」という。）から住民の個人番号を取得す
る。(既存の住民記録連携機能にて取得)
　（２）税宛名システムのオンラインより、住民登録（以下、「住登」という。）外者の個人番号を入力する。
　（３）住基ネット統合端末から、住登外者の個人番号を取得し入力する。
　（４）課税資料（給与支払報告書個人別明細書、公的年金等支払報告書、確定申告書、市民税・県民
税申告書等）に記載された個人番号より、未登録の個人番号を取得する。

　２　個人番号の利用
　（１）本人確認(真正性確認)
　　【業務全体概要】の「１　課税準備事務」、「２　課税資料受付事務」、「３　賦課決定事務」、「４　賦課変
更事務」、「５　調査事務」において本人確認の際、税システムに登録されているデータから本人を特定
する手段として個人番号を利用する。(例：オンラインにて個人番号をキーに検索を行う。)
　（２）個人番号による個人の特定(個人番号による宛名付設)
　　【業務全体概要】の「２　課税資料受付事務」において、課税資料（給与支払報告書個人別明細書、公
的年金等支払報告書、確定申告書、市民税・県民税申告書等）に記載された個人番号を個人特定の条
件として利用する。
　（３）帳票への印字
　　ア　【業務全体概要】の「２　課税資料受付事務」で使う「地方税法第294条第３項に基づく通知書」（以
下、住登外課税通知書という。）に個人番号を出力する。
　　イ　【業務全体概要】の「３　賦課決定事務」で使う「特別徴収税額決定通知書(特別徴収義務者用)」
に個人番号を出力する（書面により送付する場合を除く。）。
　　ウ　【業務全体概要】の「４　賦課変更事務」で使う「特別徴収税額変更通知書(特別徴収義務者用)」
に個人番号を出力する（書面により送付する場合を除く。）。
　　エ　【業務全体概要】の「５　調査事務」で使う「扶養是正データ」に個人番号を出力する。

　３　特定個人情報の提供
　（１）【業務全体概要】の「３　賦課決定事務」、「４　賦課変更事務」で作成する個人番号を含むデータを
番号連携サーバへアップし、番号連携サーバから中間サーバへ送信する。他市町村は情報提供ネット
ワークシステム経由で所得情報、扶養関係情報等のデータを利用することが可能となる。また、情報提
供等記録開示システム(マイナポータル)から、国民は自分の特定個人情報(所得情報等)について確認
することが可能となる。
　（２）税宛名システムより、個人番号を含む宛名情報を番号連携サーバに送信し、番号連携サーバにて
団体内統合宛名番号を採番する。その後、番号連携サーバから符号要求を行い情報提供用個人識別
符号（以下、「符号」という。）生成を行う。

　４　特定個人情報の照会
　（１）番号連携サーバにより生活保護受給情報の照会等を行う。
　（２）番号連携サーバにより他市町村の個人住民税納税義務者の所得情報の照会等を行う。
　（３）番号連携サーバにより他市町村の個人住民税納税義務者の扶養関係情報の照会等を行う。

【番号連携サーバ・中間サーバにおける事務の内容】
　１　新規個人番号の宛名情報が連携された際に、符号の取得要求を行う。（番号連携サーバ要件）
　２　情報連携主務省令に記載されている提供側業務について、業務情報を情報提供ネットワークシス
テムに提供する。（番号連携サーバ、中間サーバ要件）
　３　情報連携主務省令に記載されている照会側業務について、業務情報を情報提供ネットワークシス
テムを使用して取得する。（番号連携サーバ、中間サーバ要件）
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Ⅱ．軽自動車税（種別割）賦課業務
【業務全体概要】
地方税法等の法令に従い軽自動車税（種別割）賦課業務で以下の事務を行う。

１　申告書受付事務
（１）原動機付自転車・小型特殊自動車
　軽自動車税（種別割）申告（報告）書兼標識交付申請書や軽自動車税（種別割）廃車申告書兼標識返
納書を受け付け、軽自動車税システムに入力するとともに、標識及び標識交付証明書の交付又は返納
された標識を受領する。また、他市町村を転出時に未廃車の車両についての登録を行う際は、課税物
件異動通知書を出力又は地方税外部連携システムを介した廃車情報の提供により旧定置場の市町村
に通知する。同様に、他市町村から課税物件異動通知書又は地方税外部連携システムを介した廃車情
報の提供等を受理した場合は、軽自動車税システムにて廃車処理を行う。
（２）軽自動車・二輪の小型自動車
　一般社団法人全国軽自動車協会連合会又は軽自動車検査協会経由で軽自動車税（種別割）申告書
（報告書）を受け付け、地方公共団体情報システム機構及び（一財）自動車検査登録情報協会より提供
される車両の検査情報と合わせて、軽自動車税システムに入力する。

２　賦課事務
（１）当初課税
　賦課期日（４月１日）時点で登録されている車両で非課税車両や課税免除車両等を除き、軽自動車税
システムにて賦課データを作成し、外部委託業者に媒体で提供する。外部委託業者にて賦課データを元
に納税通知書の作成、封入、封緘を行ったうえで、納税義務者宛てに発送する。
（２）随時課税
　当初課税以降に賦課期日以前に遡って車両登録の申告があった場合などに、軽自動車税（種別割）
申告（報告）書兼標識交付申請書又は軽自動車税（種別割）申告書（報告書）等に基づき、軽自動車税
システムに入力を行い、納税通知書を交付する。
（３）課税取消
　当初課税以降に賦課期日以前に遡って廃車手続の申告があった場合などに、軽自動車税（種別割）
廃車申告書兼標識返納書又は軽自動車税（種別割）申告書（報告書）等に基づき、軽自動車税システム
に入力を行い、税額変更通知書を交付する。
（４）非課税・課税免除申請受付
　東日本大震災による被災車両の代替車両取得の際など、非課税または課税免除の申請を受け付け、
軽自動車税システムに入力する。
 （５）減免申請受付
申請期間中に受理した申請書及び添付書類の確認又は情報提供ネットワークを介した情報照会により
申請内容を審査する。その後、減免該当者については軽自動車税システムに入力を行い、減免決定通
知書を交付し、減免非該当者については減免申請棄却（却下）通知書を交付する。

３　その他事務
（１）転出者及び死亡者の調査事務
　転出した納税義務者に対して、登録されている定置場の変更が正しく行われているかを調査し、定置
場変更がされていない場合は住所変更依頼の通知を送付する。また、死亡者が所有していた車両につ
いて廃車手続きがされていない場合は、法定相続人の有無を調査し、相続人又は家族宛てに名義変更
依頼の通知を送付する。
（２）不明返戻調査
納税通知書等が返戻された場合、現地調査、他市町村への照会等により住所調査を行う。これにより住
所が判明した場合は納税通知書等を送付し、不明の場合は公示送達を行う。
（３）証明書交付事務
　標識交付証明書の再交付や廃車申告受付書の再交付、継続検査用納税証明書等の交付を行う。
（４）市町村からの照会回答
　市町村より生活保護法第29条に基づく軽自動車等の所有者に関する照会があった際は、軽自動車税
システムにて該当情報を照会し、回答を行う。
（５）車両ごとの納付情報の登録
軽自動車税(種別割)の車両ごとの納付状況を、軽自動車検査協会等がオンラインで確認できる「軽
JNKS」に登録する。
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【特定個人情報を使用して実施する事務の具体的な内容】
番号法に従い、軽自動車税（種別割）賦課業務では特定個人情報を以下の事務で取り扱う。

１　個人番号の取得
（１）住民記録システムから住民の個人番号を取得する。(既存の住民記録連携機能にて取得)
（２）住基ネット統合端末から、住登外者の個人番号を取得し入力する。
（３）減免申請書等から個人番号を取得する。

２　個人番号の利用
（１）本人確認(真正性確認)
　減免申請書事務等において本人確認の際、軽自動車税システムに登録されているデータから本人を
特定する手段として個人番号を利用する。(例：オンラインにて個人番号をキーに検索を行う。)
（２）個人番号による個人の特定(個人番号による宛名付設)
　減免申請書等に記載された個人番号を個人特定の条件として利用する。

３　特定個人情報の提供
　税宛名システムより、個人番号を含む宛名情報を番号連携サーバに送信し、番号連携サーバにて団
体内統合宛名番号を採番する。その後、番号連携サーバから符号要求を行い符号生成を行う。

４　特定個人情報の照会
（１）番号連携サーバにより生活保護受給情報の照会等を行う。
（２）番号連携サーバにより障害者手帳等情報の照会等を行う。
（３）番号連携サーバにより他市町村の軽自動車（種別割）税納税義務者の住民票関係情報の照会等を
行う。

【番号連携サーバ・中間サーバにおける事務の内容】
１　新規個人番号の宛名情報が連携された際に、符号の取得要求を行う。（番号連携サーバ要件）
２　情報連携主務省令に記載されている提供側業務について、業務情報を情報提供ネットワークシステ
ムに提供する。（番号連携サーバ、中間サーバ要件）
３　情報連携主務省令に記載されている照会側業務について、業務情報を情報提供ネットワークシステ
ムを使用して取得する。（番号連携サーバ、中間サーバ要件）
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Ⅲ．固定資産税及び都市計画税業務
【業務全体概要】
地方税法等の法令に従い固定資産税及び都市計画税業務で以下の事務を行う。

１　固定資産の評価
（１）地方税法に基づき固定資産を評価し、評価調書を作成する。
（２）原則として３年に１度の基準年度に、固定資産評価基準に基づき、土地と家屋の価格を見直す。

２　固定資産の価格の決定
　評価調書に基づき、３月末日までに固定資産の価格を決定する。

３　固定資産の価格等の登録
　固定資産の価格等を決定後、固定資産課税台帳に固定資産の価格等を登録する。
（１）土地課税台帳及び土地補充課税台帳の整備
　土地の状況は売買や地目の変更等により変動するため、以下の事務を行うことで異動内容を正しく把
握し、翌年度の課税に向けて土地課税台帳を整備する。
　ア　異動の把握
　　　登記所（法務局）からの登記済通知書等により、土地の異動を把握する。
　イ　実地調査
　　　土地の現況と利用目的を調査する。
（２）家屋課税台帳及び家屋補充課税台帳の整備
　家屋の状況は売買や住宅の新築・取り壊し等により変動するため、以下の事務を行うことで異動内容
を正しく把握し、翌年度の課税に向けて家屋課税台帳を整備する。
　ア　異動の把握
　　　登記所（法務局）からの登記済通知書等により、家屋の異動を把握する。
　イ　実地調査
　　　家屋の現況と利用目的を調査する。
（３）償却資産課税台帳の整備
　ア　償却資産申告書の発送（紙媒体、eLTAX）
　　　前年度の償却資産課税台帳に登録されている者及び新たに償却資産を所有した者等に対して申
告書類を送付する。
　イ　償却資産申告書の受付（紙媒体、eLTAX）
　　　提出された申告書を受け付け、償却資産課税台帳へ必要事項を登録する。
　ウ　実地調査
　　　実地調査を行い、価格等に変更がある場合は、償却資産課税台帳等を修正する。
（４）納税義務者の変更
　登記所（法務局）からの登記済通知書等により、納税義務者の変更を把握する。また、固定資産の所
有者が死亡している場合は、現に所有している者を納税義務者とすることになっているため、相続人の
調査を行う。

４　土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿の縦覧
　３月末日までに縦覧帳簿を作成し、納税者の縦覧に供する。

５　固定資産課税台帳の閲覧
　地方税法に基づき、固定資産課税台帳の写し（名寄帳）を納税義務者等の閲覧に供する。

６　当初賦課
　固定資産税及び都市計画税の税額を決定の上、納税通知書を作成し、納税者へ送付する。

７　減免等申請書の受付
　減免等申請書を受け付け、決定内容を納税者へ通知する。

８　賦課決定
　 課税内容の修正に伴い、価格・税額の変更があった場合、納税者へ通知する。

９　統計資料作成
　交付税基礎数値検収調書、固定資産概要調書等の統計資料及び調査資料を国や県へ提出する。
　
１０　証明書発行
　 評価証明書、公租証明書等を発行する。
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【特定個人情報を使用して実施する事務の具体的な内容】
番号法に従い、固定資産税及び都市計画税事務では特定個人情報を以下の事務で取り扱う。

１　個人番号の取得
（１）住民記録システムから住民の個人番号を取得する。(既存の住民記録連携機能にて取得)
（２）税宛名システムのオンラインより、住登外者の個人番号を入力する。
（３）住基ネット統合端末から、住登外者の個人番号を取得し入力する。
（４）減免申請書、償却資産申告書等に記載された個人番号より、未登録の個人番号を取得する。

２　個人番号の利用
（１）本人確認(真正性確認)
　固定資産税及び都市計画税賦課業務全般において本人確認の際、税務システムに登録されている
データから本人を特定する手段として個人番号を利用する。(例：オンラインにて個人番号をキーに検索
を行う。)
（２）個人番号による個人の特定(個人番号による宛名付設)
　減免申請書等に記載された個人番号を個人特定の条件として利用する。

３　特定個人情報の提供
　税宛名システムより、個人番号を含む宛名情報を番号連携サーバに送信し、番号連携サーバにて団
体内統合宛名番号を採番する。その後、番号連携サーバから符号要求を行い符号生成を行う。

４　特定個人情報の照会
　番号連携サーバにより生活保護受給情報の照会等を行う。

【番号連携サーバ・中間サーバにおける事務の内容】
１　新規個人番号の宛名情報が連携された際に、符号の取得要求を行う。（番号連携サーバ要件）
２　情報連携主務省令に記載されている提供側業務について、業務情報を情報提供ネットワークシステ
ムに提供する。（番号連携サーバ、中間サーバ要件）
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Ⅳ．滞納整理業務
【業務全体概要】
地方税法等の法令に従い滞納整理業務で以下の事務を行う。

１　滞納者管理事務
（１）納期限経過後も納付されない滞納者について、滞納整理システムへ登録を行う。
（２）滞納者についての各種管理帳票等を作成する。
（３）滞納後の各種申請、折衝、約束期日、催告、処分等について記録を管理する。

２　徴収・換価の猶予、分割納付事務
　納税者（滞納者）からの申請により、期限までに納付できない事情があり徴収・換価の猶予をすれば完
納を見込める場合は、徴収・換価の猶予や分割納付を行う。
（１）納税者（滞納者）から、申請を受ける。
（２）申請内容や申請者と折衝した内容により、徴収・換価の猶予又は分割納付を認めるか審査する。
（３）徴収・換価の猶予を許可する場合、徴収・換価の猶予通知書を作成し、申請者に送付する。
（４）分割納付を許可する場合、申請者より分割納付誓約書等を受け取り、分割納付計画書を送付する。

３　催告事務
　督促を行い、かつ完納されない滞納者について、必要に応じて納付を促すために催告を行う。
（１）催告対象者を特定する。
（２）催告決議を行い、徴収金額に算出した延滞金を加算し、催告書を作成する。
（３）催告書を滞納者へ送付する。
（４）催告書を受け取った滞納者から連絡があれば納税相談を行い、今後の方針を決定する。

４　財産調査事務
　督促を行い、かつ完納されない滞納者について、滞納処分の方針を決定するために財産調査を行う。
（１）本人より滞納の理由や経済状況について聞き取り調査を行う。
（２）滞納者の財産や滞納者への債務を有する関係者等に財産の照会を行う。

５　滞納処分事務
　財産調査の結果、納税できる資力・財産がある場合、滞納処分を行う。
（１）差押
　ア　財産調査の内容から、差押えする財産を決定する。
　イ　差押えの実績を記録、証明するために差押調書を作成する。
　ウ　差押調書(謄本)、差押書を滞納者へ送付し、財産を差押えする。
　エ　関係者に差押通知書を送付する。
（２）交付要求
　ア　財産調査の内容等から、他機関での処分が進行している場合は、交付要求を行う。
　イ　交付要求書を作成し送付する。また、滞納者に交付要求通知書を送付する。
（３）公売・換価
　ア　公売財産の名称、公売の方法、日時、場所などを公告する。
　イ　滞納者本人、交付要求した者、公売財産上に権利を持つ者に対して公売を通知する。
　ウ　公売財産の見積価格（最低落札額）を決定する。
　エ　見積価格以上の入札者のうち、最高額の入札者を最高価申込者として決定し、入札の終了を通知
する。
　オ　買受人となった最高価申込者から、売却決定の日までに買受代金が支払われる。
（４）配当
　ア　配当を受けるべき債権者から提出された債権現在額申立書を調査し、債権額を確認する。
　イ　配当を行うときは、配当計算書を作成し、債権者と滞納者に謄本を送付する。
　ウ　換価代金等の交付期日に配当計算書に従って換価代金等を配当する。

６　滞納処分の執行停止事務
　財産調査や差押財産の換価の結果、滞納処分をすることができる財産がなく納税資力がない等の判
断をした滞納者には、滞納処分の執行停止を行う。

７　時効管理事務
　時効が完成した徴収金や、滞納処分の執行停止後所定の期間が経過した徴収金について、該当する
調定情報を収納システム・滞納整理システムから抹消する。
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【特定個人情報を使用して実施する事務の具体的な内容】
番号法に従い、滞納整理業務では特定個人情報を以下の事務で取り扱う。

１　個人番号の取得
（１）住民の個人番号を、住民記録システムから取得する。(庁内連携にて取得)
（２）住登外の納税者等の個人番号が判明した場合、税宛名システムへオンラインにて登録する。

２　個人番号の利用
（１）本人確認(真正性確認)
　滞納整理業務全般において本人確認の際、税務システムに登録されているデータから本人を特定す
る手段として個人番号を利用する。(例：オンラインにて個人番号をキーに検索を行う。)
（２）最新住所確認
　催告書や滞納処分関係の文書返戻の際、個人番号をキーとして住民基本台帳ネットワークシステムを
調査し最新の送付先を把握するために利用する。
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Ⅴ．収納業務
【業務全体概要】
地方税法等の法令に従い収納業務で以下の事務を行う。

１　調定登録・変更事務
（１）当初課税による調定の登録
　各課税業務による税額決定時に、調定情報を税収納システムに登録する。
　ア　個人住民税の調定登録
　イ　固定資産税の調定登録
  ウ　軽自動車税（種別割）の調定登録
  エ　法人市民税の調定登録
  オ　事業所税の調定登録
　カ　市たばこ税・入湯税の調定登録
（２）課税更正による調定の変更
　調査や修正申告、国税の更正決議等により税額が変更された場合、税収納システムに登録された調
定情報を修正する。

２　収納消込事務
  各納付チャンネルからの入金情報について、納付書等の情報をもとに該当する調定情報を特定し、消
込を行う。
（１）市の窓口・金融機関等における納付書及びペイジーによる入金
（２）コンビニエンスストアからの入金
（３）口座振替による入金
（４）クレジットカードによる入金
（５）地方税共通納税システムによる入金
（６）スマホ決済による入金

３　口座振替管理事務
　口座振替依頼書の管理を行い、金融機関に対して口座振替請求データや結果データの授受を行う。
（１）口座振替の開始・停止など、納付方法の管理を行う。
（２）納付方法を口座振替に指定している納税者・分割納付者について口座振替請求データを作成する。
（３）口座振替結果の確認を行い、口座振替ができなかった場合は、口座振替不能通知書を納税者へ送
付する。

４　還付・充当事務
　課税更正による調定変更や、収納消込の結果、収入額が調定額を超えて納め過ぎの状態になった場
合、還付又は充当を行う。
（１）過誤納の有無を調査する。
（２）過誤納が発生している場合、還付又は充当するか決定する。
（３）還付充当決議書作成後、決裁を行う。
（４）決裁後、還付・充当内容を収入状況へ反映する。
　ア　還付の場合は、還付対象者の還付元収入額から還付額を差し引く。
　イ　充当の場合は、充当対象者の充当元収入額から充当額を差し引き、充当先収入額に充当額を加
算する。
（５）還付充当通知書などの資料を作成し、対象者へ送付する。
（６）還付の場合は、窓口還付又は口座還付により還付金を支払う。

５　督促事務
　納期限までに完納しない納税者に対し、納期限後30日以内に督促状を発送する。
（１）督促対象者を特定する。
（２）徴収猶予をしている対象者の情報を滞納システムより取得し、督促状の作成を停止する。
（３）督促決議を行い、督促状を作成する。
（４）督促状を対象者へ送付する。

６　返戻・公示事務
　送付先不明などの理由で督促状が返送された場合の管理や、公示送達を行う。
（１）海外・住所不完全等の郵送不能な督促状が作成される。あるいは、郵便局から返送された督促状を
受け取る。
（２）住民基本台帳などにより正しい送付先を調査する。
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７　年次繰越事務
（１）年次決算事務
　予算に対する会計年度の収入実績をまとめ、統計資料を作成して財政課へ提出する。
（２）滞納繰越事務
  今年度の収入未済額を翌年度に徴収するため、翌年度の歳入予算として計上する。
　ア　滞繰調定の年次繰越は、会計年度終了後の４月に行う。
　イ　現年度調定の年次繰越は、出納整理期間経過後の６月に行う。

８　窓口事務
（１）証明書の発行
　ア　納税証明書の発行
　　　証明日現在において、納付すべき税額、納付した税額及び未納税額等を記載した証明書を発行す
る。
　イ　未納の額の無いことの証明書の発行
　　　証明日現在において、完納の判断を行い、未納の額がないことの証明書を発行する。
（２）納付書の再発行
　納付書の紛失や持参を忘れた納税者への対応として納付書を再発行する。

【特定個人情報を使用して実施する事務の具体的な内容】
番号法に従い、収納業務では特定個人情報を以下の事務で取り扱う。

１　個人番号の取得
（１）住民の個人番号を、住民記録システムから取得する。(庁内連携にて取得)
（２）住登外の納税者等の個人番号が判明した場合、税宛名システムへオンラインにて登録する。

２　個人番号の利用
（１）本人確認(真正性確認)
　収納業務全般において本人確認の際、税務システムに登録されているデータから本人を特定する手
段として個人番号を利用する。(例：オンラインにて個人番号をキーに検索を行う。)
（２）最新住所確認
　督促状等の文書返戻の際、個人番号をキーとして住民基本台帳ネットワークシステムを調査し最新の
送付先を把握するために利用する。
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[ ○ ] 宛名システム等

 ②システムの機能

１　宛名照会機能
　納税義務者、扶養者の宛名情報（住民、住登外者）等を照会し、個人番号の照会を行う。

２　住登外者の登録・更新機能
　住登外者の宛名情報を登録・更新し、住登外者の個人番号の登録・更新を行う。

３　法人の登録・更新機能
　法人事業所の名称・所在地等基本的な情報を登録・更新する。

４　送付先の照会・登録・更新機能
　送付物の送付先、納税管理人・相続人・清算人等の照会・登録・更新を行う。

５　口座情報の照会・登録・更新機能
　口座振替の金融機関、口座番号等を登録・更新する。

６　関連宛名設定機能
　宛名番号が異なる同一人（重複登録・再転入）について、同一人であること（関連があること）を設
定する。

７　金融機関の照会・登録・更新機能
　金融機関の登録・更新を行う。

８　証明発行機能
　各種税証明書を発行する。

９　利用者ID関連づけ機能
　電子申告の利用届出データの利用者IDと宛名番号の関連づけを行う。

１０　住民記録連携機能
　住民記録システムの異動データを宛名システムへ連携し、個人番号を取得する。

１１　他業務向け宛名情報ファイル作成
　個人住民税などの業務のバッチ処理で、納税通知書などの宛名情報を取得するためのファイル
を作成する。

１２　同一人チェック機能
　氏名などの情報をもとに、宛名番号は異なるが同一人の可能性が高い対象者を出力する。同一
人のチェック条件として個人番号を利用する。

１３　申告書記載番号取込み・チェック機能
　申告書に記載された個人番号について、税宛名システムに未登録の場合は登録する。登録済み
の場合は、真正性確認のチェックを行う。

１４　宛名情報連携機能
　番号連携サーバ（団体内統合宛名システム）へ個人番号付きの宛名情報を送信する。

③他のシステムとの接続
[ ○ ] 税務システム

[ ] その他 （ ）

別紙　事務において使用するシステム
　Ⅰ．個人住民税賦課業務

　２．特定個人情報ファイルを取り扱う事務において使用するシステム

 システム1

 ①システムの名称 税宛名システム

[ ] 情報提供ネットワークシステム [ ] 庁内連携システム

[ ] 住民基本台帳ネットワークシステム [ ○ ] 既存住民基本台帳システム
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 ②システムの機能

１　課税準備事務向け機能
（１）給与支払報告書総括表作成機能
　給与支払報告書総括表を作成する。
（２）新年度個人基本作成機能
　税宛名システムのデータより賦課期日時点のデータを抽出し、新年度の個人基本情報を作成す
る。
（３）市民税・県民税申告書作成機能
　市民税・県民税申告書作成条件該当者に対し「市民税・県民税申告書」を作成する。

２　課税資料受付事務向け機能
（１）資料登録機能
　各種パンチデータ及び電子媒体資料の内容のチェック・宛名番号の自動付設を行い、資料テーブ
ルへ登録する。エラーデータに対しては各種エラーリストを作成する。

３　賦課決定事務向け機能
（１）資料併合機能
　課税資料受付事務にて登録した各種課税資料を個人単位(宛名番号単位)に併合して課税根拠と
なる情報（併合結果資料）を作成する。併合時には個人番号を活用する。エラーデータに対しては
各種エラーリストを作成する。
（２）当初賦課データ作成機能
　資料併合結果をもとに住民税計算を行い、賦課データを作成する。計算エラーデータに対しては
各種エラーリストを作成する。
（３）当初特別徴収帳票作成機能
　特別徴収税額決定通知書（特別徴収義務者用・納税義務者用）・特別徴収納入書を作成する。収
納システムへの税額連携ファイルを作成する。
（４）当初普通徴収帳票作成機能
　普通徴収納税通知書・普通徴収納付書を作成する。また、普通徴収分と併せて年金からの特別
徴収情報を納税通知書へ出力する。収納システムへの税額連携ファイルを作成する。
（５）他業務システム用連携ファイル作成機能（当初用）
　当初分の他業務システム用の連携ファイルを作成する。また、中間サーバ向けの連携ファイルを
作成する。（番号連携サーバ経由で連携）

４　賦課変更事務向け機能
（１）異動特別徴収帳票作成機能
　異動分を対象に特別徴収税額変更通知書（特別徴収義務者用・納税義務者用）及び各対象一
覧・特別徴収納入書を作成する。収納システムへの税額連携ファイルを作成する。
（２）異動普通徴収帳票作成機能
　異動分を対象に普通徴収納税変更通知書・普通徴収納付書を作成する。収納システムへの税額
連携ファイルを作成する。
（３）他業務システム用連携ファイル作成機能（異動分）
　異動分の他業務システム用の連携ファイルを作成する。また、中間サーバ向けの連携ファイルを
作成する。（番号連携サーバ経由で連携）

５　調査事務向け機能
（１）資料連絡箋作成機能
　資料更正・賦課変更時に控除否認等で、資料連絡箋作成対象者の資料連絡箋（地方税法第317
条に基づく通知）及び対象者一覧を作成する。また、電子データとして扶養是正データを作成する。
（２）住登外課税通知書作成機能
　住登外課税者を対象に、住登外課税通知書及び対象者一覧を作成する。
（３）市外扶養調査機能
　扶養関連情報が未特定の対象者について、扶養親族確認書を作成する。調査の結果、未特定の
被扶養者情報が判明した対象者について、被扶養者所得照会書（他市町村回答用）を作成する。

 システム2

 ①システムの名称 個人住民税システム
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] 住民基本台帳ネットワークシステム [ ] 既存住民基本台帳システム

[ ○ ] 宛名システム等 [ ○ ] 税務システム

６　オンライン機能
（１）個人基本照会・登録・変更機能
　賦課期日時点の宛名を基本とした個人情報の照会・登録・変更を行う。該当個人に係る扶養情報
の管理を行う。
（２）資料照会・登録・変更機能
　申告資料情報の照会・登録・変更を行う。宛名番号未設分の資料データに対し宛名番号設定を行
う。資料併合結果を照会する。該当個人に係る扶養関連の設定を行う。
（３）賦課照会・登録・変更機能
　賦課情報の照会・登録・変更を行う。該当個人に係る扶養関連の設定を行う。
（４）事業所照会・登録・変更機能
　事業所の基本情報の照会・登録・変更を行う。事業所の課税情報の照会を行う。
（５）帳票発行機能
　証明書・所得等回答書・事業所家屋敷課税照会書・住登外課税通知書・納税通知書・普通徴収納
付書・税額通知書・減免決定通知書、相続人代表者指定通知書、相続人代表者指定届、扶養親族
確認書（個人宛）、扶養親族確認書（会社宛）、被扶養者所得照会書（他市町村回答用）の発行、再
発行を行う。

７　運用管理機能
（１）管理外データ削除機能
　年度別に管理しているデータに対し、管理年度外とするデータ削除処理を行う。削除対象データ
は外部保管用ファイルへ出力する。
（２）EUCデータ作成機能
　EUC向けデータを作成する。

８　その他機能
（１）イメージ管理システム連携
　給与支払報告書総括表及び給与支払報告書個人別明細書を電子媒体にて登録した資料データ
より給与支払報告書総括表及び給与支払報告書個人別明細書の帳票イメージを登録するための
電子給与支払報告書ファイルを作成する。電子媒体にて登録を行った資料データより公的年金等
支払報告書の帳票イメージを登録するための電子年金支払報告書ファイル、電子企業年金ファイ
ルを作成する。資料イメージと宛名情報等を紐付けるため、資料マスタより対象者を抽出して資料
キーファイルを作成する。

[ ○ ] その他 （ イメージ管理システム、国税連携システム、コンビニ交付システム ）

②システムの機能

１　課税資料のイメージ化機能
　課税資料（紙媒体、電子媒体、eLTAX）をイメージ化する。

２　課税資料の検索機能
　課税資料の資料番号や宛名番号等をもとに対象者の課税資料イメージを検索する。

３　アノテーション機能
　イメージにマーカー、メモ、スタンプ、付箋等を添付する。

③他のシステムとの接続

③他のシステムとの接続

 システム3

①システムの名称 イメージ管理システム

[ ] 情報提供ネットワークシステム [ ○ ] 庁内連携システム

[

[ ] 宛名システム等 [ ○ ] 税務システム

[ ] その他 （ ）

[ ] 情報提供ネットワークシステム [ ] 庁内連携システム

[ ] 住民基本台帳ネットワークシステム [ ] 既存住民基本台帳システム
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○ ] 税務システム

[ ○ ] その他 （ 番号連携サーバを利用する全てのシステム

 システム4

①システムの名称 国税連携システム（eLTAX）

②システムの機能

１　国税庁からのデータ受信・国税庁へのデータ送信機能
　国税庁から、地方税共同機構が運営管理する地方税ポータルセンタを通じて、確定申告書、法定
調書等を受領する。また、地方税ポータルセンタを通じて、扶養是正情報等を国税庁に送付する。

２　市町村間のデータ送受信機能
　市町村間で確定申告書、住登外課税通知書等のデータの受信・回送を行う。
　また、他市町村からの寄附金税額控除に係る申告特例通知書を受領する。

③他のシステムとの接続

[ ] 情報提供ネットワークシステム [ ] 庁内連携システム

[ ] 住民基本台帳ネットワークシステム [ ] 既存住民基本台帳システム

[ ] 宛名システム等

）

[ ○ ] 税務システム

[ ○ ] その他 （ 地方税ポータルセンタ ）

 システム5

①システムの名称 番号連携サーバ（団体内統合宛名システム）

②システムの機能

１　宛名管理機能
　住民記録システムから住登者データ、住登外データを受領し、番号連携サーバ内の統合宛名
データベースに反映を行う。

２　統合宛名番号の付番機能
　個人番号が新規入力されたタイミングで、統合宛名番号の付番を行う。

３　符号要求機能
　個人番号を特定済みの統合宛名番号を中間サーバに登録し、中間サーバに符号の取得要求・取
得依頼を行う。中間サーバから返却された処理通番は住民基本台帳ネットワークシステムゲート
ウェイサーバへ送信する。

４　情報提供機能
　各業務で管理している情報連携主務省令に記載されている提供業務情報を受領し、中間サーバ
への情報提供を行う。

５　情報照会機能
　中間サーバへ他団体への情報照会を要求し、返却された照会結果を画面表示又は各業務システ
ムにファイル転送を行う。

６　お知らせ機能
　各業務で管理するお知らせ送付先情報を受領し、お知らせする内容とともに中間サーバーへ送信
する。中間サーバーよりお知らせ情報の開封状況・回答結果を受信する。指定したお知らせ情報の
取消要求を中間サーバーへ送信する。

③他のシステムとの接続

[ ] 情報提供ネットワークシステム [ ○ ] 庁内連携システム

[ ○ ] 住民基本台帳ネットワークシステム [ ○ ] 既存住民基本台帳システム

[ ] 宛名システム等 [
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 システム6

①システムの名称 中間サーバ

②システムの機能

１　符号管理機能
　情報照会、情報提供に用いる個人の識別子である「符号」と、情報保有機関内で個人を特定する
ために利用する「団体内統合宛名番号」とを紐付け、その情報を保管・管理する。

２　情報照会機能
　情報提供ネットワークシステムを介して、特定個人情報の情報照会及び情報提供受領（照会した
情報の受領）を行う。

３　情報提供機能
　情報提供ネットワークシステムを介して、情報照会要求の受領及び当該特定個人情報の提供を
行う。

４　住民記録システム接続機能
　中間サーバと住民記録システム、団体内統合宛名システム及び住民基本台帳ネットワークシステ
ムとの間で情報照会内容、情報提供内容、特定個人情報、符号取得のための情報等について連
携する。

５　情報提供等記録管理機能
　特定個人情報の照会又は提供があった旨の情報提供等記録を生成し、管理する。

６　情報提供データベース管理機能
　特定個人情報を副本として、保持・管理する。

７　データ送受信機能
　中間サーバと情報提供ネットワークシステム（インターフェイスシステム）との間で情報照会、情報
提供、符号取得のための情報等について連携する。

８　セキュリティ管理機能
　セキュリティを管理する。

９　職員認証・権限管理機能
　中間サーバを利用する職員の認証と職員に付与された権限に基づいた各種機能や特定個人情
報へのアクセス制御を行う。

１０　システム管理機能
　バッチの状況管理、業務統計情報の集計、稼動状態の通知、保管期限切れ情報の削除を行う。

１１　おしらせ機能
　お知らせ情報送信、お知らせ情報状況確認、お知らせ情報取消を行う。

１２　自己情報提供機能
　自己情報提供状況及び提供内容の確認のためのデータを連携する。

③他のシステムとの接続

[ ○ ] 情報提供ネットワークシステム [ ] 庁内連携システム

[ ] 住民基本台帳ネットワークシステム [ ] 既存住民基本台帳システム

[ ○ ] 宛名システム等 [ ] 税務システム

[ ] その他 （ ）
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] その他 （

[ ] 宛名システム等

 システム8

①システムの名称 審査システム（eLTAX）

②システムの機能

１　申告データの審査・管理機能
　eLTAXを通じて提出された給与支払報告書総括表、給与支払報告書個人別明細書、公的年金等
支払報告書等を審査・管理する。

２　申請・届出データの審査・管理機能
　eLTAXを通じて提出された各種申請・届出を審査・管理する。

３　申告データの連携機能
　個人住民税システムへ申告データを連携する。

４　特別徴収税額通知データの連携機能
　特別徴収義務者に対して、特別徴収税額を通知する。

５　公的年金等からの特別徴収に係る通知送受信機能
　年金保険者と年金からの特別徴収に係る通知を送信・受信する。

６　特定個人情報ファイル（本人確認用）の連携
　特定個人情報ファイル（本人確認用）を作成し、eLTAXへ連携する。

③他のシステムとの接続

[ ] 情報提供ネットワークシステム [ ] 庁内連携システム

[ ] 住民基本台帳ネットワークシステム [ ] 既存住民基本台帳システム

[ ] 宛名システム等

[

）

 システム7

①システムの名称 コンビニ交付システム

②システムの機能

１　既存システム連携機能
　住民記録、印鑑登録、税、戸籍システムから証明書情報を連携する。

２　コンビニエンスストア交付機能
　コンビニエンスストア交付センターからの要求に応答して証明書自動交付を行う。

③他のシステムとの接続

[ ] 情報提供ネットワークシステム [ ] 庁内連携システム

[ ] 住民基本台帳ネットワークシステム [ ○ ] 既存住民基本台帳システム

○ ] 税務システム

[

[ ○ ] 税務システム

[ ○ ] その他 （ 地方税ポータルセンタ ）
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[ ○ ] 宛名システム等

 システム10

①システムの名称 住民基本台帳ネットワークシステム

②システムの機能

１　本人確認情報検索
　　住基ネット統合端末において入力された個人番号又は４情報（氏名・住所・性別・生年月日）の
組み合わせをキーに本人確認情報の検索を行い、検索条件に該当する本人確認情報の一覧を画
面上に表示する。

③他のシステムとの接続

[ ] 情報提供ネットワークシステム [ ] 庁内連携システム

[ ] 住民基本台帳ネットワークシステム [ ○ ] 既存住民基本台帳システム

[ ] 宛名システム等

[ ○ ] 税務システム

[ ○ ）

 システム9

①システムの名称 連携基盤システム（庁内連携システム）

②システムの機能

１　Web 連携機能（同期連携/非同期連携）
　SOAP/Web サービスを用いてデータ連携を行う。

２　ファイル連携機能（送受信/通知）
　 FTPによりファイル送受信を行う。

３　データベース連携機能
　JDBC/ODBCにより共通データベースへ、データを書込・取得する。

４　日本語資源管理
　外字の管理・配信する作業

５　印刷基盤

６　共通認証基盤

７　ファイルサーバ

③他のシステムとの接続

[ ] 情報提供ネットワークシステム [ ] 庁内連携システム

[ ] 住民基本台帳ネットワークシステム [ ○ ] 既存住民基本台帳システム

] その他 （ 連携基盤システムを経由して庁内連携する全てのシステム

[ ] 情報提供ネットワークシステム [ ] 庁内連携システム

[ ] 住民基本台帳ネットワークシステム [ ] 既存住民基本台帳システム

[ ] 税務システム

[ ○ ] その他 （ 戸籍システム、コンビニ交付システム、番号連携サーバ ）

 システム11

①システムの名称 埼玉県市町村電子申請サービス

②システムの機能

１　申請受付機能（市民向け）
　市民税・県民税申告書等の申請をインターネットを経由して電子的に受け付ける。
２　申請状態確認機能（市民向け）
　申告書の処理状況を確認する。
３　申請確認機能（行政向け）
　届出の確認を行う。
４　申請通知機能（行政向け）
　届出の受理や記載不備の訂正指示の通知等を行う。

③他のシステムとの接続
[ ] 宛名システム等 [ ] 税務システム

[ ○ ] その他 （ LGWAN ）
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②システムの機能

１　申請受付機能（市民向け）
　自らが受けることができるサービスをオンラインで検索及び申請ができる機能

２　マイナポータル申請管理（行政向け）
　市民が電子申請を行った際の申請データ取得画面又は機能を、地方公共団体に公開する機能

③他のシステムとの接続

[ ] 宛名システム等 [

 システム13

①システムの名称 マイナポータル（サービス検索・電子申請機能）

 システム12

①システムの名称 個人住民税電子申告システム（eLTAX）

②システムの機能

１　本人認証
　マイナポータルをシステム認証のポータルとすることで、マイナンバーカードを利用したログイン
（本人認証）を実現する。

２　申告書作成・添付書類付加
　Webフォームにより、申告者から申告情報の入力を受け付ける。また、申告内容に応じて、各種申
告内容の根拠資料を添付可能とする。

３　電子署名
　デジタル庁が提供する電子署名機能（JPKI）を利用し、申告情報に対して、マイナンバーカードを
用いて電子署名を行う。

４　申告情報送信
　申告者が作成した申告情報を、マイナポータルが提供する電子申請等APIを利用して申告先の市
区町村に対して送信する。

] 税務システム

[ ○ ] その他 （ マイナポータル ）

③他のシステムとの接続

[ ] 情報提供ネットワークシステム [ ] 庁内連携システム

[ ] 情報提供ネットワークシステム [ ] 庁内連携システム

[ ] 住民基本台帳ネットワークシステム [ ] 既存住民基本台帳システム

[ ○ ] その他 （ 埼玉県市町村電子申請サービス、申請管理システム ）

[ ] 住民基本台帳ネットワークシステム [ ] 既存住民基本台帳システム

[ ] 宛名システム等 [ ] 税務システム
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 システム14

①システムの名称 申請管理システム

②システムの機能

１　シリアル番号の紐付情報管理
　既存住基システムより必要に応じて、適宜、番号紐付情報の差分データを受領し、申請管理シス
テムが持つ番号紐付情報を更新する。

２　申請データの取り込み
　マイナポータルから申請データを庁内の申請管理システムに取込む。

３　申請データのデータベース格納
　申請データを申請管理システムＤＢに格納する。

４　シリアル番号による申請者特定
　電子署名を付して送信された申請データの申請者を特定するため、既存住基システムからシリア
ル番号を宛名番号へ変換する。

５　申請内容照会とステータス管理：
　申請内容の確認や審査を行う。

６基幹システムとの申請データ連携
　申請データを基幹システムへデータ連携する。

[ ] 情報提供ネットワークシステム [ ] 庁内連携システム

[ ○ ] その他 （
サービス検索・電子申請機能、住民基本台帳ネットワークシステム、番
号連携システム、連携基盤システム

）

③他のシステムとの接続

[ ] 住民基本台帳ネットワークシステム [ ○ ] 既存住民基本台帳システム

[ ] 宛名システム等 [ ] 税務システム
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③他のシステムとの接続
[ ] 住民基本台帳ネットワークシステム [ ○ ] 既存住民基本台帳システム

[ ○ ] 宛名システム等 [ ○ ] 税務システム

[ ] その他 （ ）

[ ] 情報提供ネットワークシステム [ ] 庁内連携システム

　Ⅱ．軽自動車税（種別割）賦課業務

　２．特定個人情報ファイルを取り扱う事務において使用するシステム

 システム1

①システムの名称 税宛名システム

②システムの機能

１　宛名照会機能
　納税義務者、扶養者の宛名情報（住民、住登外者）等を照会し、個人番号の照会を行う。

２　住登外者の登録・更新機能
　住登外者の宛名情報を登録・更新し、住登外者の個人番号の登録・更新を行う。

３　法人の登録・更新機能
　法人事業所の名称・所在地等基本的な情報及び法人番号の登録・更新を行う。

４　送付先の照会・登録・更新機能
　送付物の送付先、納税管理人・相続人・清算人等の照会・登録・更新を行う。

５　口座情報の照会・登録・更新機能
　口座振替の金融機関、口座番号等を登録・更新する。

６　関連宛名設定機能
　宛名番号が異なる同一人（重複登録・再転入）について、同一人であること（関連があること）を設
定する。

７　金融機関の照会・登録・更新機能
　金融機関の登録・更新を行う。

８　証明発行機能
　各種税証明書を出力する。

９　利用者ID関連づけ機能
　電子申告の利用届出データの利用者IDと宛名番号の関連づけを行う。

１０　住民記録連携機能
　住民記録システムの異動データを税宛名システムへ連携し、個人番号を取得する。

１１　他業務向け宛名情報ファイル作成
　個人住民税などの業務のバッチ処理で、納税通知書などの宛名情報を取得するためのファイル
を作成する。

１２　同一人チェック機能
　氏名などの情報をもとに、宛名番号は異なるが同一人の可能性が高い対象者を出力する。同一
人のチェック条件として個人番号を利用する。

１３　申告書記載番号取込み・チェック機能
　申告書に記載された個人番号について、税宛名システムに未登録の場合は登録する。登録済み
の場合は、真正性確認のチェックを行う。

１４　宛名情報連携機能
　番号連携サーバ（団体内統合宛名システム）へ個人番号付きの宛名情報を送信する。

27



②システムの機能

１　車両異動
（１）新規登録機能
　軽自動車税（種別割）税申告（報告）書兼標識交付申請書等の内容をもとに納税義務者情報、標
識情報、車両情報などの入力を行い、車両の新規登録を行う。
（２）番号変更機能
　変更後標識情報、変更情報の入力を行い、車両の番号変更を行う。
（３）名義変更機能
　変更後納税義務者情報、変更情報の入力を行い、車両の名義変更を行う。
（４）廃車機能
　廃車情報の入力を行い、車両の廃車を行う。
（５）減免・課税免除機能
　申請書の内容をもとに減免や課税免除の開始理由・開始年月日の入力を行う。
（６）車両台帳修正機能
　車両情報の修正を行う。
（７）車両台帳照会機能
　車両情報を中心に各種情報の照会を行う。
（８）納税通知書発行機能
　納税通知書・調定決議書の初回発行や再発行を行う。
（９）車検用証明発行機能
　継続検査用納税証明書の発行を行う。

２　賦課決定
（１）当初賦課機能
　賦課期日時点の課税対象車両に対し、賦課計算を実施し、当初分の賦課データを作成する。
（２）当初通知書作成機能
　当初賦課分の車両に対し、納税通知書を作成する。
（３）随時賦課機能
　賦課データ未決分に対し、賦課データの決定を行う。
（４）随時通知書作成機能
　随時賦課決定したデータに対し、増額異動であれば納税通知書・調定決議書、減額異動であれ
ば税額変更通知書（減免の場合は減免決定通知書）・調定決議書を作成する。
（５）公示納期限変更機能
　賦課データの納期限変更を行う。

３　調査集計他
（１）各種一覧表作成機能
　各種一覧表（登録、廃車、未廃車全件、非課税、電気など）を作成する。
（２）減免集計表作成機能
　車種毎・減免理由毎に集計し、減免集計表を作成する。

４　軽協申告書連携
（１）軽協申告書データ取込機能
　一般社団法人全国軽自動車検査協会連合会から受領した申告書データ又はパンチした申告書
データを取り込む。
（２）軽協申告書一括更新機能
　軽協申告書データ取込機能にて取込済みの申告書データの論理チェックを行い、正常分につい
てはデータ更新を行う。

５　地方公共団体情報システム機構連携
（１）検査データ取込機能
　一般社団法人全国軽自動車協会連合会からの検査データを地方公共団体情報システム機構経
由で受領し、その検査データを取り込む。
（２）検査データ一括更新機能
　検査データ取込機能にて取込済みの検査データの論理チェックを行い、正常分についてはデータ
更新を行う。

６　その他
（１）管理外データ削除機能
　廃車処理後、一定期間経過した車両データ及び当該車両とリンクする保留減免データ、特記デー
タの削除を行う。
（２）EUCデータ作成機能
　車両テーブル、賦課テーブル、保留減免テーブルより、EUCデータを作成する。
（３）イメージ管理システム連携
　軽自動車税（種別割）申告（報告）書兼標識交付申請書等の課税資料をスキャンしイメージ化する
ことにより、車体番号や車両番号等をもとに対象車の課税資料イメージを検索することができる。

 システム2

①システムの名称 軽自動車税システム
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③他のシステムとの接続
[ ○ ] 住民基本台帳ネットワークシステム [ ○ ] 既存住民基本台帳システム

[ ] 宛名システム等 [ ○ ] 税務システム

[ ○ ] その他 （ 番号連携サーバを利用する全てのシステム ）

[ ] 情報提供ネットワークシステム [ ○ ] 庁内連携システム

] 住民基本台帳ネットワークシステム [ ] 既存住民基本台帳システム

[ ] 宛名システム等 [ ○ ] 税務システム

[ ] その他

 システム4

①システムの名称 番号連携サーバ（団体内統合宛名システム）

②システムの機能

１　宛名管理機能
　住民記録システムから住登者データ、住登外データを受領し、番号連携サーバ内の統合宛名
データベースに反映を行う。

２　統合宛名番号の付番機能
　個人番号が新規入力されたタイミングで、統合宛名番号の付番を行う。

３　符号要求機能
　個人番号を特定済みの統合宛名番号を中間サーバに登録し、中間サーバに符号の取得要求・取
得依頼を行う。中間サーバから返却された処理通番は住民基本台帳ネットワークシステムゲート
ウェイサーバへ送信する。

４　情報提供機能
　各業務で管理している情報連携主務省令に記載されている提供業務情報を受領し、中間サーバ
への情報提供を行う。

５　情報照会機能
　中間サーバへ他団体への情報照会を要求し、返却された照会結果を画面表示又は各業務システ
ムにファイル転送を行う。

６　お知らせ機能
　各業務で管理するお知らせ送付先情報を受領し、お知らせする内容とともに中間
サーバーへ送信する。中間サーバーよりお知らせ情報の開封状況・回答結果を受信する。指定した
お知らせ情報の取消要求を中間サーバーへ送信する。

）

③他のシステムとの接続

[ ] 情報提供ネットワークシステム [ ] 庁内連携システム

[ ○ ] その他 （ イメージ管理システム ）

[ ] 情報提供ネットワークシステム [ ] 庁内連携システム

[ ] 住民基本台帳ネットワークシステム [ ] 既存住民基本台帳システム

[ ○ ] 宛名システム等 [ ○ ] 税務システム

 システム3

①システムの名称 軽自動車検査情報市区町村提供システム

②システムの機能

地方公共団体情報システム機構からの車両検査データの連携を行う。

③他のシステムとの接続
[

（
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①システムの名称 中間サーバ

②システムの機能

１　符号管理機能
　情報照会、情報提供に用いる個人の識別子である「符号」と、情報保有機関内で個人を特定する
ために利用する「団体内統合宛名番号」とを紐付け、その情報を保管・管理する。

２　情報照会機能
　情報提供ネットワークシステムを介して、特定個人情報の情報照会及び情報提供受領（照会した
情報の受領）を行う。

３　情報提供機能
　情報提供ネットワークシステムを介して、情報照会要求の受領及び当該特定個人情報の提供を
行う。

４　住民記録システム接続機能
　中間サーバと住民記録システム、団体内統合宛名システム及び住民基本台帳ネットワークシステ
ムとの間で情報照会内容、情報提供内容、特定個人情報、符号取得のための情報等について連
携する。

５　情報提供等記録管理機能
　特定個人情報の照会又は提供があった旨の情報提供等記録を生成し、管理する。

６　情報提供データベース管理機能
　特定個人情報を副本として、保持・管理する。

７　データ送受信機能
　中間サーバと情報提供ネットワークシステム（インターフェイスシステム）との間で情報照会、情報
提供、符号取得のための情報等について連携する。

８　セキュリティ管理機能
　セキュリティを管理する。

９　職員認証・権限管理機能
　中間サーバを利用する職員の認証と職員に付与された権限に基づいた各種機能や特定個人情
報へのアクセス制御を行う。

１０　システム管理機能
　バッチの状況管理、業務統計情報の集計、稼動状態の通知、保管期限切れ情報の削除を行う。

１１　お知らせ機能
　お知らせ情報送信、お知らせ情報状況確認、お知らせ情報取消を行う。

１２　自己情報提供機能
　自己情報提供状況及び提供内容の確認のためのデータを連携する。

③他のシステムとの接続
[ ] 住民基本台帳ネットワークシステム [ ] 既存住民基本台帳システム

[ ○ ] 宛名システム等 [ ] 税務システム

[ ] その他

[ ○ ] 情報提供ネットワークシステム [ ] 庁内連携システム

 システム5

（ ）
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] 宛名システム等 [ ○ ] 税務システム

[ ○ ] その他

 システム7

①システムの名称 イメージ管理システム

②システムの機能

１　課税資料のイメージ化機能
　課税資料をイメージ化する。

２　課税資料の検索機能
　課税資料の車体番号や車両番号等をもとに対象車の課税資料イメージを検索する。

３　アノテーション機能
　イメージにマーカー、メモ、スタンプ、付箋等を添付する。

③他のシステムとの接続

（ 連携基盤システムを経由して庁内連携する全てのシステム ）

[ ] 情報提供ネットワークシステム [ ] 庁内連携システム

[ ] 情報提供ネットワークシステム [ ] 庁内連携システム

 システム6

①システムの名称 連携基盤システム（庁内連携システム）

②システムの機能

１　Web 連携機能（同期連携/非同期連携）
　SOAP/Web サービスを用いてデータ連携を行う。

２　ファイル連携機能（送受信/通知）
　 FTPによりファイル送受信を行う。

３　データベース連携機能
　JDBC/ODBCにより共通データベースへ、データを書込・取得する。

４　日本語資源管理
　外字の管理・配信する作業

５　印刷基盤

６　共通認証基盤

７　ファイルサーバ

③他のシステムとの接続
[ ] 住民基本台帳ネットワークシステム [ ○ ] 既存住民基本台帳システム

[ ○

[ ] その他 （ ）

[ ] 住民基本台帳ネットワークシステム [ ] 既存住民基本台帳システム

[ ] 宛名システム等 [ ○ ] 税務システム
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] 住民基本台帳ネットワークシステム [ ] 既存住民基本台帳システム

[ ] 宛名システム等 [ ] 税務システム

[ ○ ] その他

）

[ ] 情報提供ネットワークシステム [ ] 庁内連携システム

[

[

 システム9

①システムの名称 軽自動車保有関係手続のワンストップサービス（軽OSS）

②システムの機能

１　申請受付機能
　新車購入時の軽自動車を保関係鉄手続き（申請・申告・納付）をインターネットを経由して電子的
に受け付ける。

③他のシステムとの接続

 システム10

①システムの名称 軽自動車税納付確認システム（軽JNKS）

②システムの機能

１　車両ごとの納付情報の登録
　市区町村が、軽自動車税(種別割)の車両ごとの納付情報を登録する。

２　車両ごとの納付情報の確認
　軽自動車検査協会・運輸支局等がオンラインにて、継続検査に必要な車両の納税情報を確認す
ることで、検査窓口での納税証明書の提示を省略できる。

③他のシステムとの接続

[ ] その他 （

[ ] 情報提供ネットワークシステム [ ] 庁内連携システム

 システム8

①システムの名称 埼玉県市町村電子申請サービス

②システムの機能

１　申請受付機能（市民向け）
　軽自動車税（種別割）申告（報告）兼標識交付申請及び減免申請等をインターネットを経由して電
子的に受け付ける。

２　申請状態確認機能（市民向け）
　申請の処理状況を確認する。

３　申請確認機能（行政向け）
　申請の確認を行う。

４　申請通知機能（行政向け）
　申請の受理や記載不備の訂正指示の通知等を行う。

③他のシステムとの接続
[

[ ] 住民基本台帳ネットワークシステム [ ] 既存住民基本台帳システム

[ ] 宛名システム等 [ ] 税務システム

（ ＬＧＷＡＮ ）

[ ] 情報提供ネットワークシステム [ ] 庁内連携システム

] 住民基本台帳ネットワークシステム [ ] 既存住民基本台帳システム

[ ] 宛名システム等 [ ○ ] 税務システム

] その他 （ ）
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[

] 既存住民基本台帳システム

[ ] 宛名システム等 [ ○ ] 税務システム

] 庁内連携システム

 システム11

①システムの名称 地方税外部連携システム

②システムの機能

１　団体間回送機能
　他市町村間で、二輪車等の申告手続き（税止め等）に係るデータを送受信する。

③他のシステムとの接続
[ ] 住民基本台帳ネットワークシステム [

[ ] その他

[ ] 情報提供ネットワークシステム

（ ）
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　Ⅲ．固定資産税及び都市計画税賦課業務

　２．特定個人情報ファイルを取り扱う事務において使用するシステム

 システム1

 ①システムの名称 税宛名システム

 ②システムの機能

１　宛名照会機能
　納税義務者、扶養者の宛名情報（住民、住登外者）等を照会し、個人番号の照会を行う。

２　住登外者の登録・更新機能
　住登外者の宛名情報を登録・更新し、住登外者の個人番号の登録・更新を行う。

３　法人の登録・更新機能
　法人事業所の名称・所在地等基本的な情報を登録・更新する。

４　送付先の照会・登録・更新機能
　送付物の送付先、納税管理人・相続人・清算人等の照会・登録・更新を行う。

５　口座情報の照会・登録・更新機能
　口座振替の金融機関、口座番号等を登録・更新する。

６　関連宛名設定機能
　宛名番号が異なる同一人（重複登録・再転入）について、同一人であること（関連があること）を設
定する。

７　金融機関の照会・登録・更新機能
　金融機関の登録・更新を行う。

８　証明発行機能
　各種税証明書を発行する。

９　利用者ID関連づけ機能
　電子申告の利用届出データの利用者IDと宛名番号の関連づけを行う。

１０　住民記録連携機能
　住民記録システムの異動データを宛名システムへ連携し、個人番号を取得する。

１１　他業務向け宛名情報ファイル作成
　個人住民税などの業務のバッチ処理で、納税通知書などの宛名情報を取得するためのファイル
を作成する。

１２　同一人チェック機能
　氏名などの情報をもとに、宛名番号は異なるが同一人の可能性が高い対象者を出力する。同一
人のチェック条件として個人番号を利用する。

１３　申告書記載番号取込み・チェック機能
　申告書に記載された個人番号について、税宛名システムに未登録の場合は登録する。登録済み
の場合は、真正性確認のチェックを行う。

１４　宛名情報連携機能
　番号連携サーバ（団体内統合宛名システム）へ個人番号付きの宛名情報を送信する。

 ③他のシステムとの接続

[ ] 情報提供ネットワークシステム [ ] 庁内連携システム

[ ] 住民基本台帳ネットワークシステム [ ○ ] 既存住民基本台帳システム

[ ○ ] 宛名システム等 [ ○ ] 税務システム

[ ] その他 （ ）
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 ②システムの機能

 ①システムの名称 固定資産税及び都市計画税システム

 システム2

１　土地
（１）土地登記異動機能
　土地登記情報の表示、更新を行う。土地権利情報の表示、更新を行う。土地分合筆処理を行う。
（２）土地現況異動機能
　土地現況情報の表示、更新を行う。土地画地情報の表示、更新を行う。固定資産評価システム
（土地）との連携を行う。
（３）土地課税情報作成機能
　土地課税情報作成処理を行う。
（４）土地更正異動機能
　各種更正処理を行う。
（５）土地評価替え機能
　土地評価替計算処理を行う。土地評価基礎情報（路線単価、標準地単価）の表示、更新を行う。
（６）土地外部データ連携機能
　土地データに関して外部との連携を行う。
（７）土地運用管理機能
　土地EUCデータを作成する。

２　家屋
（１）家屋登記異動機能
　家屋登記情報の表示、更新を行う。家屋権利情報の表示、更新を行う。家屋区分所有登録処理
を行う。
（２）家屋現況異動機能
　家屋評価明細情報の表示、更新を行う。家屋評価システムとの連携を行う。
（３）家屋課税情報作成機能
　家屋課税情報作成処理を行う。
（４）家屋更正異動機能
　各種更正処理を行う。
（５）家屋評価替え機能
　家屋評価替計算処理を行う。家屋評価基礎情報（経年減点補正率）の確認を行う。
（６）家屋外部データ連携機能
　家屋データに関して外部との連携を行う。
（７）家屋運用管理機能
　家屋EUCデータを作成する。

３　償却資産
（１）償却資産申告異動機能
　納税義務者情報及び申告書情報の表示、更新を行う。
（２）償却資産課税異動機能
　償却資産課税情報の表示、更新を行う。償却資産明細情報の表示、更新を行う。
（３）償却資産外部データ連携機能
　償却資産データに関して外部との連携を行う。
（４）償却資産運用管理機能
　償却資産EUCデータを作成する。

４　賦課
（１）当初賦課機能
　当初課税データより名寄せし、賦課データを作成する。名寄帳、納税通知書を作成する。
（２）更正賦課機能
　更正課税データより名寄せし、賦課データを作成する。名寄帳、納税通知書を作成する。
（３）賦課オンライン異動機能
　更正異動に伴う賦課異動（収納連携、納期限変更等）を行う。
（４）賦課外部データ連携機能
　賦課データに関して外部との連携を行う。
（５）賦課運用管理機能
　賦課EUCデータを作成する。

５　その他
（１）共有者異動機能
　共有者データを管理し、データの表示、更新を行う。
（２）共有者運用管理機能
　共有者EUCデータを作成する。
（３）証明書出力機能
　オンライン処理にて各種証明書を出力する。
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 システム4

 ①システムの名称 固定資産評価システム（土地）

 ②システムの機能

１　路線の追加及び変更
２　画地認定計測入力
３　土地評価データ作成（税務システム連携用データ）

 ③他のシステムとの接続

[ ] 情報提供ネットワークシステム [ ] 庁内連携システム

[

[ ] その他 （ ）

 ③他のシステムとの接続

[ ] 情報提供ネットワークシステム [ ○

 システム3

 ③他のシステムとの接続

[ ] 情報提供ネットワークシステム [ ] 庁内連携システム

[ ] 住民基本台帳ネットワークシステム [ ] 既存住民基本台帳システム

[

] 庁内連携システム

[ ] 住民基本台帳ネットワークシステム [ ] 既存住民基本台帳システム

[ ○ ] 宛名システム等 [ ○ ] 税務システム

] 宛名システム等 [ ○ ] 税務システム

[ ○ ] その他 （ 登記データ連携システム ）

[ ○ ] その他 （
家屋評価システム、固定資産評価システム（土地）、審査システム
（eLTAX）、登記データ連携システム

）

 ①システムの名称 家屋評価システム

 ②システムの機能

１　作図機能
２　家屋評価計算機能
３　異動情報・評価計算データ出力機能
４　家屋評価データ作成（税務システム連携用データ）

] 住民基本台帳ネットワークシステム [ ] 既存住民基本台帳システム

[ ] 宛名システム等 [ ○ ] 税務システム
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１　宛名管理機能
　住民記録システムから住登者データ、住登外データを受領し、番号連携サーバ内の統合宛名
データベースに反映を行う。

２　統合宛名番号の付番機能
　個人番号が新規入力されたタイミングで、統合宛名番号の付番を行う。

３　符号要求機能
　個人番号を特定済みの統合宛名番号を中間サーバに登録し、中間サーバに符号の取得要求・取
得依頼を行う。中間サーバから返却された処理通番は住民基本台帳ネットワークシステムゲート
ウェイサーバへ送信する。

４　情報提供機能
　各業務で管理している情報連携主務省令に記載されている提供業務情報を受領し、中間サーバ
への情報提供を行う

５　情報照会機能
　中間サーバへ他団体への情報照会を要求し、返却された照会結果を画面表示又は各業務システ
ムにファイル転送を行う。

６　お知らせ機能
　各業務で管理するお知らせ送付先情報を受領し、お知らせする内容とともに中間サーバーへ送信
する。中間サーバーよりお知らせ情報の開封状況・回答結果を受信する。指定したお知らせ情報の
取消要求を中間サーバーへ送信する。

 システム5

 ①システムの名称 番号連携サーバ（団体内統合宛名システム）

 ②システムの機能

 ③他のシステムとの接続

[ ] 情報提供ネットワークシステム [ ○ ] 庁内連携システム

[ ○ ] 住民基本台帳ネットワークシステム [ ○ ] 既存住民基本台帳システム

] 宛名システム等 [ ○ ] 税務システム

[ ○ ] その他 （ 番号連携サーバを利用する全てのシステム ）

[
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１　符号管理機能
　情報照会、情報提供に用いる個人の識別子である「符号」と、情報保有機関内で個人を特定する
ために利用する「団体内統合宛名番号」とを紐付け、その情報を保管・管理する。

２　情報照会機能
　情報提供ネットワークシステムを介して、特定個人情報の情報照会及び情報提供受領（照会した
情報の受領）を行う。

３　情報提供機能
　情報提供ネットワークシステムを介して、情報照会要求の受領及び当該特定個人情報の提供を
行う。

４　住民記録システム接続機能
　中間サーバと住民記録システム、団体内統合宛名システム及び住民基本台帳ネットワークシステ
ムとの間で情報照会内容、情報提供内容、特定個人情報、符号取得のための情報等について連
携する。

５　情報提供等記録管理機能
　特定個人情報の照会又は提供があった旨の情報提供等記録を生成し、管理する。

６　情報提供データベース管理機能
　特定個人情報を副本として、保持・管理する。

７　データ送受信機能
　中間サーバと情報提供ネットワークシステム（インターフェイスシステム）との間で情報照会、情報
提供、符号取得のための情報等について連携する。

８　セキュリティ管理機能
　セキュリティを管理する。

９　職員認証・権限管理機能
　中間サーバを利用する職員の認証と職員に付与された権限に基づいた各種機能や特定個人情
報へのアクセス制御を行う。

１０　システム管理機能
　バッチの状況管理、業務統計情報の集計、稼動状態の通知、保管期限切れ情報の削除を行う。

１１　お知らせ機能
　お知らせ情報送信、お知らせ情報状況確認、お知らせ情報取消を行う。

１２　自己情報提供機能
　自己情報提供状況及び提供内容の確認のためのデータを連携する。

[ ] 住民基本台帳ネットワークシステム

[ ○ ] 宛名システム等 [ ] 税務システム

[ ] 既存住民基本台帳システム

 システム6

 ①システムの名称 中間サーバ

 ②システムの機能

 ③他のシステムとの接続

[ ○ ] 情報提供ネットワークシステム [ ] 庁内連携システム

[ ] その他 （ ）
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１　申告データの審査・管理機能
　eLTAXを通じて提出された償却資産申告書等を審査・管理する。

２　申請・届出データの審査・管理機能
　eLTAXを通じて提出された各種申請・届出を審査・管理する。

３　申告データの連携機能
　固定資産税システムへ申告データを連携する。

４　プレ申告データの連携機能
　納税義務者に対して、償却資産申告書のプレ申告データを送信する。

５　特定個人情報ファイル（本人確認用）の連携
　特定個人情報ファイル（本人確認用）を作成し、eLTAXへ連携する。

１　Web 連携機能（同期連携/非同期連携）
　SOAP/Web サービスを用いてデータ連携を行う。

２　ファイル連携機能（送受信/通知）
　 FTPによりファイル送受信を行う。

３　データベース連携機能
　JDBC/ODBCにより共通データベースへ、データを書込・取得する。

４　日本語資源管理
　外字の管理・配信する作業

５　印刷基盤

６　共通認証基盤

７　ファイルサーバ

 システム8

 ①システムの名称 連携基盤システム（庁内連携システム）

 ②システムの機能

 ③他のシステムとの接続

[ ] 情報提供ネットワークシステム [ ] 庁内連携システム

[

[ ○ ] その他 （ 連携基盤システムを経由して庁内連携する全てのシステム ）

 システム7

 ③他のシステムとの接続

[ ] 情報提供ネットワークシステム [ ] 庁内連携システム

[ ] 住民基本台帳ネットワークシステム [ ] 既存住民基本台帳システム

[

[ ○ ] その他 （  地方税ポータルセンタ ）

 ②システムの機能

] 宛名システム等 [ ○ ] 税務システム

 ①システムの名称 審査システム（eLTAX）

] 住民基本台帳ネットワークシステム [ ○ ] 既存住民基本台帳システム

[ ○ ] 宛名システム等 [ ○ ] 税務システム
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１　本人確認情報検索
　　住基ネット統合端末において入力された個人番号又は４情報（氏名・住所・性別・生年月日）の
組み合わせをキーに本人確認情報の検索を行い、検索条件に該当する本人確認情報の一覧を画
面上に表示する。

最新の登記データの把握と履歴検索を可能とし、税務システムと連携することで課税台帳の異動更
新処理を半自動化する。

 システム10

 ①システムの名称 登記データ連携システム

 ②システムの機能

 ③他のシステムとの接続

[ ] 情報提供ネットワークシステム [ ] 庁内連携システム

[ ] 住民基本台帳ネットワークシステム [ ] 既存住民基本台帳システム

[ ] 宛名システム等 [ ○ ] 税務システム

[

[ ] 住民基本台帳ネットワークシステム [ ○ ] 既存住民基本台帳システム

[

家屋評価システム ）○ ] その他 （

 システム9

 ①システムの名称 住民基本台帳ネットワークシステム

 ②システムの機能

] 宛名システム等 [ ] 税務システム

[ ○ ] その他 （ 戸籍システム、コンビニ交付システム、番号連携サーバ ）

 ③他のシステムとの接続

[ ] 情報提供ネットワークシステム [ ] 庁内連携システム
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　Ⅳ．滞納整理業務

　２．特定個人情報ファイルを取り扱う事務において使用するシステム

 システム1

①システムの名称 税宛名システム

②システムの機能

１　宛名照会機能
　納税義務者、扶養者の宛名情報（住民、住登外者）等を照会し、個人番号の照会を行う。

２　住登外者の登録・更新機能
　住登外者の宛名情報を登録・更新し、住登外者の個人番号の登録・更新を行う。

３　法人の登録・更新機能
　法人事業所の名称・所在地等基本的な情報を登録・更新する。

４　送付先の照会・登録・更新機能
　送付物の送付先、納税管理人・相続人・清算人等の照会・登録・更新を行う。

５　口座情報の照会・登録・更新機能
　口座振替の金融機関、口座番号等を登録・更新する。

６　関連宛名設定機能
　宛名番号が異なる同一人（重複登録・再転入）について、同一人であること（関連があること）を設
定する。

７　金融機関の照会・登録・更新機能
　金融機関の登録・更新を行う。

８　証明発行機能
　各種税証明書を発行する。

９　利用者ID関連づけ機能
　電子申告の利用届出データの利用者IDと宛名番号の関連づけを行う。

１０　住民記録連携機能
　住民記録システムの異動データを宛名システムへ連携し、個人番号を取得する。

１１　他業務向け宛名情報ファイル作成
　個人住民税などの業務のバッチ処理で、納税通知書などの宛名情報を取得するためのファイル
を作成する。

１２　同一人チェック機能
　氏名などの情報をもとに、宛名番号は異なるが同一人の可能性が高い対象者を出力する。同一
人のチェック条件として個人番号を利用する。

１３　申告書記載番号取込み・チェック機能
　申告書に記載された個人番号について、税宛名システムに未登録の場合は登録する。登録済み
の場合は、真正性確認のチェックを行う。

１４　宛名情報連携機能
　番号連携サーバ（団体内統合宛名システム）へ個人番号付きの宛名情報を送信する。

[ ] 情報提供ネットワークシステム [ ] 庁内連携システム

[ ] 住民基本台帳ネットワークシステム [
③他のシステムとの接続

[ ○ ] 宛名システム等 [ ○ ] 税務システム

[ ] その他 （ ）

○ ] 既存住民基本台帳システム
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②システムの機能

１　滞納者把握
（１）受入機能
　収納状況から滞納者の基本データを作成する。
（２）管理帳票作成機能
　滞納状況や分割納付の履行状況等のリストを作成する。

２　納税者基本情報
（１）納税者基本情報照会機能
　納税者基本情報（滞納者の総合情報）を照会する。
（２）記録管理機能
　催告書の発行、約束期日の設定等の履歴を記録する。

３　催告作成
（１）催告書発行機能
　催告書の出力を行う。
（２）一斉催告書作成機能
　一斉催告書を出力する。

４　財産調査
（１）照会文書発行機能
　滞納者の所在、滞納処分等に関わる各種照会文書の出力を行う。
（２）資産状況機能
　各種照会文書の回答より判明した財産内容を登録する。

５　滞納処分
（１）繰上徴収機能
　繰上徴収を行い、納期限を変更する。
（２）納付委託機能
　納付委託を行う。
（３）分割納付機能
　分割納付を行う。
（４）徴収猶予機能
　徴収猶予（当初、延長）を行う。
（５）延滞金減免機能
　延滞金減免を行う。
（６）差押機能
　差押、参加差押を行う。
（７）交付要求機能
　交付要求の登録を行う。
（８）換価猶予機能
　換価猶予（当初、延長）を行う。
（９）執行停止機能
　執行停止を行う。
（１０）時効中断機能
　時効中断（中断、停止）を行う。

６　公売管理
公売管理機能
　公売管理を行う。

７　時効管理
（１）時効管理機能
　滞納処分等による、時効の中断等を考慮し、徴収金の時効成立日を管理する。
（２）時効予定機能
　時効予定のリストを出力する。
（３）時効決定機能
　時効の完成した徴収金の情報を削除し、各種帳票を出力する。

①システムの名称 滞納整理システム

 システム2
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８　その他
（１）統計機能
　滞納に関する統計帳票（又はCSVファイル）を作成する。
（２）EUCデータ作成機能
　滞納業務において使用するEUCデータを作成する。
（３）電話催告対象者ファイル作成機能
　納税催告センターにおいて滞納者に電話催告をするために滞納システムで管理する滞納情報を
ファイルに出力する。
（４）記録内容ファイル取込機能
　納税催告センターにおいて電話催告を行った記録ファイルを、滞納システムに取り込む。
（５）管理外データ削除機能
　保有年数を超えるデータについてマスタの削除を行う。

③他のシステムとの接続

[ ] 情報提供ネットワークシステム [ ] 庁内連携システム

[ ] 住民基本台帳ネットワークシステム [ ] 既存住民基本台帳システム

[ ] 宛名システム等 [ ○ ] 税務システム

[ ] その他 （ ）
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 システム3

①システムの名称 税収納システム

②システムの機能

１　調定管理
（１）当初調定取込機能
　当初調定を取り込む。
（２）調定異動取込機能
　税額異動データを取り込む。
（３）滞納繰越機能
　過年度、現年度滞納繰越処理を行う。

２　入金消込
（１）消込データ変換機能
　会計部門からの入金データを収納システム用の入金データレイアウトに変換する。
（２）消込データ作成機能
　消込前に納付データのチェック処理を行い消込処理の入力データを作成する。
（３）消込処理機能
　 消込データより入金情報の更新処理を行う。
（４）収納更正機能
　消込結果内容に誤りがある場合、消込履歴データの更正を行う。
（５）消込エラーデータ修正機能
　消込処理でエラーとなった入金データの修正を行う。

３　口座振替
（１）口座振替請求処理機能
　金融機関へ口座振替請求するためのデータを作成し、自治体控えとして口座振替請求者リストを
出力する。
（２）口座振替結果処理機能
　口座振替結果データをもとに口座収入確認表を出力する。
（３）口座振替不能通知書作成機能
　口座振替が不能となった納税者用に口座振替不能通知書兼納付書を出力する。
（４）軽自動車税（種別割）納税証明書（継続検査用）作成機能
　軽自動車の車検用に、軽自動車税（種別割）納税証明書（継続検査用）（口座、MPN、クレジット
分）を出力する。
（５）口座振替結果照会機能
　納税者の口座振替結果を照会する。

４　照会発行
（１）収納状況照会機能
　取り込んだ調定についての収納情報を照会する。
（２）納付書発行機能
　納付書の発行を行う。
（３）証明書発行機能
　 納税証明書を発行する。
（４）過誤納照会機能
　発生した過誤納に対する情報を照会する。

５　還付充当
（１）過誤納整理機能
　過誤納の件数、及び一覧を表示し過誤納の照会、還付、充当の処理を行う。
（２）還付機能
　減額更正、入金にて発生した過誤納額の還付処理を行う。
（３）充当機能
　減額更正、入金にて発生した過誤納額の充当処理を行う。
（４）還付支払入力機能
　還付支払日（執行日）の入力を行う。
（５）返納機能
　年金特別徴収データに発生した過誤納データを年金保険者に返納する為に、決裁日、返納日、年
金保険者の登録を行う。
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③他のシステムとの接続

③他のシステムとの接続

 システム4

①システムの名称 電話催告システム

[ ] 情報提供ネットワークシステム [ ] 庁内連携システム

[ ] 住民基本台帳ネットワークシステム [

[ ] 宛名システム等 [ ] 税務システム

[ ] その他 （ ）

[ ] 情報提供ネットワークシステム

６　督促催告
（１）督促状作成機能
　指定した納期限の調定分について督促状を出力する。
（２）現年催告書作成機能
　督促発行済で未納の調定分について催告書を出力する。

７　返戻公示
（１）督促状返戻登録機能
　住所不明などにより返戻された督促状の情報を入力する。
（２）納税通知書返戻登録機能
　住所不明などにより返戻された納税通知書の情報を入力する。
（３）督促状公示判明機能
　住所不明などにより返戻された督促状の調査結果を入力し、再送や公示の管理をする。
（４）納税通知書公示判明機能
　住所不明などにより返戻された納税通知書の調査結果を入力し、再送や公示の管理をする。
（５）公示送達対象者一覧作成機能
　納税通知書、督促状の返戻データより、公示送達対象者一覧を出力する。

８　決算調査
（１）決算用帳票作成機能
　月次締め、年次締めの確認用資料として、各決算用帳票を出力する。
（２）月締め処理機能
　統計帳票で調定・納付状況確定後、月締めを行う。

９　その他
（１）管理外データ削除機能
　保有年数を超えるデータについてマスタの削除を行う。

②システムの機能

１　電話催告対象者リストCSVの取込み機能
２　電話催告対象者の個人票の表示機能
３　電話催告対象者の電話催告記録の登録・閲覧機能
４　電話催告記録のCSV出力機能

] 既存住民基本台帳システム

[ ] 宛名システム等 [ ○ ] 税務システム

[ ] その他 （ ）

[ ] 庁内連携システム

[ ] 住民基本台帳ネットワークシステム [ ] 既存住民基本台帳システム
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①システムの名称 国民健康保険収納システム

②システムの機能

【国民健康保険税の収納及び滞納整理に関する機能を提供する】

１　調定情報取込機能
　国保賦課システムから調定情報を取り込む。

２　収納消込機能
　会計部門から納付情報を受け取り、消込処理を行う。

３　照会発行機能
　取り込んだ調定についての収納情報を確認し、必要に応じて納付書等の発行を行う。

４　過誤納管理機能
　税額異動や２重納付等による過誤納を管理し、還付、充当処理を行う。

５　督促状・催告書作成機能
　納期限経過後の調定について、督促状・催告書の作成を行う。

６　督促状・催告書返戻管理
　督促状・催告書の返戻状況を管理し、必要に応じて公示送達対象者一覧の作成を行う。

７　照会文書作成機能
　滞納者の所在、滞納処分等に関わる各種照会文書の作成を行う。

８　滞納処分機能
　各種滞納処分の登録及び処分帳票の作成を行う。

９　時効管理
　時効を管理し、各種帳票の作成を行う。

１０　管理情報作成
　収納及び滞納整理に必要な統計帳票等の作成、ＥＵＣデータの出力を行う。

③他のシステムとの接続

[ ] 情報提供ネットワークシステム [ ○ ] 庁内連携システム

[ ] 住民基本台帳ネットワークシステム [ ] 既存住民基本台帳システム

[ ] 宛名システム等

 システム5

[ ○ ] 税務システム

[ ○ ] その他 （
国民健康保険賦課システム、国民健康保険資格システム、国民健康保
険給付システム

）
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１　財産調査機能
　金融機関、保険会社に対し、４情報（氏名・住所・生年月日・性別）をキーに財産情報（口座の所持
の有無、有る場合は口座番号、残高、直近の取引内容、加入の有無、返戻金の有無）の照会を行
う。

③他のシステムとの接続

[ ] 情報提供ネットワークシステム [ ] 庁内連携システム

[

[ ○ ] その他 （ pipitLINQ ）

] 住民基本台帳ネットワークシステム [ ] 既存住民基本台帳システム

[ ] 宛名システム等 [ ] 税務システム

 システム6

①システムの名称 財産調査システム

②システムの機能
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] 情報提供ネットワークシステム [ ] 庁内連携システム

[ ] 住民基本台帳ネットワークシステム [ ○ ] 既存住民基本台帳システム

[ ○ ] 宛名システム等 [ ○ ] 税務システム

[ ] その他 （ ）

[

　Ⅴ．収納業務

　２．特定個人情報ファイルを取り扱う事務において使用するシステム

 システム1

①システムの名称 税宛名システム

②システムの機能

１　宛名照会機能
　納税義務者、扶養者の宛名情報（住民、住登外者）等を照会し、個人番号の照会を行う。

２　住登外者の登録・更新機能
　住登外者の宛名情報を登録・更新し、住登外者の個人番号の登録・更新を行う。

３　法人の登録・更新機能
　法人事業所の名称・所在地等基本的な情報を登録・更新する。

４　送付先の照会・登録・更新機能
　送付物の送付先、納税管理人・相続人・清算人等の照会・登録・更新を行う。

５　口座情報の照会・登録・更新機能
　口座振替の金融機関、口座番号等を登録・更新する。

６　関連宛名設定機能
　宛名番号が異なる同一人（重複登録・再転入）について、同一人であること（関連があること）を設
定する。

７　金融機関の照会・登録・更新機能
　金融機関の登録・更新を行う。

８　証明発行機能
　各種税証明書を発行する。

９　利用者ID関連づけ機能
　電子申告の利用届出データの利用者IDと宛名番号の関連づけを行う。

１０　住民記録連携機能
　住民記録システムの異動データを宛名システムへ連携し、個人番号を取得する。

１１　他業務向け宛名情報ファイル作成
　個人住民税などの業務のバッチ処理で、納税通知書などの宛名情報を取得するためのファイル
を作成する。

１２　同一人チェック機能
　氏名などの情報をもとに、宛名番号は異なるが同一人の可能性が高い対象者を出力する。同一
人のチェック条件として個人番号を利用する。

１３　申告書記載番号取込み・チェック機能
　申告書に記載された個人番号について、税宛名システムに未登録の場合は登録する。登録済み
の場合は、真正性確認のチェックを行う。

１４　宛名情報連携機能
　番号連携サーバ（団体内統合宛名システム）へ個人番号付きの宛名情報を送信する。

③他のシステムとの接続
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②システムの機能

１　調定管理
（１）当初調定取込機能
　当初調定を取り込む。
（２）調定異動取込機能
　税額異動データを取り込む。
（３）滞納繰越機能
　過年度、現年度滞納繰越処理を行う。

２　入金消込
（１）消込データ変換機能
　会計部門からの入金データを収納システム用の入金データレイアウトに変換する。
（２）消込データ作成機能
　消込前に納付データのチェック処理を行い消込処理の入力データを作成する。
（３）消込処理機能
　消込データより入金情報の更新処理を行う。
（４）収納更正機能
　消込結果内容に誤りがある場合、消込履歴データの更正を行う。
（５）消込エラーデータ修正機能
　消込処理でエラーとなった入金データの修正を行う。

３　口座振替
（１）口座振替請求処理機能
　金融機関へ口座振替請求するためのデータを作成し、自治体控えとして口座振替請求者リストを
出力する。
（２）口座振替結果処理機能
　口座振替結果データをもとに口座収入確認表を出力する。
（３）口座振替不能通知書作成機能
　口座振替が不能となった納税者用に口座振替不能通知書兼納付書を出力する。
（４）軽自動車口座振替済通知書作成機能
　軽自動車税の車検用に、軽自動車口座振替済通知書を出力する。
（５）口座振替結果照会機能
　納税者の口座振替結果を照会する。

４　照会発行
（１）収納状況照会機能
　取り込んだ調定についての収納情報を照会する。
（２）納付書発行機能
　納付書の発行を行う。
（３）証明書発行機能
　納税証明書を発行する。
（４）過誤納照会機能
　発生した過誤納に対する情報を照会する。

５　還付充当
（１）過誤納整理機能
　過誤納の件数及び一覧を表示し過誤納の照会、還付、充当の処理を行う。
（２）還付機能
　減額更正、入金にて発生した過誤納額の還付処理を行う。
（３）充当機能
　減額更正、入金にて発生した過誤納額の充当処理を行う。
（４）還付支払入力機能
　還付支払日（執行日）の入力を行う。
（５）返納機能
　年金特別徴収データに発生した過誤納データを年金保険者に返納する為に、決裁日、返納日、年
金保険者の登録を行う。

６　督促催告
（１）督促状作成機能
　指定した納期限の調定分について督促状を出力する。
（２）現年催告書作成機能
　督促発行済で未納の調定分について催告書を出力する。

 システム2

①システムの名称 税収納システム
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（ ペイジー口座振替受付サービス情報処理センター

①システムの名称 ペイジー口座振替受付サービス利用システム

②システムの機能

１　口座振替受付機能
　あらかじめ情報処理センターに登録した専用モバイル端末にて、契約銀行の口座キャッシュカード
を読取り暗証番号を入力することで、クローズド回線にて情報処理センターと接続し、センター経由
で契約銀行への口座振替の受付処理を完了させる。

２　データ還元機能
　専用モバイル端末から受付を行った情報について、受付時間・件数・詳細情報等を電子データ形
式にてダウンロードする。

③他のシステムとの接続
[ ] 住民基本台帳ネットワークシステム [ ] 既存住民基本台帳システム

[ ] 宛名システム等 [ ] 税務システム

[ ○ ] その他

 システム3

[ ] 情報提供ネットワークシステム [ ] 庁内連携システム

[ ] その他 （ ）

[ ] 情報提供ネットワークシステム [ ] 庁内連携システム

[ ] 住民基本台帳ネットワークシステム [ ] 既存住民基本台帳システム

[ ] 宛名システム等 [ ○ ] 税務システム

７　返戻公示
（１）督促状返戻登録機能
　住所不明などにより返戻された督促状の情報を入力する。
（２）納税通知書返戻登録機能
　住所不明などにより返戻された納税通知書の情報を入力する。
（３）督促状公示判明機能
　住所不明などにより返戻された督促状の調査結果を入力し、再送や公示の管理をする。
（４）納税通知書公示判明機能
　住所不明などにより返戻された納税通知書の調査結果を入力し、再送や公示の管理をする。
（５）公示送達対象者一覧作成機能
　納税通知書、督促状の返戻データより、公示送達対象者一覧を出力する。

８　決算調査
（１）決算用帳票作成機能
　月次締め、年次締めの確認用資料として、各決算用帳票を出力する。
（２）月締め処理機能
　統計帳票で調定・納付状況確定後、月締めを行う。

９　その他
（１）管理外データ削除機能
　保有年数を超えるデータについてマスタの削除を行う。

③他のシステムとの接続

）
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[ ] 税務システム

[ ○

[ ] 庁内連携システム

[ ] その他

 システム5

①システムの名称 電子文書検索システム

②システムの機能

１　電子文書登録機能
　スキャンし電子化した帳票データを、必要な検索キー項目と紐付けを行ったうえで、PDF形式で登
録する。

２　電子文書閲覧機能
　LGWAN回線に接続した端末のブラウザにて、登録した電子文書を閲覧する。

３　認証機能
　IDとパスワードによって、文書種別等の閲覧範囲をあらかじめ設定する。

③他のシステムとの接続
[ ] 住民基本台帳ネットワークシステム [ ] 既存住民基本台帳システム

[ ] 宛名システム等

] その他

（ ）

[ ] 情報提供ネットワークシステム

[ ] 情報提供ネットワークシステム [ ] 庁内連携システム

 システム4

①システムの名称 コンビニ交付システム

②システムの機能

１　既存システム連携機能
　住民記録、印登録鑑、税、戸籍システムから証明書情報を連携する。

２　コンビニエンスストア交付機能
　コンビニエンスストア交付センターからの要求に応答して証明書自動交付を行う。

③他のシステムとの接続
[ ] 住民基本台帳ネットワークシステム [ ] 既存住民基本台帳システム

[ ] 宛名システム等 [ ○ ] 税務システム

（ LGWAN-ASP ）
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] 既存住民基本台帳システム

[ ] 宛名システム等 [

（ 戸籍システム、コンビニ交付システム、番号連携サーバ ）

[ ○ ] その他

 システム7

①システムの名称 住民基本台帳ネットワークシステム

②システムの機能

１　本人確認情報検索
　住基ネット統合端末において入力された個人番号又は４情報（氏名・住所・性別・生年月日）の組
み合わせをキーに本人確認情報の検索を行い、検索条件に該当する本人確認情報の一覧を画面
上に表示する

③他のシステムとの接続
[ ] 住民基本台帳ネットワークシステム [ ○

] 税務システム

[ ○ ] その他

（
国民健康保険賦課システム、国民健康保険資格システム、国民健康保
険給付システム

）

[ ] 情報提供ネットワークシステム [ ] 庁内連携システム

[ ] 情報提供ネットワークシステム [ ○ ] 庁内連携システム

 システム6

①システムの名称 国民健康保険収納システム

②システムの機能

【国民健康保険税の収納及び滞納整理に関する機能を提供する】

１　調定情報取込機能
　国保賦課システムから調定情報を取り込む。

２　収納消込機能
　会計部門から納付情報を受け取り、消込処理を行う。

３　照会発行機能
　取り込んだ調定についての収納情報を確認し、必要に応じて納付書等の発行を行う。

４　過誤納管理機能
　税額異動や２重納付等による過誤納を管理し、還付、充当処理を行う。

５　督促状・催告書作成機能
　納期限経過後の調定について、督促状・催告書の作成を行う。

６　督促状・催告書返戻管理
　督促状・催告書の返戻状況を管理し、必要に応じて公示送達対象者一覧の作成を行う。

７　照会文書作成機能
　滞納者の所在、滞納処分等に関わる各種照会文書の作成を行う。

８　滞納処分機能
　各種滞納処分の登録及び処分帳票の作成を行う。

９　時効管理
　時効を管理し、各種帳票の作成を行う。

１０　管理情報作成
　収納及び滞納整理に必要な統計帳票等の作成、ＥＵＣデータの出力を行う。

③他のシステムとの接続

[ ] 住民基本台帳ネットワークシステム [ ○ ] 既存住民基本台帳システム

[ ○ ] 宛名システム等 [ ○ ] 税務システム
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[ ○ ] その他

 システム9

①システムの名称 番号連携サーバ（団体内統合宛名システム）

②システムの機能

１　宛名管理機能
　住民記録システムから住登者データ、住登外データを受領し、番号連携サーバ内の統合宛名
データベースに反映を行う。

２　統合宛名番号の付番機能
　個人番号が新規入力されたタイミングで、統合宛名番号の付番を行う。

３　符号要求機能
　個人番号を特定済みの統合宛名番号を中間サーバに登録し、中間サーバに符号の取得要求・取
得依頼を行う。中間サーバから返却された処理通番は住民基本台帳ネットワークシステムゲート
ウェイサーバへ送信する。

４　情報提供機能
　各業務で管理している番号法別表第２の提供業務情報を受領し、中間サーバへの情報提供を行
う。

５　情報照会機能
　中間サーバへ他団体への情報照会を要求し、返却された照会結果を画面表示又は各業務システ
ムにファイル転送を行う。

６　お知らせ機能
　各業務で管理するお知らせ送付先情報を受領し、お知らせする内容とともに中間サーバーへ送信
する。中間サーバーよりお知らせ情報の開封状況・回答結果を受信する。指定したお知らせ情報の
取消要求を中間サーバーへ送信する。

③他のシステムとの接続
[ ○ ] 住民基本台帳ネットワークシステム [ ○ ] 既存住民基本台帳システム

] 情報提供ネットワークシステム [ ○ ] 庁内連携システム

[ ] 宛名システム等 [ ○ ] 税務システム

[ ○ ] その他

（ eLTAX ）

[

[ ] 情報提供ネットワークシステム [ ] 庁内連携システム

 システム8

①システムの名称 地方税共通納税システム

②システムの機能

１　電子納税
　　自宅や職場のパソコンから、一括で全ての地方自治体へ電子納税を行う。各自治体には、ペイ
ジーにより、共通口座を介して市の口座に入金される。

③他のシステムとの接続
[ ] 住民基本台帳ネットワークシステム [ ] 既存住民基本台帳システム

[ ] 宛名システム等 [ ○ ] 税務システム

（ 番号連携サーバを利用する全てのシステム ）
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] 税務システム

[ ] その他 （ ）

[ ○ ] 情報提供ネットワークシステム [ ] 庁内連携システム

 システム10

①システムの名称 中間サーバ

②システムの機能

１　符号管理機能
　情報照会、情報提供に用いる個人の識別子である「符号」と、情報保有機関内で個人を特定する
ために利用する「団体内統合宛名番号」とを紐付け、その情報を保管・管理する。

２　情報照会機能
　情報提供ネットワークシステムを介して、特定個人情報の情報照会及び情報提供受領（照会した
情報の受領）を行う。

３　情報提供機能
　情報提供ネットワークシステムを介して、情報照会要求の受領及び当該特定個人情報の提供を
行う。

４　住民記録システム接続機能
　中間サーバと住民記録システム、団体内統合宛名システム及び住民基本台帳ネットワークシステ
ムとの間で情報照会内容、情報提供内容、特定個人情報、符号取得のための情報等について連
携する。

５　情報提供等記録管理機能
　特定個人情報の照会又は提供があった旨の情報提供等記録を生成し、管理する。

６　情報提供データベース管理機能
　特定個人情報を副本として、保持・管理する。

７　データ送受信機能
　中間サーバと情報提供ネットワークシステム（インターフェイスシステム）との間で情報照会、情報
提供、符号取得のための情報等について連携する。

８　セキュリティ管理機能
　セキュリティを管理する。

９　職員認証・権限管理機能
　中間サーバを利用する職員の認証と職員に付与された権限に基づいた各種機能や特定個人情
報へのアクセス制御を行う。

１０　システム管理機能
　バッチの状況管理、業務統計情報の集計、稼動状態の通知、保管期限切れ情報の削除を行う。

１１　おしらせ機能
　お知らせ情報送信、お知らせ情報状況確認、お知らせ情報取消を行う。

１２　自己情報提供機能
　自己情報提供状況及び提供内容の確認のためのデータを連携する。

③他のシステムとの接続
[ ] 住民基本台帳ネットワークシステム [ ] 既存住民基本台帳システム

[ ○ ] 宛名システム等 [
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 システム11

①システムの名称 Web口座振替受付サービス利用システム

②システムの機能

１　口座振替受付機能
　Web口座受付サイトにて、３情報（氏名・住所・生年月日）及び税情報等の事項を入力し、口座引
落し希望の金融機関を選択し、その金融機関の申込ページにて口座情報を入力する。

２　データ還元機能
　LGWAN端末にて、受付情報をダウンロードする。

③他のシステムとの接続
[ ] 住民基本台帳ネットワークシステム [ ] 既存住民基本台帳システム

[ ] 宛名システム等 [ ] 税務システム

[ ○ ] その他 （ ペイジー口座振替受付サービス情報処理センター ）

[ ] 情報提供ネットワークシステム [ ] 庁内連携システム
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 （別添1） 事務の内容

中間サーバ

住民

個人住民税システム

①確定申告書

事業所

eLTAX

国税連

携支援

システム

他業務システム 他市町村情報提供ﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑ

連携基盤システム

所得の把握

eLTAX

所得の把握

税宛名システム

データ

パンチ

委託先 データパンチ

【税システム】

番号連携

サーバ

イメージ管理

システム

⑦

税務署・e-TAX（国税庁）

個人番号を含む情報の流れ

個人番号を含まない情報の流

【凡例】

④
資
料
連
絡
箋

【
紙
】

①
確
定
申
告
書

【
電
子
】

データ

パンチ

委託先

④
扶
養
是
正
デ
ー
タ

【
電
子
】

①
給
与
支
払
報
告
書

【
電
子
】

①
年
金
支
払
報
告
書

【
電
子
】

①
給
与
支
払
報
告
書

【
媒
体
】

①
給
与
支
払
報
告
書

【
紙
】

③
特
別
徴
収
税
額
通
知
書

【
紙
】

⑤
各
種
年
金
特
徴
依
頼
・
結
果

【
電
子
】帳票

印刷

委託先

①
市
民
税
・
県
民
税
申
告
書

【
紙
】

③
普
通
／
年
金
特
別
徴
収
税
額
通
知
書

⑥
各
種
申
請
・
問
合
せ
【
窓
口
・電
話
】

②②

⑦

⑧
他
業
務
シ
ス
テ
ム
向
け
課
税
デ
ー
タ

【
電
子
】

⑨
所
得
・控
除
・
税
額
・
扶
養
情
報

【
電
子
】

⑨
情
報
連
携

⑩
住
登
外
課
税
通
知
書

【
電
子
】

⑩
他
市
回
送
書

【
紙
】

③
所
得
・課
税
（
非
課
税
）証
明
書

【
紙
】帳票

印刷

委託先

日本年金機構など

①
年
金
支
払
報
告
書

【
紙
】

①
公
的
年
金
支
払
報
告
書

【
電
子
】

個人住民税賦課業

住民基本台帳ﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑ

⑨
住
登
外
者

個
人
番
号
取
得

⑪
他
業
務
シ
ス
テ
ム
情
報
デ
ー
タ

【
電
子
】

⑫
寄
附
金
税
額
控
除
に
係
る
申
告
特
例
通
知
書
【
電
子
】

⑬
特
別
徴
収
税
額
通
知
書

【
電
子
】

⑭
本
人
確
認
情
報

【
電
子
】

①
申
告
書
等【
紙
】

①
市
民
税
・県
民
税
申
告
書
等
【
電

埼玉県

電子申請

①
市
民
税
・
県
民
税

申
告
書

【
電

マイナ

ポータル

申請管理

システム
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（備考）

①課税資料（確定申告書、給与支払報告書総括表、給与支払報告書個人別明細書、公的年金等支払報告書、市民税・県民税申告書）
等を受け付け、個人住民税システムへ取り込む。埼玉県市町村電子申請サービス及び個人住民税電子申告システム（eLTAX）で提出
された申告書等は紙に印刷して受理する。課税資料を取り込むにあたり、データパンチ委託業者にて電子ファイル化（パンチ作業）を行
い、この電子ファイルには個人番号が含まれる。
②取り込んだ課税資料について、イメージ管理システムへ個人番号を含むデータファイルを連携する。これにより個人住民税システム
からイメージ照会が可能となる。
③課税資料をもとに個人住民税システムで課税処理を行い通知書ファイルを作成する。作成した通知書ファイルを外部委託業者へ渡
し、大量一括印刷・封入封緘を行い、事業所若しくは住民へ送付する。また、証明書も個人住民税システムから発行するが証明書には
個人番号は含まれない。
④市町村の調査により、申告情報の誤りがあった場合、資料連絡箋・扶養是正データを税務署（国税庁）へ送付する。
⑤年金からの特別徴収の各種通知情報のやりとりについて、個人番号を追加する。
⑥市町村の窓口や電話による問合せ時、本人確認が必要な場合は基本情報に加え個人番号を確認する。
⑦税宛名システムの機能を使い、個人番号を参照する。また課税資料より個人番号を取得し、税宛名システムで保有する個人番号と
宛名番号の紐付けテーブル作成用データを連携する。
⑧当初課税時、異動締め時に他業務システム向けデータを作成し提供する。また介護システムなどから個人住民税の課税・調査に必
要なデータを提供してもらう。
⑨当初課税時、異動締め時に所得・控除・税額・扶養情報を連携サーバ経由で中間サーバへアップする。また、情報提供ネットワークシ
ステムより他機関、他市町村の情報を参照する。なお、個人番号が未登録の住登外者の申告は、住民基本台帳ネットワークシステムを
介して４情報を元に該当個人の個人番号を取得し、税宛名システムに登録する。
⑩他市町村へ資料の回送、住登外課税通知書を送付する。
⑪他業務システムとデータのやりとりを行う。ただし、キーとなる情報は宛名番号を使用し、個人番号は使用しない。
⑫寄附金税額控除に係る申告特例通知書を受け付け、個人住民税システムへ取り込む。この電子ファイルには個人番号が含まれる。
⑬個人住民税システムで課税処理を行い通知書ファイルを作成する。eLTAXを通じて税額通知書(特別徴収義務者用)を送付する。
⑭eLTAXシステムへ個人事業主の本人確認用データを提供する。
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 （別添1） 事務の内容 軽自動車税（種別割）賦課業務

納税義務者・所有者

軽自動車税システム

税宛名システム

【税システム】

⑪

個人番号を含む情報の流

個人番号を含まない情報の流れ

【凡例】

⑪

④
減
免
決
定
通
知
書
・減
免
申
請
棄
却
（
却
下
）
通
知
書
【
紙
】

⑥
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所
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頼
通
知
書
・
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義
変
更
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頼
通
知
書

【
紙
】

⑤
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続
検
査
用
納
税
証
明
書
等
【
紙
】

⑦
問
合
せ
【
窓
口
・電
話
】

中間サーバ

情報提供ﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑ

連携基盤システム

番号連携

サーバ

⑪
情
報
連
携

他市町村

⑧
課
税
物
件
異
動
通
知
書
・廃
車
情
報
【
紙
・電
子
】

⑩
問
合
せ
（
照
会
）
【
紙
】

⑩
問
合
せ
（
回
答
）
【
紙
】

⑧
課
税
物
件
異
動
通
知
書
・
廃
車
情
報【
紙
・
電
子
】

他業務システム

⑫
他
業
務
シ
ス
テ
ム
情
報
デ
ー
タ
【
電
子
】

⑫
他
業
務
シ
ス
テ
ム
向
け
課
税
デ
ー
タ
【
電

②
検
査
情
報
【
電
子
】

③
納
税
通
知
書
・

税
額
変
更
通
知
書
【
紙
】

帳票印刷

委託先

住民基本台帳ﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑ

⑪
住
登
外
者

個
人
番
号
取
得

⑤
課
税
免
除
届
出
書
・税
証
明
交
付
請
求
書
【
紙
】

①軽自動車税（種別割）申告

（報告）書兼標識交付申請書

／

軽自動車税（種別割）

廃車申告書兼標識返納書

【紙・電子】

①

地方税

外部連携

①
標
識
交
付
（返
納
）
証
明
書

①

軽自動車

OSS
軽自動車
検査協会

軽自動車検査

情報市区町村

提供システム ①

地方公共
団体情報

システム機構

④
減
免
申
請
書
・
非
課
税

申
請
書
【
紙
・
電
子
】

埼玉県市町村

電子申請サービス

①

（一社）
全国軽自動車
協会連合会

イメージ管理システム

⑬
車
両
・納
付
情
報
等【
電
子
】

軽

JNKS

（一財）
自動車
検査

登録情
報協会
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（備考）

① 所有者（又は販売店）から軽自動車税（種別割）申告（報告）書兼標識交付申請書等を受け付ける。また、一般社団法人全国軽自動
車協会連合会又は軽自動車検査協会を経由し、軽自動車税（種別割）申告書（報告書）を受け付ける。埼玉県市町村電子申請サービス
で提出された申告（報告）書等は、紙に印刷して受理する。これらには個人番号は含まれない。受け付けした申告書は、イメージ管理シ
ステムに取り込むことで、軽自動車税システムからイメージ照会が可能となる。所有者には、標識交付証明（返納）書を交付するが、こ
れらには個人番号は記載しない。
②地方公共団体情報システム機構及び（一財）自動車検査登録情報協会から初度検査年月を含む検査情報を受け取る。これには個
人番号は含まれない。
③ 当初課税、随時課税、課税取消のそれぞれで、納税通知書や税額変更通知書を送付する。これらには個人番号は記載しない。
④ 減免、非課税等の申請において、個人番号を記載した申請書を紙又は埼玉県市町村電子申請サービスを介して電子で受け付け
る。また、減免該当者へ減免決定通知書を、非該当者には減免申請棄却（却下）通知書を送付するが、これらには個人番号は記載しな
い。
⑤ 商品であって使用しない車両に対する課税免除の届出書や税証明交付請求書を受け付ける。これらには個人番号は含まれない。
また、税証明交付請求に基づき継続検査用納税証明書等を交付するが、これにも個人番号は記載しない。
⑥ 転出者や死亡者遺族に対し、住所変更依頼通知書、名義変更依頼通知書を送付する。なお、各通知書に個人番号は記載しない。
⑦窓口、電話での問合せ事務においては個人番号は利用しない。
⑧他市町村向けに送付する課税物件異動通知及び地方税外部連携システムを介した廃車情報の提供には個人番号は記載しない。
⑨他市町村からの課税物件異動通知及び廃車情報提供には個人番号が記載されている場合も想定される。
⑩他市町村からの照会には個人番号が記載されている場合が考えられるが、回答する際は個人番号は記載しない。
⑪ 情報提供ネットワークシステムより生活保護受給情報、障害者手帳情報等 を参照する。なお、個人番号が未登録の住登外者の減
免申請時等は、住民基本台帳ネットワークシステムを介して４情報を元に該当個人の個人番号を取得し、税宛名システムに登録する。
⑫収納システムへの調定情報連携など、他業務システムとデータのやりとりを行う。ただし、キーとなる情報は宛名番号を使用し、個人
番号は使用しない。
⑬軽自動車税(種別割)の車両ごとの納付情報を、軽自動車検査協会等がオンラインで確認できる「軽JNKS」に登録する。これらには個
人番号は含まれない。
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 （別添1） 事務の内容

中間サーバ

住民・企業

固定資産税及び都市計画税システム

①不動産登記

情報提供ﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑ

連携基盤システム

eLTAX

税宛名システム

データ

パンチ

委託

【税システム】

番号連携

⑦

個人番号を含む情報の流れ

個人番号を含まない情報の流

【凡

①
登
記
済
通
知
デ
ー
タ

【
電

④
土
地
・家
屋
価
格
通
知
デ
ー
タ

【
紙
】【
電
子
】

④
減
免
申
請
書

【
紙
】【
電
子
】

③
縦
覧
帳
簿
の
縦
覧
・固
定
資
産
税
課
税
台
帳
の
閲
覧

【
紙
】

④
納
税
通
知
書

【
紙
】

⑦
各
種
申
請
・問
合
せ
【
窓
口
・電
話
】

⑦

⑧
他
業
務
シ
ス
テ
ム
向
け
デ
ー
タ

【
電
子
】

⑨
情
報
連
携

⑥
評
価
証
明
書
・公
租
証
明
書
等

【
紙
】帳票印

刷

固定資

産評価

システ

ム（土

地)

家屋

評価

シス

テム

①
建
築
確
認
書

【
紙
】

①
標
準
地
の
評
価

【
紙
】【
電
子
】

建築審査課・

不動産鑑定士
登記所

（法務局）

②
家
屋
評
価
シ
ス
テ
ム
デ
ー
タ
【
電
子
】

②
固
定
資
産
評
価
シ
ス
テ
ム
（
土
地
）デ
ー
タ
【
電
子
】

他業務システム 国・県

⑤
統
計
デ
ー
タ
【
電
子
】

①
相
続
人
代
表
者
指
定
届
・
通
知
書

【
紙
】

固定資産税・都市計画税賦課業務

⑧
他
業
務
シ
ス
テ
ム
向
け
デ
ー
タ

【
電
子
】

【
電
子
】

【
電
子
】

住民基本台帳ﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑ

⑨
住
登
外
者

個
人
番
号
取
得

①
償
却
資
産
申
告
書
【
電
子
】

①
償
却
資
産
申
告
書
【
電
子
】

①
償
却
資
産
申
告
書
【
紙
】

①
償
却
資
産
申
告
書

【
紙
】

④
減
免
決
定
通
知
書
・減
免
申
請
棄
却
（
却
下
）
通
知
書

【
紙
】

①
償
却
資
産
申
告
書

【
紙
】

⑩
本
人
確
認
情
報
【
電
子
】

登記データ連

携システム

①
課
税
デ
ー
タ
【
電
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（備考）

①登記データ連携システム処理による課税データ（登記情報）、償却資産申告書等をもとに課税台帳を整備する。登記所（法務局）から
の登記済通知書等により、納税義務者の変更を把握する。所有者が死亡している場合は、現に所有している者を納税義務者とすること
になっているため、相続人の調査を行う。
②価格決定（評価額決定）にあたり、家屋評価システム及び固定資産評価システム（土地）のデータを連携する。
③縦覧帳簿を作成し、納税者の縦覧に供する。固定資産課税台帳を納税義務者の閲覧に供する。
④固定資産税と都市計画税の税額を計算し、納税通知書を作成して発送する。減免申請書を受け付ける。減免該当者へ減免決定通知
書を、非該当者には減免申請棄却（却下）通知書を送付する。
⑤統計・調査データを国・県へ送付する。
⑥評価証明書、公租証明書等の各種証明書を発行する。
⑦税宛名システムの機能を使い、個人番号を参照する。（本人確認や個人番号による個人特定、他市町村への照会に利用）
⑧他業務システム向けデータを作成し提供する。ただし、個人番号は提供しない。
⑨情報提供ネットワークシステムより生活保護情報データを参照する。なお、個人番号が未登録の住登外者の申告は、住民基本台帳
ネットワークシステムを介して４情報を基に該当個人の個人番号を取得し、税宛名システムに登録する。
⑩eLTAXシステムへ本人確認用データを提供する。
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 （別添1） 事務の内容 滞納整理業務

滞納システム

税宛名システム

【税システム】

個人番号を含む情報の流

個人番号を含まない情報の流

【凡例】

②
納
税
相
談
・徴
収
猶
予
・
換
価
の
猶
予
申
請
・
納
付
誓
約
書

【
窓
口
】

②
徴
収
猶
予
・換
価
の
猶
予
通
知
書

【
紙
】

帳票印刷

税収納システム

⑦
時
効
情
報
連

④
財
産
調
査
・
照
会
文
書
等
【
紙
】

裁判所・他

執行機関

⑤
差
押
調
書
（
謄
本
）
・差
押
書

【
紙
】

電話催告

③
電
話
催
告
対
象
者
リ
ス
ト
【
電

企業、銀行、保険会社、

法務局など

⑧

滞納者

②
分
割
納
付
計
画
書
・納
付
書

【
紙
】

納税コール

センター業務

委託先

③
催
告
結
果
フ
ァ
イ
ル【
電
子
】

③参照・登録

税収納

システム

③
現
年
催
告
書
【
電
子
】

③
一
斉
催
告
書
【
電
子
】

③
現
年
催
告
書
【
紙
】

③
一
斉
催
告
書
【
紙
】

③
個
別
催
告
書
【
紙
】

④
住
民
票
・
実
態
調
査
等
【
紙
】

他自治体・

他税務機関

⑤
差
押
通
知
書

【
紙
】

⑥
滞
納
処
分
の
執
行
停
止
通
知
書

【
紙
】

⑤
交
付
要
求
書
・
参
加
差
押
書

【
紙
】

⑤
公
売
通
知
書

【
紙
】

税収納シ

ステム

⑤
充
当

公売財産

⑤換価・配当・

代金納付

国民健康保険システム

税収納システム

①
滞
納
情
報
連
携

③
電
話
催
告
【
電
話
】

財産照会

システム

①
収
納
情
報
連
携

④
財
産
調
査
・照
会
【
電

④
財
産
調
査
・
照
会
【
電
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（備考）

①納期限後も納付されない滞納者について、滞納システムに登録を行う。また国民健康保険システムで管理する国民健康保険税の滞
納情報について連携し情報を共有する。（番号法別表１第１６項、地方税の賦課徴収に関する事務内における情報共有）
②納税者（滞納者）からの申請・相談により徴収を延期すれば完納が見込める場合については、徴収猶予や分割納付を受付け、納付
書等を出力する。
③督促状を送付しても完納されない滞納者について必要に応じて、税収納システムや滞納システムを使用して催告書を作成する。また
電話催告対象者リストをもとに納税催告センターから電話催告を実施する。
④督促状を送付しても完納されない滞納者について、財産調査を実施する。
⑤財産調査の結果、納税できる資力・財産がある場合、差押えを行う。また他執行機関による処分が進行している場合は交付要求等を
行う。差し押さえた財産等に応じて換価・配当等を実施し、滞納市税への充当を行う。
⑥財産調査や差押財産の換価の結果滞納処分をすることができる財産がない場合等に、滞納処分の執行停止を行う。
⑦時効が完成した徴収金や、滞納処分の執行停止後所定の期間が経過した徴収金について、該当する調定情報を税収納システム・滞
納システムから抹消する。
⑧税宛名システムの機能を使い、個人番号を参照する。（本人確認や、個人番号による個人特定、他市町村への照会に利用）
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 （別添1） 事務の内容 収納業務

スマホ決済

（アプリ）

②
納
付

MPN

出納課

税収納システム

税宛名システム

【税システム】

個人番号を含む情報の流

個人番号を含まない情報の

流れ

【凡例】

金融機関

コンビニエン

スストア

⑥
返
戻
【
紙
】

②
納
付
デ
ー
タ

【
電
子
】

市役所掲示場

郵便局

⑨
納
付
書
・納
税
証
明

【
紙
】

帳票印刷

各課税システム

③
口
座
振
替
結
果
【
電
子
】

滞納システム

ペイジー口座振替受付

サービス、Web口座振

替受付サービス

③
分
納
情
報

【
電
子
】

⑤
猶
予
情
報

【
電
子
】

③
口
座
登
録
デ
ー
タ
【
電

③
口
座
振
替
登
録
依
頼

データパンチ委託先

⑤
督
促
状
【
紙
】

国民健康保

険システム

④
過
誤
納
情
報

住民基本台帳

ネットワークシ

ステム

住基ネッ

ト統合端

末

⑥
更
新

①
調
定

⑥

調

査

⑦
納
付
済
通
知
書

電子文書検索

システム

文書電子化業務

委託先

③
口
座
振
替
依
頼
書

【
紙
】

②
納
付

③
口
座
振
替
請
求
【
電
子

】

⑦電子文書登録

④
還
付
金
振
込

⑩

納税者

⑧
参
照

⑧
各
種
申
請
・
問
合
せ
【
窓
口
・
電
話
】

②
納
付

収納代行業者

地方税共通納

税システム

②
納
付

②
納
付
デ
ー
タ

【
電
子
】

③
口
座
振
替

依
頼

【
電
子
】

③
口
座
振
替
依
頼
書

【
紙
】

③
口
座
振
替
依
頼
控
【
紙
】

⑦
納
付
済
通
知
書

【
紙
】

⑦
口
座
振
替
依
頼
書

【
紙
】

④
還
付
充
当
通
知
書

・振
込
口
座
依
頼
書
【
紙
】

④
振
込
口
座
依
頼
書

【
紙
】

徴収金収納業務委託先

④
過
誤
納
情
報

②
納
付
デ
ー
タ

【
電
子
】

②
納
付
デ
ー
タ

【
電
子
】 ⑤

督
促
状
デ
ー
タ
【
電
子
】

④
還
付
金
振
込
【
電

番号連携

中間サーバ

情報提供ﾈｯﾄ

ﾜｰｸｼｽﾃﾑ

④
公
金
受
取
口
座
情
報

④

確

認

②
納
付
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（備考）

①課税システムより当初調定、異動分調定データを受け取る。
②金融機関入金、スマホ決済、コンビニエンスストア入金、地方税共通納税システムによる入金などの消込処理を行う。
③口座振替の依頼を受付登録し、取扱金融機関向けに振替請求データを作成する。（この際滞納システムから分割納付の口座振替情
報を取得する。）金融機関から口座振替結果データを受け取り、消込処理を行う。
④過誤納が発生した場合、還付・充当を行い、還付充当通知書を送付する。（国民健康保険税に充当する場合もあるため、国民健康保
険システムと未納情報について連携する。）還付先口座の指定を受け次第、該当の口座に還付金の振込を行う。また、公金受取口座の
指定を受けた場合は、情報提供ネットワークシステムより口座登録・連携ファイル関係情報を取得する。
⑤納期限までに完納しない納税者に対し、督促状を発送する。（徴収猶予中は督促状を送付しないため滞納システムから情報を受け取
る。）
⑥督促状が正しく送付されない場合、最新の住所地について調査（市外在住者の場合、住基ネット統合端末を用いて住民基本台帳ネッ
トワークにアクセス）を行い送付先が不明なものについては市の掲示場に掲示し、公示送達を行う。
⑦後日の問い合わせ等に備え、納付済み通知書・口座振替依頼書を電子化し、電子文書管理システムに登録する。
⑧収納事務全般に渡り、窓口対応や電話応対などで個人番号を利用する。必要に応じて電子化した文書を参照する。
⑨納付書の再発行や納税証明書の発行を行う。
⑩収納業務全般において、個人番号や本人確認情報を利用できるよう、システム画面への表示を行う。
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 ⑥事務担当部署 さいたま市 財政局 税務部 市民税課

 その妥当性

１　個人番号、氏名・性別・生年月日・住所（以下、「４情報」という。）
　本人確認、資料の名寄せを行うために必要
２　その他識別情報（宛名番号）
　個人番号との紐付けに必要
３　その他住民票関係情報
　個人住民税賦課に必要（住民日の賦課期日判定など）
４　連絡先
　納税義務者への問合せに必要
５　国税関係情報、地方税関係情報、年金関係情報
　個人住民税賦課に必要
６　生活保護・社会福祉関係情報、介護・高齢者福祉関係情報
　個人住民税賦課業務において参照に必要

 全ての記録項目 別添２を参照。

 ⑤保有開始日 平成27年7月1日

[ ] その他 （ ）

[ ] 学校・教育関係情報

[ ] 災害関係情報

[ ] 雇用・労働関係情報 [ ○ ] 年金関係情報

] 国税関係情報 [ ○ ] 地方税関係情報

・連絡先等情報

[ ○ ] 5情報（氏名、氏名の振り仮名、性別、生年月日、住所） [ ○ ] 連絡先（電話番号等）

○ ] 障害者福祉関係情報

[ ○ ] 生活保護・社会福祉関係情報 [ ○ ] 介護・高齢者福祉関係情報

[ ] 健康・医療関係情報

[ ○ ] 医療保険関係情報 [ ○ ] 児童福祉・子育て関係情報 [

[ ] 個人番号対応符号 [ ○ ] その他識別情報（内部番号）

2） 10項目以上50項目未満
3） 50項目以上100項目未満 4） 100項目以上

 主な記録項目　※

・識別情報

[ ○ ] 個人番号

 その必要性
１　個人住民税業務における本人確認のため
２　特別徴収税額決定通知書（書面により送付する場合を除く。）への個人番号出力のため
３　所得・控除情報、扶養情報を情報提供ネットワークシステムで提供するため

 ④記録される項目

＜選択肢＞

[ 100項目以上 ] 1） 10項目未満

[ ○ ] その他住民票関係情報

・業務関係情報

[ ○

Ⅱ　特定個人情報ファイルの概要
 １．特定個人情報ファイル名

個人住民税特定個人情報ファイル

 ２．基本情報

 ①ファイルの種類　※

＜選択肢＞

[ システム用ファイル ]

2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ③対象となる本人の範囲　※
個人住民税の納税義務者とその扶養関連者(同一生計配偶者、扶養者など)のうち、個人番号を有する
者

1） システム用ファイル
2） その他の電子ファイル（表計算ファイル等）

 ②対象となる本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 100万人以上1,000万人未満 ]
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住民基本台帳ネットワークシステム、地方税ポータルセンタ　→　ＬＧＷＡＮ
→　審査システム（eLTAX）、国税連携システム（eLTAX）、埼玉県市町村電
子申請サービス、マイナポータル　→　個人住民税電子申告システム
（eLTAX） → 申請管理システム

）

 ③入手の時期・頻度

１　本人又は本人の代理人、民間事業者からの入手
　給与支払報告書、確定申告書、公的年金等支払報告書、市民税・県民税申告書の受付毎（毎年１月
から４月頃にかけて複数回入手）

２　庁内連携により入手
（１）住民の個人番号については、住民記録システムで異動した際に連携し入手する。
（２）基礎年金番号の取込データを介護システムより毎月入手する。（※）
（３）年金からの特別徴収の対象者でなくなった者（死亡・転出）に関するデータを毎月入手する。（※）
（４）生活保護を準用した外国人に関する情報について、非課税判定を行う際及び減免に関する調査を
行う際に入手する。
（５）中国残留邦人等への支援給付受給者に関する情報について、減免に関する調査を行う際に入手す
る。
（６）介護保険料、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料の賦課徴収に関する情報を、賦課徴収に
関する調査を行う際に入手する。
（７）里親に関する情報を、扶養調査を行う際に入手する。

（※）個人番号は含まれないが、税システムにおいて宛名番号と紐付けて個人番号を特定することがで
きるため、特定個人情報となる。

３　他機関より入手
　年金保険者より毎年５月に特別徴収対象者データ、毎年９月に特別徴収税額通知の処理結果通知を
受け取る。また、特別徴収処理停止通知の処理結果通知を毎月、特別徴収結果通知を隔月で受け取
る。

４　地方公共団体情報システム機構からの入手
　調査事務が必要になった都度、住民基本台帳ネットワークシステムから入手する。

５　情報提供ネットワークシステムにより入手
　調査事務が必要になった都度、情報提供ネットワークシステムから入手する。

６　他市町村からの（国税連携システムによる）入手
　他市町村が作成した住民登録外課税通知を随時入手する。
　他市町村が作成した寄附金税額控除に係る申告特例通知データを1月に入手する。

[ ○ ] 庁内連携システム

[ ○ ] 情報提供ネットワークシステム

○ ] 地方公共団体・地方独立行政法人 （ 他市町村 ）

] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。） [ ] フラッシュメモリ

[ ] 電子メール [ ] 専用線

 ②入手方法

[ ○ ] 紙 [ ○

[ ○ ] その他 （

（
区政推進部、生活福祉課、介護保険課、障害福祉課、
国保年金課、児童相談所

）

[ ○ ] 行政機関・独立行政法人等 （
国税庁、年金保険者、地方公共団体情報システム機
構

）

 ３．特定個人情報の入手・使用

 ①入手元　※

[ ○ ] 本人又は本人の代理人

[ ○ ] 評価実施機関内の他部署

[ ] その他 （ ）

[ ○ ] 民間事業者 （ 給与支払報告書提出事業者、年金保険者 ）

[
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2） 10人以上50人未満
3） 50人以上100人未満 4） 100人以上500人未満
5） 500人以上1,000人未満 6） 1,000人以上

 ⑦使用の主体

 使用部署
※

財政局税務部市民税課、各市税事務所個人課税課、北部市税事務所法人課税課（特別徴収係）

 使用者数

＜選択肢＞

[ 100人以上500人未満 ] 1） 10人未満

 ⑤本人への明示

１　本人又は本人の代理人、民間事業者からの入手
　国税通則法、所得税法、地方税法その他所得税又は個人の市民税及び県民税の関係法令により、税
務関係書類に個人番号の記載を求める措置が規定されている。

２　庁内連携により入手
　番号法第14条において、本人又は他の個人番号利用事務等実施者に対し個人番号の提供を求める
ことができるとあることから、さいたま市住民の個人番号について、住民記録システムより入手可能であ
る。
　また、さいたま市個人番号の利用に関する条例第４条第２項及び第３項により、他部署からの特定個
人情報の入手が可能である。

３　他機関より入手
　地方税法施行規則において明示されている。

４　地方公共団体情報システム機構からの入手
　番号法第14条第２項において、地方公共団体情報システム機構に対し機構保存本人確認情報の提供
を求めることができる旨が規定され、市町村が地方公共団体情報システム機構から機構保存本人確認
情報を入手することが明示されている。

５　情報提供ネットワークシステムにより入手
　番号法第19条第８号において明示されている。

 ⑥使用目的　※

１　適正かつ公平な賦課及び徴収の実現のため、課税資料の名寄せが正確かつ効率的にできるよう、
個人番号を利用する。
２　納税者が納税申告書を提出する際、住民票の添付が省略できるなどの納税者利便性の向上のため
に利用する。

 変更の妥当性 -

 ④入手に係る妥当性

１　本人又は本人の代理人、民間事業者からの入手
（１）給与支払報告書、公的年金等支払報告書、市民税・県民税申告書については提出先は市町村であ
り、地方税法施行規則等で様式に個人番号の記載が必要とされている。
（２）確定申告書については、本人から国税庁（税務署）へ提出されるが、所得税法施行規則により確定
申告書の様式に個人番号の記載が必要とされている。なお、確定申告書については国税連携がなされ
ており、市町村においてeLTAXより入手が可能である。
（３）納税者等の利便性向上のために書面だけでなく、インターネットによる提出も認めている。

２　庁内連携により入手
　番号法第１４条並びにさいたま市個人番号の利用に関する条例第４条第２項及び第３項において個人
番号利用事務実施者は他の個人番号利用事務等実施者に対して個人番号の提供を求めることができ
るとされている。このため個人住民税賦課業務において必要な時期に情報を入手するものである。

３　他機関より入手
　地方税法第321条の７の３において、年金保険者による市町村に対する通知に「その他総務省で定め
る事項」を記載するものとされ、地方税法施行規則等により、個人番号の記載が必要とされている。

４　地方公共団体情報システム機構からの入手
　番号法第14条第２項において明記されている。ただし通常の日常業務ではなく、調査が必要になった
場合に入手する。

５　情報提供ネットワークシステムにより入手
　番号法第19条第８号において明記されている。調査事務が必要になった都度、情報提供ネットワーク
システムから入手する。
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 ⑨使用開始日 平成28年1月1日

 ⑧使用方法　※

１　課税資料受付事務
（１）確定申告書、市民税・県民税申告書、給与支払報告書、公的年金等支払報告書に記載された個人
番号を取得し、内部識別番号である宛名番号と紐付ける。
（２）住登外課税対象者に対して個人住民税の課税を行う場合に、住所地市町村に送付する住登外課税
通知書に個人番号を記載する。

２　賦課決定事務
（１）資料併合時に同一人の資料が複数存在する場合、個人番号を名寄せする際の判断に利用する。
（２）特別徴収税額決定通知書（特別徴収義務者用）に個人番号を記載する（書面により送付する場合を
除く。）。

３　賦課変更事務
特別徴収税額変更通知書（特別徴収義務者用）に個人番号を記載する（書面により送付する場合を除
く。）。

４　調査事務
（１）納税義務者の同一生計配偶者、扶養親族等に係る者について要件を満たしているか否かの問合せ
に情報提供ネットワークシステムを利用する。
（２）生活保護受給情報、障害者手帳等、所得情報について情報提供ネットワークシステムを通じて照会
を行い、適正な課税や減免を行う。
（３）情報提供ネットワークシステムを通じた扶養関係情報、所得情報の提供に対応できるよう、照会用
データを中間サーバに記録する。
（４）さいたま市個人番号の利用に関する条例第４条第２項及び第３項の規定により、庁内連携を通じて
情報を入手し、適正な課税や減免を行う。

 情報の突合　※
１　上記項番１、２、３、４において、内部識別番号の宛名番号と個人番号を紐付けて使用する。
２　上記項番２の資料併合において、個人番号を利用して課税資料の突合を行う。

 情報の統計分析
※

特定個人情報に関する統計分析については、個人住民税賦課業務では実施しない。

 権利利益に影響を
与え得る決定　※

所得額、各種控除額に基づき住民税額を決定・変更する。

69



 ⑨再委託事項 システム等のパッケージアプリケーション保守及び職員からの問い合わせに対する調査　等

] 1） 再委託する 2） 再委託しない

 ⑧再委託の許諾方法
再委託の必要がある場合は、あらかじめ委託先と書面による協議を行い、再委託の必要性、再委託す
る業務内容及び再委託先のセキュリティ管理体制を確認した上で許諾する。

 ⑤委託先名の確認方法 委託先決定後の契約公報

 ⑥委託先名 富士通Japan株式会社

再
委
託

 ⑦再委託の有無　※

＜選択肢＞

[ 再委託する

[ ○ ] その他 （ 提供しない ）

[ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [ ] 紙

5） 500人以上1,000人未満 6） 1,000人以上

 ④委託先への特定個人情報
ファイルの提供方法

[ ] 専用線 [ ] 電子メール

 ③委託先における取扱者数

＜選択肢＞

[ 10人以上50人未満 ] 1） 10人未満 2） 10人以上50人未満
3） 50人以上100人未満 4） 100人以上500人未満

4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 対象となる本人の
範囲　※

統合基盤システムに登録されている者のうち、個人番号を有する者

 その妥当性
システムの運用・保守作業を実施するために、特定個人情報ファイル全体を委託の対象にする必要が
ある

 対象となる本人の
数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 100万人以上1,000万人未満 ] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満

 ②取扱いを委託する特定個
人情報ファイルの範囲

＜選択肢＞

[ 特定個人情報ファイルの全体 ] 1） 特定個人情報ファイルの全体
2） 特定個人情報ファイルの一部

（ 16 ）　件

 委託事項1
統合基盤システム（中間サーバー、総合宛名システム、番号連携サーバ、連携基盤システム（庁内連携
システム）)に関するシステム保守

 ①委託内容 統合基盤システムのパッケージアプリケーション保守及び職員からの問い合わせに対する調査　等

 ４．特定個人情報ファイルの取扱いの委託

 委託の有無　※
[ 委託する ] ＜選択肢＞

1） 委託する 2） 委託しない

70



 ⑨再委託事項

] 1） 再委託する 2） 再委託しない

 ⑧再委託の許諾方法

 ⑤委託先名の確認方法 委託先が決定した際には、入札結果として公表している。

 ⑥委託先名 株式会社オーイーシー

再
委
託

 ⑦再委託の有無　※

＜選択肢＞

[ 再委託しない

[ ○ ] その他 （ 提供しない ）

[ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [ ] 紙

5） 500人以上1,000人未満 6） 1,000人以上

 ④委託先への特定個人情報
ファイルの提供方法

[ ] 専用線 [ ] 電子メール

 ③委託先における取扱者数

＜選択肢＞

[ 10人以上50人未満 ] 1） 10人未満 2） 10人以上50人未満
3） 50人以上100人未満 4） 100人以上500人未満

4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 対象となる本人の
範囲　※

統合基盤システムに登録されている者のうち、個人番号を有する者

 その妥当性
システムの運用・保守作業を実施するために、特定個人情報ファイル全体を委託の対象にする必要が
ある

 対象となる本人の
数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 100万人以上1,000万人未満 ] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満

 ②取扱いを委託する特定個
人情報ファイルの範囲

＜選択肢＞

[ 特定個人情報ファイルの全体 ] 1） 特定個人情報ファイルの全体
2） 特定個人情報ファイルの一部

 委託事項2～5

 委託事項2
統合基盤システム（中間サーバー、総合宛名システム、番号連携サーバ、連携基盤システム（庁内連携
システム）)に関するハードウェア保守

 ①委託内容 統合基盤システムのハードウェア保守作業　等
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 ⑨再委託事項 個人住民税システムのアプリケーション保守の一部

] 1） 再委託する 2） 再委託しない

 ⑧再委託の許諾方法
再委託の必要がある場合は、あらかじめ委託先と書面による協議を行い、再委託の必要性、再委託す
る業務内容及び再委託先のセキュリティ管理体制を確認した上で許諾する。

 ⑤委託先名の確認方法 委託先決定後の契約公報

 ⑥委託先名 富士通Japan株式会社

再
委
託

 ⑦再委託の有無　※

＜選択肢＞

[ 再委託する

[ ] その他 （ ）

[ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [ ] 紙

5） 500人以上1,000人未満 6） 1,000人以上

 ④委託先への特定個人情報
ファイルの提供方法

[ ○ ] 専用線 [ ] 電子メール

 ③委託先における取扱者数

＜選択肢＞

[ 10人未満 ] 1） 10人未満 2） 10人以上50人未満
3） 50人以上100人未満 4） 100人以上500人未満

4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 対象となる本人の
範囲　※

個人住民税の納税義務者とその扶養関連者(同一生計配偶者、扶養親族など)のうち、個人番号を有す
る者

 その妥当性 委託先が著作権を有するパッケージシステムを使用しているため

 対象となる本人の
数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 100万人以上1,000万人未満 ] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満

 ②取扱いを委託する特定個
人情報ファイルの範囲

＜選択肢＞

[ 特定個人情報ファイルの全体 ] 1） 特定個人情報ファイルの全体
2） 特定個人情報ファイルの一部

 委託事項3 個人住民税システムのアプリケーション保守

 ①委託内容
アプリケーションに関する要望対応、障害対応、税制改正対応を行う。また、職員からの問合せ対応や
調査、作業指示書に基づくデータ抽出などを行う。
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 ⑨再委託事項 照会文書等の印刷、封入・封緘

] 1） 再委託する 2） 再委託しない

 ⑧再委託の許諾方法
再委託の必要がある場合は、あらかじめ委託先と書面による協議を行い、再委託の必要性、再委託す
る業務内容及び再委託先のセキュリティ管理体制を確認した上で許諾する。

 ⑤委託先名の確認方法 委託先決定後の契約公報

 ⑥委託先名 TOPPANエッジ株式会社　埼玉営業所

再
委
託

 ⑦再委託の有無　※

＜選択肢＞

[ 再委託する

[ ] その他 （ ）

] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [ ○ ] 紙

6） 1,000人以上

 ④委託先への特定個人情報
ファイルの提供方法

[ ] 専用線 [ ] 電子メール [ ○

 ③委託先における取扱者数

＜選択肢＞

[ 50人以上100人未満 ] 1） 10人未満 2） 10人以上50人未満
3） 50人以上100人未満 4） 100人以上500人未満
5） 500人以上1,000人未満

4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 対象となる本人の
範囲　※

給与支払報告書、公的年金等支払報告書及び市民税・県民税申告書等の課税資料の提出があった者
のうち、個人番号を有する者

 その妥当性 課税資料の件数が膨大であり、市民税・県民税の申告期間と重なり、職員のみで作業が行えないため

 対象となる本人の
数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 10万人以上100万人未満 ] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満

 ②取扱いを委託する特定個
人情報ファイルの範囲

＜選択肢＞

[ 特定個人情報ファイルの一部 ] 1） 特定個人情報ファイルの全体
2） 特定個人情報ファイルの一部

 委託事項4 課税資料の整理

 ①委託内容
提出された課税資料の整理、精査を行う。また、イメージデータをもとに電子データファイルを作成する。
加えて、照会文書等の印刷や封入・封緘を行う。
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 ⑨再委託事項

] 1） 再委託する 2） 再委託しない

 ⑧再委託の許諾方法

 ⑤委託先名の確認方法 委託先決定後の契約公報

 ⑥委託先名 AGS株式会社

再
委
託

 ⑦再委託の有無　※

＜選択肢＞

[ 再委託しない

[ ○ ] その他 （ 運用管理拠点 ）

[ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [ ] 紙

5） 500人以上1,000人未満 6） 1,000人以上

 ④委託先への特定個人情報
ファイルの提供方法

[ ○ ] 専用線 [ ] 電子メール

 ③委託先における取扱者数

＜選択肢＞

[ 10人以上50人未満 ] 1） 10人未満 2） 10人以上50人未満
3） 50人以上100人未満 4） 100人以上500人未満

4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 対象となる本人の
範囲　※

番号連携サーバ等に登録されている者のうち、個人番号を有する者

 その妥当性 基幹系システムの運用は専門知識が必要なため

 対象となる本人の
数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 100万人以上1,000万人未満 ] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満

 ②取扱いを委託する特定個
人情報ファイルの範囲

＜選択肢＞

[ 特定個人情報ファイルの全体 ] 1） 特定個人情報ファイルの全体
2） 特定個人情報ファイルの一部

 委託事項5 番号連携サーバ等のシステム運用

 ①委託内容
番号連携サーバ等の稼働監視等のシステム運用作業、職員からの問合せに対する調査、作業指示に
基づくデータ抽出等を行う。
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 ⑨再委託事項

] 1） 再委託する 2） 再委託しない

 ⑧再委託の許諾方法

 ⑤委託先名の確認方法 委託先決定後の契約公報

 ⑥委託先名 AGS株式会社

再
委
託

 ⑦再委託の有無　※

＜選択肢＞

[ 再委託しない

[ ] その他 （ ）

[ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [ ] 紙

5） 500人以上1,000人未満 6） 1,000人以上

 ④委託先への特定個人情報
ファイルの提供方法

[ ○ ] 専用線 [ ] 電子メール

 ③委託先における取扱者数

＜選択肢＞

[ 10人以上50人未満 ] 1） 10人未満 2） 10人以上50人未満
3） 50人以上100人未満 4） 100人以上500人未満

4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 対象となる本人の
範囲　※

個人住民税の納税義務者とその扶養関連者(同一生計配偶者、扶養親族など)のうち、個人番号を有す
る者

 その妥当性 基幹系システムの運用は専門知識が必要なため

 対象となる本人の
数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 100万人以上1,000万人未満 ] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満

 ②取扱いを委託する特定個
人情報ファイルの範囲

＜選択肢＞

[ 特定個人情報ファイルの全体 ] 1） 特定個人情報ファイルの全体
2） 特定個人情報ファイルの一部

 委託事項6～10

 委託事項6 個人住民税システムのシステム運用

 ①委託内容 システムの運用管理、バッチ処理の実行、オンライン稼働監視などを行う。

75



 ⑨再委託事項

] 1） 再委託する 2） 再委託しない

 ⑧再委託の許諾方法

 ⑤委託先名の確認方法 さいたま市情報公開条例に基づく開示請求

 ⑥委託先名 株式会社インテック

再
委
託

 ⑦再委託の有無　※

＜選択肢＞

[ 再委託しない

[ ○ ] その他 （ LGWAN ）

[ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [ ] 紙

5） 500人以上1,000人未満 6） 1,000人以上

 ④委託先への特定個人情報
ファイルの提供方法

[ ] 専用線 [ ] 電子メール

 ③委託先における取扱者数

＜選択肢＞

[ 10人以上50人未満 ] 1） 10人未満 2） 10人以上50人未満
3） 50人以上100人未満 4） 100人以上500人未満

4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 対象となる本人の
範囲　※

eLTAXを通じて、給与支払報告書、公的年金等支払報告書及び確定申告書等の課税資料の提出が
あった者のうち、個人番号を有する者

 その妥当性 審査サーバ及び国税連携データ受信サーバを、委託利用型により利用しているため

 対象となる本人の
数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 10万人以上100万人未満 ] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満

 ②取扱いを委託する特定個
人情報ファイルの範囲

＜選択肢＞

[ 特定個人情報ファイルの一部 ] 1） 特定個人情報ファイルの全体
2） 特定個人情報ファイルの一部

 委託事項7 審査システム及び国税連携システム（eLTAX）の構築・運用

 ①委託内容 審査システム及び国税連携システム（eLTAX）の構築・運用のサービスを提供する。
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 ⑨再委託事項 普通徴収納税通知書の製本・封入・封緘（印刷は含まない）

] 1） 再委託する 2） 再委託しない

 ⑧再委託の許諾方法
再委託の必要性がある場合は、あらかじめ委託先と書面による協議を行い、再委託の必要性、再委託
する業務内容及び再委託先のセキュリティ管理体制を確認した上で許諾する。

 ⑤委託先名の確認方法 委託先決定後に市ホームページにて公表

 ⑥委託先名 東洋印刷株式会社　東日本営業本部

再
委
託

 ⑦再委託の有無　※

＜選択肢＞

[ 再委託する

[ ] その他 （ ）

[ ○ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [ ] 紙

5） 500人以上1,000人未満 6） 1,000人以上

 ④委託先への特定個人情報
ファイルの提供方法

[ ] 専用線 [ ] 電子メール

 ③委託先における取扱者数

＜選択肢＞

[ 10人以上50人未満 ] 1） 10人未満 2） 10人以上50人未満
3） 50人以上100人未満 4） 100人以上500人未満

4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 対象となる本人の
範囲　※

個人住民税の納税義務者のうち、普通徴収及び年金からの特別徴収の者で個人番号を有する者

 その妥当性 業務の効率化、コスト削減のため

 対象となる本人の
数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 10万人以上100万人未満 ] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満

 ②取扱いを委託する特定個
人情報ファイルの範囲

＜選択肢＞

[ 特定個人情報ファイルの一部 ] 1） 特定個人情報ファイルの全体
2） 特定個人情報ファイルの一部

 委託事項8 普通徴収納税通知書の印刷・製本・封入・封緘

 ①委託内容 帳票データをもとに普通徴収納税通知書を印刷し、製本、封入、封緘を行う。
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 ⑨再委託事項

] 1） 再委託する 2） 再委託しない

 ⑧再委託の許諾方法

 ⑤委託先名の確認方法 委託先決定後に市ホームページにて公表

 ⑥委託先名 東洋印刷株式会社　東日本営業本部

再
委
託

 ⑦再委託の有無　※

＜選択肢＞

[ 再委託しない

[ ] その他 （ ）

[ ○ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [ ] 紙

5） 500人以上1,000人未満 6） 1,000人以上

 ④委託先への特定個人情報
ファイルの提供方法

[ ] 専用線 [ ] 電子メール

 ③委託先における取扱者数

＜選択肢＞

[ 10人以上50人未満 ] 1） 10人未満 2） 10人以上50人未満
3） 50人以上100人未満 4） 100人以上500人未満

4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 対象となる本人の
範囲　※

個人住民税の納税義務者のうち、給与所得からの特別徴収の者で個人番号を有する者

 その妥当性 業務の効率化、コスト削減のため

 対象となる本人の
数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 10万人以上100万人未満 ] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満

 ②取扱いを委託する特定個
人情報ファイルの範囲

＜選択肢＞

[ 特定個人情報ファイルの一部 ] 1） 特定個人情報ファイルの全体
2） 特定個人情報ファイルの一部

 委託事項9 特別徴収税額決定通知書等の印刷・封入・封緘

 ①委託内容 帳票データをもとに特別徴収税額決定通知書を印刷し、封入、封緘を行う。
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 ⑨再委託事項

] 1） 再委託する 2） 再委託しない

 ⑧再委託の許諾方法

 ⑤委託先名の確認方法 委託先決定後の契約公報にて公表

 ⑥委託先名 株式会社コタニ　浦和営業所

再
委
託

 ⑦再委託の有無　※

＜選択肢＞

[ 再委託しない

[ ] その他 （ ）

[ ○ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [ ] 紙

5） 500人以上1,000人未満 6） 1,000人以上

 ④委託先への特定個人情報
ファイルの提供方法

[ ] 専用線 [ ] 電子メール

 ③委託先における取扱者数

＜選択肢＞

[ 10人以上50人未満 ] 1） 10人未満 2） 10人以上50人未満
3） 50人以上100人未満 4） 100人以上500人未満

4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 対象となる本人の
範囲　※

１　特別徴収税額決定通知書（異動分）
　個人住民税の納税義務者のうち、給与所得からの特別徴収の税額等に異動のある者で個人番号を有
する者
２　資料回送書
　課税資料の提出があった者のうち、他市町村での居住が判明した者で個人番号を有する者
３　扶養親族確認書
　扶養している親族の特定ができていない者のうち、個人番号を有する者

 その妥当性 業務の効率化、コスト削減のため

 対象となる本人の
数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 1万人以上10万人未満 ] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満

 ②取扱いを委託する特定個
人情報ファイルの範囲

＜選択肢＞

[ 特定個人情報ファイルの一部 ] 1） 特定個人情報ファイルの全体
2） 特定個人情報ファイルの一部

 委託事項10 個人住民税関連帳票の印刷等

 ①委託内容

帳票データをもとに印刷等を行う。
１　特別徴収税額決定通知書（異動分）の印刷、封入、封緘を行う。
２　資料回送書の印刷を行う。
３　扶養親族確認書の印刷を行う。
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 ⑨再委託事項

] 1） 再委託する 2） 再委託しない

 ⑧再委託の許諾方法

 ⑤委託先名の確認方法 委託先決定後に市ホームページにて公表

 ⑥委託先名 株式会社コタニ　浦和営業所

再
委
託

 ⑦再委託の有無　※

＜選択肢＞

[ 再委託しない

[ ] その他 （ ）

[ ○ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [ ] 紙

5） 500人以上1,000人未満 6） 1,000人以上

 ④委託先への特定個人情報
ファイルの提供方法

[ ] 専用線 [ ] 電子メール

 ③委託先における取扱者数

＜選択肢＞

[ 10人未満 ] 1） 10人未満 2） 10人以上50人未満
3） 50人以上100人未満 4） 100人以上500人未満

4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 対象となる本人の
範囲　※

個人住民税の納税義務者のうち、普通徴収及び年金からの特別徴収の税額等に異動のある者で個人
番号を有する者

 その妥当性 業務の効率化、コスト削減のため

 対象となる本人の
数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 1万人以上10万人未満 ] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満

 ②取扱いを委託する特定個
人情報ファイルの範囲

＜選択肢＞

[ 特定個人情報ファイルの一部 ] 1） 特定個人情報ファイルの全体
2） 特定個人情報ファイルの一部

 委託事項11～15

 委託事項11 普通徴収納税通知書の印刷・製本・封入・封緘（異動分）

 ①委託内容 帳票データをもとに普通徴収納税通知書（異動分）を印刷し、製本、封入、封緘を行う。

80



 ⑨再委託事項

] 1） 再委託する 2） 再委託しない

 ⑧再委託の許諾方法

 ⑤委託先名の確認方法 さいたま市情報公開条例に基づく開示請求

 ⑥委託先名 東洋印刷株式会社　東日本営業本部

再
委
託

 ⑦再委託の有無　※

＜選択肢＞

[ 再委託しない

[ ] その他 （ ）

[ ○ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [ ] 紙

5） 500人以上1,000人未満 6） 1,000人以上

 ④委託先への特定個人情報
ファイルの提供方法

[ ] 専用線 [ ] 電子メール

 ③委託先における取扱者数

＜選択肢＞

[ 10人以上50人未満 ] 1） 10人未満 2） 10人以上50人未満
3） 50人以上100人未満 4） 100人以上500人未満

4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 対象となる本人の
範囲　※

市民税・県民税申告書の提出が必要な者のうち、個人番号を有する者

 その妥当性 業務の効率化、コスト削減のため

 対象となる本人の
数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 1万人以上10万人未満 ] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満

 ②取扱いを委託する特定個
人情報ファイルの範囲

＜選択肢＞

[ 特定個人情報ファイルの一部 ] 1） 特定個人情報ファイルの全体
2） 特定個人情報ファイルの一部

 委託事項12 市民税・県民税申告書の印刷・封入・封緘

 ①委託内容 帳票データをもとに市民税・県民税申告書を印刷し、封入、封緘を行う。
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 ⑨再委託事項

] 1） 再委託する 2） 再委託しない

 ⑧再委託の許諾方法

 ⑤委託先名の確認方法 さいたま市情報公開条例に基づく開示請求

 ⑥委託先名 株式会社コタニ　浦和営業所

再
委
託

 ⑦再委託の有無　※

＜選択肢＞

[ 再委託しない

[ ] その他 （ ）

[ ○ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [ ] 紙

5） 500人以上1,000人未満 6） 1,000人以上

 ④委託先への特定個人情報
ファイルの提供方法

[ ] 専用線 [ ] 電子メール

 ③委託先における取扱者数

＜選択肢＞

[ 10人未満 ] 1） 10人未満 2） 10人以上50人未満
3） 50人以上100人未満 4） 100人以上500人未満

4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 対象となる本人の
範囲　※

無申告者のうち、個人番号を有する者

 その妥当性 業務の効率化、コスト削減のため

 対象となる本人の
数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 1万人以上10万人未満 ] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満

 ②取扱いを委託する特定個
人情報ファイルの範囲

＜選択肢＞

[ 特定個人情報ファイルの一部 ] 1） 特定個人情報ファイルの全体
2） 特定個人情報ファイルの一部

 委託事項13 無申告調査用市民税・県民税申告書の印刷・封入・封緘

 ①委託内容 帳票データをもとに無申告調査用の市民税・県民税申告書を印刷し、封入、封緘を行う。
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 ⑨再委託事項

] 1） 再委託する 2） 再委託しない

 ⑧再委託の許諾方法

 ⑤委託先名の確認方法 委託先決定後の契約公報

 ⑥委託先名 株式会社マイクロフィッシュ

再
委
託

 ⑦再委託の有無　※

＜選択肢＞

[ 再委託しない

[ ] その他 （ ）

[ ○ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [ ] 紙

5） 500人以上1,000人未満 6） 1,000人以上

 ④委託先への特定個人情報
ファイルの提供方法

[ ] 専用線 [ ] 電子メール

 ③委託先における取扱者数

＜選択肢＞

[ 50人以上100人未満 ] 1） 10人未満 2） 10人以上50人未満
3） 50人以上100人未満 4） 100人以上500人未満

4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 対象となる本人の
範囲　※

給与支払報告書、公的年金等支払報告書及び市民税・県民税申告書等の課税資料の提出があった者
のうち、個人番号を有する者

 その妥当性 業務の効率化、コスト削減のため

 対象となる本人の
数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 10万人以上100万人未満 ] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満

 ②取扱いを委託する特定個
人情報ファイルの範囲

＜選択肢＞

[ 特定個人情報ファイルの一部 ] 1） 特定個人情報ファイルの全体
2） 特定個人情報ファイルの一部

 委託事項14 課税資料のデータエントリ

 ①委託内容 課税資料のイメージデータをもとに、電子データファイルを作成する。

83



 ⑨再委託事項
（本業務は、埼玉県が委託先業者と契約し、県内市町村は県との協定により共同利用が可能となるとい
うもの。再委託事項の管理については、埼玉県において行われている。）

] 1） 再委託する 2） 再委託しない

 ⑧再委託の許諾方法
（本業務は、埼玉県が委託先業者と契約し、県内市町村は県との協定により共同利用が可能となるとい
うもの。再委託の許諾については、埼玉県において行われている。）

 ⑤委託先名の確認方法
（本業務は、埼玉県が委託先業者と契約し、県内市町村は県との協定により共同利用が可能となるとい
うもの。委託先名の確認については、埼玉県において行われている。）

 ⑥委託先名 埼玉県が契約する委託先（株式会社エヌ・ティ・ティ・データ関西）

再
委
託

 ⑦再委託の有無　※

＜選択肢＞

[ 再委託する

[ ] その他 （ ）

[ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [ ] 紙

5） 500人以上1,000人未満 6） 1,000人以上

 ④委託先への特定個人情報
ファイルの提供方法

[ ○ ] 専用線 [ ] 電子メール

 ③委託先における取扱者数

＜選択肢＞

[ 10人以上50人未満 ] 1） 10人未満 2） 10人以上50人未満
3） 50人以上100人未満 4） 100人以上500人未満

4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 対象となる本人の
範囲　※

埼玉県市町村電子申請サービスにより、市民税・県民税申告書の提出をする者及びその扶養関連者

 その妥当性
市民税・県民税申告書の電子申請を実施するため、電子申請システムを委託の対象とする必要があ
る。

 対象となる本人の
数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 10万人以上100万人未満 ] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満

 ②取扱いを委託する特定個
人情報ファイルの範囲

＜選択肢＞

[ 特定個人情報ファイルの一部 ] 1） 特定個人情報ファイルの全体
2） 特定個人情報ファイルの一部

 委託事項15 埼玉県市町村電子申請サービス提供業務

 ①委託内容
埼玉県市町村電子申請サービスの提供を行うにあたり、必要な範囲で特定個人情報ファイルの取扱い
を委託
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 ⑨再委託事項 システムのパッケージアプリケーション保守及び職員からの問い合わせに対する調査 等

] 1） 再委託する 2） 再委託しない

 ⑧再委託の許諾方法
再委託を行う場合は、委託先より「業務内容一部委任承諾願」を事前に受け付け、再委託先におい
て、委託先と同等以上の情報セキュリティ対策とその遵守、教育等が行われているか確認した上で、
承認を行うこととする。

 ⑤委託先名の確認方法 委託先が決定した際には、入札結果として公表している。

 ⑥委託先名 富士通Japan株式会社

再
委
託

 ⑦再委託の有無　※

＜選択肢＞

[ 再委託する

[ ] その他 （ ）

[ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [ ] 紙

5） 500人以上1,000人未満 6） 1,000人以上

 ④委託先への特定個人情報
ファイルの提供方法

[ ○ ] 専用線 [ ] 電子メール

 ③委託先における取扱者数

＜選択肢＞

[ 10人以上50人未満 ] 1） 10人未満 2） 10人以上50人未満
3） 50人以上100人未満 4） 100人以上500人未満

4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 対象となる本人の
範囲　※

マイナポータル（サービス検索・電子申請機能）により、市民税・県民税申告書の提出をする者

 その妥当性
市民税・県民税申告書の申告手続きについてオンラインでの申請管理を実施するため、申請管理システ
ムの運用保守に関しても委託の対象にする必要がある。

 対象となる本人の
数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 1万人以上10万人未満 ] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満

 ②取扱いを委託する特定個
人情報ファイルの範囲

＜選択肢＞

[ 特定個人情報ファイルの一部 ] 1） 特定個人情報ファイルの全体
2） 特定個人情報ファイルの一部

 委託事項16～20

 委託事項16 申請管理システム保守業務

 ①委託内容 申請管理システムのパッケージアプリケーション保守及び職員からの問い合わせに対する調査 等
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 ⑦時期・頻度
年１回（６月：当初課税分）
月２回（更正分）

] 紙

[ ] その他 （ ）

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [

 ⑤提供する情報の対象となる
本人の範囲

個人住民税の納税義務者とその扶養関連者(同一生計配偶者、扶養親族など)のうち、個人番号を有す
る者

 ⑥提供方法

[ ○ ] 情報提供ネットワークシステム [ ] 専用線

[

] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ②提供先における用途 情報連携主務省令の表の第２欄（特定個人番号利用事務）に掲げる事務

 ③提供する情報 情報連携主務省令の表の第４欄に掲げる利用特定個人情報報（地方税関係情報）

 ④提供する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 100万人以上1,000万人未満

 ①法令上の根拠
情報連携主務省令の表の第３欄（情報提供者）が「市町村長」の項のうち、第４欄（利用特定個人情報）
に「地方税関係情報」が含まれる項

[ ○ ] 移転を行っている （ 13 ） 件

 ５．特定個人情報の提供・移転（委託に伴うものを除く。）

 提供・移転の有無
[ ○ ] 提供を行っている （ 6 ） 件

[ ] 行っていない

 提供先1 番号法第19条第８号に定める情報照会者（別紙参照）
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 ⑦時期・頻度 随時

] 紙

[ ] その他 （ ）

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [

 ⑤提供する情報の対象となる
本人の範囲

扶養控除等否認情報及び申告漏れ情報

 ⑥提供方法

[ ] 情報提供ネットワークシステム [ ○ ] 専用線

[

] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ②提供先における用途 所得税及び復興特別所得税の適切な課税を行うため

 ③提供する情報 「２．④記録される項目」のうち、個人番号、４情報、地方税関係情報

 ④提供する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 1万人以上10万人未満

 ⑦時期・頻度

１　給与所得者に係るもの
　年１回（５月：当初課税分）
　月２回（更正分）
２　年金受給者に係るもの
　年１回（７月：当初課税分）
　隔月（更正分）

 提供先3 国税庁長官

 ①法令上の根拠 番号法第19条第１０号、地方税法第317条

] 紙

[ ○ ] その他 （ eLTAXシステム ）

] 電子メール [ ○ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [

 ⑤提供する情報の対象となる
本人の範囲

個人住民税の特別徴収の対象となる給与所得者及び年金受給者

 ⑥提供方法

[ ] 情報提供ネットワークシステム [ ○ ] 専用線

[

] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ②提供先における用途 特別徴収税額の決定及び変更の通知のため

 ③提供する情報 「２．④記録される項目」のうち、個人番号、４情報、地方税関係情報

 ④提供する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 10万人以上100万人未満

 提供先2～5

 提供先2 個人住民税の特別徴収義務者

 ①法令上の根拠 番号法第19条第１号、地方税法第321条の４
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 ⑦時期・頻度 随時

] 紙

[ ○ ] その他 （ LGWAN ）

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [

 ⑤提供する情報の対象となる
本人の範囲

さいたま市に対して電子申告を行った者のうち、さいたま市にて本人確認を行った者

 ⑥提供方法

[ ] 情報提供ネットワークシステム [ ] 専用線

[

] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ②提供先における用途 納税者等から提出された申告書等データの本人確認のため

 ③提供する情報 個人番号、識別番号（納税者ID）、ファイル区分（登録、削除）

 ④提供する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 1万人未満

 ⑦時期・頻度
年金特別徴収税額の通知（７月）
年金特別徴収中止及び税額変更の通知（毎月）

 提供先5 地方税共同機構

 ①法令上の根拠 番号法施行規則第３条第１項第５号

] 紙

[ ○ ] その他 （ eLTAXシステム ）

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [

 ⑤提供する情報の対象となる
本人の範囲

年金特別徴収対象者

 ⑥提供方法

[ ] 情報提供ネットワークシステム [ ] 専用線

[

] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ②提供先における用途 年金特別徴収事務

 ③提供する情報 年金特別徴収税額

 ④提供する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 10万人以上100万人未満

 提供先4

・厚生労働大臣（日本年金機構）
・厚生労働大臣（日本年金機構）を経由して国家公務員共済組合連合会、日本私立学校振興・共済事業
団
・地方公務員共済組合連合会を経由して地方職員共済組合、地方職員共済　組合団体共済部、東京都
職員共済組合、札幌市職員共済組合、川崎市職員共済組合、横浜市職員共済組合、名古屋市職員共
済組合、京都市職員共済組合、大阪市職員共済組合、神戸市職員共済組合、広島市職員共済　組合、
北九州市職員共済組合、福岡市職員共済組合、公立学校共済組合、警察共済組合、全国市町村職員
共済組合連合会

 ①法令上の根拠 番号法第１９条第１号、地方税法第３２１条の７の５第１項、第３２１条の７第２項
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 提供先16～20

 提供先11～15

 ⑦時期・頻度 ５月ほか随時

] 紙

[ ○ ] その他 （ LGWAN ）

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [

 ⑤提供する情報の対象となる
本人の範囲

住登外課税とした者

 ⑥提供方法

[ ] 情報提供ネットワークシステム [ ] 専用線

[

] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ②提供先における用途 個人住民税の賦課決定に利用するため

 ③提供する情報 住登外課税とした旨及び住所、氏名等

 ④提供する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 1万人未満

 提供先6～10

 提供先6 他自治体の長(市町村)

 ①法令上の根拠 地方税法第２９４条第３項
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 ⑦時期・頻度
年１回（６月：当初課税分）
月２回（更正分）

] 紙

[ ○ ] その他 （ 税オンライン ）

] 電子メール [ ○ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [

 ⑤移転する情報の対象となる
本人の範囲

１　国民健康保険被保険者及び世帯員
２　後期高齢者医療被保険者及び世帯員
３　国民年金第１号被保険者、配偶者及び世帯主
　　無拠出障害基礎年金、特別障害給付金、老齢福祉年金受給者及び世帯員
４　年金生活者支援給付金の支給対象候補者及び世帯員
５　ひとり親家庭等医療費受給者

 ⑥移転方法

[ ○ ] 庁内連携システム [ ] 専用線

[

] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ②移転先における用途

１　国民健康保険税の賦課・給付等
２　後期高齢者医療保険料の賦課・給付等
３　国民年金保険料免除に関する所得確認及び無拠出障害基礎年金等受給者の所得確認
４　年金生活者支援給付金の支給対象候補者の所得確認
５　ひとり親家庭等医療費受給資格の判定

 ③移転する情報 各種所得額、住民税課税状況、申告区分、扶養者情報等

 ④移転する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 10万人以上100万人未満

 移転先1 福祉局　生活福祉部　国保年金課

 ①法令上の根拠 番号法第９条第２項、さいたま市個人番号の利用に関する条例第４条第２項又は第３項
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 ⑦時期・頻度 月２回

] 紙

[ ○ ] その他 （ 税オンライン ）

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [

 ⑤移転する情報の対象となる
本人の範囲

１　児童手当支給対象者及び世帯員
２　児童扶養手当支給対象者及び世帯員
３　母子及び父子並びに寡婦福祉法による資金の貸付対象者
４　母子及び父子並びに寡婦福祉法による給付金支給対象者及び世帯員
５　子育て世帯への特別給付金事業の対象者及び世帯員

 ⑥移転方法

[ ○ ] 庁内連携システム [ ] 専用線

[

] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ②移転先における用途

１　児童手当の給付等
２　児童扶養手当の給付等
３　母子及び父子並びに寡婦福祉法による資金の貸し付けに関する事務
４　母子及び父子並びに寡婦福祉法による給付金の支給に関する事務
５　子育て世帯への特別給付金給付事業

 ③移転する情報 所得額、控除額、課税標準額等の課税所得情報、扶養者情報

 ④移転する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 10万人以上100万人未満

 ⑦時期・頻度
年１回（６月）
月２回（異動分）

 移転先3 子ども未来局　子ども育成部　子育て支援課

 ①法令上の根拠 番号法第９条第２項、さいたま市個人番号の利用に関する条例第４条第２項又は第３項

] 紙

[ ○ ] その他 （ 税オンライン ）

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [

 ⑤移転する情報の対象となる
本人の範囲

介護保険被保険者及び世帯員

 ⑥移転方法

[ ○ ] 庁内連携システム [ ] 専用線

[

] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ②移転先における用途 介護保険料の賦課・給付等

 ③移転する情報 所得額、控除額、課税標準額等の課税所得情報、扶養者情報

 ④移転する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 10万人以上100万人未満

 移転先2～5

 移転先2 福祉局　長寿応援部　介護保険課

 ①法令上の根拠 番号法第９条第２項、さいたま市個人番号の利用に関する条例第４条第２項又は第３項
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 ⑦時期・頻度
年１回（６月：当初課税分）
月２回（更正分）

] 紙

[ ○ ] その他 （ 税オンライン ）

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [

 ⑤移転する情報の対象となる
本人の範囲

保育施設申込・利用児童の扶養義務者

 ⑥移転方法

[ ○ ] 庁内連携システム [ ] 専用線

[

] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ②移転先における用途

１　障害児通所給付における自己負担額の認定
２　身障施設措置における自己負担額の認定
３　自立支援給付における自己負担額の認定
４　移動支援における自己負担額の認定
５　日中一時支援における自己負担額の認定
６　自立支援医療費（更生医療）給付における自己負担額の認定
７　自立支援医療費（精神通院医療）給付における自己負担額の認定
８　さいたま市小児慢性特定疾患児日常生活用具給付における自己負担額の認定
９　特別児童扶養手当認定における所得判定
１０　特別障害者手当認定における所得判定
１１　障害児福祉手当認定における所得判定
１２　経過的福祉手当認定における所得判定
１３　障害者補装具給付における自己負担額の認定
１４　心身障害者福祉手当支給における所得判定
１５　日常生活用具給付における自己負担額の認定
１６　心身障害者扶養共済における掛金減免の認定
１７　訪問入浴サービスにおける自己負担額の認定
１８　知的障害施設措置における自己負担額の認定

 ③移転する情報 所得額、控除額、課税標準額等の課税所得情報、扶養者情報

 ④移転する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 1万人以上10万人未満

 ⑦時期・頻度
年１回（６月：当初課税分）
月２回（更正分）

 移転先5 福祉局　障害福祉部　障害福祉課

 ①法令上の根拠 番号法第９条第２項、さいたま市個人番号の利用に関する条例第４条第２項又は第３項

] 紙

[ ○ ] その他 （ 税オンライン ）

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [

 ⑤移転する情報の対象となる
本人の範囲

保育施設申込・利用児童の扶養義務者

 ⑥移転方法

[ ○ ] 庁内連携システム [ ] 専用線

[

] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ②移転先における用途
１　保育料の賦課・徴収
２　保育施設の利用調整事務
３　地域子ども・子育て支援事業の利用料賦課

 ③移転する情報 所得額、控除額、課税標準額等の課税所得情報、扶養者情報

 ④移転する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 10万人以上100万人未満

 移転先4 子ども未来局　子育て未来部　保育課

 ①法令上の根拠 番号法第９条第２項、さいたま市個人番号の利用に関する条例第４条第２項又は第３項
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 ⑦時期・頻度 随時

] 紙

[ ○ ] その他 （ 税オンライン ）

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [

 ⑤移転する情報の対象となる
本人の範囲

申請者及び世帯員

 ⑥移転方法

[ ○ ] 庁内連携システム [ ] 専用線

[

] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ②移転先における用途

・予防接種自己負担金免除申請の可否判定
・小児慢性特定疾病医療支給申請における自己負担上限月額の決定
・未熟児養育医療支給申請における費用徴収月額の決定
・指定難病医療支給申請における自己負担上限月額の決定
・自立支援医療費（育成医療）給付における自己負担上限額の認定

 ③移転する情報 課税情報

 ④移転する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 1万人以上10万人未満

 ⑦時期・頻度 年１回（６月：当初課税分）

 移転先7 保健衛生局　保健所　感染症対策課

 ①法令上の根拠 番号法第９条第２項、さいたま市個人番号の利用に関する条例第４条第２項又は第３項

] 紙

[ ○ ] その他 （ 税オンライン ）

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [

 ⑤移転する情報の対象となる
本人の範囲

生活保護受給者及び前年受給していた者（生活保護準用対象者、中国残留邦人等への支援給付対象
者含む。）

 ⑥移転方法

[ ○ ] 庁内連携システム [ ] 専用線

[

] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ②移転先における用途 前年収入申告と課税資料との突合による申告額調査

 ③移転する情報 所得額、控除額

 ④移転する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 1万人以上10万人未満

 移転先6～10

 移転先6 福祉局　生活福祉部　生活福祉課

 ①法令上の根拠 番号法第９条第２項、さいたま市個人番号の利用に関する条例第４条第２項又は第３項
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 ⑦時期・頻度 年４回（所得付加処理時・定期募集時）

] 紙

[ ] その他 （ ）

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [

 ⑤移転する情報の対象となる
本人の範囲

名義人及び世帯員

 ⑥移転方法

[ ○ ] 庁内連携システム [ ] 専用線

[

] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ②移転先における用途 公営住宅における住宅使用料決定等

 ③移転する情報 所得額、控除額、課税標準額等の課税所得情報、扶養者情報

 ④移転する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 1万人未満

 ⑦時期・頻度
年１回（６月：当初課税分）
月２回（更正分）
随時（入室時、税更正時）

 移転先9 建設局　建築部　住宅政策課

 ①法令上の根拠 番号法第９条第２項、さいたま市個人番号の利用に関する条例第４条第２項又は第３項

] 紙

[ ] その他 （ ）

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [

 ⑤移転する情報の対象となる
本人の範囲

申請者及び世帯員

 ⑥移転方法

[ ○ ] 庁内連携システム [ ] 専用線

[

] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ②移転先における用途
１　入室審査事務における、指導料の賦課
２　民設クラブへ入室している児童の保護者に対しての助成確認

 ③移転する情報 所得額、控除額等の課税所得情報、扶養者情報

 ④移転する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 1万人未満

 移転先8
子ども未来局　子育て未来部　幼児政策課
子ども未来局　子育て未来部　放課後児童課

 ①法令上の根拠 番号法第９条第２項、さいたま市個人番号の利用に関する条例第４条第２項又は第３項
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 ⑦時期・頻度 月２回

] 紙

[ ○ ] その他 （ 税オンライン ）

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [

 ⑤移転する情報の対象となる
本人の範囲

１　児童手当支給対象者及び世帯員
２　児童扶養手当支給対象者及び世帯員

 ⑥移転方法

[ ○ ] 庁内連携システム [ ] 専用線

[

] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ②移転先における用途
１　児童福祉法による助産施設における助産の実施に関する事務
２　児童福祉法による母子生活支援施設における保護の実施に関する事務

 ③移転する情報 所得額、控除額、課税標準額等の課税所得情報、扶養者情報

 ④移転する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 1万人未満

 ⑦時期・頻度 随時

 移転先11～15

 移転先11 子ども未来局　子ども家庭総合センター　子ども家庭支援課

 ①法令上の根拠 番号法第９条第２項、さいたま市個人番号の利用に関する条例第４条第２項又は第３項

] 紙

[ ○ ] その他 （ 税オンライン ）

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [

 ⑤移転する情報の対象となる
本人の範囲

申請者及び世帯員

 ⑥移転方法

[ ] 庁内連携システム [ ] 専用線

[

] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ②移転先における用途
がん検診等無料券交付申請に係る課税状況の確認
産後ケア事業利用申請に係る課税状況の確認

 ③移転する情報 課税情報

 ④移転する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 10万人以上100万人未満

 移転先10
保健衛生局　保健所　健康支援課
子ども未来局　子ども育成部　母子保健課

 ①法令上の根拠 番号法第９条第２項、さいたま市個人番号の利用に関する条例第４条第２項又は第３項
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 移転先16～20

 ⑦時期・頻度 随時

] 紙

[ ○ ] その他 （ 税オンライン ）

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [

 ⑤移転する情報の対象となる
本人の範囲

精神保健福祉法に基づく警察等からの通報対象者。措置入院対象者。

 ⑥移転方法

[ ○ ] 庁内連携システム [ ] 専用線

[

] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ②移転先における用途 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第３１条の費用の徴収に関する業務

 ③移転する情報 課税情報

 ④移転する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 1万人未満

 ⑦時期・頻度 随時

 移転先13 保健衛生局 　保健所　精神保健課

 ①法令上の根拠 番号法第９条第２項、さいたま市個人番号の利用に関する条例第４条第２項又は第３項

] 紙

[ ○ ] その他 （ 税オンライン ）

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [

 ⑤移転する情報の対象となる
本人の範囲

１　令和4年度及び令和5年度住民税均等割が非課税である世帯
２　家計急変世帯（住民税が非課税である世帯と同様の事情にあると認められる世帯）

 ⑥移転方法

[ ○ ] 庁内連携システム [ ] 専用線

[

] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ②移転先における用途
１　住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業に係る事務
２　電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金に関する事務

 ③移転する情報 課税情報

 ④移転する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 10万人以上100万人未満

 移転先12 福祉局　生活福祉部　福祉総務課

 ①法令上の根拠 番号法第９条第２項、さいたま市個人番号の利用に関する条例第４条第２項又は第３項
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 ７．備考

-

9） 20年以上
10） 定められていない

 その妥当性 地方税法第17条の５により、課税より７年間経過までは保管が必要

2） 1年 3） 2年

[ 6年以上10年未満 ] 4） 3年 5） 4年 6） 5年
7） 6年以上10年未満 8） 10年以上20年未満

 ６．特定個人情報の保管・消去

 ①保管場所　※

１　セキュリティゲートにて入退館管理をしている建物の中で、さらに入退室管理を行っている部屋に設
置したサーバ内に保管する。
２　サーバへのアクセスはＩＤ・パスワードによる認証が必要となる。
３　中間サーバ・プラットフォームにおける措置
（１）中間サーバ・プラットフォームは政府情報システムのためのセキュリティ評価制度（ISMAP）に登録さ
れたクラウドサービスが保有・管理する環境に設置し、設置場所のセキュリティ対策はクラウドサービス
事業者が実施する。なお、クラウドサービス事業者は、セキュリティ管理策が適切に実施されているほ
か、次を満たしている。
　・ISO/IEC27017、ISO/IEC27018の認証を受けている。
　・日本国内でデータを保管している。
（２）特定個人情報は、クラウドサービス事業者が保有・管理する環境に構築する中間サーバのデータ
ベース内に保存され、バックアップもデータベース上に保存される。

 ②保管期間

 期間

＜選択肢＞
1） 1年未満

 ③消去方法

１　②で定めた保管期間を超えたデータについて、システム上一括で消去する。（データベースから物理
的に削除する。）
２　中間サーバ・プラットフォームにおける措置
（１）特定個人情報の消去は地方公共団体からの操作によって実施されるため、通常、中間サーバ・プ
ラットフォームの保守・運用を行う事業者及びクラウドサービス事業者が特定個人情報を消去することは
ない。
（２）クラウドサービス事業者が保有・管理する環境において、障害やメンテナンス等によりディスクや
ハード等を交換する際は、クラウドサービス事業者において、政府情報システムのためのセキュリティ評
価制度（ISMAP）に準拠したデータの暗号化消去及び物理的破壊を行う。さらに、第三者の監査機関が
定期的に発行するレポートにより、クラウドサービス事業者において、確実にデータの暗号化消去及び
物理的破壊が行われていることを確認する。
（３）中間サーバー・プラットフォームの移行の際は、地方公共団体情報システム機構及び中間サー
バー・プラットフォームの事業者において、保存された情報が読み出しできないよう、データセンターに設
置しているディスクやハード等を物理的破壊により完全に消去する。
３　ＬＧＷＡＮ接続端末に一時的に記録した個人番号付電子申請データは、紙に出力後、速やかに完全
消去する。
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項番 情報照会者 特定個人番号利用事務 情報提供者 利用特定個人情報

1 厚生労働大臣

健康保険法（大正十一年法律第七十号）第五条第二項
の規定により厚生労働大臣が行うこととされた健康保
険に関する事務又は同法による保険医若しくは保険薬
剤師の登録に関する事務であって次条で定めるもの

市町村長（特別区の区
長を含む。以下この条
において同じ。）

地方税法（昭和二十五年法律第二百二十六号）その他の
地方税（同法第一条第一項第四号に規定する地方税をい
う。以下この条において同じ。）に関する法律に基づく条例
の規定により算定した税額若しくはその算定の基礎となる
事項に関する情報（以下この条において地方税関係情報」
という。）又は住民基本台帳法（昭和四十二年法律第八十
一号）第七条第四号に規定する事項（以下「住民票関係情
報」という。）であって次条で定めるもの

2 全国健康保険協会
健康保険法による保険給付の支給に関する事務で市
町村長て第四条で定めるもの

市町村長

地方税関係情報、住民票関係情報又は介護保 険法（平成
九年法律第百二十三号）による保険給付の支給、地域支援
事業の実施若しくは保険料の徴収に関する情報（以下この
条において「介護保険給付等関係情報」という。）であって
第四条で定めるもの

3 健康保険組合
健康保険法による保険給付の支給に関する事務で
あって第五条で定めるもの

市町村長
地方税関係情報、住民票関係情報又は介護保 険給付等
関係情報であって第五条で定めるもの

4
総務大臣又は都道府県
知事

恩給法（大正十二年法律第四十八号。他の法律 にお
いて準用する場合を含む。第六条において同じ。）によ
る年金である給付又は一時金の支給に関する事務で
あって第六条で定めるもの

市町村長 地方税関係情報であって第六条で定めるもの

5 厚生労働大臣
船員保険法第四条第二項の規定により厚生労働 大臣
が行うこととされた船員保険に関する事務で あって第
七条で定めるもの

地方税関係情報又は住民票関係情報であって第七条で定
めるもの

7 全国健康保険協会

船員保険法による保険給付又は雇用保険法等の一部
を改正する法律（平成十九年法律第三十号。以下この
条及び第九条において「平成十九年法律第三十号」と
いう。）附則第三十九条の規定によりなお従前の例によ
るものとされた平成十九年法律第三十号第四条の規
定による改正前の船員保険法による保険給付の支給
に関する事務であって第九条で定めるもの

市町村長
地方税関係情報、住民票関係情報又は介護保険給付等関
係情報であって第九条で定めるもの

11 都道府県知事

児童福祉法（昭和二十二年法律第百六十四号）による
養育里親若しくは養子縁組里親の登録、里親の認定又
は障害児入所給付費、高額障害児入所給付費若しくは
特定入所障害児食費等給付費の支給に関する事務で
あって第十三条で定めるもの

市町村長

児童福祉法による障害児通所支援に関する情報、地方税
関係情報、住民票関係情報、介護保険給付等関係情報又
は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するた
めの法律（平成十七年法律第百二十三号）による自立支援
給付の支給に関する情報（以下この条において「障害者自
立支援給付関係情報」という。）であって第十三条で定める
もの

13 都道府県知事
児童福祉法による小児慢性特定疾病医療費の支給に
関する事務であって第十五条で定めるもの

市町村長
地方税関係情報又は住民票関係情報であって第十五条で
定めるもの

15 市町村長

児童福祉法による障害児通所給付費、特例障害児通
所給付費、高額障害児通所給付費、障害児相談支援
給付費若しくは特例障害児相談支援給付費の支給又
は障害福祉サービスの提供に関する事務であって第十

市町村長

児童福祉法による障害児通所支援に関する情報、地方税
関係情報、住民票関係情報、介護保険給付等関係情報又
は障害者自立支援給付関係情報であって第十七条で定め
るもの

20
都道府県知事又は市町
村長

児童福祉法による負担能力の認定又は費用の徴収に
関する事務であって第二十二条で定めるもの

市町村長
児童福祉法による障害児通所支援に関する情報、地方税
関係情報、住民票関係情報又は障害者自立支援給付関係
情報であって第二十二条で定めるもの

28 市町村長
予防接種法による給付の支給又は実費の徴収に関す
る事務であって第三十条で定めるもの

市町村長
生活保護関係情報又は中国残留邦人等支援給付関係情
報であって第三十条で定めるもの

37 市町村長
身体障害者福祉法による障害福祉サービス、障害者支
援施設等への入所等の措置又は費用の徴収に関する
事務であって第三十九条で定めるもの

市町村長
地方税関係情報、住民票関係情報又は障害者自立支援給
付関係情報であって第三十九条で定めるもの

39 都道府県知事
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による入
院措置又は費用の徴収に関する事務であって第四十
一条で定めるもの

市町村長
地方税関係情報又は住民票関係情報であって第四十一条
で定めるもの

42 都道府県知事等
生活保護法による保護の決定及び実施又は徴収金の
徴収に関する事務であって第四十四条で定めるもの

市町村長

地方税関係情報、母子保健法（昭和四十年法律第百四十
一号）による養育医療の給付若しくは養育医療に要する費
用の支給に関する情報、児童手当法（昭和四十六年法律
第七十三号）による児童手当及び子ども・子育て支援法等
の一部を改正する法律（令和六年法律第四十七号）附則第
十三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされ
た同法第十二条の規定による改正前の児童手当法（以下
「旧児童手当法」という。）附則第二条第一項の給付（以下
「旧特例給付」という。）の支給に関する情報（以下この条に
おいて「児童手当関係情報」という。）、介護保険給付等関
係情報又は障害者自立支援給付関係情報であって第四十
四条で定めるもの

48 市町村長

地方税法その他の地方税に関する法律及びこれらの
法律に基づく条例又は森林環境税及び森林環境譲与
税に関する法律（平成三十一年法律第三号）による地
方税又は森林環境税の賦課徴収に関する事務であっ
て第五十条で定めるもの

市町村長
地方税関係情報、母子保健法による妊娠の届出に関する
情報又は住民票関係情報であって第五十条で定めるもの

49 都道府県知事
地方税法その他の地方税に関する法律及びこれらの
法律に基づく条例による地方税の賦課徴収に関する事
務であって第五十一条で定めるもの

市町村長 地方税関係情報であって第五十一条で定めるもの

53

公営住宅法（昭和二十
六年法律第百九十三
号）第二条第十六号に
規定する事業主体であ
る都道府県知事又は市
町村長

公営住宅法による公営住宅（同法第二条第二号に規
定する公営住宅をいう。第五十五条において同じ。）の
管理に関する事務であって同条で定めるもの

市町村長
地方税関係情報又は住民票関係情報であって第五十五条
で定めるもの

55-2 法務大臣
出入国管理及び難民認定法（昭和二十六年政令第三
百十九号）による外国人の在留資格に係る許可に関す
る事務であって第五十七条の二で定めるもの

市町村長 地方税関係情報であって第五十七条の二で定めるもの

57
日本私立学校振興・共
済事業団

私立学校教職員共済法による短期給付又は年金であ
る給付の支給に関する事務であって第五十九条で定
めるもの

市町村長
地方税関係情報又は住民票関係情報であって第五十九条
で定めるもの

58
厚生労働大臣又は共済
組合等

厚生年金保険法による年金である保険給付又は一時
金の支給に関する事務であって第六十条で定めるもの

市町村長
地方税関係情報又は住民票関係情報であって第六十条で
定めるもの

（別紙）番号法第１９条第８号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令第２条に定める事務
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項番 情報照会者 特定個人番号利用事務 情報提供者 利用特定個人情報

（別紙）番号法第１９条第８号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令第２条に定める事務

59
文部科学大臣又は都道
府県教育委員会

特別支援学校への就学奨励に関する法律による特別
支援学校への就学のため必要な経費の支弁に関する
事務であって第六十一条で定めるもの

市町村長
地方税関係情報又は住民票関係情報であって第六十一条
で定めるもの

63
都道府県教育委員会又
は市町村教育委員会

学校保健安全法による医療に要する費用についての
援助に関する事務であって第六十五条で定めるもの

市町村長
地方税関係情報又は住民票関係情報であって第六十五条
で定めるもの

65 国家公務員共済組合
国家公務員共済組合法による短期給付の支給に関す
る事務であって第六十七条で定めるもの

市町村長
地方税関係情報、住民票関係情報又は介護保険給付等関
係情報であって第六十七条で定めるもの

66
国家公務員共済組合連
合会

国家公務員共済組合法又は国家公務員共済組合法の
長期給付に関する施行法（昭和三十三年法律第百二
十九号）による年金である給付の支給に関する事務で
あって第六十八条で定めるもの

市町村長
地方税関係情報又は住民票関係情報であって第六十八条
で定めるもの

69
市町村長又は国民健康
保険組合

国民健康保険法による保険給付の支給又は保険料の
徴収に関する事務であって第七十一条で定めるもの

市町村長
地方税関係情報、住民票関係情報又は介護保険給付等関
係情報であって第七十一条で定めるもの

73 厚生労働大臣
国民年金法による年金である給付若しくは一時金の支
給、保険料の納付に関する処分又は保険料その他徴
収金の徴収に関する事務であって第七十五条で定め

市町村長
地方税関係情報又は住民票関係情報であって第七十五条
で定めるもの

75 市町村長
知的障害者福祉法による障害福祉サービス、障害者支
援施設等への入所等の措置又は費用の徴収に関する
事務であって第七十七条で定めるもの

市町村長
地方税関係情報、住民票関係情報又は障害者自立支援給
付関係情報であって第七十七条で定めるもの

76

住宅地区改良法（昭和
三十五年法律第八十四
号）第二条第二項に規
定する施行者である都
道府県知事又は市町村
長

住宅地区改良法による改良住宅（同法第二条第六項
に規定する改良住宅をいう。第七十八条において同
じ。）の管理若しくは家賃若しくは敷金の決定若しくは変
更又は収入超過者に対する措置に関する事務であっ
て同条で定めるもの

市町村長
地方税関係情報又は住民票関係情報であって第七十八条
で定めるもの

81 都道府県知事等
児童扶養手当法による児童扶養手当の支給に関する
事務であって第八十三条で定めるもの

市町村長

地方税関係情報、住民票関係情報又は障害者の日常生活
及び社会生活を総合的に支援するための法律による療養
介護若しくは施設入所支援に関する情報であって第八十三
条で定めるもの

83 地方公務員共済組合
地方公務員等共済組合法による短期給付の支給に関
する事務であって第八十五条で定めるもの

市町村長
地方税関係情報、住民票関係情報又は介護保険給付等関
係情報であって第八十五条で定めるもの

84
地方公務員共済組合又
は全国市町村職員共済
組合連合会

地方公務員等共済組合法又は地方公務員等共済組合
法の長期給付等に関する施行法（昭和三十七年法律
第百五十三号）による年金である給付の支給に関する
事務であって第八十六条で定めるもの

市町村長
地方税関係情報又は住民票関係情報であって第八十六条
で定めるもの

86 市町村長
老人福祉法（昭和三十八年法律第百三十三号）による
福祉の措置に関する事務であって第八十八条で定め

市町村長
地方税関係情報、住民票関係情報又は介護保険給付等関
係情報であって第八十八条で定めるもの

87 市町村長
老人福祉法による費用の徴収に関する事務であって第
八十九条で定めるもの

市町村長
地方税関係情報、住民票関係情報又は介護保険給付等関
係情報であって第八十九条で定めるもの

88 都道府県知事
母子及び父子並びに寡婦福祉法による償還未済額の
免除又は資金の貸付けに関する事務であって第九十
条で定めるもの

市町村長 地方税関係情報であって第九十条で定めるもの

89
都道府県知事又は市町
村長

母子及び父子並びに寡婦福祉法による配偶者のない
者で現に児童を扶養しているもの又は寡婦についての
便宜の供与に関する事務であって第九十一条で定め

市町村長 地方税関係情報であって第九十一条で定めるもの

90 都道府県知事等
母子及び父子並びに寡婦福祉法による給付金の支給
に関する事務であって第九十二条で定めるもの

市町村長 地方税関係情報であって第九十二条で定めるもの

91
厚生労働大臣又は都道
府県知事

特別児童扶養手当等の支給に関する法律による特別
児童扶養手当の支給に関する事務であって第九十三
条で定めるもの

市町村長
地方税関係情報又は住民票関係情報であって第九十三条
で定めるもの

92 都道府県知事等

特別児童扶養手当等の支給に関する法律による障害
児福祉手当若しくは特別障害者手当又は昭和六十年
法律第三十四号附則第九十七条第一項の福祉手当の
支給に関する事務であって第九十四条で定めるもの

市町村長
地方税関係情報又は住民票関係情報であって第九十四条
で定めるもの

96 市町村長
母子保健法による費用の徴収に関する事務であって第
九十八条で定めるもの

市町村長
地方税関係情報又は住民票関係情報であって第九十八条
で定めるもの

98
厚生労働大臣又は都道
府県知事

労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定
及び職業生活の充実等に関する法律による職業転換
給付金の支給に関する事務であって第百条で定めるも
の

市町村長 地方税関係情報であって第百条で定めるもの

106
市町村長（児童手当法
第十七条第一項の表の
下欄に掲げる者を含

児童手当法による児童手当又は旧特例給付の支給に
関する事務であって第百八条で定めるもの

市町村長
地方税関係情報又は住民票関係情報であって第百八条で
定めるもの

108 市町村長

災害弔慰金の支給等に関する法律（昭和四十八年法
律第八十二号）による災害弔慰金若しくは災害障害見
舞金の支給又は災害援護資金の貸付けに関する事務
であって第百十条で定めるもの

市町村長
地方税関係情報、住民票関係情報又は介護保険給付等関
係情報であって第百十条で定めるもの

112 厚生労働大臣
雇用保険法による育児休業等給付の支給に関する事
務であって第百十四条で定めるもの

市町村長
地方税関係情報、母子保健法による妊娠の届出に関する
情報又は住民票関係情報であって第百十四条で定めるも
の

115
後期高齢者医療広域連
合

高齢者の医療の確保に関する法律による後期高齢者
医療給付の支給又は保険料の徴収に関する事務で
あって第百十七条で定めるもの

市町村長
地方税関係情報、住民票関係情報又は介護保険給付等関
係情報であって第百十七条で定めるもの

124

特定優良賃貸住宅の供
給の促進に関する法律
（平成五年法律第五十
二号）第十八条第二項
に規定する賃貸住宅の
建設及び管理を行う都
道府県知事又は市町村
長

特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律による
賃貸住宅の管理に関する事務であって第百二十六条
で定めるもの

市町村長
地方税関係情報又は住民票関係情報であって第百二十六
条で定めるもの
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（別紙）番号法第１９条第８号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令第２条に定める事務

125 都道府県知事等

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国
した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に
関する法律による支援給付の支給に関する事務であっ
て第百二十七条で定めるもの

市町村長

地方税関係情報、母子保健法による養育医療の給付若しく
は養育医療に要する費用の支給に関する情報、児童手当
関係情報、介護保険給付等関係情報又は障害者自立支援
給付関係情報であって第百二十七条で定めるもの

129 厚生労働大臣

厚生年金保険法等の一部を改正する法律（平成八年
法律第八十二号。以下「平成八年法律第八十二号」と
いう。）附則第十六条第三項の規定により厚生年金保
険の実施者たる政府が支給するものとされた年金であ
る給付の支給に関する事務であって第百三十一条で
定めるもの

市町村長
地方税関係情報又は住民票関係情報であって第百三十一
条で定めるもの

130

平成八年法律第八十二
号附則第三十二条第二
項に規定する存続組合
又は平成八年法律第八
十二号附則第四十八条
第一項に規定する指定
基金

平成八年法律第八十二号による年金である長期給付
又は年金である給付の支給に関する事務であって第百
三十二条で定めるもの

市町村長
地方税関係情報又は住民票関係情報であって第百三十二
条で定めるもの

132 市町村長
介護保険法による保険給付の支給、地域支援事業の
実施又は保険料の徴収に関する事務であって第百三
十四条で定めるもの

市町村長
地方税関係情報、住民票関係情報又は介護保険給付等関
係情報であって第百三十四条で定めるもの

137
都道府県知事又は保健
所を設置する市（特別区
を含む。）の長

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関す
る法律（平成十年法律第百十四号）による費用の負担
又は療養費の支給に関する事務であって第百三十九
条で定めるもの

市町村長
地方税関係情報又は住民票関係情報であって第百三十九
条で定めるもの

138 厚生労働大臣

厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制
度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法
等を廃止する等の法律（平成十三年法律第百一号。以
下「平成十三年統合法」という。）附則第十六条第三項
の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給
するものとされた年金である給付の支給に関する事務
であって第百四十条で定めるもの

市町村長
地方税関係情報又は住民票関係情報であって第百四十条
で定めるもの

140
独立行政法人農業者年
金基金

独立行政法人農業者年金基金法（平成十四年法律第
百二十七号）による農業者年金事業の給付の支給若し
くは保険料その他徴収金の徴収又は同法附則第六条
第一項第一号の規定により独立行政法人農業者年金
基金が行うものとされた農業者年金基金法の一部を改
正する法律（平成十三年法律第三十九号。第百四十二
条において「平成十三年農業者年金改正法」という。）
による改正前の農業者年金基金法（昭和四十五年法
律第七十八号。第百四十二条において「平成十三年改
正前農業者年金基金法」という。）若しくは農業者年金
基金法の一部を改正する法律（平成二年法律第二十
一号）による改正前の農業者年金基金法（第百四十二
条において「平成二年改正前農業者年金基金法」とい
う。）による給付の支給に関する事務であって第百四十
二条で定めるもの

市町村長 地方税関係情報であって第百四十二条で定めるもの

141
独立行政法人日本学生
支援機構

独立行政法人日本学生支援機構法（平成十五年法律
第九十四号）による学資の貸与及び支給に関する事務
であって第百四十三条で定めるもの

市町村長
地方税関係情報、住民票関係情報又は児童手当関係情報
であって第百四十三条で定めるもの

142 厚生労働大臣
特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する
法律による特別障害給付金の支給に関する事務で
あって第百四十四条で定めるもの

市町村長
地方税関係情報又は住民票関係情報であって第百四十四
条で定めるもの

144
都道府県知事又は市町
村長

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する
ための法律による自立支援給付の支給又は地域生活
支援事業の実施に関する事務であって第百四十六条
で定めるもの

市町村長

児童福祉法による障害児通所支援に関する情報、地方税
関係情報、住民票関係情報、介護保険給付等関係情報又
は障害者自立支援給付関係情報であって第百四十六条で
定めるもの

147 総務大臣

国会議員互助年金法を廃止する法律（平成十八年法
律第一号）又は同法附則第二条第一項の規定によりな
おその効力を有するものとされた同法による廃止前の
国会議員互助年金法（昭和三十三年法律第七十号）に
よる年金である給付の支給に関する事務であって第百
四十九条で定めるもの

市町村長 地方税関係情報であって第百四十九条で定めるもの

151
文部科学大臣、都道府
県知事又は都道府県教
育委員会

高等学校等就学支援金の支給に関する法律（平成二
十二年法律第十八号）による就学支援金の支給に関
する事務であって第百五十三条で定めるもの

市町村長
地方税関係情報又は住民票関係情報であって第百五十三
条で定めるもの

152 厚生労働大臣

職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に
関する法律（平成二十三年法律第四十七号）による職
業訓練受講給付金の支給に関する事務であって第百
五十四条で定めるもの

市町村長
地方税関係情報又は住民票関係情報であって第百五十四
条で定めるもの

155 市町村長

子ども・子育て支援法（平成二十四年法律第六十五
号）による妊婦のための支援給付、子どものための教
育・保育給付若しくは子育てのための施設等利用給付
の支給又は地域子ども・子育て支援事業の実施に関す
る事務であって第百五十七条で定めるもの

市町村長
児童福祉法による障害児通所支援に関する情報、地方税
関係情報、住民票関係情報又は障害者自立支援給付関係
情報であって第百五十七条で定めるもの

156 厚生労働大臣
年金生活者支援給付金の支給に関する法律による年
金生活者支援給付金の支給に関する事務であって第
百五十八条で定めるもの

市町村長
地方税関係情報又は住民票関係情報であって第百五十八
条で定めるもの

158 都道府県知事
難病の患者に対する医療等に関する法律による特定
医療費の支給に関する事務であって第百六十条で定

市町村長
地方税関係情報又は住民票関係情報であって第百六十条
で定めるもの
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160

公的給付の支給等の迅
速かつ確実な実施のた
めの預貯金口座の登録
等に関する法律第十条
に規定する特定公的給
付の支給を実施する行
政機関の長等（行政機
関の長、地方公共団体
の機関、独立行政法人
等、地方独立行政法人
（地方独立行政法人法
（平成十五年法律第百
十八号）第二条第一項
に規定する地方独立行
政法人をいう。））

公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預
貯金口座の登録等に関する法律による特定公的給付
の支給を実施するための基礎とする情報の管理に関
する事務であって第百六十二条で定めるもの

市町村長
地方税関係情報又は住民票関係情報であって第百六十二
条で定めるもの

161 都道府県知事等

「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置につ
いて」（昭和二十九年五月八日付け社発第三百八十二
号厚生省社会局長通知。以下「昭和二十九年社発第
三百八十二号通知」という。）に基づく外国人（日本の
国籍を有しない者をいう。以下同じ。）であって生活に
困窮する者に係る保護の決定及び実施又は徴収金の
徴収（以下この欄において「生活保護関係事務」とい
う。）の取扱に準じた生活保護関係事務に関する事務
であって第百六十三条で定めるもの

市町村長

地方税関係情報、母子保健法による養育医療の給付若しく
は養育医療に要する費用の支給に関する情報、児童手当
関係情報、介護保険給付等関係情報又は障害者自立支援
給付関係情報であって第百六十三条で定めるもの

163

地域優良賃貸住宅制度
要綱（平成十九年三月
二十八日付け国住備第
百六十号国土交通省住
宅局長通知）第二条第
九号に規定する地域優
良賃貸住宅（公共供給
型）又は同条第十六号
に規定する公営型地域
優良賃貸住宅（公共供
給型）の供給を行う都道
府県知事又は市町村長

地域優良賃貸住宅制度要綱に基づく地域優良賃貸住
宅の管理に関する事務であって第百六十五条で定め
るもの

市町村長
地方税関係情報又は住民票関係情報であって第百六十五
条で定めるもの

164 都道府県知事

「特定感染症検査等事業について」（平成十四年三月
二十七日付け健発第〇三二七〇一二号厚生労働省健
康局長通知）の特定感染症検査等事業実施要綱に基
づくウイルス性肝炎患者等の重症化予防推進事業に
係る陽性者フォローアップ事業の実施に関する事務で
あって第百六十六条で定めるもの

市町村長
地方税関係情報又は住民票関係情報であって第百六十六
条で定めるもの

165 都道府県知事

「感染症対策特別促進事業について」（平成二十年三
月三十一日付け健発第〇三三一〇〇一号厚生労働省
健康局長通知）の肝炎治療特別促進事業実施要綱に
基づく肝炎治療特別促進事業の実施に関する事務で
あって第百六十七条で定めるもの

市町村長
地方税関係情報又は住民票関係情報であって第百六十七
条で定めるもの

166 都道府県知事

「肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業について」（平
成三十年六月二十七日付け健発〇六二七第一号厚生
労働省健康局長通知）の肝がん・重度肝硬変治療研究
促進事業実施要綱に基づく肝がん・重度肝硬変治療研
究促進事業の実施に関する事務であって第百六十八
条で定めるもの

市町村長
地方税関係情報又は住民票関係情報であって第百六十八
条で定めるもの

167 文部科学大臣

国の設置する高等学校等に係る高等学校等修学支援
事業費補助金（学び直しへの支援）交付要綱（平成二
十六年四月一日文部科学大臣決定）に規定する高等
学校等学び直し支援金の支給に関する事務であって第
百六十九条で定めるもの

市町村長 地方税関係情報であって第百六十九条で定めるもの

168
都道府県知事又は都道
府県教育委員会

高等学校等修学支援事業費補助金（学び直しへの支
援）交付要綱（平成二十六年四月一日文部科学大臣決
定）に規定する高等学校等学び直し支援金の支給に関
する事務であって第百七十条で定めるもの

市町村長 地方税関係情報であって第百七十条で定めるもの

169
都道府県知事又は都道
府県教育委員会

高等学校等修学支援事業費補助金（奨学のための給
付金）交付要綱（平成二十六年四月一日文部科学大臣
決定）に規定する高等学校等に係る奨学のための給付
金事業による給付金の支給に関する事務であって第百
七十一条で定めるもの

市町村長 地方税関係情報であって第百七十一条で定めるもの

170
都道府県知事又は都道
府県教育委員会

高等学校等修学支援事業費補助金（専攻科の生徒へ
の奨学のための給付金）交付要綱（令和二年四月一日
文部科学大臣決定）に規定する高等学校等専攻科に
係る奨学のための給付金事業による給付金の支給に
関する事務であって第百七十二条で定めるもの

市町村長 地方税関係情報であって第百七十二条で定めるもの

171 文部科学大臣

国の設置する高等学校等に係る高等学校等修学支援
事業費補助金（専攻科の生徒への修学支援）交付要綱
（令和二年四月一日文部科学大臣決定）に規定する高
等学校等専攻科修学支援金の支給に関する事務で
あって第百七十三条で定めるもの

市町村長 地方税関係情報であって第百七十三条で定めるもの
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172
都道府県知事又は都道
府県教育委員会

高等学校等修学支援事業費補助金（専攻科の生徒へ
の修学支援）交付要綱（令和二年四月一日文部科学大
臣決定）に規定する高等学校等専攻科修学支援金の
支給に関する事務であって第百七十四条で定めるもの

市町村長 地方税関係情報であって第百七十四条で定めるもの

173 都道府県知事

「特定疾患治療研究事業について」（昭和四十八年四
月十七日付け衛発第二百四十二号厚生省公衆衛生局
長通知）の特定疾患治療研究事業実施要綱に基づく特
定疾患治療研究事業の実施に関する事務であって第
百七十五条で定めるもの

市町村長 地方税関係情報であって第百七十五条で定めるもの
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Ⅱ　特定個人情報ファイルの概要
 １．特定個人情報ファイル名

軽自動車税（種別割）特定個人情報ファイル

 ２．基本情報

 ①ファイルの種類　※

＜選択肢＞

[ システム用ファイル ]

2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ③対象となる本人の範囲　※ 軽自動車税（種別割）納税義務者のうち個人番号を有する者

1） システム用ファイル
2） その他の電子ファイル（表計算ファイル等）

 ②対象となる本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 10万人以上100万人未満 ]

[ ] 個人番号対応符号 [ ○ ] その他識別情報（内部番号）

2） 10項目以上50項目未満
3） 50項目以上100項目未満 4） 100項目以上

 主な記録項目　※

・識別情報

[ ○ ] 個人番号

 その必要性 １　軽自動車税（種別割）賦課業務における本人確認のため

 ④記録される項目

＜選択肢＞

[ 100項目以上 ] 1） 10項目未満

[ ○ ] その他住民票関係情報

・業務関係情報

[ ] 国税関係情報 [ ○ ] 地方税関係情報

・連絡先等情報

[ ○ ] 5情報（氏名、氏名の振り仮名、性別、生年月日、住所） [ ○ ] 連絡先（電話番号等）

] 障害者福祉関係情報

[ ] 生活保護・社会福祉関係情報 [ ] 介護・高齢者福祉関係情報

[ ] 健康・医療関係情報

[ ] 医療保険関係情報 [ ] 児童福祉・子育て関係情報 [

 その妥当性

１　個人番号、４情報
　本人確認に必要
２　その他識別情報（宛名番号）
　個人番号との紐付けに必要
３　その他住民票関係情報
　 軽自動車税（種別割）の調査事務、納税義務者への問合せに必要
４　連絡先
　納税義務者への問合せに必要
５　地方税関係情報
　 軽自動車税（種別割）の賦課に必要

 全ての記録項目 別添２を参照。

 ⑤保有開始日 平成27年7月1日

[ ] その他 （ ）

[ ] 学校・教育関係情報

[ ] 災害関係情報

[ ] 雇用・労働関係情報 [ ] 年金関係情報

 ⑥事務担当部署 さいたま市　財政局　税務部　市民税課
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（ 区政推進部 ）

[ ○ ] 行政機関・独立行政法人等 （ 情報提供ネットワークシステム利用機関 ）

 ３．特定個人情報の入手・使用

 ①入手元　※

[ ○ ] 本人又は本人の代理人

[ ○ ] 評価実施機関内の他部署

[ ○ ] その他 （ 地方公共団体情報システム機構 ）

[ ○ ] 民間事業者 （ 一般社団法人全国軽自動車協会連合会 ）

[ ○ ] 地方公共団体・地方独立行政法人 （ 情報提供ネットワークシステム利用機関 ）

] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。） [ ] フラッシュメモリ

[ ] 電子メール [ ] 専用線
 ②入手方法

[ ○ ] 紙 [ ○

[ ○ ] その他 （

 ⑤本人への明示

１　本人又は本人の代理人、行政機関、民間事業者からの入手
　さいたま市市税条例第96条第２項第１号、第97条第２項第１号及び地方税法施行規則附則第25条第１
項第１号ロにおいて明示されている。

２　他市町村からの入手
　番号法第19条第８項において明示されている。

３　地方公共団体情報システム機構からの入手
　番号法第14条第２項において、地方公共団体情報システム機構に対し機構保存本人確認情報の提供
を求めることができる旨が規定され、市町村が地方公共団体情報システム機構から機構保存本人確認
情報を入手することが明示されている。

 ⑥使用目的　※
適正かつ公平な賦課の実現のため、軽自動車税（種別割）に係る減免申請書等の名寄せが正確かつ効
率的にできるよう、個人番号を利用する。

 変更の妥当性 ―

住民基本台帳ネットワークシステム、埼玉県市町村電子申請サービス ）

 ③入手の時期・頻度

１　本人又は本人の代理人、行政機関、民間事業者からの入手
　さいたま市市税条例第96条第２項第１号又は第97条第２項第１号に基づく軽自動車税（種別割）に係る
減免申請書の受付毎に入手する。（毎年複数回）。また、地方税法施行規則附則第25条第１項第１号ロ
に基づく非課税申請書等の受付毎に入手する（申請の都度随時）。

２　他市町村から入手
　調査事務が必要になった都度、情報提供ネットワークシステムから入手する。

３　地方公共団体情報システム機構からの入手
　調査事務が必要になった都度、住民基本台帳ネットワークシステムから入手する。

 ④入手に係る妥当性

１　本人又は本人の代理人、行政機関、民間事業者からの入手
（１） さいたま市市税条例第96条第２項第１号、第97条第２項第１号及び地方税法施行規則附則第25条
第１項第１号ロにおいて明示されている。
（２）納税者等の利便性向上のために書面だけでなく、インターネットによる提出も認めている。

２　他市町村からの入手
　番号法第19条第８項において明示されている。

３　地方公共団体情報システム機構からの入手
　番号法第14条第２項において明示されている。ただし通常の日常業務ではなく、調査が必要になった
場合に入手する。

[ ○ ] 庁内連携システム

[ ○ ] 情報提供ネットワークシステム

2） 10人以上50人未満
3） 50人以上100人未満 4） 100人以上500人未満
5） 500人以上1,000人未満 6） 1,000人以上

 ⑦使用の主体

 使用部署
※

税務部市民税課、各市税事務所個人課税課

 使用者数

＜選択肢＞

[ 100人以上500人未満 ] 1） 10人未満
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 ⑧使用方法　※

１　減免等受付事務
（１）納税義務者より提出された軽自動車税（種別割）に係る減免申請書等に記載さ れた個人番号を取
得し本人確認を行う際に使用する。また、住登外者などで未登録の個人番号について内部識別番号で
ある宛名番号と紐付ける。
（２）生活保護受給情報、障害者手帳情報について情報提供ネットワークシステムを通じて照会を行い、
軽自動車税の減免判定等を行う。

 情報の突合　※ 上記項番１において、内部識別番号の宛名番号と個人番号を紐付けて使用する。

 情報の統計分析
※

特定個人情報に関する統計分析については、軽自動車税（種別割）賦課業務では実施しない。

 権利利益に影響を
与え得る決定　※

軽自動車税（種別割）係る申告書に基づき軽自動車税（種別割）額を決定する。

 ⑨使用開始日 平成28年1月1日
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 ②取扱いを委託する特定個
人情報ファイルの範囲

＜選択肢＞

[ 特定個人情報ファイルの全体 ] 1） 特定個人情報ファイルの全体
2） 特定個人情報ファイルの一部

（ 6 ）　件

 委託事項1
統合基盤システム（中間サーバー、総合宛名システム、番号連携サーバ、連携基盤システム（庁内連携
システム）)に関するシステム保守

 ①委託内容 統合基盤システムのパッケージアプリケーション保守及び職員からの問い合わせに対する調査　等

 ４．特定個人情報ファイルの取扱いの委託

 委託の有無　※
[ 委託する ] ＜選択肢＞

1） 委託する 2） 委託しない

4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 対象となる本人の
範囲　※

統合基盤システムに登録されている者のうち、個人番号を有する者

 その妥当性
システムの運用・保守作業を実施するために、特定個人情報ファイル全体を委託の対象にする必要が
ある

 対象となる本人の
数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 10万人以上100万人未満 ] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満

5） 500人以上1,000人未満 6） 1,000人以上

 ④委託先への特定個人情報
ファイルの提供方法

[ ] 専用線 [ ] 電子メール

 ③委託先における取扱者数

＜選択肢＞

[ 10人以上50人未満 ] 1） 10人未満 2） 10人以上50人未満
3） 50人以上100人未満 4） 100人以上500人未満

 ⑤委託先名の確認方法 委託先決定後の契約公報

 ⑥委託先名 富士通Japan株式会社

再
委
託

 ⑦再委託の有無　※

＜選択肢＞

[ 再委託する

[ ○ ] その他 （ 提供しない ）

[ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [ ] 紙

 ⑨再委託事項 システム等のパッケージアプリケーション保守及び職員からの問い合わせに対する調査　等

] 1） 再委託する 2） 再委託しない

 ⑧再委託の許諾方法
再委託の必要がある場合は、あらかじめ委託先と書面による協議を行い、再委託の必要性、再委託す
る業務内容及び再委託先のセキュリティ管理体制を確認した上で許諾する。
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 ②取扱いを委託する特定個
人情報ファイルの範囲

＜選択肢＞

[ 特定個人情報ファイルの全体 ] 1） 特定個人情報ファイルの全体
2） 特定個人情報ファイルの一部

 委託事項2～5

 委託事項2
統合基盤システム（中間サーバー、総合宛名システム、番号連携サーバ、連携基盤システム（庁内連携
システム）)に関するハードウェア保守

 ①委託内容 統合基盤システムのハードウェア保守作業　等

4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 対象となる本人の
範囲　※

統合基盤システムに登録されている者のうち、個人番号を有する者

 その妥当性
システムの運用・保守作業を実施するために、特定個人情報ファイル全体を委託の対象にする必要が
ある

 対象となる本人の
数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 10万人以上100万人未満 ] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満

5） 500人以上1,000人未満 6） 1,000人以上

 ④委託先への特定個人情報
ファイルの提供方法

[ ] 専用線 [ ] 電子メール

 ③委託先における取扱者数

＜選択肢＞

[ 10人以上50人未満 ] 1） 10人未満 2） 10人以上50人未満
3） 50人以上100人未満 4） 100人以上500人未満

 ⑤委託先名の確認方法 委託先が決定した際には、入札結果として公表している。

 ⑥委託先名 株式会社オーイーシー

再
委
託

 ⑦再委託の有無　※

＜選択肢＞

[ 再委託しない

[ ○ ] その他 （ ）

[ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [ ] 紙

 ⑨再委託事項

] 1） 再委託する 2） 再委託しない

 ⑧再委託の許諾方法
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 ②取扱いを委託する特定個
人情報ファイルの範囲

＜選択肢＞

[ 特定個人情報ファイルの全体 ] 1） 特定個人情報ファイルの全体
2） 特定個人情報ファイルの一部

 委託事項3 軽自動車税システムのアプリケーション保守

 ①委託内容
アプリケーションに関する要望対応、障害対応、税制改正対応を行う。また職員からの問合せ対応や調
査、作業指示書に基づくデータ抽出などを行う。

4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 対象となる本人の
範囲　※

軽自動車税（種別割）の納税義務者のうち、個人番号を有する者

 その妥当性 委託先が著作権を有するパッケージシステムを使用しているため

 対象となる本人の
数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 10万人以上100万人未満 ] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満

5） 500人以上1,000人未満 6） 1,000人以上

 ④委託先への特定個人情報
ファイルの提供方法

[ ○ ] 専用線 [ ] 電子メール

 ③委託先における取扱者数

＜選択肢＞

[ 10人未満 ] 1） 10人未満 2） 10人以上50人未満
3） 50人以上100人未満 4） 100人以上500人未満

 ⑤委託先名の確認方法 委託先決定後の契約公報

 ⑥委託先名 富士通Japan株式会社

再
委
託

 ⑦再委託の有無　※

＜選択肢＞

[ 再委託する

[ ] その他 （ ）

[ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [ ] 紙

 ⑨再委託事項 軽自動車税システムのアプリケーション保守の一部

] 1） 再委託する 2） 再委託しない

 ⑧再委託の許諾方法
再委託の必要がある場合は、あらかじめ委託先と書面による協議を行い、再委託の必要性、再委託す
る業務内容及び再委託先のセキュリティ管理体制を確認した上で許諾する。
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 ②取扱いを委託する特定個
人情報ファイルの範囲

＜選択肢＞

[ 特定個人情報ファイルの全体 ] 1） 特定個人情報ファイルの全体
2） 特定個人情報ファイルの一部

 委託事項4 番号連携サーバ等のシステム運用

 ①委託内容
番号連携サーバ等の稼働監視等のシステム運用作業、職員からの問合せに対する調査、作業指示に
基づくデータ抽出等を行う。

4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 対象となる本人の
範囲　※

番号連携サーバ等に登録されている個人のうち、個人番号を有する者

 その妥当性 基幹系システムの運用は専門知識が必要なため

 対象となる本人の
数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 10万人以上100万人未満 ] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満

6） 1,000人以上

 ④委託先への特定個人情報
ファイルの提供方法

[ ○ ] 専用線 [ ] 電子メール [

 ③委託先における取扱者数

＜選択肢＞

[ 10人以上50人未満 ] 1） 10人未満 2） 10人以上50人未満
3） 50人以上100人未満 4） 100人以上500人未満
5） 500人以上1,000人未満

 ⑤委託先名の確認方法 委託先決定後の契約公報

 ⑥委託先名 AGS株式会社

再
委
託

 ⑦再委託の有無　※

＜選択肢＞

[ 再委託しない

[ ○ ] その他 （ 運用管理拠点 ）

] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [ ] 紙

 ⑨再委託事項

] 1） 再委託する 2） 再委託しない

 ⑧再委託の許諾方法
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 ②取扱いを委託する特定個
人情報ファイルの範囲

＜選択肢＞

[ 特定個人情報ファイルの全体 ] 1） 特定個人情報ファイルの全体
2） 特定個人情報ファイルの一部

 委託事項5 軽自動車税システムのシステム運用

 ①委託内容 システムの運用管理、バッチ処理の実行、オンライン稼働監視などを行う。

4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 対象となる本人の
範囲　※

軽自動車税（種別割）の納税義務者のうち、個人番号を有する者

 その妥当性 基幹系システムの運用は専門知識が必要なため

 対象となる本人の
数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 10万人以上100万人未満 ] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満

5） 500人以上1,000人未満 6） 1,000人以上

 ④委託先への特定個人情報
ファイルの提供方法

[ ○ ] 専用線 [ ] 電子メール

 ③委託先における取扱者数

＜選択肢＞

[ 10人以上50人未満 ] 1） 10人未満 2） 10人以上50人未満
3） 50人以上100人未満 4） 100人以上500人未満

 ⑤委託先名の確認方法 委託先決定後の契約公報

 ⑥委託先名 AGS株式会社

再
委
託

 ⑦再委託の有無　※

＜選択肢＞

[ 再委託しない

[ ] その他 （ ）

[ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [ ] 紙

 ⑨再委託事項

] 1） 再委託する 2） 再委託しない

 ⑧再委託の許諾方法
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 ②取扱いを委託する特定個
人情報ファイルの範囲

＜選択肢＞

[ 特定個人情報ファイルの全体 ] 1） 特定個人情報ファイルの全体
2） 特定個人情報ファイルの一部

 委託事項6～10

 委託事項6 軽自動車税システムのサーバ機器等のハウジング

 ①委託内容 データセンターにおける軽自動車税システムのサーバ機器等の設置・稼働管理を行う。

4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 対象となる本人の
範囲　※

軽自動車税（種別割）の納税義務者のうち、個人番号を有する者

 その妥当性
外部の専門業者のデータセンターを活用することで災害時のＢＣＰ対策を行うと同時に、耐震、防火防
水、無停電電源、空調、運用管理設備、セキュリティーなどを備えたマシン室の設置・維持コストを抑制
するため

 対象となる本人の
数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 10万人以上100万人未満 ] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満

5） 500人以上1,000人未満 6） 1,000人以上

 ④委託先への特定個人情報
ファイルの提供方法

[ ○ ] 専用線 [ ] 電子メール

 ③委託先における取扱者数

＜選択肢＞

[ 10人以上50人未満 ] 1） 10人未満 2） 10人以上50人未満
3） 50人以上100人未満 4） 100人以上500人未満

 ⑤委託先名の確認方法 委託先決定後の契約公報

 ⑥委託先名 NTTコミュニケーションズ株式会社

再
委
託

 ⑦再委託の有無　※

＜選択肢＞

[ 再委託しない

[ ] その他 （ ）

[ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [ ] 紙

 ⑨再委託事項

] 1） 再委託する 2） 再委託しない

 ⑧再委託の許諾方法
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 ②取扱いを委託する特定個
人情報ファイルの範囲

＜選択肢＞

[ 特定個人情報ファイルの一部 ] 1） 特定個人情報ファイルの全体
2） 特定個人情報ファイルの一部

 委託事項7 埼玉県市町村電子申請サービス提供業務

 ①委託内容
埼玉県市町村電子申請サービスの提供を行うにあたり、必要な範囲で特定個人情報ファイルの取扱い
を委託

4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 対象となる本人の
範囲　※

埼玉県市町村電子申請サービスにより、　軽自動車税（種別割）減免申請の提出をする者

 その妥当性
軽自動車税（種別割）減免申請の電子申請を実施するため、電子申請システムを委託の対象とする必
要がある。

 対象となる本人の
数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 1万人以上10万人未満 ] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満

5） 500人以上1,000人未満 6） 1,000人以上

 ④委託先への特定個人情報
ファイルの提供方法

[ ○ ] 専用線 [ ] 電子メール

 ③委託先における取扱者数

＜選択肢＞

[ 10人以上50人未満 ] 1） 10人未満 2） 10人以上50人未満
3） 50人以上100人未満 4） 100人以上500人未満

 ⑤委託先名の確認方法
（本業務は、埼玉県が委託先業者と契約し、県内市町村は県との協定により共同利用が可能となるとい
うもの。委託先名の確認については、埼玉県において行われている。）

 ⑥委託先名 埼玉県が契約する委託先（株式会社エヌ・ティ・ティ・データ関西）

再
委
託

 ⑦再委託の有無　※

＜選択肢＞

[ 再委託する

[ ] その他 （ ）

[ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [ ] 紙

 ⑨再委託事項
（本業務は、埼玉県が委託先業者と契約し、県内市町村は県との協定により共同利用が可能となるとい
うもの。再委託事項の管理については、埼玉県において行われている。）

] 1） 再委託する 2） 再委託しない

 ⑧再委託の許諾方法
（本業務は、埼玉県が委託先業者と契約し、県内市町村は県との協定により共同利用が可能となるとい
うもの。再委託の許諾については、埼玉県において行われている。）

 委託事項11～15

 委託事項16～20
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[ ] 行っていない

 提供先1

 ①法令上の根拠

[ ○ ] 移転を行っている （ 1 ） 件

 ５．特定個人情報の提供・移転（委託に伴うものを除く。）

 提供・移転の有無
[ ] 提供を行っている （ ） 件

 ⑤提供する情報の対象となる
本人の範囲

 ⑥提供方法

[ ] 情報提供ネットワークシステム [ ] 専用線

[

] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ②提供先における用途

 ③提供する情報

 ④提供する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[

 ⑦時期・頻度

 提供先2～5

] 紙

[ ] その他 （ ）

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [

 提供先6～10

 提供先11～15

 提供先16～20

 移転先1 福祉局　生活福祉部　生活福祉課

 ①法令上の根拠 さいたま市個人番号の利用に関する条例第４条第２項

 ⑤移転する情報の対象となる
本人の範囲

生活保護受給者等で、且つ軽自動車等を所有する者

 ⑥移転方法

[ ] 庁内連携システム [ ] 専用線

[

] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ②移転先における用途 軽自動車等の資産所有状況調査

 ③移転する情報
軽自動車等の所有者情報（氏名、住所、定置場）、車両番号、車種、車名、排気量、車台番号、登録年
月日

 ④移転する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 1万人未満

 ⑦時期・頻度 随時

 移転先2～5

] 紙

[ ] その他 （ ）

] 電子メール [ ○ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [

 移転先6～10

 移転先11～15

 移転先16～20
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 ６．特定個人情報の保管・消去

 ①保管場所　※

１　セキュリティゲートにて入退館管理をしている建物の中で、さらに入退室管理を行っている部屋に設
置したサーバ内に保管する。
２　サーバへのアクセスはＩＤ・パスワードによる認証が必要となる。
３　中間サーバ・プラットフォームにおける措置
（１）中間サーバ・プラットフォームは政府情報システムのためのセキュリティ評価制度（ISMAP）に登録さ
れたクラウドサービスが保有・管理する環境に設置し、設置場所のセキュリティ対策はクラウドサービス
事業者が実施する。なお、クラウドサービス事業者は、セキュリティ管理策が適切に実施されているほ
か、次を満たしている。
　・ISO/IEC27017、ISO/IEC27018の認証を受けている。
　・日本国内でデータを保管している。
（２）特定個人情報は、クラウドサービス事業者が保有・管理する環境に構築する中間サーバのデータ
ベース内に保存され、バックアップもデータベース上に保存される。

 ②保管期間

 期間

＜選択肢＞
1） 1年未満

 ③消去方法

１　②で定めた保管期間を超えたデータについて、システム上一括で消去する。（データベースから物理
的に削除する。）
２　中間サーバ・プラットフォームにおける措置
（１）特定個人情報の消去は地方公共団体からの操作によって実施されるため、通常、中間サーバ・プ
ラットフォームの保守・運用を行う事業者及びクラウドサービス事業者が特定個人情報を消去することは
ない。
（２）クラウドサービス事業者が保有・管理する環境において、障害やメンテナンス等によりディスクや
ハード等を交換する際は、クラウドサービス事業者において、政府情報システムのためのセキュリティ評
価制度（ISMAP）に準拠したデータの暗号化消去及び物理的破壊を行う。さらに、第三者の監査機関が
定期的に発行するレポートにより、クラウドサービス事業者において、確実にデータの暗号化消去及び
物理的破壊が行われていることを確認する。
（３）中間サーバー・プラットフォームの移行の際は、地方公共団体情報システム機構及び中間サー
バー・プラットフォームの事業者において、保存された情報が読み出しできないよう、データセンターに設
置しているディスクやハード等を物理的破壊により完全に消去する。
３　ＬＧＷＡＮ接続端末に一時的に記録した個人番号付電子申請データは、紙に出力後、速やかに完全
消去する。

 ７．備考

9） 20年以上
10） 定められていない

 その妥当性 地方税法第17条の５により、課税より７年間経過までは保管が必要

2） 1年 3） 2年

[ 6年以上10年未満 ] 4） 3年 5） 4年 6） 5年
7） 6年以上10年未満 8） 10年以上20年未満
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Ⅱ　特定個人情報ファイルの概要
 １．特定個人情報ファイル名

固定資産税及び都市計画税特定個人情報ファイル

 ２．基本情報

 ①ファイルの種類　※

＜選択肢＞

[ システム用ファイル ] 1） システム用ファイル
2） その他の電子ファイル（表計算ファイル等）

 ②対象となる本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 10万人以上100万人未満 ] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ③対象となる本人の範囲　※ 固定資産税及び都市計画税納税義務者のうち個人番号を有する者

 その必要性
１　固定資産税及び都市計画税業務における本人確認のため
２　固定資産税及び都市計画税納税通知書等への個人番号出力のため

 ④記録される項目

＜選択肢＞

[ 100項目以上 ] 1） 10項目未満 2） 10項目以上50項目未満
3） 50項目以上100項目未満 4） 100項目以上

 主な記録項目　※

・識別情報

[ ○ ] 個人番号 [ ] 個人番号対応符号 [ ○ ] その他識別情報（内部番号）

・連絡先等情報

[ ○ ] 5情報（氏名、氏名の振り仮名、性別、生年月日、住所） [ ○ ] 連絡先（電話番号等）

[ ○ ] その他住民票関係情報

・業務関係情報

[ ] 国税関係情報 [ ○ ] 地方税関係情報

 その妥当性

１　個人番号、４情報
　本人確認、賦課の名寄せを行うために必要
２　その他識別情報（宛名番号）
　 個人番号との紐付けに必要
３　その他住民票関係情報
　 固定資産税及び都市計画税の調査事務、納税義務者への問合せに必要
４　連絡先
　 固定資産税及び都市計画税納税義務者への問合せに必要

 全ての記録項目 別添２を参照。

[ ] その他 （ ）

 ⑤保有開始日 平成27年7月1日

[ ] 健康・医療関係情報

[ ] 医療保険関係情報 [ ] 児童福祉・子育て関係情報 [ ] 障害者福祉関係情報

[ ] 生活保護・社会福祉関係情報 [ ] 介護・高齢者福祉関係情報

] 年金関係情報 [ ] 学校・教育関係情報

[ ] 災害関係情報

[ ] 雇用・労働関係情報 [

 ⑥事務担当部署 さいたま市　財政局　税務部　固定資産税課
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] 評価実施機関内の他部署

）

 ３．特定個人情報の入手・使用

 ①入手元　※

[ ○ ] 本人又は本人の代理人

[ ○ （ 区政推進部 ）

[ ○ ] 行政機関・独立行政法人等 （ 地方公共団体情報システム機構

] 電子メール [ ] 専用線

情報提供ネットワークシステム利用機関 ）

] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。） [ ] フラッシュメモリ

）

[ ] 民間事業者 （ ）

[ ] その他 （

[ ○ ] 地方公共団体・地方独立行政法人 （

[ ○ ] 庁内連携システム

[ ○ ] 情報提供ネットワークシステム

住民基本台帳ネットワークシステム、地方税ポータルセンタ（eLTAX）→LGWAN→審査システム（eLTAX） ）

 ③入手の時期・頻度

１　本人又は本人の代理人からの入手
（１）地方税法第383条に基づき、償却資産申告書の受付時に入手する。
（２）さいたま市市税条例に基づき、固定資産税・都市計画税減免申請書等の受付時に入手する。

２　庁内連携により入手
　住民基本台帳に登録されている者の個人番号については、住民記録システムで異動した際に連携し
入手する。

３　地方公共団体情報システム機構からの入手
　調査事務が必要になった都度、機構から入手する。

４　情報提供ネットワークシステムにより入手
　調査事務が必要になった都度、情報提供ネットワークシステムから入手する。

 ④入手に係る妥当性

１　本人又は本人の代理人からの入手
　償却資産申告書（地方税法第383条）については提出先は市町村であり、地方税法施行規則第26号様
式にて、個人番号欄が明記されている。また、申告時期については上記地方税法の条文にて明記され
ている。
　また、固定資産税・都市計画税減免申請書等については、さいたま市市税条例及び総務省事務連絡
「地方税分野における個人番号・法人番号の利用について」で明記されている。

２　庁内連携により入手
　番号法第14条、第14条第２項において個人番号利用事務実施者は他の個人番号利用事務等実施者
に対して個人番号の提供を求めることができるとされている。このため、固定資産税及び都市計画税賦
課業務において必要な時期に情報を入手するものである。

３　地方公共団体情報システム機構からの入手
　番号法第14条第２項による。ただし通常の日常業務ではなく、調査が必要になった場合に入手する。

４　情報提供ネットワークシステムにより入手
　番号法第19条第８号による。調査事務が必要になった都度、情報提供ネットワークシステムから入手
する。

 ⑤本人への明示

１　本人又は本人の代理人からの入手
　償却資産申告書については、地方税法施行規則第26号様式にて、個人番号欄が明記されている。
　また、固定資産税・都市計画税減免申請書等については、さいたま市市税条例及び総務省事務連絡
「地方税分野における個人番号・法人番号の利用について」で明記されている。

２　庁内連携により入手
　番号法第14条において、本人又は他の個人番号利用事務等実施者に対し個人番号の提供を求める
ことができるとされていることから、さいたま市民の個人番号について、住民記録システムにより入手可
能である。

３　地方公共団体情報システム機構からの入手
　番号法第14条第２項において、地方公共団体情報システム機構に対し機構保存確認情報の提供を求
めることができる旨が規定され、市町村が地方公共団体情報システム機構から機構保存本人確認情報
を入手することが明示されている。

４　情報提供ネットワークシステムにより入手
　番号法第19条第８号による。

 ②入手方法

[ ○ ] 紙 [

[ ○ ] その他 （

[
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 権利利益に影響を
与え得る決定　※

固定資産課税台帳に基づき固定資産税及び都市計画税の税額を決定・変更する。

 ⑥使用目的　※
１　効率的に本人確認を行えるよう個人番号を利用する。
２　各種申請等に必要な行政機関が発行する添付書類が省略できるなど、納税者の利便性の向上のた
めに利用する。

 変更の妥当性 -

 ⑦使用の主体

 使用部署
※

固定資産税課、北部・南部市税事務所資産課税課

 使用者数

＜選択肢＞

[ 100人以上500人未満 ] 1） 10人未満 2） 10人以上50人未満
3） 50人以上100人未満 4） 100人以上500人未満
5） 500人以上1,000人未満 6） 1,000人以上

 ⑧使用方法　※

１　償却資産申告書及び固定資産税・都市計画税減免申請書等受付事務
　納税義務者（代理人）より提出された償却資産申告書及び固定資産税・都市計画税減免申請書等に
記載された個人番号を取得し、未登録の個人番号について内部識別番号である宛名番号と紐付ける。

２　賦課決定
　生活保護受給情報について情報提供ネットワークシステムを通じて照会を行い、固定資産税及び都市
計画税の減免判定を行う。

 情報の突合　※ 上記項番１において、内部識別番号の宛名番号と個人番号を紐付けて使用する。

 情報の統計分析
※

特定個人情報に関する統計分析については、固定資産税及び都市計画税賦課業務では実施しない。

 ⑨使用開始日 平成28年1月1日
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 ②取扱いを委託する特定個
人情報ファイルの範囲

＜選択肢＞

[ 特定個人情報ファイルの全体 ] 1） 特定個人情報ファイルの全体
2） 特定個人情報ファイルの一部

 ４．特定個人情報ファイルの取扱いの委託

 委託の有無　※
[ 委託する ] ＜選択肢＞

1） 委託する 2） 委託しない

（ 6 ）　件

 委託事項1
統合基盤システム（中間サーバー、総合宛名システム、番号連携サーバ、連携基盤システム（庁内連携
システム）)に関するシステム保守

 ①委託内容 統合基盤システムのパッケージアプリケーション保守及び職員からの問い合わせに対する調査　等

 対象となる本人の
数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 10万人以上100万人未満 ] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 対象となる本人の
範囲　※

統合基盤システムに登録されている者のうち、個人番号を有する者

 その妥当性
システムの運用・保守作業を実施するために、特定個人情報ファイル全体を委託の対象にする必要が
ある

 ③委託先における取扱者数

＜選択肢＞

[ 10人以上50人未満 ] 1） 10人未満 2） 10人以上50人未満
3） 50人以上100人未満 4） 100人以上500人未満
5） 500人以上1,000人未満 6） 1,000人以上

 ④委託先への特定個人情報
ファイルの提供方法

[ ] 専用線 [ ] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [ ] 紙

[ ○ ] その他 （ 提供しない ）

 ⑤委託先名の確認方法 委託先決定後の契約公報

] 1） 再委託する 2） 再委託しない

 ⑥委託先名 富士通Japan株式会社

再
委
託

 ⑦再委託の有無　※

＜選択肢＞

[ 再委託する

 ⑧再委託の許諾方法
再委託の必要がある場合は、あらかじめ委託先と書面による協議を行い、再委託の必要性、再委託す
る業務内容及び再委託先のセキュリティ管理体制を確認した上で許諾する。

 ⑨再委託事項 システム等のパッケージアプリケーション保守及び職員からの問い合わせに対する調査　等

 委託事項2～5

118



 委託事項2
統合基盤システム（中間サーバー、総合宛名システム、番号連携サーバ、連携基盤システム（庁内連携
システム）)に関するハードウェア保守

 ①委託内容 統合基盤システムのハードウェア保守作業　等

 ②取扱いを委託する特定個
人情報ファイルの範囲

＜選択肢＞

[ 特定個人情報ファイルの全体 ] 1） 特定個人情報ファイルの全体
2） 特定個人情報ファイルの一部

 対象となる本人の
数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 10万人以上100万人未満 ] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 対象となる本人の
範囲　※

統合基盤システムに登録されている者のうち、個人番号を有する者

 その妥当性
システムの運用・保守作業を実施するために、特定個人情報ファイル全体を委託の対象にする必要が
ある

 ③委託先における取扱者数

＜選択肢＞

[ 10人以上50人未満 ] 1） 10人未満 2） 10人以上50人未満
3） 50人以上100人未満 4） 100人以上500人未満
5） 500人以上1,000人未満 6） 1,000人以上

 ④委託先への特定個人情報
ファイルの提供方法

[ ] 専用線 [ ] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [ ] 紙

[ ○ ] その他 （ 提供しない ）

 ⑤委託先名の確認方法 委託先が決定した際には、入札結果として公表している。

] 1） 再委託する 2） 再委託しない

 ⑥委託先名 株式会社オーイーシー

再
委
託

 ⑦再委託の有無　※

＜選択肢＞

[ 再委託しない

 ⑧再委託の許諾方法

 ⑨再委託事項
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 委託事項3 固定資産税システムのアプリケーション保守

 ①委託内容
アプリケーションに関する要望対応、障害対応、税制改正対応を行う。また職員からの問合せ対応や調
査、作業指示書に基づくデータ抽出などを行う。

 ②取扱いを委託する特定個
人情報ファイルの範囲

＜選択肢＞

[ 特定個人情報ファイルの全体 ] 1） 特定個人情報ファイルの全体
2） 特定個人情報ファイルの一部

 対象となる本人の
数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 10万人以上100万人未満 ] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 対象となる本人の
範囲　※

固定資産税の納税義務者のうち、個人番号を有する者

 その妥当性 委託先が著作権を有するパッケージシステムを使用しているため

 ③委託先における取扱者数

＜選択肢＞

[ 10人未満 ] 1） 10人未満 2） 10人以上50人未満
3） 50人以上100人未満 4） 100人以上500人未満
5） 500人以上1,000人未満 6） 1,000人以上

 ④委託先への特定個人情報
ファイルの提供方法

[ ○ ] 専用線 [ ] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [ ] 紙

[ ] その他 （ ）

 ⑤委託先名の確認方法 委託先決定後の契約公報

] 1） 再委託する 2） 再委託しない

 ⑥委託先名 富士通Japan株式会社

再
委
託

 ⑦再委託の有無　※

＜選択肢＞

[ 再委託する

 ⑧再委託の許諾方法
再委託の必要がある場合は、あらかじめ委託先と書面による協議を行い、再委託の必要性、再委託す
る業務内容及び再委託先のセキュリティ管理体制を確認した上で許諾する。

 ⑨再委託事項 固定資産税システムのアプリケーション保守の一部
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 委託事項4 番号連携サーバ等のシステム運用

 ①委託内容
番号連携サーバ等の稼働監視等のシステム運用作業、職員からの問合せに対する調査、作業指示に
基づくデータ抽出等を行う。

 ②取扱いを委託する特定個
人情報ファイルの範囲

＜選択肢＞

[ 特定個人情報ファイルの全体 ] 1） 特定個人情報ファイルの全体
2） 特定個人情報ファイルの一部

 対象となる本人の
数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 10万人以上100万人未満 ] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 対象となる本人の
範囲　※

番号連携サーバ等に登録されている者のうち、個人番号を有する者

 その妥当性 基幹系システムの運用は専門知識が必要なため

 ③委託先における取扱者数

＜選択肢＞

[ 10人以上50人未満 ] 1） 10人未満 2） 10人以上50人未満
3） 50人以上100人未満 4） 100人以上500人未満
5） 500人以上1,000人未満 6） 1,000人以上

 ④委託先への特定個人情報
ファイルの提供方法

[ ○ ] 専用線 [ ] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [ ] 紙

[ ○ ] その他 （ 運用管理拠点 ）

 ⑤委託先名の確認方法 委託先決定後の契約公報

 ⑥委託先名 AGS株式会社

] 1） 再委託する 2） 再委託しない

 ⑧再委託の許諾方法

 ⑨再委託事項

再
委
託

 ⑦再委託の有無　※

＜選択肢＞

[ 再委託しない
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 委託事項5 固定資産税システムのシステム運用

 ①委託内容 システムの運用管理、バッチ処理の実行、オンライン稼働監視などを行う。

 ②取扱いを委託する特定個
人情報ファイルの範囲

＜選択肢＞

[ 特定個人情報ファイルの全体 ] 1） 特定個人情報ファイルの全体
2） 特定個人情報ファイルの一部

 対象となる本人の
数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 10万人以上100万人未満 ] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 対象となる本人の
範囲　※

固定資産税の納税義務者のうち、個人番号を有する者

 その妥当性 基幹系システムの運用は専門知識が必要なため

 ③委託先における取扱者数

＜選択肢＞

[ 10人以上50人未満 ] 1） 10人未満 2） 10人以上50人未満
3） 50人以上100人未満 4） 100人以上500人未満
5） 500人以上1,000人未満 6） 1,000人以上

 ④委託先への特定個人情報
ファイルの提供方法

[ ○ ] 専用線 [ ] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [ ] 紙

[ ] その他 （ ）

 ⑤委託先名の確認方法 委託先決定後の契約公報

] 1） 再委託する 2） 再委託しない

 ⑥委託先名 AGS株式会社

再
委
託

 ⑦再委託の有無　※

＜選択肢＞

[ 再委託しない

 ⑧再委託の許諾方法

 ⑨再委託事項
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 委託事項6～10

 委託事項6 審査システム（eLTAX）の構築・運用

 ①委託内容 審査システム（eLTAX）の構築・運用のサービスを提供する。

 ②取扱いを委託する特定個
人情報ファイルの範囲

＜選択肢＞

[ 特定個人情報ファイルの一部 ] 1） 特定個人情報ファイルの全体
2） 特定個人情報ファイルの一部

 対象となる本人の
数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 1万人以上10万人未満 ] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 対象となる本人の
範囲　※

eLTAXを通じて、償却資産申告書等の提出があった者のうち、個人番号を有する者

 その妥当性 審査サーバを委託利用型により利用しているため

 ③委託先における取扱者数

＜選択肢＞

[ 10人以上50人未満 ] 1） 10人未満 2） 10人以上50人未満
3） 50人以上100人未満 4） 100人以上500人未満
5） 500人以上1,000人未満 6） 1,000人以上

 ④委託先への特定個人情報
ファイルの提供方法

[ ] 専用線 [ ] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [ ] 紙

[ ○ ] その他 （ LGWAN ）

 ⑤委託先名の確認方法 さいたま市情報公開条例に基づく開示請求

] 1） 再委託する 2） 再委託しない

 ⑥委託先名 株式会社インテック

再
委
託

 ⑦再委託の有無　※

＜選択肢＞

[ 再委託しない

 ⑧再委託の許諾方法

 ⑨再委託事項

 委託事項11～15

 委託事項16～20
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 提供先1 地方税共同機構

 ５．特定個人情報の提供・移転（委託に伴うものを除く。）

○ ] 提供を行っている （ 1 ） 件

[ ] 行っていない

 ⑤提供する情報の対象となる
本人の範囲

さいたま市に対して電子申告を行った者のうち、さいたま市にて本人確認を行った者

 ②提供先における用途 納税者等から提出された申告書等データの本人確認のため

 ③提供する情報

 ①法令上の根拠 番号法施行規則第３条第１項第５号

[ ] 移転を行っている （ ） 件
 提供・移転の有無

[

個人番号、識別番号（納税者ID)、ファイル区分（登録、削除）

 ④提供する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 1万人未満

] 専用線

[

] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

] 電子メール
 ⑥提供方法

[ ] 情報提供ネットワークシステム [

[ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [ ] 紙

[ ○ ] その他 （ LGWAN ）

 ⑦時期・頻度 随時

 提供先2～5

 提供先6～10

 提供先11～15

 提供先16～20

 移転先1

 ①法令上の根拠

 ⑦時期・頻度

 移転先2～5

 ②移転先における用途

 ③移転する情報

 ④移転する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ ] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ⑤移転する情報の対象となる
本人の範囲

 ⑥移転方法

[ ] 庁内連携システム [ ] 専用線

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [ ] 紙

[ ] その他 （ ）

[

 移転先6～10

 移転先11～15

 移転先16～20
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１　セキュリティゲートにて入退館管理をしている建物の中で、さらに入退室管理を行っている部屋に設
置したサーバ内に保管する。
２　サーバへのアクセスはＩＤ・パスワードによる認証が必要となる。
３　中間サーバ・プラットフォームにおける措置
（１）中間サーバ･プラットフォームは、政府情報システムのためのセキュリティ評価制度（ISMAP）に登録
されたクラウドサービス事業者が保有・管理する環境に設置し、設置場所のセキュリティ対策はクラウド
サービス事業者が実施する。なお、クラウドサービス事業者は、セキュリティ管理策が適切に実施されて
いるほか、次を満たしている。
・ISO/IEC27017、ISO/IEC27018 の認証を受けている。
・日本国内でデータを保管している。
（２）特定個人情報は、クラウドサービス事業者が保有・管理する環境に構築する中間サーバのデータ
ベース内に保存され、バックアップもデータベース上に保存される。

 ７．備考

-

9） 20年以上
10） 定められていない

 その妥当性 地方税法第17条の５により、課税より７年間経過までは保管が必要

[ 6年以上10年未満

 ③消去方法

１　②で定めた保存期間を超えたデータについて、システム上一括で消去する。（データベースから物理
的に削除する。）
２　中間サーバ・プラットフォームにおける措置
（１）特定個人情報の消去は地方公共団体からの操作によって実施されるため、通常、中間サーバ・プ
ラットフォームの保守・運用を行う事業者及びクラウドサービス事業者が特定個人情報を消去することは
ない。
（２）クラウドサービス事業者が保有・管理する環境において、障害やメンテナンス等によりディスクや
ハード等を交換する際は、クラウドサービス事業者において、政府情報システムのためのセキュリティ評
価制度（ISMAP）に準拠したデータの暗号化消去及び物理的破壊を行う。さらに、第三者の監査機関が
定期的に発行するレポートにより、クラウドサービス事業者において、確実にデータの暗号化消去及び
物理的破壊が行われていることを確認する。
（３）中間サーバー・プラットフォームの移行の際は、地方公共団体情報システム機構及び中間サー
バー・プラットフォームの事業者において、保存された情報が読み出しできないよう、データセンターに設
置しているディスクやハード等を物理的破壊により完全に消去する。

2） 1年 3） 2年

]

 ②保管期間

 期間

＜選択肢＞
1） 1年未満
4） 3年 5） 4年 6） 5年
7） 6年以上10年未満 8） 10年以上20年未満

 ６．特定個人情報の保管・消去

 ①保管場所　※
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Ⅱ　特定個人情報ファイルの概要
 １．特定個人情報ファイル名

滞納整理特定個人情報ファイル

 ２．基本情報

 ①ファイルの種類　※

＜選択肢＞

[ システム用ファイル ]

2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ③対象となる本人の範囲　※
市税滞納者及び滞納者の納税について関係を有する者のうち、個人番号を有する者（過去の滞納者も
含む）

1） システム用ファイル
2） その他の電子ファイル（表計算ファイル等）

 ②対象となる本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 10万人以上100万人未満 ]

[ ] 個人番号対応符号 [ ○ ] その他識別情報（内部番号）

2） 10項目以上50項目未満
3） 50項目以上100項目未満 4） 100項目以上

 主な記録項目　※

・識別情報

[ ○ ] 個人番号

 その必要性
１　地方税法、その他地方税に関する法律に基づき、住民に対して公正・公平な徴収をするため
２　個人を正確かつ迅速に特定し、滞納整理業務を効率的に行うため

 ④記録される項目

＜選択肢＞

[ 100項目以上 ] 1） 10項目未満

[ ○ ] その他住民票関係情報

・業務関係情報

[ ] 国税関係情報 [ ○ ] 地方税関係情報

・連絡先等情報

[ ○ ] 5情報（氏名、氏名の振り仮名、性別、生年月日、住所） [ ○ ] 連絡先（電話番号等）

] 障害者福祉関係情報

[ ] 生活保護・社会福祉関係情報 [ ] 介護・高齢者福祉関係情報

[ ] 健康・医療関係情報

[ ] 医療保険関係情報 [ ] 児童福祉・子育て関係情報 [

 その妥当性

１　個人番号、４情報
　本人確認に必要
２　その他識別情報（宛名番号）
　個人番号との紐付けに必要
３　その他住民票関係情報
　滞納の調査事務、納税義務者への問合せに必要
４　連絡先
　納税義務者への問合せに必要

 全ての記録項目 別添２を参照。

 ⑤保有開始日 平成27年7月1日

[ ] その他 （ ）

[ ] 学校・教育関係情報

[ ] 災害関係情報

[ ] 雇用・労働関係情報 [ ] 年金関係情報

 ⑥事務担当部署 さいたま市　財政局　税務部　収納対策課
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（ 区政推進部、市民税課、固定資産税課、国保年金課 ）

[ ○ ] 行政機関・独立行政法人等 （ 国税庁、地方公共団体情報システム機構 ）

 ３．特定個人情報の入手・使用

 ①入手元　※

[ ○ ] 本人又は本人の代理人

[ ○ ] 評価実施機関内の他部署

[ ] その他 （ ）

[ ] 民間事業者 （ ）

[ ○ ] 地方公共団体・地方独立行政法人 （ 他市町村 ）

] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。） [ ] フラッシュメモリ

[ ] 電子メール [ ] 専用線
 ②入手方法

[ ○ ] 紙 [

[ ○ ] その他 （

 ⑤本人への明示

１　本人又は本人の代理人、民間事業者からの入手
　番号法第14条第１項において明記されている。

２　庁内連携により入手
　番号法第14条第１項において、他の個人番号利用事務等実施者に対し個人番号の提供を求めること
ができる旨が規定され、明示されている。

３　地方公共団体情報システム機構からの入手
　番号法第14条第２項において、地方公共団体情報システム機構に対し機構保存確認情報の提供を求
めることができる旨が規定され、市町村が地方公共団体情報システム機構から機構保存本人確認情報
を入手することが明示されている。

 ⑥使用目的　※
１　地方税法、その他地方税に関する法律に基づき、住民に対して公正・公平な徴収をするため
２　個人を正確かつ迅速に特定し、滞納整理業務を効率的に行うため
３　事務全般で本人確認の際に個人番号を確認する事務が番号法により求められる。

 変更の妥当性 -

住民基本台帳ネットワークシステム ）

 ③入手の時期・頻度

１　本人又は本人の代理人、民間事業者からの入手
　滞納者自身ではない納税承継人等については、申請の際に本人より都度入手する。

２　庁内連携により入手
　市税の滞納者は、いずれかの市税の納税義務者であり、各賦課の時点で個人番号を特定した対象者
については、宛名番号を共有しているため同様に個人番号を特定することができる。

３　地方公共団体情報システム機構からの入手
　本人より個人番号の提供を受けられなかった場合、書類が返戻になり連絡がつかない場合等、調査が
必要になった場合において、機構から都度入手する。

 ④入手に係る妥当性

１　本人又は本人の代理人、民間事業者からの入手
　番号法第14条第１項において明記されている。

２　庁内連携により入手
　番号法第14条第１項において個人番号利用事務実施者は他の個人番号利用事務等実者に対して個
人番号の提供を求めることができるとされている。

３　地方公共団体情報システム機構からの入手
　番号法第14条第２項において明記されている。ただし通常の日常業務ではなく、調査が必要になった
場合に入手する。

[ ○ ] 庁内連携システム

[ ] 情報提供ネットワークシステム
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 ⑧使用方法　※
滞納整理業務全般
１　本人確認を行う際に個人番号を使用する。
２　本人特定の手段として個人番号を使用する。

 情報の突合　※ 内部識別番号の宛名番号と個人番号を紐付けて使用する。

 情報の統計分析
※

特定個人情報に関する統計分析については、滞納整理業務では実施しない。

 権利利益に影響を
与え得る決定　※

滞納者の財産の差押、換価、配当を行う。

2） 10人以上50人未満
3） 50人以上100人未満 4） 100人以上500人未満
5） 500人以上1,000人未満 6） 1,000人以上

 ⑦使用の主体

 使用部署
※

北部・南部市税事務所納税課、納税調査課、収納対策課

 使用者数

＜選択肢＞

[ 100人以上500人未満 ] 1） 10人未満

 ⑨使用開始日 平成28年1月1日
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 ②取扱いを委託する特定個
人情報ファイルの範囲

＜選択肢＞

[ 特定個人情報ファイルの全体 ] 1） 特定個人情報ファイルの全体
2） 特定個人情報ファイルの一部

（ 6 ）　件

 委託事項1
統合基盤システム（中間サーバー、総合宛名システム、番号連携サーバ、連携基盤システム（庁内連携
システム）)に関するシステム保守

 ①委託内容 統合基盤システムのパッケージアプリケーション保守及び職員からの問い合わせに対する調査　等

 ４．特定個人情報ファイルの取扱いの委託

 委託の有無　※
[ 委託する ] ＜選択肢＞

1） 委託する 2） 委託しない

4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 対象となる本人の
範囲　※

統合基盤システムに登録されている者のうち、個人番号を有する者

 その妥当性
システムの運用・保守作業を実施するために、特定個人情報ファイル全体を委託の対象にする必要が
ある

 対象となる本人の
数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 10万人以上100万人未満 ] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満

5） 500人以上1,000人未満 6） 1,000人以上

 ④委託先への特定個人情報
ファイルの提供方法

[ ] 専用線 [ ] 電子メール

 ③委託先における取扱者数

＜選択肢＞

[ 10人以上50人未満 ] 1） 10人未満 2） 10人以上50人未満
3） 50人以上100人未満 4） 100人以上500人未満

 ⑤委託先名の確認方法 委託先決定後の契約公報

 ⑥委託先名 富士通Japan株式会社

再
委
託

 ⑦再委託の有無　※

＜選択肢＞

[ 再委託する

[ ○ ] その他 （ 提供しない ）

[ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [ ] 紙

 ⑨再委託事項 システム等のパッケージアプリケーション保守及び職員からの問い合わせに対する調査　等

] 1） 再委託する 2） 再委託しない

 ⑧再委託の許諾方法
再委託の必要がある場合は、あらかじめ委託先と書面による協議を行い、再委託の必要性、再委託す
る業務内容及び再委託先のセキュリティ管理体制を確認した上で許諾する。
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 ②取扱いを委託する特定個
人情報ファイルの範囲

＜選択肢＞

[ 特定個人情報ファイルの全体 ] 1） 特定個人情報ファイルの全体
2） 特定個人情報ファイルの一部

 委託事項2～5

 委託事項2
統合基盤システム（中間サーバー、総合宛名システム、番号連携サーバ、連携基盤システム（庁内連携
システム）)に関するハードウェア保守

 ①委託内容 統合基盤システムのハードウェア保守作業　等

4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 対象となる本人の
範囲　※

統合基盤システムに登録されている者のうち、個人番号を有する者

 その妥当性
システムの運用・保守作業を実施するために、特定個人情報ファイル全体を委託の対象にする必要が
ある

 対象となる本人の
数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 10万人以上100万人未満 ] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満

5） 500人以上1,000人未満 6） 1,000人以上

 ④委託先への特定個人情報
ファイルの提供方法

[ ] 専用線 [ ] 電子メール

 ③委託先における取扱者数

＜選択肢＞

[ 10人以上50人未満 ] 1） 10人未満 2） 10人以上50人未満
3） 50人以上100人未満 4） 100人以上500人未満

 ⑤委託先名の確認方法 委託先が決定した際には、入札結果として公表している。

 ⑥委託先名 株式会社オーイーシー

再
委
託

 ⑦再委託の有無　※

＜選択肢＞

[ 再委託しない

[ ○ ] その他 （ 提供しない ）

[ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [ ] 紙

 ⑨再委託事項

] 1） 再委託する 2） 再委託しない

 ⑧再委託の許諾方法
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 ②取扱いを委託する特定個
人情報ファイルの範囲

＜選択肢＞

[ 特定個人情報ファイルの全体 ] 1） 特定個人情報ファイルの全体
2） 特定個人情報ファイルの一部

 委託事項3 滞納整理システムのアプリケーション保守

 ①委託内容
アプリケーションに関する要望対応、障害対応、税制改正対応を行う。また職員からの問合せ対応や調
査、作業指示書に基づくデータ抽出などを行う。

4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 対象となる本人の
範囲　※

市税滞納者及び滞納者の納税について関係を有する者のうち、個人番号を有する者（過去の滞納者も
含む）

 その妥当性 委託先が著作権を有するパッケージシステムを使用しているため

 対象となる本人の
数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 10万人以上100万人未満 ] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満

5） 500人以上1,000人未満 6） 1,000人以上

 ④委託先への特定個人情報
ファイルの提供方法

[ ○ ] 専用線 [ ] 電子メール

 ③委託先における取扱者数

＜選択肢＞

[ 10人未満 ] 1） 10人未満 2） 10人以上50人未満
3） 50人以上100人未満 4） 100人以上500人未満

 ⑤委託先名の確認方法 委託先決定後の契約公報

 ⑥委託先名 富士通Japan株式会社

再
委
託

 ⑦再委託の有無　※

＜選択肢＞

[ 再委託する

[ ] その他 （ ）

[ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [ ] 紙

 ⑨再委託事項 滞納整理システムのアプリケーション保守の一部

] 1） 再委託する 2） 再委託しない

 ⑧再委託の許諾方法
再委託の必要がある場合は、あらかじめ委託先と書面による協議を行い、再委託の必要性、再委託す
る業務内容及び再委託先のセキュリティ管理体制を確認した上で許諾する。
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 ②取扱いを委託する特定個
人情報ファイルの範囲

＜選択肢＞

[ 特定個人情報ファイルの全体 ] 1） 特定個人情報ファイルの全体
2） 特定個人情報ファイルの一部

 委託事項4 番号連携サーバ等のシステム運用

 ①委託内容
番号連携サーバ等の稼働監視等のシステム運用作業、職員からの問合せに対する調査、作業指示に
基づくデータ抽出等を行う。

4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 対象となる本人の
範囲　※

住民基本台帳に登録されている者のうち、個人番号を有する者

 その妥当性 基幹系システムの運用は専門知識が必要なため

 対象となる本人の
数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 10万人以上100万人未満 ] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満

6） 1,000人以上

 ④委託先への特定個人情報
ファイルの提供方法

[ ○ ] 専用線 [ ] 電子メール [

 ③委託先における取扱者数

＜選択肢＞

[ 10人以上50人未満 ] 1） 10人未満 2） 10人以上50人未満
3） 50人以上100人未満 4） 100人以上500人未満
5） 500人以上1,000人未満

 ⑤委託先名の確認方法 委託先決定後の契約公報

 ⑥委託先名 AGS株式会社

再
委
託

 ⑦再委託の有無　※

＜選択肢＞

[ 再委託しない

[ ○ ] その他 （ 運用管理拠点 ）

] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [ ] 紙

 ⑨再委託事項

] 1） 再委託する 2） 再委託しない

 ⑧再委託の許諾方法
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 ②取扱いを委託する特定個
人情報ファイルの範囲

＜選択肢＞

[ 特定個人情報ファイルの全体 ] 1） 特定個人情報ファイルの全体
2） 特定個人情報ファイルの一部

 委託事項5 滞納整理システムのシステム運用

 ①委託内容 システムの運用管理、バッチ処理の実行、オンライン稼働監視などを行う。

4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 対象となる本人の
範囲　※

市税滞納者及び滞納者の納税について関係を有する者のうち、個人番号を有する者（過去の滞納者も
含む）

 その妥当性 基幹系システムの運用は専門知識が必要なため

 対象となる本人の
数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 10万人以上100万人未満 ] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満

5） 500人以上1,000人未満 6） 1,000人以上

 ④委託先への特定個人情報
ファイルの提供方法

[ ○ ] 専用線 [ ] 電子メール

 ③委託先における取扱者数

＜選択肢＞

[ 10人未満 ] 1） 10人未満 2） 10人以上50人未満
3） 50人以上100人未満 4） 100人以上500人未満

 ⑤委託先名の確認方法 委託先決定後の契約公報

 ⑥委託先名 AGS株式会社

再
委
託

 ⑦再委託の有無　※

＜選択肢＞

[ 再委託しない

[ ] その他 （ ）

[ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [ ] 紙

 ⑨再委託事項

] 1） 再委託する 2） 再委託しない

 ⑧再委託の許諾方法
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 ②取扱いを委託する特定個
人情報ファイルの範囲

＜選択肢＞

[ 特定個人情報ファイルの一部 ] 1） 特定個人情報ファイルの全体
2） 特定個人情報ファイルの一部

 委託事項6～10

 委託事項6 納税コールセンターにおける電話催告事務

 ①委託内容
納期限を過ぎても納付が確認できない対象者を抽出した電話催告対象者リストを用い、電話にて納税の
呼びかけを行う。

4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 対象となる本人の
範囲　※

納期限を過ぎても納付が確認できない者のうち、個人番号を有する者

 その妥当性
公権力の行使にあたらない納税の呼びかけを行う業務であり、また夜間や休日等の実施が効果的であ
るため

 対象となる本人の
数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 1万人以上10万人未満 ] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満

5） 500人以上1,000人未満 6） 1,000人以上

 ④委託先への特定個人情報
ファイルの提供方法

[ ○ ] 専用線 [ ] 電子メール

 ③委託先における取扱者数

＜選択肢＞

[ 10人以上50人未満 ] 1） 10人未満 2） 10人以上50人未満
3） 50人以上100人未満 4） 100人以上500人未満

 ⑤委託先名の確認方法 委託先決定後に市ホームページにて公表

 ⑥委託先名 株式会社アイ・シー・アール

再
委
託

 ⑦再委託の有無　※

＜選択肢＞

[ 再委託しない

[ ] その他 （ ）

[ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [ ] 紙

 ⑨再委託事項

] 1） 再委託する 2） 再委託しない

 ⑧再委託の許諾方法

 委託事項11～15

 委託事項16～20
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[ ] 行っていない

 提供先1 官公署または行政機関

 ①法令上の根拠 番号法第19条第1項第第9号

[ ○ ] 移転を行っている （ 5 ） 件

 ５．特定個人情報の提供・移転（委託に伴うものを除く。）

 提供・移転の有無
[ ○ ] 提供を行っている （ 1 ） 件

 ⑤提供する情報の対象となる
本人の範囲

市税滞納者及び滞納者の納税について関係を有する者のうち、個人番号を有する者（過去の滞納者も
含む）

 ⑥提供方法

[ ] 情報提供ネットワークシステム [ ] 専用線

[

] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ②提供先における用途 実態調査のため

 ③提供する情報 「２．④記録される項目」のうち、個人番号、４情報、地方税関係情報

 ④提供する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 10万人以上100万人未満

 ⑦時期・頻度 実態調査を行う都度

 提供先2～5

] 紙

[ ] その他 （ ）

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [ ○

 提供先6～10

 提供先11～15

 提供先16～20
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 移転先1 福祉局　長寿応援部　介護保険課

 ①法令上の根拠 番号法第９条第２項、さいたま市個人番号の利用に関する条例第４条第２項又は第３項

 ⑤移転する情報の対象となる
本人の範囲

介護保険料滞納者及びその相続人等

 ⑥移転方法

[ ] 庁内連携システム [ ] 専用線

[

] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ②移転先における用途 介護保険料の徴収事務等

 ③移転する情報 「２．④記録される項目」のうち、個人番号、４情報、連絡先、地方税関係情報

 ④移転する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 1万人以上10万人未満

 ⑦時期・頻度 照会を受けたら都度

 移転先2～5

 移転先2 福祉局　生活福祉部　国保年金課

 ①法令上の根拠 番号法第９条第２項、さいたま市個人番号の利用に関する条例第４条第２項又は第３項

] 紙

[ ] その他 （ ）

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [ ○

 ⑤移転する情報の対象となる
本人の範囲

後期高齢者医療保険料滞納者及びその相続人等

 ⑥移転方法

[ ] 庁内連携システム [ ] 専用線

[

] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ②移転先における用途 後期高齢者医療保険料の徴収事務等

 ③移転する情報 「２．④記録される項目」のうち、個人番号、４情報、連絡先、地方税関係情報

 ④移転する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 1万人以上10万人未満

 ⑦時期・頻度 照会を受けたら都度

] 紙

[ ] その他 （ ）

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [ ○

136



 移転先3 福祉局　生活福祉部　生活福祉課

 ①法令上の根拠 番号法第９条第２項、さいたま市個人番号の利用に関する条例第４条第２項又は第３項

 ⑤移転する情報の対象となる
本人の範囲

生活保護費の返還金、徴収金滞納者及びその相続人等

 ⑥移転方法

[ ] 庁内連携システム [ ] 専用線

[

] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ②移転先における用途 生活保護費の返還金及び徴収金の徴収事務等

 ③移転する情報 「２．④記録される項目」のうち、個人番号、４情報、連絡先、地方税関係情報

 ④移転する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 1万人未満

 ⑦時期・頻度 照会を受けたら都度

 移転先4 子ども未来局　子育て未来部　幼児・放課後児童課

 ①法令上の根拠 番号法第９条第２項、さいたま市個人番号の利用に関する条例第４条第２項又は第３項

] 紙

[ ] その他 （ ）

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [ ○

 ⑤移転する情報の対象となる
本人の範囲

放課後児童健全育成事業保護者負担金滞納者及びその相続人等

 ⑥移転方法

[ ] 庁内連携システム [ ] 専用線

[

] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ②移転先における用途 放課後児童健全育成事業保護者負担金の徴収事務等

 ③移転する情報 「２．④記録される項目」のうち、個人番号、４情報、連絡先、地方税関係情報

 ④移転する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 1万人未満

 ⑦時期・頻度 照会を受けたら都度

] 紙

[ ] その他 （ ）

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [ ○
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 移転先5 子ども未来局　子育て未来部　保育課

 ①法令上の根拠 番号法第９条第２項、さいたま市個人番号の利用に関する条例第４条第２項又は第３項

 ⑤移転する情報の対象となる
本人の範囲

保育施設等利用者負担額滞納者及びその相続人等

 ⑥移転方法

[ ] 庁内連携システム [ ] 専用線

[

] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ②移転先における用途 保育施設等利用者負担額の徴収事務等

 ③移転する情報 「２．④記録される項目」のうち、個人番号、４情報、連絡先、地方税関係情報

 ④移転する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 1万人未満

 ⑦時期・頻度 照会を受けたら都度

 移転先6～10

] 紙

[ ] その他 （ ）

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [ ○

 移転先11～15

 移転先16～20
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 ６．特定個人情報の保管・消去

 ①保管場所　※

１　セキュリティゲートにて入退館管理をしている建物の中で、さらに入退室管理を行っている部屋に設
置したサーバ内に保管する。
２　サーバへのアクセスはＩＤ・パスワードによる認証が必要となる。
３　中間サーバ・プラットフォームにおける措置
（１）中間サーバ・プラットフォームはデータセンタ－に設置している。データセンタ－への入館、及びサー
バ室への入室を行う際は、警備員などにより顔写真入りの身分証明書と事前申請との照合を行う。
（２）特定個人情報は、サーバ室に設置された中間サーバのデータベース内に保存され、バックアップも
データベース上に保存される。

 ②保管期間

 期間

＜選択肢＞
1） 1年未満

 ③消去方法

１　②で定めた保存期間を超えたデータについて、システム上一括で消去する。（データベースから物理
的に削除する。）
２　中間サーバ・プラットフォームにおける措置
（１）特定個人情報の消去は地方公共団体からの操作によって実施されるため、通常、中間サーバ・プ
ラットフォームの保守・運用を行う事業者が特定個人情報を消去することはない。
（２）ディスク交換やハード更改等の際は、中間サーバ・プラットフォームの保守・運用を行う事業者にお
いて、保存された情報が読み出しできないよう、物理的破壊して完全に消去する。

 ７．備考

-

9） 20年以上
10） 定められていない

 その妥当性

１　地方税法18条により徴収権は原則として法定納期限の翌日から起算して５年間行使しない場合に
は、時効により消滅する。しかしながら時効の中断・停止により時効の完成が５年を経過することもあり
得るため、時効完成後に削除する。（保管期間を20年以上とする。）
２　納期限内に納付される一般的な特定個人情報については、10年未満で削除する。

2） 1年 3） 2年

[ 20年以上 ] 4） 3年 5） 4年 6） 5年
7） 6年以上10年未満 8） 10年以上20年未満
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Ⅱ　特定個人情報ファイルの概要
 １．特定個人情報ファイル名

収納特定個人情報ファイル

 ２．基本情報

 ①ファイルの種類　※

＜選択肢＞

[ システム用ファイル ]

2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ③対象となる本人の範囲　※
市税納税者及び納税者の納税について関係を有する者のうち、個人番号を有する者（過去の納税者も
含む）

1） システム用ファイル
2） その他の電子ファイル（表計算ファイル等）

 ②対象となる本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 100万人以上1,000万人未満 ]

[ ] 個人番号対応符号 [ ○ ] その他識別情報（内部番号）

2） 10項目以上50項目未満
3） 50項目以上100項目未満 4） 100項目以上

 主な記録項目　※

・識別情報

[ ○ ] 個人番号

 その必要性
１　地方税法、その他地方税に関する法律に基づき、住民に対して公正・公平な徴収をするため
２　個人を正確かつ迅速に特定し、収納業務を効率的に行うため

 ④記録される項目

＜選択肢＞

[ 100項目以上 ] 1） 10項目未満

[ ○ ] その他住民票関係情報

・業務関係情報

[ ] 国税関係情報 [ ○ ] 地方税関係情報

・連絡先等情報

[ ○ ] 5情報（氏名、氏名の振り仮名、性別、生年月日、住所） [ ○ ] 連絡先（電話番号等）

] 障害者福祉関係情報

[ ] 生活保護・社会福祉関係情報 [ ] 介護・高齢者福祉関係情報

[ ] 健康・医療関係情報

[ ] 医療保険関係情報 [ ] 児童福祉・子育て関係情報 [

 その妥当性

１　個人番号、４情報
　本人確認に必要
２　その他識別情報（宛名番号）
　個人番号との紐付けに必要
３　その他住民票関係情報
　収納の調査事務、納税義務者への問合せに必要
４　連絡先
　納税義務者への問合せに必要
５　その他
　　個人情報に紐づけられた公金受取口座への給付を希望する場合に必要

 全ての記録項目 別添２を参照。

 ⑤保有開始日 平成27年7月1日

[ ○ ] その他 （ 口座登録・連携ファイル関係情報 ）

[ ] 学校・教育関係情報

[ ] 災害関係情報

[ ] 雇用・労働関係情報 [ ] 年金関係情報

 ⑥事務担当部署 さいたま市　財政局　税務部　収納対策課
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（ 区政推進部、市民税課、固定資産税課、国保年金課 ）

[ ○ ] 行政機関・独立行政法人等 （ 地方公共団体情報システム機構、デジタル庁 ）

 ３．特定個人情報の入手・使用

 ①入手元　※

[ ○ ] 本人又は本人の代理人

[ ○ ] 評価実施機関内の他部署

[ ] その他 （ ）

[ ] 民間事業者 （ ）

[ ] 地方公共団体・地方独立行政法人 （ ）

] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。） [ ] フラッシュメモリ

[ ] 電子メール [ ] 専用線
 ②入手方法

[ ○ ] 紙 [

[ ○ ] その他 （

 ⑤本人への明示

１　本人又は本人の代理人、民間事業者からの入手
　番号法第14条第１項において明記されている。

２　庁内連携により入手
　番号法第14条第１項において、他の個人番号利用事務等実施者に対し個人番号の提供を求めること
ができる旨が規定され、明示されている。

３　地方公共団体情報システム機構からの入手
　番号法第14条第２項において、地方公共団体情報システム機構に対し機構保存確認情報の提供を求
めることができる旨が規定され、市町村が地方公共団体情報システム機構から機構保存本人確認情報
を入手することが明示されている。

 ⑥使用目的　※
１　地方税法、その他地方税に関する法律に基づき、住民に対して公正・公平な徴収をするため
２　個人を正確かつ迅速に特定し、収納業務を効率的に行うため
３　事務全般で本人確認の際に個人番号を確認する事務が番号法により求められる。

 変更の妥当性 -

住民基本台帳ネットワークシステム ）

 ③入手の時期・頻度

１　本人又は本人の代理人、民間事業者からの入手
　納税者自身ではない納税管理人、納税承継人等については、申請の際に本人より都度入手する。

２　庁内連携により入手
　収納特定個人情報ファイルの対象者は、いずれかの市税の納税義務者であり、各賦課の時点で個人
番号を特定した対象者については、宛名番号を共有しているため同様に個人番号を特定することができ
る。

３　地方公共団体情報システム機構からの入手
　本人より個人番号の提供を受けられなかった場合、書類が返戻になり連絡がつかない場合等、調査が
必要になった場合において、機構から都度入手する。

 ④入手に係る妥当性

１　本人又は本人の代理人、民間事業者からの入手
　番号法第14条第１項において明記されている。

２　庁内連携により入手
　番号法第14条第１項において個人番号利用事務実施者は他の個人番号利用事務等実者に対して個
人番号の提供を求めることができるとされている。

３　地方公共団体情報システム機構からの入手
　番号法第14条第２項において明記されている。ただし通常の日常業務ではなく、調査が必要になった
場合に入手する。

[ ○ ] 庁内連携システム

[ ] 情報提供ネットワークシステム

2） 10人以上50人未満
3） 50人以上100人未満 4） 100人以上500人未満
5） 500人以上1,000人未満 6） 1,000人以上

 ⑦使用の主体

 使用部署
※

北部・南部市税事務所納税課、納税調査課、収納対策課

 使用者数

＜選択肢＞

[ 100人以上500人未満 ] 1） 10人未満
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 ⑧使用方法　※
収納業務全般
１　本人確認を行う際に個人番号を使用する。
２　本人特定の手段として個人番号を使用する。

 情報の突合　※ 内部識別番号である宛名番号と個人番号を紐付けて使用する。

 情報の統計分析
※

特定個人情報に関する統計分析については、収納業務では実施しない。

 権利利益に影響を
与え得る決定　※

課税調定と納付状況から還付・充当を実施する。また納期限経過後も納付が確認できない場合は、差
押等の滞納処分の前提となる督促状を送付する。

 ⑨使用開始日 平成28年1月1日
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 ②取扱いを委託する特定個
人情報ファイルの範囲

＜選択肢＞

[ 特定個人情報ファイルの全体 ] 1） 特定個人情報ファイルの全体
2） 特定個人情報ファイルの一部

（ 6 ）　件

 委託事項1
統合基盤システム（中間サーバー、総合宛名システム、番号連携サーバ、連携基盤システム（庁内連携
システム）)に関するシステム保守

 ①委託内容 統合基盤システムのパッケージアプリケーション保守及び職員からの問い合わせに対する調査　等

 ４．特定個人情報ファイルの取扱いの委託

 委託の有無　※
[ 委託する ] ＜選択肢＞

1） 委託する 2） 委託しない

4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 対象となる本人の
範囲　※

統合基盤システムに登録されている者のうち、個人番号を有する者

 その妥当性
システムの運用・保守作業を実施するために、特定個人情報ファイル全体を委託の対象にする必要が
ある

 対象となる本人の
数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 100万人以上1,000万人未満 ] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満

5） 500人以上1,000人未満 6） 1,000人以上

 ④委託先への特定個人情報
ファイルの提供方法

[ ] 専用線 [ ] 電子メール

 ③委託先における取扱者数

＜選択肢＞

[ 10人以上50人未満 ] 1） 10人未満 2） 10人以上50人未満
3） 50人以上100人未満 4） 100人以上500人未満

 ⑤委託先名の確認方法 委託先決定後の契約公報

 ⑥委託先名 富士通Japan株式会社

再
委
託

 ⑦再委託の有無　※

＜選択肢＞

[ 再委託する

[ ○ ] その他 （ 提供しない ）

[ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [ ] 紙

 ⑨再委託事項 システム等のパッケージアプリケーション保守及び職員からの問い合わせに対する調査　等

] 1） 再委託する 2） 再委託しない

 ⑧再委託の許諾方法
再委託の必要がある場合は、あらかじめ委託先と書面による協議を行い、再委託の必要性、再委託す
る業務内容及び再委託先のセキュリティ管理体制を確認した上で許諾する。
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 ②取扱いを委託する特定個
人情報ファイルの範囲

＜選択肢＞

[ 特定個人情報ファイルの全体 ] 1） 特定個人情報ファイルの全体
2） 特定個人情報ファイルの一部

 委託事項2～5

 委託事項2
統合基盤システム（中間サーバー、総合宛名システム、番号連携サーバ、連携基盤システム（庁内連携
システム）)に関するハードウェア保守

 ①委託内容 統合基盤システムのハードウェア保守作業　等

4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 対象となる本人の
範囲　※

統合基盤システムに登録されている者のうち、個人番号を有する者

 その妥当性
システムの運用・保守作業を実施するために、特定個人情報ファイル全体を委託の対象にする必要が
ある

 対象となる本人の
数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 100万人以上1,000万人未満 ] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満

5） 500人以上1,000人未満 6） 1,000人以上

 ④委託先への特定個人情報
ファイルの提供方法

[ ] 専用線 [ ] 電子メール

 ③委託先における取扱者数

＜選択肢＞

[ 10人以上50人未満 ] 1） 10人未満 2） 10人以上50人未満
3） 50人以上100人未満 4） 100人以上500人未満

 ⑤委託先名の確認方法 委託先が決定した際には、入札結果として公表している。

 ⑥委託先名 株式会社オーイーシー

再
委
託

 ⑦再委託の有無　※

＜選択肢＞

[ 再委託しない

[ ○ ] その他 （ 提供しない ）

[ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [ ] 紙

 ⑨再委託事項

] 1） 再委託する 2） 再委託しない

 ⑧再委託の許諾方法

144



 ②取扱いを委託する特定個
人情報ファイルの範囲

＜選択肢＞

[ 特定個人情報ファイルの全体 ] 1） 特定個人情報ファイルの全体
2） 特定個人情報ファイルの一部

 委託事項3 税収納システムのアプリケーション保守

 ①委託内容
アプリケーションに関する要望対応、障害対応、税制改正対応を行う。また職員からの問合せ対応や調
査、作業指示書に基づくデータ抽出などを行う。

4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 対象となる本人の
範囲　※

市税納税者及び納税者の納税について関係を有する者のうち、個人番号を有する者（過去の納税者も
含む）

 その妥当性 委託先が著作権を有するパッケージシステムを使用しているため

 対象となる本人の
数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 100万人以上1,000万人未満 ] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満

5） 500人以上1,000人未満 6） 1,000人以上

 ④委託先への特定個人情報
ファイルの提供方法

[ ○ ] 専用線 [ ] 電子メール

 ③委託先における取扱者数

＜選択肢＞

[ 10人未満 ] 1） 10人未満 2） 10人以上50人未満
3） 50人以上100人未満 4） 100人以上500人未満

 ⑤委託先名の確認方法 委託先決定後の契約公報

 ⑥委託先名 富士通Japan株式会社

再
委
託

 ⑦再委託の有無　※

＜選択肢＞

[ 再委託する

[ ] その他 （ ）

[ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [ ] 紙

 ⑨再委託事項 税収納システムのアプリケーション保守の一部

] 1） 再委託する 2） 再委託しない

 ⑧再委託の許諾方法
再委託の必要がある場合は、あらかじめ委託先と書面による協議を行い、再委託の必要性、再委託す
る業務内容及び再委託先のセキュリティ管理体制を確認した上で許諾する。
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 ②取扱いを委託する特定個
人情報ファイルの範囲

＜選択肢＞

[ 特定個人情報ファイルの全体 ] 1） 特定個人情報ファイルの全体
2） 特定個人情報ファイルの一部

 委託事項4 番号連携サーバ等のシステム運用

 ①委託内容
番号連携サーバ等の稼働監視等のシステム運用作業、職員からの問合せに対する調査、作業指示に
基づくデータ抽出等を行う。

4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 対象となる本人の
範囲　※

番号連携サーバ等に登録されている者のうち、個人番号を有する者

 その妥当性 基幹系システムの運用は専門知識が必要なため

 対象となる本人の
数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 100万人以上1,000万人未満 ] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満

6） 1,000人以上

 ④委託先への特定個人情報
ファイルの提供方法

[ ○ ] 専用線 [ ] 電子メール [

 ③委託先における取扱者数

＜選択肢＞

[ 10人以上50人未満 ] 1） 10人未満 2） 10人以上50人未満
3） 50人以上100人未満 4） 100人以上500人未満
5） 500人以上1,000人未満

 ⑤委託先名の確認方法 委託先決定後の契約公報

 ⑥委託先名 AGS株式会社

再
委
託

 ⑦再委託の有無　※

＜選択肢＞

[ 再委託しない

[ ○ ] その他 （ 運用管理拠点 ）

] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [ ] 紙

 ⑨再委託事項

] 1） 再委託する 2） 再委託しない

 ⑧再委託の許諾方法

146



 ②取扱いを委託する特定個
人情報ファイルの範囲

＜選択肢＞

[ 特定個人情報ファイルの全体 ] 1） 特定個人情報ファイルの全体
2） 特定個人情報ファイルの一部

 委託事項5 税収納システムのシステム運用

 ①委託内容 システムの運用管理、バッチ処理の実行、オンライン稼働監視などを行う。

4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 対象となる本人の
範囲　※

市税滞納者及び滞納者の納税について関係を有する者のうち、個人番号を有する者（過去の滞納者も
含む）

 その妥当性 基幹系システムの運用は専門知識が必要なため

 対象となる本人の
数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 100万人以上1,000万人未満 ] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満

5） 500人以上1,000人未満 6） 1,000人以上

 ④委託先への特定個人情報
ファイルの提供方法

[ ○ ] 専用線 [ ] 電子メール

 ③委託先における取扱者数

＜選択肢＞

[ 10人未満 ] 1） 10人未満 2） 10人以上50人未満
3） 50人以上100人未満 4） 100人以上500人未満

 ⑤委託先名の確認方法 委託先決定後の契約公報

 ⑥委託先名 AGS株式会社

再
委
託

 ⑦再委託の有無　※

＜選択肢＞

[ 再委託しない

[ ] その他 （ ）

[ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [ ] 紙

 ⑨再委託事項

] 1） 再委託する 2） 再委託しない

 ⑧再委託の許諾方法
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 ②取扱いを委託する特定個
人情報ファイルの範囲

＜選択肢＞

[ 特定個人情報ファイルの一部 ] 1） 特定個人情報ファイルの全体
2） 特定個人情報ファイルの一部

 委託事項6～10

 委託事項6 消込及び過誤納金の還付・充当、口座振替作業

 ①委託内容
市税徴収金の消込（収入整理）処理、市税過誤納金の還付・充当・振替処理、過誤納金還付（充当）通
知書等の封入封緘及び発送、市税口座データベースの作成・加工及びメンテナンス、市税督促状・催告
書引抜作業を行う。

4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 対象となる本人の
範囲　※

市税納税者及び納税者の納税について関係を有する者のうち、個人番号を有する者（過去の納税者も
含む）

 その妥当性
当該業務については、調定収入状況を総合的に勘案する必要があるため、その過程で課税資料等の個
人番号記載書類も確認する必要があるため

 対象となる本人の
数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 100万人以上1,000万人未満 ] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満

5） 500人以上1,000人未満 6） 1,000人以上

 ④委託先への特定個人情報
ファイルの提供方法

[ ] 専用線 [ ] 電子メール

 ③委託先における取扱者数

＜選択肢＞

[ 10人未満 ] 1） 10人未満 2） 10人以上50人未満
3） 50人以上100人未満 4） 100人以上500人未満

 ⑤委託先名の確認方法 委託先決定後に市ホームページにて公表

 ⑥委託先名 アイル・コーポレーション株式会社

再
委
託

 ⑦再委託の有無　※

＜選択肢＞

[ 再委託しない

[ ○ ] その他 （ オンライン ）

[ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [ ○ ] 紙

 ⑨再委託事項

] 1） 再委託する 2） 再委託しない

 ⑧再委託の許諾方法

 委託事項11～15

 委託事項16～20
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[ ○ ] 行っていない

 提供先1

 ①法令上の根拠

[ ] 移転を行っている （ ） 件

 ５．特定個人情報の提供・移転（委託に伴うものを除く。）

 提供・移転の有無
[ ] 提供を行っている （ ） 件

 ⑤提供する情報の対象となる
本人の範囲

 ⑥提供方法

[ ] 情報提供ネットワークシステム [ ] 専用線

[

] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ②提供先における用途

 ③提供する情報

 ④提供する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[

 ⑦時期・頻度

 提供先2～5

] 紙

[ ] その他 （ ）

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [

 提供先6～10

 提供先11～15

 提供先16～20

 移転先1

 ①法令上の根拠

 ⑤移転する情報の対象となる
本人の範囲

 ⑥移転方法

[ ] 庁内連携システム [ ] 専用線

[

] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ②移転先における用途

 ③移転する情報

 ④移転する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[

 ⑦時期・頻度

 移転先2～5

] 紙

[ ] その他 （ ）

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [

 移転先11～15

 移転先16～20
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 ６．特定個人情報の保管・消去

 ①保管場所　※

１　セキュリティゲートにて入退館管理をしている建物の中で、さらに入退室管理を行っている部屋に設
置したサーバ内に保管する。
２　サーバへのアクセスはＩＤ・パスワードによる認証が必要となる。
３　中間サーバ・プラットフォームにおける措置
（１）中間サーバ・プラットフォームはデータセンタ－に設置している。データセンタ－への入館、及びサー
バ室への入室を行う際は、警備員などにより顔写真入りの身分証明書と事前申請との照合を行う。
（２）特定個人情報は、サーバ室に設置された中間サーバのデータベース内に保存され、バックアップも
データベース上に保存される。

 ②保管期間

 期間

＜選択肢＞
1） 1年未満

 ③消去方法

１　②で定めた保存期間を超えたデータについて、システム上一括で消去する。（データベースから物理
的に削除する。）
２　中間サーバ・プラットフォームにおける措置
（１）特定個人情報の消去は地方公共団体からの操作によって実施されるため、通常、中間サーバ・プ
ラットフォームの保守・運用を行う事業者が特定個人情報を消去することはない。
（２）ディスク交換やハード更改等の際は、中間サーバ・プラットフォームの保守・運用を行う事業者にお
いて、保存された情報が読み出しできないよう、物理的破壊して完全に消去する。

 ７．備考

-

9） 20年以上
10） 定められていない

 その妥当性

１　地方税法18条により徴収権は原則として法定納期限の翌日から起算して５年間行使しない場合に
は、時効により消滅する。しかしながら時効の中断・停止により時効の完成が5年を経過することもあり得
るため、不納欠損後に削除する。（保管期間を20年以上とする。）
２　納期限内に納付される一般的な特定個人情報については、10年未満で削除する。

2） 1年 3） 2年

[ 20年以上 ] 4） 3年 5） 4年 6） 5年
7） 6年以上10年未満 8） 10年以上20年未満
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 （別添２） 特定個人情報ファイル記録項目

１更新年月日、２更新時刻、３更新職員番号、４更新端末ＩＤ、５更新アクセスコード、６更新プログラムＩＤ、７前回更新年月日、８前回更新
時刻、９前回更新職員番号、１０前回更新端末ＩＤ、１１前回更新アクセスコード、１２前回更新プログラムＩＤ、１３削除フラグ、１４排他フラ
グ、１５自治体識別コード、１６課税年度、１７宛名番号、１８自治体コード、１９履歴番号、２０世帯番号、２１続柄コード、２２生年月日、２３
前年１２月３１日年齢、２４本年１月１日年齢、２５性別コード、２６個人法人詳細区分、２７個人基本種別コード、２８個人基本廃止理由
コード、２９翌年廃止理由コード、３０前年死亡フラグ、３１外字フラグ、３２通称名優先区分、３３在留の資格コード、３４在留期間開始日、
３５在留期間終了日、３６カナ氏名、３７検索カナ氏名、３８漢字氏名、３９カナ通称名、４０漢字通称名、４１市内市外区分、４２市外住所
コード、４３住所自治体コード、４４住所町名コード、４５住所番地コード、４６住所枝番コード、４７住所小枝番コード、４８住所枝番３コード、
４９住所番地編集区分、５０住所、５１方書、５２宛名異動日、５３宛名異動理由コード、５４住民日、５５住定日、５６消除日、５７納税者番
号、５８本籍地、５９筆頭者名、６０本人障害区分、６１生活扶助区分、６２個人基本寡フ区分、６３個人基本勤学区分、６４無申告調査結
果コード、６５無申告調査結果内容、６６特記コード、６７特記情報、６８翌年申告書発送区分、６９住登地登録フラグ、７０生活扶助開始
日、７１生活扶助廃止日、７２無申告調査コード、７３住民税申告書通知日、７４催告通知書通知日、７５最終催告通知書通知日、７６住登
地市外住所コード、７７住登地住所、７８住登地方書、７９基礎年金番号、８０基礎年金番号付設レベル、８１年金保険者番号、８２年金
コード、８３扶養関連者区分、８４扶養関連者種別コード、８５扶養関連者宛名番号、８６扶養関連者自治体コード、８７扶養関連者状態区
分、８８扶養関連者異動事由コード、８９否認理由コード、９０専従者給与額、９１指定番号、９２収納指定番号、９３関連指定番号、９４総
括表区分、９５納入書区分、９６媒体区分、９７納期特例区分、９８納期特例開始年月、９９納期特例終了年月、１００事業所廃止理由、１
０１廃止年月日、１０２指定番号変更年月、１０３収納指定番号変更年月、１０４普徴事業所区分、１０５特徴税額通知書出力区分、１０６
受取方法、１０７納税義務者用受取方法、１０８通知先アドレス、１０９通知先アドレス更新日、１１０新年度媒体区分、１１１新年度受取方
法、１１２新年度納税義務者用受取方法、１１３新年度通知先アドレス、１１４新年度通知先アドレス更新日、１１５資料種別コード、１１６総
括表資料番号、１１７月別人数６月、１１８月別人数７月、１１９月別人数８月、１２０月別人数９月、１２１月別人数１０月、１２２月別人数１１
月、１２３月別人数１２月、１２４月別人数１月、１２５月別人数２月、１２６月別人数３月、１２７月別人数４月、１２８月別人数５月、１２９月割
額６月、１３０月割額７月、１３１月割額８月、１３２月割額９月、１３３月割額１０月、１３４月割額１１月、１３５月割額１２月、１３６月割額１
月、１３７月割額２月、１３８月割額３月、１３９月割額４月、１４０月割額５月、１４１バッチ締めフラグ、１４２宛名履歴番号、１４３最終個人
番号、１４４指定予告書出力区分、１４５個人番号、１４６従業員状態区分、１４７異動日、１４８登録区コード、１４９資料番号、１５０資料廃
止理由コード、１５１給報種別コード、１５２入力カナ氏名、１５３入力生年月日、１５４入力西暦生年月日、１５５入力性別コード、１５６宛名
付設コード、１５７資料収入種別コード、１５８事業所家屋敷区分、１５９受給者番号、１６０控配区分、１６１扶養親族－特定、１６２扶養親
族－同居老親、１６３扶養親族－老人、１６４扶養親族－他、１６５扶養障害－同居特障、１６６扶養障害－特別、１６７扶養障害－他、１６
８夫あり区分、１６９未成年者区分、１７０老年者区分、１７１寡フ区分、１７２勤労学生区分、１７３均等割区分、１７４乙欄区分、１７５死亡
退職区分、１７６災害者区分、１７７外国人区分、１７８就職退職区分、１７９就職退職年月日、１８０年調未済区分、１８１摘要欄、１８２配
偶者氏名、１８３配偶者生年月日、１８４扶養親族、１８５扶養親族生年月日、１８６扶養親族控除額、１８７専従者氏名、１８８専従者生年
月日、１８９専従者給与額、１９０確申青白区分、１９１専従配偶有無フラグ、１９２専従その他、１９３本人専従区分、１９４特例適用条文
コード、１９５徴収希望コード、１９６別居の控配扶養親族フラグ、１９７事業税開廃業区分、１９８事業税開廃業年月日、１９９個人基本履
歴番号、２００併合結果徴収区分、２０１優先資料番号、２０２特徴優先資料番号、２０３資料併合済フラグ、２０４特定居住損区分、２０５
資料連絡箋出力対象フラグ、２０６資料連絡箋出力理由コード、２０７エラーメッセージＩＤ、２０８警告メッセージＩＤ、２０９租税条約区分、２
１０住宅借入金等特定取得区分、２１１申告特例状態区分、２１２医療費特例控除区分、２１３所得金額調整控除適用フラグ、２１４申告不
要区分、２１５住宅借入金等取得住宅区分、２１６退職手当有扶養親族等区分、２１７退職所得区分、２１８自動生成フラグ、２１９オンバッ
チ区分、２２０所得控除件数、２２１住宅借入金等特別控除区分、２２２居住開始年月日、２２３連番、２２４所得控除コード、２２５所得控除
額、２２６徴収区分、２２７課税区分、２２８特定扶養、２２９内同居老親、２３０老人扶養、２３１その他扶養、２３２同居特別障害、２３３特別
障害、２３４その他障害、２３５非課税コード、２３６所得割非課税措置フラグ、２３７優先資料種別コード、２３８更正事由コード、２３９更正
補足コード、２４０更正事由強制メッセージ、２４１異動戻り先履歴番号、２４２減免理由コード、２４３減免区分、２４４減免割合、２４５異動
年月日、２４６開始月期、２４７済月期、２４８事業所基本履歴番号、２４９事業所課税履歴番号、２５０特徴締めフラグ、２５１普徴締めフラ
グ、２５２所得割調整フラグ、２５３平均課税適用フラグ、２５４外国税額控除適用フラグ、２５５同居特障控配フラグ、２５６扶養関連者解除
フラグ、２５７事業所家屋敷課税区分、２５８元老非該当フラグ、２５９充当該当フラグ、２６０年度間減額措置フラグ、２６１年金特徴対象フ
ラグ、２６２申告書提出フラグ、２６３移行不整合フラグ、２６４移行前履歴番号、２６５居住開始年月日、２６６住民税非課税コード、２６７森
林環境税免除理由コード、２６８月割額、２６９在籍指定番号、２７０在籍個人番号、２７１調定年度、２７２期割実績フラグ、２７３期割額、２
７４登録年度、２７５異動届課税年度、２７６給与支払額、２７７社会保険料額、２７８退職金額、２７９勤続年数、２８０届出日、２８１賦課履
歴番号、２８２特普区分、２８３確定フラグ、２８４期割充当額、２８５異動メモ内容、２８６通知書番号、２８７証明年度、２８８発行自治体
コード、２８９支所コード、２９０証明書番号、２９１証明書区分、２９２使用目的区分、２９３宛先識別番号、２９４資料履歴番号、２９５送付
通知書区分、２９６個人送達履歴コード、２９７異動区分、２９８通知書番号等、２９９出力履歴、３００通知日、３０１事業所履歴番号、３０２
従業員宛名番号、３０３事業所送達履歴コード、３０４扶養関連者賦課履歴番号、３０５扶養関連者資料種別コード、３０６扶養関連者資料
番号、３０７扶養関連者資料履歴番号、３０８回数割実績フラグ、３０９回数割額、３１０年金特徴中止区分、３１１年金特徴済月、３１２年
金特徴管理更新フラグ、３１３年金特徴管理異動事由、３１４タイムスタンプ日付、３１５タイムスタンプ時刻、３１６資料種別、３１７ＣＳＶ
ファイル名、３１８ＸＭＬファイル名、３１９利用者識別番号、３２０新年度用宛名番号、３２１郵便番号、３２２カナ住所、３２３漢字住所、３２４
年金保険者用整理番号２、３２５状態区分、３２６対象者通知区分、３２７対象者通知受入処理日、３２８税額通知区分、３２９特徴依頼処
理日、３３０特徴依頼処理結果区分、３３１特徴依頼処理結果受入処理日、３３２停止依頼区分、３３３停止依頼月、３３４停止依頼処理
日、３３５停止依頼処理結果区分、３３６停止依頼結果受入処理日、３３７回数割額、３３８特徴処理結果区分、３３９異動事由、３４０税額
変更等依頼区分、 ３９１所得金額調整別居区分、３９２所得金額調整個人番号確認区分、３９３所得金額調整確認区分、３９４退職手当
有個人番号、３９５退職手当有宛名番号、３９６退職手当有入力西暦生年月日、３９７退職手当有入力カナ氏名、３９８退職手当有入力氏
名、３９９退職手当有続柄、４００退職手当有合計所得金額、４０１退職手当有障害区分、４０２退職手当有調整区分、４０３退職手当有寡
フ区分、４０４退職手当有個人番号確認区分、４０５退職手当有確認区分、４０６番号体系、４０７統合宛名番号、４０８基幹系登録区分、４
０９特定個人情報名コード、４１０データセット識別項目コード、４１１データセットレコードのキー、４１２版番号、４１３親データセットレコード
のキー、４１４確定時点、４１５修正日時、４１６公開開始日、４１７公開終了日、４１８情報提供者部署コード、４１９情報提供者ユーザＩＤ、
４２０総所得金額等、４２１合計所得金額、４２２総所得金額、４２３給与所得額、４２４給与収入額、４２５給与専従者収入額、４２６特定支
出の額、４２７所得金額調整控除額、４２８雑所得額総合、４２９公的年金等所得額、４３０公的年金等収入額、４３１公年以外総合課税、
４３２事業所得額、４３３営業等所得額、４３４農業所得額、４３５特例肉用牛所得額、４３６不動産所得額、４３７利子所得額総合、４３８配
当所得額総合、４３９譲渡所得額総合、４４０総合長期譲渡特控前、４４１総合長期譲渡特控額、４４２総合短期譲渡特控前、４４３総合短
期譲渡特控額、４４４一時所得額総合、４４５山林所得額、４４６退職所得額総合、４４７譲渡所得額分離、４４８分離長期譲渡特控前、４４
９分離長期譲渡特控額、４５０分離長期一般特控前、４５１分離長期一般特控額、４５２分離長期特定所得額、４５３分離長期軽課特控
前、４５４分離長期軽課特控額、４５５分離短期譲渡特控前、４５６分離短期譲渡特控額、
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４５７分離短期一般特控前、４５８分離短期一般特控額、４５９分離短期軽減特控前、４６０分離短期軽減特控額、４６１株式等譲渡所得
額分離、４６２未公開株式等譲渡所得、４６３上場株式等譲渡所得、４６４上場株式等配当等分離、４６５先物取引雑所得分離、４６６条約
適用利子等の額、４６７条約適用配当等の額、４６８特例適用利子等の額、４６９特例適用配当等の額、４７０繰越控除額、４７１純損失繰
越控除額、４７２居財譲渡損失繰控額、４７３特居財譲渡損失繰控額、４７４上株等譲渡損失繰控額、４７５特株等譲渡損失繰控額、４７６
先物決済損失繰越控除額、４７７雑損失繰越控除額、４７８雑損控除額、４７９医療費控除額、４８０小規模共済等掛金控除、４８１社会保
険料控除額、４８２生命保険料控除額、４８３地震保険料控除額、４８４配偶者特別控除額、４８５配偶者控除等、４８６扶養控除、４８７一
般、４８８特定、４８９老人、４９０同老、４９１１６歳未満扶養者数、４９２障害者控除、４９３普障、４９４特障、４９５同特、４９６控除対象配偶
者、４９７控除対象障害者、４９８控除対象寡フ、４９９控除対象勤労学生、５００扶養控除対象、５０１１６歳未満扶養親族、５０２専従者控
除額、５０３所得控除合計額、５０４課税所得額課税標準額、５０５市税額控除前所得割額、５０６市調整控除額、５０７市調整額、５０８市
町村住借金等特控額、５０９市住借金特控額移譲前、５１０市町村寄付金控除、５１１市寄附金控除額移譲前、５１２市町村外国税控除
額、５１３市町村配当控除額、５１４市配当割譲渡割控除額、５１５市町村所得割額、５１６市所得割額移譲前、５１７市町村均等割額、５１
８都道府県所得割額、５１９都道府県均等割額、５２０居住用損失額、５２１市町村所得割額減免前、５２２市町村均等割額減免前、５２３
森林環境税額、５２４減免税額、５２５所得税確申提出有無、５２６住民税申告書提出有無、５２７住民登録外課税有無、５２８住登外者課
税地自治体、５２９市定額減税額、５３０市定額減税前所得割額、５３１市所得割額移譲減税前、５３２県定額減税額、５３３県定額減税前
所得割額、５３４連携対象区分、５３５確認区分、５３６変更区分、５３７副本データ送信状態区分、５３８宛名世帯番号、５３９宛名住民番
号、５４０宛名個人法人区分、５４１宛名個人法人詳細区分、５４２宛名通称名優先区分、５４３宛名カナ氏名、５４４宛名カナ通称名、５４５
宛名漢字氏名、５４６宛名漢字通称名、５４７宛名生年月日、５４８宛名性別、５４９宛名続柄１、５５０宛名続柄２、５５１宛名続柄３、５５２
宛名続柄４、５５３宛名市内市外区分、５５４宛名市外住所コード、５５５宛名住所自治体コード、５５６宛名住所町名コード、５５７宛名住所
番地コード、５５８宛名住所枝番コード、５５９宛名住所小枝番コード、５６０宛名住所枝番３コード、５６１宛名住所番地編集区分、５６２宛
名住所、５６３宛名方書、５６４宛名郵便番号、５６５宛名電話番号、５６６関連相手先宛名番号、５６７関連最新宛名番号、５６８関連事由
コード、５６９送付先区分、５７０送付先個人法人区分、５７１送付先カナ氏名、５７２送付先検索カナ氏名、５７３送付先カナ支店名、５７４
送付先漢字氏名、５７５送付先検索漢字氏名、５７６送付先漢字支店名、５７７送付先法人種別コード、５７８送付先法人種別位置区分、５
７９送付先市内市外区分、５８０送付先市外住所コード、５８１送付先住所自治体コード、５８２送付先住所町名コード、５８３送付先住所番
地コード、５８４送付先住所枝番コード、５８５送付先住所小枝番コード、５８６送付先住所枝番３コード、５８７送付先住所番地編集区分、５
８８送付先住所、５８９送付先方書、５９０送付先郵便番号、５９１送付先電話番号区分、５９２送付先電話番号、５９３送付先電話番号内
線、５９４送付先特宛人宛名番号、５９５口座自治体コード、５９６口座税目コード、５９７口座車両コード、５９８口座口振種別、５９９口座履
歴番号、６００口座納付種別、６０１口座クレジット区分、６０２口座金融機関コード、６０３口座支店コード、６０４口座口座種別、６０５口座
番号、６０６口座名義人カナ氏名、６０７口座名義人漢字氏名、６０８口座本人区分、６０９口座申込日、６１０連絡先自治体コード、６１１連
絡先税目コード、６１２連絡先連番、６１３連絡先最優先区分、６１４連絡先区分、６１５連絡先電話番号、６１６連絡先電話番号内線、６１７
連絡先ＦＡＸ番号、６１８特記連番、６１９特記重要度区分、６２０特記登録自治体コード、６２１特記登録税目コード、６２２特記情報
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 （別添２） 特定個人情報ファイル記録項目

１更新年月日、２更新時刻、３更新職員番号、４更新端末ＩＤ、５更新アクセスコード、６更新プログラムＩＤ、７前回更新年月日、８前回更
新時刻、９前回更新職員番号、１０前回更新端末ＩＤ、１１前回更新アクセスコード、１２前回更新プログラムＩＤ、１３排他フラグ、１４自治
体識別コード、１５車両コード、１６車両履歴番号、１７レコード区分、１８標識コード、１９標識記号、２０標識番号、２１車種コード、２２義
務者宛名番号、２３所有者宛名番号、２４使用者宛名番号、２５車名コード、２６車台番号、２７型式、２８年式、２９原動機型式、３０排気
量、３１定格出力、３２認定番号、３３課税区分、３４特例区分、３５所有形態コード、３６登録理由コード、３７登録年月日、３８登録処理年
月日、３９登録処理支所コード、４０廃車理由コード、４１廃車年月日、４２廃車処理年月日、４３廃車処理支所コード、４４標識回収区分、
４５保留減免有無フラグ、４６自治体コード、４７定置場区分、４８定置場自治体コード、４９定置場町名コード、５０定置場番地コード、５１
定置場枝番コード、５２定置場小枝番コード、５３定置場枝番３コード、５４定置場番地編集区分、５５課税年度、５６賦課履歴番号、５７調
定年度、５８通知書番号、５９課税状況コード、６０賦課異動理由コード、６１賦課異動年月日、６２賦課異動処理年月日、６３税率、６４減
免額、６５年税額、６６通知税額、６７納期限区分、６８納期限、６９通知年月日、７０通知書作成年月日、７１口座有無フラグ、７２納税組
合番号、７３調定年月日、７４予定決定区分、７５保留減免履歴番号、７６格納種別、７７申請年月日、７８開始理由コード、７９開始年月
日、８０開始処理年月日、８１開始処理支所コード、８２障害者宛名番号、８３解除理由コード、８４解除年月日、８５解除処理年月日、８６
解除処理支所コード、８７特記情報、８８取込年月日、８９申告書連番、９０異動理由コード、９１異動年月日、９２納税義務者区分、９３所
有者氏名、９４使用者氏名、９５初度検査年月、９６旧標識コード、９７旧標識記号、９８旧標識番号、９９処理済年月日、１００申告書区
分、１０１処理年月日、１０２処理時刻、１０３処理事由コード、１０４支所コード、１０５賦課異動フラグ－現年、１０６賦課異動フラグ－過
年、１０７保留減免開始フラグ、１０８保留減免解除フラグ、１０９異動後データ、１１０異動前データ、１１１最新義務者宛名番号、１１２納
付状況コード、１１３有効年月日、１１４抹消フラグ、１１５連携年月日、１１６連携済フラグ、１１７強制修正フラグ、１１８軽ＪＮＫＳデータ区
分、１１９削除年度、１２０業務種別コード、１２１履歴番号、１２２車両番号、１２３所有者住所町字コード、１２４所有者住所具体名、１２５
使用者住所町字コード、１２６使用者住所具体名、１２７定置場住所町字コード、１２８定置場住所具体名、１２９交付年月日、１３０車名、
１３１型式ＩＤ文字、１３２原動機型式ＩＤ文字、１３３用途、１３４自家用事業用の別、１３５車体の形状コード、１３６車体の形状、１３７総排
気量又は定格出力、１３８燃料の種類コード、１３９燃料の種類、１４０型式指定番号、１４１類別区分番号、１４２定員、１４３積載量、１４
４車両重量、１４５車両総重量、１４６長さ、１４７幅、１４８高さ、１４９前軸重、１５０後軸重、１５１有効期間の満了する日、１５２抹消状態
表示文字、１５３届出年月日、１５４排出ガス適合コード、１５５その他検査事項等コード、１５６Ｈ２７燃費達成情報コード、１５７Ｈ３２燃費
達成情報コード、１５８ＷＬＴＣモードＨ２７基準、１５９ＷＬＴＣモードＨ３２基準、１６０重課判定情報、１６１軽課判定情報、１６２更新前車両
番号、１６３更新前標識コード、１６４更新前標識記号、１６５更新前標識番号、１６６更新前車台番号、１６７更新前所有者氏名、１６８更
新前所有者住所町字コード、１６９更新前所有者住所具体名、１７０更新前使用者氏名、１７１更新前使用者住所町字コード、１７２更新
前使用者住所具体名、１７３更新前定置場住所町字コード、１７４更新前定置場住所具体名、１７５更新前交付年月日、１７６更新前初度
検査年月、１７７更新前車名コード、１７８更新前車名、１７９更新前型式、１８０更新前型式ＩＤ文字、１８１更新前原動機型式、１８２更新
前原動機型式ＩＤ文字、１８３更新前用途、１８４更新前自家用事業用の別、１８５更新前車体の形状コード、１８６更新前車体の形状、１
８７更新前総排気量又は定格出力、１８８更新前燃料の種類コード、１８９更新前燃料の種類、１９０更新前型式指定番号、１９１更新前
類別区分番号、１９２更新前定員、１９３更新前積載量、１９４更新前車両重量、１９５更新前車両総重量、１９６更新前長さ、１９７更新前
幅、１９８更新前高さ、１９９更新前前軸重、２００更新前後軸重、２０１更新前有効期間の満了する日、２０２更新前抹消状態表示文字、
２０３更新前届出年月日、２０４更新前排出ガス適合コード、２０５更新前その他検査事項等コード、２０６更新前Ｈ２７燃費達成情報コー
ド、２０７更新前Ｈ３２燃費達成情報コード、２０８更新前ＷＬＴＣモードＨ２７基準、２０９更新前ＷＬＴＣモードＨ３２基準、２１０更新前重課
判定情報、２１１更新前軽課判定情報、２１２所有者氏名変更の有無、２１３使用者氏名変更の有無、２１４所有者住所変更の有無、２１
５使用者住所変更の有無、２１６使用の本拠の位置変更の有無、２１７センタＤＢレコード更新日付、２１８対象情報の作成日、２１９宛名
世帯番号、２２０宛名住民番号、２２１宛名個人法人区分、２２２宛名個人法人詳細区分、２２３宛名通称名優先区分、２２４宛名カナ氏
名、２２５宛名カナ通称名、２２６宛名漢字氏名、２２７宛名漢字通称名、２２８宛名生年月日、２２９宛名性別、２３０宛名続柄１、２３１宛
名続柄２、２３２宛名続柄３、２３３宛名続柄４、２３４宛名市内市外区分、２３５宛名市外住所コード、２３６宛名住所自治体コード、２３７宛
名住所町名コード、２３８宛名住所番地コード、２３９宛名住所枝番コード、２４０宛名住所小枝番コード、２４１宛名住所枝番３コード、２４
２宛名住所番地編集区分、２４３宛名住所、２４４宛名方書、２４５宛名郵便番号、２４６宛名電話番号、２４７関連相手先宛名番号、２４８
関連最新宛名番号、２４９関連事由コード、２５０送付先区分、２５１送付先個人法人区分、２５２送付先カナ氏名、２５３送付先検索カナ
氏名、２５４送付先カナ支店名、２５５送付先漢字氏名、２５６送付先検索漢字氏名、２５７送付先漢字支店名、２５８送付先法人種別コー
ド、２５９送付先法人種別位置区分、２６０送付先市内市外区分、２６１送付先市外住所コード、２６２送付先住所自治体コード、２６３送付
先住所町名コード、２６４送付先住所番地コード、２６５送付先住所枝番コード、２６６送付先住所小枝番コード、２６７送付先住所枝番３
コード、２６８送付先住所番地編集区分、２６９送付先住所、２７０送付先方書、２７１送付先郵便番号、２７２送付先電話番号区分、２７３
送付先電話番号、２７４送付先電話番号内線、２７５送付先特宛人宛名番号、２７６口座自治体コード、２７７口座税目コード、２７８口座
車両コード、２７９口座口振種別、２８０口座履歴番号、２８１口座納付種別、２８２口座クレジット区分、２８３口座金融機関コード、２８４口
座支店コード、２８５口座口座種別、２８６口座番号、２８７口座名義人カナ氏名、２８８口座名義人漢字氏名、２８９口座本人区分、２９０
口座申込日、２９１連絡先自治体コード、２９２連絡先税目コード、２９３連絡先連番、２９４連絡先最優先区分、２９５連絡先区分、２９６連
絡先電話番号、２９７連絡先電話番号内線、２９８連絡先ＦＡＸ番号、２９９特記連番、３００特記重要度区分、３０１特記登録自治体コー
ド、３０２特記登録税目コード、３０３特記情報
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 （別添２） 特定個人情報ファイル記録項目

１．プレハブ区分、２．プレ申告作成年月日、３．プレ申告送信有無フラグ、４．宛名番号、５．按分元家屋物件番号、６．按分元号番、７．
按分元室番、８．按分固定家屋課税標準額差額、９．按分固定家屋課標、１０．按分固定家屋課標件数、１１．按分固定家屋課標増減
件数、１２．按分固定家屋軽減税額、１３．按分固定家屋軽減税額件数、１４．按分固定家屋軽減税額差額、１５．按分固定家屋軽減税
額増減件数、１６．按分固定家屋減免税額、１７．按分固定家屋減免税額件数、１８．按分固定家屋減免税額差額、１９．按分固定家屋
減免税額増減件数、２０．按分固定家屋税額、２１．按分固定家屋税額件数、２２．按分固定家屋税額差額、２３．按分固定家屋税額増
減件数、２４．按分固定課標件数、２５．按分固定軽減税額、２６．按分固定軽減税額件数、２７．按分固定軽減税額差額、２８．按分固
定軽減税額増減件数、２９．按分固定減免税額、３０．按分固定減免税額件数、３１．按分固定減免税額差額、３２．按分固定減免税額
増減件数、３３．按分固定合計課税標準額差額、３４．按分固定合計課標、３５．按分固定合計課標増減件数、３６．按分固定資産税
額、３７．按分固定資産税額件数、３８．按分固定資産税額差額、３９．按分固定資産税額増減件数、４０．按分固定土地課税標準額差
額、４１．按分固定土地課標、４２．按分固定土地課標件数、４３．按分固定土地課標増減件数、４４．按分固定土地軽減税額、４５．按
分固定土地軽減税額件数、４６．按分固定土地軽減税額差額、４７．按分固定土地軽減税額増減件数、４８．按分固定土地減免税額、
４９．按分固定土地減免税額件数、５０．按分固定土地減免税額差額、５１．按分固定土地減免税額増減件数、５２．按分固定土地税
額、５３．按分固定土地税額件数、５４．按分固定土地税額差額、５５．按分固定土地税額増減件数、５６．按分都計家屋課税標準額差
額、５７．按分都計家屋課標、５８．按分都計家屋課標件数、５９．按分都計家屋課標増減件数、６０．按分都計家屋軽減税額、６１．按
分都計家屋軽減税額件数、６２．按分都計家屋軽減税額差額、６３．按分都計家屋軽減税額増減件数、６４．按分都計家屋減免税額、
６５．按分都計家屋減免税額件数、６６．按分都計家屋減免税額差額、６７．按分都計家屋減免税額増減件数、６８．按分都計家屋税
額、６９．按分都計家屋税額件数、７０．按分都計家屋税額差額、７１．按分都計家屋税額増減件数、７２．按分都計課標件数、７３．按
分都計軽減税額、７４．按分都計軽減税額件数、７５．按分都計軽減税額差額、７６．按分都計軽減税額増減件数、７７．按分都計減免
税額、７８．按分都計減免税額件数、７９．按分都計減免税額差額、８０．按分都計減免税額増減件数、８１．按分都計合計課税標準額
差額、８２．按分都計合計課標、８３．按分都計合計課標増減件数、８４．按分都計土地課税標準額差額、８５．按分都計土地課標、８
６．按分都計土地課標件数、８７．按分都計土地課標増減件数、８８．按分都計土地軽減税額、８９．按分都計土地軽減税額件数、９０．
按分都計土地軽減税額差額、９１．按分都計土地軽減税額増減件数、９２．按分都計土地減免税額、９３．按分都計土地減免税額件
数、９４．按分都計土地減免税額差額、９５．按分都計土地減免税額増減件数、９６．按分都計土地税額、９７．按分都計土地税額件
数、９８．按分都計土地税額差額、９９．按分都計土地税額増減件数、１００．按分都市計画税額、１０１．按分都市計画税額件数、１０
２．按分都市計画税額差額、１０３．按分都市計画税額増減件数、１０４．異動年月日、１０５．一点単価、１０６．一点単価簡易非木造、１
０７．一点単価簡易木造、１０８．一点単価非木造、１０９．一点単価木造、１１０．一般分専有床面積合計、１１１．一筆造成費コード、１１
２．一筆造成費深さ、１１３．一筆平米当り評点数、１１４．一筆補正コード、１１５．一筆補正コード枝番、１１６．一筆補正開始年、１１７．
一筆補正終了年、１１８．一筆補正率、１１９．蔭地割合、１２０．沿線地フラグ、１２１．屋号、１２２．仮換地番号、１２３．価格、１２４．価格
単位区分、１２５．価格凍結区分、１２６．価格凍結年度、１２７．加算帳簿価額、１２８．加算評価額、１２９．家屋一棟更正事由コード、１
３０．家屋一棟更正中フラグ、１３１．家屋一棟更正年月日、１３２．家屋一棟未登記区分、１３３．家屋一棟予備フラグ、１３４．家屋一棟
予備数字、１３５．家屋一棟予備文字、１３６．家屋一棟予備領域、１３７．家屋延床面積、１３８．家屋軽減コード、１３９．家屋軽減開始年
度、１４０．家屋軽減終了年度、１４１．家屋軽減住宅戸数、１４２．家屋軽減床面積、１４３．家屋軽減切れフラグ、１４４．家屋軽減適用
区分、１４５．家屋軽減率分子、１４６．家屋軽減率分母、１４７．家屋権利の目的コード、１４８．家屋権利原因コード、１４９．家屋権利原
因年月日、１５０．家屋権利受付年月日、１５１．家屋権利受付番号、１５２．家屋権利変更区分、１５３．家屋減免コード、１５４．家屋減免
開始期、１５５．家屋減免開始年度、１５６．家屋減免終了期、１５７．家屋減免終了年度、１５８．家屋減免床面積、１５９．家屋減免適用
区分、１６０．家屋減免率分子、１６１．家屋減免率分母、１６２．家屋更正事由コード、１６３．家屋更正中フラグ、１６４．家屋更正年月
日、１６５．家屋合計床面積、１６６．家屋使用フラグ、１６７．家屋所在地外筆、１６８．家屋所在地漢字、１６９．家屋所在地枝番、１７０．
家屋所在地字コード、１７１．家屋所在地町丁コード、１７２．家屋所在地編集コード、１７３．家屋所在地本番、１７４．家屋除外分区分、１
７５．家屋－新軽床面積要件下限、１７６．家屋－新軽床面積要件上限、１７７．家屋－新軽床面積要件貸家下限、１７８．家屋－新軽対
象床面積上限、１７９．家屋徴収猶予税額、１８０．家屋特例コード、１８１．家屋特例開始年度、１８２．家屋特例終了年度、１８３．家屋特
例床面積、１８４．家屋特例適用区分、１８５．家屋特例率分子、１８６．家屋特例率分母、１８７．家屋番号漢字、１８８．家屋番号枝番、１
８９．家屋番号字コード、１９０．家屋番号町丁コード、１９１．家屋番号編集コード、１９２．家屋番号本番、１９３．家屋非課税コード、１９
４．家屋非課税開始年度、１９５．家屋非課税終了年度、１９６．家屋非課税床面積、１９７．家屋非課税適用区分、１９８．家屋表示の目
的コード、１９９．家屋表示原因コード、２００．家屋表示原因年月日、２０１．家屋表示受付年月日、２０２．家屋表示受付番号、２０３．家
屋表示変更区分、２０４．家屋－評価計算開始年度、２０５．家屋－評価替フラグ、２０６．家屋物件数、２０７．家屋物件番号、２０８．家
屋明細更正事由コード、２０９．家屋明細更正中フラグ、２１０．家屋明細更正年月日、２１１．家屋明細未登記区分、２１２．家屋明細予
備フラグ、２１３．家屋明細予備数字、２１４．家屋明細予備文字、２１５．家屋明細予備領域、２１６．家屋免税点判定区分、２１７．課税
家屋物件数、２１８．課税画地更新後、２１９．課税画地更新前、２２０．課税地積、２２１．課税地積又は床面積、２２２．課税地目コード、
２２３．課税土地一筆価格更新後、２２４．課税土地一筆価格更新前、２２５．課税土地一筆更新後、２２６．課税土地一筆更新前、２２７．
課税土地物件数、２２８．課税特例資産有無フラグ、２２９．課税年度、２３０．課税標準額、２３１．課税標準額合計、２３２．課税標準帳
簿価額、２３３．課税標準評価額、２３４．課税保留区分、２３５．課非区分、２３６．課非区分、２３７．過年度随時税額、２３８．過年度随時
税額１件数、２３９．過年度随時税額１差額、２４０．過年度随時税額１増減件数、２４１．過年度随時税額２件数、２４２．過年度随時税額
２差額、２４３．過年度随時税額２増減件数、２４４．過年度納期限、２４５．画地更新後、２４６．画地更新前、２４７．画地更正中フラグ、２
４８．画地構成区分、２４９．画地住宅戸数、２５０．画地住宅用地割合、２５１．画地住非区分、２５２．画地総地積、２５３．画地判定区
分、２５４．画地番号、２５５．画地番号区分、２５６．画地筆数、２５７．画地補正コード、２５８．画地補正コード枝番、２５９．画地補正開始
年、２６０．画地補正終了年、２６１．画地補正率、２６２．画地履歴番号、２６３．開始年、２６４．開始年度、２６５．階数、２６６．外筆管理
番号、２６７．外筆区分、２６８．概要調書連携用コード値、２６９．街路区分、２７０．該当フラグ、２７１．該当階、２７２．確定税額１期、２７
３．確定税額２期、２７４．確定税額３期、２７５．確定税額４期、２７６．確定税額過随、２７７．確定税額随、２７８．管理番号、２７９．管理
番号区分、２８０．鑑定価格、２８１．関連家屋号番、２８２．関連家屋物件番号、２８３．基準年度、２８４．既課税額、２８５．期別税額１
期、２８６．期別税額２期、２８７．期別税額３期、２８８．期別税額４期、２８９．期別税額５期、２９０．期別税額６期、２９１．期別税額７期、
２９２．期別税額８期、２９３．期別税額９期、２９４．期別税額１０期、２９５．期別税額１１期、２９６．期別税額１２期、２９７．期別税額随、
２９８．期別税額随１件数、２９９．期別税額随１差額、３００．期別税額随１増減件数、３０１．期別税額随２件数、３０２．期別税額随２差
額、３０３．期別税額随２増減件数、３０４．規約按分区分、３０５．規約共用区分、３０６．規約共用分専有床面積、３０７．規約共用分専
有床面積合計、３０８．規約分専有床面積合計、３０９．義務者宛名番号、３１０．義務者持分番号、３１１．旧正面その他補正率、３１２．
旧正面奥行価格逓減率、３１３．旧正面奥行距離実測、３１４．旧正面奥行短小補正率、３１５．旧正面奥行長大補正率、３１６．旧正面
間口距離実測、３１７．旧正面間口狭小補正率、３１８．旧正面評点数、３１９．旧正面路線番号、３２０．旧側方１その他補正率、３２１．
旧側方１奥行価格逓減率、３２２．旧側方１奥行距離実測、３２３．旧側方１奥行短小補正率、３２４．旧側方１奥行長大補正率、３２５．旧
側方１加算率、３２６．旧側方１角地区分、３２７．旧側方１間口距離実測、３２８．旧側方１間口狭小補正率、３２９．旧側方１評点数、３３
０．旧側方１路線番号、
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３３１．旧側方２その他補正率、３３２．旧側方２奥行価格逓減率、３３３．旧側方２奥行距離実測、３３４．旧側方２奥行短小補正率、３３
５．旧側方２奥行長大補正率、３３６．旧側方２加算率、３３７．旧側方２角地区分、３３８．旧側方２間口距離実測、３３９．旧側方２間口狭
小補正率、３４０．旧側方２評点数、３４１．旧側方２路線番号、３４２．旧二方その他補正率、３４３．旧二方奥行価格逓減率、３４４．旧二
方奥行距離実測、３４５．旧二方奥行短小補正率、３４６．旧二方奥行長大補正率、３４７．旧二方加算率、３４８．旧二方間口距離実測、
３４９．旧二方間口狭小補正率、３５０．旧二方評点数、３５１．旧二方路線番号、３５２．共有者宛名番号、３５３．共用区分、３５４．共用
部住宅床面積、３５５．共用部非住宅床面積、３５６．強制修正年月日、３５７．強制入力フラグ、３５８．業種種目コード、３５９．区画整理
区分、３６０．区分、３６１．区分所有宛名番号、３６２．区分所有減免コード、３６３．区分所有減免開始期、３６４．区分所有減免開始年
度、３６５．区分所有減免終了期、３６６．区分所有減免終了年度、３６７．区分所有減免適用区分、３６８．区分所有減免率分子、３６９．
区分所有減免率分母、３７０．区分所有固定共用税額、３７１．区分所有固定共用補正率、３７２．区分所有更正事由コード、３７３．区分
所有更正年月日、３７４．区分所有持分分子、３７５．区分所有持分分母、３７６．区分所有都計共用税額、３７７．区分所有都計共用補
正率、３７８．区分所有非課税コード、３７９．区分所有非課税開始年度、３８０．区分所有非課税終了年度、３８１．区分所有非課税適用
区分、３８２．区分所有免税点区分、３８３．経過年数、３８４．経年減点補正率、３８５．計算不整合フラグ、３８６．軽減コード、３８７．軽減
切れフラグ、３８８．決算期、３８９．決定価格、３９０．決定価格区分、３９１．決定価格合計、３９２．決定税額、３９３．建築事由コード、３９
４．建築年次、３９５．建物名称、３９６．元先義務者宛名番号、３９７．減価処置年度、３９８．減価率、３９９．減価率区分、４００．減額
コードＩＤ、４０１．減額コード値、４０２．減額種類区分、４０３．減額適用区分、４０４．減少区分、４０５．減少事由コード、４０６．減少取得
価額、４０７．減少年月、４０８．減免コード、４０９．減免資産有無フラグ、４１０．減免税額、４１１．減免税額合計、４１２．減免税額帳簿、
４１３．減免税額帳簿合計、４１４．減免税額評価、４１５．減免税額評価合計、４１６．減免相当帳簿価額、４１７．減免相当帳簿価額合
計、４１８．減免相当評価額、４１９．減免相当評価額合計、４２０．減免対象課標、４２１．減免対象課標合計、４２２．現況原因事由コー
ド、４２３．現況地積、４２４．個人法人区分、４２５．固定その他減免税額、４２６．固定その他減免税額件数、４２７．固定その他減免税額
差額、４２８．固定その他減免税額増減件数、４２９．固定家屋按分課税標準額、４３０．固定家屋按分軽減税額、４３１．固定家屋按分
軽減対象課標額、４３２．固定家屋按分減免税額、４３３．固定家屋按分減免対象課標額、４３４．固定家屋按分税額、４３５．固定家屋
課税標準額、４３６．固定家屋課税標準額差額、４３７．固定家屋課標、４３８．固定家屋課標件数、４３９．固定家屋課標増減件数、４４
０．固定家屋確定税額、４４１．固定家屋確定税額件数、４４２．固定家屋確定税額差額、４４３．固定家屋確定税額増減件数、４４４．固
定家屋軽減税額、４４５．固定家屋軽減税額件数、４４６．固定家屋軽減税額差額、４４７．固定家屋軽減税額増減件数、４４８．固定家
屋軽減対象課標額、４４９．固定家屋減免税額、４５０．固定家屋減免税額件数、４５１．固定家屋減免税額差額、４５２．固定家屋減免
税額増減件数、４５３．固定家屋減免対象課標額、４５４．固定家屋税額、４５５．固定家屋税額件数、４５６．固定家屋税額差額、４５７．
固定家屋税額増減件数、４５８．固定家屋年税額差額、４５９．固定家屋年税額増減件数、４６０．固定家屋納付年税額、４６１．固定家
屋納付年税額件数、４６２．固定課税標準額、４６３．固定課税標準額合計前年度、４６４．固定課税標準額合計評価額、４６５．固定課
税標準額合計本則、４６６．固定課税標準額合計本年度、４６７．固定課税標準額合計本年度特例前、４６８．固定課税標準額前年度、
４６９．固定課税標準額本年度、４７０．固定課標件数、４７１．固定確定税額、４７２．固定確定税額件数、４７３．固定確定税額差額、４７
４．固定確定税額増減件数、４７５．固定区分土地課税標準額、４７６．固定区分土地課税標準額差額、４７７．固定区分土地課標、４７
８．固定区分土地課標件数、４７９．固定区分土地課標増減件数、４８０．固定区分土地軽減税額、４８１．固定区分土地軽減税額件数、
４８２．固定区分土地軽減税額差額、４８３．固定区分土地軽減税額増減件数、４８４．固定区分土地軽減対象課標額、４８５．固定区分
土地減免税額、４８６．固定区分土地減免税額件数、４８７．固定区分土地減免税額差額、４８８．固定区分土地減免税額増減件数、４８
９．固定区分土地減免対象課標額、４９０．固定区分土地税額、４９１．固定区分土地税額件数、４９２．固定区分土地税額差額、４９３．
固定区分土地税額増減件数、４９４．固定軽減課税標準額、４９５．固定軽減課標額、４９６．固定軽減税額、４９７．固定軽減税額件数、
４９８．固定軽減税額差額、４９９．固定軽減税額増減件数、５００．固定減税額、５０１．固定減免課税標準額、５０２．固定減免課標、５０
３．固定減免課標額、５０４．固定減免税額、５０５．固定減免税額件数、５０６．固定減免税額差額、５０７．固定減免税額増減件数、５０
８．固定合計課税標準額差額、５０９．固定合計課標、５１０．固定合計課標増減件数、５１１．固定差引後税額、５１２．固定算出税額、５
１３．固定資産税額、５１４．固定資産税額件数、５１５．固定資産税額差額、５１６．固定資産税額増減件数、５１７．固定小規外課標額
前年度、５１８．固定小規外課標額評価額、５１９．固定小規外課標額負担水準、５２０．固定小規外課標額負担調整率、５２１．固定小
規外課標額本則、５２２．固定小規外課標額本年度、５２３．固定小規外課標額本年度特例前、５２４．固定小規外負担調整区分、５２
５．固定小規外本則区分、５２６．固定小規外類似土地比準割合、５２７．固定小規模課標額前年度、５２８．固定小規模課標額評価額、
５２９．固定小規模課標額負担水準、５３０．固定小規模課標額負担調整率、５３１．固定小規模課標額本則、５３２．固定小規模課標額
本年度、５３３．固定小規模課標額本年度特例前、５３４．固定小規模負担調整区分、５３５．固定小規模本則区分、５３６．固定小規模
類似土地比準割合、５３７．固定条例減税額、５３８．固定相当算出税額、５３９．固定徴収猶予税額、５４０．固定徴収猶予税額件数、５
４１．固定徴収猶予税額差額、５４２．固定徴収猶予税額増減件数、５４３．固定土地按分課税標準額、５４４．固定土地按分軽減税額、
５４５．固定土地按分軽減対象課標額、５４６．固定土地按分減免税額、５４７．固定土地按分減免対象課標額、５４８．固定土地按分税
額、５４９．固定土地家屋税額、５５０．固定土地課税標準額、５５１．固定土地課税標準額差額、５５２．固定土地課標、５５３．固定土地
課標件数、５５４．固定土地課標増減件数、５５５．固定土地確定税額、５５６．固定土地確定税額件数、５５７．固定土地確定税額差額、
５５８．固定土地確定税額増減件数、５５９．固定土地軽減税額、５６０．固定土地軽減税額件数、５６１．固定土地軽減税額差額、５６２．
固定土地軽減税額増減件数、５６３．固定土地軽減対象課標額、５６４．固定土地減免税額、５６５．固定土地減免税額件数、５６６．固
定土地減免税額差額、５６７．固定土地減免税額増減件数、５６８．固定土地減免対象課標額、５６９．固定土地税額、５７０．固定土地
税額件数、５７１．固定土地税額差額、５７２．固定土地税額増減件数、５７３．固定土地年税額差額、５７４．固定土地年税額増減件数、
５７５．固定土地納付年税額、５７６．固定土地納付年税額件数、５７７．固定土地免除税額、５７８．固定特例課税標準額、５７９．固定特
例課標額、５８０．固定年税額差額、５８１．固定年税額増減件数、５８２．固定納付年税額、５８３．固定納付年税額件数、５８４．固定非
住宅課標額条例前年度、５８５．固定非住宅課標額条例本年度、５８６．固定非住宅課標額条例本年度特例、５８７．固定非住宅課標額
前年度、５８８．固定非住宅課標額評価額、５８９．固定非住宅課標額負担水準、５９０．固定非住宅課標額負担調整率、５９１．固定非
住宅課標額本則、５９２．固定非住宅課標額本年度、５９３．固定非住宅課標額本年度特例前、５９４．固定非住宅条例類似土地比準割
合、５９５．固定非住宅負担調整区分、５９６．固定非住宅本則区分、５９７．固定非住宅類似土地比準割合、５９８．固定免除税額、５９
９．固定免除税額件数、６００．固定免除税額差額、６０１．固定免除税額増減件数、６０２．固定猶予税額、６０３．口座振替有無フラグ、
６０４．控除前評点数、６０５．控除帳簿価額、６０６．控除評価額、６０７．更新後一棟情報、６０８．更新後課税一棟集計情報、６０９．更
新後賦課情報、６１０．更新後明細情報、６１１．更新前一棟情報、６１２．更新前課税一棟集計情報、６１３．更新前賦課情報、６１４．更
新前明細情報、6１５．更正期別コード、６１６．更正決定年月日、６１７．更正後家屋番号漢字、６１８．更正後家屋番号枝番、６１９．更正
後家屋番号字コード、６２０．更正後家屋番号町丁コード、６２１．更正後家屋番号編集コード、６２２．更正後家屋番号本番、６２３．更正
後課税地積又は床面積、６２４．更正後課税地目コード、６２５．更正後課税標準額、６２６．更正後課税標準額合計、６２７．更正後区分
所有持分分子、６２８．更正後区分所有持分分母、６２９．更正後軽減コード、６３０．更正後決定価格、６３１．更正後決定価格合計、６３
２．更正後減免コード、６３３．更正後減免対象課標、６３４．更正後減免地積、６３５．更正後固定課税標準額、６３６．更正後固定軽減税
額、６３７．更正後固定減免課標額、６３８．更正後固定減免税額、６３９．更正後固定相当算出税額、
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６４０．更正後固定徴収猶予税額、６４１．更正後固定免除税額、６４２．更正後号番、６４３．更正後市街化区分、６４４．更正後室番、６４
５．更正後償却資産税額、６４６．更正後調査番号、６４７．更正後登記屋根コード、６４８．更正後登記階層地下、６４９．更正後登記階層
地上、６５０．更正後登記構造コード、６５１．更正後登記種類コード、６５２．更正後登記地積又は床面積、６５３．更正後登記地目コー
ド、６５４．更正後都計課税標準額、６５５．更正後都計軽減税額、６５６．更正後都計減免課標額、６５７．更正後都計減免税額、６５８．
更正後都計相当算出税額、６５９．更正後都計徴収猶予税額、６６０．更正後都計免除税額、６６１．更正後都市計画区分、６６２．更正
後棟番、６６３．更正後特例減少課標、６６４．更正後評価額、６６５．更正後物件所在地外筆、６６６．更正後物件所在地漢字、６６７．更
正後物件所在地枝番、６６８．更正後物件所在地字コード、６６９．更正後物件所在地町丁コード、６７０．更正後物件所在地分離、６７
１．更正後物件所在地編集コード、６７２．更正後物件所在地本番、６７３．更正後明細屋根コード、６７４．更正後明細階層地下、６７５．
更正後明細階層地上、６７６．更正後明細構造コード、６７７．更正後明細種類コード、６７８．更正後明細用途コード、６７９．更正後免税
点判定区分、６８０．更正後猶予免除コード、６８１．更正事由コード、６８２．更正事由コード 、６８３．更正前家屋番号漢字、６８４．更正
前家屋番号枝番、６８５．更正前家屋番号字コード、６８６．更正前家屋番号町丁コード、６８７．更正前家屋番号編集コード、６８８．更正
前家屋番号本番、６８９．更正前課税地積又は床面積、６９０．更正前課税地目コード、６９１．更正前課税標準額、６９２．更正前課税標
準額合計、６９３．更正前区分所有持分分子、６９４．更正前区分所有持分分母、６９５．更正前軽減コード、６９６．更正前決定価格、６９
７．更正前決定価格合計、６９８．更正前減免コード、６９９．更正前減免対象課標、７００．更正前減免地積、７０１．更正前固定課税標準
額、７０２．更正前固定軽減税額、７０３．更正前固定減免課標額、７０４．更正前固定減免税額、７０５．更正前固定相当算出税額、７０
６．更正前固定徴収猶予税額、７０７．更正前固定免除税額、７０８．更正前号番、７０９．更正前市街化区分、７１０．更正前室番、７１１．
更正前償却資産税額、７１２．更正前調査番号、７１３．更正前登記屋根コード、７１４．更正前登記階層地下、７１５．更正前登記階層地
上、７１６．更正前登記構造コード、７１７．更正前登記種類コード、７１８．更正前登記地積又は床面積、７１９．更正前登記地目コード、７
２０．更正前都計課税標準額、７２１．更正前都計軽減税額、７２２．更正前都計減免課標額、７２３．更正前都計減免税額、７２４．更正
前都計相当算出税額、７２５．更正前都計徴収猶予税額、７２６．更正前都計免除税額、７２７．更正前都市計画区分、７２８．更正前棟
番、７２９．更正前特例減少課標、７３０．更正前評価額、７３１．更正前物件所在地外筆、７３２．更正前物件所在地漢字、７３３．更正前
物件所在地枝番、７３４．更正前物件所在地字コード、７３５．更正前物件所在地町丁コード、７３６．更正前物件所在地分離、７３７．更
正前物件所在地編集コード、７３８．更正前物件所在地本番、７３９．更正前明細屋根コード、７４０．更正前明細階層地下、７４１．更正
前明細階層地上、７４２．更正前明細構造コード、７４３．更正前明細種類コード、７４４．更正前明細用途コード、７４５．更正前免税点判
定区分、７４６．更正前猶予免除コード、７４７．更正年月日、７４８．更正年度、７４９．更正予定年月日、７５０．構成員宛名番号、７５１．
構成員持分番号、７５２．号番、７５３．合算区分、７５４．催告状況、７５５．再建築費評点数、７５６．採用不整形地補正率、７５７．災害
コード、７５８．削除フラグ、７５９．残存率帳簿、７６０．残存率評価、７６１．市街化区分、７６２．市街化適用年度、７６３．氏名漢字、７６
４．資産コード、７６５．資産の所在地漢字、７６６．資産の所在地市外住所コード、７６７．資産の所在地市内市外区分、７６８．資産の所
在地住所枝番３コード、７６９．資産の所在地住所枝番コード、７７０．資産の所在地住所自治体コード、７７１．資産の所在地住所小枝番
コード、７７２．資産の所在地住所町名コード、７７３．資産の所在地住所番地コード、７７４．資産の所在地住所番地編集区分、７７５．資
産名称、７７６．資本金、７７７．事業開始年月日、７７８．事業所用家屋の所有区分、７７９．字コード、７８０．時点修正率、７８１．自治体
コード、７８２．自治体識別コード、７８３．室番、７８４．実地調査対象区分、７８５．借用資産有無フラグ、７８６．主たる明細区分、７８７．
主要路線価番号、７８８．取得価額、７８９．取得価額合計、７９０．取得特例日区分、７９１．取得年月、７９２．種類コード、７９３．種類区
分、７９４．受付番号、７９５．需給補正率、７９６．収納異動連番、７９７．収納連携禁止フラグ、７９８．終了年、７９９．住宅割合、８００．住
宅戸数、８０１．住宅部分床面積、８０２．住宅用地割合、８０３．住非区分、８０４．所有者判定区分、８０５．償却グループ番号、８０６．償
却－みなし課税フラグ、８０７．償却－異動入力開始年月日、８０８．償却－異動入力終了年月日、８０９．償却課標異動後、８１０．償却
課標異動前、８１１．償却－課標上限額、８１２．償却強制修正区分、８１３．償却－決定区分、８１４．償却減免コード、８１５．償却減免開
始期、８１６．償却減免開始年度、８１７．償却減免終了期、８１８．償却減免終了年度、８１９．償却減免率分子、８２０．償却減免率分
母、８２１．償却更正事由コード、８２２．償却更正中フラグ、８２３．償却更正年月日、８２４．償却使用フラグ、８２５．償却資産課税標準
額、８２６．償却資産課税標準額差額、８２７．償却資産課標、８２８．償却資産課標件数、８２９．償却資産課標増減件数、８３０．償却資
産確定税額、８３１．償却資産確定税額件数、８３２．償却資産確定税額差額、８３３．償却資産確定税額増減件数、８３４．償却資産減
免税額、８３５．償却資産減免税額件数、８３６．償却資産減免税額差額、８３７．償却資産減免税額増減件数、８３８．償却資産減免対
象課標額、８３９．償却資産税額、８４０．償却資産税額件数、８４１．償却資産税額差額、８４２．償却資産税額増減件数、８４３．償却資
産年税額差額、８４４．償却資産年税額増減件数、８４５．償却資産納付年税額、８４６．償却資産納付年税額件数、８４７．償却資産有
無フラグ、８４８．償却－償却最新年度、８４９．償却調査年月日、８５０．償却特例コード、８５１．償却特例開始年度、８５２．償却特例終
了年度、８５３．償却特例率分子、８５４．償却特例率分母、８５５．償却非課税コード、８５６．償却方法、８５７．償却明細異動後、８５８．
償却明細異動前、８５９．償却免税点判定区分、８６０．小規外住宅用地割合、８６１．小規外地積、８６２．小規模住宅用地割合、８６３．
小規模地積、８６４．床面積、８６５．証明発行禁止フラグ、８６６．上昇率、８６７．上昇率構造区分、８６８．上昇率用途区分、８６９．条
文、８７０．状況類似番号、８７１．職員番号、８７２．新築軽減切れフラグ、８７３．申告区分、８７４．申告受付日、８７５．申告書受付年月
日、８７６．申告書発送区分、８７７．申告書発送年月日、８７８．申告書発送番号、８７９．申告状況区分、８８０．申告年度、８８１．申告連
番、８８２．人数、８８３．図面上の地積、８８４．図面番号、８８５．数量、８８６．正式名称、８８７．正面その他補正率、８８８．正面奥行価
格逓減率、８８９．正面奥行距離実測、８９０．正面奥行長大補正率、８９１．正面間口距離実測、８９２．正面間口狭小補正率、８９３．正
面評点数、８９４．正面路線番号、８９５．青色申告有無フラグ、８９６．税目コード、８９７．税理士コード、８９８．税理士宛名番号、８９９．
税理士氏名、９００．税理士住所、９０１．税理士電話番号、９０２．税理士変更年月日、９０３．積寒補正率非木造、９０４．積寒補正率木
造、９０５．積雪補正率、９０６．専有床面積、９０７．前基準年経年減点補正率、９０８．前基準年再建築費評点数、９０９．前基準年上昇
率、９１０．前基準年評価額、９１１．前基準年平米当再建築費評点数、９１２．前基準年理論評価額、９１３．前年前取得価額、９１４．前
年前取得価額合計、９１５．前年地目コード、９１６．前年中減少価額、９１７．前年中減少価額合計、９１８．前年中取得価額、９１９．前年
中取得価額合計、９２０．前年度価格、９２１．前年度帳簿価額、９２２．前年度帳簿価額合計、９２３．前年度評価額、９２４．前年度評価
額合計、９２５．想定整形地積、９２６．増加事由コード、９２７．増加償却月、９２８．増加償却資産有無フラグ、９２９．増加償却率、９３０．
増減調定額、９３１．造成費、９３２．造成費コード、９３３．造成費の深さ下限、９３４．造成費の深さ上限、９３５．造成費採用区分、９３６．
造成費種別区分、９３７．造成費深さ、９３８．側方１その他補正率、９３９．側方１奥行価格逓減率、９４０．側方１奥行距離実測、９４１．
側方１奥行長大補正率、９４２．側方１加算率、９４３．側方１角地区分、９４４．側方１間口距離実測、９４５．側方１間口狭小補正率、９４
６．側方１評点数、９４７．側方１路線番号、９４８．側方２その他補正率、９４９．側方２奥行価格逓減率、９５０．側方２奥行距離実測、９５
１．側方２奥行長大補正率、９５２．側方２加算率、９５３．側方２角地区分、９５４．側方２間口距離実測、９５５．側方２間口狭小補正率、
９５６．側方２評点数、９５７．側方２路線番号、９５８．損耗補正率、９５９．耐用年数、９６０．耐用年数変更１耐年、９６１．耐用年数変更１
年度、９６２．耐用年数変更２耐年、９６３．耐用年数変更２年度、９６４．第１期税額、９６５．第１期税額件数、９６６．第１期税額差額、９６
７．第１期税額増減件数、９６８．第２期税額、９６９．第２期税額件数、９７０．第２期税額差額、９７１．第２期税額増減件数、９７２．第３期
税額、９７３．第３期税額件数、９７４．第３期税額差額、９７５．第３期税額増減件数、９７６．第４期税額、９７７．第４期税額件数、
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９７８．第４期税額差額、９７９．第４期税額増減件数、９８０．第５期税額、９８１．第５期税額件数、９８２．第５期税額差額、９８３．第５期
税額増減件数、９８４．第６期税額、９８５．第６期税額件数、９８６．第６期税額差額、９８７．第６期税額増減件数、９８８．第７期税額、９８
９．第７期税額件数、９９０．第７期税額差額、９９１．第７期税額増減件数、９９２．第８期税額、９９３．第８期税額件数、９９４．第８期税額
差額、９９５．第８期税額増減件数、９９６．第９期税額、９９７．第９期税額件数、９９８．第９期税額差額、９９９．第９期税額増減件数、１０
００．第１０期税額、１００１．第１０期税額件数、１００２．第１０期税額差額、１００３．第１０期税額増減件数、１００４．第１１期税額、１００
５．第１１期税額件数、１００６．第１１期税額差額、１００７．第１１期税額増減件数、１００８．第１２期税額、１００９．第１２期税額件数、１
０１０．第１２期税額差額、１０１１．第１２期税額増減件数、１０１２．宅地比準区分、１０１３．単価、１０１４．担当者氏名、１０１５．担当者
電話番号、１０１６．短縮年数資産有無フラグ、１０１７．地区コード、１０１８．地上地下フラグ、１０１９．地積強制入力フラグ、１０２０．帳
簿価額、１０２１．帳簿価額限度額フラグ、１０２２．帳簿価額合計、１０２３．徴収猶予取消額１期、１０２４．徴収猶予取消額２期、１０２５．
徴収猶予取消額３期、１０２６．徴収猶予取消額４期、１０２７．徴収猶予取消額過随、１０２８．徴収猶予取消額随、１０２９．徴収猶予税
額１期、１０３０．徴収猶予税額２期、１０３１．徴収猶予税額３期、１０３２．徴収猶予税額４期、１０３３．徴収猶予税額過随、１０３４．徴収
猶予税額随、１０３５．徴収猶予対象フラグ、１０３６．町丁コード、１０３７．町丁名カナ、１０３８．町丁名漢字、１０３９．調査場所区分、１０
４０．調査内容、１０４１．調査年月日、１０４２．調査番号、１０４３．調定区分、１０４４．調定増減区分、１０４５．調定内訳分類コード、１０
４６．調定年月、１０４７．調定年月日、１０４８．調定年度、１０４９．直接入力可能区分、１０５０．陳腐化耐用年数、１０５１．陳腐化年度、
１０５２．追加一筆補正率有無フラグ、１０５３．追加画地補正率有無フラグ、１０５４．通知書発行禁止フラグ、１０５５．通知書番号、１０５
６．通知年月日、１０５７．通路開設補正率、１０５８．訂正書整理番号、１０５９．適用開始年度、１０６０．適用終了年度、１０６１．適用年
数、１０６２．登記延床面積、１０６３．登記屋根コード、１０６４．登記階層地下、１０６５．登記階層地上、１０６６．登記建築日、１０６７．登
記構造コード、１０６８．登記種類コード、１０６９．登記所在地外筆、１０７０．登記所在地漢字、１０７１．登記所在地枝番、１０７２．登記所
在地字コード、１０７３．登記所在地町丁コード、１０７４．登記所在地編集コード、１０７５．登記所在地本番、１０７６．登記床面積一階、１
０７７．登記床面積地下、１０７８．登記床面積二階以上、１０７９．登記地積、１０８０．登記地積又は床面積、１０８１．登記地目コード、１
０８２．都計その他減免税額、１０８３．都計その他減免税額件数、１０８４．都計その他減免税額差額、１０８５．都計その他減免税額増
減件数、１０８６．都計家屋按分課税標準額、１０８７．都計家屋按分軽減税額、１０８８．都計家屋按分軽減対象課標額、１０８９．都計家
屋按分減免税額、１０９０．都計家屋按分減免対象課標額、１０９１．都計家屋按分税額、１０９２．都計家屋課税標準額、１０９３．都計家
屋課税標準額差額、１０９４．都計家屋課標、１０９５．都計家屋課標件数、１０９６．都計家屋課標増減件数、１０９７．都計家屋確定税
額、１０９８．都計家屋確定税額件数、１０９９．都計家屋確定税額差額、１１００．都計家屋確定税額増減件数、１１０１．都計家屋軽減税
額、１１０２．都計家屋軽減税額件数、１１０３．都計家屋軽減税額差額、１１０４．都計家屋軽減税額増減件数、１１０５．都計家屋軽減対
象課標額、１１０６．都計家屋減免税額、１１０７．都計家屋減免税額件数、１１０８．都計家屋減免税額差額、１１０９．都計家屋減免税額
増減件数、１１１０．都計家屋減免対象課標額、１１１１．都計家屋税額、１１１２．都計家屋税額件数、１１１３．都計家屋税額差額、１１１
４．都計家屋税額増減件数、１１１５．都計家屋年税額差額、１１１６．都計家屋年税額増減件数、１１１７．都計家屋納付年税額、１１１
８．都計家屋納付年税額件数、１１１９．都計課税標準額、１１２０．都計課税標準額合計前年度、１１２１．都計課税標準額合計評価額、
１１２２．都計課税標準額合計本則、１１２３．都計課税標準額合計本年度、１１２４．都計課税標準額合計本年度特例前、１１２５．都計
課税標準額前年度、１１２６．都計課税標準額本年度、１１２７．都計課標件数、１１２８．都計確定税額、１１２９．都計確定税額件数、１１
３０．都計確定税額差額、１１３１．都計確定税額増減件数、１１３２．都計区分土地課税標準額、１１３３．都計区分土地課税標準額差
額、１１３４．都計区分土地課標、１１３５．都計区分土地課標件数、１１３６．都計区分土地課標増減件数、１１３７．都計区分土地軽減税
額、１１３８．都計区分土地軽減税額件数、１１３９．都計区分土地軽減税額差額、１１４０．都計区分土地軽減税額増減件数、１１４１．都
計区分土地軽減対象課標額、１１４２．都計区分土地減免税額、１１４３．都計区分土地減免税額件数、１１４４．都計区分土地減免税額
差額、１１４５．都計区分土地減免税額増減件数、１１４６．都計区分土地減免対象課標額、１１４７．都計区分土地税額、１１４８．都計区
分土地税額件数、１１４９．都計区分土地税額差額、１１５０．都計区分土地税額増減件数、１１５１．都計軽減課税標準額、１１５２．都計
軽減課標額、１１５３．都計軽減税額、１１５４．都計軽減税額件数、１１５５．都計軽減税額差額、１１５６．都計軽減税額増減件数、１１５
７．都計減税額、１１５８．都計減免課税標準額、１１５９．都計減免課標、１１６０．都計減免課標額、１１６１．都計減免税額、１１６２．都
計減免税額件数、１１６３．都計減免税額差額、１１６４．都計減免税額増減件数、１１６５．都計合計課税標準額差額、１１６６．都計合計
課標、１１６７．都計合計課標増減件数、１１６８．都計差引後税額、１１６９．都計算出税額、１１７０．都計小規外課標額前年度、１１７１．
都計小規外課標額評価額、１１７２．都計小規外課標額負担水準、１１７３．都計小規外課標額負担調整率、１１７４．都計小規外課標額
本則、１１７５．都計小規外課標額本年度、１１７６．都計小規外課標額本年度特例前、１１７７．都計小規外負担調整区分、１１７８．都計
小規外本則区分、１１７９．都計小規外類似土地比準割合、１１８０．都計小規模課標額前年度、１１８１．都計小規模課標額評価額、１１
８２．都計小規模課標額負担水準、１１８３．都計小規模課標額負担調整率、１１８４．都計小規模課標額本則、１１８５．都計小規模課標
額本年度、１１８６．都計小規模課標額本年度特例前、１１８７．都計小規模負担調整区分、１１８８．都計小規模本則区分、１１８９．都計
小規模類似土地比準割合、１１９０．都計条例減税額、１１９１．都計相当算出税額、１１９２．都計徴収猶予税額、１１９３．都計徴収猶予
税額件数、１１９４．都計徴収猶予税額差額、１１９５．都計徴収猶予税額増減件数、１１９６．都計土地按分課税標準額、１１９７．都計土
地按分軽減税額、１１９８．都計土地按分軽減対象課標額、、１１９９．都計土地按分減免税額、１２００．都計土地按分減免対象課標
額、１２０１．都計土地按分税額、１２０２．都計土地課税標準額、１２０３．都計土地課税標準額差額、１２０４．都計土地課標、１２０５．都
計土地課標件数、１２０６．都計土地課標増減件数、１２０７．都計土地確定税額、１２０８．都計土地確定税額件数、１２０９．都計土地確
定税額差額、１２１０．都計土地確定税額増減件数、１２１１．都計土地軽減税額、１２１２．都計土地軽減税額件数、１２１３．都計土地軽
減税額差額、１２１４．都計土地軽減税額増減件数、１２１５．都計土地軽減対象課標額、１２１６．都計土地減免税額、１２１７．都計土地
減免税額件数、１２１８．都計土地減免税額差額、１２１９．都計土地減免税額増減件数、１２２０．都計土地減免対象課標額、１２２１．都
計土地税額、１２２２．都計土地税額件数、１２２３．都計土地税額差額、１２２４．都計土地税額増減件数、１２２５．都計土地年税額差
額、１２２６．都計土地年税額増減件数、１２２７．都計土地納付年税額、１２２８．都計土地納付年税額件数、１２２９．都計土地免除税
額、１２３０．都計特例課税標準額、１２３１．都計特例課標額、１２３２．都計年税額差額、１２３３．都計年税額増減件数、１２３４．都計納
付年税額、１２３５．都計納付年税額件数、１２３６．都計非住宅課標額条例前年度、１２３７．都計非住宅課標額条例本年度、１２３８．都
計非住宅課標額条例本年度特例、１２３９．都計非住宅課標額前年度、１２４０．都計非住宅課標額評価額、１２４１．都計非住宅課標額
負担水準、１２４２．都計非住宅課標額負担調整率、１２４３．都計非住宅課標額本則、１２４４．都計非住宅課標額本年度、１２４５．都計
非住宅課標額本年度特例前、１２４６．都計非住宅条例類似土地比準割合、１２４７．都計非住宅負担調整区分、１２４８．都計非住宅本
則区分、１２４９．都計非住宅類似土地比準割合、１２５０．都計免除税額、１２５１．都計免除税額件数、１２５２．都計免除税額差額、１２
５３．都計免除税額増減件数、１２５４．都計猶予税額、１２５５．都市計画区分、１２５６．都市計画税額、１２５７．都市計画税額件数、１２
５８．都市計画税額差額、１２５９．都市計画税額増減件数、１２６０．土地一筆価格更新後、１２６１．土地一筆価格更新前、１２６２．土地
一筆更新後、１２６３．土地一筆更新前、１２６４．土地－仮換地番号コード、１２６５．土地家屋区分、１２６６．土地管理番号区分、１２６
７．土地区分免税点判定区分、１２６８．土地軽減コード、１２６９．土地軽減開始年度、１２７０．土地軽減終了年度、１２７１．土地軽減地
積、１２７２．土地軽減適用区分、１２７３．土地軽減率分子、１２７４．土地軽減率分母、１２７５．土地権利の目的コード、
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１２７６．土地権利原因コード、１２７７．土地権利原因年月日、１２７８．土地権利受付年月日、１２７９．土地権利受付番号、１２８０．土地
権利変更区分、１２８１．土地減免コード、１２８２．土地減免開始期、１２８３．土地減免開始年度、１２８４．土地減免終了期、１２８５．土
地減免終了年度、１２８６．土地減免地積、１２８７．土地減免適用区分、１２８８．土地減免率分子、１２８９．土地減免率分母、１２９０．土
地更正事由コード、１２９１．土地更正中フラグ、１２９２．土地更正年月日、１２９３．土地合計地積、１２９４．土地－三角地計算開始年
度、１２９５．土地使用フラグ、１２９６．土地－宅地等本則年度、１２９７．土地－単価算出区分、１２９８．土地徴収猶予税額、１２９９．土
地調査年月日、１３００．土地－通路開設計算開始年度、１３０１．土地－道路幅員計算開始年度、１３０２．土地－特定市フラグ、１３０
３．土地特例コード、１３０４．土地特例開始年度、１３０５．土地特例終了年度、１３０６．土地特例地積、１３０７．土地特例適用区分、１３
０８．土地特例率分子、１３０９．土地特例率分母、１３１０．土地－農地本則年度、１３１１．土地非課税コード、１３１２．土地非課税開始
年度、１３１３．土地非課税終了年度、１３１４．土地非課税地積、１３１５．土地非課税適用区分、１３１６．土地表示の目的コード、１３１
７．土地表示原因コード、１３１８．土地表示原因年月日、１３１９．土地表示受付年月日、１３２０．土地表示受付番号、１３２１．土地表示
変更区分、１３２２．土地－評価額単価区分、１３２３．土地－不整形地計算開始年度、１３２４．土地物件数、１３２５．土地物件番号、１３
２６．土地－無道路地計算開始年度、１３２７．土地免税点判定区分、１３２８．土地－面積計算開始年度、１３２９．土地履歴番号、１３３
０．棟数、１３３１．棟番、１３３２．当初平米当再建築費評点数、１３３３．道路幅員実測、１３３４．道路幅員補正率、１３３５．特記情報、１
３３６．特殊計算区分、１３３７．特別償却圧縮記帳有無フラグ、１３３８．特例コード、１３３９．特例減少課標、１３４０．特例減少課標合
計、１３４１．特例減少帳簿価額、１３４２．特例減少帳簿価額合計、１３４３．特例減少評価額、１３４４．特例減少評価額合計、１３４５．特
例減免対象区分、１３４６．二方その他補正率、１３４７．二方奥行価格逓減率、１３４８．二方奥行距離実測、１３４９．二方奥行長大補正
率、１３５０．二方加算率、１３５１．二方間口距離実測、１３５２．二方間口狭小補正率、１３５３．二方評点数、１３５４．二方路線番号、１３
５５．年税額、１３５６．年税額過年度合計、１３５７．年税額差額、１３５８．年税額増減件数、１３５９．年度、１３６０．納期限１期、１３６１．
納期限２期、１３６２．納期限３期、１３６３．納期限４期、１３６４．納期限５期、１３６５．納期限６期、１３６６．納期限７期、１３６７．納期限８
期、１３６８．納期限９期、１３６９．納期限１０期、１３７０．納期限１１期、１３７１．納期限１２期、１３７２．納期限随、１３７３．納税組合番
号、１３７４．納付年税額、１３７５．納付年税額件数、１３７６．農業用施設用地区分、１３７７．農地区分、１３７８．農地転用期限、１３７９．
農地転用区分、１３８０．農地転用条項区分、１３８１．農地転用年月日、１３８２．農地転用目的コード、１３８３．排他フラグ、１３８４．発見
取得価格、１３８５．判定開始年月日、１３８６．判定終了年月日、１３８７．番地編集区分、１３８８．番地名称、１３８９．比準割合、１３９０．
比準地目コード、１３９１．比準土地物件番号、１３９２．非課税コード、１３９３．非課税資産有無フラグ、１３９４．非住宅コード、１３９５．非
住宅割合、１３９６．非住宅地積、１３９７．非住宅部分床面積、１３９８．筆数、１３９９．標準地奥行距離、１４００．標準地間口距離、１４０
１．標準地区分、１４０２．標準地番号、１４０３．標準地路線価更新後、１４０４．標準地路線価更新前、１４０５．標準地路線価番号、１４０
６．表ＮＯ、１４０７．表示受付年月日、１４０８．表示名称、１４０９．評価額、１４１０．評価額強制入力フラグ、１４１１．評価額限度額フラ
グ、１４１２．評価額合計、１４１３．評価区分、１４１４．評価戸数、１４１５．評価方法区分、１４１６．評点数、１４１７．評点数構成区、１４１
８．不均衡、１４１９．不整形想定奥行実測、１４２０．不整形想定間口実測、１４２１．不整形地補正率、１４２２．不整形地補正率採用区
分、１４２３．敷地権コード、１４２４．敷地権持分分子、１４２５．敷地権持分分母、１４２６．敷地権判定区分、１４２７．賦課オンライン決裁
処理フラグ、１４２８．賦課減免コード、１４２９．賦課減免開始期コード、１４３０．賦課減免率分子、１４３１．賦課減免率分母、１４３２．賦
課更正事由コード、１４３３．賦課使用フラグ、１４３４．賦課修正理由コード、１４３５．複合利用用地合算区分、１４３６．物件所在地外
筆、１４３７．物件所在地漢字、１４３８．物件所在地枝番、１４３９．物件所在地字コード、１４４０．物件所在地町丁コード、１４４１．物件所
在地分離、１４４２．物件所在地編集コード、１４４３．物件所在地本番、１４４４．物件番号、１４４５．分割課税有無フラグ、１４４６．分合筆
区分、１４４７．分合筆元先区分、１４４８．分合筆受付年月日、１４４９．分子、１４５０．分母、１４５１．分離課税区分、１４５２．分離対象家
屋物件番号、１４５３．分離対象号番、１４５４．分離対象室番、１４５５．平米当り評点数、１４５６．平米当再建築費評点数、１４５７．閉鎖
区分、１４５８．閉鎖年度、１４５９．編集－家屋所在地コード、１４６０．編集－家屋番号コード、１４６１．編集区分、１４６２．編集－土地所
在地コード、１４６３．補正コード、１４６４．補正コード枝番、１４６５．補正開始年、１４６６．補正枝番名称、１４６７．補正終了年、１４６８．
補正名称、１４６９．補正率、１４７０．本年度価格、１４７１．本年度帳簿価額、１４７２．本年度評価額、１４７３．未完成コード、１４７４．未
償却残高、１４７５．未償却残高合計、１４７６．未調査区分、１４７７．未登記区分、１４７８．無道路遠い奥行実測、１４７９．無道路奥行価
格逓減率、１４８０．無道路近い奥行実測、１４８１．無道路補正率、１４８２．名義人宛名番号、１４８３．名義人氏名、１４８４．名義人持分
番号、１４８５．名義人住所、１４８６．名称編集フラグ、１４８７．明細ＳＥＱ番号、１４８８．明細延床面積、１４８９．明細屋根コード、１４９
０．明細階層地下、１４９１．明細階層地上、１４９２．明細原因事由コード、１４９３．明細原因年月日、１４９４．明細構造コード、１４９５．
明細種類コード、１４９６．明細床面積一階、１４９７．明細床面積地下、１４９８．明細床面積二階以上、１４９９．明細数、１５００．明細数
合計、１５０１．明細都市計画区分、１５０２．明細番号、１５０３．明細用途コード、１５０４．免税点判定、１５０５．面積補正率、１５０６．面
積補正率採用区分、１５０７．木非区分、１５０８．猶予免除コード、１５０９．用途地区区分、１５１０．用途変更経過年数、１５１１．用途変
更年、１５１２．履歴番号、１５１３．理論評価額、１５１４．略称、１５１５．類似土地物件番号、１５１６．路線価、１５１７．個人番号、１５１
８．法人番号、１５１９．宛名世帯番号－ＣＨ、１５２０．宛名住民番号－ＣＨ、１５２１．宛名個人法人区分－ＣＨ、１５２２．宛名個人法人詳
細区分－ＣＨ、１５２３．宛名通称名優先区分－ＣＨ、１５２４．宛名カナ氏名－ＮＣ、１５２５．宛名カナ通称名－ＮＣ、１５２６．宛名漢字氏
名－ＮＣ、１５２７．宛名漢字通称名－ＮＣ、１５２８．宛名生年月日－ＣＨ、１５２９．宛名性別－ＣＨ、１５３０．宛名続柄１－ＣＨ、１５３１．
宛名続柄２－ＣＨ、１５３２．宛名続柄３－ＣＨ、１５３３．宛名続柄４－ＣＨ、１５３４．宛名市内市外区分－ＣＨ、１５３５．宛名市外住所コー
ド－ＣＨ、１５３６．宛名住所自治体コード－ＣＨ、１５３７．宛名住所町名コード－ＣＨ、１５３８．宛名住所番地コード－ＮＣ、１５３９．宛名
住所枝番コード－ＮＣ、１５４０．宛名住所小枝番コード－ＮＣ、１５４１．宛名住所枝番３コード－ＮＣ、１５４２．宛名住所番地編集区分－
ＣＨ、１５４３．宛名住所－ＮＣ、１５４４．宛名方書－ＮＣ、１５４５．宛名郵便番号－ＣＨ、１５４６．宛名電話番号－ＣＨ、１５４７．関連相手
先宛名番号－ＣＨ、１５４８．関連最新宛名番号－ＣＨ、１５４９．関連事由コード－ＣＨ、１５５０．送付先区分－ＣＨ、１５５１．送付先個人
法人区分－ＣＨ、１５５２．送付先カナ氏名－ＮＣ、１５５３．送付先検索カナ氏名－ＮＣ、１５５４．送付先カナ支店名－ＮＣ、１５５５．送付
先漢字氏名－ＮＣ、１５５６．送付先検索漢字氏名－ＮＣ、１５５７．送付先漢字支店名－ＮＣ、１５５８．送付先法人種別コード－ＣＨ、１５
５９．送付先法人種別位置区分－ＣＨ、１５６０．送付先市内市外区分－ＣＨ、１５６１．送付先市外住所コード－ＣＨ、１５６２．送付先住所
自治体コード－ＣＨ、１５６３．送付先住所町名コード－ＣＨ、１５６４．送付先住所番地コード－ＮＣ、１５６５．送付先住所枝番コード－Ｎ
Ｃ、１５６６．送付先住所小枝番コード－ＮＣ、１５６７．送付先住所枝番３コード－ＮＣ、１５６８．送付先住所番地編集区分－ＣＨ、１５６９．
送付先住所－ＮＣ、１５７０．送付先方書－ＮＣ、１５７１．送付先郵便番号－ＣＨ、１５７２．送付先電話番号区分－ＣＨ、１５７３．送付先電
話番号－ＣＨ、１５７４．送付先電話番号内線－ＣＨ、１５７５．送付先特宛人宛名番号－ＣＨ、１５７６．口座自治体コード－ＣＨ、１５７７．
口座税目コード－ＣＨ、１５７８．口座車両コード－ＣＨ、１５７９．口座口振種別－ＣＨ、１５８０．口座履歴番号－ＣＨ、１５８１．口座納付種
別－ＣＨ、１５８２．口座クレジット区分－ＣＨ、１５８３．口座金融機関コード－ＣＨ、１５８４．口座支店コード－ＣＨ、１５８５．口座口座種別
－ＣＨ、１５８６．口座番号－ＣＨ、１５８７．口座名義人カナ氏名－ＮＣ、１５８８．口座名義人漢字氏名－ＮＣ、１５８９．口座本人区分－Ｃ
Ｈ、１５９０．口座申込日－ＣＨ、１５９１．連絡先自治体コード－ＣＨ、１５９２．連絡先税目コード－ＣＨ、１５９３．連絡先連番－ＣＨ、１５９
４．連絡先最優先区分－ＣＨ、１５９５．連絡先区分－ＣＨ、１５９６．連絡先電話番号－ＣＨ、１５９７．連絡先電話番号内線－ＣＨ、１５９
８．連絡先ＦＡＸ番号－ＣＨ、１５９９．特記連番－ＣＨ、１６００．特記重要度区分－ＣＨ、１６０１．特記登録自治体コード－ＣＨ、１６０２．特
記登録税目コード－ＣＨ、１６０３．特記情報－ＮＣ
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１．オーバーレイＩＤ、２．コード、３．コードＩＤ、４．タイトル名称、５．フォームＩＤ、６．マンション－一棟－建物の番号、７．マンション－一棟
－所在、８．マンション－課税標準額－固定、９．マンション－課税標準額－都計、１０．マンション－市外住所コード、１１．マンション－
市内市外区分、１２．マンション－住所自治体コード、１３．マンション－住所町名コード、１４．マンション－専有－屋根コード、１５．マン
ション－専有－家屋番号、１６．マンション－専有－階、１７．マンション－専有－階層、１８．マンション－専有－各床面積、１９．マンショ
ン－専有－建物の番号、２０．マンション－専有－構造コード、２１．マンション－専有－持分－分子、２２．マンション－専有－持分－分
母、２３．マンション－専有－種類コード、２４．マンション－築年月、２５．マンション－登記氏名漢字、２６．マンション－登記住所漢字、２
７．マンション－登記年月日、２８．マンション－登記方書漢字、２９．マンション－備考、３０．マンション－評価額、３１．マンション－不動
産番号、３２．マンション－敷地権－割合－分子、３３．マンション－敷地権－割合－分母、３４．マンション－敷地権－種類コード、３５．
マンション－敷地権－所在及び地番、３６．マンション－敷地権－地積、３７．マンション－敷地権－地目コード、３８．マンション－敷地権
－土地の符号、３９．メールアドレス１、４０．メールアドレス２、４１．宛名番号、４２．依頼年月日、４３．異動禁止フラグ、４４．異動事由
コード、４５．異動年月日、４６．延滞金計算日、４７．延滞金減免－延滞金減免額、４８．延滞金減免－延滞金処分額、４９．延滞金減免
－開始年月日、５０．延滞金減免－基準年月日、５１．延滞金減免－決裁年月日、５２．延滞金減免－決定職員番号、５３．延滞金減免
－決定入力年月日、５４．延滞金減免件数、５５．延滞金減免－減免率、５６．延滞金減免－公示年月日、５７．延滞金減免－事由コー
ド、５８．延滞金減免－取消起案年月日、５９．延滞金減免－取消公示年月日、６０．延滞金減免－取消事由コード、６１．延滞金減免－
取消所見、６２．延滞金減免－取消職員番号、６３．延滞金減免－取消通知年月日、６４．延滞金減免－取消入力年月日、６５．延滞金
減免－取消年月日、６６．延滞金減免－取消配達方法コード、６７．延滞金減免－終了年月日、６８．延滞金減免－所見、６９．延滞金減
免－申請年月日、７０．延滞金減免－通知年月日、７１．延滞金減免－配達方法コード、７２．延滞金減免－備考、７３．延滞金減免－予
定職員番号、７４．延滞金減免－予定入力年月日、７５．延滞金処分額、７６．延滞金分納額、７７．加算金処分額、７８．加算金分納額、
７９．家屋－一棟屋根コード、８０．家屋－一棟階、８１．家屋－一棟階層－地下、８２．家屋－一棟階層－地上、８３．家屋－一棟各床面
積、８４．家屋－一棟構造コード、８５．家屋－家屋番号、８６．家屋－課税屋根コード、８７．家屋－課税階、８８．家屋－課税階層－地
下、８９．家屋－課税階層－地上、９０．家屋－課税各床面積、９１．家屋－課税構造コード、９２．家屋－課税種類コード、９３．家屋－
課税標準額－固定、９４．家屋－課税標準額－都計、９５．家屋－建物の番号、９６．家屋－権利異動事由コード、９７．家屋－権利異動
年月日、９８．家屋－市外住所コード、９９．家屋－市内市外区分、１００．家屋－持分－分子、１０１．家屋－持分－分母、１０２．家屋－
住所自治体コード、１０３．家屋－住所町名コード、１０４．家屋－所在、１０５．家屋－築年月、１０６．家屋－登記宛名番号、１０７．家屋
－登記屋根コード、１０８．家屋－登記階、１０９．家屋－登記階層－地下、１１０．家屋－登記階層－地上、１１１．家屋－登記階地下、１
１２．家屋－登記各床面積、１１３．家屋－登記各床面積地下、１１４．家屋－登記構造コード、１１５．家屋－登記氏名漢字、１１６．家屋
－登記種類コード、１１７．家屋－登記住所漢字、１１８．家屋－登記年月日、１１９．家屋－登記方書漢字、１２０．家屋－特例コード、１
２１．家屋－特例床面積、１２２．家屋－非課税コード、１２３．家屋－非課税床面積、１２４．家屋－備考、１２５．家屋－表示異動事由
コード、１２６．家屋－表示異動年月日、１２７．家屋－評価額、１２８．家屋－不動産番号、１２９．課税年度、１３０．解除事由コード、１３
１．解除年月日、１３２．解除番号、１３３．回数、１３４．回答年月日、１３５．開札開始時刻、１３６．開札終了時刻、１３７．開札年月日、１
３８．確認済フラグ、１３９．換価猶予－開始年月日、１４０．換価猶予－期間区分コード、１４１．換価猶予－起案年月日、１４２．換価猶
予－決裁年月日、１４３．換価猶予－決定職員番号、１４４．換価猶予－決定入力年月日、１４５．換価猶予件数、１４６．換価猶予－減
免率、１４７．換価猶予－公示年月日、１４８．換価猶予－事由コード、１４９．換価猶予－取消起案年月日、１５０．換価猶予－取消公示
年月日、１５１．換価猶予－取消事由コード、１５２．換価猶予－取消所見、１５３．換価猶予－取消職員番号、１５４．換価猶予－取消通
知年月日、１５５．換価猶予－取消入力年月日、１５６．換価猶予－取消年月日、１５７．換価猶予－取消配達方法コード、１５８．換価猶
予－終了年月日、１５９．換価猶予－所見、１６０．換価猶予－担保種類コード、１６１．換価猶予－担保提供年月日、１６２．換価猶予－
担保提供有無、１６３．換価猶予－通知年月日、１６４．換価猶予－配達方法コード、１６５．換価猶予－備考、１６６．換価猶予－予定職
員番号、１６７．換価猶予－予定入力年月日、１６８．管理番号、１６９．関連事由コード、１７０．期別、１７１．期別順番、１７２．記事コー
ド、１７３．記事時刻、１７４．記事内容、１７５．記事年月日、１７６．記事連番、１７７．起案年月日、１７８．給与－その他、１７９．給与－依
頼日、１８０．給与－回答日、１８１．給与－基本給、１８２．給与－給与支払日、１８３．給与－金融機関コード、１８４．給与－月分、１８
５．給与－見出し、１８６．給与－源泉所得税、１８７．給与－口座種別コード、１８８．給与－口座番号、１８９．給与－差押可件数、１９
０．給与－支払方法コード、１９１．給与－社会保険料、１９２．給与－住民税、１９３．給与－諸手当、１９４．給与－賞与支払月１、１９
５．給与－賞与支払月２、１９６．給与－賞与等１、１９７．給与－賞与等２、１９８．給与－退職年月日、１９９．給与－第三債務者、２００．
給与－超勤手当、２０１．給与－店舗コード、２０２．給与－届出住所漢字、２０３．給与－届出電話番号、２０４．給与－届出方書漢字、２
０５．給与－被扶養者人数、２０６．給与－備考、２０７．給与－扶養手当、２０８．勤務先、２０９．勤務先郵便番号、２１０．区特記事項、２
１１．繰上徴収－起案年月日、２１２．繰上徴収－決裁年月日、２１３．繰上徴収－決定職員番号、２１４．繰上徴収－決定入力年月日、
２１５．繰上徴収件数、２１６．繰上徴収－公示年月日、２１７．繰上徴収－事由コード、２１８．繰上徴収－取消起案年月日、２１９．繰上
徴収－取消公示年月日、２２０．繰上徴収－取消事由コード、２２１．繰上徴収－取消職員番号、２２２．繰上徴収－取消通知年月日、２
２３．繰上徴収－取消入力年月日、２２４．繰上徴収－取消年月日、２２５．繰上徴収－取消配達方法コード、２２６．繰上徴収－通知年
月日、２２７．繰上徴収－納付場所コード、２２８．繰上徴収－配達方法コード、２２９．繰上徴収－備考、２３０．繰上徴収－変更納期限、
２３１．繰上徴収－予定職員番号、２３２．繰上徴収－予定入力年月日、２３３．敬称有無フラグ、２３４．計算－券面額、２３５．決済年月
日、２３６．決定公告年月日、２３７．決定公告番号、２３８．決定通知年月日、２３９．決定通知番号、２４０．券面額、２４１．権利者氏名カ
ナ、２４２．権利者氏名漢字、２４３．権利者住所漢字、２４４．権利者番号、２４５．権利者方書漢字、２４６．見積価額、２４７．現年－その
他、２４８．現年－たばこ、２４９．現年－延滞金、２５０．現年－介護保険料、２５１．現年－軽自、２５２．現年－固定、２５３．現年－固定
償、２５４．現年－鉱産、２５５．現年－合計、２５６．現年－国税、２５７．現年－国税年、２５８．現年－国料、２５９．現年－国料年、２６
０．現年－市県退、２６１．現年－市県特、２６２．現年－市県年、２６３．現年－市県普、２６４．現年－事業所、２６５．現年－特土地、２６
６．現年－入湯、２６７．現年－法人、２６８．戸籍連番、２６９．交渉コード、２７０．交渉時刻、２７１．交渉年月日、２７２．交付要求－解除
起案年月日、２７３．交付要求－解除決裁年月日、２７４．交付要求－解除公示年月日、２７５．交付要求－解除事由コード、２７６．交付
要求－解除職員番号、２７７．交付要求－解除通知年月日、２７８．交付要求－解除登録年月日、２７９．交付要求－解除入力年月日、
２８０．交付要求－解除配達方法コード、２８１．交付要求－管轄裁判所コード、２８２．交付要求－起案年月日、２８３．交付要求－業種
コード、２８４．交付要求－決裁年月日、２８５．交付要求－決定職員番号、２８６．交付要求－決定入力年月日、２８７．交付要求件数、２
８８．交付要求－公示年月日、２８９．交付要求－財産種類コード、２９０．交付要求－施行年月日、２９１．交付要求－事件番号－記号、
２９２．交付要求－事件番号－年度、２９３．交付要求－事件番号－連番、２９４．交付要求－執行機関コード、２９５．交付要求－執行機
関差押日、２９６．交付要求－種類コード、２９７．交付要求－申立人氏名漢字、２９８．交付要求－申立人住所漢字、２９９．交付要求－
申立人電話番号、３００．交付要求－申立人方書漢字、３０１．交付要求－申立人郵便番号、３０２．交付要求－担当書記官、３０３．交
付要求－通知年月日、３０４．交付要求－破産手続開始日、３０５．交付要求－配達方法コード、３０６．交付要求－配当期日、３０７．交
付要求－配当金額、３０８．交付要求－配当時刻、３０９．交付要求－配当順位、３１０．交付要求－配当職員番号、３１１．交付要求－
配当請求日、３１２．交付要求－配当通知日、３１３．交付要求－配当入力年月日、３１４．交付要求－備考、

滞納整理業務

159



３１５．交付要求－包括的禁止命令至、３１６．交付要求－包括的禁止命令自、３１７．交付要求－法務局受付日、３１８．交付要求－法
務局受付番号、３１９．交付要求－予定職員番号、３２０．交付要求－予定入力年月日、３２１．交付要求－様式、３２２．公売公告年月
日、３２３．公売公告番号、３２４．公売事由コード、３２５．公売取消年月日、３２６．公売場所、３２７．公売場所コード、３２８．公売中止フ
ラグ、３２９．公売通知年月日、３３０．公売通知番号、３３１．公売保証金、３３２．公売方法、３３３．公売連番、３３４．更新アクセスコー
ド、３３５．更新プログラムＩＤ、３３６．更新時刻、３３７．更新職員番号、３３８．更新端末ＩＤ、３３９．更新年月日、３４０．合計－合計、３４
１．差押可否、３４２．差押－解除起案年月日、３４３．差押－解除決裁年月日、３４４．差押－解除公示年月日、３４５．差押－解除事由
コード、３４６．差押－解除職員番号、３４７．差押－解除通知年月日、３４８．差押－解除登録年月日、３４９．差押－解除入力年月日、３
５０．差押－解除配達方法コード、３５１．差押－解除番号、３５２．差押－起案年月日、３５３．差押－業種コード、３５４．差押－決裁年
月日、３５５．差押－決定職員番号、３５６．差押－決定入力年月日、３５７．差押件数、３５８．差押－公示年月日、３５９．差押－公売決
定通知日、３６０．差押－公売広告年月日、３６１．差押－公売職員番号、３６２．差押－公売代金、３６３．差押－公売入力年月日、３６
４．差押－公売年月日、３６５．差押－公売予告年月日、３６６．差押－財産種類コード、３６７．差押－施行年月日、３６８．差押－事件番
号－記号、３６９．差押－事件番号－年度、３７０．差押－事件番号－連番、３７１．差押－執行機関コード、３７２．差押－執行機関差押
日、３７３．差押－執行裁判所コード、３７４．差押－通知年月日、３７５．差押－登録機関コード、３７６．差押－登録番号、３７７．差押－
配達方法コード、３７８．差押－配当金額、３７９．差押－備考、３８０．差押－予定職員番号、３８１．差押－予定入力年月日、３８２．差押
－様式、３８３．債権－依頼日、３８４．債権－回答日、３８５．債権額、３８６．債権－見出し、３８７．債権－差押可件数、３８８．債権－送
付先、３８９．債権－第三債務者、３９０．債権－調査内容、３９１．債権－備考、３９２．債権－履行期限、３９３．催告停止期限、３９４．催
告停止事由コード、３９５．催告停止日、３９６．最高価決定年月日、３９７．最高価申込価額、３９８．最高価申込者氏名、３９９．最高価申
込者住所、４００．最高価申込者方書、４０１．最高価申込者郵便番号、４０２．最終記事連番、４０３．最終催告期限、４０４．最終催告種
別コード、４０５．最終催告年月日、４０６．最終折衝日、４０７．最終納付金額、４０８．最終納付年月日、４０９．最大公売連番、４１０．財
産の表示、４１１．財産種類コード、４１２．財産番号、４１３．参加差押件数、４１４．市特記事項、４１５．市内市外区分、４１６．指定期限
有無フラグ、４１７．指定期日、４１８．支払期日、４１９．支払場所、４２０．支払人、４２１．事業年度開始日、４２２．事業年度終了日、４２
３．事件番号－記号、４２４．事件番号－執行機関コード、４２５．事件番号－年度、４２６．事件番号－発行日、４２７．事件番号－備考、
４２８．事件番号－連番、４２９．時効中断－開始年月日、４３０．時効中断－決定職員番号、４３１．時効中断－決定入力年月日、４３２．
時効中断－決定年月日、４３３．時効中断件数、４３４．時効中断－債務の承認日、４３５．時効中断－取消事由コード、４３６．時効中断
－取消職員番号、４３７．時効中断－取消入力年月日、４３８．時効中断－取消年月日、４３９．時効中断－終了年月日、４４０．時効中
断－中断事由コード、４４１．時効中断－中断停止区分コード、４４２．時効中断－停止事由コード、４４３．時効中断－備考、４４４．時効
予定日、４４５．次順位決定年月日、４４６．次順位申込価額、４４７．次順位申込者氏名、４４８．次順位申込者住所、４４９．次順位申込
者方書、４５０．次順位申込者郵便番号、４５１．自治体コード、４５２．自動更新禁止フラグ、４５３．自動作成フラグ、４５４．執行権有無、
４５５．執行停止－起案年月日、４５６．執行停止－決裁年月日、４５７．執行停止－決定職員番号、４５８．執行停止－決定入力年月
日、４５９．執行停止－公示年月日、４６０．執行停止－事由コード、４６１．執行停止－取消起案年月日、４６２．執行停止－取消公示年
月日、４６３．執行停止－取消事由コード、４６４．執行停止－取消職員番号、４６５．執行停止－取消調査顛末、４６６．執行停止－取消
通知年月日、４６７．執行停止－取消入力年月日、４６８．執行停止－取消年月日、４６９．執行停止－取消配達方法コード、４７０．執行
停止－種類コード、４７１．執行停止－詳細事由コード、４７２．執行停止－調査顛末、４７３．執行停止－通知年月日、４７４．執行停止
－配達方法コード、４７５．執行停止－備考、４７６．執行停止－予定職員番号、４７７．執行停止－予定入力年月日、４７８．実態調査－
依頼日、４７９．実態調査－回答日、４８０．実態調査－判明区分、４８１．取扱窓口、４８２．取消事由コード、４８３．取消年月日、４８４．
首長名有無フラグ、４８５．受入年月日、４８６．受付年月日、４８７．受付番号、４８８．住所コード、４８９．処分コード、４９０．処分停止件
数、４９１．処分連番、４９２．所得金額、４９３．所得金額対象年、４９４．証券種類コード、４９５．証券状態、４９６．証券番号、４９７．詳細
記事連番、４９８．詳細財産種類コード、４９９．詳細有無フラグ、５００．状態コード、５０１．職業コード、５０２．振出人氏名漢字、５０３．振
出人住所漢字、５０４．振出年月日、５０５．申告区分、５０６．申告連番、５０７．世帯番号、５０８．生活保護開始日、５０９．生活保護終了
日、５１０．生活保護有無、５１１．生保－依頼日、５１２．生保－回答日、５１３．生保－差押可件数、５１４．税保コード、５１５．税目コー
ド、５１６．税目等、５１７．折衝相手コード、５１８．折衝相手－その他、５１９．前回更新アクセスコード、５２０．前回更新プログラムＩＤ、５
２１．前回更新時刻、５２２．前回更新職員番号、５２３．前回更新端末ＩＤ、５２４．前回更新年月日、５２５．組戻事由コード、５２６．組戻
年月日、５２７．滞繰－その他、５２８．滞繰－たばこ、５２９．滞繰－延滞金、５３０．滞繰－介護保険料、５３１．滞繰－軽自、５３２．滞繰
－固定、５３３．滞繰－固定償、５３４．滞繰－鉱産、５３５．滞繰－合計、５３６．滞繰－国税、５３７．滞繰－国税年、５３８．滞繰－国料、
５３９．滞繰－国料年、５４０．滞繰－市県退、５４１．滞繰－市県特、５４２．滞繰－市県年、５４３．滞繰－市県普、５４４．滞繰－事業所、
５４５．滞繰－特土地、５４６．滞繰－入湯、５４７．滞繰－法人、５４８．滞納区分コード、５４９．滞納理由コード、５５０．滞納理由補足、５
５１．代金取立明細日、５５２．代金納付期限、５５３．代金納付時刻、５５４．担当コード、５５５．担当区分、５５６．担保権設定年月日、５
５７．地区コード、５５８．地区名、５５９．貯金－記号番号、５６０．貯金－見出し、５６１．貯金－現在日、５６２．貯金－残高、５６３．貯金
－貸付金額－当初、５６４．貯金－貸付残高、５６５．貯金－貸付年月日、５６６．貯金－第三債務者、５６７．貯金－貯金種類コード、５６
８．貯金－備考、５６９．貯金－満期年月日、５７０．貯金－名義人、５７１．貯金－預入年月日、５７２．徴収猶予－開始年月日、５７３．徴
収猶予－期間区分コード、５７４．徴収猶予－決裁年月日、５７５．徴収猶予－決定職員番号、５７６．徴収猶予－決定入力年月日、５７
７．徴収猶予件数、５７８．徴収猶予－減免率、５７９．徴収猶予－公示年月日、５８０．徴収猶予－事由コード、５８１．徴収猶予－取消起
案年月日、５８２．徴収猶予－取消公示年月日、５８３．徴収猶予－取消事由コード、５８４．徴収猶予－取消所見、５８５．徴収猶予－取
消職員番号、５８６．徴収猶予－取消通知年月日、５８７．徴収猶予－取消入力年月日、５８８．徴収猶予－取消年月日、５８９．徴収猶
予－取消配達方法コード、５９０．徴収猶予－終了年月日、５９１．徴収猶予－所見、５９２．徴収猶予－申請年月日、５９３．徴収猶予－
担保種類コード、５９４．徴収猶予－担保提供年月日、５９５．徴収猶予－担保提供有無、５９６．徴収猶予－通知年月日、５９７．徴収猶
予－配達方法コード、５９８．徴収猶予－備考、５９９．徴収猶予－予定職員番号、６００．徴収猶予－予定入力年月日、６０１．調査年月
日、６０２．調書番号、６０３．調定年度、６０４．通知書番号、６０５．電話－依頼日、６０６．電話加入権－局番、６０７．電話加入権－契約
者宛名番号、６０８．電話加入権－契約者氏名漢字、６０９．電話加入権－契約者住所漢字、６１０．電話加入権－契約者方書漢字、６１
１．電話加入権－契約年月日、６１２．電話加入権－市外局番、６１３．電話加入権－電話機の設置場所、６１４．電話加入権－電話種
類コード、６１５．電話加入権－電話番号、６１６．電話加入権－備考、６１７．電話加入権－別住所フラグ、６１８．電話加入権－別姓フラ
グ、６１９．電話－回答日、６２０．電話－差押可件数、６２１．電話催告フラグ、６２２．電話番号、６２３．登録事由コード、６２４．登録年月
日、６２５．土地－課税地積、６２６．土地－課税地目コード、６２７．土地－課税標準額－固定、６２８．土地－課税標準額－都計、６２９．
土地－権利異動事由コード、６３０．土地－権利異動年月日、６３１．土地－市外住所コード、６３２．土地－市内市外区分、６３３．土地
－持分－分子、６３４．土地－持分－分母、６３５．土地－住所自治体コード、６３６．土地－住所町名コード、６３７．土地－所在、６３８．
土地－地番、６３９．土地－登記宛名番号、６４０．土地－登記氏名漢字、６４１．土地－登記住所漢字、６４２．土地－登記地積、６４３．
土地－登記地目コード、６４４．土地－登記年月日、６４５．土地－登記方書漢字、６４６．土地－特例コード、６４７．土地－特例地積、６
４８．土地－非課税コード、６４９．土地－非課税地積、６５０．土地－備考、６５１．土地－表示異動事由コード、６５２．土地－表示異動
年月日、６５３．土地－評価額、６５４．土地－不動産番号、６５５．動産－見出し、６５６．動産－自動車フラグ、６５７．動産－捜索開始時
刻、６５８．動産－捜索終了時刻、６５９．動産－捜索場所、６６０．動産－捜索年月日、６６１．動産－調査内容、
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６６２．動産－備考、６６３．特土徴収区分、６６４．督手処分額、６６５．督手分納額、６６６．入金予定額、６６７．入札開始時刻、６６８．入
札開始年月日、６６９．入札終了時刻、６７０．入札終了年月日、６７１．年金－その他、６７２．年金－金融機関コード、６７３．年金－月
分、６７４．年金－見出し、６７５．年金－源泉所得税、６７６．年金－口座種別コード、６７７．年金－口座番号、６７８．年金－支給額、６７
９．年金－支払方法コード、６８０．年金－社会保険料、６８１．年金－住民税、６８２．年金－退職年月日、６８３．年金－第三債務者、６８
４．年金－店舗コード、６８５．年金－届出住所漢字、６８６．年金－届出電話番号、６８７．年金－届出方書漢字、６８８．年金－年金支給
日、６８９．年金－被扶養者人数、６９０．年金－備考、６９１．納期限、６９２．納付委託－延滞金基準日１、６９３．納付委託－延滞金基
準日２、６９４．納付委託－延滞金計算方法コード、６９５．納付委託－延滞金減免率、６９６．納付委託－延滞金定額指定、６９７．納付
委託－延滞金有無、６９８．納付委託－加算金有無、６９９．納付委託－決定回数、７００．納付委託－決定職員番号、７０１．納付委託
－決定入力年月日、７０２．納付委託件数、７０３．納付委託－取消事由コード、７０４．納付委託－取消職員番号、７０５．納付委託－取
消入力年月日、７０６．納付委託－取消年月日、７０７．納付委託－受付年月日、７０８．納付委託－証券枚数、７０９．納付委託－振分
順コード、７１０．納付委託－督手有無、７１１．納付委託－備考、７１２．納付委託－分割方法コード、７１３．破産事件フラグ、７１４．排
他フラグ、７１５．買受区分、７１６．売却決定時刻、７１７．売却決定場所、７１８．売却決定場所コード、７１９．売却決定年月日、７２０．売
却連番、７２１．判明事由コード、７２２．備考、７２３．筆頭者、７２４．標識番号、７２５．不渡年月日、７２６．不動産－依頼日、７２７．不動
産－回答日、７２８．不動産－差押可件数、７２９．不服文言、７３０．不服文言市区区分、７３１．不服文言帳票区分、７３２．付箋、７３３．
分割納付－延滞金基準日１、７３４．分割納付－延滞金基準日２、７３５．分割納付－延滞金計算方法コード、７３６．分割納付－延滞金
減免率、７３７．分割納付－延滞金定額指定、７３８．分割納付－延滞金有無、７３９．分割納付－加算金有無、７４０．分割納付－開始
年月日、７４１．分割納付－隔月指定コード、７４２．分割納付－割増月１、７４３．分割納付－割増月２、７４４．分割納付－割増月の納付
額、７４５．分割納付－計算方法コード、７４６．分割納付件数、７４７．分割納付－支払方法コード、７４８．分割納付－取消事由コード、７
４９．分割納付－取消職員番号、７５０．分割納付－取消入力日、７５１．分割納付－取消年月日、７５２．分割納付－受付年月日、７５
３．分割納付－初回の納付額、７５４．分割納付－振分順コード、７５５．分割納付－端数処理方法コード、７５６．分割納付－督手有無、
７５７．分割納付－入力職員番号、７５８．分割納付－入力年月日、７５９．分割納付－備考、７６０．分割納付－分割方法コード、７６１．
分割納付－分納回数、７６２．分割納付－分納誓約有無、７６３．分割納付－分納明細数、７６４．分割納付－訪問徴収フラグ、７６５．分
割納付－毎月の納付額、７６６．分割納付－明細－開始年月日、７６７．分割納付－明細－終了年月日、７６８．分納用フラグ、７６９．分
類コード、７７０．文章、７７１．変更納期限、７７２．返却年月日、７７３．返戻事由コード、７７４．返戻年月日、７７５．保険－一時払い、７７
６．保険－金融機関コード、７７７．保険－契約者氏名漢字、７７８．保険－契約者住所漢字、７７９．保険－契約者電話番号、７８０．保険
－契約者方書漢字、７８１．保険－契約状況、７８２．保険－契約年月日、７８３．保険－月額保険料、７８４．保険－見出し、７８５．保険
－現在日、７８６．保険－口座種別コード、７８７．保険－口座番号、７８８．保険－口座名義人、７８９．保険－支払年月日、７９０．保険－
死亡受取人氏名、７９１．保険－失効年月日、７９２．保険－証券番号、７９３．保険－振替有無、７９４．保険－送付先、７９５．保険－貸
付残高、７９６．保険－貸付内訳、７９７．保険－第三債務者、７９８．保険－担当者電話番号、７９９．保険－店舗コード、８００．保険－配
当金、８０１．保険－被保険者氏名漢字、８０２．保険－被保険者住所漢字、８０３．保険－備考、８０４．保険－払込終了年月、８０５．保
険－払込状況、８０６．保険－返戻金、８０７．保険－保険の種類、８０８．保険－保険金額、８０９．保険－満期受取金額、８１０．保険－
満期受取人氏名、８１１．保険－満期年月日、８１２．保険－問い合せ先、８１３．法定納期限、８１４．法定納期限等、８１５．訪問予定時
刻、８１６．訪問予定日、８１７．訪問予定年月日、８１８．本税処分額、８１９．本税分納額、８２０．本籍地、８２１．本庁移管フラグ、８２２．
本庁移管開始日、８２３．本庁移管終了日、８２４．優先区分、８２５．郵貯－依頼日、８２６．郵貯－回答日、８２７．郵貯－差押可件数、８
２８．郵便番号、８２９．予定コード、８３０．予定時刻、８３１．予定内容、８３２．予定年月日、８３３．預金－依頼日、８３４．預金－回答
日、８３５．預金－金融機関コード、８３６．預金－契約年月日、８３７．預金－見出し、８３８．預金－現在日、８３９．預金－口座種別コー
ド、８４０．預金－口座番号、８４１．預金－口座名義人、８４２．預金－口数、８４３．預金－差押可件数、８４４．預金－最終取引年月日、
８４５．預金－残高、８４６．預金－種類名義、８４７．預金－出資金額、８４８．預金－組合員番号、８４９．預金－貸付形式コード、８５０．
預金－貸付残高、８５１．預金－担保種類コード、８５２．預金－店舗コード、８５３．預金－備考、８５４．預金－保護現在日、８５５．預金
－本店コード、８５６．預金－満期年月日、８５７．利害関係区分コード、８５８．履行期限、８５９．臨戸分納区分、８６０．連番、８６１．連絡
先ＦＡＸ、８６２．連絡先種別コード、８６３．連絡先住所漢字、８６４．連絡先電話番号、８６５．連絡先内線番号、８６６．連絡先方書漢字、
８６７．連絡先名称カナ、８６８．連絡先名称漢字、８６９．連絡先郵便番号、８７０．連絡先連番、８７１．個人番号、８７２．法人番号、８７
３．宛名世帯番号－ＣＨ、８７４．宛名住民番号－ＣＨ、８７５．宛名個人法人区分－ＣＨ、８７６．宛名個人法人詳細区分－ＣＨ、８７７．宛
名通称名優先区分－ＣＨ、８７８．宛名カナ氏名－ＮＣ、８７９．宛名カナ通称名－ＮＣ、８８０．宛名漢字氏名－ＮＣ、８８１．宛名漢字通称
名－ＮＣ、８８２．宛名生年月日－ＣＨ、８８３．宛名性別－ＣＨ、８８４．宛名続柄１－ＣＨ、８８５．宛名続柄２－ＣＨ、８８６．宛名続柄３－Ｃ
Ｈ、８８７．宛名続柄４－ＣＨ、８８８．宛名市内市外区分－ＣＨ、８８９．宛名市外住所コード－ＣＨ、８９０．宛名住所自治体コード－ＣＨ、８
９１．宛名住所町名コード－ＣＨ、８９２．宛名住所番地コード－ＮＣ、８９３．宛名住所枝番コード－ＮＣ、８９４．宛名住所小枝番コード－
ＮＣ、８９５．宛名住所枝番３コード－ＮＣ、８９６．宛名住所番地編集区分－ＣＨ、８９７．宛名住所－ＮＣ、８９８．宛名方書－ＮＣ、８９９．
宛名郵便番号－ＣＨ、９００．宛名電話番号－ＣＨ、９０１．関連相手先宛名番号－ＣＨ、９０２．関連最新宛名番号－ＣＨ、９０３．関連事
由コード－ＣＨ、９０４．送付先区分－ＣＨ、９０５．送付先個人法人区分－ＣＨ、９０６．送付先カナ氏名－ＮＣ、９０７．送付先検索カナ氏
名－ＮＣ、９０８．送付先カナ支店名－ＮＣ、９０９．送付先漢字氏名－ＮＣ、９１０．送付先検索漢字氏名－ＮＣ、９１１．送付先漢字支店
名－ＮＣ、９１２．送付先法人種別コード－ＣＨ、９１３．送付先法人種別位置区分－ＣＨ、９１４．送付先市内市外区分－ＣＨ、９１５．送付
先市外住所コード－ＣＨ、９１６．送付先住所自治体コード－ＣＨ、９１７．送付先住所町名コード－ＣＨ、９１８．送付先住所番地コード－Ｎ
Ｃ、９１９．送付先住所枝番コード－ＮＣ、９２０．送付先住所小枝番コード－ＮＣ、９２１．送付先住所枝番３コード－ＮＣ、９２２．送付先住
所番地編集区分－ＣＨ、９２３．送付先住所－ＮＣ、９２４．送付先方書－ＮＣ、９２５．送付先郵便番号－ＣＨ、９２６．送付先電話番号区
分－ＣＨ、９２７．送付先電話番号－ＣＨ、９２８．送付先電話番号内線－ＣＨ、９２９．送付先特宛人宛名番号－ＣＨ、９３０．口座自治体
コード－ＣＨ、９３１．口座税目コード－ＣＨ、９３２．口座車両コード－ＣＨ、９３３．口座口振種別－ＣＨ、９３４．口座履歴番号－ＣＨ、９３
５．口座納付種別－ＣＨ、９３６．口座クレジット区分－ＣＨ、９３７．口座金融機関コード－ＣＨ、９３８．口座支店コード－ＣＨ、９３９．口座
口座種別－ＣＨ、９４０．口座番号－ＣＨ、９４１．口座名義人カナ氏名－ＮＣ、９４２．口座名義人漢字氏名－ＮＣ、９４３．口座本人区分
－ＣＨ、９４４．口座申込日－ＣＨ、９４５．連絡先自治体コード－ＣＨ、９４６．連絡先税目コード－ＣＨ、９４７．連絡先連番－ＣＨ、９４８．
連絡先最優先区分－ＣＨ、９４９．連絡先区分－ＣＨ、９５０．連絡先電話番号－ＣＨ、９５１．連絡先電話番号内線－ＣＨ、９５２．連絡先Ｆ
ＡＸ番号－ＣＨ、９５３．特記連番－ＣＨ、９５４．特記重要度区分－ＣＨ、９５５．特記登録自治体コード－ＣＨ、９５６．特記登録税目コード
－ＣＨ、９５７．特記情報－ＮＣ、９５８．担当コード１、９５９．担当コード２、９６０．担当コード３、９６１．当初－氏名、９６２．当初－カナ、９
６３．当初－市内市外区分、９６４．当初－市外住所コード、９６５．当初－住所自治体コード、９６６．当初－住所町名コード、９６７．当初
－住所番地コード、９６８．当初－住所枝番コード、９６９．当初－住所小枝番コード、９７０．当初－住所枝番３コード、９７１．当初－住所
番地編集区分、９７２．当初－住所、９７３．当初－方書、９７４．給与所得、９７５．生命保険料控除有無、９７６．生命保険料控除額、９７
７．事業所－指定番号、９７８．現年市税－固定、９７９．現年市税－固定償、９８０．現年市税－市県普、９８１．現年市税－市県年、９８
２．現年市税－市県特、９８３．現年市税－市県退、９８４．現年市税－軽自、９８５．現年市税－法人、９８６．現年市税－事業所、９８７．
現年市税－たばこ、９８８．現年市税－特土地、９８９．現年市税－入湯、９９０．現年市税－鉱産、９９１．現年市税－国料、９９２．現年
市税－国税、９９３．現年市税－国料年、９９４．現年市税－国税年、９９５．現年市税－介護保険料、９９６．現年市税－その他、
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９９７．現年市税－本税額、９９８．現年市税－延滞金額、９９９．現年市税－合計額、１０００．滞繰市税－固定、１００１．滞繰市税－固
定償、１００２．滞繰市税－市県普、１００３．滞繰市税－市県年、１００４．滞繰市税－市県特、１００５．滞繰市税－市県退、１００６．滞繰
市税－軽自、１００７．滞繰市税－法人、１００８．滞繰市税－事業所、１００９．滞繰市税－たばこ、１０１０．滞繰市税－特土地、１０１１．
滞繰市税－入湯、１０１２．滞繰市税－鉱産、１０１３．滞繰市税－国料、１０１４．滞繰市税－国税、１０１５．滞繰市税－国料年、１０１６．
滞繰市税－国税年、１０１７．滞繰市税－介護保険料、１０１８．滞繰市税－その他、１０１９．滞繰市税－本税額、１０２０．滞繰市税－延
滞金額、１０２１．滞繰市税－合計額、１０２２．市税－合計額、１０２３．発送予定ＩＤ、１０２４．調査種別ＩＤ、１０２５．発送予定名、１０２
６．権利者グループＩＤ、１０２７．発送担当者ＩＤ、１０２８．発送予定日、１０２９．回答期限、１０３０．依頼入力期限、１０３１．オンライン最
大調査件数、１０３２．オンライン登録件数、１０３３．バッチ最大調査件数、１０３４．バッチ登録件数、１０３５．文書記号、１０３６．文書番
号、１０３７．文書発行日、１０３８．発送日、１０３９．調査対象者ＩＤ、１０４０．登録担当者ＩＤ、１０４１．権利者ＩＤ、１０４２．個人法人区分、
１０４３．滞納者－宛名番号、１０４４．滞納者－郵便番号、１０４５．滞納者－住所、１０４６．滞納者－方書、１０４７．滞納者－筆頭者、１
０４８．滞納者－フリガナ、１０４９．滞納者－氏名、１０５０．滞納者－生年月日、１０５１．滞納者－性別、１０５２．滞納者－国籍、１０５
３．滞納者－物件種別、１０５４．滞納者－番号、１０５５．滞納者－旧郵便番号、１０５６．滞納者－旧住所、１０５７．滞納者－旧方書、１
０５８．依頼先－郵便番号、１０５９．依頼先－住所、１０６０．依頼先－方書、１０６１．依頼先－名称、１０６２．戸籍－請求書類、１０６３．
戸籍－請求理由、１０６４．特記情報、１０６５．発送履歴連番、１０６６．特記コード、１０６７．特記事項、１０６８．最終更新年月日、１０６
９．最終更新職員番号
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 （別添２） 特定個人情報ファイル記録項目

１．ＭＰＮ連動無フラグ、２．ＯＣＲ情報１、３．ＯＣＲ情報２、４．カナ金融機関名、５．カナ支店名、６．コンビニバーコード、７．コンビニ受付
店コード、８．コンビニ用自治体コード、９．コンビニ用自治体コードフラグ、１０．ジョブＩＤ、１１．データ識別コード、１２．データ番号、１３．
データ部、１４．パラメタＩＤ、１５．パラメタコード、１６．宛先識別番号、１７．宛名番号、１８．異動延滞金、１９．異動額合計、２０．異動申
告加算金、２１．異動督促手数料、２２．異動本税額、２３．移管年月日、２４．一連番号、２５．引抜済フラグ、２６．英数字１、２７．英数字
２、２８．英数字３、２９．延滞金仮消込額、３０．延滞金過誤納額、３１．延滞金過誤納処理中額、３２．延滞金計算日、３３．延滞金減免
区分、３４．延滞金自動計算有無フラグ、３５．延滞金執行日、３６．延滞金収入額、３７．延滞金収入件数、３８．延滞金調定額、３９．延
滞金通知額、４０．延滞金督促催告有無、４１．延滞金納付額、４２．延滞金分納額、４３．延滞金補正区分、４４．延滞金未納額、４５．延
長申告期限、４６．仮消込額、４７．仮消込納付区分、４８．仮消込有無フラグ、４９．加算金仮消込額、５０．加算金計算始期、５１．加算
金計算終期、５２．加算金計算日数、５３．加算金収入額、５４．加算金除算始期、５５．加算金除算終期、５６．加算金除算日数、５７．加
算金調定額、５８．加算金通知額、５９．加算金通知書発行日、６０．加算金納付額、６１．加算金分納額、６２．課税状況コード、６３．課
税年度、６４．課税年度フラグ、６５．過誤納延滞金分、６６．過誤納還付加算金分、６７．過誤納期別、６８．過誤納金額、６９．過誤納区
分、７０．過誤納子番、７１．過誤納状態区分、７２．過誤納申告加算金分、７３．過誤納督促手数料分、７４．過誤納発生日、７５．過誤納
番号、７６．過誤納本税分、７７．過年仮収入額、７８．過年過誤納額、７９．過年還付済額、８０．過年還付未済額、８１．過年収入額、８
２．過年充当済額、８３．過年調定額、８４．過年未納額、８５．過納誤納区分、８６．会計年度、８７．回数、８８．開始期、８９．確定申告期
限、９０．確定申告受付日、９１．確定申告日、９２．確認前領収日、９３．確認番号、９４．括束番号、９５．括束連番、９６．完納日、９７．
漢字１、９８．漢字２、９９．漢字３、１００．管理子番、１０１．管理番号、１０２．還付延滞金加算金、１０３．還付加算金、１０４．還付加算金
計算区分、１０５．還付金額、１０６．還付元宛名番号、１０７．還付元延滞金分、１０８．還付元課税年度、１０９．還付元期別、１１０．還付
元月別、１１１．還付元事業年度開始日、１１２．還付元消込子番、１１３．還付元申告加算金分、１１４．還付元申告区分、１１５．還付元
申告連番、１１６．還付元税目コード、１１７．還付元調定年度、１１８．還付元通知書番号、１１９．還付元督促手数料分、１２０．還付元本
税分、１２１．還付支払自治体コード、１２２．還付支払日、１２３．還付支払予定日、１２４．還付時効日、１２５．還付充当通知書発行日、
１２６．還付充当停止区分、１２７．還付請求日、１２８．還付先宛名番号、１２９．還付方法、１３０．還付本税加算金、１３１．還付理由自
由入力、１３２．期月、１３３．期月フラグ、１３４．期別、１３５．機械処理時刻、１３６．機械処理日、１３７．記号番号、１３８．記事宛名番
号、１３９．記事作成日、１４０．記事番号、１４１．記事連番、１４２．旧課税年度、１４３．旧期別、１４４．旧事業年度開始日、１４５．旧事
業年度終了日、１４６．旧申告区分、１４７．旧申告連番、１４８．旧税目コード、１４９．旧調定年度、１５０．旧通知書番号、１５１．共有宛
名番号、１５２．強制作成フラグ、１５３．金種コード、１５４．金融機関コード、１５５．金融機関名、１５６．繰越年度、１５７．決裁書発行
日、１５８．決裁書発付日、１５９．決裁書番号、１６０．決裁日、１６１．決算処理待区分、１６２．月計終了年月、１６３．月別、１６４．減免
日、１６５．現年仮収入額、１６６．現年過誤納額、１６７．現年還付済額、１６８．現年還付未済額、１６９．現年催告書停止区分、１７０．現
年収入額、１７１．現年充当済額、１７２．現年滞繰区分、１７３．現年調定額、１７４．現年度、１７５．現年年度繰越日、１７６．現年年度末
日、１７７．現年未納額、１７８．個人基本種別コード、１７９．公示フラグ、１８０．公示日、１８１．公示入力日、１８２．口座還付作成日、１８
３．口座種別、１８４．口座振替区分、１８５．口座振替日、１８６．口座停止税目コード０１、１８７．口座停止税目コード０２、１８８．口座停
止税目コード０３、１８９．口座停止税目コード０４、１９０．口座停止税目コード０５、１９１．口座停止税目コード０６、１９２．口座停止税目
コード０７、１９３．口座停止税目コード０８、１９４．口座停止税目コード０９、１９５．口座停止税目コード１０、１９６．口座番号、１９７．口座
名義人カナ、１９８．口座名義人漢字、１９９．口振不能回数、２００．口振不能理由コード、２０１．控除不足口座還付作成日、２０２．控除
不足発生事由コード、２０３．更新アクセスコード、２０４．更新プログラムＩＤ、２０５．更新時刻、２０６．更新職員番号、２０７．更新前催告
書発行日、２０８．更新前催告納期、２０９．更新端末ＩＤ、２１０．更新年月日、２１１．更正決定通知日、２１２．更正元課税年度、２１３．更
正元事業年度開始日、２１４．更正元収納異動連番、２１５．更正元申告区分、２１６．更正元申告年月日、２１７．更正元申告連番、２１
８．更正元調定年度、２１９．更正元通知書番号、２２０．更正後延滞金調定額、２２１．更正後控除不足額、２２２．更正後申告加算金調
定額、２２３．更正後滞繰本税調定額、２２４．更正後調定年月、２２５．更正後督促手数料調定額、２２６．更正後内訳調定額１、２２７．
更正後内訳調定額２、２２８．更正後内訳調定額３、２２９．更正後内訳調定額４、２３０．更正後内訳調定額５、２３１．更正後内訳調定額
６、２３２．更正後本税調定額、２３３．更正事由コード、２３４．更正請求日、２３５．更正前控除不足額、２３６．更正前滞繰本税調定額、
２３７．更正日、２３８．国保記号番号、２３９．国保徴収区分、２４０．国保内訳区分、２４１．差替前確認番号、２４２．差替前納付番号、２
４３．催告書発行日、２４４．催告納期、２４５．最終更正日、２４６．最終支払日、２４７．最終収入日、２４８．最終消込公金日、２４９．最終
消込処理日、２５０．最終調定本税、２５１．最終領収日、２５２．歳出還付支払日、２５３．歳入還付支払日、２５４．歳入歳出区分、２５５．
歳入年度、２５６．削除フラグ、２５７．削除時刻、２５８．削除日、２５９．子番、２６０．市県現年按分率、２６１．市県滞繰按分率、２６２．指
定納期限、２６３．指定番号、２６４．支店コード、２６５．支店名、２６６．支払区分、２６７．支払済報奨金、２６８．支払済報奨金予備、２６
９．支払場所、２７０．支払人、２７１．支払予定額、２７２．支払予定日、２７３．死亡有無、２７４．事業年度開始日、２７５．事業年度開始
日フラグ、２７６．事業年度終了日、２７７．時効予定日、２７８．自治体コード、２７９．自治体識別コード、２８０．自動処理フラグ、２８１．自
由カラム１、２８２．自由カラム２、２８３．自由カラム３、２８４．識別番号、２８５．車検有無フラグ、２８６．車種コード、２８７．車両コード、２
８８．車両履歴番号、２８９．取扱期限、２９０．取消区分、２９１．取消日、２９２．取戻額、２９３．取戻子番、２９４．取戻状態区分、２９５．
取戻発生日、２９６．受付年月日、２９７．授命年月日、２９８．収入額、２９９．収入総本税、３００．収入日、３０１．収入日フラグ、３０２．収
納異動連番、３０３．収納更正元子番、３０４．収納更正日、３０５．収納種別、３０６．収納種別フラグ、３０７．修正区分、３０８．修正前宛
名番号、３０９．修正前課税年度、３１０．修正前回数、３１１．修正前確認番号、３１２．修正前括束番号、３１３．修正前括束連番、３１４．
修正前期月、３１５．修正前子番、３１６．修正前事業年度開始日、３１７．修正前自治体コード、３１８．修正前収入日、３１９．修正前収納
種別、３２０．修正前消込延滞金、３２１．修正前消込金額、３２２．修正前消込申告加算金、３２３．修正前消込退職税額、３２４．修正前
消込督促手数料、３２５．修正前消込報奨金、３２６．修正前消込本税額、３２７．修正前申告区分、３２８．修正前申告連番、３２９．修正
前税目コード、３３０．修正前調書番号、３３１．修正前調定年度、３３２．修正前通知書番号、３３３．修正前年金保険者コード、３３４．修
正前納付区分、３３５．修正前納付書種類、３３６．修正前納付番号、３３７．修正前領収日、３３８．終了期、３３９．集計区分、３４０．集計
月、３４１．集計年月、３４２．充当延滞金加算金、３４３．充当加算金、３４４．充当金額、３４５．充当元宛名番号、３４６．充当元延滞金
分、３４７．充当元課税年度、３４８．充当元期別、３４９．充当元月別、３５０．充当元事業年度開始日、３５１．充当元消込子番、３５２．充
当元申告加算金分、３５３．充当元申告区分、３５４．充当元申告連番、３５５．充当元税目コード、３５６．充当元調定年度、３５７．充当元
通知書番号、３５８．充当元督促手数料分、３５９．充当元本税分、３６０．充当子番、３６１．充当執行日、３６２．充当処理日、３６３．充当
先宛名番号、３６４．充当先延滞金分、３６５．充当先課税年度、３６６．充当先期別、３６７．充当先月別、３６８．充当先事業年度開始
日、３６９．充当先消込子番、３７０．充当先申告加算金分、３７１．充当先申告区分、３７２．充当先申告連番、３７３．充当先税目コード、
３７４．充当先調定年度、３７５．充当先通知書番号、３７６．充当先督促手数料分、３７７．充当先納期限、３７８．充当先本税分、３７９．
充当先未納延滞金分、３８０．充当先未納申告加算金分、３８１．充当先未納督促手数料分、３８２．充当先未納本税分、３８３．充当本
税加算金、３８４．処分コード、３８５．初回支払日、３８６．所得税更正通知日、３８７．除外延滞金減免、３８８．除外換価猶予、３８９．除
外繰上徴収、３９０．除外交付要求、３９１．除外差押、３９２．除外参加差押、３９３．除外時効完成、３９４．除外時効中断、３９５．除外執
行停止、３９６．除外徴収猶予、３９７．除外督促公示、３９８．除外督促返戻、３９９．除外納通公示、４００．除外納通返戻、４０１．除外納
付委託、４０２．除外納付誓約、４０３．除外不納欠損、４０４．除外分割納付、４０５．除外予備１、４０６．除外予備２、
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４０７．除外予備３、４０８．除外予備４、４０９．除外予備５、４１０．除算期間開始日、４１１．除算期間終了日、４１２．消込エラーコード、４
１３．消込延滞金、４１４．消込延滞金フラグ、４１５．消込回数フラグ、４１６．消込括束番号フラグ、４１７．消込括束連番フラグ、４１８．消
込金額、４１９．消込金額フラグ、４２０．消込子番、４２１．消込消込退職税額フラグ、４２２．消込申告加算金、４２３．消込申告加算金フ
ラグ、４２４．消込退職税額、４２５．消込退職税額フラグ、４２６．消込調書番号フラグ、４２７．消込督促手数料、４２８．消込督促手数料
フラグ、４２９．消込報奨金、４３０．消込報奨金フラグ、４３１．消込本税額、４３２．消込本税額フラグ、４３３．消失認定日、４３４．証券種
類コード、４３５．証券番号、４３６．状態区分、４３７．状態更新日、４３８．振替宛名番号、４３９．振替課税年度、４４０．振替期別、４４１．
振替金額、４４２．振替事業年度開始日、４４３．振替処理日、４４４．振替消込子番、４４５．振替申告区分、４４６．振替申告連番、４４７．
振替税目コード、４４８．振替調定年度、４４９．振替通知書番号、４５０．振替不能通知書作成済区分、４５１．振替予定日、４５２．振替理
由コード、４５３．振分子番、４５４．新年度、４５５．申告加算金仮消込額、４５６．申告加算金過誤納額、４５７．申告加算金過誤納処理中
額、４５８．申告加算金種類、４５９．申告加算金収入額、４６０．申告加算金収入件数、４６１．申告加算金調定額、４６２．申告加算金未
納額、４６３．申告基準日、４６４．申告基礎区分、４６５．申告基礎年月日、４６６．申告区分、４６７．申告区分フラグ、４６８．申告年月
日、４６９．申告連番、４７０．申告連番フラグ、４７１．数値１、４７２．数値２、４７３．数値３、４７４．税額異動エラー事由、４７５．税額異動
レコード区分、４７６．税額異動作成区分、４７７．税額異動抽出区分、４７８．税保コード、４７９．税目コード、４８０．税目コードフラグ、４８
１．前回更新アクセスコード、４８２．前回更新プログラムＩＤ、４８３．前回更新時刻、４８４．前回更新職員番号、４８５．前回更新端末ＩＤ、
４８６．前回更新年月日、４８７．前納分確認番号、４８８．前納分納付番号、４８９．前納報奨金、４９０．前納報奨金予備、４９１．送付先
氏名、４９２．送付先住所、４９３．送付先方書、４９４．送付先郵便番号、４９５．増減収入額、４９６．増減収入額内訳１、４９７．増減収入
額内訳２、４９８．増減調定額、４９９．増減調定額内訳１、５００．増減調定額内訳２、５０１．滞繰調定本税、５０２．滞繰年度繰越日、５０
３．滞繰年度末日、５０４．退職市区町村民税差額、５０５．退職人員数、５０６．退職調定入力フラグ、５０７．退職通知書発付日、５０８．
退職都道府県民税差額、５０９．退職納入申告日、５１０．担当区コード、５１１．抽出済フラグ、５１２．抽出年月日、５１３．調査記事、５１
４．調査記事通番、５１５．調査年月日、５１６．調査票出力年月日、５１７．調書番号、５１８．調定異動予定有無、５１９．調定子番、５２
０．調定年月、５２１．調定年度、５２２．調定年度フラグ、５２３．調定履歴有無フラグ、５２４．通知時還付方法、５２５．通知書作成日、５
２６．通知書種類、５２７．通知書発行日、５２８．通知書番号、５２９．通知書番号フラグ、５３０．低率終了日、５３１．店舗コード、５３２．登
録時刻、５３３．登録日、５３４．登録年月日、５３５．都計現年按分率、５３６．都計滞繰按分率、５３７．都市計画税区分、５３８．特徴事業
所宛名番号、５３９．特土徴収区分、５４０．督手分納額、５４１．督促確認番号、５４２．督促公示日、５４３．督促取消日、５４４．督促手数
料仮消込額、５４５．督促手数料過誤納額、５４６．督促手数料過誤納処理中額、５４７．督促手数料収入額、５４８．督促手数料収入件
数、５４９．督促手数料調定額、５５０．督促手数料通知額、５５１．督促手数料納付額、５５２．督促手数料未納額、５５３．督促状停止理
由コード、５５４．督促状発行日、５５５．督促停止区分、５５６．督促納期、５５７．督促納付番号、５５８．内訳調定額１、５５９．内訳調定
額２、５６０．内訳調定額３、５６１．内訳調定額４、５６２．内訳調定額５、５６３．内訳調定額６、５６４．入金データ種別、５６５．年金保険者
コード、５６６．年金保険者コードフラグ、５６７．年調定額、５６８．年度、５６９．納期限、５７０．納期特例区分、５７１．納税通知書発付
日、５７２．納付額、５７３．納付額１、５７４．納付額２、５７５．納付額３、５７６．納付額４、５７７．納付額５、５７８．納付額６、５７９．納付額
７、５８０．納付額８、５８１．納付額９、５８２．納付額１０、５８３．納付額１１、５８４．納付額１２、５８５．納付区分、５８６．納付区分フラグ、
５８７．納付時年金保険者コード、５８８．納付書種類、５８９．納付書種類フラグ、５９０．納付書番号フラグ、５９１．納付情報摘要フラグ、
５９２．納付番号、５９３．納付予定日、５９４．農地変更日、５９５．廃車年月日、５９６．排他フラグ、５９７．媒体作成区分、５９８．発生元
過誤納状態区分、５９９．発生元収入日、６００．発生元領収日、６０１．発生収入延滞金分、６０２．発生収入申告加算金分、６０３．発生
収入督促手数料分、６０４．発生収入本税分、６０５．発生調定延滞金分、６０６．発生調定申告加算金分、６０７．発生調定督促手数料
分、６０８．発生調定本税分、６０９．番号区分、６１０．備考、６１１．標識、６１２．不納欠損区分、６１３．不納欠損事由コード、６１４．不納
欠損処理日、６１５．不納欠損本税、６１６．賦課決定日、６１７．賦課時年金保険者コード、６１８．分納回数、６１９．分納区分、６２０．分
納子番、６２１．分納有無フラグ、６２２．文書確定フラグ、６２３．文書作成日、６２４．文書種類、６２５．文書発行日、６２６．変更締切日、
６２７．変更納期限、６２８．返還確定日、６２９．返還金管理番号、６３０．返還金内訳額、６３１．返還指定額、６３２．返還時期別収入額、
６３３．返還時期別調定額、６３４．返還時内訳異動額、６３５．返還時内訳消込額、６３６．返戻年月日、６３７．返戻理由コード、６３８．報
奨金収入額、６３９．報奨金収入件数、６４０．法人番号、６４１．法定納期限、６４２．法定納期限等、６４３．本税仮消込額、６４４．本税過
誤納額、６４５．本税過誤納処理中額、６４６．本税収入額、６４７．本税収入件数、６４８．本税調定額、６４９．本税通知額、６５０．本税納
付額、６５１．本税分納額、６５２．本税未納額、６５３．未処理延滞金分、６５４．未処理還付加算金分、６５５．未処理金額、６５６．未処理
申告加算金分、６５７．未処理督促手数料分、６５８．未処理本税分、６５９．免除認定日、６６０．予備１、６６１．予備２、６６２．予備３、６６
３．予備４、６６４．予備５、６６５．利息計算開始日、６６６．利息計算終了日、６６７．利息計算対象額、６６８．利息計算単位、６６９．利息
計算日数、６７０．利息相当額、６７１．利息相当額強制フラグ、６７２．利息内訳額、６７３．利息率、６７４．利息率区分、６７５．利息連
番、６７６．履歴番号、６７７．履歴連番、６７８．領収時間、６７９．領収日、６８０．領収日フラグ、６８１．累計収入額、６８２．累計収入額到
来、６８３．累計収入額到来内訳１、６８４．累計収入額到来内訳２、６８５．累計収入額内訳１、６８６．累計収入額内訳２、６８７．累計調
定額、６８８．累計調定額到来、６８９．累計調定額到来内訳１、６９０．累計調定額到来内訳２、６９１．累計調定額内訳１、６９２．累計調
定額内訳２、６９３．累計不納欠損額、６９４．個人番号、６９５．法人番号、６９６．宛名世帯番号－ＣＨ、６９７．宛名住民番号－ＣＨ、６９
８．宛名個人法人区分－ＣＨ、６９９．宛名個人法人詳細区分－ＣＨ、７００．宛名通称名優先区分－ＣＨ、７０１．宛名カナ氏名－ＮＣ、７
０２．宛名カナ通称名－ＮＣ、７０３．宛名漢字氏名－ＮＣ、７０４．宛名漢字通称名－ＮＣ、７０５．宛名生年月日－ＣＨ、７０６．宛名性別
－ＣＨ、７０７．宛名続柄１－ＣＨ、７０８．宛名続柄２－ＣＨ、７０９．宛名続柄３－ＣＨ、７１０．宛名続柄４－ＣＨ、７１１．宛名市内市外区分
－ＣＨ、７１２．宛名市外住所コード－ＣＨ、７１３．宛名住所自治体コード－ＣＨ、７１４．宛名住所町名コード－ＣＨ、７１５．宛名住所番地
コード－ＮＣ、７１６．宛名住所枝番コード－ＮＣ、７１７．宛名住所小枝番コード－ＮＣ、７１８．宛名住所枝番３コード－ＮＣ、７１９．宛名住
所番地編集区分－ＣＨ、７２０．宛名住所－ＮＣ、７２１．宛名方書－ＮＣ、７２２．宛名郵便番号－ＣＨ、７２３．宛名電話番号－ＣＨ、７２
４．関連相手先宛名番号－ＣＨ、７２５．関連最新宛名番号－ＣＨ、７２６．関連事由コード－ＣＨ、７２７．送付先区分－ＣＨ、７２８．送付
先個人法人区分－ＣＨ、７２９．送付先カナ氏名－ＮＣ、７３０．送付先検索カナ氏名－ＮＣ、７３１．送付先カナ支店名－ＮＣ、７３２．送付
先漢字氏名－ＮＣ、７３３．送付先検索漢字氏名－ＮＣ、７３４．送付先漢字支店名－ＮＣ、７３５．送付先法人種別コード－ＣＨ、７３６．送
付先法人種別位置区分－ＣＨ、７３７．送付先市内市外区分－ＣＨ、７３８．送付先市外住所コード－ＣＨ、７３９．送付先住所自治体コー
ド－ＣＨ、７４０．送付先住所町名コード－ＣＨ、７４１．送付先住所番地コード－ＮＣ、７４２．送付先住所枝番コード－ＮＣ、７４３．送付先
住所小枝番コード－ＮＣ、７４４．送付先住所枝番３コード－ＮＣ、７４５．送付先住所番地編集区分－ＣＨ、７４６．送付先住所－ＮＣ、７４
７．送付先方書－ＮＣ、７４８．送付先郵便番号－ＣＨ、７４９．送付先電話番号区分－ＣＨ、７５０．送付先電話番号－ＣＨ、７５１．送付先
電話番号内線－ＣＨ、７５２．送付先特宛人宛名番号－ＣＨ、７５３．口座自治体コード－ＣＨ、７５４．口座税目コード－ＣＨ、７５５．口座
車両コード－ＣＨ、７５６．口座口振種別－ＣＨ、７５７．口座履歴番号－ＣＨ、７５８．口座納付種別－ＣＨ、７５９．口座クレジット区分－Ｃ
Ｈ、７６０．口座金融機関コード－ＣＨ、７６１．口座支店コード－ＣＨ、７６２．口座口座種別－ＣＨ、７６３．口座番号－ＣＨ、７６４．口座名
義人カナ氏名－ＮＣ、７６５．口座名義人漢字氏名－ＮＣ、７６６．口座本人区分－ＣＨ、７６７．口座申込日－ＣＨ、７６８．連絡先自治体
コード－ＣＨ、７６９．連絡先税目コード－ＣＨ、７７０．連絡先連番－ＣＨ、７７１．連絡先最優先区分－ＣＨ、７７２．連絡先区分－ＣＨ、７７
３．連絡先電話番号－ＣＨ、７７４．連絡先電話番号内線－ＣＨ、７７５．連絡先ＦＡＸ番号－ＣＨ、７７６．特記連番－ＣＨ、
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７７７．特記重要度区分－ＣＨ、７７８．特記登録自治体コード－ＣＨ、７７９．特記登録税目コード－ＣＨ、７８０．特記情報－ＮＣ、７８１．共
通納税－地方公共団体コード、７８２．共通納税－納税者ＩＤ、７８３．共通納税－収納団体番号、７８４．共通納税－納付番号、７８５．共
通納税－納付区分、７８６．共通納税－確認番号、７８７．共通納税－履歴番号、７８８．共通納税状態区分、７８９．調定特定区分、７９
０．暫定調定作成フラグ、７９１．管理ファイル取込日、７９２．納付ファイル取込日、７９３．入金ファイル取込日、７９４．共通納税－申告
区分、７９５．共通納税－税目区分、７９６．共通納税－期別－自、７９７．共通納税－期別－至、７９８．共通納税－申告受付番号、７９
９．共通納税－申告受付日、８００．共通納税－利用者ＩＤ、８０１．共通納税－納付者名フリガナ、８０２．共通納税－納付者名、８０３．共
通納税－本税等合計額、８０４．共通納税－延滞金合計額、８０５．共通納税－支払可能期限、８０６．共通納税－特定キー１、８０７．共
通納税－特定キー２、８０８．共通納税－特定キー予備、８０９．共通納税－納期限、８１０．共通納税－延滞金計算開始年月日、８１１．
共通納税－入金年月日、８１２．共通納税－納付年月日、８１３．取込処理日、８１４．エラーフラグ、８１５．収納団体コード、８１６．税目
－料金番号、８１７．申告区分－課税期間、８１８．パスワード、８１９．システム利用領域０４、８２０．システム利用領域０５、８２１．システ
ム利用領域０６、８２２．システム利用領域０７、８２３．システム利用領域０８、８２４．システム利用領域０９、８２５．システム利用領域１
０、８２６．システム利用領域１１、８２７．レスポンスコード、８２８．システム利用領域１２、８２９．システム利用領域１３、８３０．納付金区
分、８３１．氏名カナ、８３２．氏名漢字、８３３．今回請求金額合計、８３４．請求本体金額、８３５．請求固定延滞金額、８３６．延滞金随時
計算フラグ、８３７．納付情報変更年月日、８３８．延滞金計算開始年月日、８３９．延滞金表示区分、８４０．請求消費税、８４１．消費税
表示区分、８４２．納付内容カナ、８４３．納付内容漢字、８４４．手数料負担区分、８４５．地公体任意情報、８４６．納付方式、８４７．拡張
予備領域０１、８４８．システム利用領域１４、８４９．今回支払金額合計累積、８５０．今回支払金額合計、８５１．支払納付額、８５２．支払
延滞金額、８５３．支払消費税、８５４．領収区分、８５５．支払方法、８５６．チャネル区分、８５７．入力区分、８５８．印紙税額、８５９．他店
券金額、８６０．システム利用領域１５、８６１．入金年月日、８６２．納付年月日、８６３．ＭＰＮ処理年月日、８６４．ＭＰＮ処理時刻、８６５．
ＭＰＮ処理通番、８６６．仕向センターコード、８６７．仕向処理年月日、８６８．仕向処理時刻、８６９．仕向処理通番、８７０．システム利用
領域１６、８７１．決算単位年月日、８７２．ＭＰＮ通信サーバ登録年月日、８７３．拡張予備領域０２、８７４．システム予備、８７５．登録区
分、８７６．納税者ＩＤ、８７７．納付可否区分、８７８．納付書情報登録依頼連番
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Ⅲ　特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策 ※（７．リスク１⑨を除く。）

 ２．特定個人情報の入手 （情報提供ネットワークシステムを通じた入手を除く。）

 リスク１：　目的外の入手が行われるリスク

 対象者以外の情報の入手を
防止するための措置の内容

１　住民記録システムからの連携による入手時
（１）住民記録システムと税システム間の連携はファイヤーウォールやセキュリティ機能付きルータで保
護されたネットワークを利用しており、外部からの接続を遮断する。
（２）入手するための連携処理はシステムによって自動化されており、職員からの依頼を受けて実行する
形式ではないため、第三者が任意に入手することは不可能である。
（３）入手後はシステム画面から住民情報を参照することができるが、業務上閲覧できる資格を与えた者
だけにシステム上の操作権限を与える。

２　住基ネット統合端末による入手時
　対象者以外の情報を入手しないよう職員に対する教育を徹底する。

３　バッチ処理による一括入手時
　住基ネット統合端末と税システム間の連携はファイヤーウォールやセキュリティ機能付きルータで保護
されたネットワークを利用しており、外部からの接続を遮断する。

４　庁内連携による入手時
（１）庁内他業務システムとのデータ連携は専用の「連携基盤」を中継して行われる。連携基盤の利用は
データ連携単位の事前申請制となっており、申請受理後には連携単位でのデータアクセス権が与えられ
る。よって、申請者は自らが利用する連携データ以外にアクセスすることはできない。
（２）連携基盤を介したデータ連携は、１の住民記録システムとの連携も含め全てログに記録され保管さ
れる。これにより、不正入手を防ぐための抑止効果を高めている。連携基盤そのものもセキュリティで保
護された庁内ネットワーク上に配置されており、第三者からの不正アクセスは受け付けない。

５　eLTAXからの入手時
（１）審査システムでは、申告等の手続きを行う者からしか情報を受け付けないようにシステムで制御して
いる。
（２）eLTAXを利用するためには、利用届出を提出し、利用者IDと暗証番号を取得して、電子証明書を登
録する必要があることから、当該申告等の手続きを行う者のみの申告等の受付を行う。

６　電子帳票からの入手時
（１）本市の職員認証ポータルシステムを経由し、業務上閲覧する資格を有する者だけが電子帳票の内
容確認を行う事ができ、職員認証ポータルシステム以外から電子帳票画面への直接アクセスを遮断す
る。
（２）電子帳票は業務毎のフォルダに振分けられて格納され、フォルダ毎に閲覧できる権限を設定する。
よって、他業務の電子帳票にアクセスすることはできない。

７　埼玉県市町村電子申請サービスからの入手時
　マニュアルやWeb上で、個人番号の提出が必要な者の要件を明示、周知し、本人以外の情報の入手を
防止する。

８　マイナポータル（サービス検索・電子申請機能）からの入手時
　マニュアルやWeb上で、個人番号の提出が必要な者の要件を明示、周知し、本人以外の情報の入手を
防止する。

９　その他（窓口応対、電話応対等）
　個人番号カード又は通知カード、身分証明書の提示等により本人確認を行い、対象者であることを確
認する。

 １．特定個人情報ファイル名

地方税賦課徴収に関する事務の特定個人情報ファイル
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 必要な情報以外を入手するこ
とを防止するための措置の内
容

１　住民記録システムからの連携による入手時
　住民記録システムからの連携は、住民記録システム側の異動処理にて発生し、対象者のデータのみ
連携する。よって、不要な情報は連携しない。

２　申告書等（紙、電子データ）からの入手時
　納税義務者等が各税法の規定に基づき、課税資料、申請・届出書等を提出する場合、法令・通達によ
り手続に必要な事項を規定した様式を示すことで、不要な情報の入手の防止に努めている。

３　住基ネット統合端末の参照及びバッチ処理等による入手時
　地方税賦課徴収に関する事務等に必要な範囲で入手するよう、職員に対する教育を徹底する。

４　庁内連携による入手時
　連携基盤を介したデータ連携を行う際は、あらかじめ各システムにおいて連携用のデータ作成処理を
行う必要があるため、必要な情報以外が連携されることはない。

５　eLTAXからの入手時
（１）審査システムは、利用者から法令等により定められた様式で受領することから、必要な情報以外を
入手することを防止する。
（２）国税連携システムは、国税庁から法令等により定められた様式で送信されることから、必要な情報
以外を入手することを防止する。

６　電子帳票からの入手時
（１）本市の職員認証ポータルシステムを経由し、業務上閲覧する資格を有する者だけが電子帳票の内
容確認を行う事ができ、職員認証ポータルシステム以外から電子帳票画面への直接アクセスを遮断す
る。
（２）電子帳票は業務毎のフォルダに振分けられて格納され、フォルダ毎に閲覧できる権限を設定する。
よって、他業務の電子帳票にアクセスすることはできない。
（３）電子帳票をオンラインから紙に出力する操作を行った場合、その内容をログとして記録する。

７　埼玉県市町村電子申請サービスからの入手時
　住民が埼玉県市町村電子申請サービスの画面の誘導に従いサービスを検索し申請フォームを選択し
て必要情報を入力することになるが、画面での誘導を簡潔に行うことで、異なる手続に係る申請や不要
な情報を送信してしまうリスクを防止する。

８　マイナポータル（サービス検索・電子申請機能）からの入手時
　住民がマイナポータル申請管理の画面の誘導に従いサービスを検索し申請フォームを選択して必要
情報を入力することとなるが、画面での誘導を簡潔に行うことで、異なる手続に係る申請や不要な情報
を送信してしまうリスクを防止する。

９　その他の入手時（窓口応対、電話応対等）
（１）地方税賦課徴収に関する事務に関係のない情報を入手する事がないよう、職員に対する教育を徹
底する。
（２）窓口等における申請書は必要な情報のみを記載する様式とする。

 その他の措置の内容 -

 リスクへの対策は十分か [ 十分である

3） 課題が残されている
1） 特に力を入れている 2） 十分である
＜選択肢＞]
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 リスク２：　不適切な方法で入手が行われるリスク

 リスクに対する措置の内容

１　住民記録システムからの連携による入手時
　リスク１に記載のとおり、セキュリティで保護されたネットワーク及びサーバの利用と、システムによる連
携処理の自動化、操作権限の適正な付与により、システムで制御する。

２　申告書等（紙、電子データ）からの入手時
　納税義務者等が各税法の規定に基づき、個人番号付きの課税資料、申請・届出書を提出する際に
は、法令・通達において手続に必要な事項を規定した様式を示していることから、納税義務者本人は、
個人番号の記載が必要であると認識した上で申告書等を提出する。

３　住基ネット統合端末の参照及びバッチ処理等による入手時
　地方税賦課徴収に関する事務等に必要な範囲で入手するよう、職員に対する教育を徹底する。

４　庁内連携による入手時
　リスク１に記載のとおり、専用のデータ中継サーバ（連携基盤）を利用した連携処理の一元管理と、連
携基盤のセキュリティ対策により担保する。

５　eLTAXからの入手時
（１）eLTAXホームページ上等で、eLTAXは地方税に関する各種手続きを行うためのシステムであること
を明確にしている。また、リスク１の記載のとおり、利用者ＩＤ及び暗証番号がシステムに登録されている
利用者のみ、eLTAXを利用することができる。これらによって利用者に、eLTAXで受け付けた情報が、地
方税賦課徴収に関する事務のために使用されることを明示している。なお、地方税ポータルセンタ
（eLTAX）からLGWANを介し、審査サーバでデータを入手する。
（２）国税連携データ受信サーバには、決められた必要な情報しか提供を受付けないようにシステムで制
御する。

６　電子帳票からの入手時
　リスク１に記載のとおり、業務上閲覧する資格を有する者だけが閲覧可能となっており、かつ地方税賦
課徴収に関する事務に関係のない情報を入手しないよう、職員に対する教育を徹底する。

７　埼玉県市町村電子申請サービスからの入手時
（１）住民が埼玉県市町村電子申請サービスから個人番号付電子申請データを送信するためには、個人
番号カードの署名用電子証明書による電子署名を付すこととなり、のちに署名検証も行われるため、本
人からの情報のみが送信される。
（２）埼玉県市町村電子申請サービスの画面の誘導において住民に何の手続きを探し電子申請をしたい
のか理解してもらいながら操作していただき、たどり着いた申請フォームが何のサービスにつながるもの
か明示することで、住民に過剰な負担をかけることなく電子申請を実施していただけるよう措置を講じて
いる。

８　マイナポータル（サービス検索・電子申請機能）からの入手時
（１）住民がマイナポータル申請管理から個人番号付電子申請データを送信するためには、個人番号
カードの署名用電子証明書による電子署名を付すこととなり、のちに署名検証も行われるため、本人か
らの情報のみが送信される。
（２）マイナポータル申請管理の画面の誘導において住民に何の手続を探し電子申請を行いたいのか理
解してもらいながら操作をしていただき、たどり着いた申請フォームが何のサービスにつながるものか明
示することで、住民に過剰な負担をかけることなく電子申請を実施いただけるよう措置を講じている。

９　その他の入手時（窓口応対、電話応対等）
　地方税賦課徴収に関する事務に関係のない情報を入手しないよう、職員に対する教育を徹底する。特
定個人情報を入手する際は、利用目的を入手元に伝える。

 リスクへの対策は十分か [ 十分である

3） 課題が残されている
1） 特に力を入れている 2） 十分である
＜選択肢＞]
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 リスク３：　入手した特定個人情報が不正確であるリスク

 入手の際の本人確認の措置
の内容

１　本人から個人番号の提供を求める場合
　番号法第16条（本人確認の措置）、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に
関する法律施行令（平成26年政令第155号）（以下「番号法政令」という。）第12条第１項、行政手続にお
ける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則（以下「番号法施行規則」とい
う。）第１条等の規定に基づき、個人番号カード、通知カードと運転免許証又は旅券等による確認のほ
か、番号法施行規則第３条第３項（第１条第３項を準用）の規定に基づき確認する。

２　代理人から個人番号の提供を求める場合
　番号法第16条、番号法政令第12条第２項、番号法施行規則第１条等の規定に基づき、代理人の個人
番号カード、通知カードと運転免許証又は旅券等による確認のほか、代理人が税理士である場合にお
いては、番号法施行規則第９条第２項等の規定に基づき、税務代理権限証書と税理士名簿に記録され
ている事項等を確認する。

３　eLTAXから入手する場合
　番号法施行規則第４条（電子情報処理組織を使用して個人番号の提供を受ける場合の本人確認の措
置）第２号ハに掲げる、署名用電子証明書及び当該電子証明書により確認される電子署名が行われた
当該提供に係る情報の送信を受けて確認する。
特定個人情報の入手元が番号法第16条の規定に基づき、本人確認を行った上で情報を入手しているこ
とが前提となっており、本市が当該入手元から入手する際は番号法第16条が適用されない。（提供を行
う者自身の本人確認は前述のとおりである。）

４　電子申請を利用する場合
　住民が埼玉県市町村電子申請サービスから個人番号付電子申請データを送信するためには、個人番
号カードの署名用電子証明書による電子署名を付すこととなり、電子署名付与済の個人番号付電子申
請データをさいたま市が受領した際は署名検証（有効性確認、改ざん検知等）を実施することとなる。こ
れにより、本人確認を実施する。

５　マイナポータル（サービス検索・電子申請機能）を利用する場合
　住民がマイナポータル申請管理から個人番号付電子申請データを送信するためには、個人番号カード
の署名用電子証明書による電子署名を付すこととなり、電子署名付与済の個人番号付電子申請データ
を受領した地方公共団体は署名検証（有効性確認、改ざん検知等）を実施することとなる。これにより、
本人確認を実施する。

 個人番号の真正性確認の措
置の内容

１　本人から個人番号の提供を求める場合
　番号法第16条、番号法政令第12条第１項、番号法施行規則第１条等の規定に基づき、個人番号カー
ド、通知カードと運転免許証又は旅券等による確認のほか、番号法施行規則第３条第３項（第１条第３項
を準用）の規定に基づき確認する。

２　代理人から個人番号の提供を求める場合
　番号法第16条、番号法政令第12条第２項、番号法施行規則第１条等の規定に基づき、代理人の個人
番号カード、通知カードと運転免許証又は旅券等による確認のほか、代理人が税理士である場合にお
いては、番号法施行規則第９条第２項等の規定に基づき、税務代理権限証書と税理士名簿に記録され
ている事項等を確認する。

３　個人番号カード（若しくは通知カードと法令により定められた身分証明書の組合せ）の提示がない場
合、住基ネット統合端末において職員が本人確認情報と個人番号の確認を行う。

４　eLTAXから入手する場合
　番号法施行規則第４条第２号イの規定に基づき、地方公共団体情報システム機構から、機構保存本
人確認情報の提供を受けるなどの方法により行う。特定個人情報の入手元が番号法第16条の規定に
基づき、本人確認を行った上で情報を入手していることが前提となっており、本市が当該入手元から入
手する際は番号法第16条が適用されない。（提供を行う者自身の本人確認は前述のとおりである。）

５　電子申請を利用する場合
　埼玉県市町村電子申請サービスからの申請については、住民が個人番号付電子申請データを送信す
るため、個人番号カードの署名用電子証明書による電子署名を付すこととなり、電子署名付与済の個人
番号付電子申請データを受領したさいたま市は署名検証（有効性確認、改ざん検知等）を実施することと
なる。これにより、個人番号の真正性を確認する。

６　マイナポータル（サービス検索・電子申請機能）を利用する場合
　　マイナポータルからの申請については、住民が個人番号付電子申請データを送信するため、個人番
号カードの署名用電子証明書による電子署名を付すこととなり、電子署名付与済の個人番号付電子申
請データを受領したさいたま市は署名検証（有効性確認、改ざん検知等）を実施することとなる。これに
より、個人番号の真正性を確認する。
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 特定個人情報の正確性確保
の措置の内容

１　入手した情報については、窓口での聞取りや添付書類との照合等を通じて確認し、間違いがあれば
職権で適宜修正することで正確性を確保している。また、入力作業員の他に確認作業員を設け、再鑑す
ることにより、正確性を確保する。

２　電子申告と国税連携等のデータについては、eLTAX側で非改ざん性の実務機能を提供する。

３　市民がオンライン申請を行う際に、個人番号を入力する時には、チェックデジット等の機能の活用又
は個人番号カード内の記憶領域に格納された個人番号を申請フォームに自動転記を行うことなどによ
り、不正確な個人番号の入力を抑止する措置を講じている。

 その他の措置の内容

 リスクへの対策は十分か [ 十分である

3） 課題が残されている
2） 十分である1） 特に力を入れている

3） 課題が残されている
1） 特に力を入れている 2） 十分である
＜選択肢＞

＜選択肢＞]

]

 特定個人情報の入手（情報提供ネットワークシステムを通じた入手を除く。）におけるその他のリスク及びそのリスクに対する措置

 リスク４：　入手の際に特定個人情報が漏えい・紛失するリスク

 リスクに対する措置の内容

１　紙媒体に対する措置
（１）特定個人情報を記載した紙媒体は定められた保管場所で施錠管理する。また、保管状況について
は定期的にチェックし、漏えい・紛失がないかチェックする。
（２）窓口で対面にて受け取り、事務処理が完了したら、速やかに保管場所で管理する。郵送の場合は、
返信用封筒の利用を勧奨し誤配送を防止する。

２　電子データに対する措置
（１）特定個人情報が記録された電子データについては、定められた担当者が作業を行う。担当者は電
子記憶媒体を使った事務が完了したら、速やかに電子記憶媒体から電子データを消去し、作業状況を
記録する。
（２）電子データの入手は、複数の職員により検収し、外部への提供を防ぐべく、慎重に作業を行う。
（３）税システム使用時は操作者の二要素認証を行い、操作者の利用可能な機能をシステム上で制御す
る。
（４）埼玉県市町村電子申請サービスとさいたま市との間は、ＬＧＷＡＮ、ＶＰＮ等の回線を用いた暗号化
通信を行うことで、外部からの盗聴、外部への漏えい等が起こらないようにしている。

３　eLTAXからの入手分に対する措置
（１）特定個人情報の入手元である利用者からの入手は、利用者から地方税ポータルセンタまではイン
ターネット回線、地方税ポータルセンタからはLGWANを通じて、審査システムを利用して入手する。
（２）特定個人情報の入手元である年金保険者からの入手は、年金保険者から地方税ポータルセンタま
ではDVD、地方税ポータルセンタからはLGWANを通じて、審査システムを利用して入手する。
（３）特定個人情報の入手元である国税庁からの入手は、国税庁から地方税ポータルセンタまでは専用
線、地方税ポータルセンタからはLGWANを通じて、国税連携システムを利用して入手する。
（４）特定個人情報の入手元である他自治体からの入手は、他自治体からさいたま市までは、ＬＧＷＡＮ
を通じて、国税連携システムを利用して入手する。

４　オンライン申請による入手分に対する措置
（１）サービス検索・電子申請機能とさいたま市との間は、ＬＧＷＡＮ、ＶＰＮ等の回線を用いた暗号化通信
を行うことで、外部からの盗聴、漏えい等が起こらないようにしている。

 リスクへの対策は十分か [ 十分である

-
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 リスクへの対策は十分か [ 十分である

 リスク２：　権限のない者（元職員、アクセス権限のない職員等）によって不正に使用されるリスク

 ユーザ認証の管理 [ 行っている

 宛名システム等における措置
の内容

　市で定める個人番号利用事務等実施者以外（地方税賦課徴収に関する事務実施者以外）から特定個
人情報の要求があった場合は、個人番号と個人情報の紐付けが行われないようシステムでアクセス制
御を行う。

 事務で使用するその他のシ
ステムにおける措置の内容

１　税システムから他のシステムへの特定個人情報の連携は必要となる情報のみに制限し、必要のない
情報との紐付けは行われないよう制限する。

２　税システムには、地方税賦課徴収に関する事務に関係のない情報を保有しない。

 その他の措置の内容
　情報提供ネットワークシステムを通じた照会により生活保護受給情報、障害者手帳等情報、所得情
報、扶養関係情報、公金受取口座情報を取得する際に地方税賦課徴収に関する事務に不必要な情報
を入手しないよう、職員に対する教育を徹底する。

3） 課題が残されている
1） 特に力を入れている 2） 十分である
＜選択肢＞]

1） 行っている 2） 行っていない
＜選択肢＞

]

 具体的な管理方法

１　発行管理
　定期的に人事システムから人事情報を連携し、地方税賦課徴収に関する事務実施者にユーザIDを発
行する。また、発行したユーザID毎にアクセス権限を設定する。

２　失効管理
　ユーザ権限を迅速に失効させるため、定期的に人事システムから人事異動情報を連携し、ユーザIDの
失効事務を行う。

 アクセス権限の管理 [ 行っている

 具体的な管理方法

１　税システムを利用する必要がある職員を特定するとともに、当該職員の職責によりアクセス権限を設
定し、個人毎にユーザＩＤを割り当て、ＩＤ及びパスワードによる認証を行う。
２　不正を防止する観点から、一つのIDを複数人で使用しない。
３　ユーザIDとパスワード、生体情報による二要素認証を行う。
４　申請データの取込みを行う申請管理システムについては、利用する必要がある職員を特定し、個人
ごとのユーザＩＤを割り当てるとともに、ＩＤとパスワードによる認証を行う。また、なりすましによる不正を
防止する観点から共用ＩＤの利用を禁止する。

 アクセス権限の発効・失効の
管理

[ 行っている ＜選択肢＞
1） 行っている 2） 行っていない

＜選択肢＞
1） 行っている 2） 行っていない

]

]

 具体的な管理方法

１　各機能ごとに詳細なアクセス権限を設定している。
２　大規模な組織変更、人事異動があるときはイベント処理として事前検証を行う。
３　定期的にユーザＩＤ一覧をシステムより出力し、アクセス権限の管理表と突合を行い、アクセス権限の
確認及び不正利用の有無をユーザＩＤ管理者が確認を行う。また、不要となったユーザＩＤやアクセス権
限を速やかに変更又は削除する。

 特定個人情報の使用の記録

 具体的な方法

１　端末等から参照、更新した場合の処理日時・職員情報・部署情報・端末情報・処理事由・アクセス対
象者・アクセスログを記録する。
２　記録は２年間保存する。
３　アクセスログ及び操作ログは、改ざんを防止するため、不正プロセス検知ソフトウェアにより、不正な
ログの書き込み等を防止する。
４　定期的に操作ログをチェックし、不正とみられる操作があった場合、操作内容を確認する。

記録を残している[
2) 記録を残していない1） 記録を残している

＜選択肢＞]

 その他の措置の内容 ユーザＩＤとパスワード、生体情報による二要素認証を行っている。

 リスクへの対策は十分か [ 十分である
2） 十分である1） 特に力を入れている

3） 課題が残されている

＜選択肢＞]

 ３．特定個人情報の使用

 リスク１：　目的を超えた紐付け、事務に必要のない情報との紐付けが行われるリスク
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 リスクに対する措置の内容

１　システムの操作履歴（操作ログ）を記録する。

２　システム利用職員への研修会において、事務外利用の禁止等について徹底する。アクセス記録管理
を行っており、業務外利用をした場合には特定可能であることを職員に周知し、事務外の利用を抑止す
る。

３　非正規職員・委託先等の職員については、契約時に業務上知り得た情報の業務外利用の禁止に関
する条項を含む承諾書に署名をする。

４　税システムにおいて、当該職員の権限に応じて処理可能なメニューのみを表示することで、業務に不
要な処理を行えない仕組みとする。

５　埼玉県市町村電子申請サービスへアクセスできる端末を制限する。

６　申請データの取込みを行う申請管理システムについては、利用する必要がある職員を特定し、個人
ごとのユーザＩＤを割り当てることで、アクセスできる職員を限定する。

７　外部記憶媒体にサービス検索・電子申請機能から取得した個人番号付電子申請データ等のデータを
複製する場合、使用管理簿に記載し、事前に情報管理者の承認を得たうえで複製する。なお、外部記憶
媒体は限定された媒体のみを使用する。

８　外部記憶媒体内のデータは暗号化する。

 リスクへの対策は十分か [ 十分である

 リスク３：　従業者が事務外で使用するリスク

 特定個人情報の使用におけるその他のリスク及びそのリスクに対する措置

１　離席時には端末を閉じ、本人確認情報を非表示とする。
２　端末のディスプレイを来庁者から見えない位置に置く、または保護シートを施す。
３　本人確認情報が表示された画面のハードコピーの取得は事務処理に必要となる範囲とする。

3） 課題が残されている
2） 十分である1） 特に力を入れている

3） 課題が残されている
1） 特に力を入れている 2） 十分である
＜選択肢＞

＜選択肢＞]

]

 リスク４：　特定個人情報ファイルが不正に複製されるリスク

 リスクに対する措置の内容

１　職員端末
（１）EUCデータには個人番号を含めないことで、端末に特定個人情報ファイルを作成しない。
（２）職員端末においては、極力個人番号をエクセルファイルなどに保存しないよう指示する。（「その他
の電子ファイル」の作成を極力行わない。）
（３）端末はウイルス対策を施しており、ＩＴに関する担当者を設け、e-ラーニング等を用い、随時研修を
行っている。
（４）システム端末からデータが持出しできないよう制御している。
（５）データの操作について操作記録を残す。

２　サーバ
（１）バックアップファイルの取得は入退室管理をしているデータセンターでの作業に限定する。
（２）システム上、管理権限を与えられた者以外、情報の複製は行えない仕組みとする。

３　電子申請データ受理用ＬＧＷＡＮ端末
（１）埼玉県市町村電子申請サービスから取得した個人番号付電子申請データ等のデータについて、改
ざんや業務目的以外の複製を禁止するルールを定め、ルールに従って業務を行う。
（２）アクセス権限を付与された最小限の職員等だけが、個人番号付電子申請等のデータについて、ＬＧ
ＷＡＮ端末への保存等ができるようシステム的に制御する。

４　申請管理システム
（１）申請管理システムから取得した個人番号付電子申請データ等のデータについて、改ざんや業務目
的以外の複製を禁止するルールを定め、ルールに従って業務を行う。
（２）アクセス権限を付与された最小限の職員等だけが、個人番号付電子申請等のデータについて、基
幹系端末への保存ができるようシステム的に制御する。
（３）外部記憶媒体にサービス検索・電子申請機能から取得した個人番号付電子申請データ等のデータ
を複製する場合、使用管理簿に記載し、事前に情報管理者の承認を得たうえで複製する。なお、外部記
憶媒体は限定された媒体のみを使用する。
（４）外部記憶媒体内のデータは暗号化する。

 リスクへの対策は十分か [ 十分である
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 委託先による特定個人情報の不正入手・不正な使用に関するリスク
 委託先による特定個人情報の不正な提供に関するリスク
 委託先による特定個人情報の保管・消去に関するリスク
 委託契約終了後の不正な使用等のリスク
 再委託に関するリスク

 情報保護管理体制の確認

 特定個人情報ファイルの閲覧
者・更新者の制限

] 委託しない

[ 制限している

１　委託する内容に合わせて、委託先の選定条件でプライバシーマーク付与認定（JIS Q15001）あるい
は情報セキュリティマネジメントシステム認証基準JISQ27001(ISO/IEC27001）の認定を要求しているほ
か、業務実績など社会的信用と能力があることを確認している。
２　委託先を選定する際、委託先にて個人情報保護に関する規定や体制の整備、安全管理措置がとら
れているか確認している。

[ ４．特定個人情報ファイルの取扱いの委託

2） 制限していない1） 制限している
＜選択肢＞]

 具体的な制限方法

１　作業者を限定するために、委託先に作業者の名簿を提出させる。
２　閲覧・更新権限を持つものを必要最小限にする。
３　閲覧・更新権限を持つ者のアカウント管理を行い、システム上で操作を制限する。
４　閲覧・更新の履歴（ログ）を取得し、不正な使用がないことを確認する。

 特定個人情報ファイルの取扱
いの記録

[ 記録を残している

]
1） 定めている 2） 定めていない
＜選択肢＞

2） 記録を残していない1） 記録を残している
＜選択肢＞]

 具体的な方法

１　契約書等に基づき、委託業務が実施されていることを適時確認するとともに、その記録を残す。
２　委託業者から適時セキュリティ対策の実施状況の報告を受けるとともに、その記録を残す。
３　作業端末へのログイン記録やシステム保守における作業記録を残し、不正利用者を迅速に特定でき
るようにする。

 特定個人情報の提供ルール [ 定めている

1） 定めている 2） 定めていない
＜選択肢＞]

 委託先から他者への
提供に関するルールの
内容及びルール遵守
の確認方法

１　ルールの内容
（１）他者（再委託先）への特定個人情報の提供の際には、再委託の必要性、再委託先での管理方法、
セキュリティ管理体制等の報告を受け、問題がない場合に限り承認する。
（２）特定個人情報取扱責任者を明確にし、社内教育に関してはセキュリティ及びプライバシー保護に関
する研修等を実施する等、特定個人情報の保護を適切に行えることを確認する。

２　ルール遵守の確認方法
　委託契約の報告条項に基づき、定期的に特定個人情報の取扱いについて書面にて報告させる。ま
た、ルールが遵守されているか、原則として作業実施期間中に立入調査を行い確認をする（立入調査の
実施が困難な場合は、委託先が作成した報告書を確認する。）

 委託元と委託先間の
提供に関するルールの
内容及びルール遵守
の確認方法

１　ルールの内容
　委託先へ特定個人情報を提供する際には、庁内ネットワークから持ち出す場合は、暗号化した上で提
供する。また、委託先へのデータ搬送が必要な場合は、施錠可能なケースに電子媒体を格納した上で
実施することを義務付ける。

２　ルール遵守の確認方法
　委託先に提供する際に、日付及び件数を記録した受渡票等を提出させる。また、ルールが遵守されて
いるか、原則として作業実施期間中に立入調査を行い確認をする（立入調査の実施が困難な場合は、
委託先が作成した報告書等確認する。）

 特定個人情報の消去ルール [ 定めている

 ルールの内容及び
ルール遵守の確認方
法

１　ルールの内容
・契約終了（又は解除）時に、契約による業務に係る特定個人情報を速やかに委託者（市）に返還し、又
は漏えいを起こさない方法で確実に処分しなければならない。
・特に、住民情報等の重要情報が大量に保存された情報機器を、賃貸借期間の満了又は契約の解除に
よりリース業者等に返却する時は、機器に付属（内蔵等をいう。）する記憶装置等について、速やかに物
理的な破壊又は磁気的な破壊の方法による抹消措置を講じなければならない（契約等により、当該措置
を講じることが困難であるときは、データ消去ソフトによりデータ消去を行い、復元不可能な状態にしなけ
ればならない。）。

２　ルール遵守の確認方法
・委託契約の報告条項に基づき、特定個人情報の取扱い（破棄・消去の方法、完了日等）について書面
にて報告させる。
・特に、住民情報等の重要情報が大量に保存された情報機器を、賃貸借期間の満了又は契約の解除に
よりリース業者等に返却する時は、機器に付属する記憶装置等に係る抹消措置を行う前に、当該措置
の実施者、実施手法及び実施時期について、あらかじめ委託者（市）と委託先との間で協議を行い、委
託先から書面により報告を受けるとともに、当該措置が確実に履行されたことを確認するため、原則とし
て、市の職員が当該措置の完了まで立ち会いを行う（契約等により市の職員の立ち会いが困難であると
きは、委託先からデータ消去証明書を取得する等して、当該措置の確実な履行を担保する。）。
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1） 定めている 2） 定めていない
＜選択肢＞

1） 特に力を入れて行っている]
4） 再委託していない
2） 十分に行っている

＜選択肢＞

]

 具体的な方法

委託先が再委託先に対して、情報セキュリティ対策とその遵守、教育等が行われているかの監督をして
いるか、原則として作業実施期間中に立入調査を行い確認する（立入調査の実施が困難な場合は、委
託先が作成した報告書等を確認する。）
また、再委託先の情報セキュリティの運用状況についても、立入調査を行い、ルールが遵守されている
か等の確認を行う（立入調査の実施が困難な場合は、再委託先が作成した報告書等を確認する。）

 その他の措置の内容 -

 規定の内容

１　目的外利用を禁止する。
２　特定個人情報の閲覧者・更新者を制限する。
３　特定個人情報の提供先を限定する。
４　情報漏えいを防ぐための保管管理をする。
５　情報が不要となったとき又は要請があったときに情報の返還又は消去などの必要な措置を講じる。
６　保管期間の過ぎた特定個人情報及びそのバックアップを完全に消去する。
７　個人情報の取扱いについて四半期に一度チェックを行った上でその報告をする。
８　情報セキュリティの運用状況に関し、立入調査等を行うことができる。

 再委託先による特定個人情
報ファイルの適切な取扱いの
確保

[ 特に力を入れて行っている

 委託契約書中の特定個人情
報ファイルの取扱いに関する
規定

定めている[

3） 十分に行っていない

 リスクへの対策は十分か [ 十分である

3） 課題が残されている
2） 十分である1） 特に力を入れている

＜選択肢＞]

 特定個人情報ファイルの取扱いの委託におけるその他のリスク及びそのリスクに対する措置

-
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 その他の措置の内容 -

 リスクへの対策は十分か [ 十分である

 特定個人情報の提供・移転
に関するルール

 ルールの内容及び
ルール遵守の確認方
法

１　ルールの内容
　誰に対し何の目的で提供できるかを書き出したマニュアルを整備し、マニュアルどおりに特定個人情報
の提供を行うとともに、マニュアルの内容について職員に対し教育を行う。

２　ルール遵守の確認方法
　管理責任者が定期的にマニュアルどおりに運用しているか確認する。

定めている[ ]
1） 定めている 2） 定めていない
＜選択肢＞

]

3） 課題が残されている
1） 特に力を入れている 2） 十分である
＜選択肢＞

 具体的な方法

１　番号法第19条第１号に基づく提供
（１）対象
　納税通知書・市民の来庁
　郵送した日時（郵便局へ引き渡した日時）を記録する。来庁時についてもシステム内の特記機能や台
帳にて記録する。

２　番号法第19条第１０号に基づく提供
（１） 対象（市町村長から国税庁長官へ）
　扶養是正情報
　eLTAXに送信した日時を記録する。

（２）対象（市町村長から都道府県知事・他市町村長へ）
　住登外課税通知書、資料回送
　郵送した日時（郵便局へ引き渡した日時）を記録する。

３　移転
　連携基盤を介した庁内のデータ連携については、すべて送信記録のログを取得している。
（移転は庁内ネットワークや庁内システム間連携のみであるため、連携時のログ、アクセスログ、収受領
システムのタイムスタンプにより確認できる。）

（１）eLTAXより入手するもの
　ア　審査システム及び国税連携システムで提供する特定個人情報が漏えいした場合において、その旨
及びその理由を遅滞なく個人情報保護委員会に報告するために必要な体制を整備するとともに、提供を
受ける者が同様の体制を整備していることを確認する。
　イ　審査システム及び国税連携システムで情報連携を行う場合、電子データについては、番号法施行
規則第20条第２号の規定に基づく、安全性及び信頼性を確保するために必要な基準として、内閣総理
大臣が定める基準に従って行う。

] 提供・移転しない

記録を残している[

[

 リスク１：　不正な提供・移転が行われるリスク

 特定個人情報の提供・移転
の記録

 ５．特定個人情報の提供・移転 （委託や情報提供ネットワークシステムを通じた提供を除く。）

1） 記録を残している 2） 記録を残していない
＜選択肢＞]
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 リスク３：　誤った情報を提供・移転してしまうリスク、誤った相手に提供・移転してしまうリスク

 リスクに対する措置の内容

１　誤った情報を提供・移転してしまうリスクへの措置
　正しい情報を提供・移転するため、税システムで論理チェック等を実施し、システム的に担保するととも
に、適正に事務運用を行う。

２　誤った相手に提供・移転してしまうリスクへの措置
（１）納税通知書については、送付前に納税義務者、送付先の確認を徹底する。
（２）扶養是正情報の提供については、eLTAXへの送信を確実に行う。
（３）住登外課税通知書、資料回送については、送付先の他市町村の確認を徹底する。
（４）移転については、移転先と連携基盤システムを介して連携定義に基づいて相互認証を実施するた
め、認証できない相手先への情報の移転がなされないようシステム上制御する。

３　eLTAXからの入手分に対する措置
（１）審査システム及び国税連携システムで提供する電子データについては、番号法施行規則第20条第
２号の規定に基づき、安全性及び信頼性を確保するために必要な基準として、内閣総理大臣が定める
基準に従って行う。
（２）審査システムにおいて、厚生労働大臣等及び企業等の給与支払者の連携について、本市と厚生労
働大臣等間はLGWANとDVD、企業等の給与支払者間はLGWANとインターネット回線を用い、暗号化し
た上で、決められた情報のみを提供するようにシステムで制御する。
（３）国税連携システムにおいて、国税庁及び他市町村との間の連携については、本市と国税庁及び他
市町村とは、LGWAN専用線を用い、暗号化した上で、決められた情報のみを提供するようにシステムで
制御する。

 リスクへの対策は十分か [ 十分である

 リスク２：　不適切な方法で提供・移転が行われるリスク

 リスクに対する措置の内容

１　番号法第19条第１号に基づく提供
　特別徴収税額決定通知書についてはセキュリティ対策を施したうえで電子的に提供している。

２　番号法第19条第１０号に基づく提供
（１）対象（市町村長から国税庁長官へ）
　扶養是正情報についてはeLTAXを経由して提供する。

（２）対象（市町村長から都道府県知事・他市町村長へ）
　住登外課税通知書、資料回送については、定められた様式で郵送又は電子により提供する。

３　移転
　移転については、庁内に閉じたネットワーク上にある連携基盤システム上でやりとりする。連携基盤上
のデータのやりとりについては事前に申請するものとし、申請されたものしかやりとりできない方式とす
る。

４　eLTAXからの入手分に対する措置
（１）審査システム及び国税連携システムで提供する電子データについては、番号法施行規則第20条第
３号の規定に基づき、安全性及び信頼性を確保するために必要な基準として、内閣総理大臣が定める
基準に従って行う。
（２）審査システムにおいて、厚生労働大臣等及び企業等の給与支払者の連携について、本市と厚生労
働大臣等間はLGWANとDVD、企業等の給与支払者間はLGWANとインターネット回線を用い、暗号化し
た上で、決められた情報のみを提供するようにシステムで制御する。
（３）国税連携システムにおいて、国税庁及び他市町村との間の連携については、本市と国税庁及び他
市町村とは、LGWAN専用線を用い、暗号化した上で、決められた情報のみを提供するようにシステムで
制御する。

 リスクへの対策は十分か [ 十分である

]

3） 課題が残されている
1） 特に力を入れている 2） 十分である
＜選択肢＞

3） 課題が残されている
1） 特に力を入れている 2） 十分である
＜選択肢＞]

 特定個人情報の提供・移転（委託や情報提供ネットワークシステムを通じた提供を除く。）におけるその他のリスク及びそのリスクに対
する措置

-
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 リスク１：　目的外の入手が行われるリスク

 リスクに対する措置の内容

１　さいたま市における措置
（１）番号連携サーバにおいて、各業務システムから中間サーバあての情報照会要求の中継において
は、照会元・照会先・照会内容等の改変は行わないことで、中間サーバにおける目的外入手抑止の措
置に従うことを担保している。
（２）操作端末やシステムによる接続では、認証機能により、あらかじめ承認されたシステム・職員以外の
情報入手を抑止している。

２　中間サーバ・ソフトウェアにおける措置
（１）情報照会機能（※１）により、情報提供ネットワークシステムに情報照会を行う際には、提供許可証
の発行と照会内容の照会許可用照合リスト（※２）との照合を情報提供ネットワークシステムに求め、情
報提供ネットワークシステムから提供許可証を受領してから情報照会を実施することになる。つまり、番
号法上認められた情報連携以外の照会を拒否する機能を備えており、目的外提供やセキュリティリスク
に対応している。
（２）中間サーバの職員認証・権限管理機能（※３）では、ログイン時の職員認証の他に、ログイン・ログ
アウトを実施した職員、時刻、操作内容の記録を実施されるため、不適切な接続端末の操作や、不適切
なオンライン連携を抑止する仕組みとなっている。

（※１）情報提供ネットワークシステムを使用した特定個人情報の照会及び照会した情報の受領を行う機
能
（※２）番号法の規定による情報連携ネットワークシステムを利用した特定個人情報の提供に係る情報
照会者、情報提供者、事務及び特定個人情報を一覧化し、情報照会の可否を判断するために使用する
もの
（※３）中間サーバを利用する職員の認証と職員に付与された権限に基づいた各種機能や特定個人情
報へのアクセス制御を行う機能

 リスクへの対策は十分か [ 十分である

] 接続しない（提供）[] 接続しない（入手）[ ６．情報提供ネットワークシステムとの接続

1） 特に力を入れている 2） 十分である
＜選択肢＞]

3） 課題が残されている

 リスク３：　入手した特定個人情報が不正確であるリスク

 リスクに対する措置の内容

１　さいたま市における措置
　番号連携サーバにおいて、中間サーバから各業務システムあての情報照会結果の中継では、照会結
果内容の改変は行わないことにより、各業務システムが入手する照会結果内容が中間サーバから入手
した内容と同一であることを担保している。

２　中間サーバ・ソフトウェアにおける措置
　中間サーバは、個人情報保護委員会との協議を経て、内閣総理大臣が設置・管理する情報提供ネット
ワークシステムを使用して、符号により紐付けられた照会対象者に係る特定個人情報を入手し、正確な
照会対象者に係る特定個人情報を入手することを確保する。

 リスクへの対策は十分か [ 十分である

 リスク２：　安全が保たれない方法によって入手が行われるリスク

 リスクに対する措置の内容

１　さいたま市における措置
（１）中間サーバと番号連携サーバ間の接続は、高度なセキュリティを維持した行政専用のネットワーク
（総合行政ネットワーク等）を利用し、また、VPN等の技術を利用し、さいたま市の中間サーバと番号連携
サーバ間の通信回路を他団体の通信と分離するとともに、通信を暗号化することで安全性を確保してい
る。
（２）番号連携サーバと業務システム及び端末間の接続は、専用のネットワークを利用し、通信を暗号化
することで安全性を確保している。

２　中間サーバ・ソフトウェアにおける措置
　中間サーバは、個人情報保護委員会との協議を経て、内閣総理大臣が設置・管理する情報提供ネット
ワークシステムを使用した特定個人情報の入手のみ実施できるよう設計し、安全性を確保する。

３　中間サーバ･プラットフォームにおける措置
（１）中間サーバと住民記録システム、情報提供ネットワークシステムとの間は、高度なセキュリティを維
持した行政専用のネットワーク（総合行政ネットワーク等）を利用することにより、安全性を確保している。
（２）中間サーバと団体についてはVPN等の技術を利用し、団体毎に通信回線を分離するとともに、通信
を暗号化することで安全性を確保する。

 リスクへの対策は十分か [ 十分である

3） 課題が残されている
1） 特に力を入れている 2） 十分である
＜選択肢＞]

]

3） 課題が残されている
1） 特に力を入れている 2） 十分である
＜選択肢＞

 リスク４：　入手の際に特定個人情報が漏えい・紛失するリスク
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]
1） 特に力を入れている 2） 十分である
＜選択肢＞

]

3） 課題が残されている

 リスク５：　不正な提供が行われるリスク

 リスクに対する措置の内容

１　さいたま市における措置
特定個人情報の提供・移転時には、情報提供の記録をデータベースに逐一保存することで、不正な提
供を防止する。

２　中間サーバ・ソフトウェアにおける措置
（１）情報提供機能（※）により、情報提供ネットワークシステムにおける照会許可用照合リストを情報提
供ネットワークシステムから入手し、中間サーバにも格納して、情報提供機能により、照会許可用照合リ
ストに基づき情報連携が認められた特定個人情報の提供の要求であるかチェックを実施している。
（２）情報提供機能により、情報提供ネットワークシステムに情報提供を行う際には、情報提供ネットワー
クシステムから提供許可証と情報照会者へたどり着くための経路情報を受領し、照会内容に対応した情
報を自動で生成して送付することで、特定個人情報が不正に提供されるリスクに対応している。
（３）機微情報については自動応答を行わないように自動応答不可フラグを設定し、特定個人情報の提
供を行う際に、送信内容を改めて確認し、提供を行うことで、センシティブな特定個人情報が不正に提供
されるリスクに対応している。
（４）中間サーバの職員認証・権限管理機能では、ログイン時の職員認証の他に、ログイン・ログアウトを
実施した職員、時刻、操作内容の記録が実施されるため、不適切な接続端末の操作や、不適切なオン
ライン連携を抑止する仕組みになっている。

（※）情報提供ネットワークシステムを使用した特定個人情報の提供の要求の受領及び情報提供を行う
機能

 リスクへの対策は十分か [ 十分である
1） 特に力を入れている 2） 十分である
＜選択肢＞

 リスクに対する措置の内容

１　さいたま市における措置
（１）中間サーバと番号連携サーバ間の接続は、高度なセキュリティを維持した行政専用のネットワーク
（総合行政ネットワーク等）を利用し、また、VPN等の技術を利用し、さいたま市の中間サーバと番号連携
サーバ間の通信回線を他団体の通信と分離するとともに、通信を暗号化することで安全性を確保してい
る。
（２）番号連携サーバと業務システム及び端末間の接続は、専用のネットワークを利用し、通信を暗号化
することで安全性を確保している。
（３）操作端末やシステムによる接続では、認証機能により、あらかじめ承認されたシステム・職員以外の
情報入手を抑止している。

２　中間サーバ・ソフトウェアにおける措置
（１）中間サーバは、情報提供ネットワークシステムを使用した特定個人情報の入手のみを実施する。
（２）住民記録システムからの接続に対し認証を行い、許可されていないシステムからのアクセスを防止
する。
（３）情報照会が完了又は中断した情報照会結果については、一定期間経過後に当該結果を情報照会
機能において自動で削除する。
（４）中間サーバの職員認証・権限管理機能では、ログイン時の職員認証の他に、ログイン・ログアウトを
実施した職員、時刻、操作内容の記録が実施されるため、不適切な接続端末の操作や、不適切なオン
ライン連携を抑止する。

３　中間サーバ･プラットフォームにおける措置
（１）中間サーバと住民記録システム、情報提供ネットワークシステムとの間は、高度なセキュリティを維
持した行政専用のネットワーク（総合行政ネットワーク等）を利用する。
（２）中間サーバと団体についてはVPN等の技術を利用し、団体毎に通信回線を分離するとともに、通信
を暗号化する。
（３）中間サーバ･プラットフォーム事業者の業務は、中間サーバ・プラットフォームの運用、監視・障害対
応等、クラウドサービス事業者の業務は、クラウドサービスの提供であり、業務上、特定個人情報へはア
クセスできない。

 リスクへの対策は十分か [ 十分である

3） 課題が残されている
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]

3） 課題が残されている
1） 特に力を入れている

 情報提供ネットワークシステムとの接続に伴うその他のリスク及びそのリスクに対する措置

１　中間サーバ・ソフトウェアにおける措置
（１）中間サーバの職員認証・権限管理機能では、ログイン時の職員認証の他に、ログイン・ログアウトを実施した職員、時刻、操作内容
の記録が実施されるため、不適切な接続端末の操作や、不適切なオンライン連携を抑止する。
（２）情報連携においてのみ、符号を用いることがシステム上担保されており、不正な名寄せが行われるリスクに対応している。

２　中間サーバ･プラットフォームにおける措置
（１）中間サーバと住民記録システム、情報提供ネットワークシステムとの間は、高度なセキュリティを維持した行政専用のネットワーク
（総合行政ネットワーク等）を利用することにより、安全性を確保する。
（２）中間サーバと団体についてはVPN等の技術を利用し、団体毎に通信回線を分離するとともに、通信を暗号化することで安全性を確
保する。
（３）中間サーバ・プラットフォームでは、特定個人情報を管理するデータベースを市町村毎に区分管理（アクセス制御）しており、中間
サーバ・プラットフォームを利用する団体であっても他団体が管理する情報には一切アクセスできない。
（４）特定個人情報の管理を本市のみが行うことで、中間サーバ・プラットフォーム及びクラウドサービスの保守・運用を行う事業者にお
ける情報漏えい等のリスクを極小化する。

2） 十分である
＜選択肢＞

]

3） 課題が残されている
1） 特に力を入れている 2） 十分である

 リスク７：　誤った情報を提供してしまうリスク、誤った相手に提供してしまうリスク

 リスクに対する措置の内容

１　さいたま市における措置
提供・移転する情報のチェックを行い、誤った情報の作成及び誤った相手への提供がされないことをシス
テム上で担保する。

２　中間サーバ・ソフトウェアにおける措置
（１）情報提供機能により、情報提供ネットワークシステムに情報提供を行う際には、情報提供許可証と
情報照会者への経路情報を受領した上で、情報照会内容に対応した情報提供する。
（２）情報提供データベース管理機能（※）により、「情報提供データベースへのインポートデータ」の形式
チェックと、接続端末の画面表示等により情報提供データベースの内容を確認できる手段を準備する。
（３）情報提供データベース管理機能では、情報提供データベースの副本データを住民記録システムの
原本と照合するためのエクスポートデータを出力する。

（※）特定個人情報を副本として保存・管理する機能

 リスクへの対策は十分か [ 十分である

 リスク６：　不適切な方法で提供されるリスク

 リスクに対する措置の内容

１　さいたま市における措置
特定個人情報の提供・移転時には、情報提供の記録をデータベースに逐一保存することで、不正な提
供を防止する。

２　中間サーバ・ソフトウェアにおける措置
（１）セキュリティ管理機能（※）により、情報提供ネットワークシステムに送信する情報は、情報照会者か
ら受領した暗号化鍵で暗号化を適切に実施した上で提供を行う。
（２）中間サーバの職員認証・権限管理機能では、ログイン時の職員認証の他に、ログイン・ログアウトを
実施した職員、時刻、操作内容の記録が実施されるため、不適切な接続端末の操作や、不適切なオン
ライン連携を抑止する。
（※）暗号化・復号機能と、鍵情報及び照会許可用照合リストを管理する機能

３　中間サーバ･プラットフォームにおける措置
（１）中間サーバと住民記録システム、情報提供ネットワークシステムとの間は、高度なセキュリティを維
持した行政専用のネットワーク（総合行政ネットワーク等）を利用する。
（２）中間サーバと団体についてはVPN等の技術を利用し、団体毎に通信回線を分離するとともに、通信
を暗号化する。
（３）中間サーバ・プラットフォームの保守・運用を行う事業者及びクラウドサービス事業者においては、特
定個人情報に係る業務にはアクセスができないよう管理を行い、不適切な方法での情報提供を行えな
いよう管理する。

 リスクへの対策は十分か [ 十分である

＜選択肢＞
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 ②安全管理体制

 ７．特定個人情報の保管・消去

 リスク１：　特定個人情報の漏えい・滅失・毀損リスク

[

[

]

]

政府機関ではない

十分に整備している

4） 政府機関ではない3） 十分に遵守していない

3） 十分に整備していない

 ⑤物理的対策

 具体的な対策の内容

１　さいたま市における措置
・サーバ室と、データプログラム等を含んだ記録媒体及び帳票等の可搬媒体を保管する保管室は、他の
部屋と区別して専用の部屋とする。
・入退室管理を徹底するため出入口の場所を限定する。
・事務を行う執務場所において、市職員（委託従事者）以外の者（外部業者）が無断で立ち入らないよう、
入室制限を行っている。
・事務を行う執務場所において、市職員（委託従事者）以外の者（外部業者）が作業する際、執務場所内
にいる間は職員が立ち会い、作業内容を確認している。
・特定個人情報が記載された紙媒体は、業務終了後に施錠した保管場所に保管する。
・基幹系端末については、セキュリティワイヤー等による固定などの物理的対策を講じている。
・外部記憶媒体については、限定された媒体以外の利用不可、施錠できるキャビネット等への保管、使
用管理簿による管理、などの安全管理措置を講じている。

２　中間サーバ･プラットフォームにおける措置
（１）中間サーバと住民記録システム、情報提供ネットワークシステムとの間は、高度なセキュリティを維
持した行政専用のネットワーク（総合行政ネットワーク等）を利用することにより、安全性を確保する。
（２）中間サーバと団体についてはVPN等の技術を利用し、団体毎に通信回線を分離するとともに、通信
を暗号化することで安全性を確保する。
（３）中間サーバ・プラットフォームでは、特定個人情報を管理するデータベースを市町村毎に区分管理
（アクセス制御）しており、中間サーバ・プラットフォームを利用する団体であっても他団体が管理する情
報には一切アクセスできない。
（４）特定個人情報の管理を本市のみが行うことで、中間サーバ・プラットフォーム及びクラウドサービス
の保守・運用を行う事業者における情報漏えい等のリスクを極小化する。

 ③安全管理規程

 ④安全管理体制・規程の職
員への周知

十分に行っている

[

[

[

]

]十分に周知している

十分に整備している

3） 十分に行っていない
1） 特に力を入れて行っている 2） 十分に行っている
＜選択肢＞

2） 十分に周知している1） 特に力を入れて周知している
＜選択肢＞

2） 十分に整備している1） 特に力を入れて整備している

 ⑥技術的対策 特に力を入れて行っている[

3） 十分に行っていない
2） 十分に行っている1） 特に力を入れて行っている

＜選択肢＞

]

]

＜選択肢＞

1） 特に力を入れて整備している 2） 十分に整備している
＜選択肢＞

3） 十分に整備していない

3） 十分に周知していない

＜選択肢＞
1） 特に力を入れて遵守している 2） 十分に遵守している ①NISC政府機関統一基準群
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 具体的な対策の内容

１　さいたま市における措置
【不正プログラム対策】
・ウイルス対策ソフトを使用し、サーバ・端末双方でウイルスチェックを実施する。また、新種の不正プロ
グラムに対応するために、ウイルスパターンファイルは定期的に更新し、可能な限り最新のものを使用
する。
・端末において許可しないアプリケーションの実行を制限する。
【不正アクセス対策】
・インターネットなどの外部ネットワークと分離し、外部ネットワークからの不正アクセスを防止する。
・データに対する不正アクセスを防止するため、サーバ上のデータ保管フォルダに対してアクセス制限及
び暗号化を行う。

２　中間サーバ･プラットフォームにおける措置
（１）中間サーバ・プラットフォームではUTM（コンピュータウイルスやハッキングなどの脅威からネットワー
クを効率的かつ包括的に保護する装置）等を導入し、アクセス制限、侵入検知及び侵入防止を行うととも
に、ログの解析を行う。
（２）中間サーバ・プラットフォームでは、ウイルス対策ソフトを導入し、ウイルスパターンファイルの更新を
行う。
（３）導入しているOS及びミドルウェアについて、必要に応じてセキュリティパッチの適用を行う。
（４）中間サーバー・プラットフォームは、政府情報システムのためのセキュリティ評価制度（ISMAP）にい
登録されたクラウドサービス事業者が保有・管理する環境に設置し、インターネットとは切り離された閉
域ネットワーク環境に構築する。
（５）中間サーバーのデータベースに保存される特定個人情報は、中間サーバー・プラットフォームの事
業者及びクラウドサービス事業者がアクセスできないよう制御を講じる。
（６）中間サーバーと団体についてはVPN等の技術を利用し、団体ごとに通信回線を分離するとともに、
通信を暗号化することで安全性を確保している。
（７）中間サーバー・プラットフォームの移行の際は、中間サーバー・プラットフォームの事業者において、
以降するデータを暗号化した上で、インターネットを経由しない専用回線を使用し、VPN等の技術を利用
して通信を暗号化することでデータ移行を行う。

３　電子申請受理用ＬＧＷＡＮ端末における措置
（１）ウィルス対策ソフトを導入し、定期的にパターン更新している。
（２）埼玉県市町村電子申請サービスとさいたま市との間は、ＬＧＷＡＮ、ＶＰＮ等の回線を用いた暗号化
通信を行うことで外部への漏えい等が起こらないようにしている。

十分に行っている

十分に行っている

[

[

 ⑨過去３年以内に、評価実施
機関において、個人情報に関
する重大事故が発生したか

[ 発生あり

 ⑦バックアップ

 ⑧事故発生時手順の策定・
周知 3） 十分に行っていない

1） 特に力を入れて行っている 2） 十分に行っている
＜選択肢＞]

＜選択肢＞
1） 発生あり 2） 発生なし

]

3） 十分に行っていない

]
1） 特に力を入れて行っている 2） 十分に行っている
＜選択肢＞
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 その内容 別紙のとおり

 再発防止策の内容 別紙のとおり

 その他の措置の内容 -

 リスクへの対策は十分か [ 十分である

 ⑩死者の個人番号 [ 保管している

 具体的な保管方法
死者の特定個人情報は、生存する個人の特定個人情報と分けて管理しないため、「Ⅲ特定個人情報
ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策」において示す、生存する個人の特定個人情報ファイルと
同様の管理を行う。

3） 課題が残されている
1） 特に力を入れている 2） 十分である
＜選択肢＞]

1） 保管している 2） 保管していない
＜選択肢＞]

 特定個人情報の保管・消去におけるその他のリスク及びそのリスクに対する措置

 その他の措置の内容 -

 リスクへの対策は十分か [ 十分である ]

3） 課題が残されている
1） 特に力を入れている 2） 十分である
＜選択肢＞

-

 手順の内容

１　保存期間を経過したデータベースに格納された特定個人情報については、税システムの処理にて消
去する。

２　磁気ディスクの廃棄は、要領・手順書等に基づき、専用ソフトによるフォーマット、物理的粉砕等を行
うことにより、内容を読み出すことができないようにし、磁気ディスク管理簿にその記録を残す。

３　紙帳票の廃棄は、要領・手順書等に基づき、裁断及び溶解等を行うとともに、帳票管理簿等にその記
録を残す。

４　ＬＧＷＡＮ接続端末においては、業務終了時の不要な個人番号付電子申請データ等の消去について
徹底し、必要に応じて管理者が確認する。

５　外部記憶媒体については、定期的に内部のチェックを行い不要なデータの確認を行い、廃棄する場
合は管理者の承認を得て行う手順を定めている。

 リスク２：　特定個人情報が古い情報のまま保管され続けるリスク

 リスクに対する措置の内容

１　個人番号を含め宛名情報については、住民記録システムより随時異動データを連携することにより、
最新化する。また、住民記録システムとの整合処理を定期的に実施する。

２　税システムの申告書データについては、原本性を保つ必要があるため受付時のままの状態で保管
する。（これによるリスクはなく、むしろ変更することでリスクが生じる。また地方税賦課徴収に関する事
務の個人基本情報、賦課情報は常に最新化する。）

３　ＬＧＷＡＮ接続端末は、基本的には個人番号付電子申請データの一時保管として使用するが、一時
保管中に再申請や申請情報の訂正が発生した場合には古い情報で賦課等を行わないよう、履歴管理を
行う。

 リスクへの対策は十分か [ 十分である

1） 定めている 2） 定めていない

3） 課題が残されている
2） 十分である1） 特に力を入れている

＜選択肢＞

＜選択肢＞]

]

 リスク３：　特定個人情報が消去されずいつまでも存在するリスク

 消去手順 [ 定めている
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１　中間サーバ･プラットフォームにおける措置
　中間サーバ・プラットフォームを活用することにより、政府情報システムのためのセキュリティ評価制度（ISMAP）に登録されたクラウド
サービス事業者による高レベルのセキュリティ管理（入退室管理等）、ITリテラシーの高い運用担当者によるセキュリティリスクの低減、
及び技術力の高い運用担当者による均一的で安定したシステム運用・監視を実現する。

3) 十分に行っていない
2) 十分に行っている1) 特に力を入れて行っている

]十分に行っている[

 ２．従業者に対する教育・啓発

 ②監査

[ ]

＜選択肢＞

 ３．その他のリスク対策

特に力を入れて行っている

 具体的な方法

3) 十分に行っていない
1) 特に力を入れて行っている 2) 十分に行っている

１　さいたま市における措置
（１）部署の職員に対して、新しい事務運用、特定個人情報を取り扱うリスクを認識させ、その管理に関す
る必要な知識等の研修を年１回実施する。
（２）所属長に対し、ＩＣＴ環境の変化や情報セキュリティ事件・事故事例について紹介するとともに、所属
長の管理者としての責務について研修を年１回実施する。
（３）各所属により選定されたＩＣＴリーダに対し、e-ラーニングを活用した情報セキュリティ研修を年１回実
施する。
（４）委託先事業者が従業員に対し、市のセキュリティポリシーを遵守するよう必要な教育・啓発を行うこ
ととし、その実施状況を報告させる。
（５）新任職員に対する守秘義務等の研修を税務部において年１回実施する。また、各所属においては、
守秘義務等に関する教育の強化を図るため、各所属職員に対し研修を年３回以上実施する。

２　中間サーバ･プラットフォームにおける措置
（１）IPA（情報処理推進機構）が提供する最新の情報セキュリティ教育用資料等を基にセキュリティ教育
資材を作成し、中間サーバ･プラットフォームの運用に携わる職員及び事業者に対し、運用規則（接続運
用規程等）や情報セキュリティに関する教育を年次（年２回）及び随時（新規要員着任時）実施することと
している。

Ⅳ　その他のリスク対策 ※

 １．監査

 ①自己点検 特に力を入れて行っている[ ＜選択肢＞
1) 特に力を入れて行っている 2) 十分に行っている
3) 十分に行っていない

]

 具体的なチェック方法

 具体的な内容

１　さいたま市における措置
①所属長は、所属職員に対し年に１回又は必要に応じて自主点検を実施させることにより、情報セキュ
リティ対策の実施状況について確認するとともに、改善に取り組む。
②守るべき情報資産について、年１回、ライフサイクルごとにリスクを分析し、より有効な対策を検討・実
施する。
③事業者に対し、年に１回又は必要に応じて自主点検を実施させることにより、情報セキュリティ対策の
実施状況について確認するとともに、改善に取り組む。

２　中間サーバ･プラットフォームにおける措置
　運用規則等に基づき、中間サーバ・プラットフォームの運用に携わる職員及び事業者に対し、定期的
に自己点検を実施する。

１　さいたま市における措置
　年１回、組織に対する監査として「情報セキュリティ内部監査」を24課（各局（区）で１課）に実施し、情報
システムに対する監査として「情報セキュリティ外部監査」を２システム・１Webサイトに実施している。

２　業務所管部署において、以下の情報セキュリティに関する監査を１年に１回行う。
（１）評価書記載事項と運用実態をチェックする。
（２）個人情報保護に関する規定、体制をチェックする。
（３）個人情報保護に関する人的安全管理措置をチェックする。
（４）職員の役割責任の明確化、安全管理措置の周知・教育を行う。
（５）（１）から（３）を踏まえ、個人情報保護に関する技術的安全管理措置を講ずる。

３　中間サーバ･プラットフォームにおける措置
（１）運用規則等に基づき、中間サーバ・プラットフォームについて、定期的に監査を行う。
（２）政府情報システムのためのセキュリティ評価制度（ISMAP）に登録されたクラウドサービス事業者
は、定期的にISMAP監査機関リストに登録された監査機関による監査を行うこととしている。

 従業者に対する教育・啓発
＜選択肢＞
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Ⅴ　開示請求、問合せ
 １．特定個人情報の開示・訂正・利用停止請求

 ①請求先
各区役所　くらし応援室
　住所：〒330-9588　さいたま市浦和区常盤六丁目４番４号　外

 ②請求方法 必要事項を記載した開示請求書を提出する。

 特記事項 さいたま市ホームページ上に、各種様式を掲載している。

 ③手数料等
[ 無料 ] ＜選択肢＞

1) 有料 2) 無料

（手数料額、納付方法：
手数料：無料。写しの交付は、１面10円のコピー代が発生
納付方法：来庁時は現金納付、郵送時はコピー代と郵送料が発生

）

 ④個人情報ファイル簿の公表 [ 行っている ] ＜選択肢＞
1) 行っている 2) 行っていない

 個人情報ファイル名

軽自動車税（種別割）賦課ファイル、個人営業届申請ファイル（大宮区）、個人営業届申請ファイル（見沼
区）、個人営業届申請ファイル（中央区）、個人営業届申請ファイル（桜区）、個人営業届申請ファイル（浦
和区）、個人営業届申請ファイル（南区）、個人営業届申請ファイル（緑区）、個人営業届申請ファイル（岩
槻区）、個人市・県民税賦課ファイル、電子情報処理組織を利用する方法により行う所得・課税（非課税）
証明書・納税証明書交付申請者ファイル、固定資産税・都市計画税（土地・家屋）管理情報、固定資産税
（償却資産）管理情報、市税収納事務ファイル、滞納整理ファイル

 公表場所 当市のＷｅｂサイト(https://www.city.saitama.lg.jp/006/008/001/004/p096984.html)

 ②対応方法 問合せの受付時に受付票を起票し、対応について記録を残す。

 ⑤法令による特別の手続 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　—

 ⑥個人情報ファイル簿への不
記載等

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　—

 ２．特定個人情報ファイルの取扱いに関する問合せ

 ①連絡先

さいたま市財政局税務部税制課
住所：〒330-9588　さいたま市浦和区常盤六丁目4番4号
電話番号：048-829-1158
FAX番号 ：048-829-1986
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4) 特定個人情報保護評価の実施が義務付けられない（任意に全項目評価を実施）
3) 基礎項目評価の実施が義務付けられる（任意に全項目評価を実施）
2) 基礎項目評価及び重点項目評価の実施が義務付けられる（任意に全項目評価を実施）
1) 基礎項目評価及び全項目評価の実施が義務付けられる
＜選択肢＞

 ４．個人情報保護委員会の承認　【行政機関等のみ】

 ①提出日

 ②個人情報保護委員会によ
る審査

 ③結果
特定個人情報保護評価書（事務の名称 地方税賦課徴収に関する事務）」について、審議の結果、
適当であると認められた。

Ⅵ　評価実施手続

 ①方法

-
 ③期間を短縮する特段の理
由

 ２．国民・住民等からの意見の聴取

 ②実施日・期間 令和７年１１月２１日から令和７年１２月２２日まで

さいたま市パブリック・コメント制度要綱に基づき、パブリック・コメントによる意見聴取を実施
実施に際しては、市ホームページ等で公開し、広く住民等の意見を聴取する。

 １．基礎項目評価

 ①実施日 令和7年11月4日

 ②しきい値判断結果

基礎項目評価及び全項目評価の実施が義務付けられる[ ]

 ①実施日

 ②方法

 ④主な意見の内容

 ⑤評価書への反映

令和８年１月２８日

さいたま市情報公開・個人情報保護審議会において、特定個人情報保護評価書を点検。

 ３．第三者点検

意見なし

-
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平成28年12月12日

別紙：事務の内容、Ⅰ．個人
住民税賦課業務、業務全体概
要、２　課税資料受付事務

（文末に追加）
（５）他市町村からの通知
　　寄附金税額控除に係る申告特例通知書を
受付ける。

事後
法令改正等により修正のため
重要な変更に該当しない。

平成28年12月12日

別紙：事務の内容、Ⅰ．個人
住民税賦課業務、特定個人情
報を使用して実施する事務の
具体的な内容、２　個人番号
の利用、（３）帳票への印字

ア　【業務全体概要】の「１　課税準備事務」で使
う「市民税・県民税申告書」に個人番号を出力
する。
イ　【業務全体概要】の「２　課税資料受付事務」
で使う「地方税法第294条第３項に基づく通知
書」（以下、住登外課税通知書という。）に個人
番号を出力する。
ウ　【業務全体概要】の「３　賦課決定事務」で使
う「普通徴収納税通知書」、「特別徴収税額決定
通知書(納税義務者用)」、「特別徴収税額決定
通知書(特別徴収義務者用)」に個人番号を出
力する。
エ　【業務全体概要】の「４　賦課変更事務」で使
う「普通徴収納税変更通知書」、「特別徴収税額
変更通知書(納税義務者用)」、「特別徴収税額
変更通知書(特別徴収義務者用)」、「減免通知
書」に個人番号を出力する。
オ　【業務全体概要】の「５　調査事務」で使う
「扶養是正データ」に個人番号を出力する。

ア　【業務全体概要】の「２　課税資料受付事
務」で使う「地方税法第294条第３項に基づく通
知書」（以下、住登外課税通知書という。）に個
人番号を出力する。
イ　【業務全体概要】の「３　賦課決定事務」で使
う「特別徴収税額決定通知書(特別徴収義務者
用)」に個人番号を出力する。
ウ　【業務全体概要】の「４　賦課変更事務」で使
う「特別徴収税額変更通知書(特別徴収義務者
用)」に個人番号を出力する。
エ　【業務全体概要】の「５　調査事務」で使う
「扶養是正データ」に個人番号を出力する。

事後
法令改正等により修正のため
重要な変更に該当しない。

平成28年12月12日

Ⅰ　基本情報、７　評価実施
機関における担当部署
　②所属長

市民税課長　大熊　俊司 市民税課長　佐藤　真奈子 事後
人事異動による修正のため重
要な変更に該当しない。

平成28年12月12日

Ⅰ　基本情報、５　個人番号
の利用、法令上の根拠　Ⅰ～
Ⅴ

１　番号法第９条
地方税法その他の地方税に関する法律及びこ
れらの法律に基づく条例による地方税の賦課
徴収又は地方税に関する調査（犯則事件の調
査を含む）に関する事務であって主務省令（※）
で定めるもの
　※番号法別表第１の主務省令で定める事務
を定める命令　第16条

２　番号法第９条第２項、さいたま市個人番号の
利用に関する条例第４条第２項及び第３項、同
条例別表第２第１項及び同条例施行規則第３
条

事後
文言整理等により修正のため
重要な変更に該当しない。

平成28年12月12日

Ⅰ　基本情報、５　個人番号
の利用、法令上の根拠　Ⅰ～
Ⅴ

2　番号法の施行に伴う関係法律の整備等に関
する法律(平成25年５月31日法律第28号)により
地方税法、国税通則法、所得税法の一部が改
正され、税務関係書類に個人番号の記載を求
める措置が講じられている。

３　地方税法その他の地方税に関する法令並
びにさいたま市市税条例及びさいたま市市税条
例施行規則

事後
文言整理等により修正のため
重要な変更に該当しない。

Ⅰ　基本情報、５　個人番号
の利用、法令上の根拠　Ⅰ～
Ⅴ

１　番号法第９条
地方税法その他の地方税に関する法律及びこ
れらの法律に基づく条例による地方税の賦課
徴収又は地方税に関する調査（犯則事件の調
査を含む）に関する事務であって主務省令（※）
で定めるもの
　※番号法別表第１の主務省令で定める事務
を定める命令　第16条

１　番号法第９条第１項、同法別表第１の１６の
項及び同法別表第１の主務省令で定める事務
を定める命令第１６条

事後
文言整理等により修正のため
重要な変更に該当しない。

平成28年12月12日

Ⅰ　基本情報、６　情報提供
ネットワークシステムによる情
報連携、②法令上の根拠　Ⅰ
１

８４，８７ ８４、８５の２、８７ 事後
法令改正等により修正のため
重要な変更に該当しない。

（別添３）変更箇所
提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

法令改正等により修正のため
重要な変更に該当しない。

平成28年12月12日

Ⅰ　基本情報、４．特定個人
情報ファイルを取り扱う理由
①事務実施上の必要性　Ⅱ

１　番号制度に関する税制上の措置として、軽
自動車税申告（報告）書兼標識交付申請書等
に個人番号の記載を求める措置が講じられたと
ころである。このため、個人番号付きの軽自動
車税申告（報告）書兼標識交付申請書等を受付
することとなり、受付した軽自動車税申告（報
告）書兼標識交付申請書等は軽自動車税シス
テムで管理され、そのデータを元に賦課データ
が作成される。したがって軽自動車税システム
にて特定個人情報ファイルを保有することとな
る。
　２　事務全般で本人確認の際に個人番号を確
認する事務が番号法により求められる。

１　番号制度に関する税制上の措置として、減
免申請書等に個人番号の記載を求める措置が
講じられたところである。このため、個人番号付
きの減免申請書等を受付することとなり、受付
した減免申請書等に記載された申請情報は軽
自動車税システムに入力し、そのデータを元に
減免等の処理が行われる。したがって軽自動車
税システムにて特定個人情報ファイルを保有す
ることとなる。
２　減免事務等で本人確認の際に個人番号を
確認する事務が番号法により求められる。

事後

平成28年12月12日

Ⅰ　基本情報、４．特定個人
情報ファイルを取り扱う理由
① 事務実施上の必要性　Ⅲ

１　番号制度に関する税制上の措置として、償
却資産申告書に個人番号の記入を求める措置
が講じられる予定である。このため、個人番号
付きの償却資産申告書を受け付けすることとな
り、受付した償却資産申告書は固定資産税シス
テムで管理され、賦課データを作成する。また、
納税者に送付する納税通知書へ個人番号を記
載する予定である。したがって固定資産税シス
テムにて特定個人情報ファイルを保有する必要
がある。

１　番号制度に関する税制上の措置として、償
却資産申告書及び固定資産税・都市計画税減
免申請書等に個人番号の記入を求める措置が
講じられたところである。このため、個人番号付
きの償却資産申告書及び固定資産税・都市計
画税減免申請書等を受け付けすることとなり、
固定資産税システムで管理し、賦課データを作
成する。したがって固定資産税システムにて特
定個人情報ファイルを保有する必要がある。

事後
法令改正等により修正のため
重要な変更に該当しない。

平成28年12月12日
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提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

平成28年12月12日

別紙：事務の内容
【特定個人情報を使用して実
施する事務の具体的な内容】
２個人番号の利用
（２）帳票への印字

ア【業務全体概要】の「３　固定資産の価格等の
登録」で使う「償却資産申告書（プレ申告）」（紙
媒体、eLTAX）に個人番号を出力する。
　イ【業務全体概要】の「６　当初賦課」で用いる
「納税通知書及び課税明細書」に個人番号を出
力する。
　ウ【業務全体概要】の「７　賦課決定」で用いる
「更正決定通知書、納税通知書及び課税明細
書」に個人番号を出力する。
【番号連携サーバ・中間サーバにおける事務の
内容】
２番号法別表第２に記載されている提供側業務
について、業務情報を情報提供ネットワークシ
ステムに提供する。（番号連携サーバ、中間
サーバ要件）

削除 事後
法令改正等により修正のため
重要な変更に該当しない。

平成28年12月12日

Ⅱ　軽自動車税賦課業務
【特定個人情報を使用して実
施する事務の具体的な内容】

１　個人番号の取得
（１）住民記録システムから住民の個人番号を
取得する。(既存の住民記録連携機能にて取
得)
（２）住民基本台帳ネットワークシステムCS端末
から、住登外者の個人番号を取得し入力する。
（３）軽自動車税申告（報告）書兼標識交付申請
書等から個人番号を取得する。

２　個人番号の利用
（１）本人確認(真正性確認)
　軽自動車税賦課業務全般において本人確認
の際、軽自動車税システムに登録されている
データから本人を特定する手段として個人番号
を利用する。(例：オンラインにて個人番号を
キーに検索を行う。)
（２）個人番号による個人の特定(個人番号によ
る宛名付設)
　軽自動車税申告（報告）書兼標識交付申請書
等に記載された個人番号を個人特定の条件と
して利用する。
（３）帳票への印字
　【業務全体概要】の「２　賦課事務」で使用する
「納税通知書」、「税額変更通知書」、「減免決定
通知書」等に個人番号を出力する。

１　個人番号の取得
（１）住民記録システムから住民の個人番号を
取得する。(既存の住民記録連携機能にて取
得)
（２）住基ネット統合端末から、住登外者の個人
番号を取得し入力する。
（３）減免申請書等から個人番号を取得する。

２　個人番号の利用
（１）本人確認(真正性確認)
　減免申請書事務等において本人確認の際、
軽自動車税システムに登録されているデータか
ら本人を特定する手段として個人番号を利用す
る。(例：オンラインにて個人番号をキーに検索
を行う。)
（２）個人番号による個人の特定(個人番号によ
る宛名付設)
　減免申請書等に記載された個人番号を個人
特定の条件として利用する。

事後
法令改正等により修正のため
重要な変更に該当しない。

平成28年12月12日

Ⅲ．固定資産税及び都市計画
税業務
【業務全体概要】

７　賦課決定
　 課税内容の修正に伴い、価格・税額の変更
があった場合、納税者へ通知する。

８　統計資料作成
　交付税基礎数値検収調書、固定資産概要調
書等の統計資料及び調査資料を国や県へ提出
する。
　
９　証明書発行
　 評価証明書、公租証明書等を発行する。

（追加・挿入）
７　減免等申請書の受付
　減免等申請書を受け付け、決定内容を納税
者へ通知する。

８　賦課決定
　 課税内容の修正に伴い、価格・税額の変更
があった場合、納税者へ通知する。

９　統計資料作成
　交付税基礎数値検収調書、固定資産概要調
書等の統計資料及び調査資料を国や県へ提出
する。
　
１０　証明書発行
　 評価証明書、公租証明書等を発行する。

事後
文言整理等により修正のため
重要な変更に該当しない。

平成28年12月12日

Ⅱ　軽自動車税賦課業務
２　賦課事務
 （５）減免申請受付

（５）減免申請受付
　申請期間中に受理した申請書及び添付書類
の確認または情報提供ネットワークを介した情
報照会により申請内容を審査する。その後、減
免該当者については軽自動車税システムに入
力を行い、減免決定通知書を交付し、減免非該
当者については非該当の連絡を行ったうえで納
税通知書を再度交付する。

（５）減免申請受付
申請期間中に受理した申請書及び添付書類の
確認又は情報提供ネットワークを介した情報照
会により申請内容を審査する。その後、減免該
当者については軽自動車税システムに入力を
行い、減免決定通知書を交付し、減免非該当者
については減免申請棄却（却下）通知書を交付
する。

事後
文言整理等により修正のため
重要な変更に該当しない。

平成28年12月12日

Ⅱ　軽自動車税賦課業務
３　その他事務
 （２）不明返戻調査

（２）不明返戻調査
納税通知書等が返戻された場合、現地調査、
他市町村への照会、情報提供ネットワークを介
した住民票関係情報の照会などにより住所調
査を行う。これにより住所が判明した場合は納
税通知書等を送付し、不明の場合は公示送達
を行う。
（３）証明書交付事務
　標識交付証明書の再交付や廃車申告受付書
の再交付、継続検査用納税証明書等の交付を
行う。
（４）市町村からの照会回答
　市町村より生活保護法第29条に基づく原動機
付自転車等の所有者に関する照会があった際
は、軽自動車税システムにて該当情報を照会
し、回答を行う。

（２）不明返戻調査
納税通知書等が返戻された場合、現地調査、
他市町村への照会等により住所調査を行う。こ
れにより住所が判明した場合は納税通知書等
を送付し、不明の場合は公示送達を行う。
（３）証明書交付事務
　標識交付証明書の再交付や廃車申告受付書
の再交付、継続検査用納税証明書等の交付を
行う。
（４）市町村からの照会回答
　市町村より生活保護法第29条に基づく軽自動
車等の所有者に関する照会があった際は、軽
自動車税システムにて該当情報を照会し、回答
を行う。

事後
法令改正等により修正のため
重要な変更に該当しない。

平成28年12月12日

別紙：事務の内容、Ⅰ．個人
住民税賦課業務、特定個人情
報を使用して実施する事務の
具体的な内容、３　特定個人
情報の提供、（１）

情報提供等記録開示システム（マイ・ポータル）
情報提供等記録開示システム（マイナポータ
ル）

事後 名称変更により修正

平成28年12月12日

Ⅱ　軽自動車税賦課業務
１　申告書受付事務
 （２）軽自動車・二輪の小型自
動車

（２）軽自動車・二輪の小型自動車
　全国軽自動車協会連合会経由で軽自動車税
申告書（報告書）を受け付け、地方公共団体情
報システム機構からLGWAN-ASPで提供される
車両の検査情報と合わせて、軽自動車税シス
テムに入力する。

（２）軽自動車・二輪の小型自動車
 一般社団法人全国軽自動車協会連合会経由
で軽自動車税申告書（報告書）を受け付け、地
方公共団体情報システム機構から軽自動車検
査情報市区町 村提供システムで提供される車
両の検査情報と合わせて、軽自動車税システ
ムに入力する。

事後
文言整理等により修正のため
重要な変更に該当しない。
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提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

平成28年12月12日
（別添１）事務の内容　固定資
産税・都市計画税賦課業務

別添の図を参照
変更点：
① 相続人代表者指定届・通知書を色なし
①償却資産申告書【電子】
①  償却資産申告書【紙】
住民・企業へは、色なし矢印に、住民・企業から
は、色あり矢印に変更
④　納税通知書【紙】
　　色なし矢印に変更

事後
法令改正等により修正のため
重要な変更に該当しない。

平成28年12月12日
（別添１）事務の内容　個人住
民税賦課事務

（文末に追加）

⑪他業務システムとデータのやりとりを行う。た
だし、キーとなる情報は宛名番号を使用し、個
人番号は使用しない。
⑫寄附金税額控除に係る申告特例通知書の受
け付け、個人住民税システムへ取り込む。課税
資料を取り込むにあたり、データパンチ委託業
者にて電子ファイル化（パンチ作業）を行い、こ
の電子ファイルには個人番号が含まれる。

事後
法令改正等により修正のため
重要な変更に該当しない。

平成28年12月12日
（別添１）事務の内容　軽自動
車税賦課業務

③ 当初課税、随時課税、課税取消のそれぞれ
で、個人番号を記載した納税通知書や税額変
更通知書を送付する。
④ 減免、課税免除、非課税等の申請におい
て、個人番号を記載した申請書を受け付ける。
また、減免該当者へ個人番号を記載した減免
決定通知書を送付する。

③ 当初課税、随時課税、課税取消のそれぞれ
で、納税通知書や税額変更通知書を送付する。
これらには個人番号は記載しない。
④ 減免、非課税等の申請において、個人番号
を記載した申請書を受け付ける。また、減免該
当者へ減免決定通知書を、非該当者には減免
申請棄却（却下）通知書を送付するが、これらに
は個人番号は記載しない。

事後
法令改正等により修正のため
重要な変更に該当しない。

平成28年12月12日

２．特定個人情報ファイルを取
り扱う事務において使用する
システム
 システム2
② システムの機能

６　臨時標識交付管理
（１）臨時標識登録・更新機能
　申請者の申請書をもとに、臨時標識の新規登
録、修正を行う。
（２）臨時標識照会機能
　臨時標識の登録内容を中心に各種情報の照
会を行う。

７　その他

削除

６　その他
事後

法令改正等により修正のため
重要な変更に該当しない。

平成28年12月12日 （別添１）事務の内容　図 ⑪、⑫の矢印を追加 事後
法令改正等により修正のため
重要な変更に該当しない。

平成28年12月12日

Ⅳ．滞納整理業務
【特定個人情報を使用して実
施する事務の具体的な内容】
２．個人番号の利用
（２）最新住所確認

（２）最新住所確認
　滞納処分関係の文書返戻の際、個人番号を
キーとして住民基本台帳ネットワークシステムを
調査し最新の送付先を把握するために利用す
る。

（２）最新住所確認
　催告書や滞納処分関係の文書返戻の際、個
人番号をキーとして住民基本台帳ネットワーク
システムを調査し最新の送付先を把握するため
に利用する。

事後
文言整理等により修正のため
重要な変更に該当しない。

平成28年12月12日

２．特定個人情報ファイルを取
り扱う事務において使用する
システム
 システム2
② システムの機能

４　軽協申告書連携
（１）軽協申告書データ取込機能
　軽自動車検査協会から受領した申告書データ
又はパンチした申告書データを取り込む。
（２）軽協申告書一括更新機能
　軽協申告書データ取込機能にて取込済みの
申告書データの論理チェックを行い、正常分に
ついてはデータ更新を行う。

５　地方公共団体情報システム機構連携（平成
27年度より実施予定）
（１）検査データ取込機能
　全国軽自動車協会連合会からの検査データ
を地方公共団体情報システム機構経由で受領
し、その検査データを取り込む。
（２）検査データ一括更新機能
　検査データ取込機能にて取込済みの検査
データの論理チェックを行い、正常分について
はデータ更新を行う。

４　軽協申告書連携
（１）軽協申告書データ取込機能
　一般社団法人全国軽自動車検査協会連合会
から受領した申告書データ又はパンチした申告
書データを取り込む。
（２）軽協申告書一括更新機能
　軽協申告書データ取込機能にて取込済みの
申告書データの論理チェックを行い、正常分に
ついてはデータ更新を行う。

５　地方公共団体情報システム機構連携（平成
28年度より実施予定）
（１）検査データ取込機能
　一般社団法人全国軽自動車協会連合会から
の検査データを地方公共団体情報システム機
構経由で受領し、その検査データを取り込む。
（２）検査データ一括更新機能
　検査データ取込機能にて取込済みの検査
データの論理チェックを行い、正常分について
はデータ更新を行う。

事後
文言整理等により修正のため
重要な変更に該当しない。

平成28年12月12日

Ⅳ．滞納整理業務
【業務全体概要】
２．徴収猶予・分割納付事務

２　徴収猶予・分割納付事務
　納税者（滞納者）からの申請により、期限まで
に納付できない事情があり徴収を延期すれば
完納を見込める場合は、徴収猶予や分割納付
を行う。
（１）納税者（滞納者）から、申請を受ける。
（２）申請内容や申請者と折衝した内容により、
徴収猶予又は分割納付を認めるか審査する。
（３）徴収猶予を許可する場合、徴収猶予通知
書を作成し、申請者に送付する。
（４）分割納付を許可する場合、申請者より分割
納付誓約書等を受け取り、分割納付計画書を
送付する。

２　徴収・換価の猶予、分割納付事務
　納税者（滞納者）からの申請により、期限まで
に納付できない事情があり徴収・換価の猶予を
すれば完納を見込める場合は、徴収・換価の猶
予や分割納付を行う。
（１）納税者（滞納者）から、申請を受ける。
（２）申請内容や申請者と折衝した内容により、
徴収・換価の猶予又は分割納付を認めるか審
査する。
（３）徴収・換価の猶予を許可する場合、徴収・
換価の猶予通知書を作成し、申請者に送付す
る。
（４）分割納付を許可する場合、申請者より分割
納付誓約書等を受け取り、分割納付計画書を
送付する。

事後
法令改正等により修正のため
重要な変更に該当しない。
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提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

平成28年12月12日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要（個人）、５　特定個人情
報の提供・移転、移転先１

番号法第９条第２項に基づく条例を定める予定
さいたま市個人番号の利用に関する条例第４
条第２項

事後
法令改正等により修正のため
重要な変更に該当しない。

平成28年12月12日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要（個人）、３　特定個人情
報の入手・使用、⑧使用方
法、４　賦課変更事務

普通徴収納税通知書及び特別徴収税額決定
通知書

特別徴収税額決定通知書（特別徴収義務者
用）

事後
法令改正等により修正のため
重要な変更に該当しない。

平成28年12月12日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要（個人）、３　特定個人情
報の入手・使用、⑧使用方
法、５　調査事務

（１）納税義務者の市町村以外に居住する控除
対象配偶者、扶養親族に係る者について控除
の要件を満たしているか否かの問合せに情報
提供ネットワークシステムを利用する。
（２）生活保護受給情報、障害者手帳等、所得
情報、扶養関係情報について情報提供ネット
ワークシステムを通じて照会を行い、非課税判
定等を行う。
（３）情報提供ネットワークシステムを通じた扶養
関係情報、所得情報の提供に対応できるよう、
照会用データを中間サーバに記録する。

（１）納税義務者の控除対象配偶者、扶養親族
に係る者について控除の要件を満たしているか
否かの問合せに情報提供ネットワークシステム
を利用する。
（２）生活保護受給情報、障害者手帳等、所得
情報について情報提供ネットワークシステムを
通じて照会を行い、適正な課税や減免を行う。
（３）情報提供ネットワークシステムを通じた扶養
関係情報、所得情報の提供に対応できるよう、
照会用データを中間サーバに記録する。
（４）さいたま市個人番号の利用に関する条例
第４条第２項及び第３項の規定により、庁内連
携を通じて情報を入手し、適正な課税や減免を
行う。

事後
法令改正等により修正のため
重要な変更に該当しない。

平成28年12月12日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要（個人）、３　特定個人情
報の入手・使用、⑤本人への
明示、２庁内連携により入手

（文末に追加）
また、さいたま市個人番号の利用に関する条例
第４条第２項及び第３項により、他部署からの
特定個人情報の入手が可能である。

事後
法令改正等により修正のため
重要な変更に該当しない。

平成28年12月12日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要（個人）、３　特定個人情
報の入手・使用、⑧使用方
法、３　賦課決定事務、（２）

普通徴収納税通知書及び特別徴収税額決定
通知書

特別徴収税額決定通知書（特別徴収義務者
用）

事後
法令改正等により修正のため
重要な変更に該当しない。

平成28年12月12日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要（個人）、３　特定個人情
報の入手・使用、④入手に係
る妥当性、２　庁内連携により
入手

番号法第１４条、第１４条第２項
番号法第１４条並びにさいたま市個人番号の利
用に関する条例第４条第２項及び第３項

事後
法令改正等により修正のため
重要な変更に該当しない。

平成28年12月12日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要（個人）、３　特定個人情
報の入手・使用、④入手に係
る妥当性、３　他機関より入手

が追加される旨が記載されており、個人番号の
追加が予想される。時期についても同上の条文
により明記されている。

を記載するものとされ、総務省令の改正により、
個人番号の記載が必要とされている。

事後
法令改正等により修正のため
重要な変更に該当しない。

平成28年12月12日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要（個人）、３　特定個人情
報の入手・使用、③入手の時
期・頻度、２　庁内連携により
入手

（文末に追加）

（４）生活保護を準用した外国人に関する情報
について、非課税判定を行う際及び減免に関す
る調査を行う際に入手する。
（５）中国残留邦人等への支援給付受給者に関
する情報について、減免に関する調査を行う際
に入手する。
（６）介護保険料、国民健康保険税、後期高齢
者医療保険料の賦課徴収に関する情報を、賦
課徴収に関する調査を行う際に入手する。
（７）里親に関する情報を、扶養調査を行う際に
入手する。

事後
法令改正等により修正のため
重要な変更に該当しない。

平成28年12月12日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要（個人）、３　特定個人情
報の入手・使用、④入手に係
る妥当性、１　本人又は本人
の代理人、民間事業者からの
入手（１）

追加が予想される。 記載が必要とされている。 事後
法令改正等により修正のため
重要な変更に該当しない。

平成28年12月12日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要(個人）、２　基本情報、④
記録される項目

[〇]医療保険関係情報
[〇]児童福祉・子育て関係情報
[〇]障害者福祉関係情報

事後
法令改正等により修正のため
重要な変更に該当しない。

平成28年12月12日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要（個人）、３　特定個人情
報の入手・使用、①入手元、
評価実施期間内の他部署

区政推進室、介護保険課
区政推進部、生活福祉課、介護保険課、障害
支援課、国民健康保険課、年金医療課、児童
相談所

事後
組織改正等による修正のため
重要な変更に該当しない。

平成28年12月12日
（別添１）事務の内容　滞納整
理業務

②徴収猶予 ②徴収猶予・換価の猶予 事後
法令改正等により修正のため
重要な変更に該当しない。
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提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

平成28年12月12日

別紙（番号法第１９条第７号別
表第２に定める事務）
、項番６５、（提供先における
用途）

母子家庭自立支援給付金 給付金 事後
法令改正等により修正のため
重要な変更に該当しない。

平成28年12月12日

別紙（番号法第１９条第７号別
表第２に定める事務）
、項番３８、（提供先）

（提供先） 都道府県教育委員会又は市町村教育委員会 事後
法令改正等により修正のため
重要な変更に該当しない。

平成28年12月12日

別紙（番号法第１９条第７号別
表第２に定める事務）
、項番３８、（提供先における
用途）

（提供先における用途）
学校保健安全法による医療に要する費用につ
いての援助に関する事務であって主務省令で
定めるもの

事後
法令改正等により修正のため
重要な変更に該当しない。

平成28年12月12日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要（個人）、５　特定個人情
報の提供・移転、移転先１０

建設局　建築部　住宅課 建設局　建築部　住宅政策課 事後
組織改正による修正のため重
要な変更に該当しない。

平成28年12月12日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要（個人）、５　特定個人情
報の提供・移転、移転先１０

番号法第９条第２項に基づく条例を定める予定
さいたま市個人番号の利用に関する条例第４
条第３項

事後
法令改正等により修正のため
重要な変更に該当しない。

平成28年12月12日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要（個人）、５　特定個人情
報の提供・移転、移転先８

番号法第９条第２項に基づく条例を定める予定
さいたま市個人番号の利用に関する条例第４
条第２項及び第３項

事後
法令改正等により修正のため
重要な変更に該当しない。

平成28年12月12日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要（個人）、５　特定個人情
報の提供・移転、移転先９

番号法第９条第２項に基づく条例を定める予定
さいたま市個人番号の利用に関する条例第４
条第２項

事後
法令改正等により修正のため
重要な変更に該当しない。

平成28年12月12日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要（個人）、５　特定個人情
報の提供・移転、移転先６

保健福祉局　福祉部　障害福祉課 保健福祉局　福祉部　障害支援課 事後
組織改正による修正のため重
要な変更に該当しない。

平成28年12月12日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要（個人）、５　特定個人情
報の提供・移転、移転先７

番号法第９条第２項に基づく条例を定める予定
さいたま市個人番号の利用に関する条例第４
条第２項及び第３項

事後
法令改正等により修正のため
重要な変更に該当しない。

平成28年12月12日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要（個人）、５　特定個人情
報の提供・移転、移転先５

番号法第９条第２項に基づく条例を定める予定
さいたま市個人番号の利用に関する条例第４
条第２項

事後
法令改正等により修正のため
重要な変更に該当しない。

平成28年12月12日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要（個人）、５　特定個人情
報の提供・移転、移転先６

番号法第９条第２項に基づく条例を定める予定
さいたま市個人番号の利用に関する条例第４
条第２項及び第３項

事後
法令改正等により修正のため
重要な変更に該当しない。

平成28年12月12日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要（個人）、５　特定個人情
報の提供・移転、移転先３

番号法第９条第２項に基づく条例を定める予定
さいたま市個人番号の利用に関する条例第４
条第２項及び第３項

事後
法令改正等により修正のため
重要な変更に該当しない。

平成28年12月12日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要（個人）、５　特定個人情
報の提供・移転、移転先４

番号法第９条第２項に基づく条例を定める予定
さいたま市個人番号の利用に関する条例第４
条第２項及び第３項

事後
法令改正等により修正のため
重要な変更に該当しない。

平成28年12月12日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要（個人）、５　特定個人情
報の提供・移転、移転先２

番号法第９条第２項に基づく条例を定める予定
さいたま市個人番号の利用に関する条例第４
条第２項及び第３項

事後
法令改正等により修正のため
重要な変更に該当しない。
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提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

平成28年12月12日

４．特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
　　委託事項３、委託事項７

委託事項３　納税通知書の印刷・封入・封緘
委託事項７　軽自動車税に係る申告書のデータ
エントリ

委託事項３「納税通知書の印刷・封入・封緘」を
削除
委託事項７「軽自動車税に係る申告書のデータ
エントリ」を削除により前後の番号を整理

事後
法令改正等により修正のため
重要な変更に該当しない。

平成28年12月12日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要
　３．特定個人情報の入手・使
用
⑥使用目的

適正かつ公平な賦課の実現のため、軽自動車
税に係る申告書の名寄せが正確かつ効率的に
できるよう、個人番号を利用する。

適正かつ公平な賦課の実現のため、軽自動車
税に係る減免申請書等の名寄せが正確かつ効
率的にできるよう、個人番号を利用する。

事後
法令改正等により修正のため
重要な変更に該当しない。

平成28年12月12日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要
　３．特定個人情報の入手・使
用
⑧使用方法

１　申告書受付事務
　納税義務者より提出された軽自動車税に係る
申告書に記載された個人番号を取得し、未登録
の個人番号について内部識別番号である宛名
番号と紐付ける。
２　賦課事務
（１）納税通知書、減免決定通知書に個人番号
を出力し、納税義務者へ送付する。
（２）生活保護受給情報、障害者手帳情報につ
いて情報提供ネットワークシステムを通じて照
会を行い、軽自動車税の減免判定等を行う。
３　軽自動車税賦課業務全般
　本人確認を行う際に個人番号を使用する。

１　減免等受付事務
 （１）納税義務者より提出された軽自動車税に
係る減免申請書等に記載された個人番号を取
得し本人確認を行う際に使用する。また、住登
外者などで未登録の個人番号について内部識
別番号である宛名番号と紐付ける。
（２）生活保護受給情報、障害者手帳情報につ
いて情報提供ネットワークシステムを通じて照
会を行い、軽自動車税の減免判定等を行う。

事後
法令改正等により修正のため
重要な変更に該当しない。

平成28年12月12日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要
　３．特定個人情報の入手・使
用
④入手に係る妥当性

１　本人又は本人の代理人、行政機関、民間事
業者からの入手
　 軽自動車税に係る申告書（地方税法第447
条）の様式に個人番号が追加される旨につい
て、今後地方税法施行規則等で明示される予
定である。
 ※2014年11月7日時点では、妥当性の根拠は
2013年8月に総務省より示された地方公共団体
における番号制度の導入ガイドライン、および
2014年3月の総務省事務連絡「地方税分野に
おける個人番号・法人番号の利用について」と
なる。

１　本人又は本人の代理人、行政機関、民間事
業者からの入手
さいたま市市税条例第96条第２項第１号、第97
条第２項第１号及び地方税法施行規則附則第
25条第１項第１号ロにおいて明示されている。

事後
法令改正等により修正のため
重要な変更に該当しない。

平成28年12月12日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要
　３．特定個人情報の入手・使
用
⑤本人への明示

　2014年11月上旬時点では、法律により軽自動
車税に係る申告書に個人番号が追加される旨
の記載はないが、今後、地方税法施行規則等
で明示される予定である。

さいたま市市税条例第96条第２項第１号、第97
条第２項第１号及び地方税法施行規則附則第
25条第１項第１号ロにおいて明示されている。

事後
法令改正等により修正のため
重要な変更に該当しない。

平成28年12月12日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要（軽自）、３　特定個人情
報の入手・使用、①入手元

区政推進室 区政推進部 事後
組織改正による修正のため重
要な変更に該当しない。

平成28年12月12日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要
　３．特定個人情報の入手・使
用
③入手の時期・頻度

地方税法第447条に基づき、軽自動車税に係る
申告書の受付毎に入手する。（毎年複数回）

さいたま市市税条例第96条第２項第１号又は第
97条第２項第１号に基づく軽自動車税に係る減
免申請書の受付毎に入手する。（毎年複数
回）。また、地方税法施行規則附則第25条第１
項第１号ロに基づく非課税申請書等の受付毎
に入手する（申請の都度随時）。

事後
法令改正等により修正のため
重要な変更に該当しない。

平成28年12月12日

別紙（番号法第１９条第７号別
表第２に定める事務）
、項番１０３、（提供先における
用途）

第六条第一項第一号 第６条第１項第１号 事後
法令改正等により修正のため
重要な変更に該当しない。

平成28年12月12日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要、２．基本情報、　③対象
となる本人の範囲　その必要
性

２　納税通知書等への個人番号出力のため 削除 事後
法令改正等により修正のため
重要な変更に該当しない。

平成28年12月12日

別紙（番号法第１９条第７号別
表第２に定める事務）
、項番８５の２（提供先におけ
る用途）

（提供先における用途）
特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律
による賃貸住宅の管理に関する事務であって
主務省令で定めるもの

事後
法令改正等により修正のため
重要な変更に該当しない。

平成28年12月12日

別紙（番号法第１９条第７号別
表第２に定める事務）
、項番１０１、（提供先における
用途）

附則第１６第３項 附則第１６条第３項 事後
法令改正等により修正のため
重要な変更に該当しない。

平成28年12月12日

別紙（番号法第１９条第７号別
表第２に定める事務）
、項番８５の２、（提供先）

（提供先）
特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律
第１８条第２項に規定する賃貸住宅の建設及び
管理を行う都道府県知事又は市町村長

事後
法令改正等により修正のため
重要な変更に該当しない。
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提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

平成28年12月12日

Ⅱ ファイルの概要（滞納整
理）
４．特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
委託事項５　①委託内容　②
取扱いを委託する特定個人情
報ファイルの範囲

①委託内容　電話催告対象者リストをもとに納
期限を過ぎても納付が確認できない対象者に
電話にて納税の確認を行う。

②「その妥当性」　公権力の行使にあたらない
納税のしょうようを行う業務であり、また夜間や
休日等の実施が効果的であるため

①委託内容　納期限を過ぎても納付が確認でき
ない対象者を抽出した電話催告対象者リストを
用い、電話にて納税の呼びかけを行う。

②「その妥当性」　公権力の行使にあたらない
納税の呼びかけを行う業務であり、また夜間や
休日等の実施が効果的であるため

事後
文言整理等により修正のため
重要な変更に該当しない。

平成28年12月12日

Ⅱ ファイルの概要（滞納整
理）
５．特定個人情報の提供・移
転
　提供・移転の有無

〔　　〕提供を行っている
〔　　〕移転を行っている
〔○〕行っていない

〔○〕提供を行っている　（　　　1件）
〔○〕移転を行っている　（　　　5件）
〔　　〕行っていない

事後
法令改正等により修正のため
重要な変更に該当しない。

平成28年12月12日

Ⅱ ファイルの概要（滞納整
理）
３．特定個人情報の入手・使
用
①入手元　行政機関

地方公共団体情報システム機構 国税庁、地方公共団体情報システム機構 事後
誤字・脱字等による修正のた
め重要な変更に該当しない。

平成28年12月12日

Ⅱ ファイルの概要（滞納整
理）
３．特定個人情報の入手・使
用
①入手元　行政機関

[　　]地方公共団体・地方独立行政法人
[　〇　]地方公共団体・地方独立行政法人（他
市町村）

事後
誤字・脱字等による修正のた
め重要な変更に該当しない。

平成28年12月12日

４．特定個人情報ファイルの
取扱いの委託、委託事項６．
委託事項７．委託事項８

委託事項６．委託事項７．委託事項８ 削除 事後
法令改正等により修正のため
重要な変更に該当しない。

平成28年12月12日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要（滞納）、３　特定個人情
報の入手・使用、①入手元

区政推進室 区政推進部 事後
組織改正による修正のため重
要な変更に該当しない。

平成28年12月12日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要（固定）、３　特定個人情
報の入手・使用、⑤本人への
明示、１本人又は本人の代理
人からの入手

１　本人又は本人の代理人からの入手
　償却資産申告書については、地方税法施行
規則第26号様式にて、個人番号欄が明記され
ている。2014年10月末時点では、法律により償
却資産申告書に個人番号が追加される旨の記
載はないが、今後、地方税法施行規則等で明
記されると思われる。

１　本人又は本人の代理人からの入手
　償却資産申告書については、地方税法施行
規則第26号様式にて、個人番号欄が明記され
ている。
　また、固定資産税・都市計画税の減免申請書
等については、さいたま市市税条例及び総務省
事務連絡「地方税分野における個人番号・法人
番号の利用について」で明記されている。

事後
法令改正等により修正のため
重要な変更に該当しない。

平成28年12月12日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要（固定）、３　特定個人情
報の入手・使用、⑧使用方法

１　課税台帳の整備
（１）償却資産申告書に個人番号を出力し発送
する。
（２）納税義務者（代理人）より提出されたに記
載された個人番号を取得し、未登録の個人番
号について内部識別番号である宛名番号と紐
付ける。

２　賦課決定
（１）固定資産税・都市計画税納税通知書に個
人番号を出力する。
（２）生活保護受給情報について情報提供ネット
ワークシステムを通じて照会を行い、固定資産
税及び都市計画税の減免判定を行う。

３　固定資産税及び都市計画税賦課業務全般
本人確認を行う際に個人番号を使用する。

１　償却資産申告書及び固定資産税・都市計画
税減免申請書等受付事務
　納税義務者（代理人）より提出された償却資
産申告書及び固定資産税・都市計画税減免申
請書等に記載された個人番号を取得し、未登録
の個人番号について内部識別番号である宛名
番号と紐付ける。

２　賦課決定
　生活保護受給情報について情報提供ネット
ワークシステムを通じて照会を行い、固定資産
税及び都市計画税の減免判定を行う。

事後
法令改正等により修正のため
重要な変更に該当しない。

平成28年12月12日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要（固定）、３　特定個人情
報の入手・使用、③入手の時
期・頻度
１⑵

（２）課税資料（相続人代表者指定届、固定資産
現所有者届等）から入手する。

さいたま市市税条例に基づき、固定資産税・都
市計画税減免申請書等の受付時に入手する。

事後
文言整理等により修正のため
重要な変更に該当しない。

平成28年12月12日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要（固定）、３　特定個人情
報の入手・使用、④入手に係
る妥当性

１　本人又は本人の代理人からの入手
　償却資産申告書（地方税法第383条）につい
ては提出先は市町村であり、今後、地方税法施
行規則等で様式に個人番号が追記される旨が
明記されると思われる。申告時期については上
記地方税法の条文にて明記されている。

１　本人又は本人の代理人からの入手
　償却資産申告書（地方税法第383条）につい
ては提出先は市町村であり、地方税法施行規
則第26号様式にて、個人番号欄が明記されて
いる。また、申告時期については上記地方税法
の条文にて明記されている。

事後
法令改正等により修正のため
重要な変更に該当しない。

平成28年12月12日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要（固定）、３　特定個人情
報の入手・使用、①入手元

区政推進室 区政推進部 事後
組織改正による修正のため重
要な変更に該当しない。
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提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

平成28年12月12日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要（収納）、３　特定個人情
報の入手・使用、①入手元

区政推進室 区政推進部 事後
組織改正による修正のため重
要な変更に該当しない。

平成28年12月12日

Ⅱ ファイルの概要（滞納整
理）
５．特定個人情報の提供・移
転
移転先４

移転先４　子ども未来局　子ども育成部　青少
年育成課
①法令上の根拠　さいたま市個人番号の利用
に関する条例に定める予定
②移転先における用途　放課後児童健全育成
事業保護者負担金の徴収事務等
③移転する情報　「２．④規則される項目」のう
ち、個人番号、４情報、連絡先、地方税関係情
報
④移転する情報の対象となる本人の数
[１万人未満]
⑤移転する情報の対象となる本人の範囲
放課後児童健全育成事業保護者負担金の徴
収事務等
⑥移転方法　[紙】
⑦時期・頻度　照会をうけたら都度

事後
法令改正等により修正のため
重要な変更に該当しない。

平成28年12月12日

Ⅱ ファイルの概要（滞納整
理）
５．特定個人情報の提供・移
転
移転先５

移転先５　子ども未来局　幼児未来部　保育課
①法令上の根拠　さいたま市個人番号の利用
に関する条例に定める予定
②移転先における用途　保育施設等利用者負
担額の徴収事務等
③移転する情報　「２．④規則される項目」のう
ち、個人番号、４情報、連絡先、地方税関係情
報
④移転する情報の対象となる本人の数
[１万人未満]
⑤移転する情報の対象となる本人の範囲
保育施設等利用者負担額滞納者及びその相続
人等
⑥移転方法　[紙】
⑦時期・頻度　照会をうけたら都度

事後
法令改正等により修正のため
重要な変更に該当しない。

平成28年12月12日

Ⅱ ファイルの概要（滞納整
理）
５．特定個人情報の提供・移
転
移転先２

移転先２　保健福祉局　福祉部　年金医療課
①法令上の根拠　さいたま市個人番号の利用
に関する条例第４条第２項
②移転先における用途　後期高齢者医療保険
料の徴収事務等
③移転する情報　「２．④規則される項目」のう
ち、個人番号、４情報、連絡先、地方税関係情
報
④移転する情報の対象となる本人の数
[１万人以上１０万人未満]
⑤移転する情報の対象となる本人の範囲
後期高齢者医療保険料滞納者及びその相続人
等
⑥移転方法　[紙】
⑦時期・頻度　照会をうけたら都度

事後
法令改正等により修正のため
重要な変更に該当しない。

平成28年12月12日

Ⅱ ファイルの概要（滞納整
理）
５．特定個人情報の提供・移
転
移転先３

移転先３　保健福祉局　福祉部　生活福祉課
①法令上の根拠　さいたま市個人番号の利用
に関する条例に定める予定
②移転先における用途　生活保護費の返還金
及び徴収金の徴収事務等
③移転する情報　「２．④規則される項目」のう
ち、個人番号、４情報、連絡先、地方税関係情
報
④移転する情報の対象となる本人の数
[１万人未満]
⑤移転する情報の対象となる本人の範囲
生活保護費の返還金、徴収金滞納者及びその
相続人等
⑥移転方法　[紙】
⑦時期・頻度　照会をうけたら都度

事後
法令改正等により修正のため
重要な変更に該当しない。

平成28年12月12日

Ⅱ ファイルの概要（滞納整
理）
５．特定個人情報の提供・移
転
提供先１

提供先１　官公署または行政機関
①法令上の根拠　番号法１９条第８号及び９号
②提供先における用途　実態調査のため
③提供する情報　「２．④記録される項目」のう
ち、個人番号、４情報、地方税関係情報
④提供する情報の対象となる本人の数　10万
人以上１００万人未満
⑤提供する情報の対象となる本人の範囲
市税滞納者及び滞納者の納税について関係を
有する者のうち、個人番号を有する者（過去の
滞納者も含む）
⑥提供方法　　[紙]
⑦時期・頻度　実態調査を行う都度

事後
法令改正等により修正のため
重要な変更に該当しない。

平成28年12月12日

Ⅱ ファイルの概要（滞納整
理）
５．特定個人情報の提供・移
転
移転先１

移転先１　保健福祉局　福祉部　介護保険課
①法令上の根拠　さいたま市個人番号の利用
に関する条例第４条第２項
②移転先における用途　介護保険料の徴収事
務等
③移転する情報　「２．④規則される項目」のう
ち、個人番号、４情報、連絡先、地方税関係情
報
④移転する情報の対象となる本人の数
[１万人以上１０万人未満]
⑤移転する情報の対象となる本人の範囲
介護保険料滞納者及びその相続人等
⑥移転方法　[紙】
⑦時期・頻度　照会をうけたら都度

事後
法令改正等により修正のため
重要な変更に該当しない。
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提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

平成29年6月28日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要
１．特定個人情報ファイル名
個人住民税特定個人情報ファ
イル
４．特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
委託事項３

課税資料の整理及びデータエントリ 課税資料の整理 事後
直近の契約実績を反映したも
のであるため、重要な変更に
該当しない。

平成29年6月28日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要
１．特定個人情報ファイル名
個人住民税特定個人情報ファ
イル
４．特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
委託事項３　①委託内容

提出された課税資料の整理、精査を行う。ま
た、イメージデータをもとに電子データファイル
を作成する。

提出された課税資料の整理、精査を行う。ま
た、イメージデータをもとに電子データファイル
を作成する。加えて、照会文書等の発送を行
う。

事後
直近の契約実績を反映したも
のであるため、重要な変更に
該当しない。

平成29年6月28日

別紙 事務おいて使用するシ
ステム　Ⅰ．個人住民税賦課
業務
２．特定個人情報ファイルを取
り扱う事務において使用する
システム
システム６　②システムの機
能

（文末に追加）

１１　おしらせ機能
　お知らせ情報送信、お知らせ情報状況確認、
お知らせ情報取消を行う。

１２　自己情報提供機能
　自己情報提供状況及び提供内容の確認のた
めのデータを連携する。

事後
記載内容を正確化したため重
要な変更に該当しない。

平成29年6月28日

別紙 事務おいて使用するシ
ステム　Ⅰ．個人住民税賦課
業務
２．特定個人情報ファイルを取
り扱う事務において使用する
システム
システム５　②システムの機
能

（文末に追加）

⑥お知らせ機能：各業務で管理するお知らせ送
付先情報を受領し、お知らせする内容とともに
中間
サーバーへ送信する。中間サーバーよりお知ら
せ情報の開封状況・回答結果を受信する。指定
したお知
らせ情報の取消要求を中間サーバーへ送信す
る。

事後
記載内容を正確化したため重
要な変更に該当しない。

平成28年12月12日 （別添1）事務内容（滞納整理） ④住民票・実態調査等【紙】 矢印の色を黄色に変更 事後
法令改正等により修正のため
重要な変更に該当しない。

平成29年6月28日

Ⅰ　基本情報、７　評価実施
機関における担当部署
　②所属長

市民税課長　佐藤　真奈子 市民税課長　北沢　栄一 事後
人事異動による修正のため重
要な変更に該当しない。

平成28年12月12日

別紙　事務の内容
Ⅲ．固定資産税及び都市計画
税業務
【番号連携サーバ・中間サー
バにおける事務の内容】

２　番号法別表第２に記載されている提供側業
務について、業務情報を情報提供ネットワーク
システムに提供する。（番号連携サーバ、中間
サーバ要件）
３　番号法別表第２に記載されている照会側業
務について、業務情報を情報提供ネットワーク
システムを使用して取得する。（番号連携サー
バ、中間サーバ要件）

２　番号法別表第２に記載されている照会側業
務について、業務情報を情報提供ネットワーク
システムを使用して取得する。（番号連携サー
バ、中間サーバ要件）

事後
法令改正等により修正のため
重要な変更に該当しない。

平成28年12月12日
（別添1）事務内容（個人住民
税）

⑬個人住民税システムで課税処理を行い通知
書ファイルを作成する。eLTAXを通じて税額通
知書(特別徴収義務者用)を送付する。

事後
法令改正等により修正のため
重要な変更に該当しない。

平成28年12月12日

別紙　事務の内容
Ⅲ．固定資産税及び都市計画
税業務
【特定個人情報を使用して実
施する事務の具体的な内容】
１（４）

償却資産申告書に記載された個人番号より、未
登録の個人番号を取得する。

減免申請書、償却資産申告書等に記載された
個人番号より、未登録の個人番号を取得する。

事後
法令改正等により修正のため
重要な変更に該当しない。

平成28年12月12日

別紙　事務の内容
Ⅲ．固定資産税及び都市計画
税業務
【特定個人情報を使用して実
施する事務の具体的な内容】
２（２）

（２）帳票への印字
　ア　【業務全体概要】の「３　固定資産の価格
等の登録」で使う「償却資産申告書（プレ申告）」
（紙媒体、eLTAX）に個人番号を出力する。
　イ　【業務全体概要】の「６　当初賦課」で用い
る「納税通知書及び課税明細書」に個人番号を
出力する。
　ウ　【業務全体概要】の「７　賦課決定」で用い
る「更正決定通知書、納税通知書及び課税明
細書」に個人番号を出力する。

（２）個人番号による個人の特定(個人番号によ
る宛名付設)
　減免申請書等に記載された個人番号を個人
特定の条件として利用する。

事後
法令改正等により修正のため
重要な変更に該当しない。

平成28年12月12日

別紙　事務の内容
Ⅲ．固定資産税及び都市計画
税業務
【特定個人情報を使用して実
施する事務の具体的な内容】
１（３）

住登外者の個人番号取得し入力する。 住登外者の個人番号を取得し入力する。 事後
誤字・脱字等による修正のた
め重要な変更に該当しない。
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提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

平成29年6月28日

Ⅲ 特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策
３．特定個人情報の使用
リスク４　特定個人情報ファイ
ルが不正に複製されるリスク
リスクに対する措置の内容
１　職員端末

（文末に追記）
（４）システム端末からデータが持出しできない
よう制御している。
（５）データの操作について操作記録を残す。

事後
直近のセキュリティ強化状況
を反映したものであるため、重
要な変更に該当しない。

平成29年6月28日

Ⅲ 特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策
３．特定個人情報の使用
リスク２　権限のない者（元職
員、アクセス権限のない職員
等）によって不正に使用される
リスク
ユーザ認証の管理
具体的な管理方法

（文末に追記）
３　ユーザIDとパスワード、生体情報による二要
素認証を行う。

事後
直近のセキュリティ強化状況
を反映したものであるため、重
要な変更に該当しない。

平成29年6月28日

Ⅲ 特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策
３．特定個人情報の使用
リスク２　権限のない者（元職
員、アクセス権限のない職員
等）によって不正に使用される
リスク
その他の措置の内容

-
ユーザＩＤとパスワード、生体情報によるニ要素
認証を行っている。

事後
直近のセキュリティ強化状況
を反映したものであるため、重
要な変更に該当しない。

平成29年6月28日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要
１．特定個人情報ファイル名
個人住民税特定個人情報ファ
イル
４．特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
委託の有無

13件 14件 事後
直近の契約実績を反映したも
のであるため、重要な変更に
該当しない。

平成29年6月28日

Ⅲ 特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策
２．特定個人情報の入手
リスク４　入手の際に特定個
人情報が漏えい・紛失するリ
スク
リスクに対する措置の内容
２　電子データに対する措置

（文末に追記）
（３）税システム使用時は操作者のニ要素認証
を行い、操作者の利用可能な機能をシステム上
で制御する。

事後
直近のセキュリティ強化状況
を反映したものであるため、重
要な変更に該当しない。

平成29年6月28日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要
１．特定個人情報ファイル名
個人住民税特定個人情報ファ
イル
４．特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
委託事項３　⑨再委託事項

課税資料のデータエントリ 照会文書等の発送 事後
直近の契約実績を反映したも
のであるため、重要な変更に
該当しない。

平成29年6月28日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要
１．特定個人情報ファイル名
個人住民税特定個人情報ファ
イル
４．特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
委託事項１４

（新規に追加）

課税資料のデータエントリ
①委託事項
課税資料のイメージデータをもとに、電子データ
ファイルを作成する。
② 取扱いを委託する特定個人情報ファイルの
範囲
特定個人情報ファイルの一部
対象となる本人の数
10万人以上100万人未満
対象となる本人の範囲
給与支払報告書、公的年金等支払報告書及び
市民税・県民税申告書等の課税資料の提出が
あった者のうち、個人番号を有する者
その妥当性
課税資料の件数が膨大であり、市民税・県民税
の申告期間と重なり、職員のみで作業が行えな
いため
③委託先における取扱者数
10人以上50人未満
④委託先への特定個人情報ファイルの提供方
法
電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）
⑤委託先名の確認方法
委託先決定後の契約公報
⑥委託先名
株式会社KSKデータ
再委託
⑦再委託の有無　※
再委託しない

事後
直近の契約実績を反映したも
のであるため、重要な変更に
該当しない。

平成29年6月28日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要、4　特定個人情報ファイ
ルの取扱いの委託
　②所属長

株式会社ＫＤＤＩエボルバ 株式会社エコシティサービス 事後
直近の契約実績を反映したも
のであるため、重要な変更に
該当しない。
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提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

法令改正等により重要な変更
に該当しない。

平成30年6月18日

Ⅰ　基本情報
６．情報提供ネットワークシス
テムによる情報連携　②法令
上の根拠

２、(中略)、３７、３９、（中略）１１６、１１７、１２０
の項

１、２、（中略）、３７、３８、３９、（中略）、１１６、１
１９の項

事後

法令改正等により修正のため
重要な変更に該当しない。

平成29年6月28日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要
１．特定個人情報ファイル名
個人住民税特定個人情報ファ
イル
４．特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
委託事項9,10,11,12,13
⑥委託先名

株式会社コタニ　埼玉営業所 株式会社コタニ　浦和営業所 事後
営業所名の変更による修正の
ため、重要な変更に該当しな
い。

平成29年6月28日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの
概要
1.軽自動車税特定個人情報
ファイル
５．特定個人情報の提供・移
転
移転先１
①法令条の根拠

番号法第９条第２項に基づく条例を定める予定
さいたま市個人番号の利用に関する条例第４
条第２項

事後

平成29年6月28日

（別添２）特定個人情報ファイ
ル記録項目
軽自動車税賦課事業

（文末に追記） 221.業務種別コード～[略]～329.予備3 事後

法令改正等に基づくシステム
修正により、誤課税リスク軽減
に資する変更であるため、重
要な変更に該当しない。

平成29年6月28日

別紙　事務において使用する
システム
Ⅰ．個人住民税賦課業務
２．特定個人情報ファイルを取
り扱う事務において使用する
システム
システム7
③ 他のシステムとの接続

[○] その他（ 地方税ポータルセンタ（eLTAX） ） [   ] その他（               ） 事後

別紙　事務において使用する
システム
Ⅰ．個人住民税賦課業務
２．特定個人情報ファイルを取
り扱う事務において使用する
システム
システム2
③ 他のシステムとの接続

[〇] 情報提供ネットワークシステム

平成29年6月28日

別紙 事務おいて使用するシ
ステム
Ⅱ．軽自動車税賦課業務
　２．特定個人情報ファイルを
取り扱う事務において使用す
るシステム
番号連携サーバ（団体内統合
宛名システム）
システム４　②システムの機
能

（文末に追加）

平成29年6月28日

別紙 事務おいて使用するシ
ステム
Ⅱ．軽自動車税賦課業務
　２．特定個人情報ファイルを
取り扱う事務において使用す
るシステム
番号連携サーバ（団体内統合
宛名システム）
システム５　②システムの機
能

（文末に追加）

記載内容を正確化したため重
要な変更に該当しない。

平成29年6月28日

別紙 事務おいて使用するシ
ステム　Ⅲ．固定資産税及び
都市計画税賦課業務
２．特定個人情報ファイルを取
り扱う事務において使用する
システム
システム６　②システムの機
能

（文末に追加）
記載内容を正確化したため重
要な変更に該当しない。

記載内容を正確化したため重
要な変更に該当しない。

記載内容を正確化したため重
要な変更に該当しない。

記載内容を正確化したため重
要な変更に該当しない。

記載内容を正確化したため重
要な変更に該当しない。

１１　お知らせ機能
　お知らせ情報送信、お知らせ情報状況確認、
お知らせ情報取消を行う。

１２　自己情報提供機能
　自己情報提供状況及び提供内容の確認のた
めのデータを連携する。

事後

６お知らせ機能
　各業務で管理するお知らせ送付先情報を受
領し、お知らせする内容とともに中間サーバー
へ送信する。中間サーバーよりお知らせ情報の
開封状況・回答結果を受信する。指定したお知
らせ情報の取消要求を中間サーバーへ送信す
る。

事後

平成29年6月28日

別紙 事務おいて使用するシ
ステム　Ⅲ．固定資産税及び
都市計画税賦課業務
２．特定個人情報ファイルを取
り扱う事務において使用する
システム
システム５　②システムの機
能

（文末に追加）

６お知らせ機能
　各業務で管理するお知らせ送付先情報を受
領し、お知らせする内容とともに中間サーバー
へ送信する。中間サーバーよりお知らせ情報の
開封状況・回答結果を受信する。指定したお知
らせ情報の取消要求を中間サーバーへ送信す
る。

事後

[   ] 情報提供ネットワークシステム 事後

１１　お知らせ機能
　お知らせ情報送信、お知らせ情報状況確認、
お知らせ情報取消を行う。

１２　自己情報提供機能
　自己情報提供状況及び提供内容の確認のた
めのデータを連携する。

事後

平成29年6月28日

人事異動による修正のため重
要な変更に該当しない。

平成29年6月28日 収納調査課長　関根　晋 収納調査課長　田端　正義 事後
Ⅰ　基本情報、７　評価実施
機関における担当部署
　②所属長
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提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

法令改正等により重要な変更
に該当しない。

平成30年6月18日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要（個人）
３．特定個人情報の入手・使
用⑤本人への明示

　１　本人又は本人の代理人、民間事業者から
の入手
　「行政手続における特定の個人を識別するた
めの番号の利用等に関する法律の施行に伴う
関係法律の整備等に関する法律(平成25年５月
31日)」により、以下に示す関係法律の一部改
正が実施される。この改正により税務関係書類
に個人番号の記載を求める措置が規定されて
いる。
（１）地方税法第321条の７の３（年金保険者によ
る市町村に対する通知）
（２）国税通則法第124条（提出書類の氏名、住
所及び番号の記載等）
（３）所得税法第10条、第57条、第194条、第195
条、第198条、第203条の５、第224条

　１　本人又は本人の代理人、民間事業者から
の入手
国税通則法、所得税法、地方税法その他所得
税又は個人の市民税及び県民税の関係法令に
より、税務関係書類に個人番号の記載を求める
措置が規定されている。

事後

平成30年6月18日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要(個人）
３．特定個人情報の入手・使
用⑧使用方法

１　課税準備事務
　市民税・県民税申告書に個人番号を出力し発
送する。
２　課税資料受付事務　（略）
３　賦課決定事務
　　　（１）　（略）
　　　（２）特別徴収税額決定通知書（特別徴収
義務者用）に個人番号を記載する。
４　賦課変更事務
　　特別徴収税額決定通知書（特別徴収義務者
用）に個人番号を記載する。
５　調査事務（略）

１　課税資料受付事務　（略）
２　賦課決定事務
　　　（１）　（略）
　　　（２）特別徴収税額決定通知書（特別徴収
義務者用）に個人番号を記載する（書面により
送付する場合を除く。）。
３　賦課変更事務
　　特別徴収税額決定通知書（特別徴収義務者
用）に個人番号を記載する（書面により送付す
る場合を除く。）。
４　調査事務　（略）

事後
法令改正等により重要な変更
に該当しない。

法令改正等により重要な変更
に該当しない。

平成30年6月18日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要（個人）
３．特定個人情報の入手・使
用
④入手に係る妥当性

１本人又は本人の代理人、民間事業者からの
入手
（１）給与支払報告書、公的年金等支払報告
書、市民税・県民税申告書については提出先は
市町村であり、今後、地方税法施行規則等で様
式に個人番号の記載が必要とされている。
（２）確定申告書については、本人から国税庁
（税務署）へ提出されるが、国税通則法第124条
により確定申告書等の様式に個人番号を追加
する旨が明記されている。なお、確定申告書に
ついては国税連携がなされており、市町村にお
いてeLTAXより入手が可能である。

１本人又は本人の代理人、民間事業者からの
入手
（１）給与支払報告書、公的年金等支払報告
書、市民税・県民税申告書については提出先は
市町村であり、地方税法施行規則等で様式に
個人番号の記載が必要とされている。
（２）確定申告書については、本人から国税庁
（税務署）へ提出されるが、所得税法施行規則
により確定申告書の様式に個人番号の記載が
必要とされている。なお、確定申告書について
は国税連携がなされており、市町村において
eLTAXより入手が可能である。

事後
法令改正等により重要な変更
に該当しない。

平成30年6月18日
（別添１）事務の内容
収納業務　図

矢印を追加
②納付、クレジットカード（WEBサイト）、収納代
行業者

事後

文言整理等により修正のため
重要な変更に該当しない。

平成30年6月18日
（別添１）事務の内容
個人住民税賦課業務　図

⑩住登外課税通知書【紙】
③特別徴収税額通知書 【紙】矢印の色を変更
⑩住登外課税通知書【電子】

事後
法令改正等により重要な変更
に該当しない。

平成30年6月18日

別紙　事務において使用する
システム
Ⅱ．軽自動車税賦課業務
２．特定個人情報ファイルを取
り扱う事務において使用する
システム
システム２　②システムの機
能

５　地方公共団体情報システム機構連携（平成
28年度より実施予定）

５　地方公共団体情報システム機構連携 事後

法令改正等により重要な変更
に該当しない。

平成30年6月18日

別紙：事務の内容
Ⅴ．収納業務
【業務全体概要】
２　収納消込事務

各納付チャンネルからの入金情報について、納
付書等の情報をもとに該当する調定情報を特
定し、消込を行う。
（１）市の窓口・金融機関等における納付書によ
る入金
（２）コンビニエンスストアからの入金
（３）口座振替による入金

各納付チャンネルからの入金情報について、納
付書等の情報をもとに該当する調定情報を特
定し、消込を行う。
（１）市の窓口・金融機関等における納付書及び
ペイジーによる入金
（２）コンビニエンスストアからの入金
（３）口座振替による入金
（４）クレジットカードによる入金

事後
法令改正等により重要な変更
に該当しない。

平成30年6月18日

別紙：事務の内容
Ⅰ．個人住民税賦課業務
【特定個人情報を使用して実
施する事務の具体的な内容】
２　個人番号の利用
（３）帳票への印字

　  ア　（略）
　　イ　【業務全体概要】の「３　賦課決定事務」
で使う「特別徴収税額決定通知書(特別徴収義
務者用)」に個人番号を出力する。
　　ウ　【業務全体概要】の「４　賦課変更事務」
で使う「特別徴収税額変更通知書(特別徴収義
務者用)」に個人番号を出力する。

　　ア　（略）
　　イ　【業務全体概要】の「３　賦課決定事務」
で使う「特別徴収税額決定通知書(特別徴収義
務者用)」に個人番号を出力する（書面により送
付する場合を除く。）。
　　ウ　【業務全体概要】の「４　賦課変更事務」
で使う「特別徴収税額変更通知書(特別徴収義
務者用)」に個人番号を出力する（書面により送
付する場合を除く。）。

事後

平成30年6月18日

Ⅰ　基本情報
７　評価実施機関における担
当部署
②　所属長の役職名

市民税課長　北沢　栄一
固定資産税課長　牧野　晴彦
収納調査課長　田端　正義

市民税課長
固定資産税課長
収納調査課長

事後
評価書の様式変更に伴う記載
の変更のため、重要な変更に
あたらない。
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提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

平成30年6月18日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要（個人）
・別紙（番号法第１９条第７号
別表第２に定める事務）

（略）
８  都道府県知事　児童福祉法による里親の認
定、養育里親の登録又は障害児入所給付費、
高額障害児入所給付費若しくは特定入所障害
児食費等給付費の支給に関する事務であって
主務省令で定めるもの
（略）
106  独立行政法人日本学生支援機構法による
学資の貸与に関する事務であって主務省令で
定めるもの
（略）
117  厚生労働省 年金生活者支援給付金の支
給に関する法律による年金生活者支援給付金
の支給に関する事務であって主務省令で定め
るもの
（略）
120  都道府県知事　難病の患者に対する医療
等に関する法律による特定医療費の支給に関
する事務であって主務省令で定めるもの

（略）
８　児童福祉法による養育里親若しくは養子縁
組里親の登録、里親の認定、養育里親の登録
又は障害児入所給付費、高額障害児入所給付
費若しくは特定入所障害児食費等給付費の支
給に関する事務であって主務省令で定めるもの
（略）
106  独立行政法人日本学生支援機構法による
学資の貸与及び支給に関する事務であって主
務省令で定めるもの
（略）
117  削除
（略）
119 難病の患者に対する医療等に関する法律
による特定医療費の支給に関する事務であっ
て主務省令で定めるもの

120　削除

事後
法令改正等により重要な変更
に該当しない。

平成30年6月18日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要（軽自）
４．特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
　委託の有無

7件 5件 事後
誤字・脱字等による修正のた
め重要な変更に該当しない。

平成30年6月18日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要（個人）
５．特定個人情報の提供・移
転（委託に伴うものを除く。）
提供先２
⑥提供方法

[〇]紙 [　　]紙 事後
法令改正等により重要な変更
に該当しない。

平成30年6月18日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要（個人）
５．特定個人情報の提供・移
転（委託に伴うものを除く。）
移転先２

保健福祉局　福祉部　介護保険課 保健福祉局　長寿応援部　介護保険課 事後
組織改正による修正のため重
要な変更に該当しない。

平成30年6月18日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要（個人）
４．特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
　・委託事項１４
⑥委託先名

委託事項１４　課税資料のデータエントリ
⑥委託先名　株式会社KSKデータ

委託事項１３　課税資料のデータエントリ
⑥委託先名　システムズ・デザイン株式会社

事後
直近の契約実績を反映したも
のであるため、重要な変更に
該当しない。

平成30年6月18日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要（個人）
５．特定個人情報の提供・移
転（委託に伴うものを除く。）
提供・移転の有無

提供を行っている　58件 提供を行っている　59件 事後
法令改正等により重要な変更
に該当しない。

平成30年6月18日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要（個人）
４．特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
　・委託事項９
　①委託内容
　②取扱いを委託する特定個
人情報ファイルの範囲のうち、
　・対象となる本人の範囲

①　４　住登外課税通知書の印刷を行う。
②　４　住登外課税通知書
　　　　他市町村に住民登録のあることが判明し
た者のうち、さいたま市で課税している者で個
人番号を有する者

①　削除
②　削除

事後
直近の契約実績を反映したも
のであるため、重要な変更に
該当しない。

平成30年6月18日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要（個人）
４．特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
　・委託事項１３

源泉照会通知書・扶養親族確認書・住登外課
税通知書の印刷・封入・封緘

削除 事後
直近の契約実績を反映したも
のであるため、重要な変更に
該当しない。

平成30年6月18日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要（個人）
４．特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
　委託事項３　　①委託内容
　　　　　　　　　　⑨再委託事項

①提出された課税資料の整理、精査を行う。ま
た、イメージデータをもとに電子データファイル
を作成する。加えて、照会文書等の発送を行
う。
⑨照会文書等の発送

①提出された課税資料の整理、精査を行う。ま
た、イメージデータをもとに電子データファイル
を作成する。加えて、照会文書等の印刷や封
入・封緘を行う。
⑨照会文書等の印刷、封入・封緘

事後
直近の契約実績を反映したも
のであるため、重要な変更に
該当しない。

平成30年6月18日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要（個人）
４．特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
　委託事項８　⑥委託先名

株式会社東計電算 東洋印刷株式会社　埼玉営業所 事後
直近の契約実績を反映したも
のであるため、重要な変更に
該当しない。

平成30年6月18日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要（個人）
３．特定個人情報の入手・使
用⑧使用方法

情報の突合
１　上記項番１，２，３，４，５において、内部識別
番号の宛名番号と個人番号を紐付けて使用す
る。
２　上記項番３の資料併合において、個人番号
を利用して課税資料の突合を行う。

情報の突合
１　上記項番１，２，３，４において、内部識別番
号の宛名番号と個人番号を紐付けて使用す
る。
２　上記項番２の資料併合において、個人番号
を利用して課税資料の突合を行う。

事後
法令改正等により重要な変更
に該当しない。

平成30年6月18日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要（個人）
４．特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
　委託の有無

14件 13件 事後
直近の契約実績を反映したも
のであるため、重要な変更に
該当しない。
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提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

２　誤った相手に提供・移転してしまうリスクへ
の措置
（１）納税通知書については、送付前に納税義
務者・送付先の確認を徹底する。

事後
法令改正等により重要な変更
に該当しない。

令和1年10月1日

Ⅰ　基本情報
４．特定個人情報ファイルを取
り扱う理由
②実現が期待されるメリット

Ⅱ． 軽自動車税特定個人情報ファイル
　１　行政事務の効率化により公平で正確な税
負担の実現
  （２）情報提供ネットワークシステムを利用した
情報連携により、減免事由の審査を効率的か
つ適正に実施することが可能となり、不正減免
を防止することができる。
　２　事務・手続の簡素化、添付書類の削減に
よる負担軽減
　（１）情報提供ネットワークシステムを利用した
情報連携により、減免申請時の添付書類につ
いて一部省略が可能となる。

令和元年10月1日

Ⅰ　基本情報
５．個人番号の利用
法令上の根拠

Ⅰ．個人住民税特定個人情報ファイル
１　番号法第９条第１項、同法別表第１の１６の
項及び同法別表第１の主務省令で定める事務
を定める命令第１６条

Ⅰ．個人住民税特定個人情報ファイル
１　行政手続における特定の個人を識別するた
めの番号の利用等に関する法律（以下、「番号
法」という。）第９条第１項、同法別表第１の１６
の項及び同法別表第１の主務省令で定める事
務を定める命令第１６条

事後
記載内容を正確化したため重
要な変更に該当しない。

令和元年10月1日

Ⅰ　基本情報
４．特定個人情報ファイルを取
り扱う理由
②実現が期待されるメリット

Ⅱ． 軽自動車税特定個人情報ファイル
　１　行政事務の効率化により公平で正確な税
負担の実現
  （２）減免事由の審査を効率的かつ適正に実
施することが可能となり、不正減免を防止する
ことができる。（情報提供ネットワークシステム
利用開始以降）
　２　事務・手続の簡素化、添付書類の削減に
よる負担軽減
　（１）減免申請時の添付書類について一部省
略が可能となる。（情報提供ネットワークシステ
ム利用開始以降）

Ⅱ． 軽自動車税特定個人情報ファイル
　１　行政事務の効率化により公平で正確な税
負担の実現
  （２）情報提供ネットワークシステムを利用した
情報連携により、減免事由の審査を効率的か
つ適正に実施することが可能となり、不正減免
を防止することができる。
　２　事務・手続の簡素化、添付書類の削減に
よる負担軽減
　（１）情報提供ネットワークシステムを利用した
情報連携により、減免申請時の添付書類につ
いて一部省略が可能となる。

事後
記載内容を正確化したため重

要な変更に該当しない。

令和元年10月1日

Ⅰ　基本情報
４．特定個人情報ファイルを取
り扱う理由
②実現が期待されるメリット

Ⅱ． 軽自動車税特定個人情報ファイル
　１　行政事務の効率化により公平で正確な税
負担の実現
  （２）減免事由の審査を効率的かつ適正に実
施することが可能となり、不正減免を防止する
ことができる。（情報提供ネットワークシステム
利用開始以降）
　２　事務・手続の簡素化、添付書類の削減に
よる負担軽減
　（１）減免申請時の添付書類について一部省
略が可能となる。（情報提供ネットワークシステ
ム利用開始以降）

Ⅱ． 軽自動車税特定個人情報ファイル
　１　行政事務の効率化により公平で正確な税
負担の実現
  （２）情報提供ネットワークシステムを利用した
情報連携により、減免事由の審査を効率的か
つ適正に実施することが可能となり、不正減免
を防止することができる。
　２　事務・手続の簡素化、添付書類の削減に
よる負担軽減
　（１）情報提供ネットワークシステムを利用した
情報連携により、減免申請時の添付書類につ
いて一部省略が可能となる。

事後
記載内容を正確化したため重
要な変更に該当しない。

平成30年6月18日

Ⅲ　特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策　５．特定個人情報の提
供・移転（委託や情報提供ネッ
トワークシステムを通じた提供
を除く。）
リスク３「リスクに対する措置
の内容」

２　誤った相手に提供・移転してしまうリスクへ
の措置
（１）納税通知書・プレ申告の提供については、
送付前に納税義務者・送付先の確認を徹底す
る。

事後
記載内容を正確化したため重
要な変更に該当しない。

平成30年6月18日

Ⅲ　特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策
５．特定個人情報の提供・移
転（委託や情報提供ネット
ワークシステムを通じた提供
を除く。）　「具体的な方法」

１　番号法第１９条第１号に基づく提供
　（１）対象　納税通知書・プレ申告・市民の来庁
　郵送した日時（郵便局へ引き渡した日時）を記
録する。来庁時についてもシステム内の特記機
能や台帳にて記録する。

２　番号法第１９条第８号に基づく提供

１　番号法第１９条第１号に基づく提供
　（１）対象　納税通知書・市民の来庁
　郵送した日時（郵便局へ引き渡した日時）を記
録する。来庁時についてもシステム内の特記機
能や台帳にて記録する。

２　番号法第１９条第９号に基づく提供

事後
誤字・脱字等による修正のた
め重要な変更に該当しない。

平成30年6月18日

Ⅲ　特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策　５．特定個人情報の提
供・移転（委託や情報提供ネッ
トワークシステムを通じた提供
を除く。）
リスク２「リスクに対する措置
の内容」

１　番号法第１９条第１号に基づく提供
　納税通知書・プレ申告については定められた
様式で郵送により提供し、窓口では複数の職員
でチェック後、提供する。

２　番号法第１９条第８号に基づく提供
　（１）対象　（市町村長から国税庁長官へ）
　扶養是正情報についてはeLTAXを経由して提
供する。
　（２）対象　（市町村長から都道府県知事・他市
町村長へ）
　住登外課税通知書、資料回送については、定
められた様式で郵送により提供する。

１　番号法第１９条第１号に基づく提供
　納税通知書については定められた様式で郵
送により提供し、窓口では複数の職員でチェッ
ク後、提供する。

２　番号法第１９条第９号に基づく提供
　（１）対象　（市町村長から国税庁長官へ）
　扶養是正情報についてはeLTAXを経由して提
供する。
　（２）対象　（市町村長から都道府県知事・他市
町村長へ）
　住登外課税通知書、資料回送については、定
められた様式で郵送又は電子により提供する。

事後
法令改正等により重要な変更
に該当しない。

平成30年6月18日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要（固定）
４．特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
　委託の有無

8件 5件 事後
誤字・脱字等による修正のた
め重要な変更に該当しない。

平成30年6月18日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要（個人）
（別添２）特定個人情報ファイ
ル記録項目

（追加）
１０７　受取方法
２０２　医療費特例控除区分
２０４　退職所得区分

事後
法令改正等により重要な変更
に該当しない。

Ⅱ． 軽自動車税特定個人情報ファイル
　１　行政事務の効率化により公平で正確な税
負担の実現
  （２）減免事由の審査を効率的かつ適正に実
施することが可能となり、不正減免を防止する
ことができる。（情報提供ネットワークシステム
利用開始以降）
　２　事務・手続の簡素化、添付書類の削減に
よる負担軽減
　（１）減免申請時の添付書類について一部省
略が可能となる。（情報提供ネットワークシステ
ム利用開始以降）
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提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

令和元年10月1日

Ⅰ　基本情報
５．個人番号の利用
法令上の根拠

以上の法令上の根拠より、地方税賦課徴収に
関する事務である（略）

以上の法令上の根拠により、地方税賦課徴収
に関する事務である（略）

事後
脱字による修正のため重要な
変更に該当しない。

令和元年10月1日

Ⅰ　基本情報
６．情報提供ネットワークシス
テムによる情報連携　②法令
上の根拠

１　個人情報特定個人ファイル
番号法第19条第７号及び番号法別表第２の第
３欄（情報提供者）が「市町村長」の項のうち、
第４欄（特定個人情報）に「地方税関係情報」が
含まれる項
　１、（中略）１８、２３、（中略）、４８、５４、（中
略）、１１６、１１９の項

１　個人情報特定個人ファイル
番号法第19条第７号及び番号法別表第２の第
３欄（情報提供者）が「市町村長」の項のうち、
第４欄（特定個人情報）に「地方税関係情報」が
含まれる項
　　１、（中略）１８、２０、２３、（中略）、４８、５３、
５４、（中略）、１１６、１１７、１２０の項

事前

令和元年10月1日

別紙　事務の内容
Ⅰ．個人住民税賦課業務
【特定個人情報を使用して実
施する事務の具体的な内容】

行政手続きにおける特定の個人を識別するた
めの番号の利用等に関する法律（以下、「番号
法」という。）に従い、個人住民税賦課業務では
特定個人情報を以下の事務で取り扱う。

番号法に従い、個人住民税賦課業務では特定
個人情報を以下の事務で取り扱う。 事後

記載内容を正確化したため重
要な変更に該当しない。

令和元年10月1日

別紙　事務の内容
Ⅴ．収納業務
【業務全体概要】
２　収納消込事務

－
（追加）
（５）地方税共通納税システムによる入金 事前

令和元年10月1日

別紙　事務において使用する
システム
Ⅰ．個人住民税賦課業務
２．特定個人情報ファイルを取
り扱う事務において使用する
システム
システム４　国税連携システ
ム（eLTAX）
②システムの機能
　１　国税庁からのデータ受
信・国税庁へのデータ送信機
能

国税庁から、一般社団法人地方税電子化協議
会が運営管理する地方税ポータルセンタを通じ
て、確定申告書、法廷調書等を受領する。ま
た、地方税ポータルセンタを通じて、扶養是正
情報等を国税庁に送付する。

　国税庁から、地方税共同機構が運営管理す
る地方税ポータルセンタを通じて、確定申告
書、法廷調書等を受領する。また、地方税ポー
タルセンタを通じて、扶養是正情報等を国税庁
に送付する。

事後
組織改正による修正のため重
要な変更に該当しない。

令和元年10月1日

別紙　事務において使用する
システム
Ⅰ．個人住民税賦課業務
２．特定個人情報ファイルを取
り扱う事務において使用する
システム
システム４　国税連携システ
ム（eLTAX）
②システムの機能
　２　市町村間のデータ送受
信機能

市町村間で確定申告書等のデータを回送す
る。

　市町村間で確定申告書、住登外課税通知書
等のデータの受信・回送を行う。
　また、他市町村からの寄附金税額控除に係る
申告特例通知書を受領する。

事後
eLTAXの機能改善によるもの
で重要な変更に該当しない。

令和元年10月1日

別紙　事務において使用する
システム
Ⅰ．個人住民税賦課業務
２．特定個人情報ファイルを取
り扱う事務において使用する
システム
システム５　番号連携サーバ
（団体内統合宛名システム）
③他のシステムとの接続

[○] 情報提供ネットワークシステム
[　 ] 住民基本台帳ネットワークシステム
[○] 宛名システム等
[○] その他（国民健康保険システム、福祉系シ
ステム）

[ 　] 情報提供ネットワークシステム
[○] 住民基本台帳ネットワークシステム
[ 　] 宛名システム等
[○] その他（番号連携サーバを利用する全て
のシステム）

事後
記載内容を正確化したため重
要な変更に該当しない。

令和元年10月1日

別紙　事務において使用する
システム
Ⅰ．個人住民税賦課業務
２．特定個人情報ファイルを取
り扱う事務において使用する
システム
システム６　中間サーバ
③他のシステムとの接続

[ 　] 宛名システム等 [○] 宛名システム等 事後
記載内容を正確化したため重
要な変更に該当しない。

令和元年10月1日

別紙　事務において使用する
システム
Ⅰ．個人住民税賦課業務
２．特定個人情報ファイルを取
り扱う事務において使用する
システム
システム８　審査システム
（eLTAX）
②システムの機能

－

（以下を追記）
６　特定個人情報ファイル（本人確認用）の連携
　特定個人情報ファイル（本人確認用）を作成
し、eLTAXへ連携する。

事前

200



提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

令和元年10月1日

別紙　事務において使用する
システム
Ⅰ．個人住民税賦課業務
２．特定個人情報ファイルを取
り扱う事務において使用する
システム
システム８　審査システム
（eLTAX）
③他のシステムとの接続

[　　]その他（　　　　　　　） [○]その他（地方税ポータルセンタ） 事前

令和元年10月1日

別紙　事務において使用する
システム
Ⅰ．個人住民税賦課業務
２．特定個人情報ファイルを取
り扱う事務において使用する
システム
システム10

－
（追加）
住民基本台帳ネットワークシステム

事後
記載内容を正確化したため重
要な変更に該当しない。

令和元年10月1日

別紙　事務において使用する
システム
Ⅱ．軽自動車税賦課業務
２．特定個人情報ファイルを取
り扱う事務において使用する
システム
システム３　番号連携サーバ
（団体内統合宛名システム）
③他のシステムとの接続

[○] 情報提供ネットワークシステム
[　 ] 住民基本台帳ネットワークシステム
[○] 宛名システム等
[○] その他（国民健康保険システム、福祉系シ
ステム）

[ 　] 情報提供ネットワークシステム
[○] 住民基本台帳ネットワークシステム
[ 　] 宛名システム等
[○] その他（番号連携サーバを利用する全て
のシステム）

事後
記載内容を正確化したため重
要な変更に該当しない。

令和元年10月1日

別紙　事務において使用する
システム
Ⅱ．軽自動車税賦課業務
２．特定個人情報ファイルを取
り扱う事務において使用する
システム
システム６　中間サーバ
③他のシステムとの接続

[ 　] 宛名システム等 [○] 宛名システム等 事後
記載内容を正確化したため重
要な変更に該当しない。

令和元年10月1日

別紙　事務において使用する
システム
Ⅲ．固定資産税及び都市計画
税賦課業務
２．特定個人情報ファイルを取
り扱う事務において使用する
システム
システム５　番号連携サーバ
（団体内統合宛名システム）
③他のシステムとの接続

[○] 情報提供ネットワークシステム
[　 ] 住民基本台帳ネットワークシステム
[○] 宛名システム等
[○] その他（国民健康保険システム、福祉系シ
ステム）

[ 　] 情報提供ネットワークシステム
[○] 住民基本台帳ネットワークシステム
[ 　] 宛名システム等
[○] その他（番号連携サーバを利用する全て
のシステム）

事後
記載内容を正確化したため重
要な変更に該当しない。

令和元年10月1日

別紙　事務において使用する
システム
Ⅲ．固定資産税及び都市計画
税賦課業務
２．特定個人情報ファイルを取
り扱う事務において使用する
システム
システム６　中間サーバ
③他のシステムとの接続

[ 　] 宛名システム等 [○] 宛名システム等 事後
記載内容を正確化したため重
要な変更に該当しない。

令和元年10月1日

別紙　事務において使用する
システム
Ⅲ．固定資産税及び都市計画
税賦課業務
２．特定個人情報ファイルを取
り扱う事務において使用する
システム
システム７　審査システム
（eLTAX）
②システムの機能

－
５　特定個人情報ファイル（本人確認用）の連携
特定個人情報ファイル（本人確認用）を作成し、
eLTAXへ連携する。

事前

令和元年10月1日

別紙　事務において使用する
システム
Ⅲ．固定資産税及び都市計画
税賦課業務
２．特定個人情報ファイルを取
り扱う事務において使用する
システム
システム７　審査システム
（eLTAX）
③他のシステムとの接続

[　　]その他（　　　　　　　） [○]その他（地方税ポータルセンタ） 事前

令和元年10月1日

別紙　事務において使用する
システム
Ⅲ．固定資産税及び都市計画
税賦課業務
２．特定個人情報ファイルを取
り扱う事務において使用する
システム
システム９　住民基本台帳ネッ
トワークシステム
③他のシステムとの接続

[ 　] その他
[○] その他（　戸籍システム、コンビニ交付シス
テム、番号連携サーバ　）

事後
記載内容を正確化したため重
要な変更に該当しない。
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提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

令和元年10月1日

別紙　事務において使用する
システム
Ⅳ．滞納整理業務
２．特定個人情報ファイルを取
り扱う事務において使用する
システム
システム５　国民健康保険収
納システム
①システムの名称

国保収納システム 国民健康保険収納システム 事後
誤記による修正のため重要な
変更に該当しない。

令和元年10月1日

別紙　事務において使用する
システム
Ⅳ．滞納整理業務
２．特定個人情報ファイルを取
り扱う事務において使用する
システム
システム５　国民健康保険収
納システム
③他のシステムとの接続

[ 　] その他
[○] その他（　国民健康保険賦課システム、国
民健康保険資格システム、国民健康保険給付
システム）

事後
記載内容を正確化したため重
要な変更に該当しない。

令和元年10月1日

別紙　事務において使用する
システム
Ⅴ．収納業務
２．特定個人情報ファイルを取
り扱う事務において使用する
システム
システム６　国民健康保険収
納システム
①システムの名称

国保収納システム 国民健康保険収納システム 事後
誤記による修正のため重要な
変更に該当しない。

令和元年10月1日

別紙　事務において使用する
システム
Ⅴ．収納業務
２．特定個人情報ファイルを取
り扱う事務において使用する
システム
システム６　国民健康保険収
納システム
③他のシステムとの接続

[ 　] その他
[○] その他（　国民健康保険賦課システム、国
民健康保険資格システム、国民健康保険給付
システム）

事後
記載内容を正確化したため重
要な変更に該当しない。

令和元年10月1日

別紙　事務において使用する
システム
Ⅴ．収納業務
２．特定個人情報ファイルを取
り扱う事務において使用する
システム
システム７　住民基本台帳ネッ
トワークシステム
③他のシステムとの接続

[ 　] その他
[○] その他（　戸籍システム、コンビニ交付シス
テム、番号連携サーバ　）

事後
記載内容を正確化したため重
要な変更に該当しない。

令和元年10月1日

別紙　事務において使用する
システム
Ⅴ．収納業務
２．特定個人情報ファイルを取
り扱う事務において使用する
システム
システム８

－
（追加）
地方税共通納税システム

事前

令和元年10月1日

（別添１）
事務の内容
個人住民税賦課業務

⑫寄附金税額控除に係る申告特例通知書の受
付、個人住民税システムへ取り込む。課税資料
を取り込むにあたり、データパンチ委託業者に
て電子ファイル化（パンチ作業）を行い、この電
子ファイルには個人番号が含まれる。

⑫寄附金税額控除に係る申告特例通知書を受
け付け、個人住民税システムへ取り込む。この
電子ファイルには個人番号が含まれる。

事後
eLTAXの機能改善によるもの
で重要な変更に該当しない。

令和元年10月1日

（別添１）
事務の内容
個人住民税賦課業務

－
（追加）
⑭eLTAXシステムへ個人事業主の本人確認用
データを提供する。

事前

令和元年10月1日

（別添１）
事務の内容
個人住民税賦課業務　図

⑫寄附金税額控除に係る申告特例通知書【紙】
⑫寄附金税額控除に係る申告特例通知書【電
子】
⑭本人確認情報【電子】

事前

令和元年10月1日

（別添１）
事務の内容
固定資産税・都市計画税賦課
業務　図

－ ⑩本人確認情報【電子】 事前

令和元年10月1日

（別添１）
事務の内容
固定資産税・都市計画税賦課
業務

－
（追加）
⑩eLTAXシステムへ本人確認用データを提供
する。

事前
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提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

令和元年10月1日
（別添１）事務の内容
収納業務　図

－
「地方税共通納税システム」をフロー図に追加
（あわせて、矢印等調整）

事前

令和元年10月1日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要（個人）
2.基本情報
③対象となる本人の範囲

個人住民税の納税義務者とその扶養関連者
(控除対象配偶者、扶養者など)のうち、個人番
号を有する者

個人住民税の納税義務者とその扶養関連者
(同一生計配偶者、扶養者など)のうち、個人番
号を有する者

事後
法令改正等により重要な変更
に該当しない。

令和元年10月1日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要（個人）
2.基本情報
③対象となる本人の範囲
その必要性

２　納税通知書等への個人番号出力のため
２　特別徴収税額決定通知書（書面により送付
する場合を除く。）への個人番号出力のため

事後
法令改正等により重要な変更
に該当しない。

令和元年10月1日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要（個人）
3．特定個人情報の入手・使
用
③入手の時期・頻度

－

（以下追記）
６　他市町村からの（国税連携システムによる）
入手
他市町村が作成した住民登録外課税通知を随
時入手する。
他市町村が作成した寄附金税額控除に係る申
告特例通知データを1月に入手する。

事後
eLTAXの機能改善によるもの
で重要な変更に該当しない。

令和元年10月1日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要（個人）
３．特定個人情報の入手・使
用
④入手に係る妥当性
３　他機関より入手

地方税法第321条の７の３において、年金保険
者による市町村に対する通知に「その他総務省
で定める事項」を記載するものとされ、総務省
令の改正により、個人番号の記載が必要とされ
ている。

地方税法第321条の７の３において、年金保険
者による市町村に対する通知に「その他総務省
で定める事項」を記載するものとされ、地方税
法施行規則等により、個人番号の記載が必要
とされている。

事後
施行規則の制定のため、重要
な変更に該当しない。

令和元年10月1日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要（個人）
３．特定個人情報の入手・使
用
⑤本人への明示
３　他機関より入手

地方税法第321条の７の３において明示されて
いる。

地方税法施行規則において明示されている。 事後
施行規則の制定のため、重要
な変更に該当しない。

令和元年10月1日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要（個人）
３．特定個人情報の入手・使
用
⑧使用方法
４　調査事務

（１）納税義務者の控除対象配偶者、扶養親族
に係る者について控除の要件を満たしているか
否かの問合せに情報提供ネットワークシステム
を利用する。

（１）納税義務者の同一生計配偶者、扶養親族
等に係る者について要件を満たしているか否か
の問合せに情報提供ネットワークシステムを利
用する。

事後
税制改正に伴う用語の変更の
ため、重要な変更に該当しな
い。

令和元年10月1日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要（個人）
４．特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
委託事項２
②取扱いを委託する特定個人
情報ファイルの範囲

個人住民税の納税義務者とその扶養関連者
(控除対象配偶者、扶養者など)のうち、個人番
号を有する者

個人住民税の納税義務者とその扶養関連者
(同一生計配偶者、扶養親族など)のうち、個人
番号を有する者

事後
税制改正に伴う用語の変更の
ため、重要な変更に該当しな
い。

令和元年10月1日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要（個人）
４．特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
委託事項５
②取扱いを委託する特定個人
情報ファイルの範囲

個人住民税の納税義務者とその扶養関連者
(控除対象配偶者、扶養者など)のうち、個人番
号を有する者

個人住民税の納税義務者とその扶養関連者
(同一生計配偶者、扶養親族など)のうち、個人
番号を有する者

事後
税制改正に伴う用語の変更の
ため、重要な変更に該当しな
い。

令和元年10月1日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要（個人）
４．特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
委託事項７
⑥委託先名

AGS株式会社 東洋印刷株式会社　埼玉営業所 事後
直近の契約実績を反映したも
のであるため、重要な変更に
該当しない

令和元年10月1日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要（個人）
４．特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
委託事項１３
③委託先における取扱者数
⑥委託先名

③10人以上50人未満
⑥システムズ・デザイン株式会社

③50人以上100人未満
⑥株式会社マイクロフィッシュ　東京営業所

事後
直近の契約実績を反映したも
のであるため、重要な変更に
該当しない

令和元年10月1日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要（個人）
５．特定個人情報の提供・移
転（委託に伴うものを除く。）
提供・移転の有無

提供を行っている　５９件
移転を行っている　１０件

提供を行っている　６５件
移転を行っている　１１件

事後
法令改正等により重要な変更
に該当しない。
提供５は事前

令和元年10月1日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要（個人）
５．特定個人情報の提供・移
転（委託に伴うものを除く。）
提供先1
⑤提供する情報の対象となる
本人の範囲

個人住民税の納税義務者とその扶養関連者
(控除対象配偶者、扶養者など)のうち、個人番
号を有する者

個人住民税の納税義務者とその扶養関連者
(同一生計配偶者、扶養親族など)のうち、個人
番号を有する者

事後
税制改正に伴う用語の変更の
ため、重要な変更に該当しな
い。

令和元年10月1日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要（個人）
５．特定個人情報の提供・移
転（委託に伴うものを除く。）
提供先1
⑦時期・頻度

年１回（５月：当初課税分） 年１回（６月：当初課税分） 事後
記載内容を正確化したため重
要な変更に該当しない。
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提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

さいたま市個人番号の利用に関する条例第４
条第２項

番号法第９条第２項、さいたま市個人番号の利
用に関する条例第４条第２項又は第３項

事後
記載内容を正確化したため重
要な変更に該当しない。

令和元年10月1日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要（個人）
５．特定個人情報の提供・移
転（委託に伴うものを除く。）
移転先３
①法令上の根拠

さいたま市個人番号の利用に関する条例第４
条第２項及び第３項

番号法第９条第２項、さいたま市個人番号の利
用に関する条例第４条第２項又は第３項

事後
記載内容を正確化したため重
要な変更に該当しない。

令和元年10月1日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要（個人）
5．特定個人情報の提供・移
転(委託に伴うものを除く。）

提供先２　個人住民税の特別徴収義務者
①法令上の根拠
番号法第19条第１号

提供先２　個人住民税の特別徴収義務者
①法令上の根拠
番号法第19条第１号、地方税法第321条の４

事後
記載内容を正確化したため重
要な変更に該当しない。

令和元年10月1日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要（個人）
5．特定個人情報の提供・移
転(委託に伴うものを除く。）

提供先３　国税庁
①法令上の根拠
番号法第19条第８号

提供先３　国税庁長官
①法令上の根拠
番号法第19条第９号、地方税法第317条

事後
法令改正等により重要な変更
に該当しない。

令和元年10月1日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要（個人）
5．特定個人情報の提供・移
転(委託に伴うものを除く。）

－
（追加）
提供先４　日本年金機構、年金保険者

事後
記載内容を正確化したため重
要な変更に該当しない。

令和元年10月1日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要（個人）
5．特定個人情報の提供・移
転(委託に伴うものを除く。）

－
（追加）
提供先５　地方税共同機構

事前

令和元年10月1日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要（個人）
5．特定個人情報の提供・移
転(委託に伴うものを除く。）

－
（追加）
提供先６　他自治体の長（市区町村）

事後
記載内容を正確化したため重
要な変更に該当しない。

令和元年10月1日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要（個人）
５．特定個人情報の提供・移
転（委託に伴うものを除く。）
移転先１
①法令上の根拠

さいたま市個人番号の利用に関する条例第４
条第２項

番号法第９条第２項、さいたま市個人番号の利
用に関する条例第４条第２項又は第３項

事後
記載内容を正確化したため重
要な変更に該当しない。

令和元年10月1日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要（個人）
５．特定個人情報の提供・移
転（委託に伴うものを除く。）
移転先２
①法令上の根拠

さいたま市個人番号の利用に関する条例第４
条第２項及び第３項

番号法第９条第２項、さいたま市個人番号の利
用に関する条例第４条第２項又は第３項

事後
記載内容を正確化したため重
要な変更に該当しない。

令和元年10月1日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要（個人）
５．特定個人情報ファイルの
提供・移転（委託に伴うものを
除く。）
移転先２
②移転先における用途

１　介護保険料賦課要件確認
２　調整交付金の算定
３　高額介護（予防）サービス費の支給要件確
認
４　（特例）特定入所者介護サービス費の支給
（予防）の要件確認
５　介護保険料の減免申請及び徴収猶予申請
の要件確認
６　旧措置入所者に対する施設介護サービス費
（特定入所者介護サービス費）の支給要件の確
認

介護保険料の賦課・給付等 事後
文言整理のため、重要な変更
に該当しない。

令和元年10月1日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要（個人）
５．特定個人情報の提供・移
転（委託に伴うものを除く。）
移転先６
①法令上の根拠

さいたま市個人番号の利用に関する条例第４
条第２項及び第３項

番号法第９条第２項、さいたま市個人番号の利
用に関する条例第４条第２項又は第３項

事後
記載内容を正確化したため重
要な変更に該当しない。

令和元年10月1日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要（個人）
５．特定個人情報の提供・移
転（委託に伴うものを除く。）
移転先４
①法令上の根拠

さいたま市個人番号の利用に関する条例第４
条第２項及び第３項

番号法第９条第２項、さいたま市個人番号の利
用に関する条例第４条第２項又は第３項

事後
記載内容を正確化したため重
要な変更に該当しない。

令和元年10月1日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要（個人）
５．特定個人情報の提供・移
転（委託に伴うものを除く。）
移転先５
①法令上の根拠
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提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

令和元年10月1日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要（個人）
５．特定個人情報ファイルの
提供・移転（委託に伴うものを
除く。）
移転先６
②移転先における用途

１　～１５　略
１６　軽中等度難聴児補聴器購入費助成の認
定
１７　障害児（者）生活サポートにおける自己負
担額の認定
１８　福祉タクシー利用料金補助における自己
負担額の認定
１９　自動車燃料費助成における自己負担額の
認定
２０　心身障害者扶養共済における掛金減免の
認定
２１　居宅改善整備費補助の認定
２２　訪問入浴サービスにおける自己負担額の
認定
２３　自動車改造費補助の認定
２４　手帳診断書料補助の認定
２５　全身性障害者介助人派遣における自己負
担額の認定
２６　更生訓練費支給の認定

１～１５　略
１６　心身障害者扶養共済における掛金減免の
認定
１７　訪問入浴サービスにおける自己負担額の
認定
１８　知的障害施設措置における自己負担額の
認定
１９～２６（削除）

事後
記載内容を正確化したため重
要な変更に該当しない。
１８は事前

令和元年10月1日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要（個人）
５．特定個人情報の提供・移
転（委託に伴うものを除く。）
移転先７
①法令上の根拠

さいたま市個人番号の利用に関する条例第４
条第２項及び第３項

番号法第９条第２項、さいたま市個人番号の利
用に関する条例第４条第２項又は第３項

事後
記載内容を正確化したため重
要な変更に該当しない。

令和元年10月1日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要（個人）
５．特定個人情報ファイルの
提供・移転（委託に伴うものを
除く。）
移転先８
②移転先における用途

－

（末に追加）
・小児慢性特定疾病医療支給申請における自
己負担上限月額の決定
・未熟児養育医療支給申請における費用徴収
月額の決定
・指定難病医療支給申請における自己負担上
限月額の決定

事後
法令改正等により重要な変更
に該当しない。

令和元年10月1日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要（個人）
５．特定個人情報ファイルの
提供・移転（委託に伴うものを
除く。）
移転先７
②移転先における用途

課税調査を行い、前年申告額の確認
前年収入申告と課税資料との突合による申告
額調査

事後
文言整理のため、重要な変更
に該当しない。

令和元年10月1日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要（個人）
５．特定個人情報の提供・移
転（委託に伴うものを除く。）
移転先８
①法令上の根拠

さいたま市個人番号の利用に関する条例第４
条第２項及び第３項

番号法第９条第２項、さいたま市個人番号の利
用に関する条例第４条第２項又は第３項

事後
記載内容を正確化したため重
要な変更に該当しない。

令和元年10月1日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要（個人）
５．特定個人情報の提供・移
転（委託に伴うものを除く。）
移転先９
①法令上の根拠

さいたま市個人番号の利用に関する条例第４
条第２項及び第３項

番号法第９条第２項、さいたま市個人番号の利
用に関する条例第４条第２項又は第３項

事後
記載内容を正確化したため重
要な変更に該当しない。

令和元年10月1日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要（個人）
５．特定個人情報の提供・移
転（委託に伴うものを除く。）
移転先１０
①法令上の根拠

さいたま市個人番号の利用に関する条例第４
条第２項及び第３項

番号法第９条第２項、さいたま市個人番号の利
用に関する条例第４条第２項又は第３項

事後
記載内容を正確化したため重
要な変更に該当しない。

令和元年10月1日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要（個人）
５．特定個人情報ファイルの
提供・移転（委託に伴うものを
除く。）
移転先10
⑦時期・頻度

年１回（７月・所得付加処理時） 年４回（所得付加処理時・定期募集時） 事後
記載内容を正確化したため重
要な変更に該当しない。

令和元年10月1日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要（個人）
５．特定個人情報ファイルの
提供・移転（委託に伴うものを
除く。）
移転先11

－
（追加）
移転先１１　保健福祉局保健所地域保健支援
課

事後
記載内容を正確化したため重
要な変更に該当しない。

令和元年10月1日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要（個人）
・別紙（番号法第19条第7号別
表第2に定める事務）

８　都道府県知事　児童福祉法による養育里親
若しくは養子縁組里親の登録、里親の認定、養
育里親の登録又は障害児入所給付費、高額障
害児入所給付費若しくは特定入所障害児食費
等給付費の支給に関する事務であって主務省
令で定めるもの

８　都道府県知事　児童福祉法による養育里親
若しくは養子縁組里親の登録、里親の認定又
は障害児入所給付費、高額障害児入所給付費
若しくは特定入所障害児食費等給付費の支給
に関する事務であって主務省令で定めるもの

事後
制度改正に伴う用語等の変更
のため、重要な変更に該当し
ない。
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提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

令和元年10月1日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要（個人）
・別紙（番号法第19条第7号別
表第2に定める事務）

－

２０　市町村長　身体障害者福祉法による障害
福祉サービス、障害者支援施設等への入所等
の措置又は費用の徴収に関する事務であって
主務省令で定めるもの

事前

令和元年10月1日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要（個人）
・別紙（番号法第19条第7号別
表第2に定める事務）

－

５３　市町村長　知的障害者福祉法による障害
福祉サービス、障害者支援施設等への入所等
の措置又は費用の徴収に関する事務であって
主務省令で定めるもの

事前

令和元年10月1日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要（個人）
・別紙（番号法第19条第7号別
表第2に定める事務）

－

117　厚生労働大臣　年金生活者支援給付金の
支給に関する法律による年金生活者支援給付
金の支給に関する事務であって主務省令で定
めるもの

事前

令和元年10月1日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要（個人）
・別紙（番号法第19条第7号別
表第2に定める事務）

項番119 項番120 事前

令和元年10月1日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要（個人）
・別紙（番号法第19条第7号別
表第2に定める事務）

71　厚生労働大臣又は都道府県知事　雇用対
策法による職業転換給付金の支給に関する事
務であって主務省令で定めるもの

71　厚生労働大臣又は都道府県知事　労働施
策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定
及び職業生活の充実等に関する法律による職
業転換給付金の支給に関する事務であって主
務省令で定めるもの

事後
法令改正等により重要な変更
に該当しない。

令和元年10月1日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要（軽自）
４．特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
委託事項４
⑤委託先名の確認方法

AGS株式会社 委託先決定後の契約公報

令和元年10月1日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要（固定）
３．特定個人情報の入手・使
用
⑦使用の主体

固定資産税課、各区役所課税課 固定資産税課、各区役所課税課（資産税係）

令和元年10月1日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要（固定）
5．特定個人情報の提供・移
転(委託に伴うものを除く。）
提供・移転の有無

[　○　]行っていない [　○　]提供を行っている　　（　１　）件 事前

令和元年10月1日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要（固定）
5．特定個人情報の提供・移
転(委託に伴うものを除く。）

－
提供先１
地方税共同機構　を追加

事前

令和元年10月1日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの
概要（滞納整理）
1.滞納整理特定個人情報ファ
イル
５．特定個人情報の提供・移
転（委託に伴うものを除く）
移転先１

保健福祉局　福祉部　介護保険課 保健福祉局　長寿応援部　介護保険課 事後
組織改正による修正のため重
要な変更に該当しない。

令和元年10月1日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの
概要（滞納整理）
1.滞納整理特定個人情報ファ
イル
５．特定個人情報の提供・移
転（委託に伴うものを除く）
移転先１
①法令上の根拠

さいたま市個人番号の利用に関する条例第４
条第２項

番号法第９条第２項、さいたま市個人番号の利
用に関する条例第４条第２項又は第３項

事後
記載内容を正確化したため重
要な変更に該当しない。

令和元年10月1日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの
概要（滞納整理）
５．特定個人情報の提供・移
転（委託に伴うものを除く。）
移転先２
①法令上の根拠

さいたま市個人番号の利用に関する条例第４
条第２項及び３項

番号法第９条第２項、さいたま市個人番号の利
用に関する条例第４条第２項又は第３項

事後
記載内容を正確化したため重
要な変更に該当しない。

令和元年10月1日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの
概要（滞納整理）
５．特定個人情報の提供・移
転（委託に伴うものを除く。）
移転先３
①法令上の根拠

さいたま市個人番号の利用に関する条例に定
める予定

番号法第９条第２項、さいたま市個人番号の利
用に関する条例第４条第２項又は第３項

事後
記載内容を正確化したため重
要な変更に該当しない。
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提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

令和元年10月1日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの
概要（滞納整理）
５．特定個人情報の提供・移
転（委託に伴うものを除く。）
移転先４
①法令上の根拠

さいたま市個人番号の利用に関する条例に定
める予定

番号法第９条第２項、さいたま市個人番号の利
用に関する条例第４条第２項又は第３項

事後
記載内容を正確化したため重
要な変更に該当しない。

令和元年10月1日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの
概要（滞納整理）
５．特定個人情報の提供・移
転（委託に伴うものを除く。）
移転先５
①法令上の根拠

さいたま市個人番号の利用に関する条例に定
める予定

番号法第９条第２項、さいたま市個人番号の利
用に関する条例第４条第２項又は第３項

事後
記載内容を正確化したため重
要な変更に該当しない。

令和元年10月1日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要（個人）
（別添２）特定個人情報ファイ
ル記録項目

－

（追加）
108　通知先アドレス
109　通知先アドレス更新日
110　新年度媒体区分
111　新年度受取方法
112　新年度通知先アドレス
113　新年度通知先アドレス更新日

事後
記載内容を正確化したため重
要な変更に該当しない。

令和元年10月1日

Ⅲ　特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策
２．特定個人情報の入手（情
報提供ネットワークシステムを
通じた入手を除く。）
リスク４：入手の際に特定個人
情報が漏えい・紛失するリスク
３　ｅＬＴＡＸからの入手分に対
する措置

－

（追加）
（４）特定個人情報の入手元である他自治体か
らの入手は、他自治体からさいたま市までは、Ｌ
ＧＷＡＮを通じて、国税連携システムを利用して
入手する。

事前

令和元年10月1日

Ⅲ　特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策
４．特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
特定個人情報の提供ルール
　委託先から他者への提供に
関するルールの内容及び
ルール遵守の確認方法

２　ルール遵守の確認方法
　委託契約の報告条項に基づき、定期的に特
定個人情報の取扱いについて書面にて報告さ
せ、必要があれば本市職員が現地調査する。

２　ルール遵守の確認方法
　委託契約の報告条項に基づき、定期的に特
定個人情報の取扱いについて書面にて報告さ
せる。また、ルールが遵守されているか、原則と
して作業実施期間中に立入調査を行い確認を
する（立入調査の実施が困難な場合は、委託先
が作成した報告書を確認する。）

事後

さいたま市情報セキュリティに
関する委託管理基準の改定
に伴う修正であり、重要な変
更に該当しない。

令和元年10月1日

Ⅲ　特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策
４．特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
特定個人情報の提供ルール
　委託元と委託先間の提供に
関するルールの内容及び
ルール遵守の確認方法

２　ルール遵守の確認方法
　委託契約の報告条項に基づき、定期的に特
定個人情報の取扱いについて書面にて報告さ
せ、原則として作業実施期間中に立入調査を行
い確認する（立入調査の実施が困難な場合は、
委託先が作成した報告書等を確認する。）

２　ルール遵守の確認方法
　委託先に提供する際に、日付及び件数を記録
した受渡票等を提出させる。また、ルールが遵
守されているか、原則として作業実施期間中に
立入調査を行い確認をする（立入調査の実施
が困難な場合は、委託先が作成した報告書等
確認する。）

事後

さいたま市情報セキュリティに
関する委託管理基準の改定
に伴う修正であり、重要な変
更に該当しない。

令和元年10月1日

Ⅲ　特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策
４．特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
委託契約書中の特定個人情
報ファイルの取扱いに関する
規定
　規定の内容

８　必要に応じて、委託先の視察・監査を行う。
８　情報セキュリティの運用状況に関し、立入調
査等を行うことができる。

事後

さいたま市情報セキュリティに
関する委託管理基準の改定
に伴う修正であり、重要な変
更に該当しない。

令和元年10月1日

Ⅲ　特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策
４．特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
再委託先による特定個人情報
ファイルの適切な取り扱いの
確保

十分に行っている 特に力を入れて行っている 事後

さいたま市情報セキュリティに
関する委託管理基準の改定
に伴う修正であり、重要な変
更に該当しない。

令和元年10月1日

Ⅲ　特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策
４．特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
　具体的な方法

委託先と同等のリスク対策を実施する。

委託先が再委託先に対して、情報セキュリティ
対策とその遵守、教育等が行われているかの
監督をしているか、原則として作業実施期間中
に立入調査を行い確認する（立入調査の実施
が困難な場合は、委託先が作成した報告書等
を確認する。）
また、再委託先の情報セキュリティの運用状況
についても、立入調査を行い、ルールが遵守さ
れているか等の確認を行う（立入調査の実施が
困難な場合は、再委託先が作成した報告書等
を確認する。）

事後

さいたま市情報セキュリティに
関する委託管理基準の改定
に伴う修正であり、重要な変
更に該当しない。
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令和元年10月1日

Ⅲ　特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策
５．特定個人情報の提供・移
転（委託や情報提供ネット
ワークシステムを通じた提供
を除く。）
リスク２：不適切な方法で提
供・移転が行われるリスク

１　番号法第１９条第１号に基づく提供
納税通知書については定められた様式で郵送
により提供し、窓口では複数の職員でチェック
後、提供する。

１　番号法第１９条第１号に基づく提供
特別徴収税額決定通知書についてはセキュリ
ティ対策を施したうえで電子的に提供している。

事後
法令改正等により重要な変更
に該当しない。

令和元年10月1日

Ⅲ　特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策
６．情報提供ネットワークシス
テムとの接続
リスク１：目的外の入手が行わ
れるリスク

１　中間サーバ・プラットフォームにおける措置
（追加）１　さいたま市における措置

２　中間サーバ・プラットフォームにおける措置
事後

記載内容を正確化したため重
要な変更に該当しない。

令和元年10月1日

Ⅲ　特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策
６．情報提供ネットワークシス
テムとの接続
リスク２：安全が保たれない方
法によって入手が行われるリ
スク

１　中間サーバ・ソフトウェアにおける措置
２　中間サーバ・プラットフォームにおける措置

（追加）１　さいたま市における措置

２　中間サーバ・ソフトウェアにおける措置
　
３　中間サーバ・プラットフォームにおける措置

事後
記載内容を正確化したため重
要な変更に該当しない。

令和元年10月1日

Ⅲ　特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策
６．情報提供ネットワークシス
テムとの接続
リスク３：入手した特定個人情
報が不正確であるリスク

１　中間サーバ・ソフトウェアにおける措置
（追加）１　さいたま市における措置

２　中間サーバ・ソフトウェアにおける措置
事後

記載内容を正確化したため重
要な変更に該当しない。

令和元年10月1日

Ⅲ　特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策
６．情報提供ネットワークシス
テムとの接続
リスク４：入手の際に特定個人
情報が漏えい・紛失するリスク

１　中間サーバ・ソフトウェアにおける措置
２　中間サーバ・プラットフォームにおける措置

（追加）１　さいたま市における措置

２　中間サーバ・ソフトウェアにおける措置
　
３　中間サーバ・プラットフォームにおける措置

事後
記載内容を正確化したため重
要な変更に該当しない。

令和元年10月1日

Ⅲ　特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策
６．情報提供ネットワークシス
テムとの接続
リスク５：不正な提供が行われ
るリスク

１　中間サーバ・ソフトウェアにおける措置
（追加）１　さいたま市における措置

２　中間サーバ・ソフトウェアにおける措置
事後

記載内容を正確化したため重
要な変更に該当しない。

令和元年10月1日

Ⅲ　特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策
６．情報提供ネットワークシス
テムとの接続
リスク６：不適切な方法で提供
されるリスク

１　中間サーバ・ソフトウェアにおける措置
２　中間サーバ・プラットフォームにおける措置

（追加）１　さいたま市における措置

２　中間サーバ・ソフトウェアにおける措置
　
３　中間サーバ・プラットフォームにおける措置

事後
記載内容を正確化したため重
要な変更に該当しない。

令和元年10月1日

Ⅲ　特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策
６．情報提供ネットワークシス
テムとの接続
リスク７：誤った情報を提供し
てしまうリスク、誤った相手に
提供してしまうリスク

１　中間サーバ・ソフトウェアにおける措置
（追加）１　さいたま市における措置

２　中間サーバ・ソフトウェアにおける措置
事後

記載内容を正確化したため重
要な変更に該当しない。

令和元年10月1日

Ⅲ　特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策
７．特定個人情報の保管・消
去
リスク１：特定個人情報の漏え
い・滅失・毀損リスク
⑨過去３年以内に、評価実施
機関において、個人情報に関
する重大事故が発生したか

2）発生なし 1）発生あり 事後
評価実施機関における特定
個人情報に関する重大事故
の発生による変更

令和元年10月1日 その内容 －

市に紙で提出された特定個人情報を含む給与
支払報告書等の課税資料のデータ入力業務の
委託において、委託先が市の許諾を得ることな
く再委託したもの（別添のとおり）

事後
評価実施機関における特定
個人情報に関する重大事故
の発生による変更

令和元年10月1日 再発防止策の内容 －

特定個人情報を取り扱う業務を委託する場合
には、契約締結時に再委託の予定の有無につ
いて委託先から書面で報告を求めるとともに、
原則として作業実施機関中に委託先の作業実
施場所へ立入調査を行う（立入調査の実施が
困難である場合は、委託先が作成した報告書
等を確認する。）

事後
評価実施機関における特定
個人情報に関する重大事故
の発生による変更
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令和元年10月1日

Ⅳ　その他のリスク対策
１．監査
①自己点検
　具体的なチェック方法

１　さいたま市における措置
（１）部署の職員に対して、新しい事務運用、特
定個人情報を取り扱うリスクを認識させ、その
管理に関する必要な知識等の研修を年１回実
施する。
（２）所属長に対し、ＩＣＴ環境の変化や情報セ
キュリティ事件・事故事例について紹介するとと
もに、所属長の管理者としての責務について研
修を年１回実施する。
（３）各所属により選定されたＩＣＴリーダに対し、
e-ラーニングを活用した情報セキュリティ研修を
年１回実施する。
（４）委託先事業者が従業員に対し、市のセキュ
リティポリシーを遵守するよう必要な教育・啓発
を行うこととし、その実施状況を報告させる。
（５）新任職員に対する守秘義務等の研修を税
務部において年１回実施する。また、各所属に
おいては、守秘義務等に関する教育の強化を
図るため、各所属職員に対し研修を年３回以上
実施する。

１　さいたま市における措置
①所属長は、所属職員に対し年に１回又は必
要に応じて自主点検を実施させることにより、情
報セキュリティ対策の実施状況について確認す
るとともに、改善に取り組む。
②守るべき情報資産について、年１回、ライフサ
イクルごとにリスクを分析し、より有効な対策を
検討・実施する。
③事業者に対し、年に１回又は必要に応じて自
主点検を実施させることにより、情報セキュリ
ティ対策の実施状況について確認するととも
に、改善に取り組む。

事後
記載内容を正確化したため重
要な変更に該当しない。

令和元年10月1日

Ⅳ　その他のリスク対策
１．監査
②監査

１　業務所管部署において、以下の情報セキュ
リティに関する監査を１年に１回行う。
（１）評価書記載事項と運用実態をチェックす
る。
（２）個人情報保護に関する規定、体制をチェッ
クする。
（３）個人情報保護に関する人的安全管理措置
をチェックする。
（４）職員の役割責任の明確化、安全管理措置
の周知・教育を行う。
（５）（１）から（３）を踏まえ、個人情報保護に関
する技術的安全管理措置を講ずる。
２　中間サーバ･プラットフォームにおける措置

１　さいたま市における措置
　年１回、組織に対する監査として「情報セキュ
リティ内部監査」を24課（各局（区）で１課）に実
施し、情報システムに対する監査として「情報セ
キュリティ外部監査」を２システム・１Webサイト
に実施している。
２　業務所管部署において、以下の情報セキュ
リティに関する監査を１年に１回行う。
３　中間サーバ･プラットフォームにおける措

事後
記載内容を正確化したため重
要な変更に該当しない。

令和元年10月1日

Ⅴ　開示請求、問合せ
１．特定個人情報の開示・訂
正・利用停止請求

〒330-9588
埼玉県さいたま市浦和区常盤6丁目4番4号　他
各区役所　くらし応援室

各区役所　くらし応援室
　住所：〒330-9588　さいたま市役所浦和区常
盤六丁目４番４号　外

事後
軽微な修正のため重要な変
更に該当しない。

令和元年10月1日

Ⅴ　開示請求、問合せ
２．特定個人情報ファイルの
取扱いに関する問合せ

財政局税務部市民税課
〒330-9588
埼玉県さいたま市浦和区常盤6丁目4番4号

さいたま市財政局税務部市民税課
住所：〒330-9588　さいたま市浦和区常盤六丁
目4番4号
電話番号：048-829-1913
FAX番号 ：048-829-1986

事後
軽微な修正のため重要な変
更に該当しない。

令和元年10月1日

Ⅵ　評価実施手続
１．基礎項目評価
　実施日

平成26年12月5日 平成31年4月1日 事後
時点修正のため重要な変更
に該当しない。

令和元年10月1日

Ⅵ　評価実施手続
２．国民・住民等からの意見の
聴取
　②実施日・期間

平成27年1月9日から平成27年2月10日まで 令和元年７月１日から令和元年８月１日まで 事後

令和元年10月1日

Ⅵ　評価実施手続
２．国民・住民等からの意見の
聴取
　④主な意見の内容

１　147ページの「Ⅲ　特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク対策　４．特定個
人情報
ファイルの取扱いの委託　情報保護管理体制
の確認」において、委託の条件としてプライバ
シーマーク
の認定のみとしているが、ISO27001の認証も条
件とするべきではないか。
２　リスク対策に関して、「十分である」、「十分に
行っている」としている項目が多いが、地方税賦
課徴収
に関する事務において、特に力を入れるべきと
ころがあるのではないか。

マイナンバー制度を廃止するよう国に警告すべ
きである。

事後

令和元年10月1日

Ⅵ　評価実施手続
２．国民・住民等からの意見の
聴取
　⑤評価書への反映

１　147ページの当該箇所について、委託の条
件としてISO27001の認証を追加。
２　156ページの「Ⅳ　その他のリスク対策　２．
従業者に対する教育・啓発」に関して、守秘義
務等に関する研修を実施することを加筆し、「十
分に行っている」から「特に力を入れて行ってい
る」に修正。

マイナンバー制度は既に運用が開始され、市民
の利便性の向上や行政の効率化にも繋がって
いることから、セキュリティ対策に万全を期しつ
つ、マイナンバー制度の運用に取り組んでいく
こととし、素案のままとした。

事後

令和元年10月1日

Ⅵ　評価実施手続
３．第三者点検
　①実施日

平成27年3月18日 令和元年9月25日 事後
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提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

令和元年10月1日

Ⅵ　評価実施手続
３．第三者点検
　③結果

「特定個人情報保護評価書（事務の名称　地方
税賦課徴収に関する事務）」について、審議の
結果、適当であると認められた。なお、評価書
記載のリスク対策の進捗状況等について、今後
においても報告することを求められた。

「特定個人情報保護評価書（事務の名称　地方
税賦課徴収に関する事務）」について、審議の
結果、適当であると認められた。

事後

令和2年6月30日

Ⅰ　基本情報
７　評価実施機関における担
当部署
①部署

さいたま市　財政局　税務部　市民税課
さいたま市　財政局　税務部　固定資産税課
さいたま市　財政局　債権整理推進部　収納調
査課

さいたま市　財政局　税務部　市民税課
さいたま市　財政局　税務部　固定資産税課
さいたま市　財政局　税務部　収納対策課

事後
税務組織の再編による変更の
ため重要な変更に当たらな
い。

令和2年6月30日

Ⅰ　基本情報
７　評価実施機関における担
当部署
②所属長の役職名

市民税課長
固定資産税課長
収納調査課長

市民税課長
固定資産税課長
収納対策課長

事後
税務組織の再編による変更の
ため重要な変更に当たらな
い。

令和2年6月30日

別紙：事務の内容
Ⅰ個人住民税賦課業務
３　賦課決定事務
（３）証明書の発行

課税証明書、非課税証明書及び所得証明書を
交付する。

所得・課税（非課税）証明書を交付する。 事後
証明書の名称変更による変更
のため重要な変更に当たらな
い。

令和2年6月30日

（別添１）事務の内容
個人住民税賦課事務
図

③課税証明書・非課税証明書・所得証明書
【紙】

③所得・課税（非課税）証明書【紙】 事後
証明書の名称変更による変更
のため重要な変更に当たらな
い。

令和2年6月30日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要（個人住民税）
３特定個人情報の入手・使用
⑦使用の主体　使用部署

財政局税務部市民税課（普通徴収係・特別徴
収係）、各区役所区民生活部課税課（市民税
係）

財政局税務部市民税課、各市税事務所個人課
税課、北部市税事務所法人課税課（特別徴収
係）

事後
税務組織の再編による変更の
ため重要な変更に当たらな
い。

令和2年6月30日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要（個人住民税）
５．特定個人情報の提供・移
転（委託に伴うものを除く）
移転先４
②移転先における用途

１　児童手当の給付等
２　児童扶養手当の給付等
３　児童福祉法による助産施設における助産の
実施に関する事務
４　児童副砲による母子生活支援施設における
保護の実施に関する事務
５　母子及び父子並びに寡婦福祉法による資金
の貸し付けに関する事務
６　母子及び父子並びに寡婦福祉法による給付
金の支給に関する事務

１　児童手当の給付等
２　児童扶養手当の給付等
３　母子及び父子並びに寡婦福祉法による資金
の貸し付けに関する事務
４　母子及び父子並びに寡婦福祉法による給付
金の支給に関する事務

事後
移転先における事務分掌の
変更によるため、重要な変更
に当たらない。

令和2年6月30日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要（個人住民税）
５．特定個人情報の提供・移
転（委託に伴うものを除く）
移転先６
⑦時期・頻度

年１回（６月：当初課税分）
月１回（更正分）

年１回（６月：当初課税分）
月２回（更正分）

事後
記載内容を正確化したことに
よるものであるため、重要な
変更に当たらない。

令和2年6月30日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要（個人住民税）
５．特定個人情報の提供・移
転（委託に伴うものを除く）
移転先８
②移転先における用途

・予防接種自己負担金免除申請の可否判定
・小児慢性特定疾病医療支給申請における自
己負担上限月額の決定
・未熟児養育医療支給申請における費用徴収
月額の決定
・指定難病医療支給申請における自己負担上
限月額の決定

・予防接種自己負担金免除申請の可否判定
・小児慢性特定疾病医療支給申請における自
己負担上限月額の決定
・未熟児養育医療支給申請における費用徴収
月額の決定
・指定難病医療支給申請における自己負担上
限月額の決定
・自立支援医療費（育成医療）給付における自
己負担上限額の認定

事後
記載内容を正確化したため重
要な変更に該当しない。

令和2年6月30日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要（個人住民税）
５．特定個人情報の提供・移
転（委託に伴うものを除く）
移転先９
⑦時期・頻度

年１回（入室時）、随時（税情報に変更があった
時）
年２回（上半期・下半期）

年１回（６月：当初課税分）
月２回（更正分）
随時（入室時、税更正時）

事後
記載内容を正確化したことに
よるものであるため、重要な
変更に当たらない。

令和2年6月30日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要（個人住民税）
５．特定個人情報の提供・移
転（委託に伴うものを除く）
移転先１２

―
（追加）
移転先１２　子ども未来局子ども家庭総合セン
ター総務課

事後
移転先における事務分掌の
変更によるため、重要な変更
に当たらない。

令和2年6月30日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要（個人住民税）
別紙（番号法第19条第7号別
表第2に定める事務）
項番115（提供先における用
途）

子ども・子育て支援法による子どものための教
育・保育給付の支給又は地域子ども・子育て支
援事業の実施に関する事務であって主務省令
で定めるもの

子ども・子育て支援法による子どものための教
育・保育給付若しくは子育てのための施設等利
用給付の支給又は地域子ども・子育て支援事
業の実施に関する事務であって主務省令で定
めるもの

事後
法改正等に伴うもののため重
要な変更に当たらない。

令和2年6月30日

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要（軽自）
３．特定個人情報の入手・使
用
⑦使用の主体　使用部署

税務部市民税課（法人・諸税係）、各区役所課
税課（市民税係）

税務部市民税課、各市税事務所個人課税課 事後
税務組織の再編による変更の
ため重要な変更に当たらな
い。
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提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

令和2年6月30日

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要
３ 特定個人情報の入手・使用
⑦使用の主体　使用部署

固定資産税、各区役所課税課（資産税係）
固定資産税課、北部・南部市税事務所資産課
税課

事後
税務組織の再編による変更の
ため重要な変更に当たらな
い。

令和2年6月30日

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要（滞納整理）
２．基本情報
⑥事務担当部署

さいたま市　財政局　債権整理推進部　収納調
査課

さいたま市　財政局　税務部　収納対策課 事後
税務組織の再編による変更の
ため重要な変更に当たらな
い。

令和2年6月30日

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要（滞納整理）
３．特定個人情報の入手・使
用
⑦使用の主体　使用部署

各区役所収納課、債権整理推進部各課、さい
たま市納税催告センター

北部・南部市税事務所納税課、納税調査課、収
納対策課、さいたま市納税催告センター

事後
税務組織の再編による変更の
ため重要な変更に当たらな
い。

令和2年6月30日

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要（収納）
２．基本情報
⑥事務担当部署

さいたま市　財政局　債権整理推進部　収納調
査課

さいたま市　財政局　税務部　収納対策課 事後
税務組織の再編による変更の
ため重要な変更に当たらな
い。

令和2年6月30日

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要（収納）
３．特定個人情報の入手・使
用
⑦使用の主体　使用部署

各区役所収納課、収納調査課
北部・南部市税事務所納税課、納税調査課、収
納対策課

事後
税務組織の再編による変更の
ため重要な変更に当たらな
い。

令和2年6月30日

Ⅳその他のリスク対策
１　監査
①自己点検
　具体的なチェック方法

―
（追加）
２　中間サーバ・プラットフォームにおける措置

事後
記載内容を正確化したため重
要な変更に当たらない。

令和2年6月30日

Ⅴ開示請求、問合せ
１．特定個人情報の開示・訂
正・利用停止請求
①請求先

各区役所　くらし応援室
　住所：〒330-9588　さいたま市役所浦和区常
盤六丁目４番４号　外

各区役所　くらし応援室
　住所：〒330-9588　さいたま市浦和区常盤六
丁目４番４号　外

事後
誤記による修正のため重要な
変更に該当しない。

令和2年6月30日 全般 軽自動車税 軽自動車税（種別割） 事後
法改正等に伴うもののため重
要な変更に当たらない。

令和2年6月30日

別紙　事務において使用する
システム
Ⅱ．軽自動車税（種別割）賦
課業務
２．特定個人情報ファイルを取
り扱う事務において使用する
システム
及び
（別添1）事務内容（軽自動車
税）の図

―
（追加）
イメージ管理システムについて新規に追加

事後
システムの追加に伴うものだ
が、重要な変更に当たらな
い。

令和2年6月30日

別紙　事務において使用する
システム
Ⅱ．軽自動車税（種別割）賦
課業務
２．特定個人情報ファイルを取
り扱う事務において使用する
システム
システム2　軽自動車税システ
ム
②システムの機能
６　その他

―

（追加）
（３）イメージ管理システム連携
　軽自動車税（種別割）申告（報告）書兼標識交
付申請書等の課税資料をスキャンしイメージ化
することにより、車体番号や車両番号等をもと
に対象車の課税資料イメージを検索することが
できる。

事後
システムの追加に伴うものだ
が、重要な変更に当たらな
い。

令和2年6月30日
（別添1）事務内容（軽自動車
税）の図

① 所有者（又は販売店）から軽自動車税申告
（報告）書兼標識交付申請書等を受け付ける。
また、一般社団法人全国軽自動車協会連合会
を経由し、軽自動車税申告書（報告書）を受け
付ける。これらには個人番号は含まれない。

① 所有者（又は販売店）から軽自動車税（種別
割）申告（報告）書兼標識交付申請書等を受け
付ける。また、一般社団法人全国軽自動車協
会連合会を経由し、軽自動車税（種別割）申告
書（報告書）を受け付ける。これらには個人番号
は含まれない。受け付けした申告書は、イメー
ジ管理システムに取り込むことで、軽自動車税
システムからイメージ照会が可能となる。

事後
システムの追加に伴うものだ
が、重要な変更に当たらな
い。

令和2年6月30日

別紙　事務において使用する
システム
Ⅰ．個人住民税賦課業務
２．特定個人情報ファイルを取
り扱う事務において使用する
システム
システム2　個人住民税システ
ム
③他のシステムとの接続

[○] その他（イメージ管理システム、国税連携
支援システム、証明書自動交付機システム）

[○] その他（イメージ管理システム、国税連携
支援システム、コンビニ交付システム）

事後
記載内容を正確化したため重
要な変更に当たらない。
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提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

令和2年6月30日

別紙　事務において使用する
システム
Ⅰ．個人住民税賦課業務
２．特定個人情報ファイルを取
り扱う事務において使用する
システム
システム7
①システムの名称

自動交付機・コンビニ交付システム コンビニ交付システム 事後
自動交付機の廃止に伴うもの
で、重要な変更に当たらない。

令和2年6月30日

別紙　事務において使用する
システム
Ⅰ．個人住民税賦課業務
２．特定個人情報ファイルを取
り扱う事務において使用する
システム
システム7　自動交付機システ
ム・コンビニ交付システム
②システムの機能

１　既存システム連携機能
　住民記録、印鑑登録、税、戸籍システムから
証明書情報を連携する。

２　自動交付機
　庁内にある証明書自動交付機と連携して証明
書自動交付を行う。

３　コンビニエンスストア交付機能
　コンビニエンスストア交付センターからの要求
に応答して証明書自動交付を行う。

１　既存システム連携機能
　住民記録、印鑑登録、税、戸籍システムから
証明書情報を連携する。

２　コンビニエンスストア交付機能
　コンビニエンスストア交付センターからの要求
に応答して証明書自動交付を行う。

事後
自動交付機の廃止に伴うもの
で、重要な変更に当たらない。

令和2年6月30日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要（個人住民税）
４．特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
委託事項3　課税資料の整理
⑥委託先名

株式会社プリマジェスト トッパン・フォームズ株式会社　埼玉営業所 事後
直近の契約実績を反映したも
のであるため、重要な変更に
該当しない

令和2年6月30日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要（個人住民税）
４．特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
委託事項3　課税資料の整理
⑥再委託の有無

再委託する 再委託しない 事後
直近の契約実績を反映したも
のであるため、重要な変更に
該当しない

令和2年6月30日

Ⅵ　評価実施手続
１．基礎項目評価
　実施日

43556 43922 事後
時点修正のため重要な変更
に該当しない。

令和2年6月30日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要（軽自動車税（種別割）賦
課業務）
（別添２）特定個人情報ファイ
ル記録項目

－

（追加）
２２２．車両番号－ＮＣ
２６５．ＷＬＴＣモードＨ２７基準－ＣＨ
２６６．ＷＬＴＣモードＨ３２基準－ＣＨ
２７０．更新前車両番号－ＮＣ
３２３．更新前ＷＬＴＣモードＨ２７基準－ＣＨ
３２４．更新前ＷＬＴＣモードＨ２７基準－ＣＨ

事後
記載内容を正確化したため重
要な変更に該当しない。

令和2年6月30日

別紙　事務において使用する
システム
　Ⅳ．滞納整理業務
２．特定個人情報ファイルを取
り扱う事務において使用する
システム
システム２　滞納整理システ
ム
②システムの機能

（４）軽自動車口座振替済通知書作成機能
　軽自動車税の車検用に、軽自動車口座振替
済通知書を出力する。

（４）軽自動車税（種別割）納税証明書（継続検
査用）作成機能
　軽自動車の車検用に、軽自動車税（種別割）
納税証明書（継続検査用）（口座、MPN、クレ
ジット分）を出力する。

事後
記載内容を正確化したため重
要な変更に該当しない。

令和3年2月4日

Ⅰ　基本情報
１　特定個人情報を取り扱う事
務
②　事務の内容
別紙：事務の内容
Ⅰ．個人住民税賦課業務
【業務全体概要】
２　課税資料受付事務

（１）　［略］
（２）市民税・県民税申告書の受付及び確定申
告書、各種資料箋の受領（紙媒体、国税連携電
子データ）
　個人から提出された市民税・県民税申告書、
確定申告書、各種控除申請書等を受け付け
る。
（３）～（５）　［略］

（１）　［略］
（２）市民税・県民税申告書の受付（紙及び電子
申請）及び確定申告書、各種資料箋の受領（紙
媒体、国税連携電子データ）
　個人から提出された市民税・県民税申告書、
確定申告書、各種控除申請書等を受け付け
る。
（３）～（５）　［略］

事前 重要な変更

令和3年2月4日

Ⅰ　基本情報
２　特定個人情報ファイルを取
り扱う事務において使用する
システム
別紙　業務において使用する
システム
Ⅰ　個人住民税賦課業務

－ システム１１　埼玉県市町村電子申請サービス 事前 重要な変更

令和3年2月4日

Ⅰ　基本情報
２　特定個人情報ファイルを取
り扱う事務において使用する
システム
②　システムの機能

－

１　申請受付機能（市民向け）
　市民税・県民税申告書の申請をインターネット
を経由して電子的に受け付ける。
２　申請状態確認機能（市民向け）
　申告書の処理状況を確認する。
３　申請確認機能（行政向け）
　届出の確認を行う。
４　申請通知機能（行政向け）
　届出の受理や記載不備の訂正指示の通知等
を行う。

事前 重要な変更
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提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

令和3年2月4日

Ⅰ　基本情報
２　特定個人情報ファイルを取
り扱う事務において使用する
システム
③　他システムとの接続

－ [○] その他（  LGWAN    ） 事前

令和3年2月4日

Ⅰ　基本情報
２　特定個人情報ファイルを取
り扱う事務において使用する
システム
別紙　業務において使用する
システム
Ⅴ　収納業務
システム４　コンビニ交付シス
テム
①システムの名称

自動交付機システム・コンビニ交付システム コンビニ交付システム 事後

令和3年2月4日

Ⅰ　基本情報
２　特定個人情報ファイルを取
り扱う事務において使用する
システム
別紙　業務において使用する
システム
Ⅴ　収納業務
システム４　コンビニ交付シス
テム
②システムの機能

１　既存システム連携機能
　住民記録、印鑑登録、税、戸籍システムから
証明書情報を連携する。
２　自動交付機
　庁内にある証明書自動交付機と連携して証明
書自動交付を行う。
３　コンビニエンスストア交付機能

１　既存システム連携機能
　住民記録、印鑑登録、税、戸籍システムから
証明書情報を連携する。
２　コンビニエンスストア交付機能
　コンビニエンスストア交付センターからの要求
に応答して証明書自動交付を行う。

事後

令和3年2月4日

（別添１）事務の内容
個人住民税賦課業務
図

－
埼玉県市町村電子申請サービスを経由して市
民税・県民税申告書を電子で提出する流れを
追加

事前

令和3年2月4日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要（個人住民税）
３　特定個人情報の入手・使
用
②入手方法

［〇］紙
［〇］電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。］
［〇］庁内連携システム
［〇］情報提供ネットワークシステム
［〇］その他（住民基本台帳ネットワークシステ
ム、地方税ポータルセンタ　→　ＬＧＷＡＮ　→
審査システム（eLTAX）、国税連携システム
（eLTAX））

［〇］紙
［〇］電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。］
［〇］庁内連携システム
［〇］情報提供ネットワークシステム
［〇］その他（住民基本台帳ネットワークシステ
ム、地方税ポータルセンタ　→　ＬＧＷＡＮ　→
審査システム（eLTAX）、国税連携システム
（eLTAX）、埼玉県市町村電子申請サービス）

事前

令和3年2月4日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要（個人住民税）
４　特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
委託の有無

委託する　13件 委託する　15件 事前

令和3年2月4日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要（個人住民税）
４　特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
委託事項１

番号連携サーバ等のシステム保守びハード
ウェア保守

統合基盤システム（中間サーバー、総合宛名シ
ステム、番号連携サーバ、連携基盤システム
（庁内連携システム）)に関するシステム保守

事後

令和3年2月4日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要（個人住民税）
４　特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
委託事項１
①委託内容

番号連携サーバ等のパッケージアプリケーショ
ン保守及びハードウェア保守作業等を行う。

統合基盤システムのパッケージアプリケーショ
ン保守及び職員からの問い合わせに対する調
査　等

事後

令和3年2月4日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要（個人住民税）
４　特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
委託事項１
②取扱いを委託する特定個人
情報ファイルの範囲
対象となる本人の範囲

番号連携サーバ等に登録されている者のうち、
個人番号を有する者

統合基盤システムに登録されている者のうち、
個人番号を有する者

事後

令和3年2月4日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要（個人住民税）
４　特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
委託事項１
②取扱いを委託する特定個人
情報ファイルの範囲
その妥当性

基幹系システムの保守は専門知識が必要なた
め

システムの運用・保守作業を実施するために、
特定個人情報ファイル全体を委託の対象にす
る必要がある

事後

令和3年2月4日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要（個人住民税）
４　特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
委託事項１
④委託先への特定個人情報
ファイルの提供方法

[〇]専用線
[〇] その他（運用管理拠点、ネットワーク拠点
）

[〇] その他（提供しない　） 事後

重要な変更

記載内容を正確化したもので
あり、重要な変更に該当しな
い。・

記載内容を正確化したもので
あり、重要な変更に該当しな
い。・

重要な変更

重要な変更

重要な変更

統合基盤システムについて、
システム保守とハードウェア
保守で委託先が異なることに
よる修正であり重要な変更に
該当しない。

統合基盤システムについて、
システム保守とハードウェア
保守で委託先が異なることに
よる修正であり重要な変更に
該当しない。

統合基盤システムについて、
システム保守とハードウェア
保守で委託先が異なることに
よる修正であり重要な変更に
該当しない。

統合基盤システムについて、
システム保守とハードウェア
保守で委託先が異なることに
よる修正であり重要な変更に
該当しない。

統合基盤システムについて、
システム保守とハードウェア
保守で委託先が異なることに
よる修正であり重要な変更に
該当しない。
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提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

令和3年2月4日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要（個人住民税）
４　特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
委託事項１
⑨再委託事項

番号連携サーバ等のパッケージアプリケーショ
ン保守及びハードウェア保守作業等の一部

システム等のパッケージアプリケーション保守
及び職員からの問い合わせに対する調査　等

事後

令和3年2月4日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要（個人住民税）
４　特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
委託事項２

－

（委託事項２に新たに追加し、以降委託事項１４
まで項番を繰り下げ）

統合基盤システム（中間サーバー、総合宛名シ
ステム、番号連携サーバ、連携基盤システム
（庁内連携システム）)に関するハードウェア保
守

事後

令和3年2月4日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要（個人住民税）
４　特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
委託事項２
①委託内容

－ 統合基盤システムのハードウェア保守作業　等 事後

令和3年2月4日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要（個人住民税）
４　特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
委託事項２
②取扱いを委任する特定個人
情報ファイルの概要

－ 特定個人情報ファイルの全体 事後

令和3年2月4日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要（個人住民税）
４　特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
委託事項2
②取扱いを委託する特定個人
情報ファイルの範囲
対象となる本人の数

－ 100万人以上1,000万人未満 事後

令和3年2月4日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要（個人住民税）
４　特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
委託事項2
②取扱いを委託する特定個人
情報ファイルの範囲
対象となる本人の範囲

－
統合基盤システムに登録されている者のうち、
個人番号を有する者

事後

令和3年2月4日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要（個人住民税）
４　特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
委託事項2
②取扱いを委託する特定個人
情報ファイルの範囲
その妥当性

－
システムの運用・保守作業を実施するために、
特定個人情報ファイル全体を委託の対象にす
る必要がある

事後

令和3年2月4日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要（個人住民税）
４　特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
委託事項２
③委託先における取扱者数

－ 10人以上50人未満 事後

令和3年2月4日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要（個人住民税）
４　特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
委託事項２
④委託先への特定個人情報
ファイルの提供方法

－ [〇] その他（提供しない　） 事後

令和3年2月4日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要（個人住民税）
４　特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
委託事項２
⑤委託先名の確認方法

－
委託先が決定した際には、入札結果として公表
している。

事後

令和3年2月4日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要（個人住民税）
４　特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
委託事項２
⑥委託先名

－ 株式会社日立システムズ 事後

令和3年2月4日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要（個人住民税）
４　特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
委託事項２
⑦再委託の有無

－ 再委託しない 事後

令和3年2月4日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要（個人住民税）
４　特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
委託事項14

－ 埼玉県市町村電子申請サービス提供業務 事前

統合基盤システムについて、
システム保守とハードウェア
保守で委託先が異なることに
よる修正であり重要な変更に
該当しない。

統合基盤システムについて、
システム保守とハードウェア
保守で委託先が異なることに
よる修正であり重要な変更に
該当しない。

統合基盤システムについて、
システム保守とハードウェア
保守で委託先が異なることに
よる修正であり重要な変更に
該当しない。

統合基盤システムについて、
システム保守とハードウェア
保守で委託先が異なることに
よる修正であり重要な変更に
該当しない。

統合基盤システムについて、
システム保守とハードウェア
保守で委託先が異なることに
よる修正であり重要な変更に
該当しない。

統合基盤システムについて、
システム保守とハードウェア
保守で委託先が異なることに
よる修正であり重要な変更に
該当しない。

統合基盤システムについて、
システム保守とハードウェア
保守で委託先が異なることに
よる修正であり重要な変更に
該当しない。

統合基盤システムについて、
システム保守とハードウェア
保守で委託先が異なることに
よる修正であり重要な変更に
該当しない。

統合基盤システムについて、
システム保守とハードウェア
保守で委託先が異なることに
よる修正であり重要な変更に
該当しない。

統合基盤システムについて、
システム保守とハードウェア
保守で委託先が異なることに
よる修正であり重要な変更に
該当しない。

統合基盤システムについて、
システム保守とハードウェア
保守で委託先が異なることに
よる修正であり重要な変更に
該当しない。

統合基盤システムについて、
システム保守とハードウェア
保守で委託先が異なることに
よる修正であり重要な変更に
該当しない。

重要な変更
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提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

令和3年2月4日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要（個人住民税）
４　特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
委託事項14
①委託内容

－
埼玉県市町村電子申請サービスの提供を行う
にあたり、必要な範囲で特定個人情報ファイル
の取扱いを委託

事前

令和3年2月4日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要（個人住民税）
４　特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
委託事項14
②取扱いを委託する特定個人
情報ファイルの範囲

－ 特定個人情報ファイルの一部 事前

令和3年2月4日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要（個人住民税）
４　特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
委託事項14
②取扱いを委託する特定個人
情報ファイルの範囲
対象となる本人の数

－ 10万人以上100万人未満 事前

令和3年2月4日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要（個人住民税）
４　特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
委託事項14
②取扱いを委託する特定個人
情報ファイルの範囲
対象となる本人の範囲

－
埼玉県市町村電子申請サービスにより、市民
税・県民税申告書の提出をする者及びその扶
養関連者

事前

令和3年2月4日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要（個人住民税）
４　特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
委託事項14
②取扱いを委託する特定個人
情報ファイルの範囲
その妥当性

－
市民税・県民税申告書の電子申請を実施する
ため、電子申請システムを委託の対象とする必
要がある。

事前

令和3年2月4日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要（個人住民税）
４　特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
委託事項14
③委託先における取扱者数

－ 10人以上50人未満 事前

令和3年2月4日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要（個人住民税）
４　特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
委託事項14
④委託先への特定個人情報
ファイルの提供方法

－ ［〇］専用線 事前

令和3年2月4日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要（個人住民税）
４　特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
委託事項14
⑤委託先名の確認方法

－
委託者が決定した際には、入札結果を公表して
いる。

事前

令和3年2月4日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要（個人住民税）
４　特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
委託事項14
⑥委託先名

－ 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ関西 事前

令和3年2月4日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要（個人住民税）
４　特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
委託事項14
⑦再委託の有無

－ 再委託する 事前

令和3年2月4日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要（個人住民税）
４　特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
委託事項14
⑧再委託の許諾方法

－

再委託の必要性がある場合は、あらかじめ委
託先と書面による協議を行い、再委託の必要
性、再委託する業務内容及び再委託先のセ
キュリティ管理体制を確認した上で許諾する。

事前

令和3年2月4日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要（個人住民税）
４　特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
委託事項14
⑨再委託事項

－
管理者研修、様式作成研修及び審査者研修の
実施

事前

令和3年2月4日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要（個人住民税）
５　特定個人情報ファイルの
提供・移転
提供・移転の有無

提供を行っている　65件
移転を行っている　11件

提供を行っている　65件
移転を行っている　12件

事後

重要な変更

重要な変更

重要な変更

重要な変更

重要な変更

重要な変更

重要な変更

重要な変更

重要な変更

重要な変更

重要な変更

重要な変更

誤記載を修正したものであり、
重要な変更に該当しない。・
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提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

令和3年2月4日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要（個人住民税）
６　特定個人情報の保管・消
去
①保管場所

３　中間サーバ・プラットフォームにおける措置
（１）中間サーバ・プラットフォームはデータセン
タに設置しており、データセンタへの入館及び
サーバ室への入室を厳重に管理する。
（２）特定個人情報は、サーバ室に設置された
中間サーバのデータベース内に保存され、バッ
クアップもデータベース上に保存される。

３　中間サーバ・プラットフォームにおける措置
（１）中間サーバ・プラットフォームはデータセン
タ－に設置している。データセンタ－への入館、
及びサーバ室への入室を行う際は、警備員な
どにより顔写真入りの身分証明書と事前申請と
の照合を行う。
（２）特定個人情報は、サーバ室に設置された
中間サーバのデータベース内に保存され、バッ
クアップもデータベース上に保存される。

事後

令和3年2月4日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要（個人住民税）
６　特定個人情報の保管・消
去
③消去方法

１～２　［略］
３　ＬＧＷＡＮ接続端末に一時的に記録した個人
番号付電子申請データは、紙に出力後、速や
かに完全消去する。

事前

令和3年2月4日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要（軽自動車税）
４　特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
委託の有無

委託する　5件 委託する　6件 事後

令和3年2月4日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要（軽自動車税）
４　特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
委託事項１

番号連携サーバ等のシステム保守びハード
ウェア保守

統合基盤システム（中間サーバー、総合宛名シ
ステム、番号連携サーバ、連携基盤システム
（庁内連携システム）)に関するシステム保守

事後

令和3年2月4日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要（軽自動車税）
４　特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
委託事項１
①委託内容

番号連携サーバ等のパッケージアプリケーショ
ン保守及びハードウェア保守

統合基盤システムのパッケージアプリケーショ
ン保守及び職員からの問い合わせに対する調
査　等

事後

令和3年2月4日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要（軽自動車税）
４　特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
委託事項１
②取扱いを委託する特定個人
情報ファイルの範囲
対象となる本人の範囲

番号連携サーバ等に登録されている者のうち、
個人番号を有する者

統合基盤システムに登録されている者のうち、
個人番号を有する者

事後

令和3年2月4日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要（軽自動車税）
４　特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
委託事項１
②取扱いを委託する特定個人
情報ファイルの範囲
その妥当性

基幹系システムの保守は専門知識が必要なた
め

システムの運用・保守作業を実施するために、
特定個人情報ファイル全体を委託の対象にす
る必要がある

事後

令和3年2月4日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要（軽自動車税）
４　特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
委託事項１
④委託先への特定個人情報
ファイルの提供方法

[〇]専用線
[〇] その他（運用管理拠点、ネットワーク拠点
）

[〇] その他（提供しない　） 事後

令和3年2月4日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要（軽自動車税）
４　特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
委託事項１
⑨再委託事項

番号連携サーバ等のパッケージアプリケーショ
ン保守及びハードウェア保守作業等の一部

システム等のパッケージアプリケーション保守
及び職員からの問い合わせに対する調査　等

事後

令和3年2月4日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要（軽自動車税）
４　特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
委託事項２

－

（委託事項２に新たに追加し、以降委託事項６
まで項番を繰り下げ）

統合基盤システム（中間サーバー、総合宛名シ
ステム、番号連携サーバ、連携基盤システム
（庁内連携システム）)に関するハードウェア保
守

事後

令和3年2月4日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要（軽自動車税）
４　特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
委託事項２
①委託内容

－ 統合基盤システムのハードウェア保守作業　等 事後

令和3年2月4日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要（軽自動車税）
４　特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
委託事項２
②取扱いを委任する特定個人
情報ファイルの概要

－ 特定個人情報ファイルの全体 事後

記載内容を正確化したもので
あり、重要な変更に該当しな
い。・

重要な変更

統合基盤システムについて、
システム保守とハードウェア
保守で委託先が異なることに
よる修正であり重要な変更に
該当しない。

統合基盤システムについて、
システム保守とハードウェア
保守で委託先が異なることに
よる修正であり重要な変更に
該当しない。

統合基盤システムについて、
システム保守とハードウェア
保守で委託先が異なることに
よる修正であり重要な変更に
該当しない。

統合基盤システムについて、
システム保守とハードウェア
保守で委託先が異なることに
よる修正であり重要な変更に
該当しない。

統合基盤システムについて、
システム保守とハードウェア
保守で委託先が異なることに
よる修正であり重要な変更に
該当しない。

統合基盤システムについて、
システム保守とハードウェア
保守で委託先が異なることに
よる修正であり重要な変更に
該当しない。

統合基盤システムについて、
システム保守とハードウェア
保守で委託先が異なることに
よる修正であり重要な変更に
該当しない。

統合基盤システムについて、
システム保守とハードウェア
保守で委託先が異なることに
よる修正であり重要な変更に
該当しない。

統合基盤システムについて、
システム保守とハードウェア
保守で委託先が異なることに
よる修正であり重要な変更に
該当しない。

統合基盤システムについて、
システム保守とハードウェア
保守で委託先が異なることに
よる修正であり重要な変更に
該当しない。
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提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

令和3年2月4日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要（軽自動車税）
４　特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
委託事項2
②取扱いを委託する特定個人
情報ファイルの範囲
対象となる本人の数

－ 10万人以上100万人未満 事後

令和3年2月4日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要（軽自動車税）
４　特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
委託事項2
②取扱いを委託する特定個人
情報ファイルの範囲
対象となる本人の範囲

－
統合基盤システムに登録されている者のうち、
個人番号を有する者

事後

令和3年2月4日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要（軽自動車税）
４　特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
委託事項2
②取扱いを委託する特定個人
情報ファイルの範囲
その妥当性

－
システムの運用・保守作業を実施するために、
特定個人情報ファイル全体を委託の対象にす
る必要がある

事後

令和3年2月4日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要（軽自動車税）
４　特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
委託事項２
③委託先における取扱者数

－ 10人以上50人未満 事後

令和3年2月4日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要（軽自動車税）
４　特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
委託事項２
④委託先への特定個人情報
ファイルの提供方法

－ [〇] その他（提供しない　） 事後

令和3年2月4日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要（軽自動車税）
４　特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
委託事項２
⑤委託先名の確認方法

－
委託先が決定した際には、入札結果として公表
している。

事後

令和3年2月4日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要（軽自動車税）
４　特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
委託事項２
⑥委託先名

－ 株式会社日立システムズ 事後

令和3年2月4日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要（軽自動車税）
４　特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
委託事項２
⑦再委託の有無

－ 再委託しない 事後

令和3年2月4日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要（軽自動車税）
６　特定個人情報の保管・消
去
①保管場所

３　中間サーバ・プラットフォームにおける措置
（１）中間サーバ・プラットフォームはデータセン
タに設置しており、データセンタへの入館及び
サーバ室への入室を厳重に管理する。
（２）特定個人情報は、サーバ室に設置された
中間サーバのデータベース内に保存され、バッ
クアップもデータベース上に保存される。

３　中間サーバ・プラットフォームにおける措置
（１）中間サーバ・プラットフォームはデータセン
タ－に設置している。データセンタ－への入館、
及びサーバ室への入室を行う際は、警備員な
どにより顔写真入りの身分証明書と事前申請と
の照合を行う。
（２）特定個人情報は、サーバ室に設置された
中間サーバのデータベース内に保存され、バッ
クアップもデータベース上に保存される。

事後

令和3年2月4日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要（固定資産税）
４　特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
委託の有無

委託する　5件 委託する　6件 事後

令和3年2月4日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要（固定資産税）
４　特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
委託事項１

番号連携サーバ等のシステム保守びハード
ウェア保守

統合基盤システム（中間サーバー、総合宛名シ
ステム、番号連携サーバ、連携基盤システム
（庁内連携システム）)に関するシステム保守

事後

令和3年2月4日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要（固定資産税）
４　特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
委託事項１
①委託内容

番号連携サーバ等のパッケージアプリケーショ
ン保守及びハードウェア保守作業等を行う。

統合基盤システムのパッケージアプリケーショ
ン保守及び職員からの問い合わせに対する調
査　等

事後

統合基盤システムについて、
システム保守とハードウェア
保守で委託先が異なることに
よる修正であり重要な変更に
該当しない。

統合基盤システムについて、
システム保守とハードウェア
保守で委託先が異なることに
よる修正であり重要な変更に
該当しない。

統合基盤システムについて、
システム保守とハードウェア
保守で委託先が異なることに
よる修正であり重要な変更に
該当しない。

統合基盤システムについて、
システム保守とハードウェア
保守で委託先が異なることに
よる修正であり重要な変更に
該当しない。

統合基盤システムについて、
システム保守とハードウェア
保守で委託先が異なることに
よる修正であり重要な変更に
該当しない。

統合基盤システムについて、
システム保守とハードウェア
保守で委託先が異なることに
よる修正であり重要な変更に
該当しない。

統合基盤システムについて、
システム保守とハードウェア
保守で委託先が異なることに
よる修正であり重要な変更に
該当しない。

統合基盤システムについて、
システム保守とハードウェア
保守で委託先が異なることに
よる修正であり重要な変更に
該当しない。

記載内容を正確化したもので
あり、重要な変更に該当しな
い。・

統合基盤システムについて、
システム保守とハードウェア
保守で委託先が異なることに
よる修正であり重要な変更に
該当しない。

統合基盤システムについて、
システム保守とハードウェア
保守で委託先が異なることに
よる修正であり重要な変更に
該当しない。

統合基盤システムについて、
システム保守とハードウェア
保守で委託先が異なることに
よる修正であり重要な変更に
該当しない。
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提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

令和3年2月4日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要（固定資産税）
４　特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
委託事項１
②取扱いを委託する特定個人
情報ファイルの範囲
対象となる本人の範囲

番号連携サーバ等に登録されている者のうち、
個人番号を有する者

統合基盤システムに登録されている者のうち、
個人番号を有する者

事後

令和3年2月4日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要（固定資産税）
４　特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
委託事項１
②取扱いを委託する特定個人
情報ファイルの範囲
その妥当性

基幹系システムの保守は専門知識が必要なた
め

システムの運用・保守作業を実施するために、
特定個人情報ファイル全体を委託の対象にす
る必要がある

事後

令和3年2月4日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要（固定資産税）
４　特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
委託事項１
④委託先への特定個人情報
ファイルの提供方法

[〇]専用線
[〇] その他（運用管理拠点、ネットワーク拠点
）

[〇] その他（提供しない　） 事後

令和3年2月4日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要（固定資産税）
４　特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
委託事項１
⑨再委託事項

番号連携サーバ等のパッケージアプリケーショ
ン保守及びハードウェア保守作業等の一部

システム等のパッケージアプリケーション保守
及び職員からの問い合わせに対する調査　等

事後

令和3年2月4日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要（固定資産税）
４　特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
委託事項２

－

（委託事項２に新たに追加し、以降委託事項６
まで項番を繰り下げ）

統合基盤システム（中間サーバー、総合宛名シ
ステム、番号連携サーバ、連携基盤システム
（庁内連携システム）)に関するハードウェア保
守

事後

令和3年2月4日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要（固定資産税）
４　特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
委託事項２
①委託内容

－ 統合基盤システムのハードウェア保守作業　等 事後

令和3年2月4日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要（固定資産税）
４　特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
委託事項２
②取扱いを委任する特定個人
情報ファイルの概要

－ 特定個人情報ファイルの全体 事後

令和3年2月4日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要（固定資産税）
４　特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
委託事項2
②取扱いを委託する特定個人
情報ファイルの範囲
対象となる本人の数

－ 10万人以上100万人未満 事後

令和3年2月4日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要（固定資産税）
４　特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
委託事項2
②取扱いを委託する特定個人
情報ファイルの範囲
対象となる本人の範囲

－
統合基盤システムに登録されている者のうち、
個人番号を有する者

事後

令和3年2月4日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要（固定資産税）
４　特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
委託事項2
②取扱いを委託する特定個人
情報ファイルの範囲
その妥当性

－
システムの運用・保守作業を実施するために、
特定個人情報ファイル全体を委託の対象にす
る必要がある

事後

令和3年2月4日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要（固定資産税）
４　特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
委託事項２
③委託先における取扱者数

－ 10人以上50人未満 事後

令和3年2月4日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要（固定資産税）
４　特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
委託事項２
④委託先への特定個人情報
ファイルの提供方法

－ [〇] その他（提供しない　） 事後

統合基盤システムについて、
システム保守とハードウェア
保守で委託先が異なることに
よる修正であり重要な変更に
該当しない。

統合基盤システムについて、
システム保守とハードウェア
保守で委託先が異なることに
よる修正であり重要な変更に
該当しない。

統合基盤システムについて、
システム保守とハードウェア
保守で委託先が異なることに
よる修正であり重要な変更に
該当しない。

統合基盤システムについて、
システム保守とハードウェア
保守で委託先が異なることに
よる修正であり重要な変更に
該当しない。

統合基盤システムについて、
システム保守とハードウェア
保守で委託先が異なることに
よる修正であり重要な変更に
該当しない。

統合基盤システムについて、
システム保守とハードウェア
保守で委託先が異なることに
よる修正であり重要な変更に
該当しない。

統合基盤システムについて、
システム保守とハードウェア
保守で委託先が異なることに
よる修正であり重要な変更に
該当しない。

統合基盤システムについて、
システム保守とハードウェア
保守で委託先が異なることに
よる修正であり重要な変更に
該当しない。

統合基盤システムについて、
システム保守とハードウェア
保守で委託先が異なることに
よる修正であり重要な変更に
該当しない。

統合基盤システムについて、
システム保守とハードウェア
保守で委託先が異なることに
よる修正であり重要な変更に
該当しない。

統合基盤システムについて、
システム保守とハードウェア
保守で委託先が異なることに
よる修正であり重要な変更に
該当しない。

統合基盤システムについて、
システム保守とハードウェア
保守で委託先が異なることに
よる修正であり重要な変更に
該当しない。
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提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

令和3年2月4日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要（固定資産税）
４　特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
委託事項２
⑤委託先名の確認方法

－
委託先が決定した際には、入札結果として公表
している。

事後

令和3年2月4日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要（固定資産税）
４　特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
委託事項２
⑥委託先名

－ 株式会社日立システムズ 事後

令和3年2月4日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要（固定資産税）
４　特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
委託事項２
⑦再委託の有無

－ 再委託しない 事後

令和3年2月4日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要（固定資産税）
６　特定個人情報の保管・消
去
①保管場所

３　中間サーバ・プラットフォームにおける措置
（１）中間サーバ・プラットフォームはデータセン
タに設置しており、データセンタへの入館及び
サーバ室への入室を厳重に管理する。
（２）特定個人情報は、サーバ室に設置された
中間サーバのデータベース内に保存され、バッ
クアップもデータベース上に保存される。

３　中間サーバ・プラットフォームにおける措置
（１）中間サーバ・プラットフォームはデータセン
タ－に設置している。データセンタ－への入館、
及びサーバ室への入室を行う際は、警備員な
どにより顔写真入りの身分証明書と事前申請と
の照合を行う。
（２）特定個人情報は、サーバ室に設置された
中間サーバのデータベース内に保存され、バッ
クアップもデータベース上に保存される。

事後

令和3年2月4日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要（滞納整理）
４　特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
委託の有無

委託する　5件 委託する　6件 事後

令和3年2月4日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要（滞納整理）
４　特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
委託事項１

番号連携サーバ等のシステム保守びハード
ウェア保守

統合基盤システム（中間サーバー、総合宛名シ
ステム、番号連携サーバ、連携基盤システム
（庁内連携システム）)に関するシステム保守

事後

令和3年2月4日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要（滞納整理）
４　特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
委託事項１
①委託内容

番号連携サーバ等のパッケージアプリケーショ
ン保守及びハードウェア保守作業等を行う。

統合基盤システムのパッケージアプリケーショ
ン保守及び職員からの問い合わせに対する調
査　等

事後

令和3年2月4日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要（滞納整理）
４　特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
委託事項１
②取扱いを委託する特定個人
情報ファイルの範囲
対象となる本人の範囲

番号連携サーバ等に登録されている者のうち、
個人番号を有する者

統合基盤システムに登録されている者のうち、
個人番号を有する者

事後

令和3年2月4日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要（滞納整理）
４　特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
委託事項１
②取扱いを委託する特定個人
情報ファイルの範囲
その妥当性

基幹系システムの保守は専門知識が必要なた
め

システムの運用・保守作業を実施するために、
特定個人情報ファイル全体を委託の対象にす
る必要がある

事後

令和3年2月4日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要（滞納整理）
４　特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
委託事項１
④委託先への特定個人情報
ファイルの提供方法

[〇]専用線
[〇] その他（運用管理拠点、ネットワーク拠点
）

[〇] その他（提供しない　） 事後

令和3年2月4日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要（滞納整理）
４　特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
委託事項１
⑨再委託事項

番号連携サーバ等のパッケージアプリケーショ
ン保守及びハードウェア保守作業等の一部

システム等のパッケージアプリケーション保守
及び職員からの問い合わせに対する調査　等

事後

令和3年2月4日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要（滞納整理）
４　特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
委託事項２

－

（委託事項２に新たに追加し、以降委託事項６
まで項番を繰り下げ）

統合基盤システム（中間サーバー、総合宛名シ
ステム、番号連携サーバ、連携基盤システム
（庁内連携システム）)に関するハードウェア保
守

事後

統合基盤システムについて、
システム保守とハードウェア
保守で委託先が異なることに
よる修正であり重要な変更に
該当しない。

統合基盤システムについて、
システム保守とハードウェア
保守で委託先が異なることに
よる修正であり重要な変更に
該当しない。

統合基盤システムについて、
システム保守とハードウェア
保守で委託先が異なることに
よる修正であり重要な変更に
該当しない。

記載内容を正確化したもので
あり、重要な変更に該当しな
い。・

統合基盤システムについて、
システム保守とハードウェア
保守で委託先が異なることに
よる修正であり重要な変更に
該当しない。

統合基盤システムについて、
システム保守とハードウェア
保守で委託先が異なることに
よる修正であり重要な変更に
該当しない。

統合基盤システムについて、
システム保守とハードウェア
保守で委託先が異なることに
よる修正であり重要な変更に
該当しない。

統合基盤システムについて、
システム保守とハードウェア
保守で委託先が異なることに
よる修正であり重要な変更に
該当しない。

統合基盤システムについて、
システム保守とハードウェア
保守で委託先が異なることに
よる修正であり重要な変更に
該当しない。

統合基盤システムについて、
システム保守とハードウェア
保守で委託先が異なることに
よる修正であり重要な変更に
該当しない。

統合基盤システムについて、
システム保守とハードウェア
保守で委託先が異なることに
よる修正であり重要な変更に
該当しない。

統合基盤システムについて、
システム保守とハードウェア
保守で委託先が異なることに
よる修正であり重要な変更に
該当しない。
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提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

令和3年2月4日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要（滞納整理）
４　特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
委託事項２
①委託内容

－ 統合基盤システムのハードウェア保守作業　等 事後

令和3年2月4日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要（滞納整理）
４　特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
委託事項２
②取扱いを委任する特定個人
情報ファイルの概要

－ 特定個人情報ファイルの全体 事後

令和3年2月4日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要（滞納整理）
４　特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
委託事項2
②取扱いを委託する特定個人
情報ファイルの範囲
対象となる本人の数

－ 10万人以上100万人未満 事後

令和3年2月4日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要（滞納整理）
４　特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
委託事項2
②取扱いを委託する特定個人
情報ファイルの範囲
対象となる本人の範囲

－
統合基盤システムに登録されている者のうち、
個人番号を有する者

事後

令和3年2月4日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要（滞納整理）
４　特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
委託事項2
②取扱いを委託する特定個人
情報ファイルの範囲
その妥当性

－
システムの運用・保守作業を実施するために、
特定個人情報ファイル全体を委託の対象にす
る必要がある

事後

令和3年2月4日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要（滞納整理）
４　特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
委託事項２
③委託先における取扱者数

－ 10人以上50人未満 事後

令和3年2月4日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要（滞納整理）
４　特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
委託事項２
④委託先への特定個人情報
ファイルの提供方法

－ [〇] その他（提供しない　） 事後

令和3年2月4日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要（滞納整理）
４　特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
委託事項２
⑤委託先名の確認方法

－
委託先が決定した際には、入札結果として公表
している。

事後

令和3年2月4日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要（滞納整理）
４　特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
委託事項２
⑥委託先名

－ 株式会社日立システムズ 事後

令和3年2月4日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要（滞納整理）
４　特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
委託事項２
⑦再委託の有無

－ 再委託しない 事後

令和3年2月4日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要（滞納整理）
５　特定個人情報の提供・移
転
提供先１
①法令上の根拠

番号法第19条第1項第8号及び第9号 番号法第19条第1項第第9号 事後

令和3年2月4日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要（滞納整理）
６　特定個人情報の保管・消
去
①保管場所

３　中間サーバ・プラットフォームにおける措置
（１）中間サーバ・プラットフォームはデータセン
タに設置しており、データセンタへの入館及び
サーバ室への入室を厳重に管理する。
（２）特定個人情報は、サーバ室に設置された
中間サーバのデータベース内に保存され、バッ
クアップもデータベース上に保存される。

３　中間サーバ・プラットフォームにおける措置
（１）中間サーバ・プラットフォームはデータセン
タ－に設置している。データセンタ－への入館、
及びサーバ室への入室を行う際は、警備員な
どにより顔写真入りの身分証明書と事前申請と
の照合を行う。
（２）特定個人情報は、サーバ室に設置された
中間サーバのデータベース内に保存され、バッ
クアップもデータベース上に保存される。

事後

統合基盤システムについて、
システム保守とハードウェア
保守で委託先が異なることに
よる修正であり重要な変更に
該当しない。

統合基盤システムについて、
システム保守とハードウェア
保守で委託先が異なることに
よる修正であり重要な変更に
該当しない。

統合基盤システムについて、
システム保守とハードウェア
保守で委託先が異なることに
よる修正であり重要な変更に
該当しない。

統合基盤システムについて、
システム保守とハードウェア
保守で委託先が異なることに
よる修正であり重要な変更に
該当しない。

統合基盤システムについて、
システム保守とハードウェア
保守で委託先が異なることに
よる修正であり重要な変更に
該当しない。

統合基盤システムについて、
システム保守とハードウェア
保守で委託先が異なることに
よる修正であり重要な変更に
該当しない。

統合基盤システムについて、
システム保守とハードウェア
保守で委託先が異なることに
よる修正であり重要な変更に
該当しない。

統合基盤システムについて、
システム保守とハードウェア
保守で委託先が異なることに
よる修正であり重要な変更に
該当しない。

統合基盤システムについて、
システム保守とハードウェア
保守で委託先が異なることに
よる修正であり重要な変更に
該当しない。

統合基盤システムについて、
システム保守とハードウェア
保守で委託先が異なることに
よる修正であり重要な変更に
該当しない。

記載内容を正確化したもので
あり、重要な変更に該当しな
い。・

記載内容を正確化したもので
あり、重要な変更に該当しな
い。・
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提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

令和3年2月4日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要（収納）
４　特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
委託の有無

委託する　5件 委託する　6件 事後

令和3年2月4日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要（収納）
４　特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
委託事項１

番号連携サーバ等のシステム保守びハード
ウェア保守

統合基盤システム（中間サーバー、総合宛名シ
ステム、番号連携サーバ、連携基盤システム
（庁内連携システム）)に関するシステム保守

事後

令和3年2月4日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要（収納）
４　特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
委託事項１
①委託内容

番号連携サーバ等のパッケージアプリケーショ
ン保守及びハードウェア保守作業等を行う。

統合基盤システムのパッケージアプリケーショ
ン保守及び職員からの問い合わせに対する調
査　等

事後

令和3年2月4日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要（収納）
４　特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
委託事項１
②取扱いを委託する特定個人
情報ファイルの範囲
対象となる本人の範囲

番号連携サーバ等に登録されている者のうち、
個人番号を有する者

統合基盤システムに登録されている者のうち、
個人番号を有する者

事後

令和3年2月4日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要（収納）
４　特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
委託事項１
②取扱いを委託する特定個人
情報ファイルの範囲
その妥当性

基幹系システムの保守は専門知識が必要なた
め

システムの運用・保守作業を実施するために、
特定個人情報ファイル全体を委託の対象にす
る必要がある

事後

令和3年2月4日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要（収納）
４　特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
委託事項１
④委託先への特定個人情報
ファイルの提供方法

[〇]専用線
[〇] その他（運用管理拠点、ネットワーク拠点
）

[〇] その他（提供しない　） 事後

令和3年2月4日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要（収納）
４　特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
委託事項１
⑨再委託事項

総合宛名システム等のパッケージアプリケー
ション保守及びハードウェア保守作業等の一部

システム等のパッケージアプリケーション保守
及び職員からの問い合わせに対する調査　等

事後

令和3年2月4日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要（収納）
４　特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
委託事項２

－

（委託事項２に新たに追加し、以降委託事項６
まで項番を繰り下げ）

統合基盤システム（中間サーバー、総合宛名シ
ステム、番号連携サーバ、連携基盤システム
（庁内連携システム）)に関するハードウェア保
守

事後

令和3年2月4日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要（収納）
４　特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
委託事項２
①委託内容

－ 統合基盤システムのハードウェア保守作業　等 事後

令和3年2月4日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要（収納）
４　特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
委託事項２
②取扱いを委任する特定個人
情報ファイルの概要

－ 特定個人情報ファイルの全体 事後

令和3年2月4日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要（収納）
４　特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
委託事項2
②取扱いを委託する特定個人
情報ファイルの範囲
対象となる本人の数

－ 100万人以上1,000万人未満 事後

令和3年2月4日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要（収納）
４　特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
委託事項2
②取扱いを委託する特定個人
情報ファイルの範囲
対象となる本人の範囲

－
統合基盤システムに登録されている者のうち、
個人番号を有する者

事後

令和3年2月4日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要（収納）
４　特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
委託事項2
②取扱いを委託する特定個人
情報ファイルの範囲
その妥当性

－
システムの運用・保守作業を実施するために、
特定個人情報ファイル全体を委託の対象にす
る必要がある

事後

統合基盤システムについて、
システム保守とハードウェア
保守で委託先が異なることに
よる修正であり重要な変更に
該当しない。

統合基盤システムについて、
システム保守とハードウェア
保守で委託先が異なることに
よる修正であり重要な変更に
該当しない。

統合基盤システムについて、
システム保守とハードウェア
保守で委託先が異なることに
よる修正であり重要な変更に
該当しない。

統合基盤システムについて、
システム保守とハードウェア
保守で委託先が異なることに
よる修正であり重要な変更に
該当しない。

統合基盤システムについて、
システム保守とハードウェア
保守で委託先が異なることに
よる修正であり重要な変更に
該当しない。

統合基盤システムについて、
システム保守とハードウェア
保守で委託先が異なることに
よる修正であり重要な変更に
該当しない。

統合基盤システムについて、
システム保守とハードウェア
保守で委託先が異なることに
よる修正であり重要な変更に
該当しない。

統合基盤システムについて、
システム保守とハードウェア
保守で委託先が異なることに
よる修正であり重要な変更に
該当しない。

統合基盤システムについて、
システム保守とハードウェア
保守で委託先が異なることに
よる修正であり重要な変更に
該当しない。

統合基盤システムについて、
システム保守とハードウェア
保守で委託先が異なることに
よる修正であり重要な変更に
該当しない。

統合基盤システムについて、
システム保守とハードウェア
保守で委託先が異なることに
よる修正であり重要な変更に
該当しない。

統合基盤システムについて、
システム保守とハードウェア
保守で委託先が異なることに
よる修正であり重要な変更に
該当しない。

統合基盤システムについて、
システム保守とハードウェア
保守で委託先が異なることに
よる修正であり重要な変更に
該当しない。
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提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

令和3年2月4日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要（収納）
４　特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
委託事項２
③委託先における取扱者数

－ 10人以上50人未満 事後

令和3年2月4日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要（収納）
４　特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
委託事項２
④委託先への特定個人情報
ファイルの提供方法

－ [〇] その他（提供しない　） 事後

令和3年2月4日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要（収納）
４　特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
委託事項２
⑤委託先名の確認方法

－
委託先が決定した際には、入札結果として公表
している。

事後

令和3年2月4日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要（収納）
４　特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
委託事項２
⑥委託先名

－ 株式会社日立システムズ 事後

令和3年2月4日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要（収納）
４　特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
委託事項２
⑦再委託の有無

－ 再委託しない 事後

令和3年2月4日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要（収納）
６　特定個人情報の保管・消
去
①保管場所

３　中間サーバ・プラットフォームにおける措置
（１）中間サーバ・プラットフォームはデータセン
タに設置しており、データセンタへの入館及び
サーバ室への入室を厳重に管理する。
（２）特定個人情報は、サーバ室に設置された
中間サーバのデータベース内に保存され、バッ
クアップもデータベース上に保存される。

３　中間サーバ・プラットフォームにおける措置
（１）中間サーバ・プラットフォームはデータセン
タ－に設置している。データセンタ－への入館、
及びサーバ室への入室を行う際は、警備員な
どにより顔写真入りの身分証明書と事前申請と
の照合を行う。
（２）特定個人情報は、サーバ室に設置された
中間サーバのデータベース内に保存され、バッ
クアップもデータベース上に保存される。

事後

令和3年2月4日

Ⅲ　特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策
２　特定個人情報の入手
リスク１　目的外の入手が行
われるリスク
必要な情報以外を入手するこ
とを防止するための措置の内
容

１～６　［略］
７　その他の入手時（窓口応対、電話応対等）

７　埼玉県市町村電子申請サービスからの入手
時
　住民が埼玉県市町村電子申請サービスの画
面の誘導に従いサービスを検索し申請フォーム
を選択して必要情報を入力することになるが、
画面での誘導を簡潔に行うことで、異なる手続
に係る申請や不要な情報を送信してしまうリス
クを防止する。
８　その他の入手時（窓口応対、電話応対等）

事前

令和3年2月4日

Ⅲ　特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策
２　特定個人情報の入手
リスク２　不適切な方法で入手
が行われるリスク
リスクに対する措置の内容

１～６　［略］
７　その他の入手時（窓口応対、電話応対等）

７　埼玉県市町村電子申請サービスからの入手
時
（１）住民が埼玉県市町村電子申請サービスか
ら個人番号付電子申請データを送信するため
には、個人番号カードの署名用電子証明書によ
る電子署名を付すこととなり、のちに署名検証
も行われるため、本人からの情報のみが送信さ
れる。
（２）埼玉県市町村電子申請サービスの画面の
誘導において住民に何の手続きを探し電子申
請をしたいのか理解してもらいながら操作して
いただき、たどり着いた申請フォームが何の
サービスにつながるものか明示することで、住
民に過剰な負担をかけることなく電子申請を実
施していただけるよう措置を講じている。

８　その他の入手時（窓口応対、電話応対等）

事前

令和3年2月4日

Ⅲ　特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策
２　特定個人情報の入手
リスク３　入手した特定個人情
報が不正確であるリスク
入手の際の本人確認の措置
の内容

１～３　［略］

４　電子申請を利用する場合
　住民が埼玉県市町村電子申請サービスから
個人番号付電子申請データを送信するために
は、個人番号カードの署名用電子証明書による
電子署名を付すこととなり、電子署名付与済の
個人番号付電子申請データをさいたま市が受
領した際は署名検証（有効性確認、改ざん検知
等）を実施することとなる。これにより、本人確
認を実施する。

事前

令和3年2月4日

Ⅲ　特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策
２　特定個人情報の入手
リスク３　入手した特定個人情
報が不正確であるリスク
個人番号の真正性確認の措
置の内容

１～４　［略］

５　電子申請を利用する場合
　埼玉県市町村電子申請サービスからの申請
については、住民が個人番号付電子申請デー
タを送信するため、個人番号カードの署名用電
子証明書による電子署名を付すこととなり、電
子署名付与済の個人番号付電子申請データを
受領したさいたま市は署名検証（有効性確認、
改ざん検知等）を実施することとなる。これによ
り、個人番号の真正性を確認する。

事前

統合基盤システムについて、
システム保守とハードウェア
保守で委託先が異なることに
よる修正であり重要な変更に
該当しない。

統合基盤システムについて、
システム保守とハードウェア
保守で委託先が異なることに
よる修正であり重要な変更に
該当しない。

統合基盤システムについて、
システム保守とハードウェア
保守で委託先が異なることに
よる修正であり重要な変更に
該当しない。

統合基盤システムについて、
システム保守とハードウェア
保守で委託先が異なることに
よる修正であり重要な変更に
該当しない。

統合基盤システムについて、
システム保守とハードウェア
保守で委託先が異なることに
よる修正であり重要な変更に
該当しない。

記載内容を正確化したもので
あり、重要な変更に該当しな
い。・

重要な変更

重要な変更

重要な変更

重要な変更
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提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

令和3年2月4日

Ⅲ　特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策
２　特定個人情報の入手
リスク４　入手の際に特定個
人情報が漏えい・紛失するリ
スク
リスクに対する措置の内容

２　電子データに対する措置
（１）～（３）　［略］

（４）埼玉県市町村電子申請サービスとさいたま
市との間は、ＬＧＷＡＮ、ＶＰＮ等の回線を用いた
暗号化通信を行うことで、外部からの盗聴、外
部への漏えい等が起こらないようにしている。

事前

令和3年2月4日

Ⅲ　特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策
３　特定個人情報の使用
リスク３　従業者が業務外で
使用するリスク
リスクに対する措置の内容

１～４　［略］
５　埼玉県市町村電子申請サービスへアクセス
できる端末を制限する。

事前

令和3年2月4日

Ⅲ　特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策
３　特定個人情報の使用
リスク４　特定個人情報ファイ
ルが不正に複製されるリスク
リスクに対する措置の内容

１～２　［略］

３　電子申請データ受理用ＬＧＷＡＮ端末
（１）埼玉県市町村電子申請サービスから取得
した個人番号付電子申請データ等のデータに
ついて、改ざんや業務目的以外の複製を禁止
するルールを定め、ルールに従って業務を行
う。
（２）アクセス権限を付与された最小限の職員等
だけが、個人番号付電子申請等のデータにつ
いて、ＬＧＷＡＮ端末への保存等ができるようシ
ステム的に制御する。

事前

令和3年2月4日

Ⅲ　特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策
４　特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
特定個人情報の消去ルール

１　ルールの内容
　契約書において、業務委託が終了した場合、
委託元の指示に従い、委託先の責任と負担に
おいて個人情報を委託元に返還、破棄若しくは
消去しなければならない旨を規定する。

２　ルール遵守の確認方法
　委託契約の報告条項に基づき、定期的に特
定個人情報の取扱いについて書面にて、破棄、
消去の方法、完了日等を報告させ、必要があれ
ば本市職員が現地調査することも可能とする。

１　ルールの内容
・契約終了（又は解除）時に、契約による業務に
係る特定個人情報を速やかに委託者（市）に返
還し、又は漏えいを起こさない方法で確実に処
分しなければならない。
・特に、住民情報等の重要情報が大量に保存さ
れた情報機器を、賃貸借期間の満了又は契約
の解除によりリース業者等に返却する時は、機
器に付属（内蔵等をいう。）する記憶装置等につ
いて、速やかに物理的な破壊又は磁気的な破
壊の方法による抹消措置を講じなければならな
い（契約等により、当該措置を講じることが困難
であるときは、データ消去ソフトによりデータ消
去を行い、復元不可能な状態にしなければなら
ない。）。

２　ルール遵守の確認方法
・委託契約の報告条項に基づき、特定個人情報
の取扱い（破棄・消去の方法、完了日等）につ
いて書面にて報告させる。
・特に、住民情報等の重要情報が大量に保存さ
れた情報機器を、賃貸借期間の満了又は契約
の解除によりリース業者等に返却する時は、機
器に付属する記憶装置等に係る抹消措置を行
う前に、当該措置の実施者、実施手法及び実
施時期について、あらかじめ委託者（市）と委託
先との間で協議を行い、委託先から書面により
報告を受けるとともに、当該措置が確実に履行
されたことを確認するため、原則として、市の職
員が当該措置の完了まで立ち会いを行う（契約
等により市の職員の立ち会いが困難であるとき
は、委託先からデータ消去証明書を取得する等
して、当該措置の確実な履行を担保する。）。

事後

令和3年2月4日

Ⅲ　特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策
６　情報提供ネットワークシス
テムとの接続
リスク１　目的外の入手が行
われるリスク
リスクに対する措置の内容

２　中間サーバ・プラットフォームにおける措置
（１）情報照会機能（※１）により、情報提供ネット
ワークシステムに情報照会を行う際には、情報
提供許可証の発行と照会内容の照会許可用照
合リスト（※２）との照合を情報提供ネットワーク
システムに求め、情報提供ネットワークシステム
から情報提供許可証を受領してから情報照会
を実施する。つまり、番号法上認められた情報
連携以外の照会を拒否する機能を備えており、
目的外提供やセキュリティリスクに対応してい
る。
（２）中間サーバの職員認証・権限管理機能（※
３）では、ログイン時の職員認証の他に、ログイ
ン・ログアウトを実施した職員、時刻、操作内容
の記録を実施し、不適切な接続端末の操作や、
不適切なオンライン連携を抑止する。

（※１）情報提供ネットワークシステムを使用した
特定個人情報の照会及び照会した情報の受領
を行う機能
（※２）番号法別表第２及び第19条第14号に基
づき、事務手続き毎に情報照会者、情報提供
者、照会・提供可能な特定個人情報をリスト化
したもの
（※３）中間サーバを利用する職員の認証と職
員に付与された権限に基づいた各種機能や特
定個人情報へのアクセス制御を行う機能

２　中間サーバ・ソフトウェアにおける措置
（１）情報照会機能（※１）により、情報提供ネット
ワークシステムに情報照会を行う際には、提供
許可証の発行と照会内容の照会許可用照合リ
スト（※２）との照合を情報提供ネットワークシス
テムに求め、情報提供ネットワークシステムから
提供許可証を受領してから情報照会を実施す
ることになる。つまり、番号法上認められた情報
連携以外の照会を拒否する機能を備えており、
目的外提供やセキュリティリスクに対応してい
る。
（２）中間サーバの職員認証・権限管理機能（※
３）では、ログイン時の職員認証の他に、ログイ
ン・ログアウトを実施した職員、時刻、操作内容
の記録を実施されるため、不適切な接続端末
の操作や、不適切なオンライン連携を抑止する
仕組みとなっている。

（※１）情報提供ネットワークシステムを使用した
特定個人情報の照会及び照会した情報の受領
を行う機能
（※２）番号法の規定による情報連携ネットワー
クシステムを利用した特定個人情報の提供に
係る情報照会者、情報提供者、事務及び特定
個人情報を一覧化し、情報照会の可否を判断
するために使用するもの
（※３）中間サーバを利用する職員の認証と職
員に付与された権限に基づいた各種機能や特
定個人情報へのアクセス制御を行う機能

事後

重要な変更

重要な変更

重要な変更

記載内容を正確化したもので
あり、重要な変更に該当しな
い。・

記載内容を正確化したもので
あり、重要な変更に該当しな
い。・
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提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

令和3年2月4日

Ⅲ　特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策
６　情報提供ネットワークシス
テムとの接続
リスク５　不正な提供が行わ
れるリスク
リスクに対する措置の内容

２　中間サーバ・ソフトウェアにおける措置
（１）情報提供機能（※）により、情報提供ネット
ワークシステムにおける照会許可用照合リスト
を情報提供ネットワークシステムから入手し、中
間サーバにも格納して、情報提供機能により、
照会許可用照合リストに基づき情報連携が認
められた特定個人情報の提供の要求であるか
チェックを実施する。
（２）情報提供機能により、情報提供ネットワーク
システムに情報提供を行う際には、情報提供
ネットワークシステムから情報提供許可証と情
報照会者へたどり着くための経路情報を受領
し、照会内容に対応した情報を自動で生成して
送付する。
（３）特に慎重な対応が求められる情報につい
ては自動応答を行わないように自動応答不可フ
ラグを設定し、特定個人情報の提供を行う際
に、送信内容を改めて確認し、提供を行う。
（４）中間サーバの職員認証・権限管理機能で
は、ログイン時の職員認証の他に、ログイン・ロ
グアウトを実施した職員、時刻、操作内容の記
録が実施されるため、不適切な接続端末の操
作や、不適切なオンライン連携を抑止する。

（※）情報提供ネットワークシステムを使用した
特定個人情報の提供の要求の受領及び情報
提供を行う機能

２　中間サーバ・ソフトウェアにおける措置
（１）情報提供機能（※）により、情報提供ネット
ワークシステムにおける照会許可用照合リスト
を情報提供ネットワークシステムから入手し、中
間サーバにも格納して、情報提供機能により、
照会許可用照合リストに基づき情報連携が認
められた特定個人情報の提供の要求であるか
チェックを実施している。
（２）情報提供機能により、情報提供ネットワーク
システムに情報提供を行う際には、情報提供
ネットワークシステムから提供許可証と情報照
会者へたどり着くための経路情報を受領し、照
会内容に対応した情報を自動で生成して送付
することで、特定個人情報が不正に提供される
リスクに対応している。
（３）機微情報については自動応答を行わない
ように自動応答不可フラグを設定し、特定個人
情報の提供を行う際に、送信内容を改めて確認
し、提供を行うことで、センシティブな特定個人
情報が不正に提供されるリスクに対応してい
る。
（４）中間サーバの職員認証・権限管理機能で
は、ログイン時の職員認証の他に、ログイン・ロ
グアウトを実施した職員、時刻、操作内容の記
録が実施されるため、不適切な接続端末の操
作や、不適切なオンライン連携を抑止する仕組
みになっている。

（※）情報提供ネットワークシステムを使用した
特定個人情報の提供の要求の受領及び情報
提供を行う機能

事後

令和3年2月4日

Ⅲ　特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策
７　特定個人情報の保管・消
去
リスク１　特定個人情報のお
漏えい・滅失・毀損リスク
⑤物理的対策
具体的な対策の内容

１　データセンタにおける措置
（１）出入口には機械による入退室を管理する
設備を設置する。
（２）入退室管理を徹底するため出入口の場所
を限定する。
（３）監視設備として監視カメラ等を設置する。
２　中間サーバ･プラットフォームにおける措置
　中間サーバ･プラットフォームをデータセンタに
構築し、設置場所への入退室者管理、有人監
視及び施錠管理をすることとしている。また、設
置場所はデータセンタ内の専用の領域とし、他
テナントとの混在によるリスクを回避する。

１　さいたま市における措置
・サーバ室と、データプログラム等を含んだ記録
媒体及び帳票等の可搬媒体を保管する保管室
は、他の部屋と区別して専用の部屋とする。
・入退室管理を徹底するため出入口の場所を
限定する。
・事務を行う執務場所において、市職員（委託
従事者）以外の者（外部業者）が無断で立ち入
らないよう、入室制限を行っている。
・事務を行う執務場所において、市職員（委託
従事者）以外の者（外部業者）が作業する際、
執務場所内にいる間は職員が立ち会い、作業
内容を確認している。
・特定個人情報が記載された紙媒体は、業務終
了後に施錠した保管場所に保管する。

２　中間サーバ･プラットフォームにおける措置
（１）中間サーバ･プラットフォームをデータセンタ
に構築し、設置場所への入退室者管理、有人
監視及び施錠管理をすることとしている。また、
設置場所はデータセンタ内の専用の領域とし、
他テナントとの混在によるリスクを回避する。
（２）事前に申請し承認されていない物品、記憶
媒体、通信機器などを不正に所持し、持出持込
することがないよう、警備員などにより確認して
いる。

事後

令和3年2月4日

Ⅲ　特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策
７　特定個人情報の保管・消
去
リスク１　特定個人情報のお
漏えい・滅失・毀損リスク
⑥技術的対策
具体的な対策の内容

１　データセンタにおける措置
（１）コンピュータウイルス監視ソフトを使用し、
サーバ・端末双方でウイルスチェックを実施す
る。また、新種の不正プログラムに対応するた
めに、ウイルスパターンファイルは定期的に更
新し、可能な限り最新のものを使用する。
（２）不正な外部からのアクセスについてはファ
イヤーウォールで遮断する。

２　［略］

１　さいたま市における措置
【不正プログラム対策】
・ウイルス対策ソフトを使用し、サーバ・端末双
方でウイルスチェックを実施する。また、新種の
不正プログラムに対応するために、ウイルスパ
ターンファイルは定期的に更新し、可能な限り
最新のものを使用する。
・端末において許可しないアプリケーションの実
行を制限する。
【不正アクセス対策】
・インターネットなどの外部ネットワークと分離
し、外部ネットワークからの不正アクセスを防止
する。
・データに対する不正アクセスを防止するため
サーバ上のデータ保管フォルダに対してアクセ
ス制限及び暗号化を行う。

２　[略]

３　電子申請受理用ＬＧＷＡＮ端末における措置
（１）ウィルス対策ソフトを導入し、定期的にパ
ターン更新している。
（２）埼玉県市町村電子申請サービスとさいたま
市との間は、ＬＧＷＡＮ、ＶＰＮ等の回線を用いた
暗号化通信を行うことで外部への漏えい等が起
こらないようにしている。

事前

令和3年2月4日

Ⅲ　特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策
７　特定個人情報の保管・消
去
リスク２　特定個人情報が古
い情報のまま保管され続ける
リスク
リスクに対する措置の内容

１～２　［略］

３　ＬＧＷＡＮ接続端末は、基本的には個人番号
付電子申請データの一時保管として使用する
が、一時保管中に再申請や申請情報の訂正が
発生した場合には古い情報で賦課等を行わな
いよう、履歴管理を行う。

事前

記載内容を正確化したもので
あり、重要な変更に該当しな
い。・

記載内容を正確化したもので
あり、重要な変更に該当しな
い。・

重要な変更

重要な変更
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提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

令和3年2月4日

Ⅲ　特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策
７　特定個人情報の保管・消
去
リスク３　特定個人情報が消
去されずいつまでも存在する
リスク
消去手順
手順の内容

１～３　［略］

４　ＬＧＷＡＮ接続端末においては、業務終了時
の不要な個人番号付電子申請データ等の消去
について徹底し、必要に応じて管理者が確認す
る。

事前

令和3年2月4日

Ⅳその他のリスク対策
２　従業者に対する教育・啓発
従業者に対する教育・啓発
具体的な方法

２　中間サーバ･プラットフォームにおける措置
（１）中間サーバ･プラットフォームの運用に携わ
る職員及び事業者に対し、セキュリティ研修等
を実施する。
（２）中間サーバ･プラットフォームの業務に就く
場合は、運用規則等について研修を行う。

２　中間サーバ･プラットフォームにおける措置
（１）IPA（情報処理推進機構）が提供する最新
の情報セキュリティ教育用資料等を基にセキュ
リティ教育資材を作成し、中間サーバ･プラット
フォームの運用に携わる職員及び事業者に対
し、運用規則（接続運用規程等）や情報セキュリ
ティに関する教育を年次（年２回）及び随時（新
規要員着任時）実施することとしている。

事後

令和3年2月4日

Ⅵ　評価実施手続
１．基礎項目評価
①実施日

令和2年4月1日 令和2年10月1日 事後

令和3年2月4日

Ⅵ　評価実施手続
２．国民・住民等からの意見の
聴取
②実施日・期間

令和元年７月１日から令和元年８月１日まで
令和２年１１月１０日から令和２年１２月１０日ま
で

事後

令和3年2月4日

Ⅵ　評価実施手続
２．国民・住民等からの意見の
聴取
④主な意見の内容

・マイナンバー制度を廃止するように国に警告
すべきである。

・「共通番号制度」を完全に撤廃して、元の「分
野別個別番号制度」に戻すこと。

事後

令和3年2月4日

Ⅵ　評価実施手続
３．第三者点検
①実施日

令和元年９月２５日 令和3年1月27日 事後

令和3年2月4日

Ⅵ　評価実施手続
３．第三者点検
③結果

「特定個人情報保護評価書（事務の名称　地方
税賦課徴収に関する事務）」について、審議の
結果適当であると認められた。

「特定個人情報保護評価書（事務の名称　地方
税賦課徴収に関する事務）」について、審議の
結果適当であると認められた。

事後

令和3年9月1日

Ⅰ基本情報
６情報提供ネットワークシステ
ムによる情報連携
②法令上の根拠
Ⅰ個人住民税特定個人情報
ファイル

１　番号法第19条第７号 １　番号法第19条第８号 事前

令和3年8月27日

Ⅰ基本情報
６情報提供ネットワークシステ
ムによる情報連携
②法令上の根拠
Ⅰ個人住民税特定個人情報
ファイル

１、２、３、（中略）、２９、３１、（中略）、１２０の項
１、２、３、（中略）、２９、３０、３１、（中略）、１２
０、１２１の項

事後

令和3年9月1日

Ⅰ基本情報
６情報提供ネットワークシステ
ムによる情報連携
②法令上の根拠
Ⅰ個人住民税特定個人情報
ファイル

２　番号法第19条第７号 ２　番号法第19条第８号 事前

令和3年9月1日

Ⅰ基本情報
６情報提供ネットワークシステ
ムによる情報連携
②法令上の根拠
Ⅱ軽自動車税（種別割）特定
個人情報ファイル

番号法第19条第７号 番号法第19条第８号 事前

令和3年9月1日

Ⅰ基本情報
６情報提供ネットワークシステ
ムによる情報連携
②法令上の根拠
Ⅲ固定資産税及び都市計画
税特定個人情報ファイル

番号法第19条第７号 番号法第19条第８号 事前

令和3年8月27日

Ⅰ基本情報
別紙　事務の内容
Ⅴ．収納事務
【業務全体概要】
２　収納消込事務

（１）市の窓口・金融機関等における納付書及び
ペイジーによる入金
（２）コンビニエンスストアからの入金
（３）口座振替による入金
（４）クレジットカードによる入金
（５）地方税共通納税システムによる入金

（１）市の窓口・金融機関等における納付書及び
ペイジーによる入金
（２）コンビニエンスストアからの入金
（３）口座振替による入金
（４）クレジットカードによる入金
（５）地方税共通納税システムによる入金
（６）スマホ決済による入金

事後

重要な変更

記載内容を正確化したもので
あり、重要な変更に該当しな
い。・

時点修正のため重要な変更
に該当しない。

令和３年９月１日施行の番号
法改正による

別表第二の改正による変更の
ため、重要な変更に該当しな
い

令和３年９月１日施行の番号
法改正による

令和３年９月１日施行の番号
法改正による

令和３年９月１日施行の番号
法改正による

納付方法の追加のため重要
な変更に該当しない
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提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

令和3年8月27日

Ⅰ基本情報
（別添１）事務の内容　収納業
務
図

（追加） 図中に「スマホ決済（アプリ）」を追加 事後

令和3年8月27日

Ⅰ基本情報
（別添１）事務の内容　収納業
務
（備考）

②金融機関、コンビニエンスストア入金～
②金融機関、スマホ決済、クレジットカード納
付、コンビニエンスストア入金～

事後

令和3年9月1日

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要
（個人住民税システム）
３特定個人情報の入手・使用
④入手に係る妥当性
５情報提供ネットワークシステ
ムにより入手

番号法第19条第７号 番号法第19条第８号 事前

令和3年9月1日

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要
（個人住民税システム）
３特定個人情報の入手・使用
⑤本人への明示
５情報提供ネットワークシステ
ムにより入手

番号法第19条第７号 番号法第19条第８号 事前

令和3年8月27日

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要
（個人住民税システム）
４特定個人情報ファイルの取
扱いの委託
委託事項１
⑥委託先名

富士通株式会社　関東支社 富士通Japan株式会社　関越支社 事後

令和3年8月27日

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要
（個人住民税システム）
４特定個人情報ファイルの取
扱いの委託
委託事項３
⑥委託先名

富士通株式会社　関東支社 富士通Japan株式会社　関越支社 事後

令和3年8月27日

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要
（個人住民税システム）
４特定個人情報ファイルの取
扱いの委託
委託事項7
⑥委託先名

TIS株式会社 株式会社インテック 事後

令和3年9月1日

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要
（個人住民税システム）
５特定個人情報の提供・移転
提供先１

番号法第19条第７号別表第２に定める情報照
会者（別紙参照）

番号法第19条第８号別表第２に定める情報照
会者（別紙参照）

事前

令和3年9月1日

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要
（個人住民税システム）
５特定個人情報の提供・移転
提供先１
①法令上の根拠

番号法第19条第７号別表第２ 番号法第19条第８号別表第２ 事前

令和3年9月1日

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要
（個人住民税システム）
５特定個人情報の提供・移転
提供先３
①法令上の根拠

番号法第19条第９号、～ 番号法第19条第１０号、～ 事前

令和3年8月27日

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要
（個人住民税システム）
５特定個人情報の提供・移転
移転先４
⑤移転する情報の対象となる
本人の範囲

１　児童手当支給対象者及び世帯員
２　児童扶養手当支給対象者及び世帯員

１　児童手当支給対象者及び世帯員
２　児童扶養手当支給対象者及び世帯員
３　母子及び父子並びに寡婦福祉法による資金
の貸付対象者
４　母子及び父子並びに寡婦福祉法による給付
金支給対象者及び世帯員

事後

令和3年8月27日

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要
（個人住民税システム）
５特定個人情報の提供・移転
移転先５
②移転先における用途

保育料の賦課
１　保育料の賦課・徴収
２　保育施設の利用調整事務
３　地域子ども・子育て支援事業の利用料賦課

事後

令和3年8月27日

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要
（個人住民税システム）
５特定個人情報の提供・移転
移転先５
⑤移転する情報の対象となる
本人の範囲

保育所入所児童の保護者世帯 保育施設申込・利用児童の扶養義務者 事後

令和3年8月27日

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要
（個人住民税システム）
５特定個人情報の提供・移転
移転先９
⑥移転方法

その他（税オンライン） 庁内連携システム 事後

納付方法の追加のため重要
な変更に該当しない

納付方法の追加のため重要
な変更に該当しない

令和３年９月１日施行の番号
法改正による

令和３年９月１日施行の番号
法改正による

委託先業者の社名変更のた
め、重要な変更に該当しない

委託先業者の社名変更のた
め、重要な変更に該当しない

委託先業者の変更のため、重
要な変更に該当しない

令和３年９月１日施行の番号
法改正による

令和３年９月１日施行の番号
法改正による

令和３年９月１日施行の番号
法改正による

記載内容を正確化したため重
要な変更に該当しない。

記載内容を正確化したため重
要な変更に該当しない。

条例等に基づく表記の変更の
ため、重要な変更に該当しな
い

連携方法の変更のため、重要
な変更に該当しない
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提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

令和3年8月27日

（別紙）
Ⅱ特定個人ファイルの概要
（個人住民税）

（追加）

項番
「30　社会福祉協議会　社会福祉法による生計
困難者に対して無利子又は低利で資金を融通
する事業の実施に関する事務であって主務省
令で定めるもの」、
「121　公的給付の支給等の迅速かつ確実な実
施のための預貯金口座の登録等に関する法律
第十条に規定する特定公的給付の支給を実施
する行政機関の長等　公的給付の支給等の迅
速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録
等に関する法律による特定公的給付の支給を
実施するための基礎とする情報の管理に関す
る事務であって主務省令で定めるもの」　を追
加

事後

令和3年8月27日

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要
（軽自動車税システム）
４特定個人情報ファイルの取
扱いの委託
委託事項１
⑥委託先名

富士通株式会社　関東支社 富士通Japan株式会社　関越支社 事後

令和3年8月27日

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要
（軽自動車税システム）
４特定個人情報ファイルの取
扱いの委託
委託事項３
⑥委託先名

富士通株式会社　関東支社 富士通Japan株式会社　関越支社 事後

令和3年9月1日

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要
（固定資産税システム）
３特定個人情報の入手・使用
④入手に係る妥当性
４情報提供ネットワークシステ
ムにより入手

番号法第19条第7号による。～ 番号法第19条第８号による。～ 事前

令和3年9月1日

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要
（固定資産税システム）
３特定個人情報の入手・使用
⑤本人への明示
４情報提供ネットワークシステ
ムにより入手

番号法第19条第7号による。～ 番号法第19条第８号による。～ 事前

令和3年8月27日

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要
（固定資産税システム）
４特定個人情報ファイルの取
扱いの委託
委託事項１
⑥委託先名

富士通株式会社　関東支社 富士通Japan株式会社　関越支社 事後

令和3年8月27日

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要
（固定資産税システム）
４特定個人情報ファイルの取
扱いの委託
委託事項３
⑥委託先名

富士通株式会社　関東支社 富士通Japan株式会社　関越支社 事後

令和3年8月27日

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要
（固定資産税システム）
４特定個人情報ファイルの取
扱いの委託
委託事項６
⑥委託先名

TIS株式会社 株式会社インテック 事後

令和3年8月27日

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要
（滞納整理システム）
４特定個人情報ファイルの取
扱いの委託
委託事項１
⑥委託先名

富士通株式会社　関東支社 富士通Japan株式会社　関越支社 事後

令和3年8月27日

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要
（滞納整理システム）
４特定個人情報ファイルの取
扱いの委託
委託事項３
⑥委託先名

富士通株式会社　関東支社 富士通Japan株式会社　関越支社 事後

令和3年8月27日

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要
（収納システム）
４特定個人情報ファイルの取
扱いの委託
委託事項１
⑥委託先名

富士通株式会社　関東支社 富士通Japan株式会社　関越支社 事後

令和3年8月27日

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要
（収納システム）
４特定個人情報ファイルの取
扱いの委託
委託事項３
⑥委託先名

富士通株式会社　関東支社 富士通Japan株式会社　関越支社 事後

令和3年8月27日

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要
（別紙２）特定個人情報ファイ
ル記録項目
個人住民税賦課業務

1.更新年月日、（中略）、440.特記情報-ＮＣ
1.更新年月日、（中略）、440.特記情報-ＮＣ、
441.所得金額調整控除適用フラグ

事後

別表第二の改正による変更の
ため、重要な変更に該当しな
い

委託先業者の社名変更のた
め、重要な変更に該当しない

委託先業者の社名変更のた
め、重要な変更に該当しない

令和３年９月１日施行の番号
法改正による

令和３年９月１日施行の番号
法改正による

委託先業者の社名変更のた
め、重要な変更に該当しない

委託先業者の社名変更のた
め、重要な変更に該当しない

委託先業者の変更のため、重
要な変更に該当しない

委託先業者の社名変更のた
め、重要な変更に該当しない

委託先業者の社名変更のた
め、重要な変更に該当しない

委託先業者の社名変更のた
め、重要な変更に該当しない

委託先業者の社名変更のた
め、重要な変更に該当しない

税制改正によるもので重要な
変更に該当しない
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提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

令和3年9月1日

Ⅲ特定個人情報ファイルの取
扱いプロセスにおけるリスク対
策
５　特定個人情報ファイルの
提供・移転
リスク１
特定個人情報の提供・移転の
記録
具体的な方法

２　番号法第19条第９号に基づく提供 ２　番号法第19条第10号に基づく提供 事前

令和3年9月1日

Ⅲ特定個人情報ファイルの取
扱いプロセスにおけるリスク対
策
５　特定個人情報ファイルの
提供・移転
リスク２
リスクに対する措置の内容

２　番号法第19条第９号に基づく提供 ２　番号法第19条第10号に基づく提供 事前

令和4年7月8日

Ⅰ．基本情報
７．評価実施機関における担
当部署
①部署

さいたま市 財政局 税務部 市民税課
さいたま市　財政局　税務部　固定資産税課
さいたま市　財政局　税務部　収納対策課

さいたま市 財政局 税務部 税制課
さいたま市 財政局 税務部 市民税課
さいたま市　財政局　税務部　固定資産税課
さいたま市　財政局　税務部　収納対策課

事後

令和4年7月8日

Ⅰ．基本情報
７．評価実施機関における担
当部署
②所属長の役職名

市民税課長
固定資産税課長
収納対策課長

税制課長
市民税課長
固定資産税課長
収納対策課長

事後

令和4年7月8日

Ⅱ．ファイルの概要（個人住民
税）
４．特定個人情報ファイルの
取扱の委託
委託事項１　統合基盤システ
ムに関するシステム保守
⑥委託先名

富士通Japan株式会社　関越支社 富士通Japan株式会社　埼玉支社 事後

令和4年7月8日

Ⅱ．ファイルの概要（個人住民
税）
４．特定個人情報ファイルの
取扱の委託
委託事項３　個人住民税シス
テムアプリケーション
⑥委託先名

富士通Japan株式会社　関越支社 富士通Japan株式会社　埼玉支社 事後

令和4年7月8日

Ⅱ．ファイルの概要（個人住民
税）
４．特定個人情報ファイルの
取扱の委託
委託事項４　課税資料の整理
⑥委託先名

株式会社プリマジェスト トッパン・フォームズ株式会社　埼玉営業所 事後

令和4年7月8日

Ⅱ．ファイルの概要（個人住民
税）
４．特定個人情報ファイルの
取扱の委託
委託事項１４　課税資料の
データエントリ
委託先名

株式会社マイクロフィッシュ　東京営業所 シティコンピュータ株式会社東京支社 事後

令和4年7月8日

Ⅱ．ファイルの概要（個人住民
税）
５．特定個人情報の提供・移
転（委託に伴うものを除く）
提供・移転の有無

移転を行っている　１２件 移転を行っている　１３件 事後

令和4年7月8日

Ⅱ．ファイルの概要（個人住民
税）
５．特定個人情報の提供・移
転
移転先２　保健福祉局　長寿
応援部　介護保険課
⑦時期・頻度

年１回（６月）
２ヶ月１回（追加補足分）
月１回（異動分）

年１回（６月）
月２回（異動分）

事後

令和4年7月8日

Ⅱ．ファイルの概要（個人住民
税）
５．特定個人情報の提供・移
転
移転先４　子ども未来局　子ど
も育成部　子育て支援政策課
②移転先における用途

１　児童手当の給付等
２　児童扶養手当の給付等
３　母子及び父子並びに寡婦福祉法による資金
の貸し付けに関する事務
４　母子及び父子並びに寡婦福祉法による給付
金の支給に関する事務

１　児童手当の給付等
２　児童扶養手当の給付等
３　母子及び父子並びに寡婦福祉法による資金
の貸し付けに関する事務
４　母子及び父子並びに寡婦福祉法による給付
金の支給に関する事務
５　子育て世帯への特別給付金給付事業

事後

令和4年7月8日

Ⅱ．ファイルの概要（個人住民
税）
５．特定個人情報の提供・移
転
移転先４　子ども未来局　子ど
も育成部　子育て支援政策課
⑤移転する情報の対象となる
本人の範囲

１　児童手当支給対象者及び世帯員
２　児童扶養手当支給対象者及び世帯員
３　母子及び父子並びに寡婦福祉法による資金
の貸付対象者
４　母子及び父子並びに寡婦福祉法による給付
金支給対象者及び世帯員

１　児童手当支給対象者及び世帯員
２　児童扶養手当支給対象者及び世帯員
３　母子及び父子並びに寡婦福祉法による資金
の貸付対象者
４　母子及び父子並びに寡婦福祉法による給付
金支給対象者及び世帯員
５　子育て世帯への特別給付金事業の対象者
及び世帯員

事後

令和３年９月１日施行の番号
法改正による

令和３年９月１日施行の番号
法改正による

税制課において、電子申請に
よる税証明の発行業務を所管
しており、税証明の発行も特
定個人情報ファイルを取り扱
う事務とされたため。

税制課において、電子申請に
よる税証明の発行業務を所管
しており、税証明の発行も特
定個人情報ファイルを取り扱
う事務とされたため。

委託先業者の社名変更のた
め、重要な変更に該当しな
い。

委託先業者の社名変更のた
め、重要な変更に該当しな
い。

委託先業者の変更のため、重
要な変更に該当しない。

委託先業者の変更のため、重
要な変更に該当しない。

住民税非課税世帯等に対す
る臨時特別給付金給付事業
に係る事務の開始に伴い移
転先に追加したため。

記載内容を正確化したため重
要な変更に該当しない。

子育て世帯への特別給付金
給付事の開始に伴う追加。

子育て世帯への特別給付金
給付事の開始に伴う追加。
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提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

令和4年7月8日

Ⅱ．ファイルの概要（個人住民
税）
５．特定個人情報の提供・移
転
移転先６　保健福祉局　福祉
部　障害支援課
⑤移転する情報の対象となる
本人の範囲

本人及び世帯主 本人及び世帯 事後

令和4年7月8日

Ⅱ．ファイルの概要（個人住民
税）
５．特定個人情報の提供・移
転
移転先１２

子ども未来局　子ども家庭総合センター　総務
課

子ども未来局　子ども家庭総合センター　子ども
家庭支援課

事後

令和4年7月8日

Ⅱ．ファイルの概要（個人住民
税）
５．特定個人情報の提供・移
転
移転先

- 移転先１３を新規追加 事後

令和4年7月8日

Ⅱ．ファイルの概要（個人住民
税）
６．特定個人情報の保管・消
去
③消去方法
２　中間サーバ・プラットフォー
ムにおける措置

（１）
（２）ディスク交換やハード更改等の際は、中間
サーバ・プラットフォームの保守・運用を行う事
業者において、保存された情報が読み出しでき
ないよう、物理的破壊又は専用ソフト等を利用
して完全に消去する。

（１）
（２）ディスク交換やハード更改等の際は、中間
サーバ・プラットフォームの保守・運用を行う事
業者において、保存された情報が読み出しでき
ないよう、物理的破壊により完全に消去する。

事後

令和4年7月8日
（別紙）Ⅱファイルの概要（個
人住民税）

・別紙（番号法第19条第7号別表第2に定める事
務）

・別紙（番号法第19条第8号別表第2に定める事
務）

事後

令和4年7月8日

Ⅱ．ファイルの概要（軽自動車
税）
4．特定個人情報ファイルの取
扱いの委託
委任事項１
⑥委託先名

富士通Japan株式会社　関越支社 富士通Japan株式会社　埼玉支社 事後

令和4年7月8日

Ⅱ．ファイルの概要（軽自動車
税）
4．特定個人情報ファイルの取
扱いの委託
委任事項３
⑥委託先名

富士通Japan株式会社　関越支社 富士通Japan株式会社　埼玉支社 事後

令和4年7月8日

Ⅱ．ファイルの概要（軽自動車
税）
６．特定個人情報の保管・消
去
③消去方法
２　中間サーバーにおける措
置

（２）ディスク交換やハード更改等の際は、中間
サーバの保守・運用を行う事業者において、保
存された情報が読み出しできないよう、物理的
破壊又は専用ソフト等を利用して完全に消去す
る。

（２）ディスク交換やハード更改等の際は、中間
サーバの保守・運用を行う事業者において、保
存された情報が読み出しできないよう、物理的
破壊により完全に消去する。

事後

令和4年7月8日

Ⅱ．リスク対策（プロセス）
５．特定個人情報の提供・移
転
リスク１：不正な提供・移転が
行われるリスク
特定個人情報の提供・移転の
記録
具体的な方法

（１）eLTAXより入手するもの
　ア
　イ　審査システム及び国税連携システムで情
報連携を行う場合、電子データについては、番
号法施行規則第20条第２号の規定に基づく、安
全性及び信頼性を確保するために必要な基準
として、内閣総理大臣が定める基準に従って行
う。

（１）eLTAXより入手するもの
　ア
　イ　審査システム及び国税連携システムで情
報連携を行う場合、電子データについては、番
号法施行規則第20条第３号の規定に基づく、安
全性及び信頼性を確保するために必要な基準
として、内閣総理大臣が定める基準に従って行
う。

事後

令和4年7月8日

Ⅱ．リスク対策（プロセス）
５．特定個人情報の提供・移
転
リスク２：不適切な方法で提
供・移転が行われるリスク
リスクに対する措置の内容

４　eLTAXからの入手分に対する措置
（１）審査システム及び国税連携システムで提供
する電子データについては、番号法施行規則第
20条第２号の規定に基づき、安全性及び信頼
性を確保するために必要な基準として、内閣総
理大臣が定める基準に従って行う。

４　eLTAXからの入手分に対する措置
（１）審査システム及び国税連携システムで提供
する電子データについては、番号法施行規則第
20条第３号の規定に基づき、安全性及び信頼
性を確保するために必要な基準として、内閣総
理大臣が定める基準に従って行う。

事後

令和4年7月8日

Ⅱ．リスク対策（プロセス）
５．特定個人情報の提供・移
転
リスク３：誤った情報を提供・
移転してしまうリスク、誤った
相手に提供・移転してしまうリ
スク
リスクに対する措置の内容

４　eLTAXからの入手分に対する措置
（１）審査システム及び国税連携システムで提供
する電子データについては、番号法施行規則第
20条第２号の規定に基づき、安全性及び信頼
性を確保するために必要な基準として、内閣総
理大臣が定める基準に従って行う。

４　eLTAXからの入手分に対する措置
（１）審査システム及び国税連携システムで提供
する電子データについては、番号法施行規則第
20条第３号の規定に基づき、安全性及び信頼
性を確保するために必要な基準として、内閣総
理大臣が定める基準に従って行う。

事後

令和4年7月8日

Ⅱ．リスク対策（プロセス）
６．情報提供ネットワークシス
テムとの接続
リスク２：安全が保たれない方
法によって入手が行われるリ
スク
リスクに対する措置の内容
２　中間サーバ・ソフトウェアに
おける措置

　中間サーバは、個人情報保護委員会との協
議を経て、総務大臣が設置・管理する情報提供
ネットワークシステムを使用した特定個人情報
の入手のみ実施できるよう設計し、安全性を確
保する。

　中間サーバは、個人情報保護委員会との協
議を経て、内閣総理大臣が設置・管理する情報
提供ネットワークシステムを使用した特定個人
情報の入手のみ実施できるよう設計し、安全性
を確保する。

事後

記載内容を正確化したため重
要な変更に該当しない。

組織の再編による変更のため
重要な変更に当たらない。

住民税非課税世帯等に対す
る臨時特別給付金給付事業
に係る事務の開始に伴う追
加。

「情報システム機器の廃棄等
時におけるセキュリティの確保
について」（令和2年5月22日
付け総行情第77号総務自治
行政局地域情報政策室長通
知）の該当箇所に基づき、物
理的破壊のみを手段とするこ
ととしたため。

法令改正等により重要な変更
に該当しない。

委託先業者の社名変更のた
め、重要な変更に該当しな
い。

委託先業者の社名変更のた
め、重要な変更に該当しな
い。

「情報システム機器の廃棄等
時におけるセキュリティの確保
について」（令和2年5月22日
付け総行情第77号総務自治
行政局地域情報政策室長通
知）の該当箇所に基づき、物
理的破壊のみを手段とするこ
ととしたため。

法令改正等により重要な変更
に該当しない。

法令改正等により重要な変更
に該当しない。

法令改正等により重要な変更
に該当しない。

法令改正等により重要な変更
に該当しないため
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提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

令和4年7月8日

Ⅱ．リスク対策（プロセス）
６．情報提供ネットワークシス
テムとの接続
リスク３：入力した特定個人情
報が不正確であるリスク
リスクに対する措置の内容
３　中間サーバ・ソフトウェアに
おける措置

中間サーバは、個人情報保護委員会との協議
を経て、総務大臣が設置・管理する情報提供
ネットワークシステムを使用して、符号により紐
付けられた照会対象者に係る特定個人情報を
入手し、正確な照会対象者に係る特定個人情
報を入手することを確保する。

中間サーバは、個人情報保護委員会との協議
を経て、内閣総理大臣が設置・管理する情報提
供ネットワークシステムを使用して、符号により
紐付けられた照会対象者に係る特定個人情報
を入手し、正確な照会対象者に係る特定個人
情報を入手することを確保する。

事後

令和4年7月8日

Ⅱ．リスク対策（プロセス）
７．特定個人情報の保管・消
去
リスク１：特定個人情報の漏え
い・滅失・毀損リスク
⑨過去３年以内に、評価実施
機関において、個人情報に関
する重大事故が発生したか

発生あり 発生なし 事後

令和4年7月8日

Ⅱ．リスク対策（プロセス）
７．特定個人情報の保管・消
去
リスク１：特定個人情報の漏え
い・滅失・毀損リスク
⑨過去４年以内に、評価実施
機関において、個人情報に関
する重大事故が発生したか
その内容

市に紙で提出された特定個人情報を含む給与
支払報告書等の課税資料のデータ入力業務の
委託において、委託先が市の許諾を得ることな
く再委託したもの（別添のとおり）

- 事後

令和4年7月8日

Ⅱ．リスク対策（プロセス）
７．特定個人情報の保管・消
去
リスク１：特定個人情報の漏え
い・滅失・毀損リスク
⑨過去５年以内に、評価実施
機関において、個人情報に関
する重大事故が発生したか
再発防止策の内容

特定個人情報を取り扱う業務を委託する場合
には、契約締結時に再委託の予定の有無につ
いて委託先から書面で報告を求めるとともに、
原則として作業実施期間中に委託先の作業実
施場所へ立入調査を行う（立入調査の実施が
困難である場合は、委託先が作成した報告書
等を確認する。）

- 事後

令和4年7月8日
（別添）重大事故について
（H30.4.27から3年間つける）

（シート） （シートごと削除） 事後

令和4年7月8日

Ⅱ．リスク対策（プロセス）
７．特定個人情報の保管・消
去
リスク３：特定個人情報が消去
されずにいつまでも存在する
リスク
消去手順
手順の内容

２　磁気ディスクの廃棄は、要領・手順書等に基
づき、専用ソフトによるフォーマット、物理的粉砕
等を行うことにより、内容を読み出すことができ
ないようにし、磁気ディスク管理簿にその記録を
残す。

２　磁気ディスクの廃棄は、要領・手順書等に基
づき、物理的粉砕等を行うことにより、内容を読
み出すことができないようにし、磁気ディスク管
理簿にその記録を残す。

事後

令和4年7月8日

Ⅴ．開示請求、問い合わせ
２．特定個人情報ファイルの
取扱いに関する問合せ
①連絡先

さいたま市財政局税務部市民税課
住所：〒330-9588　さいたま市浦和区常盤六丁
目4番4号
電話番号：048-829-1913
FAX番号 ：048-829-1986

さいたま市財政局税務部税制課
住所：〒330-9588　さいたま市浦和区常盤六丁
目4番4号
電話番号：048-829-1160
FAX番号 ：048-829-1986

事後

令和4年7月8日

Ⅱ．ファイルの概要（固定資産
税）
４．特定個人情報ファイルの
取扱の委託
委託事項１　統合基盤システ
ムに関するシステム保守
⑥委託先名

富士通Japan株式会社　関越支社 富士通Japan株式会社　埼玉支社 事後

令和4年7月8日

Ⅱ．ファイルの概要（固定資産
税）
４．特定個人情報ファイルの
取扱の委託
委託事項３　固定資産税シス
テムのアプリケーション保守
⑥委託先名

富士通Japan株式会社　関越支社 富士通Japan株式会社　埼玉支社 事後

令和4年7月8日

Ⅱ．ファイルの概要（固定資産
税）
６．特定個人情報の保管・消
去
③消去方法
２　中間サーバ・プラットフォー
ムにおける措置

（２）ディスク交換やハード更改等の際は、中間
サーバ・プラットフォームの保守・運用を行う事
業者において、保存された情報が読み出しでき
ないよう、物理的破壊又は専用ソフト等を利用
して完全に消去する。

（２）ディスク交換やハード更改等の際は、中間
サーバ・プラットフォームの保守・運用を行う事
業者において、保存された情報が読み出しでき
ないよう、物理的破壊により完全に消去する。

事後

令和4年7月8日

Ⅱファイルの概要（滞納整理）
６．特定個人情報の保管・消
去
③消去方法

物理的破壊又は専用ソフト等を利用して 物理的破壊して 事後

法令改正等により重要な変更
に該当しないため

データ入力業務の無許諾再
委託の発覚から3年を経過し
たため

データ入力業務の無許諾再
委託の発覚から3年を経過し
たため

データ入力業務の無許諾再
委託の発覚から3年を経過し
たため

データ入力業務の無許諾再
委託の発覚から3年を経過し
たため

「情報システム機器の廃棄等
時におけるセキュリティの確保
について」（令和2年5月22日
付け総行情第77号総務自治
行政局地域情報政策室長通
知）の該当箇所に基づき、物
理的破壊のみを手段とするこ
ととしたため。

税制課が特定個人j情報を取
り扱う課となったことから、今
後、部筆頭課である税制課に
て取りまとめを行うため。

委託先業者の社名変更のた
め、重要な変更に該当しな
い。

委託先業者の社名変更のた
め、重要な変更に該当しな
い。

「情報システム機器の廃棄等
時におけるセキュリティの確保
について」（令和2年5月22日
付け総行情第77号総務自治
行政局地域情報政策室長通
知）の該当箇所に基づき、物
理的破壊のみを手段とするこ
ととしたため。

「情報システム機器の廃棄等
時におけるセキュリティの確保
について」（令和2年5月22日
付け総行情第78号総務自治
行政局地域情報政策室長通
知）の該当箇所に基づき、物
理的破壊のみを手段とするこ
ととしたため。
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提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

令和4年7月8日

Ⅱファイルの概要（収納）
７．特定個人情報の保管・消
去
③消去方法

物理的破壊又は専用ソフト等を利用して 物理的破壊して 事後

令和4年7月8日

Ⅱファイルの概要（滞納整理）
４．特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
委託事項１、３
⑥委託先名

富士通Japan株式会社　関越支社 富士通Japan株式会社　埼玉支社 事後

令和4年7月8日

Ⅱファイルの概要（収納）
４．特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
委託事項１、３
⑥委託先名

富士通Japan株式会社　関越支社 富士通Japan株式会社　埼玉支社 事後

令和5年8月15日

Ⅰ　基本情報
４．特定個人情報ファイルを取
り扱う理由
①事務実施上の必要性

Ⅱ．軽自動車税（種別割）特定個人情報ファイ
ル
１　番号制度に関する税制上の措置として、減
免申請書等に個人番号の記載を求める措置が
講じられたところである。このため、個人番号付
きの減免申請書等を受付することとなり、受付
した減免申請書等に記載された申請情報は軽
自動車税システムに入力し、そのデータを元に
減免等の処理が行われる。したがって軽自動車
税システムにて特定個人情報ファイルを保有す
ることとなる。
２　減免事務等で本人確認の際に個人番号を
確認する事務が番号法により求められる。

Ⅱ．軽自動車税（種別割）特定個人情報ファイ
ル
　１　番号制度に関する税制上の措置として、減
免申請書等に個人番号の記載を求める措置が
講じられたところである。このため、個人番号付
きの減免申請書等を受付することとなり、受付
した減免申請書等に記載された申請情報は軽
自動車税システムに入力し、そのデータを元に
減免等の処理が行われる。したがって軽自動車
税システムにて特定個人情報ファイルを保有す
ることとなる。
　２　減免事務等で本人確認の際に個人番号を
確認する事務が番号法により求められる。

事後

令和5年8月15日

Ⅰ　基本情報
６　情報提供ネットワークシス
テムによる情報連携 ※
②法令上の根拠

Ⅲ． 固定資産税及び都市計画税特定個人情
報ファイル
　番号法第19条第８号及び番号法別表第２の
第１欄（情報照会者）が「市町村長」の項のう
ち、第２欄（事務）が「地方税法その他の地方税
に関する法律及びこれらの法律に基づく条例に
よる地方税の賦課徴収に関する事務」となって
いるもの（27の項）により、以下の情報照会が可
能と定められている。
　（１）「都道府県知事等」より「生活保護関係情
報であって主務省令で定めるもの」
　（２）「市町村長」より「地方税関係情報又は住
民票関係情報であって主務省令で定めるもの」

Ⅲ． 固定資産税及び都市計画税特定個人情
報ファイル
　番号法第19条第８号及び番号法別表第２の
第１欄（情報照会者）が「市町村長」の項のう
ち、第２欄（事務）が「地方税法その他の地方税
に関する法律及びこれらの法律に基づく条例に
よる地方税の賦課徴収に関する事務」となって
いるもの（27の項）により、以下の情報照会が可
能と定められている。
　１　「都道府県知事等」より「生活保護関係情
報であって主務省令で定めるもの」
　２　「市町村長」より「地方税関係情報又は住
民票関係情報であって主務省令で定めるもの」

事後

令和5年8月15日

Ⅰ.基本情報
７．評価実施機関における担
当部署
①部署

さいたま市 財政局 税務部 税制課
さいたま市 財政局 税務部 市民税課
さいたま市　財政局　税務部　固定資産税課
さいたま市　財政局　税務部　収納対策課

さいたま市 財政局 税務部 税制課
さいたま市 財政局 税務部 市民税課
さいたま市 財政局 税務部 固定資産税課
さいたま市 財政局 税務部 収納対策課

事後

令和5年8月15日

別紙 事務において使用する
システム
Ⅳ．滞納整理業務
２．特定個人情報ファイルを取
り扱う事務において使用する
システム
システム6

なし
（追加）
財産調査システム

事後

令和5年8月15日

別紙 事務において使用する
システム
Ⅴ．収納業務
２．特定個人情報ファイルを取
り扱う事務において使用する
システム
システム９

なし
（追加）
番号連携サーバ（団体内統合宛名システム）

事後

令和5年8月15日

別紙 事務において使用する
システム
Ⅴ．収納業務
２．特定個人情報ファイルを取
り扱う事務において使用する
システム
システム１０

なし
（追加）
中間サーバ

事後

令和5年8月15日
別添１　事務の内容　滞納整
理業務　図

なし
（追加）
図中に「財産調査システム」を追加

事後

令和5年8月15日
別添１　事務の内容　滞納整
理業務　図

電話催告センター業務委託先 納税コールセンター業務委託先 事後

令和5年8月15日
別添１　事務の内容　収納業
務　図

なし
（追加）
図中に「番号連携サーバ」「中間サーバ」「情報
ネットワークシステム」を追加

事後

「情報システム機器の廃棄等
時におけるセキュリティの確保
について」（令和2年5月22日
付け総行情第79号総務自治
行政局地域情報政策室長通
知）の該当箇所に基づき、物
理的破壊のみを手段とするこ
ととしたため。

委託先業者の社名変更のた
め、重要な変更に該当しな
い。

委託先業者の社名変更のた
め、重要な変更に該当しな
い。

軽微な修正のため重要な変
更に該当しない。

軽微な修正のため重要な変
更に該当しない。

軽微な修正のため重要な変
更に該当しない。

システムの追加に伴うものだ
が、重要な変更に該当しな
い。

法令改正等により重要な変更
に該当しない。

法令改正等により重要な変更
に該当しない。

システムの追加に伴うものだ
が、重要な変更に該当しな
い。

直近の契約実績を反映したも
のであるため、重要な変更に
該当しない。

法令改正等により重要な変更
に該当しない。
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提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

令和5年8月15日
（別添1）事務内容（収納）
（備考）④

過誤納が発生した場合、還付・充当を行い、還
付充当通知書を送付する。（国民健康保険税に
充当する場合もあるため、国民健康保険システ
ムと未納情報について連携する。）還付先口座
の指定を受け次第、該当の口座に還付金の振
込を行う。

過誤納が発生した場合、還付・充当を行い、還
付充当通知書を送付する。（国民健康保険税に
充当する場合もあるため、国民健康保険システ
ムと未納情報について連携する。）還付先口座
の指定を受け次第、該当の口座に還付金の振
込を行う。また、公金受取口座の指定を受けた
場合は、情報提供ネットワークシステムより口
座登録・連携ファイル関係情報を取得する。

事後

令和5年8月15日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要（個人住民税）
３　特定個人情報の入手・使
用
①入手元

評価実施機関内の他部署
（区政推進部、生活福祉課、介護保険課、障害
支援課、国民健康保険課、年金医療課、児童
相談所）

評価実施機関内の他部署
（区政推進部、生活福祉課、介護保険課、障害
福祉課、国保年金課、児童相談所）

事後

令和5年8月15日

Ⅱ．ファイルの概要（個人住民
税）
５．特定個人情報の提供・移
転
委託事項４
⑥委託先名

トッパン・フォームズ株式会社　埼玉営業所 TOPPANエッジ株式会社　埼玉営業所 事後

令和5年8月15日

Ⅱ．ファイルの概要（個人住民
税）
５．特定個人情報の提供・移
転
委託事項１２
⑥委託先名

株式会社コタニ　浦和営業所 東洋印刷株式会社　埼玉営業所 事後

令和5年8月15日

Ⅱ．ファイルの概要（個人住民
税）
５．特定個人情報の提供・移
転
移転先１

保健福祉局　福祉部　国民健康保険課 福祉局　生活福祉部　国保年金課 事後

令和5年8月15日

Ⅱ．ファイルの概要（個人住民
税）
５．特定個人情報の提供・移
転
移転先１
②移転先における用途

国民健康保険税の賦課・給付等

１　国民健康保険税の賦課・給付等
２　後期高齢者医療保険料の賦課・給付等
３　国民年金保険料免除に関する所得確認及
び無拠出障害基礎年金等受給者の所得確認
４　年金生活者支援給付金の支給対象候補者
の所得確認
５　ひとり親家庭等医療費受給資格の判定

事後

令和5年8月15日

Ⅱ．ファイルの概要（個人住民
税）
５．特定個人情報の提供・移
転
移転先１
③移転する情報

各種所得額、住民税課税状況、申告区分等
各種所得額、住民税課税状況、申告区分、扶
養者情報等

事後

令和5年8月15日

Ⅱ．ファイルの概要（個人住民
税）
５．特定個人情報の提供・移
転
移転先１
⑤移転する情報の対象となる
本人の範囲

国民健康保険被保険者及び世帯員

１　国民健康保険被保険者及び世帯員
２　後期高齢者医療被保険者及び世帯員
３　国民年金第１号被保険者、配偶者及び世帯
主
　　無拠出障害基礎年金、特別障害給付金、老
齢福祉年金受給者及び世帯員
４　年金生活者支援給付金の支給対象候補者
及び世帯員
５　ひとり親家庭等医療費受給者

事後

令和5年8月15日

Ⅱ．ファイルの概要（個人住民
税）
５．特定個人情報の提供・移
転
移転先１
⑥移転方法

［〇］　庁内連携システム
［〇］　その他（税オンライン）

［〇］　庁内連携システム
［〇］　電子記録媒体（フラッシュメモリを除く）
［〇］　その他（税オンライン）

事後

令和5年8月15日

Ⅱ．ファイルの概要（個人住民
税）
５．特定個人情報の提供・移
転
移転先２

保健福祉局　長寿応援部　介護保険課 福祉局　長寿応援部　介護保険課 事後

令和5年8月15日

Ⅱ．ファイルの概要（個人住民
税）
５．特定個人情報の提供・移
転
移転先３

－
削除
※組織の再編により、変更前の移転先３に関す
る内容を移転先１へと統合

事後

令和5年8月15日

Ⅱ．ファイルの概要（個人住民
税）
５．特定個人情報の提供・移
転

移転先４～移転先１３
移転先３～移転先１２
　※１ずつ記載を繰り上げ

事後

令和5年8月15日

Ⅱ．ファイルの概要（個人住民
税）
５．特定個人情報の提供・移
転
移転先３

子ども未来局　子ども育成部　子育て支援政策
課

子ども未来局　子ども育成部　子育て支援課 事後

法令改正等により重要な変更
に該当しない。

組織の再編による変更のため
重要な変更に当たらない。

委託先業者の社名変更のた
め、重要な変更に該当しな
い。

直近の契約実績を反映したも
のであるため、重要な変更に
該当しない。

組織の再編による変更のため
重要な変更に当たらない。

組織の再編による変更のため
重要な変更に当たらない。

組織の再編による変更のため
重要な変更に当たらない。

組織の再編による変更のため
重要な変更に当たらない。

組織の再編による変更のため
重要な変更に当たらない。

組織の再編による変更のため
重要な変更に当たらない。

組織の再編による変更のため
重要な変更に当たらない。

組織の再編による変更のため
重要な変更に当たらない。

組織の再編による変更のため
重要な変更に当たらない。
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提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

令和5年8月15日

Ⅱ．ファイルの概要（個人住民
税）
５．特定個人情報の提供・移
転
移転先４

子ども未来局　幼児未来部　保育課 子ども未来局　子育て未来部　保育課 事後

令和5年8月15日

Ⅱ．ファイルの概要（個人住民
税）
５．特定個人情報の提供・移
転
移転先５

保健福祉局　福祉部　障害支援課 福祉局　障害福祉部　障害福祉課 事後

令和5年8月15日

Ⅱ．ファイルの概要（個人住民
税）
５．特定個人情報の提供・移
転
移転先６

保健福祉局　福祉部　生活福祉課 福祉局　生活福祉部　生活福祉課 事後

令和5年8月15日

Ⅱ．ファイルの概要（個人住民
税）
５．特定個人情報の提供・移
転
移転先７

保健福祉局　保健所　疾病予防対策課 保健衛生局　保健所　疾病対策課 事後

令和5年8月15日

Ⅱ．ファイルの概要（個人住民
税）
５．特定個人情報の提供・移
転
移転先８

子ども未来局　子ども育成部　青少年育成課
子ども未来局　子育て未来部　幼児・放課後児
童課

事後

令和5年8月15日

Ⅱ．ファイルの概要（個人住民
税）
５．特定個人情報の提供・移
転
移転先１０

保健福祉局　保健所　地域保健支援課 保健衛生局　保健所　地域保健支援課 事後

令和5年8月15日

Ⅱ．ファイルの概要（個人住民
税）
５．特定個人情報の提供・移
転
移転先１２

保健福祉局　福祉部　福祉総務課 福祉局　生活福祉部　福祉総務課 事後

令和5年8月15日

Ⅱ．ファイルの概要（個人住民
税）
５．特定個人情報の提供・移
転
移転先１２
②移転先における用途

住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金
給付事業に係る事務

１　住民税非課税世帯等に対する臨時特別給
付金給付事業に係る事務
２　電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給
付金に関する事務

事後

令和5年8月15日

Ⅱ．ファイルの概要（個人住民
税）
５．特定個人情報の提供・移
転
移転先１２
②移転する情報の対象となる
本人の範囲

①令和3年度及び令和4年度住民税均等割が
非課税である世帯
②家計急変世帯（住民税が非課税である世帯
と同様の事情にあると認められる世帯）

１　令和4年度及び令和5年度住民税均等割が
非課税である世帯
２　家計急変世帯（住民税が非課税である世帯
と同様の事情にあると認められる世帯）

事後

令和5年8月15日

Ⅱ．ファイルの概要（個人住民
税）
５．特定個人情報の提供・移
転
移転先１２
⑦時期・頻度

随時（移転する期間は、令和3年12月22日～令
和4年12月28日）
２月（１回）、３月（３回）、６月（１回）

随時 事後

令和5年8月15日

Ⅱ．ファイルの概要（軽自動車
税）
５．特定個人情報の提供・移
転
移転先１

保健福祉局　福祉部　生活福祉課 福祉局　生活福祉部　生活福祉課 事後

令和5年8月15日

Ⅱファイルの概要（滞納整理）
３．特定個人情報の入手・使
用
①入手元　評価実施期間内の
他部署

区政推進部、市民税課、固定資産税課、国民
健康保険課

区政推進部、市民税課、固定資産税課、国保
年金課

事後

令和5年8月15日

Ⅱファイルの概要（滞納整理）
３．特定個人情報の入手・使
用
⑦使用の主体　使用部署

北部・南部市税事務所納税課、納税調査課、収
納対策課、さいたま市納税催告センター

北部・南部市税事務所納税課、納税調査課、収
納対策課

事後

令和5年8月15日

Ⅱファイルの概要（滞納整理）
４．特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
委託事項６

さいたま市納税催告センターにおける電話催告
事務

納税コールセンターにおける電話催告事務 事後

組織の再編による変更のため
重要な変更に当たらない。

組織の再編による変更のため
重要な変更に当たらない。

組織の再編による変更のため
重要な変更に当たらない。

組織の再編による変更のため
重要な変更に当たらない。

組織の再編による変更のため
重要な変更に当たらない。

組織の再編による変更のため
重要な変更に当たらない。

組織の再編による変更のため
重要な変更に当たらない。

電力・ガス・食料品等価格高
騰重点支援給付金事務の開
始に伴う追加。

電力・ガス・食料品等価格高
騰重点支援給付金事務の開
始に伴う修正。

電力・ガス・食料品等価格高
騰重点支援給付金事務の開
始に伴う修正。

組織の再編による変更のため
重要な変更に当たらない。

組織の再編による変更のため
重要な変更に当たらない。

記載内容を正確化したため重
要な変更に該当しない。

直近の契約実績を反映したも
のであるため、重要な変更に
該当しない。
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提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

令和5年8月15日

Ⅱファイルの概要（滞納整理）
４．特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
委託事項６
⑥委託先名

株式会社エコシティサービス 株式会社バックスグループ 事後

令和5年8月15日

Ⅱ．ファイルの概要（滞納整
理）
５．特定個人情報の提供・移
転
移転先１

保健福祉局　長寿応援部　介護保険課 福祉局　長寿応援部　介護保険課 事後

令和5年8月15日

Ⅱ．ファイルの概要（滞納整
理）
５．特定個人情報の提供・移
転
移転先２

保健福祉局　福祉部　年金医療課 福祉局　生活福祉部　国保年金課 事後

令和5年8月15日

Ⅱ．ファイルの概要（滞納整
理）
５．特定個人情報の提供・移
転
移転先３

保健福祉局　福祉部　生活福祉課 福祉局　生活福祉部　生活福祉課 事後

令和5年8月15日

Ⅱ．ファイルの概要（滞納整
理）
５．特定個人情報の提供・移
転
移転先４

子ども未来局　子ども育成部　青少年育成課
子ども未来局　子育て未来部　幼児・放課後児
童課

事後

令和5年8月15日

Ⅱ．ファイルの概要（滞納整
理）
５．特定個人情報の提供・移
転
移転先５

子ども未来局　幼児未来部　保育課 子ども未来局　子育て未来部　保育課 事後

令和5年8月15日

Ⅱファイルの概要（収納）
３．特定個人情報の入手・使
用
①入手元　評価実施期間内の
他部署

区政推進部、市民税課、固定資産税課、国民
健康保険課

区政推進部、市民税課、固定資産税課、国保
年金課

事後

令和5年8月15日

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要
（別紙２）特定個人情報ファイ
ル記録項目
軽自動車税（種別割）賦課業
務

1.更新年月日、（中略）、２６６、ＷＬＴＣモードＨ３
２基準－ＣＨ、（中略）３２４、更新前ＷＬＴＣモー
ドＨ３２基準－ＣＨ

1.更新年月日、（中略）、２６６．ＷＬＴＣモードＨ３
２基準－ＣＨ、（中略）３２４．更新前ＷＬＴＣモー
ドＨ３２基準－ＣＨ

事後

令和6年9月4日

Ⅰ　基本情報
５．個人番号の利用※
法令上の根拠

Ⅰ． 個人住民税特定個人情報ファイル
　１　行政手続における特定の個人を識別する
ための番号の利用等に関する法律（以下、「番
号法」という。）第９条第１項、同法別表第１の１
６の項及び同法別表第１の主務省令で定める
事務を定める命令第１６条
　２　番号法第９条第２項、さいたま市個人番号
の利用に関する条例第４条第２項及び第３項、
同条例別表第２第１項及び同条例施行規則第
３条
　３　地方税法その他の地方税に関する法令並
びにさいたま市市税条例及びさいたま市市税条
例施行規則
　以上の法令上の根拠により、地方税賦課徴収
に関する事務である個人住民税賦課業務にお
いて個人番号を利用する。

Ⅰ． 個人住民税特定個人情報ファイル
　１　行政手続における特定の個人を識別する
ための番号の利用等に関する法律（以下、「番
号法」という。）第９条第１項、同法別表の２４の
項及び同法別表の主務省令で定める事務を定
める命令第１６条
　２　番号法第９条第２項、さいたま市個人番号
の利用に関する条例第４条第２項及び第３項、
同条例別表第２第１項及び同条例施行規則第
３条
　３　地方税法その他の地方税に関する法令並
びにさいたま市市税条例及びさいたま市市税条
例施行規則
　以上の法令上の根拠により、地方税賦課徴収
に関する事務である個人住民税（森林環境税を
含む。以下同じ。）賦課業務において個人番号
を利用する。

事後

令和6年9月4日

Ⅰ　基本情報
５．個人番号の利用※
法令上の根拠

Ⅱ． 軽自動車税（種別割）特定個人情報ファイ
ル
　１　番号法第９条第１項、同法別表第１の１６
の項及び同法別表第１の主務省令で定める事
務を定める命令第１６条

Ⅱ． 軽自動車税（種別割）特定個人情報ファイ
ル
　１　番号法第９条第１項、同法別表の２４の項
及び同法別表の主務省令で定める事務を定め
る命令第１６条

事後

令和6年9月4日

Ⅰ　基本情報
５．個人番号の利用※
法令上の根拠

Ⅲ． 固定資産税及び都市計画税特定個人情
報ファイル
　１　番号法第９条第１項、同法別表第１の１６
の項及び同法別表第１の主務省令で定める事
務を定める命令第１６条

Ⅲ． 固定資産税及び都市計画税特定個人情
報ファイル
　１　番号法第９条第１項、同法別表の２４の項
及び同法別表の主務省令で定める事務を定め
る命令第１６条

事後

令和6年9月4日

Ⅰ　基本情報
５．個人番号の利用※
法令上の根拠

Ⅳ． 滞納整理特定個人情報ファイル
　１　番号法第９条第１項、同法別表第１の１６
の項及び同法別表第１の主務省令で定める事
務を定める命令第１６条

Ⅳ． 滞納整理特定個人情報ファイル
　１　番号法第９条第１項、同法別表の２４の項
及び同法別表の主務省令で定める事務を定め
る命令第１６条

事後

令和6年9月4日

Ⅰ　基本情報
５．個人番号の利用※
法令上の根拠

Ⅴ． 収納特定個人情報ファイル
　１　番号法第９条第１項、同法別表第１の１６
の項及び同法別表第１の主務省令で定める事
務を定める命令第１６条

Ⅴ． 収納特定個人情報ファイル
　１　番号法第９条第１項、同法別表の２４の項
及び同法別表の主務省令で定める事務を定め
る命令第１６条

事後

直近の契約実績を反映したも
のであるため、重要な変更に
該当しない。

組織の再編による変更のため
重要な変更に当たらない。

組織の再編による変更のため
重要な変更に当たらない。

組織の再編による変更のため
重要な変更に当たらない。

組織の再編による変更のため
重要な変更に当たらない。

組織の再編による変更のため
重要な変更に当たらない。

組織の再編による変更のため
重要な変更に当たらない。

軽微な修正のため重要な変
更に該当しない。

法令改正等により重要な変更
に該当しない。

法令改正等により重要な変更
に該当しない。

法令改正等により重要な変更
に該当しない。

法令改正等により重要な変更
に該当しない。

法令改正等により重要な変更
に該当しない。
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提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

令和6年9月4日

Ⅰ　基本情報
６．情報提供ネットワークシス
テムによる情報連携※
②法令上の根拠

Ⅰ． 個人住民税特定個人情報ファイル
　１　番号法第19条第８号及び番号法別表第２
の第３欄（情報提供者）が「市町村長」の項のう
ち、第４欄（特定個人情報）に「地方税関係情
報」が含まれる項
　１、２、３、４、６、８、９、１１、１６、１８、２０、２
３、２６、２７、２８、２９、３０、３１、３４、３５、３７、
３８、３９、４０、４２、４８、５３、５４、５７、５８、５
９、６１、６２、６３、６４、６５、６６、６７、７０、７１、
７４、８０、８４、８５の２、８７、９１、９２、９４、９
７、１０１、１０２、１０３、１０６、１０７、１０８、１１
３、１１４、１１５、１１６、１１７、１２０、１２１の項

Ⅰ． 個人住民税特定個人情報ファイル
　１　番号法第19条第8号に基づく利用特定個
人情報の提供に関する命令（令和6年5月24日
デジタル庁・総務省令第9号。以下「情報連携主
務省令」という。）の表第三欄（情報提供者）が
「市町村長」であって、第四欄に「地方税関係情
報」が含まれる項
（1,2,3,4,5,7,11,14,15,20,28,37,39,42,48,49,53,57,5
8,59,63,65,66,69,73,75,76,81,83,84,86,87,88,89,9
0,91,92,96,98,106,108,115,124,125,129,130,132,1
37,138,140,141,142,144,147,151,152,155,156,15
8,160,161,163,164,165,166,167,168,169,170,171,
172,173の項）

事後

令和6年9月4日

Ⅰ　基本情報
６．情報提供ネットワークシス
テムによる情報連携※
②法令上の根拠

　２　番号法第19条第８号及び番号法別表第２
の第１欄（情報照会者）が「市町村長」の項のう
ち、第２欄（事務）が「地方税法その他の地方税
に関する法律及びこれらの法律に基づく条例に
よる地方税の賦課徴収に関する事務」となって
いるもの（27の項）により、以下の情報照会が可
能と定められている。
　（１）「医療保険者又は後期高齢者医療広域連
合」より「医療保険給付関係情報であって主務
省令で定めるもの」
　（２）「都道府県知事」より「障害者関係情報で
あって主務省令で定めるもの」
　（３）「都道府県知事等」より「生活保護関係情
報であって主務省令で定めるもの」
　（４）「市町村長」より「地方税関係情報又は住
民票関係情報であって主務省令で定めるもの」
　（５）「厚生労働大臣若しくは日本年金機構又
は共済組合等」より「年金給付関係情報であっ
て主務省令で定めるもの」
　（６）「厚生労働大臣」より「失業等給付関係情
報であって主務省令で定めるもの」

　２　情報連携主務省令の表第一欄が「市町村
長」であって第二欄に「地方税法その他の地方
税に関する法律及びこれらの法律に基づく条
例」を含む項のうち本事務に該当するもの（48
の項）

事後

令和6年9月4日

Ⅰ　基本情報
６．情報提供ネットワークシス
テムによる情報連携※
②法令上の根拠

Ⅱ． 軽自動車税（種別割）特定個人情報ファイ
ル
　番号法第19条第８項及び番号法別表第２の
第１欄（情報照会者）が「市町村長」の項のう
ち、第２欄（事務）が「地方税法その他の地方税
に関する法律及びこれらの法律に基づく条例に
よる地方税の賦課徴収に関する事務」となって
いるもの（27の項）により、以下の情報照会が可
能と定められている。
　１　「都道府県知事」より「障害者関係情報で
あって主務省令で定めるもの」
　２　「都道府県知事等」より「生活保護関係情
報であって主務省令で定めるもの」
　３　「市町村長」より「地方税関係情報又は住
民票関係情報であって主務省令で定めるもの」

Ⅱ． 軽自動車税（種別割）特定個人情報ファイ
ル
　情報連携主務省令の表第一欄が「市町村長」
であって第二欄に「地方税法その他の地方税に
関する法律及びこれらの法律に基づく条例」を
含む項のうち本事務に該当するもの（48の項）

事後

令和6年9月4日

Ⅰ　基本情報
６．情報提供ネットワークシス
テムによる情報連携※
②法令上の根拠

Ⅲ． 固定資産税及び都市計画税特定個人情
報ファイル
　番号法第19条第８号及び番号法別表第２の
第１欄（情報照会者）が「市町村長」の項のう
ち、第２欄（事務）が「地方税法その他の地方税
に関する法律及びこれらの法律に基づく条例に
よる地方税の賦課徴収に関する事務」となって
いるもの（27の項）により、以下の情報照会が可
能と定められている。
　１　「都道府県知事等」より「生活保護関係情
報であって主務省令で定めるもの」
　２　「市町村長」より「地方税関係情報又は住
民票関係情報であって主務省令で定めるもの

Ⅲ． 固定資産税及び都市計画税特定個人情
報ファイル
　情報連携主務省令の表第一欄が「市町村長」
であって第二欄に「地方税法その他の地方税に
関する法律及びこれらの法律に基づく条例」を
含む項のうち本事務に該当するもの（48の項）

事後

令和6年9月4日

別紙 事務の内容
Ⅰ．個人住民税賦課業務
【番号連携サーバ・中間サー
バにおける事務の内容】

　１　新規個人番号の宛名情報が連携された際
に、符号の取得要求を行う。（番号連携サーバ
要件）
　２　番号法別表第２に記載されている提供側
業務について、業務情報を情報提供ネットワー
クシステムに提供する。（番号連携サーバ、中
間サーバ要件）
　３　番号法別表第２に記載されている照会側
業務について、業務情報を情報提供ネットワー
クシステムを使用して取得する。（番号連携
サーバ、中間サーバ要件）

　１　新規個人番号の宛名情報が連携された際
に、符号の取得要求を行う。（番号連携サーバ
要件）
　２　情報連携主務省令に記載されている提供
側業務について、業務情報を情報提供ネット
ワークシステムに提供する。（番号連携サー
バ、中間サーバ要件）
　３　情報連携主務省令に記載されている照会
側業務について、業務情報を情報提供ネット
ワークシステムを使用して取得する。（番号連携
サーバ、中間サーバ要件）

事後

令和6年9月4日

別紙 事務の内容
Ⅱ．軽自動車税（種別割）賦
課業務
【番号連携サーバ・中間サー
バにおける事務の内容】

１　新規個人番号の宛名情報が連携された際
に、符号の取得要求を行う。（番号連携サーバ
要件）
２　番号法別表第２に記載されている提供側業
務について、業務情報を情報提供ネットワーク
システムに提供する。（番号連携サーバ、中間
サーバ要件）
３　番号法別表第２に記載されている照会側業
務について、業務情報を情報提供ネットワーク
システムを使用して取得する。（番号連携サー
バ、中間サーバ要件

１　新規個人番号の宛名情報が連携された際
に、符号の取得要求を行う。（番号連携サーバ
要件）
２　情報連携主務省令に記載されている提供側
業務について、業務情報を情報提供ネットワー
クシステムに提供する。（番号連携サーバ、中
間サーバ要件）
３　情報連携主務省令に記載されている照会側
業務について、業務情報を情報提供ネットワー
クシステムを使用して取得する。（番号連携
サーバ、中間サーバ要件）

事後

法令改正等により重要な変更
に該当しない。

法令改正等により重要な変更
に該当しない。

法令改正等により重要な変更
に該当しない。

法令改正等により重要な変更
に該当しない。

法令改正等により重要な変更
に該当しない。

法令改正等により重要な変更
に該当しない。
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提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

令和6年9月4日

別紙 事務の内容
Ⅲ．固定資産税及び都市計画
税業務
【番号連携サーバ・中間サー
バにおける事務の内容】

１　新規個人番号の宛名情報が連携された際
に、符号の取得要求を行う。（番号連携サーバ
要件）
２　番号法別表第２に記載されている照会側業
務について、業務情報を情報提供ネットワーク
システムを使用して取得する。（番号連携サー
バ、中間サーバ要件）

１　新規個人番号の宛名情報が連携された際
に、符号の取得要求を行う。（番号連携サーバ
要件）
２　情報連携主務省令に記載されている提供側
業務について、業務情報を情報提供ネットワー
クシステムに提供する。（番号連携サーバ、中
間サーバ要件）

事後

令和6年9月4日

別紙 事務において使用する
システム
Ⅰ．個人住民税賦課業務
２．特定個人情報ファイルを取
り扱う事務において使用する
システム
システム5
　② システムの機能

４　情報提供機能
　各業務で管理している番号法別表第２の提供
業務情報を受領し、中間サーバへの情報提供
を行う

４　情報提供機能
　各業務で管理している情報連携主務省令に
記載されている提供業務情報を受領し、中間
サーバへの情報提供を行う

事後

令和6年9月4日

別紙 事務において使用する
システム
Ⅱ．軽自動車税（種別割）賦
課業務
２．特定個人情報ファイルを取
り扱う事務において使用する
システム
システム4
　② システムの機能

４　情報提供機能
　各業務で管理している番号法別表第２の提供
業務情報を受領し、中間サーバへの情報提供
を行う。

４　情報提供機能
　各業務で管理している情報連携主務省令に
記載されている提供業務情報を受領し、中間
サーバへの情報提供を行う

事後

令和6年9月4日

別紙 事務において使用する
システム
Ⅲ．固定資産税及び都市計画
税賦課業務
２．特定個人情報ファイルを取
り扱う事務において使用する
システム
システム5
② システムの機能

４　情報提供機能
　各業務で管理している番号法別表第２の提供
業務情報を受領し、中間サーバへの情報提供
を行う。

４　情報提供機能
　各業務で管理している情報連携主務省令に
記載されている提供業務情報を受領し、中間
サーバへの情報提供を行う

事後

令和6年9月4日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要（個人住民税）
３．特定個人情報の入手・使
用
①入手元

［〇］本人又は本人の代理人
［〇］評価実施機関内の他部署（区政推進部、
生活福祉課、介護保険課、障害支援課、国保
年金課、児童相談所）
［〇］行政機関・独立行政法人等 （国税庁、年
金保険者、地方公共団体情報システム機構）
［〇］地方公共団体・地方独立行政法人（他市
町村）
［〇］民間事業者（給与支払報告書提出事業
者、年金保険者）
［   ］その他（ 　）

［〇］本人又は本人の代理人
［〇］評価実施機関内の他部署（区政推進部、
生活福祉課、介護保険課、障害福祉課、国保
年金課、児童相談所）
［〇］行政機関・独立行政法人等 （国税庁、年
金保険者、地方公共団体情報システム機構）
［〇］地方公共団体・地方独立行政法人（他市
町村）
［〇］民間事業者（給与支払報告書提出事業
者、年金保険者）
［   ］その他（ 　）

事後

令和6年9月4日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要（個人住民税）
４．特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
委託事項1
⑥委託先名

富士通Japan株式会社　埼玉支社 富士通Japan株式会社 事後

令和6年9月4日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要（個人住民税）
４．特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
委託事項2
⑥委託先名

株式会社日立システムズ 株式会社オーイーシー 事後

令和6年9月4日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要（個人住民税）
４．特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
委託事項3
⑥委託先名

富士通Japan株式会社　埼玉支社 富士通Japan株式会社 事後

令和6年9月4日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要（個人住民税）
４．特定個人情報ファイルの
取扱の委託
委託事項１４　課税資料の
データエントリ
委託先名

シティコンピュータ株式会社東京支社 株式会社マイクロフィッシュ 事後

令和6年9月4日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要（個人住民税）
５．特定個人情報の提供・移
転（委託に伴うものを除く。）
提供先１

番号法第19条第８号別表第２に定める情報照
会者（別紙参照）

番号法第19条第８号に定める情報照会者（別
紙参照）

事後

令和6年9月4日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要（個人住民税）
５．特定個人情報の提供・移
転（委託に伴うものを除く。）
提供先１
　①法令上の根拠

番号法第19条第８号別表第２
情報連携主務省令の表の第３欄（情報提供者）
が「市町村長」の項のうち、第４欄（利用特定個
人情報）に「地方税関係情報」が含まれる項

事後

令和6年9月4日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要（個人住民税）
５．特定個人情報の提供・移
転（委託に伴うものを除く。）
提供先１
　②提供先における用途

別紙参照
情報連携主務省令の表の第２欄（特定個人番
号利用事務）に掲げる事務

事後

法令改正等により重要な変更
に該当しない。

法令改正等により重要な変更
に該当しない。

法令改正等により重要な変更
に該当しない。

法令改正等により重要な変更
に該当しない。

組織の再編による変更のため
重要な変更に当たらない。

委託先業者の社名変更のた
め、重要な変更に該当しな
い。

委託先業者の社名変更のた
め、重要な変更に該当しな
い。

委託先業者の社名変更のた
め、重要な変更に該当しな
い。

委託先業者の変更のため、重
要な変更に該当しない。

法令改正等により重要な変更
に該当しない。

法令改正等により重要な変更
に該当しない。

法令改正等により重要な変更
に該当しない。
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提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

令和6年9月4日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要（個人住民税）
５．特定個人情報の提供・移
転（委託に伴うものを除く。）
提供先１
　③提供する情報

「２．④記録される項目」のうち、個人番号、４情
報、地方税関係情報

情報連携主務省令の表の第４欄に掲げる利用
特定個人情報報（地方税関係情報）

事後

令和6年9月4日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要（個人住民税）
５．特定個人情報の提供・移
転（委託に伴うものを除く。）
移転先７

保健衛生局　保健所　疾病対策課 保健衛生局　保健所　感染症対策課 事後

令和6年9月4日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要（個人住民税）
５．特定個人情報の提供・移
転（委託に伴うものを除く。）
移転先８

子ども未来局　子育て未来部　幼児・放課後児
童課

子ども未来局　子育て未来部　幼児政策課
子ども未来局　子育て未来部　放課後児童課

事後

令和6年9月4日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要（個人住民税）
５．特定個人情報の提供・移
転（委託に伴うものを除く。）
移転先10

保健衛生局　保健所　地域保健支援課
保健衛生局　保健所　健康支援課
子ども未来局　子ども育成部　母子保健

事後

令和6年9月4日
別紙（番号法第１９条第８号に
基づく利用特定個人情報

・別紙（番号法第19条第8号別表第2に定める事
務）
項番
提供先
提供先における用途

・別紙（番号法第１９条第８号に基づく利用特定
個人情報の提供に関する命令に定める事務）
項番
情報照会者（提供先）
特定個人番号利用事務（提供先における用途）

事後

令和6年9月4日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの
概要（軽自動車税）
４．特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
委託事項1
⑥委託先名

富士通Japan株式会社　埼玉支社 富士通Japan株式会社 事後

令和6年9月4日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの
概要（軽自動車税）
４．特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
委託事項2
⑥委託先名

株式会社日立システムズ 株式会社オーイーシー 事後

令和6年9月4日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの
概要（軽自動車税）
４．特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
委託事項3
⑥委託先名

富士通Japan株式会社　埼玉支社 富士通Japan株式会社 事後

令和6年9月4日

（別添２）特定個人情報ファイ
ル記録項目
個人住民税賦課業務

１．更新年月日、２．更新時刻、３．更新職員番
号、４．更新端末ＩＤ、５．更新アクセスコード、
６．更新プログラムＩＤ、７．前回更新年月日、８．
前回更新時刻、９．前回更新職員番号、１０．前
回更新端末ＩＤ、１１．前回更新アクセスコード、
１２．前回更新プログラムＩＤ、１３．削除フラグ、
１４．排他フラグ、１５．自治体識別コード、１６．
課税年度、１７．宛名番号、１８．自治体コード、
１９．履歴番号、２０．世帯番号、２１．続柄コー
ド、２２．生年月日、２３．前年１２月３１日年齢、
２４．本年１月１日年齢、２５．性別コード、２６．
個人法人詳細区分、２７．個人基本種別コード、
２８．個人基本廃止理由コード、２９．翌年廃止
理由コード、３０．前年死亡フラグ、３１．外字フ
ラグ、３２．通称名優先区分、３３．在留の資格
コード、３４．在留期間開始日、３５．在留期間終
了日、３６．カナ氏名、３７．検索カナ氏名、３８．
漢字氏名、３９．カナ通称名、４０．漢字通称名、
４１．市内市外区分、４２．市外住所コード、４３．
住所自治体コード、４４．住所町名コード、４５．
住所番地コード、４６．住所枝番コード、４７．住
所小枝番コード、４８．住所枝番３コード、４９．
住所番地編集区分、５０．住所、５１．方書、５
２．宛名異動日、５３．宛名異動理由コード、５
４．住民日、５５．住定日、５６．消除日、５７．納
税者番号、５８．本籍地、５９．筆頭者名、６０．
本人障害区分、６１．生活扶助区分、６２．個人
基本寡フ区分、６３．個人基本勤学区分、６４．
無申告調査結果コード、６５．無申告調査結果
内容、６６．特記コード、６７．特記情報、６８．翌
年申告書発送区分、６９．住登地登録フラグ、７
０．生活扶助開始日、７１．生活扶助廃止日、７
２．無申告調査コード、７３．住民税申告書通知
日、７４．催告通知書通知日、７５．最終催告通
知書通知日、７６．住登地市外住所コード、７７．
住登地住所、７８．住登地方書、

１更新年月日、２更新時刻、３更新職員番号、４
更新端末ＩＤ、５更新アクセスコード、６更新プロ
グラムＩＤ、７前回更新年月日、８前回更新時
刻、９前回更新職員番号、１０前回更新端末Ｉ
Ｄ、１１前回更新アクセスコード、１２前回更新プ
ログラムＩＤ、１３削除フラグ、１４排他フラグ、１５
自治体識別コード、１６課税年度、１７宛名番
号、１８自治体コード、１９履歴番号、２０世帯番
号、２１続柄コード、２２生年月日、２３前年１２
月３１日年齢、２４本年１月１日年齢、２５性別
コード、２６個人法人詳細区分、２７個人基本種
別コード、２８個人基本廃止理由コード、２９翌
年廃止理由コード、３０前年死亡フラグ、３１外
字フラグ、３２通称名優先区分、３３在留の資格
コード、３４在留期間開始日、３５在留期間終了
日、３６カナ氏名、３７検索カナ氏名、３８漢字氏
名、３９カナ通称名、４０漢字通称名、４１市内市
外区分、４２市外住所コード、４３住所自治体
コード、４４住所町名コード、４５住所番地コー
ド、４６住所枝番コード、４７住所小枝番コード、
４８住所枝番３コード、４９住所番地編集区分、５
０住所、５１方書、５２宛名異動日、５３宛名異動
理由コード、５４住民日、５５住定日、５６消除
日、５７納税者番号、５８本籍地、５９筆頭者名、
６０本人障害区分、６１生活扶助区分、６２個人
基本寡フ区分、６３個人基本勤学区分、６４無申
告調査結果コード、６５無申告調査結果内容、６
６特記コード、６７特記情報、６８翌年申告書発
送区分、６９住登地登録フラグ、７０生活扶助開
始日、７１生活扶助廃止日、７２無申告調査コー
ド、７３住民税申告書通知日、７４催告通知書通
知日、７５最終催告通知書通知日、７６住登地
市外住所コード、７７住登地住所、７８住登地方
書、

事後

法令改正等により重要な変更
に該当しない。

組織の再編による変更のため
重要な変更に当たらない。

組織の再編による変更のため
重要な変更に当たらない。

組織の再編による変更のため
重要な変更に当たらない。

法令改正等により重要な変更
に該当しない。

委託先業者の社名変更のた
め、重要な変更に該当しな
い。

委託先業者の社名変更のた
め、重要な変更に該当しな
い。

委託先業者の社名変更のた
め、重要な変更に該当しな
い。

記載内容を正確化したため重
要な変更に該当しない。

237



提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

令和6年9月4日

（別添２）特定個人情報ファイ
ル記録項目
個人住民税賦課業務

７９．基礎年金番号、８０．基礎年金番号付設レ
ベル、７９．基礎年金番号、８０．基礎年金番号
付設レベル、８１．年金保険者番号、８２．年金
コード、８３．予備領域、８４．扶養関連者区分、
８５．扶養関連者種別コード、８６．扶養関連者
宛名番号、８７．扶養関連者自治体コード、８８．
扶養関連者状態区分、８９．扶養関連者異動事
由コード、９０．否認理由コード、９１．専従者給
与額、９２．指定番号、９３．収納指定番号、９
４．関連指定番号、９５．総括表区分、９６．納入
書区分、９７．媒体区分、９８．納期特例区分、９
９．納期特例開始年月、１００．納期特例終了年
月、１０１．事業所廃止理由、１０２．廃止年月
日、１０３．指定番号変更年月、１０４．収納指定
番号変更年月、１０５．普徴事業所区分、１０６．
特徴税額通知書出力区分、１０７．受取方法、１
０８．通知先アドレス、１０９．通知先アドレス更
新日、１１０．新年度媒体区分、１１１．新年度受
取方法、１１２．新年度通知先アドレス、１１３．
新年度通知先アドレス更新日、１１４．資料種別
コード、１１５．総括表資料番号、１１６．月別人
数６月、１１７．月別人数７月、１１８．月別人数８
月、１１９．月別人数９月、１２０．月別人数１０
月、１２１．月別人数１１月、１２２．月別人数１２
月、１２３．月別人数１月、１２４．月別人数２月、
１２５．月別人数３月、１２６．月別人数４月、１２
７．月別人数５月、１２８．月割額６月、１２９．月
割額７月、１３０．月割額８月、１３１．月割額９
月、１３２．月割額１０月、１３３．月割額１１月、１
３４．月割額１２月、１３５．月割額１月、１３６．月
割額２月、１３７．月割額３月、１３８．月割額４
月、１３９．月割額５月、１４０．バッチ締めフラ
グ、１４１．宛名履歴番号、１４２．最終個人番
号、１４３．指定予告書出力区分、１４４．個人番
号、１４５．従業員状態区分、１４６．異動日、

７９基礎年金番号、８０基礎年金番号付設レベ
ル、８１年金保険者番号、８２年金コード、８３扶
養関連者区分、８４扶養関連者種別コード、８５
扶養関連者宛名番号、８６扶養関連者自治体
コード、８７扶養関連者状態区分、８８扶養関連
者異動事由コード、８９否認理由コード、９０専
従者給与額、９１指定番号、９２収納指定番号、
９３関連指定番号、９４総括表区分、９５納入書
区分、９６媒体区分、９７納期特例区分、９８納
期特例開始年月、９９納期特例終了年月、１００
事業所廃止理由、１０１廃止年月日、１０２指定
番号変更年月、１０３収納指定番号変更年月、
１０４普徴事業所区分、１０５特徴税額通知書出
力区分、１０６受取方法、１０７納税義務者用受
取方法、１０８通知先アドレス、１０９通知先アド
レス更新日、１１０新年度媒体区分、１１１新年
度受取方法、１１２新年度納税義務者用受取方
法、１１３新年度通知先アドレス、１１４新年度通
知先アドレス更新日、１１５資料種別コード、１１
６総括表資料番号、１１７月別人数６月、１１８月
別人数７月、１１９月別人数８月、１２０月別人数
９月、１２１月別人数１０月、１２２月別人数１１
月、１２３月別人数１２月、１２４月別人数１月、１
２５月別人数２月、１２６月別人数３月、１２７月
別人数４月、１２８月別人数５月、１２９月割額６
月、１３０月割額７月、１３１月割額８月、１３２月
割額９月、１３３月割額１０月、１３４月割額１１
月、１３５月割額１２月、１３６月割額１月、１３７
月割額２月、１３８月割額３月、１３９月割額４
月、１４０月割額５月、１４１バッチ締めフラグ、１
４２宛名履歴番号、１４３最終個人番号、１４４指
定予告書出力区分、１４５個人番号、１４６従業
員状態区分、

事後

令和6年9月4日

（別添２）特定個人情報ファイ
ル記録項目
個人住民税賦課業務

１４７．登録区コード、１４８．資料番号、１４９．
資料廃止理由コード、１５０．給報種別コード、１
５１．入力カナ氏名、１５２．入力生年月日、１５
３．入力西暦生年月日、１５４．入力性別コード、
１５５．宛名付設コード、１５６．資料収入種別
コード、１５７．事業所家屋敷区分、１５８．受給
者番号、１５９．控配区分、１６０．扶養親族－特
定、１６１．扶養親族－同居老親、１６２．扶養親
族－老人、１６３．扶養親族－他、１６４．扶養障
害－同居特障、１６５．扶養障害－特別、１６６．
扶養障害－他、１６７．夫あり区分、１６８．未成
年者区分、１６９．老年者区分、１７０．寡フ区
分、１７１．勤労学生区分、１７２．均等割区分、
１７３．乙欄区分、１７４．死亡退職区分、１７５．
災害者区分、１７６．外国人区分、１７７．就職退
職区分、１７８．就職退職年月日、１７９．年調未
済区分、１８０．摘要欄、１８１．配偶者氏名、１８
２．配偶者生年月日、１８３．扶養親族、１８４．
扶養親族生年月日、１８５．扶養親族控除額、１
８６．専従者氏名、１８７．専従者生年月日、１８
８．確申青白区分、１８９．専従配偶有無フラ
グ、１９０．専従その他、１９１．本人専従区分、
１９２．特例適用条文コード、１９３．徴収希望
コード、１９４．別居の控配扶養親族フラグ、１９
５．事業税開廃業区分、１９６．事業税開廃業年
月日、１９７．個人基本履歴番号、１９８．併合結
果徴収区分、１９９．優先資料番号、２００．特徴
優先資料番号、２０１．資料併合済フラグ、２０
２．特定居住損区分、２０３．資料連絡箋出力対
象フラグ、２０４．資料連絡箋出力理由コード、２
０５．エラーメッセージＩＤ、２０６．警告メッセージＩ
Ｄ、２０７．租税条約区分、２０８．医療費特例控
除区分、２０９．フラグ予備、２１０．退職所得区
分、

１４７異動日、１４８登録区コード、１４９資料番
号、１５０資料廃止理由コード、１５１給報種別
コード、１５２入力カナ氏名、１５３入力生年月
日、１５４入力西暦生年月日、１５５入力性別
コード、１５６宛名付設コード、１５７資料収入種
別コード、１５８事業所家屋敷区分、１５９受給者
番号、１６０控配区分、１６１扶養親族－特定、１
６２扶養親族－同居老親、１６３扶養親族－老
人、１６４扶養親族－他、１６５扶養障害－同居
特障、１６６扶養障害－特別、１６７扶養障害－
他、１６８夫あり区分、１６９未成年者区分、１７０
老年者区分、１７１寡フ区分、１７２勤労学生区
分、１７３均等割区分、１７４乙欄区分、１７５死
亡退職区分、１７６災害者区分、１７７外国人区
分、１７８就職退職区分、１７９就職退職年月
日、１８０年調未済区分、１８１摘要欄、１８２配
偶者氏名、１８３配偶者生年月日、１８４扶養親
族、１８５扶養親族生年月日、１８６扶養親族控
除額、１８７専従者氏名、１８８専従者生年月
日、１８９専従者給与額、１９０確申青白区分、１
９１専従配偶有無フラグ、１９２専従その他、１９
３本人専従区分、１９４特例適用条文コード、１９
５徴収希望コード、１９６別居の控配扶養親族フ
ラグ、１９７事業税開廃業区分、１９８事業税開
廃業年月日、１９９個人基本履歴番号、２００併
合結果徴収区分、２０１優先資料番号、２０２特
徴優先資料番号、２０３資料併合済フラグ、２０
４特定居住損区分、２０５資料連絡箋出力対象
フラグ、２０６資料連絡箋出力理由コード、２０７
エラーメッセージＩＤ、２０８警告メッセージＩＤ、２
０９租税条約区分、２１０住宅借入金等特定取
得区分、

事後

記載内容を正確化したため重
要な変更に該当しない。

記載内容を正確化したため重
要な変更に該当しない。
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提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

令和6年9月4日

（別添２）特定個人情報ファイ
ル記録項目
個人住民税賦課業務

２１１．自動生成フラグ、２１２．オンバッチ区分、
２１３．所得控除件数、２１４．住宅借入金等特
別控除区分、２１５．居住開始年月日、２１６．住
宅借入金等特定取得区分、２１７．申告特例状
態区分、２１８．連番、２１９．所得控除コード（資
料）、２２０．所得控除額（資料）、２２１．所得控
除コード（賦課）、２２２．所得控除額（賦課）、２
２３．徴収区分、２２４．課税区分、２２５．特定扶
養、２２６．内同居老親、２２７．老人扶養、２２
８．その他扶養、２２９．同居特別障害、２３０．
特別障害、２３１．その他障害、２３２．非課税
コード、２３３．所得割非課税措置フラグ、２３４．
優先資料種別コード、２３５．更正事由コード、２
３６．更正補足コード、２３７．更正事由強制メッ
セージ、２３８．異動戻り先履歴番号、２３９．減
免理由コード、２４０．減免区分、２４１．減免割
合、２４２．異動年月日、２４３．開始月期、２４
４．済月期、２４５．事業所基本履歴番号、２４
６．事業所課税履歴番号、２４７．特徴締めフラ
グ、２４８．普徴締めフラグ、２４９．所得割調整
フラグ、２５０．平均課税適用フラグ、２５１．外国
税額控除適用フラグ、２５２．同居特障控配フラ
グ、２５３．扶養関連者解除フラグ、２５４．事業
所家屋敷課税区分、２５５．元老非該当フラグ、
２５６．充当該当フラグ、２５７．年度間減額措置
フラグ、２５８．年金特徴対象フラグ、２５９．申告
書提出フラグ、２６０．移行不整合フラグ、２６１．
移行前履歴番号、２６２．月割額、２６３．在籍指
定番号、２６４．在籍個人番号、２６５．調定年
度、２６６．期割実績フラグ、２６７．期割額、２６
８．登録年度、２６９．異動届課税年度、２７０．
給与支払額、２７１．社会保険料額、２７２．退職
金額、２７３．勤続年数、２７４．届出日、２７５．
賦課履歴番号、２７６．特普区分、２７７．確定フ
ラグ、２７８．期割充当額、２７９．異動メモ内容、
２８０．通知書番号、

２１１申告特例状態区分、２１２医療費特例控除
区分、２１３所得金額調整控除適用フラグ、２１
４申告不要区分、２１５住宅借入金等取得住宅
区分、２１６退職手当有扶養親族等区分、２１７
退職所得区分、２１８自動生成フラグ、２１９オン
バッチ区分、２２０所得控除件数、２２１住宅借
入金等特別控除区分、２２２居住開始年月日、
２２３連番、２２４所得控除コード、２２５所得控
除額、２２６徴収区分、２２７課税区分、２２８特
定扶養、２２９内同居老親、２３０老人扶養、２３
１その他扶養、２３２同居特別障害、２３３特別
障害、２３４その他障害、２３５非課税コード、２３
６所得割非課税措置フラグ、２３７優先資料種
別コード、２３８更正事由コード、２３９更正補足
コード、２４０更正事由強制メッセージ、２４１異
動戻り先履歴番号、２４２減免理由コード、２４３
減免区分、２４４減免割合、２４５異動年月日、２
４６開始月期、２４７済月期、２４８事業所基本履
歴番号、２４９事業所課税履歴番号、２５０特徴
締めフラグ、２５１普徴締めフラグ、２５２所得割
調整フラグ、２５３平均課税適用フラグ、２５４外
国税額控除適用フラグ、２５５同居特障控配フラ
グ、２５６扶養関連者解除フラグ、２５７事業所
家屋敷課税区分、２５８元老非該当フラグ、２５
９充当該当フラグ、２６０年度間減額措置フラ
グ、２６１年金特徴対象フラグ、２６２申告書提
出フラグ、２６３移行不整合フラグ、２６４移行前
履歴番号、２６５居住開始年月日、２６６住民税
非課税コード、２６７森林環境税免除理由コー
ド、２６８月割額、２６９在籍指定番号、２７０在籍
個人番号、２７１調定年度、２７２期割実績フラ
グ、２７３期割額、２７４登録年度、２７５異動届
課税年度、２７６給与支払額、２７７社会保険料
額、２７８退職金額、２７９勤続年数、２８０届出
日、

事後

令和6年9月4日

（別添２）特定個人情報ファイ
ル記録項目
個人住民税賦課業務

２８１．証明年度、２８２．発行自治体コード、２８
３．支所コード、２８４．証明書番号、２８５．証明
書区分、２８６．使用目的区分、２８７．宛先識別
番号、２８８．資料履歴番号、２８９．送付通知書
区分、２９０．個人送達履歴コード、２９１．異動
区分、２９２．通知書番号等、２９３．出力履歴、
２９４．通知日、２９５．事業所履歴番号、２９６．
従業員宛名番号、２９７．事業所送達履歴コー
ド、２９８．扶養関連者賦課履歴番号、２９９．扶
養関連者資料種別コード、３００．扶養関連者資
料番号、３０１．扶養関連者資料履歴番号、３０
２．回数割実績フラグ、３０３．回数割額、３０４．
年金特徴中止区分、３０５．年金特徴済月、３０
６．年金特徴管理更新フラグ、３０７．年金特徴
管理異動事由、３０８．タイムスタンプ日付、３０
９．タイムスタンプ時刻、３１０．資料種別、３１
１．ＣＳＶファイル名、３１２．ＸＭＬファイル名、３
１３．利用者識別番号、３１４．余白、３１５．郵便
番号、３１６．カナ住所、３１７．漢字住所、３１
８．年金保険者用整理番号、３１９．状態区分、
３２０．対象者通知区分、３２１．対象者通知受
入処理日、３２２．税額通知区分、３２３．特徴依
頼処理日、３２４．特徴依頼処理結果区分、３２
５．特徴依頼処理結果受入処理日、３２６．停止
依頼区分、３２７．停止依頼月、３２８．停止依頼
処理日、３２９．停止依頼処理結果区分、３３０．
停止依頼結果受入処理日、３３１．特徴処理結
果区分、３３２．異動事由、３３３．新年度用宛名
番号、３３４．税額変更等依頼区分１、３３５．税
額変更等依頼処理日１、３３６．税額変更等依
頼処理結果区分１、３３７．税額変更等依頼結
果受入処理日１、３３８．税額変更等依頼区分
２、３３９．税額変更等依頼処理日２、３４０．税
額変更等依頼処理結果区分２、

２８１賦課履歴番号、２８２特普区分、２８３確定
フラグ、２８４期割充当額、２８５異動メモ内容、
２８６通知書番号、２８７証明年度、２８８発行自
治体コード、２８９支所コード、２９０証明書番
号、２９１証明書区分、２９２使用目的区分、２９
３宛先識別番号、２９４資料履歴番号、２９５送
付通知書区分、２９６個人送達履歴コード、２９７
異動区分、２９８通知書番号等、２９９出力履
歴、３００通知日、３０１事業所履歴番号、３０２
従業員宛名番号、３０３事業所送達履歴コード、
３０４扶養関連者賦課履歴番号、３０５扶養関連
者資料種別コード、３０６扶養関連者資料番号、
３０７扶養関連者資料履歴番号、３０８回数割実
績フラグ、３０９回数割額、３１０年金特徴中止
区分、３１１年金特徴済月、３１２年金特徴管理
更新フラグ、３１３年金特徴管理異動事由、３１
４タイムスタンプ日付、３１５タイムスタンプ時
刻、３１６資料種別、３１７ＣＳＶファイル名、３１８
ＸＭＬファイル名、３１９利用者識別番号、３２０
新年度用宛名番号、３２１郵便番号、３２２カナ
住所、３２３漢字住所、３２４年金保険者用整理
番号２、３２５状態区分、３２６対象者通知区分、
３２７対象者通知受入処理日、３２８税額通知区
分、３２９特徴依頼処理日、３３０特徴依頼処理
結果区分、３３１特徴依頼処理結果受入処理
日、３３２停止依頼区分、３３３停止依頼月、３３
４停止依頼処理日、３３５停止依頼処理結果区
分、３３６停止依頼結果受入処理日、３３７回数
割額、３３８特徴処理結果区分、３３９異動事
由、３４０税額変更等依頼区分、

事後

記載内容を正確化したため重
要な変更に該当しない。

記載内容を正確化したため重
要な変更に該当しない。
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提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

令和6年9月4日

（別添２）特定個人情報ファイ
ル記録項目
個人住民税賦課業務

３４１．税額変更等依頼結果受入処理日２、３４
２．税額変更等依頼区分３、３４３．税額変更等
依頼処理日３、３４４．税額変更等依頼処理結
果区分３、３４５．税額変更等依頼結果受入処
理日３、３４６．税額変更等依頼区分４、３４７．
税額変更等依頼処理日４、３４８．税額変更等
依頼処理結果区分４、３４９．税額変更等依頼
結果受入処理日４、３５０．税額変更等依頼区
分５、３５１．税額変更等依頼処理日５、３５２．
税額変更等依頼処理結果区分５、３５３．税額
変更等依頼結果受入処理日５、３５４．停止年
月、３５５．年金額、３５６．宛名世帯番号－Ｃ
Ｈ、３５７．宛名住民番号－ＣＨ、３５８．宛名個
人法人区分－ＣＨ、３５９．宛名個人法人詳細区
分－ＣＨ、３６０．宛名通称名優先区分－ＣＨ、３
６１．宛名カナ氏名－ＮＣ、３６２．宛名カナ通称
名－ＮＣ、３６３．宛名漢字氏名－ＮＣ、３６４．宛
名漢字通称名－ＮＣ、３６５．宛名生年月日－Ｃ
Ｈ、３６６．宛名性別－ＣＨ、３６７．宛名続柄１－
ＣＨ、３６８．宛名続柄２－ＣＨ、３６９．宛名続柄
３－ＣＨ、３７０．宛名続柄４－ＣＨ、３７１．宛名
市内市外区分－ＣＨ、３７２．宛名市外住所コー
ド－ＣＨ、３７３．宛名住所自治体コード－ＣＨ、
３７４．宛名住所町名コード－ＣＨ、３７５．宛名
住所番地コード－ＮＣ、３７６．宛名住所枝番
コード－ＮＣ、３７７．宛名住所小枝番コード－Ｎ
Ｃ、３７８．宛名住所枝番３コード－ＮＣ、３７９．
宛名住所番地編集区分－ＣＨ、３８０．宛名住所
－ＮＣ、３８１．宛名方書－ＮＣ、３８２．宛名郵便
番号－ＣＨ、３８３．宛名電話番号－ＣＨ、３８４．
関連相手先宛名番号－ＣＨ、３８５．関連最新宛
名番号－ＣＨ、３８６．関連事由コード－ＣＨ、３８
７．送付先区分－ＣＨ、３８８．送付先個人法人
区分－ＣＨ、３８９．送付先カナ氏名－ＮＣ、３９
０．送付先検索カナ氏名－ＮＣ、

３４１税額変更等依頼処理日、３４２税額変更等
依頼処理結果区分、３４３税額変更等依頼結果
受入処理日、３４４停止年月、３４５年金額、３４
６納税者個人番号、３４７納税者宛名番号、３４
８納税者入力西暦生年月日、３４９納税者入力
カナ氏名、３５０納税者入力氏名、３５１納税者
個人番号確認区分、３５２給与支払者番号、３５
３納税者住基ＣＳ問い合わせ区分、３５４控除対
象配偶者個人番号、３５５控除対象配偶者宛名
番号、３５６控除対象配偶者入力西暦生年月
日、３５７控除対象配偶者入力カナ氏名、３５８
控除対象配偶者入力氏名、３５９控除対象配偶
者個人番号確認区分、３６０控除対象配偶者続
柄、３６１控除対象配偶者障害区分、３６２控除
対象配偶者国外区分、３６３控除対象配偶者年
調区分、３６４控除対象配偶者別居区分、３６５
扶養親族個人番号、３６６扶養親族宛名番号、
３６７扶養親族入力西暦生年月日、３６８扶養親
族入力カナ氏名、３６９扶養親族入力氏名、３７
０扶養親族個人番号確認区分、３７１扶養親族
続柄、３７２扶養親族障害区分、３７３扶養親族
国外区分、３７４扶養親族年調区分、３７５扶養
親族別居区分、３７６扶養親族６区分、３７７専
従者個人番号、３７８専従者宛名番号、３７９専
従者入力西暦生年月日、３８０専従者入力カナ
氏名、３８１専従者入力氏名、３８２専従者控除
額、３８３専従者個人番号確認区分、３８４所得
金額調整個人番号、３８５所得金額調整宛名番
号、３８６所得金額調整入力西暦生年月日、３８
７所得金額調整入力カナ氏名、３８８所得金額
調整入力氏名、３８９所得金額調整続柄、３９０
所得金額調整障害区分、

事後

令和6年9月4日

（別添２）特定個人情報ファイ
ル記録項目
個人住民税賦課業務

３９１．送付先カナ支店名－ＮＣ、３９２．送付先
漢字氏名－ＮＣ、３９３．送付先検索漢字氏名－
ＮＣ、３９４．送付先漢字支店名－ＮＣ、３９５．送
付先法人種別コード－ＣＨ、３９６．送付先法人
種別位置区分－ＣＨ、３９７．送付先市内市外区
分－ＣＨ、３９８．送付先市外住所コード－ＣＨ、
３９９．送付先住所自治体コード－ＣＨ、４００．
送付先住所町名コード－ＣＨ、４０１．送付先住
所番地コード－ＮＣ、４０２．送付先住所枝番
コード－ＮＣ、４０３．送付先住所小枝番コード－
ＮＣ、４０４．送付先住所枝番３コード－ＮＣ、４０
５．送付先住所番地編集区分－ＣＨ、４０６．送
付先住所－ＮＣ、４０７．送付先方書－ＮＣ、４０
８．送付先郵便番号－ＣＨ、４０９．送付先電話
番号区分－ＣＨ、４１０．送付先電話番号－Ｃ
Ｈ、４１１．送付先電話番号内線－ＣＨ、４１２．
送付先特宛人宛名番号－ＣＨ、４１３．口座自治
体コード－ＣＨ、４１４．口座税目コード－ＣＨ、４
１５．口座車両コード－ＣＨ、４１６．口座口振種
別－ＣＨ、４１７．口座履歴番号－ＣＨ、４１８．口
座納付種別－ＣＨ、４１９．口座クレジット区分－
ＣＨ、４２０．口座金融機関コード－ＣＨ、４２１．
口座支店コード－ＣＨ、４２２．口座口座種別－
ＣＨ、４２３．口座番号－ＣＨ、４２４．口座名義人
カナ氏名－ＮＣ、４２５．口座名義人漢字氏名－
ＮＣ、４２６．口座本人区分－ＣＨ、４２７．口座申
込日－ＣＨ、４２８．連絡先自治体コード－ＣＨ、
４２９．連絡先税目コード－ＣＨ、４３０．連絡先
連番－ＣＨ、４３１．連絡先最優先区分－ＣＨ、４
３２．連絡先区分－ＣＨ、４３３．連絡先電話番
号－ＣＨ、４３４．連絡先電話番号内線－ＣＨ、４
３５．連絡先ＦＡＸ番号－ＣＨ、４３６．特記連番－
ＣＨ、４３７．特記重要度区分－ＣＨ、４３８．特記
登録自治体コード－ＣＨ、４３９．特記登録税目
コード－ＣＨ、４４０．特記情報－ＮＣ、４４１．所
得金額調整控除適用フラグ

３９１所得金額調整別居区分、３９２所得金額調
整個人番号確認区分、３９３所得金額調整確認
区分、３９４退職手当有個人番号、３９５退職手
当有宛名番号、３９６退職手当有入力西暦生年
月日、３９７退職手当有入力カナ氏名、３９８退
職手当有入力氏名、３９９退職手当有続柄、４０
０退職手当有合計所得金額、４０１退職手当有
障害区分、４０２退職手当有調整区分、４０３退
職手当有寡フ区分、４０４退職手当有個人番号
確認区分、４０５退職手当有確認区分、４０６番
号体系、４０７統合宛名番号、４０８基幹系登録
区分、４０９特定個人情報名コード、４１０データ
セット識別項目コード、４１１データセットレコード
のキー、４１２版番号、４１３親データセットレ
コードのキー、４１４確定時点、４１５修正日時、
４１６公開開始日、４１７公開終了日、４１８情報
提供者部署コード、４１９情報提供者ユーザＩＤ、
４２０総所得金額等、４２１合計所得金額、４２２
総所得金額、４２３給与所得額、４２４給与収入
額、４２５給与専従者収入額、４２６特定支出の
額、４２７所得金額調整控除額、４２８雑所得額
総合、４２９公的年金等所得額、４３０公的年金
等収入額、４３１公年以外総合課税、４３２事業
所得額、４３３営業等所得額、４３４農業所得
額、４３５特例肉用牛所得額、４３６不動産所得
額、４３７利子所得額総合、４３８配当所得額総
合、４３９譲渡所得額総合、４４０総合長期譲渡
特控前、４４１総合長期譲渡特控額、

事後

記載内容を正確化したため重
要な変更に該当しない。

記載内容を正確化したため重
要な変更に該当しない。
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提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

令和6年9月4日

（別添２）特定個人情報ファイ
ル記録項目
個人住民税賦課業務

―

４４２総合短期譲渡特控前、４４３総合短期譲渡
特控額、４４４一時所得額総合、４４５山林所得
額、４４６退職所得額総合、４４７譲渡所得額分
離、４４８分離長期譲渡特控前、４４９分離長期
譲渡特控額、４５０分離長期一般特控前、４５１
分離長期一般特控額、４５２分離長期特定所得
額、４５３分離長期軽課特控前、４５４分離長期
軽課特控額、４５５分離短期譲渡特控前、４５６
分離短期譲渡特控額、４５７分離短期一般特控
前、４５８分離短期一般特控額、４５９分離短期
軽減特控前、４６０分離短期軽減特控額、５７１
送付先カナ氏名、５７２送付先検索カナ氏名、５
７３送付先カナ支店名、５７４送付先漢字氏名、
５７５送付先検索漢字氏名、５７６送付先漢字支
店名、５７７送付先法人種別コード、５７８送付先
法人種別位置区分、５７９送付先市内市外区
分、５８０送付先市外住所コード、５８１送付先住
所自治体コード、５８２送付先住所町名コード、
５８３送付先住所番地コード、５８４送付先住所
枝番コード、５８５送付先住所小枝番コード、５８
６送付先住所枝番３コード、５８７送付先住所番
地編集区分、５８８送付先住所、５８９送付先方
書、５９０送付先郵便番号、５９１送付先電話番
号区分、５９２送付先電話番号、５９３送付先電
話番号内線、５９４送付先特宛人宛名番号、５９
５口座自治体コード、５９６口座税目コード、５９
７口座車両コード、５９８口座口振種別、５９９口
座履歴番号、６００口座納付種別、６０１口座ク
レジット区分、６０２口座金融機関コード、６０３
口座支店コード、６０４口座口座種別、６０５口座
番号、６０６口座名義人カナ氏名、６０７口座名
義人漢字氏名、６０８口座本人区分、６０９口座
申込日、６１０連絡先自治体コード、６１１連絡先
税目コード、６１２連絡先連番、６１３連絡先最優
先区分、６１４連絡先区分、

事後

令和6年9月4日

（別添２）特定個人情報ファイ
ル記録項目
個人住民税賦課業務

―

６１５連絡先電話番号、６１６連絡先電話番号内
線、６１７連絡先ＦＡＸ番号、６１８特記連番、６１
９特記重要度区分、６２０特記登録自治体コー
ド、６２１特記登録税目コード、６２２特記情報

事後

令和6年9月4日

（別添２）特定個人情報ファイ
ル記録項目
軽自動車税（種別割）賦課業
務

１．レコード区分、２．異動後データ、３．異動前
データ、４．異動年月日、５．異動理由コード、
６．運行経路、７．運行目的、８．運転免許証番
号、９．課税区分、１０．課税状況コード、１１．課
税年度、１２．解除処理支所コード、１３．解除処
理年月日、１４．解除年月日、１５．解除理由
コード、１６．開始処理支所コード、１７．開始処
理年月日、１８．開始年月日、１９．開始理由
コード、２０．格納種別、２１．義務者宛名番号、
２２．旧標識コード、２３．旧標識記号、２４．旧標
識番号、２５．許可開始日、２６．許可終了日、２
７．型式、２８．原動機型式、２９．減免額－Ｎ
Ｍ、３０．口座有無フラグ、３１．更新アクセス
コード、３２．更新プログラムＩＤ、３３．更新時
刻、３４．更新職員番号、３５．更新端末ＩＤ、３
６．更新年月日、３７．使用者宛名番号、３８．使
用者氏名、３９．支所コード、４０．自治体コー
ド、４１．自治体識別コード、４２．車種コード、４
３．車台番号、４４．車名コード、４５．車両コー
ド、４６．車両履歴番号、４７．取込年月日、４８．
受付年月日、４９．受付番号、５０．処理済年月
日、５１．処理事由コード、５２．処理時刻、５３．
処理年月日、５４．初度検査年月、５５．所有形
態コード、５６．所有者宛名番号、５７．所有者氏
名、５８．障害者宛名番号、５９．申告書連番、６
０．申請者宛名番号、６１．申請者氏名名称、６
２．申請者住所、６３．申請者生年月日、６４．申
請年月日、６５．税率－ＮＭ、６６．前回更新アク
セスコード、６７．前回更新プログラムＩＤ、６８．
前回更新時刻、６９．前回更新職員番号、７０．
前回更新端末ＩＤ、７１．前回更新年月日、７２．
調定年月日、７３．調定年度、７４．通知書作成
年月日、７５．通知書番号、７６．通知税額－Ｎ
Ｍ、７７．通知年月日、７８．定格出力－ＮＭ、７
９．定置場区分、８０．定置場枝番３コード、

１更新年月日、２更新時刻、３更新職員番号、４
更新端末ＩＤ、５更新アクセスコード、６更新プロ
グラムＩＤ、７前回更新年月日、８前回更新時
刻、９前回更新職員番号、１０前回更新端末Ｉ
Ｄ、１１前回更新アクセスコード、１２前回更新プ
ログラムＩＤ、１３排他フラグ、１４自治体識別
コード、１５車両コード、１６車両履歴番号、１７レ
コード区分、１８標識コード、１９標識記号、２０
標識番号、２１車種コード、２２義務者宛名番
号、２３所有者宛名番号、２４使用者宛名番号、
２５車名コード、２６車台番号、２７型式、２８年
式、２９原動機型式、３０排気量、３１定格出力、
３２認定番号、３３課税区分、３４特例区分、３５
所有形態コード、３６登録理由コード、３７登録
年月日、３８登録処理年月日、３９登録処理支
所コード、４０廃車理由コード、４１廃車年月日、
４２廃車処理年月日、４３廃車処理支所コード、
４４標識回収区分、４５保留減免有無フラグ、４
６自治体コード、４７定置場区分、４８定置場自
治体コード、４９定置場町名コード、５０定置場
番地コード、５１定置場枝番コード、５２定置場
小枝番コード、５３定置場枝番３コード、５４定置
場番地編集区分、５５課税年度、５６賦課履歴
番号、５７調定年度、５８通知書番号、５９課税
状況コード、６０賦課異動理由コード、６１賦課
異動年月日、６２賦課異動処理年月日、６３税
率、６４減免額、６５年税額、６６通知税額、６７
納期限区分、６８納期限、６９通知年月日、７０
通知書作成年月日、７１口座有無フラグ、７２納
税組合番号、７３調定年月日、７４予定決定区
分、７５保留減免履歴番号、７６格納種別、７７
申請年月日、７８開始理由コード、７９開始年月
日、８０開始処理年月日、

事後

記載内容を正確化したため重
要な変更に該当しない。

記載内容を正確化したため重
要な変更に該当しない。

記載内容を正確化したため重
要な変更に該当しない。
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提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

令和6年9月4日

（別添２）特定個人情報ファイ
ル記録項目
軽自動車税（種別割）賦課業
務

８１．定置場枝番コード、８２．定置場自治体
コード、８３．定置場小枝番コード、８４．定置場
町名コード、８５．定置場番地コード、８６．定置
場番地編集区分、８７．登録処理支所コード、８
８．登録処理年月日、８９．登録年月日、９０．登
録理由コード、９１．特記情報、９２．特例区分、
９３．認定番号、９４．年式、９５．年税額－ＮＭ、
９６．納期限、９７．納期限区分、９８．納税義務
者区分、９９．納税組合番号、１００．廃車処理
支所コード、１０１．廃車処理年月日、１０２．廃
車年月日、１０３．廃車理由コード、１０４．排気
量－ＮＭ、１０５．排他フラグ、１０６．備考、１０
７．標識コード、１０８．標識回収区分、１０９．標
識記号、１１０．標識番号、１１１．賦課異動フラ
グ－過年１、１１２．賦課異動フラグ－過年２、１
１３．賦課異動フラグ－過年３、１１４．賦課異動
フラグ－過年４、１１５．賦課異動フラグ－過年
５、１１６．賦課異動フラグ－過年６、１１７．賦課
異動フラグ－過年７、１１８．賦課異動フラグ－
現年、１１９．賦課異動処理年月日、１２０．賦課
異動年月日、１２１．賦課異動理由コード、１２
２．賦課履歴番号、１２３．返納状態コード、１２
４．返納年月日、１２５．保留減免解除フラグ、１
２６．保留減免開始フラグ、１２７．保留減免有
無フラグ、１２８．保留減免履歴番号、１２９．予
定決定区分、１３０．臨時標識番号、１３１．個人
番号、１３２．法人番号、１３３．初度検査年月、
１３４．編集済標識、１３５．車齢、１３６．宛名世
帯番号－ＣＨ、１３７．宛名住民番号－ＣＨ、１３
８．宛名個人法人区分－ＣＨ、１３９．宛名個人
法人詳細区分－ＣＨ、

８１開始処理支所コード、８２障害者宛名番号、
８３解除理由コード、８４解除年月日、８５解除処
理年月日、８６解除処理支所コード、８７特記情
報、８８取込年月日、８９申告書連番、９０異動
理由コード、９１異動年月日、９２納税義務者区
分、９３所有者氏名、９４使用者氏名、９５初度
検査年月、９６旧標識コード、９７旧標識記号、９
８旧標識番号、９９処理済年月日、１００申告書
区分、１０１処理年月日、１０２処理時刻、１０３
処理事由コード、１０４支所コード、１０５賦課異
動フラグ－現年、１０６賦課異動フラグ－過年、
１０７保留減免開始フラグ、１０８保留減免解除
フラグ、１０９異動後データ、１１０異動前デー
タ、１１１最新義務者宛名番号、１１２納付状況
コード、１１３有効年月日、１１４抹消フラグ、１１
５連携年月日、１１６連携済フラグ、１１７強制修
正フラグ、１１８軽ＪＮＫＳデータ区分、１１９削除
年度、１２０業務種別コード、１２１履歴番号、１
２２車両番号、１２３所有者住所町字コード、１２
４所有者住所具体名、１２５使用者住所町字
コード、１２６使用者住所具体名、１２７定置場住
所町字コード、１２８定置場住所具体名、１２９交
付年月日、１３０車名、１３１型式ＩＤ文字、１３２
原動機型式ＩＤ文字、１３３用途、１３４自家用事
業用の別、１３５車体の形状コード、１３６車体の
形状、１３７総排気量又は定格出力、１３８燃料
の種類コード、１３９燃料の種類、

事後

令和6年9月4日

（別添２）特定個人情報ファイ
ル記録項目
軽自動車税（種別割）賦課業
務

１４０．宛名通称名優先区分－ＣＨ、１４１．宛名
カナ氏名－ＮＣ、１４２．宛名カナ通称名－ＮＣ、
１４３．宛名漢字氏名－ＮＣ、１４４．宛名漢字通
称名－ＮＣ、１４５．宛名生年月日－ＣＨ、１４６．
宛名性別－ＣＨ、１４７．宛名続柄１－ＣＨ、１４
８．宛名続柄２－ＣＨ、１４９．宛名続柄３－ＣＨ、
１５０．宛名続柄４－ＣＨ、１５１．宛名市内市外
区分－ＣＨ、１５２．宛名市外住所コード－ＣＨ、
１５３．宛名住所自治体コード－ＣＨ、１５４．宛
名住所町名コード－ＣＨ、１５５．宛名住所番地
コード－ＮＣ、１５６．宛名住所枝番コード－Ｎ
Ｃ、１５７．宛名住所小枝番コード－ＮＣ、１５８．
宛名住所枝番３コード－ＮＣ、１５９．宛名住所
番地編集区分－ＣＨ、１６０．宛名住所－ＮＣ、１
６１．宛名方書－ＮＣ、１６２．宛名郵便番号－Ｃ
Ｈ、１６３．宛名電話番号－ＣＨ、１６４．関連相
手先宛名番号－ＣＨ、１６５．関連最新宛名番号
－ＣＨ、１６６．関連事由コード－ＣＨ、１６７．送
付先区分－ＣＨ、１６８．送付先個人法人区分－
ＣＨ、１６９．送付先カナ氏名－ＮＣ、１７０．送付
先検索カナ氏名－ＮＣ、１７１．送付先カナ支店
名－ＮＣ、１７２．送付先漢字氏名－ＮＣ、１７３．
送付先検索漢字氏名－ＮＣ、１７４．送付先漢字
支店名－ＮＣ、１７５．送付先法人種別コード－
ＣＨ、１７６．送付先法人種別位置区分－ＣＨ、１
７７．送付先市内市外区分－ＣＨ、１７８．送付
先市外住所コード－ＣＨ、１７９．送付先住所自
治体コード－ＣＨ、１８０．送付先住所町名コード
－ＣＨ、１８１．送付先住所番地コード－ＮＣ、１８
２．送付先住所枝番コード－ＮＣ、１８３．送付先
住所小枝番コード－ＮＣ、１８４．送付先住所枝
番３コード－ＮＣ、１８５．送付先住所番地編集
区分－ＣＨ、１８６．送付先住所－ＮＣ、１８７．送
付先方書－ＮＣ、１８８．送付先郵便番号－Ｃ
Ｈ、１８９．送付先電話番号区分－ＣＨ、１９０．
送付先電話番号－ＣＨ、

１４０型式指定番号、１４１類別区分番号、１４２
定員、１４３積載量、１４４車両重量、１４５車両
総重量、１４６長さ、１４７幅、１４８高さ、１４９前
軸重、１５０後軸重、１５１有効期間の満了する
日、１５２抹消状態表示文字、１５３届出年月
日、１５４排出ガス適合コード、１５５その他検査
事項等コード、１５６Ｈ２７燃費達成情報コード、
１５７Ｈ３２燃費達成情報コード、１５８ＷＬＴＣ
モードＨ２７基準、１５９ＷＬＴＣモードＨ３２基準、
１６０重課判定情報、１６１軽課判定情報、１６２
更新前車両番号、１６３更新前標識コード、１６４
更新前標識記号、１６５更新前標識番号、１６６
更新前車台番号、１６７更新前所有者氏名、１６
８更新前所有者住所町字コード、１６９更新前所
有者住所具体名、１７０更新前使用者氏名、１７
１更新前使用者住所町字コード、１７２更新前使
用者住所具体名、１７３更新前定置場住所町字
コード、１７４更新前定置場住所具体名、１７５更
新前交付年月日、１７６更新前初度検査年月、
１７７更新前車名コード、１７８更新前車名、１７
９更新前型式、１８０更新前型式ＩＤ文字、１８１
更新前原動機型式、１８２更新前原動機型式ＩＤ
文字、１８３更新前用途、１８４更新前自家用事
業用の別、１８５更新前車体の形状コード、１８６
更新前車体の形状、１８７更新前総排気量又は
定格出力、１８８更新前燃料の種類コード、１８９
更新前燃料の種類、１９０更新前型式指定番
号、

事後

記載内容を正確化したため重
要な変更に該当しない。

記載内容を正確化したため重
要な変更に該当しない。
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提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

令和6年9月4日

（別添２）特定個人情報ファイ
ル記録項目
軽自動車税（種別割）賦課業
務

１９１．送付先電話番号内線－ＣＨ、１９２．送付
先特宛人宛名番号－ＣＨ、１９３．口座自治体
コード－ＣＨ、１９４．口座税目コード－ＣＨ、１９
５．口座車両コード－ＣＨ、１９６．口座口振種別
－ＣＨ、１９７．口座履歴番号－ＣＨ、１９８．口座
納付種別－ＣＨ、１９９．口座クレジット区分－Ｃ
Ｈ、２００．口座金融機関コード－ＣＨ、２０１．口
座支店コード－ＣＨ、２０２．口座口座種別－Ｃ
Ｈ、２０３．口座番号－ＣＨ、２０４．口座名義人カ
ナ氏名－ＮＣ、２０５．口座名義人漢字氏名－Ｎ
Ｃ、２０６．口座本人区分－ＣＨ、２０７．口座申
込日－ＣＨ、２０８．連絡先自治体コード－ＣＨ、
２０９．連絡先税目コード－ＣＨ、２１０．連絡先
連番－ＣＨ、２１１．連絡先最優先区分－ＣＨ、２
１２．連絡先区分－ＣＨ、２１３．連絡先電話番
号－ＣＨ、２１４．連絡先電話番号内線－ＣＨ、２
１５．連絡先ＦＡＸ番号－ＣＨ、２１６．特記連番－
ＣＨ、２１７．特記重要度区分－ＣＨ、２１８．特記
登録自治体コード－ＣＨ、２１９．特記登録税目
コード－ＣＨ、２２０．特記情報－ＮＣ、２２１．業
務種別コード、２２２．車両番号－ＮＣ、２２３．所
有者住所町字コード、２２４．所有者住所具体
名、２２５．使用者住所町字コード、２２６．使用
者住所具体名、２２７．定置場住所町字コード、
２２８．定置場住所具体名、２２９．交付年月日、
２３０．車名、２３１．型式ＩＤ文字、２３２．原動機
型式ＩＤ文字、２３３．用途、２３４．自家用事業用
の別、２３５．車体の形状コード、２３６．車体の
形状、２３７．総排気量又は定格出力、２３８．燃
料の種類コード、２３９．燃料の種類、２４０．型
式指定番号、２４１．類別区分番号、２４２．定員
１、２４３．定員２、２４４．積載量１、２４５．積載
量２、２４６．車両重量、２４７．車両総重量１、２
４８．車両総重量２、２４９．長さ、２５０．幅、２５
１．高さ、２５２．前軸重、２５３．後軸重、２５４．
有効期間の満了する日、２５５．抹消状態表示
文字、

１９１更新前類別区分番号、１９２更新前定員、
１９３更新前積載量、１９４更新前車両重量、１９
５更新前車両総重量、１９６更新前長さ、１９７更
新前幅、１９８更新前高さ、１９９更新前前軸重、
２００更新前後軸重、２０１更新前有効期間の満
了する日、２０２更新前抹消状態表示文字、２０
３更新前届出年月日、２０４更新前排出ガス適
合コード、２０５更新前その他検査事項等コー
ド、２０６更新前Ｈ２７燃費達成情報コード、２０７
更新前Ｈ３２燃費達成情報コード、２０８更新前
ＷＬＴＣモードＨ２７基準、２０９更新前ＷＬＴＣ
モードＨ３２基準、２１０更新前重課判定情報、２
１１更新前軽課判定情報、２１２所有者氏名変
更の有無、２１３使用者氏名変更の有無、２１４
所有者住所変更の有無、２１５使用者住所変更
の有無、２１６使用の本拠の位置変更の有無、
２１７センタＤＢレコード更新日付、２１８対象情
報の作成日、２１９宛名世帯番号、２２０宛名住
民番号、２２１宛名個人法人区分、２２２宛名個
人法人詳細区分、２２３宛名通称名優先区分、
２２４宛名カナ氏名、２２５宛名カナ通称名、２２
６宛名漢字氏名、２２７宛名漢字通称名、２２８
宛名生年月日、２２９宛名性別、２３０宛名続柄
１、２３１宛名続柄２、２３２宛名続柄３、２３３宛
名続柄４、２３４宛名市内市外区分、２３５宛名
市外住所コード、２３６宛名住所自治体コード、
２３７宛名住所町名コード、２３８宛名住所番地
コード、２３９宛名住所枝番コード、２４０宛名住
所小枝番コード、２４１宛名住所枝番３コード、２
４２宛名住所番地編集区分、２４３宛名住所、２
４４宛名方書、２４５宛名郵便番号、２４６宛名電
話番号、２４７関連相手先宛名番号、２４８関連
最新宛名番号、２４９関連事由コード、２５０送付
先区分、２５１送付先個人法人区分、２５２送付
先カナ氏名、２５３送付先検索カナ氏名、２５４
送付先カナ支店名、２５５送付先漢字氏名、

事後

令和6年9月4日

（別添２）特定個人情報ファイ
ル記録項目
軽自動車税（種別割）賦課業
務

２５６．届出年月日、２５７．排出ガス適合コー
ド、２５８．その他検査事項等コード１、２５９．そ
の他検査事項等コード２、２６０．その他検査事
項等コード３、２６１．その他検査事項等コード
４、２６２．その他検査事項等コード５、２６３．Ｈ
２７燃費達成情報コード、２６４．Ｈ３２燃費達成
情報コード、２６５．ＷＬＴＣモードＨ２７基準－Ｃ
Ｈ、２６６．ＷＬＴＣモードＨ３２基準－ＣＨ、２６７．
重課判定情報、２６８．軽課判定情報、２６９．予
備１、２７０．更新前車両番号－ＮＣ、２７１．更
新前標識コード、２７２．更新前標識記号、２７
３．更新前標識番号、２７４．更新前車台番号、
２７５．更新前所有者氏名、２７６．更新前所有
者住所町字コード、２７７．更新前所有者住所具
体名、２７８．更新前使用者氏名、２７９．更新前
使用者住所町字コード、２８０．更新前使用者住
所具体名、２８１．更新前定置場住所町字コー
ド、２８２．更新前定置場住所具体名、２８３．更
新前交付年月日、２８４．更新前初度検査年
月、２８５．更新前車名コード、２８６．更新前車
名、２８７．更新前型式、２８８．更新前型式ＩＤ文
字、２８９．更新前原動機型式、２９０．更新前原
動機型式ＩＤ文字、２９１．更新前用途、２９２．更
新前自家用事業用の別、２９３．更新前車体の
形状コード、２９４．更新前車体の形状、２９５．
更新前総排気量又は定格出力、２９６．更新前
燃料の種類コード、２９７．更新前燃料の種類、
２９８．更新前型式指定番号、２９９．更新前類
別区分番号、３００．更新前定員１、３０１．更新
前定員２、３０２．更新前積載量１、３０３．更新
前積載量２、３０４．更新前車両重量、３０５．更
新前車両総重量１、３０６．更新前車両総重量
２、３０７．更新前長さ、３０８．更新前幅、３０９．
更新前高さ、３１０．更新前前軸重、

２５６送付先検索漢字氏名、２５７送付先漢字支
店名、２５８送付先法人種別コード、２５９送付先
法人種別位置区分、２６０送付先市内市外区
分、２６１送付先市外住所コード、２６２送付先住
所自治体コード、２６３送付先住所町名コード、
２６４送付先住所番地コード、２６５送付先住所
枝番コード、２６６送付先住所小枝番コード、２６
７送付先住所枝番３コード、２６８送付先住所番
地編集区分、２６９送付先住所、２７０送付先方
書、２７１送付先郵便番号、２７２送付先電話番
号区分、２７３送付先電話番号、２７４送付先電
話番号内線、２７５送付先特宛人宛名番号、２７
６口座自治体コード、２７７口座税目コード、２７
８口座車両コード、２７９口座口振種別、２８０口
座履歴番号、２８１口座納付種別、２８２口座ク
レジット区分、２８３口座金融機関コード、２８４
口座支店コード、２８５口座口座種別、２８６口座
番号、２８７口座名義人カナ氏名、２８８口座名
義人漢字氏名、２８９口座本人区分、２９０口座
申込日、２９１連絡先自治体コード、２９２連絡先
税目コード、２９３連絡先連番、２９４連絡先最優
先区分、２９５連絡先区分、２９６連絡先電話番
号、２９７連絡先電話番号内線、２９８連絡先ＦＡ
Ｘ番号、２９９特記連番、３００特記重要度区分、
３０１特記登録自治体コード、３０２特記登録税
目コード、３０３特記情報

事後

令和6年9月4日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要（固定資産税）
４．特定個人情報ファイルの
取扱の委託

富士通Ｊａｐａｎ株式会社　埼玉支社 富士通Ｊａｐａｎ株式会社 事後

令和6年9月4日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要（固定資産税）
４．特定個人情報ファイルの
取扱の委託

株式会社日立システムズ 株式会社オーイーシー 事後

令和6年9月4日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要（固定資産税）
４．特定個人情報ファイルの
取扱の委託

富士通Ｊａｐａｎ株式会社　埼玉支社 富士通Ｊａｐａｎ株式会社 事後

令和6年9月4日

（別添１）事務の内容
収納業務
図

クレジットカード（WEBサイト） 削除 事後

令和6年9月4日

（別添１）事務の内容
収納業務
図

ペイジー口座振替受付サービス
ペイジー口座振替受付サービス・Web口座振替
振替受付サービス

事後

令和6年9月4日

（別添１）事務の内容
収納業務
図

④公金取扱口座情報 ④公金受取口座情報 事後

令和6年9月4日

（別添１）事務の内容
収納業務
備考

②金融機関、スマホ決済、クレジットカード納
付、コンビニエンスストア入金などの消込処理を
行う。（地方税共通納税システムは、eLTAXによ
る申告時に納税）

②金融機関入金、スマホ決済、コンビニエンス
ストア入金、地方税共通納税システムによる入
金などの消込処理を行う。

事後

記載内容を正確化したため重
要な変更に該当しない。

記載内容を正確化したため重
要な変更に該当しない。

委託先業者名の修正のため、
重要な変更に該当しない。

委託先業者の社名変更のた
め、重要な変更に該当しな
い。

委託先業者名の修正のため、
重要な変更に該当しない。

市独自のクレジットカード納付
を廃止したため、重要な変更
に該当しない。

記載内容を正確化したため重
要な変更に該当しない。

文言修正のため、重要な変更
に該当しない。

記載内容を正確化したため重
要な変更に該当しない。
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提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

令和6年9月4日

別紙　事務において使用する
システム
Ⅴ．収納業務
２．特定個人情報ファイルを取
り扱う事務において使用する
システム
システム11

なし
（追加）
Web口座振替受付サービス利用システム

事後

令和6年9月4日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの
概要（滞納整理）
４．特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
委託事項1
⑥委託先名

富士通Japan株式会社　埼玉支社 富士通Japan株式会社 事後

令和6年9月4日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの
概要（滞納整理）
４．特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
委託事項2
⑥委託先名

株式会社日立システムズ 株式会社オーイーシー 事後

令和6年9月4日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの
概要（滞納整理）
４．特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
委託事項3
⑥委託先名

富士通Japan株式会社　埼玉支社 富士通Japan株式会社 事後

令和6年9月4日

Ⅴ　開示請求、問合せ
１．特定個人情報の開示・訂
正・利用停止請求
②請求方法

さいたま市個人情報保護条例第13条に基づ
き、必要事項を記載した開示請求書を提出す
る。

必要事項を記載した開示請求書を提出する。 事後

令和6年9月4日

Ⅴ　開示請求、問合せ
２．特定個人情報ファイルの
取扱いに関する問い合わせ
①連絡先

電話番号：048-829-1160 電話番号：048-829-1158 事後

令和6年9月4日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの
概要（収納）
４．特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
委託事項1
⑥委託先名

富士通Japan株式会社　関越支社 富士通Japan株式会社 事後

令和6年9月4日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの
概要（収納）
４．特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
委託事項2
⑥委託先名

株式会社日立システムズ 株式会社オーイーシー 事後

令和6年9月4日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの
概要（収納）
４．特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
委託事項3
⑥委託先名

富士通Japan株式会社　関越支社 富士通Japan株式会社 事後

令和6年9月4日

Ⅲ　特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策
７．特定個人情報の保管・消
去
リスク１：　特定個人情報の漏
えい・滅失・毀損リスク
⑨過去３年以内に、評価実施
機関において、個人情報に関
する重大事故が発生したか

発生無し 発生有り 事後

システムの追加に伴うものだ
が、重要な変更に該当しな
い。

委託先業者の社名変更のた
め、重要な変更に該当しな
い。

委託先業者の社名変更のた
め、重要な変更に該当しな
い。

委託先業者の社名変更のた
め、重要な変更に該当しな
い。

委託先業者の社名変更のた
め、重要な変更に該当しな
い。

委託先業者の社名変更のた
め、重要な変更に該当しな
い。

委託先業者の社名変更のた
め、重要な変更に該当しな
い。

評価実施機関において個人
情報に関する重大事故が発
生したことによる変更。

評価実施機関において個人
情報に関する重大事故が発
生したことによる変更。

評価実施機関において個人
情報に関する重大事故が発
生したことによる変更。

法令改正等により重要な変更
に該当しない。

組織改正に伴う担当係の変更
のため。

令和6年9月4日

Ⅲ　特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策
７．特定個人情報の保管・消
去
リスク１：　特定個人情報の漏
えい・滅失・毀損リスク
⑨過去３年以内に、評価実施
機関において、個人情報に関
する重大事故が発生したか
その内容

― 別紙のとおり 事後

令和6年9月4日

Ⅲ　特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策
７．特定個人情報の保管・消
去
リスク１：　特定個人情報の漏
えい・滅失・毀損リスク
⑨過去３年以内に、評価実施
機関において、個人情報に関
する重大事故が発生したか
再発防止策の内容

― 別紙のとおり 事後

244



提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

令和7年9月30日

Ⅰ　基本情報
６．情報提供ネットワークシス
テムによる情報連携※
②法令上の根拠

Ⅰ． 個人住民税特定個人情報ファイル
　１　番号法第19条第8号に基づく利用特定個
人情報の提供に関する命令（令和6年5月24日
デジタル庁・総務省令第9号。以下「情報連携主
務省令」という。）の表第三欄（情報提供者）が
「市町村長」であって、第四欄に「地方税関係情
報」が含まれる項
（1,2,3,4,5,7,11,14,15,20,28,37,39,42,48,49,53,57,5
8,59,63,65,66,69,73,75,76,81,83,84,86,87,88,89,9
0,91,92,96,98,106,108,115,124,125,129,130,132,1
37,138,140,141,142,144,147,151,152,155,156,15
8,160,161,163,164,165,166,167,168,169,170,171,
172,173の項）

　２　情報連携主務省令の表第一欄（が「市町
村長」であって第二欄に「地方税法その他の地
方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条
例」を含む項のうち本事務に該当するもの（48
の項）

Ⅰ． 個人住民税特定個人情報ファイル
　１　番号法第19条第8号に基づく利用特定個
人情報の提供に関する命令（令和6年5月24日
デジタル庁・総務省令第9号。以下「情報連携主
務省令」という。）の表第三欄（情報提供者）が
「市町村長」であって、第四欄（利用特定個人情
報）に「地方税関係情報」が含まれる項
（1,2,3,4,5,7,11,13,15,20,28,37,39,42,48,49,53,55-
2,57,58,59,63,65,66,69,73,75,76,81,83,84,86,87,8
8,89,90,91,92,96,98,106,108,112,115,124,125,129
,130,132,137,138,140,141,142,144,147,151,152,1
55,156,158,160,161,163,164,165,166,167,168,16
9,170,171,172,173の項）

　２　情報連携主務省令の表第一欄（情報照会
者）が「市町村長」であって第二欄（特定個人番
号利用事務）に「地方税法その他の地方税に関
する法律及びこれらの法律に基づく条例」を含
む項のうち本事務に該当するもの（48の項）

事後
記載内容を正確化したため重
要な変更に該当しない。

令和7年9月30日

Ⅰ　基本情報
６．情報提供ネットワークシス
テムによる情報連携※
②法令上の根拠

Ⅱ． 軽自動車税（種別割）特定個人情報ファイ
ル
　情報連携主務省令の表第一欄が「市町村長」
であって第二欄に「地方税法その他の地方税に
関する法律及びこれらの法律に基づく条例」を
含む項のうち本事務に該当するもの（48の項）

Ⅱ． 軽自動車税（種別割）特定個人情報ファイ
ル
　情報連携主務省令の表第一欄（情報照会者）
が「市町村長」であって第二欄（特定個人番号
利用事務）に「地方税法その他の地方税に関す
る法律及びこれらの法律に基づく条例」を含む
項のうち本事務に該当するもの（48の項）

事後
記載内容を正確化したため重
要な変更に該当しない。

令和7年9月30日

Ⅰ　基本情報
６．情報提供ネットワークシス
テムによる情報連携※
②法令上の根拠

Ⅲ． 固定資産税及び都市計画税特定個人情
報ファイル
　情報連携主務省令の表第一欄が「市町村長」
であって第二欄に「地方税法その他の地方税に
関する法律及びこれらの法律に基づく条例」を
含む項のうち本事務に該当するもの（48の項）

Ⅲ． 固定資産税及び都市計画税特定個人情
報ファイル
　情報連携主務省令の表第一欄（情報照会者）
が「市町村長」であって第二欄（特定個人番号
利用事務）に「地方税法その他の地方税に関す
る法律及びこれらの法律に基づく条例」を含む
項のうち本事務に該当するもの（48の項）

事後
記載内容を正確化したため重
要な変更に該当しない。

令和7年9月30日

別紙　事務において使用する
システム
Ⅰ．個人住民税賦課業務
２　特定個人情報ファイルを取
り扱う事務において使用する
システム

システム1～11　［略］

システム1～11　［略］
システム12 個人住民税電子申告システム
（eLTAX）
システム13　マイナポータル（サービス検索・電
子申請機能）
システム14　申請管理システム

事後
記載内容を正確化したため重
要な変更に該当しない。

令和7年9月30日

別紙　事務において使用する
システム
Ⅱ．軽自動車税（種別割）賦
課業務
２　特定個人情報ファイルを取
り扱う事務において使用する
システム

令和7年9月30日

別紙　事務の内容
Ⅱ．軽自動車税（種別割）賦
課業務【業務全体概要】
１　申告書受付事務

（１）原動機付自転車・小型特殊自動車
　軽自動車税（種別割）申告（報告）書兼標識交
付申請書や軽自動車税（種別割）廃車申告書
兼標識返納書を受け付け、軽自動車税システ
ムに入力するとともに、標識及び標識交付証明
書の交付又は返納された標識を受領する。ま
た、他市町村を転出時に未廃車の車両につい
ての登録を行う際は、課税物件異動通知書を
出力し、申告者に交付するとともに、旧定置場
の市町村に通知する。同様に、他市町村から課
税物件異動通知書等を受領した場合は、軽自
動車税システムにて廃車処理を行う。
（２）軽自動車・二輪の小型自動車
 一般社団法人全国軽自動車協会連合会経由
で軽自動車税（種別割）申告書（報告書）を受け
付け、地方公共団体情報システム機構から軽
自動車検査情報市区町村提供システムで提供
される車両の検査情報と合わせて、軽自動車
税システムに入力する。

（１）原動機付自転車・小型特殊自動車
　軽自動車税（種別割）申告（報告）書兼標識交
付申請書や軽自動車税（種別割）廃車申告書
兼標識返納書を受け付け、軽自動車税システ
ムに入力するとともに、標識及び標識交付証明
書の交付又は返納された標識を受領する。ま
た、他市町村を転出時に未廃車の車両につい
ての登録を行う際は、課税物件異動通知書を
出力又は電子的な廃車情報の提供により旧定
置場の市町村に通知する。同様に、他市町村
から課税物件異動通知書又は電子的な廃車情
報の提供等を受理した場合は、軽自動車税シ
ステムにて廃車処理を行う。
（２）軽自動車・二輪の小型自動車
 一般社団法人全国軽自動車協会連合会又は
軽自動車検査協会経由で軽自動車税（種別割）
申告書（報告書）を受け付け、地方公共団体情
報システム機構及び（一財）自動車検査登録情
報協会より提供される車両の検査情報と合わ
せて、軽自動車税システムに入力する。

事後
記載内容を正確化したため重
要な変更に該当しない。

令和7年9月30日

別紙　事務の内容
Ⅱ．軽自動車税（種別割）賦
課業務【業務全体概要】
３　その他事務

―

（５）車両ごとの納付情報の登録
軽自動車税(種別割)の車両ごとの納付状況を、
軽自動車検査協会等がオンラインで確認できる
「軽JNKS」に登録する。

事後
記載内容を正確化したため重
要な変更に該当しない。

システム1～7　［略］

システム1～7　［略］
システム8 埼玉県市町村電子申請サービス
システム9　軽自動車保有関係手続のワンストッ
プサービス（軽OSS）
システム10　 軽自動車税納付確認システム（軽
JNKS）
システム11　 地方税外部連携システム

事後
記載内容を正確化したため重
要な変更に該当しない。

令和7年9月30日

別紙　事務において使用する
システム
Ⅰ．個人住民税賦課業務
２　特定個人情報ファイルを取
り扱う事務において使用する
システム
システム11
②システムの機能

１　申請受付機能（市民向け）
　市民税・県民税申告書の申請をインターネット
を経由して電子的に受け付ける。

２　申請状態確認機能（市民向け）
　申請の処理状況を確認する。

３　申請確認機能（行政向け）
　申請の確認を行う。

４　申請通知機能（行政向け）
　申請の受理や記載不備の訂正指示の通知等
を行う。

１　申請受付機能（市民向け）
　市民税・県民税申告書等の申請をインター
ネットを経由して電子的に受け付ける。

２　申請状態確認機能（市民向け）
　申告書の処理状況を確認する。

３　申請確認機能（行政向け）
　届出の確認を行う。

４　申請通知機能（行政向け）
　届出の受理や記載不備の訂正指示の通知等
を行う。

事後
記載内容を正確化したため重
要な変更に該当しない。
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提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

事前

令和7年9月30日

令和7年9月30日

令和7年9月30日

別紙 事務において使用する
システム
Ⅲ．固定資産税及び都市計画
税賦課業務
２　特定個人情報ファイルを取
り扱う事務において使用する
システム
システム2
③ 他のシステムとの接続

[○] その他（家屋評価システム、固定資産評価
システム（土地）、審査システム（eLTAX））

[○] その他（家屋評価システム、固定資産評価
システム（土地）、審査システム（eLTAX）、登記
データ連携システム）

事後
軽微な修正のため重要な変
更に該当しない。

令和7年9月30日

別紙 事務において使用する
システム
Ⅲ．固定資産税及び都市計画
税賦課業務
２　特定個人情報ファイルを取
り扱う事務において使用する
システム
システム10
①システムの名称
②システムの機能
③他のシステムとの接続

―

（追加）
①登記データ連携システム
②最新の登記データの把握と履歴検索を可能
とし、税務システムと連携することで課税台帳の
異動更新処理を半自動化する。
③[○]税務システム[○]その他（家屋評価シス
テム）

事後
軽微な修正のため重要な変
更に該当しない。

②地方公共団体情報システム機構から初度検
査年月を含む検査情報を受け取る。これには個
人番号は含まれない。

②地方公共団体情報システム機構及び（一財）
自動車検査登録情報協会から初度検査年月を
含む検査情報を受け取る。これには個人番号
は含まれない。

令和7年9月30日

（別添１）事務の内容
　図
（軽自動車税（種別割）賦課業
務）

―

別添の図を参照
変更点：
・埼玉県市町村電子申請サービス、軽自動車Ｏ
ＳＳ、軽JNKSのシステム及び（一財）自動車検
査登録情報協会を図に追加
・矢印①の記載を変更、提出方法に電子を追加
・矢印⑧の記載を変更、提出方法に電子を追加
・矢印⑨の記載を変更、提出方法に電子を追加
・⑬の矢印を追加

事後
記載内容を正確化したため重
要な変更に該当しない。

（別添１）事務の内容
（軽自動車税（種別割）賦課業
務）
　図

別添の図を参照
変更点：
・矢印④の記載を変更、提出方法に電子を追加

令和7年9月30日

（別添１）事務の内容
（軽自動車税（種別割）賦課業
務）
　（備考）

令和7年9月30日

（別添１）事務の内容
（軽自動車税（種別割）賦課業
務）
　（備考）

① 所有者（又は販売店）から軽自動車税（種別
割）申告（報告）書兼標識交付申請書等を受け
付ける。また、一般社団法人全国軽自動車協
会連合会を経由し、軽自動車税（種別割）申告
書（報告書）を受け付ける。これらには個人番号
は含まれない。受け付けした申告書は、イメー
ジ管理システムに取り込むことで、軽自動車税
システムからイメージ照会が可能となる。

① 所有者（又は販売店）から軽自動車税（種別
割）申告（報告）書兼標識交付申請書等を受け
付ける。また、一般社団法人全国軽自動車協
会連合会又は軽自動車検査協会を経由し、軽
自動車税（種別割）申告書（報告書）を受け付け
る。埼玉県市町村電子申請サービスで提出され
た申告（報告）書等は、紙に印刷して受理する。
これらには個人番号は含まれない。受け付けし
た申告書は、イメージ管理システムに取り込む
ことで、軽自動車税システムからイメージ照会
が可能となる。所有者には、標識交付証明（返
納）書を交付するが、これらには個人番号は記
載しない。

事後
記載内容を正確化したため重
要な変更に該当しない。

事後
記載内容を正確化したため重
要な変更に該当しない。

令和7年9月30日

（別添１）事務の内容
（軽自動車税（種別割）賦課業
務）
　（備考）

④ 減免、非課税等の申請において、個人番号
を記載した申請書を受け付ける。また、減免該
当者へ減免決定通知書を、非該当者には減免
申請棄却（却下）通知書を送付するが、これらに
は個人番号は記載しない。

④ 減免、非課税等の申請において、個人番号
を記載した申請書を紙又は埼玉県市町村電子
申請サービスを介して電子で受け付ける。ま
た、減免該当者へ減免決定通知書を、非該当
者には減免申請棄却（却下）通知書を送付する
が、これらには個人番号は記載しない。

事前

（別添１）事務の内容
（個人住民税賦課業務）
　図

別添の図を参照
変更点：
①個人住民税電子申告システム（eLTAX）を経
由した電子申請の矢印を追加

事前

令和7年9月30日

（別添１）事務の内容
（個人住民税賦課業務）
　（備考）

①課税資料（確定申告書、給与支払報告書総
括表、給与支払報告書個人別明細書、公的年
金等支払報告書、市民税・県民税申告書）を受
け付け、個人住民税システムへ取り込む。埼玉
県市町村電子申請サービスで提出された申告
書は紙に印刷して受理する。課税資料を取り込
むにあたり、データパンチ委託業者にて電子
ファイル化（パンチ作業）を行い、この電子ファイ
ルには個人番号が含まれる。

①課税資料（確定申告書、給与支払報告書総
括表、給与支払報告書個人別明細書、公的年
金等支払報告書、市民税・県民税申告書）等を
受け付け、個人住民税システムへ取り込む。埼
玉県市町村電子申請サービス及び個人住民税
電子申告システム（eLTAX）で提出された申告
書等は紙に印刷して受理する。課税資料を取り
込むにあたり、データパンチ委託業者にて電子
ファイル化（パンチ作業）を行い、この電子ファイ
ルには個人番号が含まれる。

事後
記載内容を正確化したため重
要な変更に該当しない。

令和7年9月30日

別紙 事務において使用する
システム
Ⅲ．固定資産税及び都市計画
税賦課業務
２　特定個人情報ファイルを取
り扱う事務において使用する
システム
システム3
③ 他のシステムとの接続

[　] その他（　　　　　　　　　　　　　） [○] その他（登記データ連携システム） 事後
軽微な修正のため重要な変
更に該当しない。
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提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

令和7年9月30日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要（個人）
５　特定個人情報の提供・移
転（委託に伴うものを除く）
提供・移転の有無

［〇］ 提供を行っている（ 65件 ）
［〇］ 移転を行っている（ 13件 ）
［　 ］ 行っていない

［〇］　提供を行っている（　6件 ）
［〇］　移転を行っている（ 13件 ）
［　 ］　行っていない

事後
記載内容を正確化したため重
要な変更に該当しない。

令和7年9月30日

（別添１）事務の内容
（軽自動車税（種別割）賦課業
務）
　（備考）

―

⑬軽自動車税(種別割)の車両ごとの納付情報
を、軽自動車検査協会等がオンラインで確認で
きる「軽JNKS」に登録する。これらには個人番
号は含まれない。

事後
記載内容を正確化したため重
要な変更に該当しない。

令和7年9月30日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要（個人）
４　特定個人情報の取扱いの
委託
委託の有無

［委託する］
（ 15  ）件

［委託する］
（ 16  ）件

事前

令和7年9月30日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要（個人）
４　特定個人情報の取扱いの
委託

委託事項1～15　［略］
委託事項1～15　［略］
委託事項16

事前

事後
記載内容を正確化したため重
要な変更に該当しない。

⑧納税義務者及び他市町村向けに送付する課
税物件異動通知には個人番号は記載しない。

⑧他市町村向けに送付する課税物件異動通知
及び地方税外部連携システムを介した廃車情
報の提供には個人番号は記載しない。

事前令和7年9月30日

（別添１）事務の内容
（軽自動車税（種別割）賦課業
務）
　（備考）

［〇］紙
［〇］電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。］
［   ］フラッシュメモリ
［   ］電子メール
［   ］専用線
［〇］庁内連携システム
［〇］情報提供ネットワークシステム
［〇］その他（住民基本台帳ネットワークシステ
ム、地方税ポータルセンタ　→　ＬＧＷＡＮ　→
審査システム（eLTAX）、国税連携システム
（eLTAX）、埼玉県市町村電子申請サービス）

［〇］紙
［〇］電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。］
［   ］フラッシュメモリ
［   ］電子メール
［   ］専用線
［〇］庁内連携システム
［〇］情報提供ネットワークシステム
［〇］その他（住民基本台帳ネットワークシステ
ム、地方税ポータルセンタ　→　ＬＧＷＡＮ　→
審査システム（eLTAX）、国税連携システム
（eLTAX）、埼玉県市町村電子申請サービス、マ
イナポータル　→　個人住民税電子申告システ
ム（eLTAX） → 申請管理システム）

令和7年9月30日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要（個人）
５　特定個人情報の提供・移
転（委託に伴うものを除く）
提供・移転の有無

移転先1～12　［略］
移転先1～12　［略］
移転先13

事後
記載内容を正確化したため重
要な変更に該当しない。

記載内容を正確化したため重
要な変更に該当しない。

事後

［〇］ 情報提供ネットワークシステム
［〇］ 専用線
［　 ］ 電子メール
［　 ］ 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）
［　 ］ フラッシュメモリ
［　 ］ 紙
［〇］ その他（　eLTAX システム　　　　　　）

［〇］ 情報提供ネットワークシステム
［〇］ 専用線
［　 ］ 電子メール
［　 ］ 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）
［　 ］ フラッシュメモリ
［　 ］ 紙
［　 ］ その他（　　　　　　　　　　　　　　　　）

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要（個人）
５　特定個人情報の提供・移
転（委託に伴うものを除く）
提供先２
⑥提供方法

令和7年9月30日

令和7年9月30日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要（個人）
３　特定個人情報の入手・使
用
②入手方法

令和7年9月30日

（別添１）事務の内容
（固定資産税・都市計画税賦
課業務）
図

―
登記データ連携システム導入における処理流
れを追記

事後
軽微な修正のため重要な変
更に該当しない。

令和7年9月30日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要（個人）
４　特定個人情報の取扱いの
委託
委託事項8
⑥委託先名

東洋印刷株式会社　埼玉営業所 東洋印刷株式会社　東日本営業本部 事後
記載内容を正確化したため重
要な変更に該当しない。

令和7年9月30日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要（個人）
４　特定個人情報の取扱いの
委託
委託事項9
⑥委託先名

東洋印刷株式会社　埼玉営業所 東洋印刷株式会社　東日本営業本部 事後
記載内容を正確化したため重
要な変更に該当しない。

令和7年9月30日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要（個人）
４　特定個人情報の取扱いの
委託
委託事項12
⑥委託先名

東洋印刷株式会社　埼玉営業所 東洋印刷株式会社　東日本営業本部 事後
記載内容を正確化したため重
要な変更に該当しない。
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提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

事後

他の行政機関等が運営する
システムの変更を受けて、当
該システムに係る部分のみリ
スク対策の変更を行うため、
重要な変更に該当しない。

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要（個人）
６　特定個人情報の保管・消
去
①保管場所

１～２　［略］
３　中間サーバ・プラットフォームにおける措置
（１）中間サーバ・プラットフォームはデータセン
タ－に設置している。データセンタ－への入館、
及びサーバ室への入室を行う際は、警備員な
どにより顔写真入りの身分証明書と事前申請と
の照合を行う。
（２）特定個人情報は、サーバ室に設置された
中間サーバのデータベース内に保存され、バッ
クアップもデータベース上に保存される。

１～２　［略］
３　中間サーバ・プラットフォームにおける措置
（１）中間サーバ・プラットフォームは政府情報シ
ステムのためのセキュリティ評価制度（ISMAP）
に登録されたクラウドサービスが保有・管理す
る環境に設置し、設置場所のセキュリティ対策
はクラウドサービス事業者が実施する。なお、ク
ラウドサービス事業者は、セキュリティ管理策が
適切に実施されているほか、次を満たしてい
る。
　・ISO/IEC27017、ISO/IEC27018の認証を受け
ている。
　・日本国内でデータを保管している。
（２）特定個人情報は、クラウドサービス事業者
が保有・管理する環境に構築する中間サーバ
のデータベース内に保存され、バックアップも
データベース上に保存される。

事後

令和7年9月30日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要（軽自動車税）
３　特定個人情報の入手・使
用
②入手方法

［〇］紙
［   ］電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。］
［   ］フラッシュメモリ
［   ］電子メール
［   ］専用線
［〇］庁内連携システム
［〇］情報提供ネットワークシステム
［〇］その他（住民基本台帳ネットワークシステ
ム）

［〇］紙
［〇］電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。］
［   ］フラッシュメモリ
［   ］電子メール
［   ］専用線
［〇］庁内連携システム
［〇］情報提供ネットワークシステム
［〇］その他（住民基本台帳ネットワークシステ
ム、埼玉県市町村電子申請サービス）

事後
記載内容を正確化したため重
要な変更に該当しない。

令和7年9月30日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要（軽自動車税）
６　特定個人情報の保管・消
去
①保管場所

１～２　［略］
３　中間サーバ・プラットフォームにおける措置
（１）中間サーバ・プラットフォームはデータセン
タ－に設置している。データセンタ－への入館、
及びサーバ室への入室を行う際は、警備員な
どにより顔写真入りの身分証明書と事前申請と
の照合を行う。
（２）特定個人情報は、サーバ室に設置された
中間サーバのデータベース内に保存され、バッ
クアップもデータベース上に保存される。

１～２　［略］
３　中間サーバ・プラットフォームにおける措置
（１）中間サーバ・プラットフォームは政府情報シ
ステムのためのセキュリティ評価制度（ISMAP）
に登録されたクラウドサービスが保有・管理す
る環境に設置し、設置場所のセキュリティ対策
はクラウドサービス事業者が実施する。なお、ク
ラウドサービス事業者は、セキュリティ管理策が
適切に実施されているほか、次を満たしてい
る。
　・ISO/IEC27017、ISO/IEC27018の認証を受け
ている。
　・日本国内でデータを保管している。
（２）特定個人情報は、クラウドサービス事業者
が保有・管理する環境に構築する中間サーバ
のデータベース内に保存され、バックアップも
データベース上に保存される。

事後

他の行政機関等が運営する
システムの変更を受けて、当
該システムに係る部分のみリ
スク対策の変更を行うため、
重要な変更に該当しない。

令和7年9月30日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要（軽自動車税）
４　特定個人情報の取扱いの
委託

委託事項1～6　［略］
委託事項1～6　［略］
委託事項7

事前

令和7年9月30日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要（軽自動車税）
３　特定個人情報の入手・使
用
④入手に係る妥当性

１　本人又は本人の代理人、行政機関、民間事
業者からの入手
　 さいたま市市税条例第96条第２項第１号、第
97条第２項第１号及び地方税法施行規則附則
第25条第１項第１号ロにおいて明示されてい
る。

２～３　［略］

１　本人又は本人の代理人、行政機関、民間事
業者からの入手
（１） さいたま市市税条例第96条第２項第１号、
第97条第２項第１号及び地方税法施行規則附
則第25条第１項第１号ロにおいて明示されてい
る。
（２）納税者等の利便性向上のために書面だけ
でなく、インターネットによる提出も認めている。

２～３　［略］

事後
記載内容を正確化したため重
要な変更に該当しない。

他の行政機関等が運営する
システムの変更を受けて、当
該システムに係る部分のみリ
スク対策の変更を行うため、
重要な変更に該当しない。

令和7年9月30日

令和7年9月30日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要（個人）
６　特定個人情報の保管・消
去
③消去方法

１　［略］
２　中間サーバ・プラットフォームにおける措置
（１）特定個人情報の消去は地方公共団体から
の操作によって実施されるため、通常、中間
サーバ・プラットフォームの保守・運用を行う事
業者が特定個人情報を消去することはない。
（２）ディスク交換やハード更改等の際は、中間
サーバ・プラットフォームの保守・運用を行う事
業者において、保存された情報が読み出しでき
ないよう、物理的破壊により完全に消去する。
３　［略］

１　　［略］
２　中間サーバ・プラットフォームにおける措置
（１）特定個人情報の消去は地方公共団体から
の操作によって実施されるため、通常、中間
サーバ・プラットフォームの保守・運用を行う事
業者及びクラウドサービス事業者が特定個人
情報を消去することはない。
（２）クラウドサービス事業者が保有・管理する
環境において、障害やメンテナンス等によりディ
スクやハード等を交換する際は、クラウドサービ
ス事業者において、政府情報システムのための
セキュリティ評価制度（ISMAP）に準拠したデー
タの暗号化消去及び物理的破壊を行う。さら
に、第三者の監査機関が定期的に発行するレ
ポートにより、クラウドサービス事業者におい
て、確実にデータの暗号化消去及び物理的破
壊が行われていることを確認する。
（３）中間サーバー・プラットフォームの移行の際
は、地方公共団体情報システム機構及び中間
サーバー・プラットフォームの事業者において、
保存された情報が読み出しできないよう、デー
タセンターに設置しているディスクやハード等を
物理的破壊により完全に消去する。
３　［略］
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提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

令和7年9月30日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要（軽自動車税）
６　特定個人情報の保管・消
去
③消去方法

１　［略］
２　中間サーバ・プラットフォームにおける措置
（１）特定個人情報の消去は地方公共団体から
の操作によって実施されるため、通常、中間
サーバ・プラットフォームの保守・運用を行う事
業者が特定個人情報を消去することはない。
（２）ディスク交換やハード更改等の際は、中間
サーバ・プラットフォームの保守・運用を行う事
業者において、保存された情報が読み出しでき
ないよう、物理的破壊により完全に消去する。
３　[略]

１　　［略］
２　中間サーバ・プラットフォームにおける措置
（１）特定個人情報の消去は地方公共団体から
の操作によって実施されるため、通常、中間
サーバ・プラットフォームの保守・運用を行う事
業者及びクラウドサービス事業者が特定個人
情報を消去することはない。
（２）クラウドサービス事業者が保有・管理する
環境において、障害やメンテナンス等によりディ
スクやハード等を交換する際は、クラウドサービ
ス事業者において、政府情報システムのための
セキュリティ評価制度（ISMAP）に準拠したデー
タの暗号化消去及び物理的破壊を行う。さら
に、第三者の監査機関が定期的に発行するレ
ポートにより、クラウドサービス事業者におい
て、確実にデータの暗号化消去及び物理的破
壊が行われていることを確認する。
（３）中間サーバー・プラットフォームの移行の際
は、地方公共団体情報システム機構及び中間
サーバー・プラットフォームの事業者において、
保存された情報が読み出しできないよう、デー
タセンターに設置しているディスクやハード等を
物理的破壊により完全に消去する。
３　［略］

事後

他の行政機関等が運営する
システムの変更を受けて、当
該システムに係る部分のみリ
スク対策の変更を行うため、
重要な変更に該当しない。

事後

自治体中間サーバー・プラット
フォーム更改に伴う記述内容
の修正のため重要な変更に
該当しない。

令和7年9月30日

令和7年9月30日

令和7年9月30日

（別添２）特定個人情報ファイ
ル記録項目
滞納整理業務

―

９５８．担当コード１、９５９．担当コード２、９６０．
担当コード３、９６１．当初－氏名、９６２．当初
－カナ、９６３．当初－市内市外区分、９６４．当
初－市外住所コード、９６５．当初－住所自治体
コード、９６６．当初－住所町名コード、９６７．当
初－住所番地コード、９６８．当初－住所枝番
コード、９６９．当初－住所小枝番コード、９７０．
当初－住所枝番３コード、９７１．当初－住所番
地編集区分、９７２．当初－住所、９７３．当初－
方書、９７４．給与所得、９７５．生命保険料控除
有無、９７６．生命保険料控除額、９７７．事業所
－指定番号、９７８．現年市税－固定、９７９．現
年市税－固定償、９８０．現年市税－市県普、９
８１．現年市税－市県年、９８２．現年市税－市
県特、９８３．現年市税－市県退、９８４．現年市
税－軽自、９８５．現年市税－法人、９８６．現年
市税－事業所、９８７．現年市税－たばこ、９８
８．現年市税－特土地、９８９．現年市税－入
湯、９９０．現年市税－鉱産、９９１．現年市税－
国料、９９２．現年市税－国税、９９３．現年市税
－国料年、９９４．現年市税－国税年、９９５．現
年市税－介護保険料、９９６．現年市税－その
他、９９７．現年市税－本税額、９９８．現年市税
－延滞金額、９９９．現年市税－合計額、１００
０．滞繰市税－固定

事後
記載内容を正確化したため重
要な変更に該当しない。

令和7年9月30日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの
概要（滞納整理）
４．特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
委託事項6
⑥委託先名

株式会社バックスグループ 株式会社アイ・シー・アール 事後
記載内容を正確化したため重
要な変更に該当しない。

Ⅱ 特定個人情報ファイルの
概要（固定資産税）
６．特定個人情報の保管・消
去
①保管場所

１～２　［略］
３　中間サーバ・プラットフォームにおける措置
（１）中間サーバ・プラットフォームはデータセン
タ－に設置している。データセンタ－への入館、
及びサーバ室への入室を行う際は、警備員な
どにより顔写真入りの身分証明書と事前申請と
の照合を行う。
（２）特定個人情報は、サーバ室に設置された
中間サーバのデータベース内に保存され、バッ
クアップもデータベース上に保存される。

１～２　［略］
３　中間サーバ・プラットフォームにおける措置
中間サーバ･プラットフォームは、政府情報シス
テムのためのセキュリティ評価制度（ISMAP）に
登録されたクラウドサービス事業者が保有・管
理する環境に設置し、設置場所のセキュリティ
対策はクラウドサービス事業者が実施する。な
お、クラウドサービス事業者は、セキュリティ管
理策が適切に実施されているほか、次を満たし
ている。
・ISO/IEC27017、ISO/IEC27018 の認証を受け
ている。
・日本国内でデータを保管している。
（２）特定個人情報は、クラウドサービス事業者
が保有・管理する環境に構築する中間サーバ
のデータベース内に保存され、バックアップも
データベース上に保存される。

事後

自治体中間サーバー・プラット
フォーム更改に伴う記述内容
の修正のため重要な変更に
該当しない。

Ⅱ 特定個人情報ファイルの
概要（固定資産税）
６．特定個人情報の保管・消
去
③消去方法

１　［略］
２　中間サーバ・プラットフォームにおける措置
（１）特定個人情報の消去は地方公共団体から
の操作によって実施されるため、通常、中間
サーバ・プラットフォームの保守・運用を行う事
業者が特定個人情報を消去することはない。
（２）ディスク交換やハード更改等の際は、中間
サーバ・プラットフォームの保守・運用を行う事
業者において、保存された情報が読み出しでき
ないよう、物理的破壊により完全に消去する。

１　［略］
２　中間サーバ・プラットフォームにおける措置
（１）特定個人情報の消去は地方公共団体から
の操作によって実施されるため、通常、中間
サーバ・プラットフォームの保守・運用を行う事
業者及びクラウドサービス事業者が特定個人
情報を消去することはない。
（２）クラウドサービス事業者が保有・管理する
環境において、障害やメンテナンス等によりディ
スクやハード等を交換する際は、クラウドサービ
ス事業者において、政府情報システムのための
セキュリティ評価制度（ISMAP）に準拠したデー
タの暗号化消去及び物理的破壊を行う。さら
に、第三者の監査機関が定期的に発行するレ
ポートにより、クラウドサービス事業者におい
て、確実にデータの暗号化消去及び物理的破
壊が行われていることを確認する。
（３）中間サーバー・プラットフォームの移行の際
は、地方公共団体情報システム機構及び中間
サーバー・プラットフォームの事業者において、
保存された情報が読み出しできないよう、デー
タセンターに設置しているディスクやハード等を
物理的破壊により完全に消去する。
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提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

令和7年9月30日

（別添２）特定個人情報ファイ
ル記録項目
滞納整理業務

―

１００１．滞繰市税－固定償、１００２．滞繰市税
－市県普、１００３．滞繰市税－市県年、１００
４．滞繰市税－市県特、１００５．滞繰市税－市
県退、１００６．滞繰市税－軽自、１００７．滞繰
市税－法人、１００８．滞繰市税－事業所、１００
９．滞繰市税－たばこ、１０１０．滞繰市税－特
土地、１０１１．滞繰市税－入湯、１０１２．滞繰
市税－鉱産、１０１３．滞繰市税－国料、１０１
４．滞繰市税－国税、１０１５．滞繰市税－国料
年、１０１６．滞繰市税－国税年、１０１７．滞繰
市税－介護保険料、１０１８．滞繰市税－その
他、１０１９．滞繰市税－本税額、１０２０．滞繰
市税－延滞金額、１０２１．滞繰市税－合計額、
１０２２．市税－合計額、１０２３．発送予定ＩＤ、１
０２４．調査種別ＩＤ、１０２５．発送予定名、１０２
６．権利者グループＩＤ、１０２７．発送担当者Ｉ
Ｄ、１０２８．発送予定日、１０２９．回答期限、１
０３０．依頼入力期限、１０３１．オンライン最大
調査件数、１０３２．オンライン登録件数、１０３
３．バッチ最大調査件数、１０３４．バッチ登録件
数、１０３５．文書記号、１０３６．文書番号、１０３
７．文書発行日、１０３８．発送日、１０３９．調査
対象者ＩＤ、１０４０．登録担当者ＩＤ、１０４１．権
利者ＩＤ、１０４２．個人法人区分、１０４３．滞納
者－宛名番号、１０４４．滞納者－郵便番号、１
０４５．滞納者－住所、１０４６．滞納者－方書、
１０４７．滞納者－筆頭者、１０４８．滞納者－フ
リガナ、１０４９．滞納者－氏名、１０５０．滞納者
－生年月日、１０５１．滞納者－性別、１０５２．
滞納者－国籍、１０５３．滞納者－物件種別、１
０５４．滞納者－番号、１０５５．滞納者－旧郵便
番号、１０５６．滞納者－旧住所、１０５７．滞納
者－旧方書、１０５８．依頼先－郵便番号、１０５
９．依頼先－住所、１０６０．依頼先－方書、１０
６１．依頼先－名称、１０６２．戸籍－請求書類、

事後
記載内容を正確化したため重
要な変更に該当しない。

令和7年9月30日

（別添２）特定個人情報ファイ
ル記録項目
収納業務

―

７８１．共通納税－地方公共団体コード、７８２．
共通納税－納税者ＩＤ、７８３．共通納税－収納
団体番号、７８４．共通納税－納付番号、７８５．
共通納税－納付区分、７８６．共通納税－確認
番号、７８７．共通納税－履歴番号、７８８．共通
納税状態区分、７８９．調定特定区分、７９０．暫
定調定作成フラグ、７９１．管理ファイル取込
日、７９２．納付ファイル取込日、７９３．入金ファ
イル取込日、７９４．共通納税－申告区分、７９
５．共通納税－税目区分、７９６．共通納税－期
別－自、７９７．共通納税－期別－至、７９８．共
通納税－申告受付番号、７９９．共通納税－申
告受付日、８００．共通納税－利用者ＩＤ、８０１．
共通納税－納付者名フリガナ、８０２．共通納税
－納付者名、８０３．共通納税－本税等合計
額、８０４．共通納税－延滞金合計額、８０５．共
通納税－支払可能期限、８０６．共通納税－特
定キー１、８０７．共通納税－特定キー２、８０
８．共通納税－特定キー予備、８０９．共通納税
－納期限、８１０．共通納税－延滞金計算開始
年月日、８１１．共通納税－入金年月日、８１２．
共通納税－納付年月日、８１３．取込処理日、８
１４．エラーフラグ、８１５．収納団体コード、８１
６．税目－料金番号、８１７．申告区分－課税期
間、８１８．パスワード、８１９．システム利用領
域０４、８２０．システム利用領域０５、８２１．シ
ステム利用領域０６、８２２．システム利用領域０
７、８２３．システム利用領域０８、８２４．システ
ム利用領域０９、８２５．システム利用領域１０、
８２６．システム利用領域１１、８２７．レスポンス
コード、８２８．システム利用領域１２、８２９．シ
ステム利用領域１３、８３０．納付金区分

事後
記載内容を正確化したため重
要な変更に該当しない。

令和7年9月30日

（別添２）特定個人情報ファイ
ル記録項目
収納業務

―

８３１．氏名カナ、８３２．氏名漢字、８３３．今回
請求金額合計、８３４．請求本体金額、８３５．請
求固定延滞金額、８３６．延滞金随時計算フラ
グ、８３７．納付情報変更年月日、８３８．延滞金
計算開始年月日、８３９．延滞金表示区分、８４
０．請求消費税、８４１．消費税表示区分、８４
２．納付内容カナ、８４３．納付内容漢字、８４４．
手数料負担区分、８４５．地公体任意情報、８４
６．納付方式、８４７．拡張予備領域０１、８４８．
システム利用領域１４、８４９．今回支払金額合
計累積、８５０．今回支払金額合計、８５１．支払
納付額、８５２．支払延滞金額、８５３．支払消費
税、８５４．領収区分、８５５．支払方法、８５６．
チャネル区分、８５７．入力区分、８５８．印紙税
額、８５９．他店券金額、８６０．システム利用領
域１５、８６１．入金年月日、８６２．納付年月日、
８６３．ＭＰＮ処理年月日、８６４．ＭＰＮ処理時
刻、８６５．ＭＰＮ処理通番、８６６．仕向センター
コード、８６７．仕向処理年月日、８６８．仕向処
理時刻、８６９．仕向処理通番、８７０．システム
利用領域１６、８７１．決算単位年月日、８７２．
ＭＰＮ通信サーバ登録年月日、８７３．拡張予備
領域０２、８７４．システム予備、８７５．登録区
分、８７６．納税者ＩＤ、８７７．納付可否区分、８７
８．納付書情報登録依頼連番

事後
記載内容を正確化したため重
要な変更に該当しない。

令和7年9月30日

（別添２）特定個人情報ファイ
ル記録項目
滞納整理業務

―

１０６３．戸籍－請求理由、１０６４．特記情報、１
０６５．発送履歴連番、１０６６．特記コード、１０
６７．特記事項、１０６８．最終更新年月日、１０６
９．最終更新職員番号

事後
記載内容を正確化したため重
要な変更に該当しない。
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提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

令和7年9月30日

Ⅲ　特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策
２　特定個人情報の入手（情
報提供ネットワークシステムを
通じた入手を除く）
リスク２：不適切な方法で入手
が行われるリスク
リスクに対する措置の内容

１～７　［略］
８　その他の入手時（窓口応対、電話応対等）
　地方税賦課徴収に関する事務に関係のない
情報を入手しないよう、職員に対する教育を徹
底する。特定個人情報を入手する際は、利用目
的を入手元に伝える。

１～７　［略］
８　マイナポータル（サービス検索・電子申請機
能）からの入手時
（１）住民がマイナポータル申請管理から個人番
号付電子申請データを送信するためには、個人
番号カードの署名用電子証明書による電子署
名を付すこととなり、のちに署名検証も行われ
るため、本人からの情報のみが送信される。
（２）マイナポータル申請管理の画面の誘導に
おいて住民に何の手続を探し電子申請を行い
たいのか理解してもらいながら操作をしていた
だき、たどり着いた申請フォームが何のサービ
スにつながるものか明示することで、住民に過
剰な負担をかけることなく電子申請を実施いた
だけるよう措置を講じている。

９　その他の入手時（窓口応対、電話応対等）
　地方税賦課徴収に関する事務に関係のない
情報を入手しないよう、職員に対する教育を徹
底する。特定個人情報を入手する際は、利用目
的を入手元に伝える。

事前

令和7年9月30日

Ⅲ　特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策
２　特定個人情報の入手（情
報提供ネットワークシステムを
通じた入手を除く）
リスク１：目的外の入手が行わ
れるリスク
対象者以外の情報の入手を
防止するための措置の内容

１～６　［略］
７　その他（窓口応対、電話応対等）
　個人番号カード又は通知カード、身分証明書
の提示等により本人確認を行い、対象者である
ことを確認する。

１～６　［略］
７　埼玉県市町村電子申請サービスからの入手
時
マニュアルやWeb上で、個人番号の提出が必要
な者の要件を明示、周知し、本人以外の情報の
入手を防止する。

８　マイナポータル（サービス検索・電子申請機
能）からの入手時
マニュアルやWeb上で、個人番号の提出が必要
な者の要件を明示、周知し、本人以外の情報の
入手を防止する。

９　その他（窓口応対、電話応対等）
　個人番号カード又は通知カード、身分証明書
の提示等により本人確認を行い、対象者である
ことを確認する。

事前

令和7年9月30日

Ⅲ　特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策
２　特定個人情報の入手（情
報提供ネットワークシステムを
通じた入手を除く）
リスク１：目的外の入手が行わ
れるリスク
必要な情報以外を入手するこ
とを防止するための措置の内
容

１～７　［略］
８　その他の入手時（窓口応対、電話応対等）
（１）地方税賦課徴収に関する事務に関係のな
い情報を入手する事がないよう、職員に対する
教育を徹底する。
（２）窓口等における申請書は必要な情報のみ
を記載する様式とする。

１～７　［略］
８　マイナポータル（サービス検索・電子申請機
能）からの入手時
　住民がマイナポータル申請管理の画面の誘
導に従いサービスを検索し申請フォームを選択
して必要情報を入力することとなるが、画面で
の誘導を簡潔に行うことで、異なる手続に係る
申請や不要な情報を送信してしまうリスクを防
止する。

９　その他の入手時（窓口応対、電話応対等）
（１）地方税賦課徴収に関する事務に関係のな
い情報を入手する事がないよう、職員に対する
教育を徹底する。
（２）窓口等における申請書は必要な情報のみ
を記載する様式とする。

事前

事前

令和7年9月30日

Ⅲ　特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策
２　特定個人情報の入手（情
報提供ネットワークシステムを
通じた入手を除く）
リスク３：入手した特定個人情
報が不正確であるリスク
個人番号の真正性確認の措
置の内容

１～５　［略］

１～５　［略］.
６　マイナポータル（サービス検索・電子申請機
能）を利用する場合
　　マイナポータルからの申請については、住民
が個人番号付電子申請データを送信するた
め、個人番号カードの署名用電子証明書による
電子署名を付すこととなり、電子署名付与済の
個人番号付電子申請データを受領したさいたま
市は署名検証（有効性確認、改ざん検知等）を
実施することとなる。これにより、個人番号の真
正性を確認する。

事前

１～２　［略］

１～２　［略］.
３　市民がオンライン申請を行う際に、個人番号
を入力する時には、チェックデジット等の機能の
活用又は個人番号カード内の記憶領域に格納
された個人番号を申請フォームに自動転記を行
うことなどにより、不正確な個人番号の入力を
抑止する措置を講じている。

令和7年9月30日

Ⅲ　特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策
２　特定個人情報の入手（情
報提供ネットワークシステムを
通じた入手を除く）
リスク３：入手した特定個人情
報が不正確であるリスク
入手の際の本人確認の措置
の内容

１～４　［略］

１～４　［略］
５　マイナポータル（サービス検索・電子申請機
能）を利用する場合
　住民がマイナポータル申請管理から個人番号
付電子申請データを送信するためには、個人番
号カードの署名用電子証明書による電子署名
を付すこととなり、電子署名付与済の個人番号
付電子申請データを受領した地方公共団体は
署名検証（有効性確認、改ざん検知等）を実施
することとなる。これにより、本人確認を実施す
る。

事前

令和7年9月30日

Ⅲ　特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策
２　特定個人情報の入手（情
報提供ネットワークシステムを
通じた入手を除く）
リスク３：入手した特定個人情
報が不正確であるリスク
特定個人情報の正確性確保
の措置の内容
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令和7年9月30日

Ⅲ　特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策
６　情報提供ネットワークシス
テムとの接続
リスク４：入手の際に特定個人
情報が漏えい・紛失するリスク
リスクに対する措置の内容

１～２　［略］
３　中間サーバ･プラットフォームにおける措置
（１）中間サーバと住民記録システム、情報提供
ネットワークシステムとの間は、高度なセキュリ
ティを維持した行政専用のネットワーク（総合行
政ネットワーク等）を利用する。
（２）中間サーバと団体についてはVPN等の技
術を利用し、団体毎に通信回線を分離するとと
もに、通信を暗号化する。
（３）中間サーバ･プラットフォーム事業者の業務
は、中間サーバ・プラットフォームの運用、監視・
障害対応等供であり、業務上、特定個人情報へ
はアクセスできない。

１～２　［略］
３　中間サーバ･プラットフォームにおける措置
（１）中間サーバと住民記録システム、情報提供
ネットワークシステムとの間は、高度なセキュリ
ティを維持した行政専用のネットワーク（総合行
政ネットワーク等）を利用する。
（２）中間サーバと団体についてはVPN等の技
術を利用し、団体毎に通信回線を分離するとと
もに、通信を暗号化する。
（３）中間サーバ･プラットフォーム事業者の業務
は、中間サーバ・プラットフォームの運用、監視・
障害対応等、クラウドサービス事業者の業務
は、クラウドサービスの提供であり、業務上、特
定個人情報へはアクセスできない。

事後

他の行政機関等が運営する
システムの変更を受けて、当
該システムに係る部分のみリ
スク対策の変更を行うため、
重要な変更に該当しない。

事前

事前

１～３　［略］

１～３　［略］
４　申請管理システム
（１）申請管理システムから取得した個人番号付
電子申請データ等のデータについて、改ざんや
業務目的以外の複製を禁止するルールを定
め、ルールに従って業務を行う。
（２）アクセス権限を付与された最小限の職員等
だけが、個人番号付電子申請等のデータにつ
いて、基幹系端末への保存ができるようシステ
ム的に制御する。
（３）外部記憶媒体にサービス検索・電子申請機
能から取得した個人番号付電子申請データ等
のデータを複製する場合、使用管理簿に記載
し、事前に情報管理者の承認を得たうえで複製
する。なお、外部記憶媒体は限定された媒体の
みを使用する。
（４）外部記憶媒体内のデータは暗号化する。

事前

令和7年9月30日

Ⅲ　特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策
３　特定個人情報の使用
リスク３： 従業員が事務外で
使用するリスク
リスクに対する措置の内容

１～５　［略］

１～５　［略］
６　申請データの取込みを行う申請管理システ
ムについては、利用する必要がある職員を特定
し、個人ごとのユーザＩＤを割り当てることで、ア
クセスできる職員を限定する。

７　外部記憶媒体にサービス検索・電子申請機
能から取得した個人番号付電子申請データ等
のデータを複製する場合、使用管理簿に記載
し、事前に情報管理者の承認を得たうえで複製
する。なお、外部記憶媒体は限定された媒体の
みを使用する。

８　外部記憶媒体内のデータは暗号化する。

事前

令和7年9月30日

Ⅲ　特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策
２　特定個人情報の入手（情
報提供ネットワークシステムを
通じた入手を除く）
リスク４：入手の際に特定個人
情報が漏えい・紛失するリスク
リスクに対する措置の内容

１～３　［略］

１～３　［略］
４　オンライン申請による入手分に対する措置
（１）サービス検索・電子申請機能とさいたま市
との間は、ＬＧＷＡＮ、ＶＰＮ等の回線を用いた暗
号化通信を行うことで、外部からの盗聴、漏え
い等が起こらないようにしている。

令和7年9月30日

Ⅲ　特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策
３　特定個人情報の使用
リスク４： 特定個人情報ファイ
ルが不正に複製されるリスク
リスクに対する措置の内容

令和7年9月30日

Ⅲ　特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策
３　特定個人情報の使用
リスク２： 権限のない者（元職
員、アクセス権限のない職員
等）によって不正に使用される
リスク
ユーザﾞ認証の管理
具体的な管理方法

１～３　［略］

１～３　［略］
４　申請データの取込みを行う申請管理システ
ムについては、利用する必要がある職員を特定
し、個人ごとのユーザＩＤを割り当てるとともに、Ｉ
Ｄとパスワードによる認証を行う。また、なりすま
しによる不正を防止する観点から共用ＩＤの利
用を禁止する。

事前

令和7年9月30日

Ⅲ　特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策
３　特定個人情報の使用
リスク２： 権限のない者（元職
員、アクセス権限のない職員
等）によって不正に使用される
リスク
アクセス権限の管理
具体的な管理方法

１～２　［略］

１～２　［略］
３　定期的にユーザＩＤ一覧をシステムより出力
し、アクセス権限の管理表と突合を行い、アクセ
ス権限の確認及び不正利用の有無をユーザＩＤ
管理者が確認を行う。また、不要となったユー
ザＩＤやアクセス権限を速やかに変更又は削除
する。

事前

令和7年9月30日

Ⅲ　特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策
３　特定個人情報の使用
リスク２： 権限のない者（元職
員、アクセス権限のない職員
等）によって不正に使用される
リスク
特定個人情報の使用の記録
具体的な管理方法

１～２　［略］

１～２　［略］
３　アクセスログ及び操作ログは、改ざんを防止
するため、不正プロセス検知ソフトウェアによ
り、不正なログの書き込み等を防止する。
４　定期的に操作ログをチェックし、不正とみら
れる操作があった場合、操作内容を確認する。
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事後

他の行政機関等が運営する
システムの変更を受けて、当
該システムに係る部分のみリ
スク対策の変更を行うため、
重要な変更に該当しない。

令和7年9月30日

Ⅲ　特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策
７　特定個人情報の保管・消
去
リスク１：特定個人情報の漏え
い・滅失・毀損リスク
⑤物理的対策
具体的な対策の内容

１　［略］
２　中間サーバ･プラットフォームにおける措置
（１）中間サーバ･プラットフォームをデータセンタ
に構築し、設置場所への入退室者管理、有人
監視及び施錠管理をすることとしている。また、
設置場所はデータセンタ内の専用の領域とし、
他テナントとの混在によるリスクを回避する。
（２）事前に申請し承認されていない物品、記憶
媒体、通信機器などを不正に所持し、持出持込
することがないよう、警備員などにより確認して
いる。

１　［略］
２　中間サーバ･プラットフォームにおける措置
（１）中間サーバと住民記録システム、情報提供
ネットワークシステムとの間は、高度なセキュリ
ティを維持した行政専用のネットワーク（総合行
政ネットワーク等）を利用することにより、安全
性を確保する。
（２）中間サーバと団体についてはVPN等の技
術を利用し、団体毎に通信回線を分離するとと
もに、通信を暗号化することで安全性を確保す
る。
（３）中間サーバ・プラットフォームでは、特定個
人情報を管理するデータベースを市町村毎に
区分管理（アクセス制御）しており、中間サー
バ・プラットフォームを利用する団体であっても
他団体が管理する情報には一切アクセスでき
ない。
（４）特定個人情報の管理を本市のみが行うこと
で、中間サーバ・プラットフォーム及びクラウド
サービスの保守・運用を行う事業者における情
報漏えい等のリスクを極小化する。

１　［略］
２　中間サーバ･プラットフォームにおける措置
（１）中間サーバ･プラットフォームをデータセンタ
に構築し、設置場所への入退室者管理、有人
監視及び施錠管理をすることとしている。また、
設置場所はデータセンタ内の専用の領域とし、
他テナントとの混在によるリスクを回避する。
（２）事前に申請し承認されていない物品、記憶
媒体、通信機器などを不正に所持し、持出持込
することがないよう、警備員などにより確認して
いる。

１　［略］
２　中間サーバ･プラットフォームにおける措置
（１）中間サーバと住民記録システム、情報提供
ネットワークシステムとの間は、高度なセキュリ
ティを維持した行政専用のネットワーク（総合行
政ネットワーク等）を利用することにより、安全
性を確保する。
（２）中間サーバと団体についてはVPN等の技
術を利用し、団体毎に通信回線を分離するとと
もに、通信を暗号化することで安全性を確保す
る。
（３）中間サーバ・プラットフォームでは、特定個
人情報を管理するデータベースを市町村毎に
区分管理（アクセス制御）しており、中間サー
バ・プラットフォームを利用する団体であっても
他団体が管理する情報には一切アクセスでき
ない。
（４）特定個人情報の管理を本市のみが行うこと
で、中間サーバ・プラットフォーム及びクラウド
サービスの保守・運用を行う事業者における情
報漏えい等のリスクを極小化する。

事後

他の行政機関等が運営する
システムの変更を受けて、当
該システムに係る部分のみリ
スク対策の変更を行うため、
重要な変更に該当しない。

令和7年9月30日

Ⅲ　特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策
６　情報提供ネットワークシス
テムとの接続
リスク６：不適切な方法で提供
されるリスク
リスクに対する措置の内容

１～２　［略］
３　中間サーバ･プラットフォームにおける措置
（１）中間サーバと住民記録システム、情報提供
ネットワークシステムとの間は、高度なセキュリ
ティを維持した行政専用のネットワーク（総合行
政ネットワーク等）を利用する。
（２）中間サーバと団体についてはVPN等の技
術を利用し、団体毎に通信回線を分離するとと
もに、通信を暗号化する。
（３）中間サーバ・プラットフォームの保守・運用
を行う事業者においては、特定個人情報に係る
業務にはアクセスができないよう管理を行い、
不適切な方法での情報提供を行えないよう管
理する。

１～２　［略］
３　中間サーバ･プラットフォームにおける措置
（１）中間サーバと住民記録システム、情報提供
ネットワークシステムとの間は、高度なセキュリ
ティを維持した行政専用のネットワーク（総合行
政ネットワーク等）を利用する。
（２）中間サーバと団体についてはVPN等の技
術を利用し、団体毎に通信回線を分離するとと
もに、通信を暗号化する。
（３）中間サーバ・プラットフォームの保守・運用
を行う事業者及びクラウドサービス事業者にお
いては、特定個人情報に係る業務にはアクセス
ができないよう管理を行い、不適切な方法での
情報提供を行えないよう管理する。

令和7年9月30日

Ⅲ　特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策
６　情報提供ネットワークシス
テムとの接続
情報提供ネットワークシステム
との接続に伴うその他のリス
ク及びそのリスクに対する措
置

事後

他の行政機関等が運営する
システムの変更を受けて、当
該システムに係る部分のみリ
スク対策の変更を行うため、
重要な変更に該当しない。

令和7年9月30日

Ⅲ　特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策
７　特定個人情報の保管・消
去
リスク１： 特定個人情報の漏
えい・滅失・毀損リスク
⑤ 物理的対策
具体的な対策の内容

１　さいたま市における措置
・サーバ室と、データプログラム等を含んだ記録
媒体及び帳票等の可搬媒体を保管する保管室
は、他の部屋と区別して専用の部屋とする。
・入退室管理を徹底するため出入口の場所を
限定する。
・事務を行う執務場所において、市職員（委託
従事者）以外の者（外部業者）が無断で立ち入
らないよう、入室制限を行っている。
・事務を行う執務場所において、市職員（委託
従事者）以外の者（外部業者）が作業する際、
執務場所内にいる間は職員が立ち会い、作業
内容を確認している。
・特定個人情報が記載された紙媒体は、業務終
了後に施錠した保管場所に保管する。

２　［略］

１　さいたま市における措置
・サーバ室と、データプログラム等を含んだ記録
媒体及び帳票等の可搬媒体を保管する保管室
は、他の部屋と区別して専用の部屋とする。
・入退室管理を徹底するため出入口の場所を
限定する。
・事務を行う執務場所において、市職員（委託
従事者）以外の者（外部業者）が無断で立ち入
らないよう、入室制限を行っている。
・事務を行う執務場所において、市職員（委託
従事者）以外の者（外部業者）が作業する際、
執務場所内にいる間は職員が立ち会い、作業
内容を確認している。
・特定個人情報が記載された紙媒体は、業務終
了後に施錠した保管場所に保管する。
・基幹系端末については、セキュリティワイヤー
等による固定などの物理的対策を講じている。
・外部記憶媒体については、限定された媒体以
外の利用不可、施錠できるキャビネット等への
保管、使用管理簿による管理、などの安全管理
措置を講じている。

２　［略］

事前
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提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

令和7年9月30日
Ⅳ　その他のリスク対策
３　その他のリスク対策

１　中間サーバ･プラットフォームにおける措置
　中間サーバ・プラットフォームを活用すること
により、統一した設備環境による高レベルのセ
キュリティ管理（入退室管理等）、ITリテラシーの
高い運用担当者によるセキュリティリスクの低
減、及び技術力の高い運用担当者による均一
的で安定したシステム運用・監視を実現する。

１　中間サーバ･プラットフォームにおける措置
　中間サーバ・プラットフォームを活用すること
により、政府情報システムのためのセキュリティ
評価制度（ISMAP）に登録されたクラウドサービ
ス事業者による高レベルのセキュリティ管理（入
退室管理等）、ITリテラシーの高い運用担当者
によるセキュリティリスクの低減、及び技術力の
高い運用担当者による均一的で安定したシステ
ム運用・監視を実現する。

事後

他の行政機関等が運営する
システムの変更を受けて、当
該システムに係る部分のみリ
スク対策の変更を行うため、
重要な変更に該当しない。

令和7年9月30日

Ⅳ　その他のリスク対策
１　監査
②監査

１～２　［略］
３　中間サーバ･プラットフォームにおける措置
　運用規則等に基づき、中間サーバ・プラット
フォームについて、定期的に監査を行う。

１～２　［略］
３　中間サーバ･プラットフォームにおける措置
（１）運用規則等に基づき、中間サーバ・プラット
フォームについて、定期的に監査を行う。
（２）政府情報システムのためのセキュリティ評
価制度（ISMAP）に登録されたクラウドサービス
事業者は、定期的にISMAP監査機関リストに登
録された監査機関による監査を行うこととしてい
る。

事後

他の行政機関等が運営する
システムの変更を受けて、当
該システムに係る部分のみリ
スク対策の変更を行うため、
重要な変更に該当しない。

事後

他の行政機関等が運営する
システムの変更を受けて、当
該システムに係る部分のみリ
スク対策の変更を行うため、
重要な変更に該当しない。

令和7年9月30日

Ⅲ　特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策
７　特定個人情報の保管・消
去
リスク３： 特定個人情報が消
去されずいつまでも存在する
リスク
手順の内容

１～４　［略］

１～４　［略］
５　外部記憶媒体については、定期的に内部の
チェックを行い不要なデータの確認を行い、廃
棄する場合は管理者の承認を得て行う手順を
定めている。

事前

令和7年9月30日

Ⅲ　特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策
７　特定個人情報の保管・消
去
リスク１：特定個人情報の漏え
い・滅失・毀損リスク
⑥技術的対策
具体的な対策の内容

１　［略］
２　中間サーバ･プラットフォームにおける措置
（１）中間サーバ・プラットフォームではUTM（コン
ピュータウイルスやハッキングなどの脅威から
ネットワークを効率的かつ包括的に保護する装
置）等を導入し、アクセス制限、侵入検知及び
侵入防止を行うとともに、ログの解析を行う。
（２）中間サーバ・プラットフォームでは、ウイル
ス対策ソフトを導入し、ウイルスパターンファイ
ルの更新を行う。
（３）導入しているOS及びミドルウェアについて、
必要に応じてセキュリティパッチの適用を行う。
３　［略］

１　［略］
２　中間サーバ･プラットフォームにおける措置
（１）中間サーバ・プラットフォームではUTM（コン
ピュータウイルスやハッキングなどの脅威から
ネットワークを効率的かつ包括的に保護する装
置）等を導入し、アクセス制限、侵入検知及び
侵入防止を行うとともに、ログの解析を行う。
（２）中間サーバ・プラットフォームでは、ウイル
ス対策ソフトを導入し、ウイルスパターンファイ
ルの更新を行う。
（３）導入しているOS及びミドルウェアについて、
必要に応じてセキュリティパッチの適用を行う。
（４）中間サーバー・プラットフォームは、政府情
報システムのためのセキュリティ評価制度
（ISMAP）にい登録されたクラウドサービス事業
者が保有・管理する環境に設置し、インターネッ
トとは切り離された閉域ネットワーク環境に構築
する。
（５）中間サーバーのデータベースに保存される
特定個人情報は、中間サーバー・プラットフォー
ムの事業者及びクラウドサービス事業者がアク
セスできないよう制御を講じる。
（６）中間サーバーと団体についてはVPN等の
技術を利用し、団体ごとに通信回線を分離する
とともに、通信を暗号化することで安全性を確
保している。
（７）中間サーバー・プラットフォームの移行の際
は、中間サーバー・プラットフォームの事業者に
おいて、以降するデータを暗号化した上で、イン
ターネットを経由しない専用回線を使用し、VPN
等の技術を利用して通信を暗号化することで
データ移行を行う。
３　［略］

Ⅴ　開示請求、問い合わせ
１．特定個人情報の開示・訂
正・利用停止請求

④個人情報ファイル簿の公表
[行っていない]

④個人情報ファイル簿の公表
[行っている]
個人情報ファイル名：軽自動車税（種別割）賦課
ファイル、個人営業届申請ファイル（大宮区）、
個人営業届申請ファイル（見沼区）、個人営業
届申請ファイル（中央区）、個人営業届申請ファ
イル（桜区）、個人営業届申請ファイル（浦和
区）、個人営業届申請ファイル（南区）、個人営
業届申請ファイル（緑区）、個人営業届申請ファ
イル（岩槻区）、個人市・県民税賦課ファイル、
電子情報処理組織を利用する方法により行う
所得・課税（非課税）証明書・納税証明書交付
申請者ファイル、固定資産税・都市計画税（土
地・家屋）管理情報、固定資産税（償却資産）管
理情報、市税収納事務ファイル、滞納整理ファ
イル
公表場所：当市のＷｅｂサイト
(https://www.city.saitama.lg.jp/006/008/001/0
04/p096984.html)

事後
記載内容を正確化したため重
要な変更に該当しない。
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